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１．はじめに

1.1　ＪリーグとNPB

　本来、スポーツは「自己表現」「自己実現」の一形態と考えられ、「自己責任」「自己負担」

で行う営みであり、私事性が強かった。それが、パフォーマンスレベルの高度化によって、

「エンターテインメント性」や「スペクタクル性」が強まり、見る営みとしての価値が高まっ

ていった。そして、他者の実践に対価を支払って見るという行為が浸透した結果、いわゆるプ

ロスポーツ選手が誕生した。

　スポーツのプロ化を主導したのはサッカーである、と言っても過言ではないであろう。内海

（2004, 2007）によれば、サッカーは19世紀後半、まずイングランドのパブリックスクールで

普及した。しかしながらイギリス北部の工業地帯では一部企業家や労働者が地域を統合する方

策の１つとして、「労働者階級の選手を中心とする事業所クラブ」を結成するようになった。

このクラブが広範な支持を受けるようになる過程で選手の技能の水準は向上し、勝利のために

勤務時間を削ってまで練習に打ち込むようになった。当然のことながら、選手が仕事そっちの

けで練習をすれば事業所を成り立たせることはできない。そこで事業所は入場料収入をとり、

それにより事業所の損失を補填するようになった。こうしてプロ化が進んでいったのである。

鉄道企業労働者が結成した「マンチェスター・ユナイテッド」はその典型と言える。イギリス

におけるプロ化は、企業がスポーツクラブを丸抱えするというところから始まった。

　一方、日本のスポーツのプロ化は、サッカーではなく野球から始まった。昭和初期からプロ

化が進んだ野球であるが、野球は新聞社と鉄道会社がその人気に目をつけ、自らの「企業の知
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名度向上・経営促進」のために野球を利用する形でプロ化が進んだ1）。新聞社は野球記事（事

実上の娯楽記事）によって読者拡大を図り、鉄道会社は乗客を見込んで沿線を開発し、駅近く

に球場を自前で建設したのである。内海は、「これらはスポーツの論理ではなく、企業の論理」

であって、「欧米の地域スポーツクラブを基盤とするよりも、企業の都合で『上から』クラブ

を結成したために、地域に根ざす土壌も弱い」という体質を持っていたと指摘する（内海 

2004）。すなわち、日本のプロ野球（以下、NPB）は「スポーツのためのビジネス・市場化

（商業化）」ではなく、「ビジネスのためのスポーツ」であり、商業主義化の性格が強い。その

ため、今なお、NPBの球団は親会社の広告宣伝手段2）とみなされる傾向にある。

　そのため、文化としてのスポーツを牽引する（はずの）、最高度の競技力を持つプロスポー

ツは、1993年のＪリーグ発足まで待つことになった。Ｊリーグは、世界的に見れば後発のプ

ロサッカーリーグであり、Ｊリーグは日本のプロ野球を反面教師としてスタートした。発足時

の10クラブ（オリジナル・テン）は、その大半が旧日本サッカーリーグ（JSL）参加クラブを

発展的解消したものであり3）、クラブ名からオーナー企業を外して本拠自治体を名乗るなど、

商業主義を極力薄める方向に舵を切った。そして、スポーツ文化の振興を謳った4）。

　Ｊリーグには、プロサッカーの枠にとどまらず、「企業丸抱え」「学校丸抱え」で発展してき

た日本スポーツ界の構造改革推進が期待された。事実、サッカー界にもその意気込みがあっ

た。Ｊリーグは、地域が「スポーツを支える」新しい営みを提案し、一部の地域では既に成果

があがっている。

1.2　本稿の目的

　日本サッカー協会（JFA）の田嶋幸三会長は、会長選挙当選後から秋春制へのシーズン制移

行を強く訴えてきた。ヨーロッパの主要リーグが秋春制を採用しているおり、日本サッカーの

強化を考えるとＪリーグカレンダーをヨーロッパに揃える方が望ましいと考えたことが、その

理由の１つである。また日本の夏は酷暑のため、夏場にＪ選手のパフォーマンスが低下するこ

とも、秋春制以降のメリットとして挙げられている。しかしながら、Ｊリーグの中に秋春制移

行に反対する声が多い。とりわけ降雪地のクラブは、経営上の問題（例えば、「練習や試合等

の環境整備が必要」・「スタジアムの降雪対策を地元自治体に要望しなければならない」等）か

ら反対の姿勢を表明しているという5）。

　プロスポーツである以上、経営の問題は避けて通れない。経営的に厳しいクラブが続出する

ようでは、持続可能なリーグ開催は難しい。経営あってのリーグである。ただ、Ｊリーグのク

ラブ経営を見ると、企業として健全であるところもあれば、「クラブライセンス」を維持する

ために四苦八苦しているところもある。
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　Ｊリーグにおけるクラブ経営は、横浜フリューゲルスが横浜マリノスと合併した事件6）を引

き出すまでもなく、古くて新しい問題である（表１）。近年では、J3所属のグルージャ盛岡で

は、同社の元副社長が運営するいわてアスリートクラブの資金を着服したとして、業務上横領

で逮捕される事件が起きている7）。Ｊリーグの地域密着の理想は美しい。しかし、プロスポー

ツである以上、経営の持続性は必須である。そして、かつてのフリューゲルスや最近のグルー

ジャのようにクラブの存続自体が揺らぐ事態も生まれている。筆者らは、こうした事態の背景

には、プロ化を急ぐ余り無理を重ね、企業としての足腰が鍛えられていないクラブを受け入れ

てしまったことがあるように思う。

表１　Ｊリーグのクラブ経営をめぐって発生した事件

年 事　　象
1997年 清水エスパルスの運営会社、エスラップコミニュケーションズ経営破綻。
1997年 鳥栖フューチャーズ経営破綻。
1998年 コンサドーレ札幌Ｊリーグ昇格も巨額債務に苦しみ、現在に至る。
1999年 横浜フリューゲルスのスポンサー企業、全日空空輸が撤退、横浜マリノスに吸収合併。
2009年 大分トリニータの巨額債務超過が表面化。
2010年 東京ヴェルディが経営危機、臨時的措置でＪリーグエンタープライズが直接運営。
2011年 水戸ホーリーホック経営難。募金と水戸市の出資で破綻回避。
2012年 岐阜 FCの経営難深刻化。

2017年
Ｖ・ファーレン長崎が経営危機に陥り、役員が総退陣。紆余曲折の末、地元長崎県佐世保
市に本社を置く、通販大手、ジャパネット HDが発行株式の100％を取得、高田明氏が社
長に就任。

2017年 グルージャ盛岡の元副社長が、クラブから約4,800万円を横領した疑いで逮捕。また、前
監督への報酬支払を巡って民事訴訟に。

　本稿では、地域密着型プロスポーツの先駆者であるＪリーグに不足しているものが何か、俯

瞰的に考え、将来に向けて何が必要かを論考したいと思う。

２．Ｊリーグの特徴

　既に述べたように、Ｊリーグは、オーナー企業の論理で動く NPBを反面教師とした。その

最大の特徴が、「地域密着」と「特定スポンサー企業依存の排除」であった。これは、企業や

学校が丸抱えする「擬似アマチュア（カンパニー・アマ、スクール・アマ）」として発展を遂

げてきた日本の特異構造と決別し、同好の士が集いスポーツを楽しむことを基盤とするヨー

ロッパ型クラブへの転換を意味した。
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　但し、プロリーグである以上、理念も大事であるが、加盟するクラブの経営安定も優先すべ

き課題である。特定のクラブだけが高収益を挙げても、リーグ全体が潤わなければ繁栄は望め

ない。そこでＪリーグは NPBと一線を画し、リーグ組織の運営方法を精査し、経営戦略を固

めたのであった。

　内海（2004）は、プロスポーツには「イギリス型」と「アメリカ型」があると指摘する。イ

ギリス型とは、「クラブ個人主義型」であり、クラブ独自の利益を、競争主義的に追究する。

一方、アメリカ型とは「リーグ社会主義型」ともいうべき経営形態である。これは、面白い試

合を観客や視聴者に提供するためには、恣意的に互角に試合を行う条件作りが必要であるとい

う考え方に基づく。サラリーキャップ制やドラフト制、排他的地域の設定が導入されているの

はそのためであり、それでリーグ参加クラブの経営安定と戦力均衡を図っている。

　この内海の分類によれば、日本の NPBはイギリス型である。それは、讀賣巨人軍や福岡ソ

フトバンクホークスといった豊富な資金力を持つ球団が、多額の契約金により選手を買い集め

ることができるところや、テレビ放送権料を各球団が自由に決めて徴収できるところから判断

できる。これに対し、Ｊリーグはアメリカ型的とみなすことができる。なぜなら、テレビ放送

権料や商品化権料、協賛金等をリーグで一括管理し、加盟クラブに配分する方式を採っている

からである。

　しかし、Ｊリーグでは選手の獲得は自由に行える。その結果、Ｊリーグは、アメリカのよう

な勢力均衡の方向には向かわなかった。資金力のあるビッグクラブが有力選手を抱える構造に

向かったのである。

　Ｊクラブは、発足当初から「まずトップチームありき」であった。換言すれば、「強化あり

き」からのスタートであった。ヨーロッパクラブの生い立ちのように、「近所のサッカー好き

が集まって仲良くボールを蹴る」ことから始まった訳ではない。日本の悲願であった FIFA

ワールドカップ出場、そしてワールドカップ開催を目指す「道具」としての性格をＪリーグは

背負わされていた。発足当初のＪクラブは、企業など大口の出資スポンサーを募り、集めた資

金で「優秀な選手を雇う」ことから始めた。そして、その流れは現在も続いている。NPBを

反面教師にしていたはずであるが、採っている方法は NPBとそれほど相違がないと言えるか

もしれない。

　また、Ｊリーグ加盟のために設置を義務付けられている下部組織が、トップチームを強化す

るための「選手育成の場」という性格が濃い点は、内海の分類に当てはまらないＪリーグの特

殊性である。ジュニアユース・ユース年代のスポーツが部活動中心で行われている日本のス

ポーツ環境の影響がここにある。そのため、Ｊリーグの下部組織は、スポーツを楽しむ場とい

うよりも、「運動が得意な人だけが選ばれ、ライセンスを有する指導者の指導を受けることが
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できる場」になっていると言える。

　Ｊリーグは、古き良きヨーロッパ型クラブをその理想に掲げている。その理想を実現化する

手段が「Ｊリーグ百年構想8）（以下、百年構想）」である。当時のチェアマン、川淵三郎は、「私

の夢」と前置きしながらも、「運動が得意な人も、苦手な人もそれぞれのレベルに応じて、優

れた指導者のもとに好きなスポーツを楽しめる『地域に根差したスポーツクラブ』を目指す」

と述べている。しかし、Ｊクラブの現状をみる限り、川淵の夢と乖離する方向に歩んでいるよ

うに筆者らは感じる。

３．Ｊリーグがもたらしたスポーツビジネスの光と影

　1993年のＪリーグ発足は「Ｊリーグ経由世界」を可能にし、代表チームの強化にも大きく

貢献した。1998年フランス大会以降、FIFAワールドカップに連続出場している原動力は間違

いなくＪリーグである。

　Ｊリーグが発足した当初、この本格的プロスポーツに国民は熱狂し、いわゆる「Ｊリーグ

ブーム」が巻き起こった。テレビ業界は、Ｊリーグがプロ野球と並ぶ（あるいはそれを凌ぐ）

キラーコンテンツとなることを期待した。しかしながら、「Ｊリーグブーム」はバブルの如く、

すぐに消え去った。1994年のワールドカップアメリカ大会の出場を逃したことや、得点シー

ンが少ない競技特性などが障害となり、サッカーと距離がある一般の視聴者はＪリーグ中継か

らすぐに離れ、「日本代表などのごく限られた試合のみ視聴率がとれる」という状況に陥った。

その結果、地上波によるテレビ中継が相次いで打ち切られることとなった。

　テレビ中継が打ち切られていったのにもかかわらず、百年構想の理念もあり、Ｊリーグはひ

たすら拡大路線を進めていった。1999年にディヴィジョンを２つに分け、J1・J2ができた。そ

して、現在（2017年末）で、J1・J2・J3の３部制が採られている。

　プロリーグには「身の丈」がある。チームを増やすことはリーグにとって望ましいことでは

あるが、チームを増やすことは、スポンサーや観客の確保を難しくするという副作用がある。

日本ではサッカーは人気のあるスポーツではあるが、フットサルやバスケットボール（Ｂリー

グ）等のプロ化もあり、J3などを中心にスポンサーを確保することが容易でない状況が生まれ

ている。また、スタジアムの交通の利便性が悪く、観客動員を増やすことができないチームも

あり、Ｊリーグは産業としての脆弱さを抱えている（杉山・河村 2015）。

　たとえば、2013年度決算で、単年度経常赤字を計上したのは J1所属で４チーム。J2所属で

も４チームを数える。更に、2013年度時点で債務超過が解消されていないクラブが、J1所属

で３チーム、J2に至っては８チームにも及んでいる。放置すると、Ｊクラブのいくつかは破綻
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する。それを回避するために導入されたのが、クラブライセンス制度であった。

3.1　地域密着の蹉跌

　プロ野球選手会の調査によると、2016年の NPB加盟12球団支配下選手725名の平均年俸は
3,712万円である9）。一方、Ｊリーグのそれは明らかになっていない。J1平均で、推計1700万

円～2000万円といわれる。NPBは、Ｊリーグに比べ試合数が格段に多い。そのため、NPBの

方が選手の年俸が高くなるのは当然と考えがちであるが、支配下選手は３倍近いので、話はそ

れほど単純ではない。

　NPBでは12球団の経営情報はほとんど公開されていないが、巷間では「大半が赤字」と言

われている。広島東洋カープを除けば、NPBは巨大オーナー企業が球団の後ろ盾になってい

る10）。NPBの各球団は、オーナー企業が大半の株式を有する子会社となっているのが現実で

あり、多少の赤字は広告宣伝経費扱いで償却されているという。つまり、NPBは単体で利益

を出す必要性が薄く、オーナーの企業グループ全体で黒字であれば、問題はない仕組みになっ

ている。

　一方、Ｊリーグは企業色を前面に出す経営を拒絶し、地域企業が出資してクラブ経営を進め

る手法を採った。これは理想としては美しい。しかし結果的に、これが経営難の主たる要因と

なっていると言ってもよい。

　地域密着は尊いとしても、Ｊリーグには NPBやアメリカプロスポーツのような「フラン

チャイズ保護規定」がない。NPBは、野球協約第37条（野球上の利益保護）で、「それぞれの

地域において野球上のすべての利益を保護され、他の地域権を持つ球団に侵犯されることはな

い」と定め、第38条で具体的保護地域が明示されている。例えば、東北楽天ゴールデンイー

グルスの保護地域は「宮城県」であり、広島東洋カープの保護地域は「広島県」である11）。つ

まり、楽天球団は宮城県において、広島球団は広島県においての独占的興行権を有し、他球団

の収益行為を排除することができる。

　しかし、Ｊリーグには「活動地域」「ホームタウン」という本拠地の明示はあるが、NPBの

ようなフランチャイズ規定とは異なり、排他的権利を有していない。このため、新規参入が容

易である。その結果、クラブが乱立する地域も出てくることになる。その代表例が神奈川県で

ある。神奈川県では、「横浜Ｆマリノス」「川崎フロンターレ」「湘南ベルマーレ」「横浜 FC」

「Y.S.C.C横浜」「SC相模原」と計６クラブが活動する。市場規模が相対的に大きい地域とはい

え、６チームは多いように思える。長野県にはＪクラブは「松本山雅 FC」「AC長野パルセイ

ロ」の２クラブがあるが、市場規模を考えると無理があるように見える。

　地方の中小都市をホームタウンとするクラブは、地場における出資企業の数、額には限界が
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あり、自ずと慎ましい経営規模にならざるをえない。しかし、小規模経営では選手補強が思う

ようにできず、強化は容易ではない。そもそもサッカーに関心のある人口が少なければ、入場

料収入にも期待ができない。たとえ J1に昇格できても、前出の松本山雅 FCやモンテディオ山

形のように、J1と J2を行ったり来たりする、いわゆる「エレベーターチーム」化することに

なる。地域密着は理念として高く評価できるものの、一定の産業規模と人口、そしてサッカー

への理解がなければなかなか J1に定着できないというのが現実である。

　それでもなお、Ｊクラブの経営がかろうじて維持できるのは、「リーグに互助的なシステム

が組み込まれているから」である。

3.2　仕送り経営とスポンサー企業

3.2.1　修正局面にあるリーグ社会主義

　2016年度、J1各チームは２億2,500万円のリーグ配分金があった12）。これはリーグが一括管

理するテレビ放送権料などを分配するものである。2016年度のクラブ収益で見ると平均6.17％

であり、相対的に小規模な J1クラブにとっては10％を超える。これが J2になると、クラブ平

均6.79％に上昇し、10％超の収益となるクラブは22クラブ中、９クラブに達する。すなわち、

多くのクラブがＪリーグという親元からの「仕送り」を大きな収益源としており、この制度

は、内海が指摘する「リーグ社会主義型」経営形態の象徴的制度といえる13）。

　近年、Ｊリーグでは、この「仕送り」の仕組みを見直す方向に動いている。均等配分のスタ

ンスを見直し、集客力や成績に応じた傾斜配分に舵を切ったのである14）。報道によれば、入場

者数や過去数年の成績を数値化した指標を新たに設けて上位クラブに重点的に配分し、人気と

実力を兼ね備えた「Ｊリーグ全体をけん引する『ビッグクラブ』を育成」することがその狙い

である。

　ただ、この方針変更は、「リーグ社会主義型」を基軸としつつ、「クラブ個人主義型」を一部

折衷してきた経営形態を見直すことと同義である。自助努力を強く促す姿勢ともいえる。たと

えば、2016年度決算を見ると、浦和が最も多い３億1,900万円の配分を受け、最も少ない湘南

の１億8,500万円との間に１億3,400万円の差がついた。浦和は前年度比4,900万円増、湘南は
800万円減である。詳細な配分基準は公表されていないが、ホームゲーム１試合あたり36,935

人という突出した集客力などが評価されたものであろう。

　2016年７月、Ｊリーグはインターネット配信事業者でありインターネットスポーツ中継サー

ビス「DAZN（ダ・ゾーン）」を展開するパフォームグループ15）との間で2017年から10年間、

総額約2,100億円の大型放送権料契約を結んだ16）。そしてＪリーグは、この放送権料を原資に
28億円の強化配分金を新設し、J1は一律３億5,000万円、J2が１億6,000万円、J3も3,000万円
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に増額する方針を示した17）。

　これによって、下位クラブの経営に打撃を与える配分金減額は遠のいたが、リーグ社会主義

の見直しの方向性は維持されるので、チーム間格差はますます広がることは間違いない。

3.2.2　広告料収入と入場料収入

　大都市圏と地方のクラブとでは、当然のことながら、広告料収入に格段の差が生じる。広告

料の詳細は明らかにされていないが、大半のクラブは、出資比率が高い企業からの広告料収入

が大きなウェイトを占めていることは想像に難くない。中には、損失補填的な意味合いが濃い

広告料収入もあることは十分予想できる。

　たとえば、2016年度の柏レイソルを事例にとってみよう。柏レイソルは広告料収入が19億
2,900万円であり、この金額だけを見るとリーグ８位だが、収入全体で見ると、総収入28億
7,400万円の67.12％を占めていることになる。この値は極端である。おそらく大株主である日

立グループからの大量出稿に支えられているのであろう。

　同様に、2016年シーズン、J2から J1に復帰した大宮アルディージャも広告料収入比率の高

さが際立つ。2016年度は32億300万円の収入に対し、20億7,700万円の広告料収入がありリー

グ５位、その比率は64.85%で３位であった。なお、昨年2015年度は70%を超えており、恒常

的に広告料収入依存度が高い。こちらも、NTTなどの大株主が大量出稿していると思われる。

　トヨタがバックアップする名古屋も広告料収入依存度は高い（2016年度は65.52％）。

　広告料収入（とリーグ配分金）に依存する経営構造は、裏を返すと、「入場料収入への依存

には限界がある」ことを意味する。J1クラブの営業収益に占める入場料収入の比率は、平均
20.38%にとどまる。広告料の収入比率は46.71%であるから、半分にも満たないことになる

（図１）。

　当然のことながら、収容人員が多い大型スタジアムをホームとするクラブは、入場料収入も

潤沢になりやすい。収容人員63,700人という日本最大のサッカー専用競技場、埼玉スタジアム
2002をホームとする浦和は、集客力及び入場料収入は突出しており、１試合平均の観客数
36,935人は２番目のガンバ大阪の25,432人を大きく引き離す（図２）。浦和の入場料収入は23

億7,500万円となる。なお、ガンバ大阪のホーム、吹田市立吹田スタジアム18）も、40,000人を

収容できるリーグ屈指の大型施設であり、13億9,000万円の入場料収入をガンバ大阪は得てい

る。

　そうとは言うものの、浦和にしても埼玉スタジアム2002を常時満員にすることはできず、

国内最大収容人員72,327人の日産スタジアムを使用する横浜 FMにしても、2016年度の平均観

客数は24,004人にとどまる。もちろん、収容規模の大きいスタジアムをホーム化するとなれ
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ば、使用料も高くつく。スケールメリットを追求し大型スタジアムを使っても、観客数が伸び

悩めば、コストの相対的増加は不可避となる。
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3.2.3　高齢化する観戦者

　Ｊリーグが2001年から毎年行なっている観戦者調査19）によると、実際にスタジアムで観戦

する人の性別は、2016年度でみると、男性62.4％、女性37.6％である。観戦者の男女比は、調

査開始以来ほとんど変化がない20）。

　ただし、注意を要するのは、観戦者の年齢層である。高齢化が年々進んでいる。2016年度

の平均年齢は41.6歳で、2006年度に比べると10年で5.7歳上昇している。年齢構成比を見ると、
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2001年度は40歳代が13.2％、50歳代が8.3％にとどまっていた。それが、2016年度は40歳代
28.7%、50歳代以上29.5%21）となった。50歳代以上の占める割合は３倍増である。従来からの

固定ファン層がそのまま年齢を重ねているように映る。その要因はどこにあるのか。

　「サッカー人気そのものが低下した」という指摘があるかもしれないが、それは正しくない

であろう。一般社団法人中央調査会が継続的に実施している「人気スポーツ調査」22）によれば、

プロサッカー（Ｊリーグという項目ではない）は25.0%であり、一定の人気を誇っている。そ

れよりも、

① JFAがリーグ戦文化の育成を進めた結果、「プレーヤーは自分の試合があるのでＪリーグを

見に行けない」といった環境が生まれている、

②Ｊリーグ会場への交通の便が悪く、試合終了後の帰宅渋滞を忌避して観戦に行かなくなって

いる、

③チケットに割高感があり、若年層を中心に「チケットを買って見に行こう」という雰囲気が

醸成されていない23）といった理由の方が大きいであろう。

４．おわりに

　2017年シーズン、開幕前に約３億円の累積赤字が発覚しクラブ消滅も噂された長崎が J2で
２位となり、J1昇格を決めた。長崎は、４月下旬に地元企業であるジャパネットホールディン

グスがクラブの株式を100％取得し、経営を安定させたことによって躍進することになった。

このようにクラブの経営状況は、選手のモチベーションなどを通じて成績にも影響する。

　Ｊリーグは、（フランチャイズ保護規定はないものの）地域密着主義を貫くことにより、地

元クラブ以外に「選択肢がない」状況を大筋で確立した。しかし、成績が低迷すれば、観客の

足がスタジアムから遠のくことは不可避である。収入源が潤沢ではない地方都市のクラブが生

き残るためには、「負けてなお支持されるクラブづくり」が肝要といえる。負けてもチームに

対して高い帰属意識を持ち、チームの成績が悪くともサポートを続けてくれるようなスポン

サーやサポーターを増やすために何をしているのかが、問われるのである。

　スポーツは、結果に至るプロセスを公開する。そのため、結果のみならず（あるいは結果の

良し悪しに関わらず）、そのプロセスの評価が入り込む余地を持つ。換言すれば、スポーツに

は「評価に値しない醜い勝利」もあれば、その一方で、「評価を受ける美しい敗北もある」の

である。もちろん、競技スポーツは一義的に勝負事であるから、勝つことが望ましい。しかし

ながら、いかなるチームでも「常勝」は不可能である。連戦に伴うパフォーマンスの低下、主

力選手の欠場などによって負けることもある。
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　スポーツマーケティングは、「マーケターはパフォーマンスをコントロールできない」とい

う宿命を抱えており、いかなる強豪であっても勝利を確約することは不可能である。とりわ

け、トーナメント戦では格下のクラブが格上のクラブを倒す「ジャイアント・キリング」がし

ばしば起こる。こうした事実を前提にすれば、勝利を前提とするスポーツマーケティング戦略

は成立しえない。クラブは、勝っても負けてもファンの心をつかむ（換言すれば、帰属意識

（アイデンティティ）を育む）努力をしなければならないのである24）。

注

１） 有山（1997）によれば、「マスメディアにとって出来事を人工的に作っていくことはきわめて有効な経営
戦略であった」。なぜなら、「自社の作り出したイベントは、自社でしか報道されないから他の新聞と明瞭に
異なる紙面を作成することができる」 からである。こうして、作り出されたのが、朝日新聞社による全国高
等学校野球選手権大会（夏の甲子園）であり、毎日新聞社による選抜高等学校野球大会（春の選抜）であ
り、そして、讀賣新聞社がオーナー企業として創設した東京讀賣巨人軍である。

２） 球団が欠損を出し、親会社（オーナー企業）がそれを補填した場合、親会社はそれを広告宣伝費に計上で
きる。また、球団はその補填額を売上に計上できる。

３） 清水エスパルスだけが、新規に立ち上げられたＪクラブであった。ただ、発足時の無理もあり、経営難に
陥ることになる。『朝日新聞』1998年１月15日。

４） Ｊリーグ HP　https://www.jleague.jp/aboutj/（2017年12月24日閲覧）
５） たとえば、『ゲキサカ WEB 版』2017年11月20日参照。ゲキサカ HP　https://web.gekisaka.jp/news/

detail/?231394-231394-fl（2017年12月24日閲覧）
６） たとえば、宇都宮（2017）参照。
７） 『産経新聞』2017年５月18日。またグルージャの神川明彦前監督が監督解任をめぐる違約金不払いについ
てグルージャを提訴している。『岩手日報』2017年５月27日。

８） Ｊリーグ HP http://www.j-league.or.jp/100year/（2014年10月２日閲覧）
９） 日本プロ野球選手会公式 HP http://jpbpa.net/research/（2016年10月14日閲覧）
10） 広島にしても、主要株主はマツダとその大株主である松田家であって、事実上、オーナー企業のグループ
会社とみなすことが可能である。

11） 日本プロ野球選手会 HP　日本プロフェッショナル野球協約2016　http://jpbpa.net/up_pdf/1471951971-

129176.pdf（2016年10月17日閲覧）
12） Ｊクラブ個別情報開示資料（平成28年度）を基に筆者算出。Ｊリーグ HP https://www.jleague.jp/docs/

aboutj/club-h28kaiji_02.pdf（2017年８月22日閲覧）
13） この制度は、民間放送のネットワークに似ている。地元に有力スポンサーが少ない地方でも民放ローカル
局が成り立つのは、民放キー局制作番組を60％以上編成し、ネットタイム CMの配分を受けているからで
ある。

14） スポーツニッポン電子版 http://www.sponichi.co.jp/soccer/news/2014/11/10/kiji/K20141110009261920.html

（2014年11月16日閲覧）などを参照。
15） イギリスを拠点とし、インターネットを中心にスポーツコンテンツの配信を手がける。売上高は２億ユー
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ロ超とされる。Perform Group HP http://www.performgroup.com/japanese/（2016年10月17日閲覧）
16） 『朝日新聞』2016年７月21日。
17） 『朝日新聞』2016年10月13日、　配分金総額は従来の約70億円から2017年は150億円に増額する見込みと
いう。

18） ガンバ大阪が主体となり、任意団体を設立して募金などによってスタジアム建設費を捻出し、2015年９

月の完成後に吹田市へ寄付された。スタジアムが寄付されたのは固定資産税等、ランニングコストがかかる
ためである。

19） Ｊリーグ HP 観戦者調査サマリーレポート2015（2016年10月18日閲覧）http://www.jleague.jp/docs/aboutj/

spectators-2015.pdf

20） 他競技との比較データがないため、確証はないものの、女性の観客が比較的多い競技の印象を受ける。
21） 2014年度からは60歳以上の項目が追加された。2016年の60歳以上の比率は11.0%。50歳代は18.5%。
22） 一般社団法人中央調査社 HP http://www.crs.or.jp/data/pdf/sports17.pdf（2017年８月25日閲覧）
23） 総務省統計局の家計収支調査によれば、2015年度の総世帯消費支出（月額平均）費目のうち、教養娯楽
は24,980円となっている。単純比較はできないが、前出の調査によるとＪリーグ観戦者の自由裁量所得は月
額平均35,100円であり、こうした数値を見る限り、実際にスタジアムへ足を運ぶ人々は、ある程度収入に余
裕がある層と推測できる。総務省統計局 HP http://www.stat.go.jp/data/kakei/2015np/index.htm（2016年10月18

日日閲覧）
24） ある意味で、チームの真価は負けた時に問われると言ってもいいであろう。
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内海和雄．2007.『アマチュアリズム論：差別なきスポーツ理念の探求へ』創文企画。
宇都宮徹壱．2017.「横浜Ｆは「舐められていた」。だから消滅した。サポーターグループのリーダーが知る真
相【フリューゲルスの悲劇：20年目の真実】」『Football Channel』2017年03月14日配信記事。https://www.

footballchannel.jp/2017/03/14/post201796/（2017年12月24日閲覧）
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　今回取り上げたフィリップ・ホエーラン（Philip Glenn Whalen, 1923‒2002）、アレン・ギンズ

バーグ（Allen Ginsberg, 1926‒1997）及びゲイリー・スナイダー（Gary Snyder, 1930‒）たちは
1955年10月サンフランシスコで詩の朗読会を開いた。この朗読会によってサンフランシスコ・

ルネッサンスが一般市民に知られるようになった。ホエーランの詩を中心に３人の詩人の詩を

取り上げ、彼らの共通したものは何であるかを観ようとした。

主な言葉：戦争（ホエーラン）、両性具有（スナイダー）、便所（ギンズバーグ）

　フィリップ・ホエーランとゲイリー・スナイダーは大学時代からの友人であった。「ホエー

ランは第二次世界大戦の兵役経験者であった。復員兵援護法によりリード大学（Reed College）

で学んでいる。スナイダーより７歳年上であったが、1951年に一緒に同大学を卒業してい

る」1）。スナイダーはホエーランの詩集 The Collected Poems of Philip Whalenの序文を書いてい

る。彼らとアレン・ギンズバーグは青年の時からの詩人仲間であり、共に仏教をよく学びあっ

たアメリカ人仏教徒である。ギンズバーグはホエーランの詩集 Canoeing Up Cabarga Creek 

Buddhist Poemsの序文（Foreword）を書いている。

　ホエーランは若い時から中国や日本に関する本を読んでいたのでアメリカ詩の代表的詩人、

エズラ・パウンドを尊敬していた。何故ならパウンドもまた中国や日本の文化を彼の作品に取

り入れていたから。またビート世代のホエーラン達のおばあさん的存在で「戦争は避けられな

い事はない。戦争は常に自暴自棄である。戦争は自暴自棄である。（War is never fatal but 

always lost. Always lost）」2）と述べたガートルード・スタインにも一目置いていた。

既成価値を問うアメリカの詩人たち
──ホエーラン、スナイダー、ギンズバーグ──

田　中　泰　賢
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　ホエーランは曹洞禅の僧侶でもあった。「ホエーランは1972年、サンフランシスコ禅セン

ターを居に定め、曹洞宗の鈴木俊隆老師（1905‒1971）の衣鉢を継いだリチャード・ベイカー

（Zentatsu Richard Baker, 1936‒）の弟子になった。1973年、50歳の時、仏教僧になっている。

彼の僧名は Zenshin Ryufuである。意味は禅の心、龍の風である。1990年代サンフランシスコ

のハートフォード・ストリート・禅センターの住職になっている。病気で引退するまで任務を

全うした」3）。彼は「牛祭り」という詩を書いている。

USHI MATSURI

The Immortals are on the loose again!

One rides a black bull round and round Koryuji

One reads from a great law scroll

All the others dance and chant

Swollen moon-face Good Luck

Balloon-head blue-eyes Longevity

Suddenly zip into the temple out of sight

　　　　　　Bats

　　　　　　Tigers

　　　　　　Cranes

 16:x:664）

神々が再び自由になっている！

ある神は広隆寺の境内と周辺を黒い雄牛に乗って巡る

ある神は大きな仏法の巻物を読んでいく

他の神々は踊り、詠唱する

膨れた丸顔の福の神

風船のような頭の青い目の長寿の神

突然お寺の中に入り姿が消えた
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　　　　　　　　　蝙蝠（コウモリ）たち

　　　　　　　　　虎（トラ）たち

　　　　　　　　　鶴（ツル）たち

 1966年10月16日（拙訳）

　フィリップ・ホエーランは “Ushi Matsuri”という題名の詩を書いている。この題名は日本語

をそのまま英語で使われているラテン・アルファベット文字で表記している。この “Ushi 

Matsuri”を英語に置き換えるなら、この詩の中で “a black bull”が登場するので例えば “The 

Bull Festival”という題名も可能であろう。しかしホエーランは英語に置き換えなかった。彼は

京都市右京区太秦の広隆寺で開催された「牛祭り」に大きな感動を覚えてそのまま “Ushi 

Matsuri”と題して詩に表そうとしたのであろう。このお祭りに敬意を表したことが伺える。こ

の京都の三大奇祭の一つとして知られている「牛祭り」がアメリカの詩人によって書かれた貴

重な記録でもある。もちろん詩であるのでそのお祭りを忠実に再現して表現されたものかどう

かわからない。しかし現在、「牛祭り」が休止だという。それならば1966年当時、彼が見学し

た様子が断片的であれ、詩という形で知ることができる。彼は日本の一つの文化を私たち日本

人にも伝えてくれている。

　“Ushi Matsuri”という言葉は現在英語として認知されていない。『ジーニアス英和大辞典』

（大修館書店、2001年）を引くと、“Zen”（禅）、“satori”（悟り）、“Bon”（お盆）、“Shinto”（神

道）、“kami”（神）という言葉が載っている。日本文化一般としては “tanka”（短歌）、“haiku”

（俳句）、“wabi”（わび）、“kimono”（着物）、“obi”（帯）、“origami”（折り紙）、“wakame”（海

藻の一種、ワカメ）、“sake”（酒）、“bonsai”（盆栽）5）などがみられる。しかしホエーランが使

用した “Ushi Matsuri”及び “Ushi”も “Matsuri”も英語の中には入っていない。だから英語圏を

はじめとして英語で読む読者は “Ushi Matsuri”を即座には理解しにくいであろう。にもかかわ

らず彼は認知された英語の単語による表記を選ばなかった。やはりこの祭りに対する思い入れ

があるからだろう。

　１連目の２行 “a black bull”という表現によって一頭の黒い雄牛がわかる。牛によっては必

ずしも黒色とは限らない。ここでは「黒い」という言葉によって牛の色が限定されている。こ

の “black”は「真っ暗な、真っ暗やみの」という意味もある。この牛祭りが夜間に行われるこ

とを知らなくても、この「黒い」表現と２連目の３行にある “out of sight”（見えないところに）

及び３連目の “Bats”（コウモリ）のほとんどは夜行性なので夜を連想することも可能であろ

う。夜であれば茶色の牛も黒色に見えてしまう。この “out of sight”はアメリカの俗語では「と
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てもすばらしい」いう意味もある。２連目の１行 “Good Luck”（幸運）、２行 “Longevity”（長

寿）、そして３行 “out of sight”（とてもすばらしい）となって縁起のいい言葉が続くことにな

る。

　１連目の３行 “read”（朗読する）と同じ連の４行 “chant”（詠唱する）という表現と２連目

の３行 “temple”（お寺）から厳かな雰囲気が醸し出されている。これによって１連目の１行
“rides”（乗る）と同連の４行 “dance”（踊る）という動作を示す言葉が使用されてもスペイン

の闘牛とは異なるものであることが分る。コウモリは英語辞典では悪魔、死、盲目、吸血を連

想させるとなっている。『日本国語大辞典』（Ex-word）によると蝙蝠は団十郎の家紋であると

いう。以前の日本では蝙蝠は必ずしも悪い生き物ではなかった。３連目の “Tigers”（虎）は勇

気、優美などの象徴である。『日本国語大辞典』でも比喩的に、勇猛果敢な人、また恐れ重ん

じられる人を表す。同連の “Cranes”（鶴）は長寿、純潔、高慢などの象徴となっているが、日

本でもその端正な姿態から神秘的な鳥とされ、亀とともに長寿の象徴となり、吉祥の鳥ともさ

れる。

　『仏教大事典』によると、「広隆寺は真言宗単立。京都市右京区太秦蜂岡（うずまさはちお

か）町。山号は蜂岡山（はちおかざん）。蜂岡（はちおか）寺・太秦（うずまさ）寺・秦（は

た）寺・秦公寺・葛野（かどの）寺などとよばれ、俗に太秦の太子堂ともいう。本尊は聖徳太

子像（もとは弥勒菩薩みろくぼさつ）。京都最古の寺院で、聖徳太子ゆかりの七大寺の一つ。

このお寺は、渡来系氏族秦氏の長、秦　河勝（はたのかわかつ）が603年（推古天皇11）に聖

徳太子から仏像を授けられたことに始まると伝える。この仏像は、寺宝の木像弥勒菩薩像二体

（ともに国宝）のうちの一体である宝冠弥勒と考えられている。美しく微笑んでいるかのよう

にみえ、ほぼ同形の金銅仏が韓国国立中央博物館にある。もう一体は「泣き弥勒」とよばれる

宝髻（ほうけい）弥勒である」6）。

　牛祭りは広隆寺で毎年10月12日（旧暦９月12日）に行われる魔 羅（まだら）神祭礼。長

和年間（1012～17）源信が創始と伝えるが未詳。当時常行堂の不断念仏会に伴う同堂守護神の

魔 羅神風流（ふりゅう）に起源するらしく、江戸時代初期には魔 羅神祭礼、俗に牛祭りと

称し、天下安穏・五穀豊穣・悪病退散などを祈る行事となった。異形の面をつけた魔 羅神が

牛に乗り諸役を連れて行列し、四方に赤鬼・青鬼が立つ薬師堂の前で自ら祭文を読み上げるの

を主とする。明治維新で一時中断、1887年（明治20）に富岡鉄斎らの尽力で復興された7）。

　彼は長年の友人、ゲイリー・スナイダーにささげる短い詩を書いている。

HAIKU, FOR GARY SNYDER
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　　　　　　　　　IS

Here’s a dragonfly

　　　　　　　　　(TOTALLY)

Where it was,

　　　　　　that place no longer exists.

 15:i:608）

ハイク、ゲイリー・スナイダーへ

　　　　　　　　　　　　島

ほら、トンボ

　　　　　　（そのとおり）

住んでいた、

　　　　　　　　その場所はもう見られない。

 1960年１月15日（拙訳）

題名でハイクとなっているが文字通りの俳句ではない。俳句のように短い詩と見たほうが良さ

そうである。ホエーランは仏教僧なので “no longer exists”の表現から「空」的な観点でこの詩

を解釈することが可能であろう。しかしこの詩はゲイリー・スナイダーに捧げられている。ス

ナイダーは環境運動家としてもよく知られている。そして題名に「ハイク」が挙げられてい

る。この「ハイク」から俳句が連想される。俳句は自然とのつながりが深いのでこの詩も生き

物への思いを綴っていると読み取れる。島のトンボにとってもかつて存在した自然の風景が変

わってしまったのだろうか。この詩ではそういうことを叫んではいない。しかしさりげなく一

匹の昆虫、トンボをとりあげて生きものへのいたわりを表している。

　上田哲行氏は次のように述べている。「日本人にとってアキアカネは単なる「虫」ではなく、

ひとつの「風景」であると考えています。三木露風作詞の童謡「赤とんぼ」に、多くの人が自

分の原風景を重ねていることに気づいたからです。アキアカネに導かれて、トンボと人、生き

ものと人とのかかわりを考えてきましたが、それは「生物多様性」にかかわる問題への根源的

な問いかけであるとも思っています」9）。この上田氏の言葉にハッとさせられる。

　Yoshimura Mayumi （吉村真由美）氏と Okochi Isamu（大河内勇）氏は論文 “A decrease in 
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endemic odonates in Ogasawara Islands, Japan”で小笠原諸島の固有種のトンボ（蜻蛉）の減少が
1970年代から始まった道路工事等だけによるのではなく、蚊の繁殖を防ぐために導入された
Gambusia affinis（カダヤシ）がトンボの幼虫を食べるのではないか。また導入された Anolis 

carolinensis（グリーンアノール）は一日２匹以上のトンボを食べることが出来る。つまり外来

種がトンボの減少に影響を与えていることを発表している。この論文で “In Chichi-jima, a 

priority before providing suitable aquatic habitat for odonates should be to minimize the effects of 

predation by Anolis carolinensis.”（父島において、トンボのために適した水の生息地を与える前

に優先されるのはグリーンアノールによる捕食の影響を最小にすることである）10）と述べられ

ているところが印象に残った。

　角谷拓・須田真一・鷲谷いずみ諸氏の論文「トンボの絶滅リスクに及ぼす生態的特性の効

果」で関心を引いたのは次の所であった。「絶滅リスクが高くなる傾向にあった止水性種及び

広域分布種は、他のタイプの種群にくらべて、水田・ため池・かんがい用水路など、水田生態

系の生息環境を利用する種の比率が高かった」11）。粟生田忠雄・片野海・遠山和成・神宮字寛

諸氏の論文「赤トンボの羽化殻を指標とした市民参加型の水田環境評価」によると「新潟県の

トンボの生態と水田稲作の関係を明らかにした研究は極めて少ない」12）とのことである。そう

いう意味でこの論文は貴重である。以上の論文のみならず多くの科学者によってトンボの減少

が様々な要因によることが研究されており、生きものが絶滅しないような方法も研究されてい

る13）ことを少しではあるが知ることが出来た。

　フィリップ・ホエーランの長年にわたる友人、ゲイリー・スナイダーは “TŌJI Shingon 

temple, Kyoto”と題する詩を書いている。

TŌJI

　　　　　Shingon temple, 

　　　　　Kyoto

Men asleep in their underwear

Newspapers under their heads

Under the eaves of Tōji,

Kobo Daishi solid iron and ten feet tall

Strides through, a pigeon on his hat.

Peering through chikenwire grates
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At dusty gold-leaf statues

A cynical curving round-belly

Cool Bodhisattva̶maybe Avalokita̶
Bisexual and tried it all, weight on

One leg, haloed in snake-hood gold

Shines through the shadow

An ancient hip smile

Tingling of India and Tibet.

Loose-breasted young mother

With her kids in the shade here

Of old Temple tree,

Nobody bothers you in Tōji;

The streetcar clanks by outside.14）

　東寺

　　　真言宗寺院、京都

肌着で寝入っている人々

新聞紙を枕にして

東寺の軒下、

中まで鉄の、３メートルの高さの弘法大師

またがって立つ、遍路笠の上の鳩。

金網の格子を通して目を凝らす

くすんだ金色の蓮華に

既成の価値を疑い、曲線を描くふっくらとしたお腹

落ち着いた菩薩─おそらく観音菩薩─

両性具有でひたすらそれを試みた、一方の足に

重心を置き、蛇の頭部をまとった後光が金色に

輝く、影を貫いて

太古からの素敵な微笑
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インドとチベットの響き。

ゆったりとした胸の若い母親

日陰で子どもたちと一緒

この古いお寺の木の下、

あなたを困らせる人は誰もいない東寺、

路面電車が外でチンチンと音を立てる。（拙訳）

　この詩の題名は先ほどのフィリップ・ホエーランの詩の題名と異なり、英語の副題 “Shingon 

temple, Kyoto”が施されている。“Shingon”（「真言宗」）は『ブリタニカコンサイス百科事典』

（EX-word）では次のように説明されている。“Esoteric Japanese sect based on an interpretation of 

9th-century Chinese Buddhism. It holds that the Buddha’s secret wisdom can be developed through 

special ritual means employing body, speech, and mind, including the use of symbolic gestures, mystical 

syllables, and mental concentration. The whole is intended to arouse a realization of the spiritual 

presence of the Buddha inherent in all living things. Shingon’s main scripture, the Mahavairocana Sutra 

(“Great Sun Sutra”), is not canonical in other Buddhist schools. Shingon is properly considered a form 

of Vajrayana, though it was much modified and systematized by Kukai.”（９世紀中国仏教の解釈に

基づいた日本の密教。仏陀の秘伝の智慧は象徴的な身ぶり、神秘的な言葉（真言）及び精神の

集中を含んだ身体、言語、心を用いた特別の儀式によって引き出されると考えている。全てが

あらゆる生きとし生けるものに具わる仏陀の精神的な存在の実現を呼び起こすために意図され

ている。真言宗の主要な経典『大日経』は他の仏教の宗派では正典ではない。真言宗はバジュ

ラヤーナの正しい一形態と考えられている。それは空海によってかなり修正され、体系化され

ている。）

　１連目３行の “Kobo Daishi”は空海のことである。「空海（774‒835）は真言宗の開祖。讃岐

（香川県）の人。804年留学僧として入唐。翌年青竜寺東塔院の恵果（けいか）と出会い、胎

蔵・金剛界・伝法阿闍梨（あじゃり）位の灌頂（かんじょう）を受け、インド伝来の密教を余

すところなく授けられた。同年12月に恵果は没し、空海は弟子を代表して恵果の碑文を撰し

た。806年（大同一）帰国。空海は、ただの紹介者たるにとどまらず、各宗各派の教理に通暁

した深く広い学識によって、日本真言宗の教理と実践を、インド・中国のものと一頭地を抜く

独特のものに高めることに成功した。現在、真言宗は古義・新義諸派及び各教団を併せ約１万
2,400か寺、僧侶約４万人、信者数約1540万人の教勢を持つ」15）。

　ゲイリー・スナイダーは1956年５月、26歳の時京都の相国寺で禅の修行を始めている。



既成価値を問うアメリカの詩人たち

23─　　─

2011年秋、スナイダーがポエトリー・リーディングで来日した時、語っているように、戦後

日本は貧しかった。それは京都も例外ではなかった。1950年代に書かれたこの詩にもその様

子が描かれている。１連目には東寺の軒下で下着姿の男たちが新聞紙を頭の下に敷いて眠って

いる様子が書かれている。最終連では路面電車の様子が書かれているが今は京都では見られな

い。貴重な記録になっている。

　２連目の下から２行の “hip”を「素敵な」と訳したが、「ビート族［ヒッピー］の」という

意味もある。それは同連の上から３行の “cynical”（既成の価値を疑う）と繋がってくる。こ

の “cynical”（既成の価値を疑う）観音菩薩は大切なところである。ここでは “cynical”は従来

の否定的な意味ではない。スナイダーが観音菩薩と両性具有を結びつけているのは斬新な発想

である。渡邊恵子氏はアメリカにおける男らしさ・女らしさそして両性具有の心理学的測定研

究の歴史的動向をたどる論文を書いている。渡邊氏は次のように述べている。

　「戦後の男女平等思想への転換は、考えてみると、男性の生活面の役割分担は全体的には大

きく変わることなく、女性の側に男女の平等化すなわち男性と同質の権利、行動様式への拡大

的変質をもたらしたともいえよう。その結果は、男は仕事、女は家事・育児に加えて仕事、さ

らに近年は高齢者介護という二重、三重の負担を背負う現状である。しかし、同時に、この転

換は、女性の視点からあらゆる問題をとらえ直す、ここ約十年の試行錯誤的試みも生み出し

た。その過程で、女性の問題が男性の問題でも
4 4

あることが、しだいに浮きぼりにされてきた。

こうしたわが国の動向は、男女差別撤廃への国際的動向ときわめて密接に関連している。男ら

しさ・女らしさの心理学的研究も、こうしたわが国や海外の社会的動向を背景として発展して

いる」16）。

　そして終わりの所で渡邊氏はこう述べている。「そもそも男らしさ・女らしさ・両性具有は、

個人の生活の性役割分担すなわち仕事・家事・育児・介護の分担に関わる社会的期待やその認

知、それに応じた態度や行動、さらに性アイデンティティを含んだ心理学的概念である。した

がって、男女平等の思想が、社会的レベルの主義主張や行動にとどまらず、個人レベルの生活

様式や心理に及ばない限り、両性具有の測定は可能とならない」17）。こうしてみるとスナイ

ダーが使っている 「両性具有」及び ”cynical”「既成の価値を疑う」は私たちに問題提起する重

要な言葉であることがわかる。

　ホエーランも “cynical”を用いた詩 “Cynical Song”を書いている

CYNICAL SONG

You do what you do
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Fucky-ducky

You do it anyhow

People don’t like it

Fucky-ducky

People like it

Fucky-ducky

You do what you do

Fucky-ducky

　　　　　　　San Francisco 29:iv:7818）

既成価値を問う歌

今行っていることに打ち込んでいる君

素晴らしい

どんなことがあってもやり遂げる君

人々が嫌いであっても

素晴らしい

人々が好きになる

素晴らしい

今行っていることをやり通す君

素晴らしい

　　　　　　　サンフランシスコ　1978年４月29日（拙訳）

　人々の既成概念にとらわれることなく自分が正しいと思ったことをやっていく。ホエーラン

自身、アメリカでは少数派である仏教を若い時から始めて生涯にわたってやり通した人であっ

た。大多数のアメリカ人にとって彼の行為は奇異に映ったのではなかろうか。けれどもやるべ

き天職に喜びをもって彼は打ち込んだであろう。その時彼は生きがいを感じたであろう。正し

いこと、好きなことをやって伸ばしていく。今行っていることが好きになれば最上の人生を送
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ることをこの詩に表している。彼は既成の価値にとらわれず生きていった禅僧であり、詩人で

あった。彼は “cynical”に生きた人であった。

　ホエーランの師匠、リチャード・ベイカーはホエーランの詩集 Canoeing Up Cabarga Creek

の「前書き」（Introduction）で「ホエーランは1969年、京都市安泰寺近くの６畳一間の部屋に

住んでいたこともある」19）と述べている。ホエーランは安泰寺でも坐禅を行っていたことがわ

かる。この曹洞宗のお寺は1977年に兵庫県美方郡に移転している。現在のご住職はドイツ人、

ネルケ・無方師である。当時安泰寺は京都市北区大宮玄琢北東町3‒77にあった。京都市にお

寺があった時代、内山興正老師も住職をしていた。内山興正老師のお寺に50歳前後の高校の

先生が相談に来られた時のことを語っている。

　この先生はすでに二十数年も先生をしてこられたそうですが、「この頃の学校教室の荒れ方

はひどいもので、私は授業の前になると急に頭痛がしてきたり、胃が痛くなったりして、とて

もこれ以上学校へゆく気持ちにはなりません」といわれます。あなたがノイローゼになられる

のも無理はないと思います。じつは私も昭和24年夏に京都へ移り、それから昭和38年まで丸
14年間、托鉢生活をしてきました。というのは私が移り住んだ京都（市の）安泰寺という寺

は、檀家一軒もなく、全く無収入の寺で、寺も荒れはてていました。そこで坐禅や接心の修行

をするためには、どうしても京都の街で托鉢するよりほかはなかったのです。ところが昭和
24年頃といえば戦後間もない頃で、京都の街の人々も生活が大変で、向こうさん自身が托鉢

して歩きたいくらいの気持ちの時代です。一年ぐらいの後には、京都の街の人々とみな顔見知

りになってしまい、みんなから「また来やはった。あの年とった坊さんは乞食商売や」と思わ

れてしまった。そして今日も托鉢にゆくために法衣を着、脚絆をつけ、草履をはいているうち

に、今日ゆくつもりの街の風景がまざまざ目に映り、もはやそれだけで心が重くなり、暗い気

分になってしまうのでした。しかし出かけねば文字通り食ってはゆけないので、とにかく出か

けます。私の托鉢ノイローゼは始めてから一年目から始まって、しかしそれでもゆかねばなら

ぬので、毎日出ぬ声をふりしぼり、少しでも貰えそうな街を探りつつ、たとい五銭札、十銭

札、一円札一枚でも有難くいただきつつ、約一年間続きました。そうしているうちにだんだ

ん、托鉢に対する自分の姿勢がキマッテき、最後には「絶対にお断りをいわせぬ、必ず出させ

る」という気迫をもって声を出すようになりました。いまあなたがあなたの授業ノイローゼを

克服するためには、私が托鉢ノイローゼを克服したのと同じような努力をされねばならないで

しょう20）。

内山興正老師はさらに「本来の生命力において立ちあがり、おのおのの生命力として努力し
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て、エリートコースへゆくのであればもちろん結構です。あるいはエリートコースへはゆけ

ず、たとい下積みになったとしても、その上下はただ「社会分の一」の人間としてみたかぎり

なのであって、「本来の生命」として、自分自身の生命力において精いっぱい生き、精いっぱ

い自分なりの生命の花を咲かせるのなら、なんの不足があるでしょう」21）と述べている。老師

の「もちろん社会の約束事である各方面の知識や学問などを教えこむことも大切なことである

わけですが、しかし根本的には、一人一人のどの子も、その子なりの人生軌道に乗り、その子

なりの人生の花を咲かせるようにまで、教育することでなければなりません。もしそういう根

本的ネライからすれば、今日のようにただよい上級学校へ進学、あるいはエリート会社に就職

というだけが、教育の目標としてすまされるものではないでしょう」22）と鋭く問う言葉は拙い

教育を行っている筆者を鼓舞するものである。

　次のホエーランの詩「戦争」は以前、拙著１巻序文23）で紹介した。その詩は短いけれど温か

い心の持ち主であることを彷彿とさせる作品である。

The WAR

A handsome young Viet Namese guy from Burlington, Vermont

Just now got it right in the neck

 15:x:6724）

戦争

ヴァーモント州バーリントン出身の若くてハンサムなベトナム系

アメリカ人はすぐに撃たれた

 1967年10月15日（拙訳）

　ベトナム戦争で枯葉剤がまかれたことによってベトナムでは多くの異常児が生まれた。では

ベトナム戦争はどのようにして起きたのであろうか。「トルーマン政府は、共産主義者に率い

られたべトミンに対するフランスの植民地戦争に軍事援助を与えることを決定し、これによっ

てアメリカをベトナムに「直接介入」させ、アメリカの政策の針路を「規定」した」25）。「アメ

リカ政府はいまやフランス植民地主義の復活に賭けたのである。略。（1945年）８月末、ド
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ゴールはワシントンを訪問し、24日のトルーマンとの会談ではインドシナが話題にのぼった。

アメリカはフランスのインドシナ復帰を支持すると、いまでは大統領がフランスの指導者に話

していた。決定は下された。そしてそれは、数十年間にわたる世界史の方向をきめることに

なったのである」26）。フランスの植民地政策を後押しする形でアメリカはベトナム戦争に介入

していった。

　ホエーランがこの詩を書いた1967年の頃はどんな様子であったろうか。「大統領が承認した

北爆における一つの変化は、シャープ提督および統合参謀本部の要請によって、1967年２月

以降 B52の出撃延べ機数が月60機から八百機に増加したことである」27）。「〈1967年１月〉CIA

報告の推定によれば、1965～66年の北爆による北ベトナムの人的損害は三万六千人、うち民

間人が八十％を占め、その民間人死者総計は約二万九千人。〈1967年３月〉ウェストモーラン

ド将軍、二十万人の新規増派要請（米軍総兵力六十七万一六一六）」28）。この資料から1967年

初頭ベトナム戦争が激しさを増していったことがわかる。「米軍機がベトナムの子供たちを目

標に、致死性の毒入りキャンデーを散布している事実だけを指摘しておこう。略。しかも米機

が攻撃目標を軍事施設よりも民間目標、一般住民を主としている点で、アメリカの犯罪性は二

重になる」29）。ホエーランが短いけれどベトナム戦争の詩を書いているのは重要なことで、彼

自身がアメリカ人として苦しんでいたことが窺われる。

　ホエーランは友人であったアレン・ギンズバーグの60歳の誕生日を祝う詩を書いている。

FOR ALLEN, ON HIS 60th BIRTHDAY

Having been mellow & wonderful so many years

What’s left but doting & rage?

Yet the balance of birthing & dying

Keeps a level sight: Emptiness, not

Vacancy, has room for all departure &

Arrival; I don’t even know what

Day it is.

 28:viii:8530）

アレンへ、あなたの60歳の誕生日に
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長年にわたって円熟し、最高であるが

老いぼれと渇望以外に何が残っただろうか？

出産と死が均衡のとれた光景を保っている：虚無ではない、

空（くう）には全ての出発と到着の余地がある；それが何日か

わからないけれど。

 1985年８月28日（拙訳）

ホエーランは曹洞禅の僧侶であったので道元禅師のことは意識していたはずである。『修証義』

という書物は道元禅師の『正法眼蔵』を底本にしてまとめられたものである。小倉玄照老師は

この『修証義』の冒頭に書かれている「生をあきらめ死をあきらむるは、仏家一大事の因縁な

り」についてその現代語訳と解説をしておられる。現代語訳「生きることの意義を明らかに

し、それと死との関わりをはっきりさせることは、仏教徒として生きるからには、最大の関心

事でなければならぬ」。師はこの文章の原典である『正法眼蔵』「諸悪莫作」について説明され

た後、次のように語っている。「生を明らめ死を明らむる」ということは、単に今の自分の生

と死を問題にしているのではないことがはっきりします。人の一生を全体的に捉えて成長の過

程でそのおりおりの意義づけを自然の摂理に即してきちんと解明できなければならないので

す。つまり、三才の子どもの喜びや悲しみに心から共感することができなければ、残り少ない

余生を生きる老人の心情も本当のところは思い及ばないということになりましょうか」31）。

　アレン・ギンズバーグは便所の詩を書いてゲイリー・スイダーに捧げている。

In the Benjo

　　　　　　　To G. S

Reading No Nature in the toilet

Sitting down, absorbed

　　page after page, forgetting

time, forgetting my bottom

　　relax, detritus

　　　　flopping out into water

̶better than pushing and squeezing,



既成価値を問うアメリカの詩人たち

29─　　─

　　nervous, self-conscious̶
better forget and read a book,

　　let your behind take care of itself

better than hemorrhoids, a good volume

　　　　　　　　　　of poetry.

 October 23, 1992, 11:00 A.M.32）

便所で

　　　　　　ゲイリー・スナイダーに

便所で詩集『無自性（空）』を読む

座って、夢中になって

ページからページへ、時を忘れて、

お尻を忘れて

くつろぐ、排泄物は

どさりと水に飛び込む

─無理に力むことなく

　いらだたず、自意識過剰にならず─

忘れて本を読む、

痔疾にならないように、

信頼する自分のお尻

良い詩集に触れて。

 1992年10月23日午前11時（拙訳）33）

ギンズバーグはこの詩の題名に「便所」という日本語を用いている。英語の “toilet”ではなく、

「便所」と言う表現が注意を引く。日本各地、時代等によってその表現は多い。授業中に学生

に聞くと、若者は「便所」より「トイレ」などという言葉を好むようだ。藤田紘一郎氏はサイ

クルについて興味深いことを述べておられる。「人間や動物がものを食べて、生きて、死ぬと

微生物がそれを分解する。土が豊かになり、美味しい食べものが育ち、また人間や動物が食べ

る。それが、「自然のサイクル」です。それとは別に、もう一つのサイクルがあります。「植物
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のウンコ＝酸素」を人間が吸って、ウンコを出して、それが微生物に分解され、また植物に

還っていく。「自然のサイクル」が食べることでつながるサイクルだとしたら、こちらは、生

きものの排出物、ウンコがつなぐサイクルです」34）。そして氏は「「自然のサイクル」と「ウン

コサイクル」。その両方が支え合って、「地球のサイクル」が回っている。そんなふうに考える

と、動物のウンコも「かす」ではなくて、もっと大切なものに思えてくるような気がしま

す」35）と述べておられる。そうするとギンズバーグのこの詩は決して下品なものではないこと

に気がつく。

　おおたわ史絵氏によると「人間の排便には、ある程度のイキミはつきものです。ただし、あ

くまでもある程度であって、イキミすぎは NO!」36）という。上のギンズバーグの詩で「無理に

力むことなく」とあるが医学的に正しいようである。おおたわ氏は又次のように述べている。

「腸は第二の脳だ、と話したのを覚えていますか？　そう、腸は脳と同じホルモンが存在する

くらい、ストレスの影響を非常に受けやすい臓器です。だから、緊張や心配ごとがあると、と

たんに便秘や下痢になるのです」37）。ギンズバーグの上の詩に「いらだたず　自意識過剰にな

らず」とはまさにこのことを言っているであろう。

　ギンズバーグは日本語の便所を使って “benjo”と表現しているのは重い。私も小中高では授

業が終わると、便所、教室、廊下等の掃除をした。その体験から掃除をする方々に敬意を払う

ことが出来る。そのお陰もあって現在も家庭で便所や部屋の掃除をするのが日課である。子ど

もの時、掃除の意義や掃除の仕方を習うことがあればすばらしい勉強になるのではないだろう

か。そうすれば掃除の仕事だけでなくすべての職業に対する尊敬も養うことが出来てくるはず

である。さらに男女平等という考えにまで広がっていくことは出来ないだろうか。

　ヨーロッパの場合はどうであろうか。「その状態は、まるで18世紀、スペイン植民者が過酷

な財産制限政策をとってフィリピンを搾取した」38）ように、コロンブス以来、ヨーロッパの一

部の国々は世界各地を収奪してきた。それはアメリカも同じであって「フィリピン人の生命

は、犬の生命より安かった」39）。そして「自由と平等の幻想を抱いてアメリカへ渡って来たの

に、いつのまにか人種差別の恐怖によって催眠術にかけられてしまった、ということはどうい

うことなのか」40）とカルロス・ブロサン氏は書き記している。そのようなヨーロッパの国々の

学校では植民地政策を中心に教えていたわけで便所掃除は生徒がするものではなかった。生徒

たちは如何に植民地を行い、収奪するかを学んだであろう。そこから差別的な教育になって

行ったものと思われる。だから便所掃除をしたことのない彼らは便所掃除に対するまなざしは

異なっているはずである。

　福井一光氏は次のように語っている。「皆さんは、ぞうきんをもって学ぶ、辞書をもって学

ぶという言い方から、何を連想されるでしょうか。私は、ぞうきんをもって学ぶというと、ど
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うしても生活を通じての学び方・行為を通じての学び方・体験を通じての学び方・実践を通じ

ての学び方・感覚を通じての学び方、総じて身体活動を通じての学び方という印象を覚えま

す。これに対して、辞書をもって学ぶというと、やはり学問的な知り方・情報的な知り方・知

識的な知り方・理論的な知り方・概念的な知り方、総じて頭脳活動的な知り方という印象を覚

えます」41）。学校で勉強するのは辞書的な学びだけではなくて、ぞうきんを持って自分が使用

した教室や便所等に感謝の意を込めて掃除することも、眼には見えないけれど大切なことを学

ぶことが出来るはずである。

　ホエーランは彼の詩 “Ushi Matsuri”の題名にそのまま日本語を用いている。“A Black Bull 

Festival”として副題を “Ushi Matsuri”とすることも出来たはずである。或いは題名を “Ushi 

Matsuri”にしたとしても副題を “Japanese Black Bull Festival”とすること出来たはずである。に

もかかわらず “Ushi Matsuri”と表記するのは他国の文化への尊重の表れと思う。ホエーランは

友人、ゲイリー・スナイダーにささげる短い詩 “Haiku, For Gary Snyder”を書いている。表題

にある “Haiku”も俳句を意識していることがわかる。その詩の中で、昆虫であるトンボをう

たっているのは生命が一繋がりであること、ホエーランもトンボも形は違えどもこの地球で共

に生きる存在であることを示唆している。ホエーランは［戦争］と題する短い詩でベトナム系

アメリカ人のことを気遣っている。スナイダーは「東寺」と題する詩の中で「落ち着いた菩薩

─おそらく観音菩薩─／両性具有でひたすらそれを試みた」と表現されている個所がある。ス

ナイダーは両性具有と観音菩薩を結びつけている。興味ある見かたである。ギンズバーグは

「ベンジョ」という題名の詩を書いている。一つは日本語をそのまま使っていること、もう一

つは「ベンジョ」という言葉が何語であれ、詩で使われることは少ないと思われる。３人の詩

人は既成の価値観にとらわれることなく新しい発見を目指して書いている。チャレンジ精神に

富んでいるアメリカの詩人たちと言えよう。

注

１） Poets on the peaks: Gary Snyder, Philip Whalen & Jack Kerouac in the North Cascades / text and photographs by 

John Suiter (Counterpoint, 2002), p. 6.

２） Gertrude Stein, Wars I Have Seen (Random House, 1945), p. 13.

３） Poets on the peaks, p. 253.

４） Philip Whalen, The Collected Poems of Philip Whalen. Ed. Michael Rothenberg (Wesleyan University Press, 2007), 
p. 514.

５） 因みにこの「盆栽」について水村美苗氏は著書の中で氏自身とリトアニアの詩人との会話を載せている。
場面はアメリカのアイオワである。ここで開かれる IWPという長期プログラムに世界各国から作家や詩人
たちが集まっている。それに先立ち参加者全員が旅行に出かけた時のバスの中の様子である。「リトアニア
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の詩人がうしろから首をのばした。「『ボンサイ』を知っていますか？」ボンサイ？　日本人との話題を探そ
うとしてくれたものと思える。振り向いた私はとまどいを露わにして応えた。「盆栽が何であるかは知って
いますが、盆栽のことは何も知りません」アメリカでボンサイ・ファンがいるのは知っていたが、肩をこご
めて小さな松をちょんちょんと切る日本の爺さん趣味が、地図の上でどこにあるかも判然としないリトアニ
アの若者にまで広がっているとは思いもよらなかった。どうやらかれは実際に興味があるらしい。一つの種
類の木について何か質問があるとみえ、うー、アーと言いながら、もどかしそうに指で木の形らしきものを
描いている。質問の内容以前に、一体何の木についての質問なのだかわからない。私は木の名前などは日本
語でさえほとんど知らなかった。」（水村美苗『日本語が亡びるとき─英語の世紀の中で』筑摩書房，2014

年，9‒10頁．）確かに自国の文化を全て知ることは難しい。盆栽を知らない場合はどのように対応したらい
いだろうか。そのリトアニアの詩人が何時，何処で盆栽のことを知ったのかを尋ねることによって会話が続
いていくかもしれない。リトアニアの国では盆栽の興味を持っている人は多いですかと聞き返して盆栽のこ
とを教えてもらい会話を盛り上げていくのか。あなたは詩人なので盆栽についての詩を書いておれば聞かせ
くださいともっていくのか。盆栽は自然の中で育っている木々を鉢の中で縮小して再現しようとする芸術で
ある。縮小と言う点からすれば日本の短歌、俳句、川柳も短詩であって盆栽に共通するものがある。そのよ
うな観点からリトアニアの詩人に話しかけたら面白いかもしれない．

６） 『BUDDHICA佛教大事典』監修　古田紹欽／金岡秀友／鎌田茂雄／藤井正雄（小学館，1988），285頁．
７） 同上，63頁．
８） Philip Whalen, The Collected Poems of Philip Whalen, p. 156.

９） 上田哲行「全国で激減するアキアカネ」『自然保護』(No. 529): 36‒38, 2012年９・10月号，38頁．
10） YOSHIMURA Mayumi and OKOCHI Isamu “A decrease in endemic odonates in the Ogasawara Islands, Japan”『森
林総合研究所研究報告』(Bulletin of FFPRI), Vol. 4, No. 1 (No. 394): 45‒51, Mar. 2005, p. 49.

11） 角谷拓・須田真一・鷲谷いずみ「トンボの絶滅リスクに及ぼす生態的特性の効果」『日本生態学会誌』60: 

187‒192，2010年，189頁．
12） 粟生田忠雄・片野海・遠山和成・神宮字寛「赤トンボの羽化殻を指標とした市民参加型の水田環境評価」
『新大農研報』65(2): 131‒135，2013年，134頁．

13） 『平成26年度環境省請負業務　平成26年度　農薬の環境影響調査業務　報告書』平成27年３月27日　独
立行政法人　国立環境研究所

14） Gary Snyder, Riprap and Cold Mountain Poems. (Grey Fox Press, 1982), p. 18.

15） 『佛教大事典』210頁及び524‒25頁抜粋．
16） 渡邊恵子「男らしさ・女らしさから両性具有へ─米国における心理学的測定研究の歴史─」『神奈川大学
創立六十周年記念論文集』: 493‒518，1989年，495頁．

17） 同上，515頁．
18） Philip Whalen, The Collected Poems of Philip Whalen, pp. 744‒45.

19） Zentatsu Richard Baker-roshi “Introduction” Canoeing Up Cabarga Creek Buddhist Poems 1955–1986 by Philip 

Whalen (Parallax Press, 1996), p. xvi.

20） 内山興正『ともに育つ心』（小学館，1985），81‒84頁抜粋．
21） 同上，160頁．
22） 同上，165頁．
23） 田中泰賢『Buddha　英語　文化　田中泰賢選集 全５巻』（あるむ、2017）第１巻序文，7‒8頁参照．
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24） Philip Whalen, The Collected Poems of Philip Whalen, p. 550.

25） 『ベトナム秘密報告』（上）　ニューヨーク・タイムス編／杉辺利英訳（サイマル出版会，1972），まえがき
15頁．

26） 陸井三郎（くがいさぶろう）編『資料・ベトナム戦争（上）』（紀伊國屋書店，1969），157‒158頁．
27） 『ベトナム秘密報告』（下），595頁．
28） 同上，582‒583頁．
29） 陸井三郎編『資料・ベトナム戦争（下）』（紀伊國屋書店，1969），364頁．
30） Philip Whalen, The Collected Poems of Philip Whalen, p. 788.

31） 小倉玄照『修証義』（誠信書房、2003），2‒3頁．
32） Allen Ginsberg, Collected Poems 1947~1997 (Harper Collins Publishers, 2006), p. 1047.

33） 田中泰賢『Buddha　英語　文化』第３巻，102‒104頁参照．
34） 寄藤文平（よりふじぶんぺい）藤田紘一郎（ふじたこういちろう）『ウンココロ　しあわせウンコ生活の
ススメ』（実業之日本社，2010），032頁．

35） 同上引用文中．
36） おおたわ史絵『今日のうんこ』（文芸社，2012），159頁．
37） 同上，151頁．
38） カルロス・ブロサン（Carlos Bulosan）『わが心のアメリカ─フィリピン人移民の話─ America is in the 

Heart』井田節子訳（井村文化事業社発行，勁草書房発売，1984），22頁．カルロス・ブロサンは「東洋人の
中でアメリカにおいて作家になった者はいないかと、図書館で調べたら日本人のヨネ・野口にたどり着い
た」と語っている。（同書，295頁．）

39） 同上，155頁．
40） 同上，179‒180頁．この書の「解説」で寺見元恵氏は「私がこの本に魅せられたのは作者の悲しさ、辛さ、
くやしさがひしひしと胸に伝わってくることだった．それは同事にアメリカ南部で私自身が受けた人種偏見
や、日本人移民花嫁として1918年18才でシアトルに着いた私の義母の話などを思い出させた」と書いてい
る．（同書，370頁．）

41） 福井一光『知と心の教育─鎌倉女子大学「建学の精神」の話─』（北樹出版，2017），164頁．
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序

　本稿は、平成９年（1997）６月、日本英語音声学会機関誌『英語音声学』創刊号に、「日本

人英語学習者が困難とする RP音調群の連続」と題して著した小論、及び「英語の Tone-Group 

Sequencesにおける音調移行（Part I）」、愛知学院大学教養部紀要、第60巻第１号、平成24年

（2012）、他を補完するものとして執筆を試みたものである。拙稿（1997）では、Verbal context

についての音調弁別及び表記は行ったが、音響分析にまでは至らなかったので、ここでは
Sound Spectrograph（SSG）による Analysisを試みる。拙稿（2012）は、音調群連続における音

調様態の推移状況を短い発話単位で考察したものであるが、本稿では Verbal context全体から

音調推移を SSGに拠って見ることとする。更に、本稿の続編においては調音感覚（Articulatory 

Feeling）および聴覚印象（Auditory Impression）と SSGに拠る音響分析の差異について、音声

環境、発話速度や話者の態度、表出性、等から考察を試みる。

　一般論として、英語を母語としない立場から英語の音声やイントネーションを研究すること

は、イギリス英語（General British, GB）に限ってみても、そこにはどうしても乗り越えられ

ない壁があることは否定できない。しかし、視点を変えてみれば、英語を母語としないからこ

そ、気が付いたり解明できることも多いように思われる。英語のセグメントやイントネーショ

ンを外国語教育としての範疇から見た時、日本語と比較・対照し母語の音声知識を活かすこと

も可能である。応用音声学（Applied Phonetics）、あるいは実践音声学（Practical Phonetics）と

冠しないまでも、日本語を意識して理論と実践面から研究したり教えたりする道もあることは

強みである。更に、英語の発音を外国語として教える際に、学生に分かり易く指導する方法論

英語の音調システムと視覚化（Part I）

都　築　正　喜
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なども経験上からも構築できる。本稿で試みようとしている Verbal contextの SSG分析とそれ

に対応する意味や内容の考察は、目標達成のためには具体的にどうしたらよいかを考えるため

の一つの手掛かりになるように思われる。

１．音声可視化の試み：実験音声学から音響音声学へ

　伝統的に音声の研究方法には、Henry Sweetや Daniel Jones、そして大西雅雄に範を求めてみ

ても、その基本として主観的方法と客観的方法がある。別な立場から、調音的研究や聴覚的研

究があるが、それらは主観的方法に基づき、音響学的研究は客観的方法に基づく。ここで取り

上げる SSGによる客観的方法は、特に evidenceを具体的例証として要求する一方、その調音

的あるいは聴覚的再現を必要としている。同時に、SSGが記録する Intonation Curveが再現で

き、それを traceできることも求められる。更に、イントネーション表記と実際の SSGが合致

しなくてはならない。なお、音声研究の流れとしては、従来から調音点の移動や調音方法の変

動を観察したり、聴覚印象を吟味したり、心的態度を考察することが重視されてきた。いわゆ

る調音音声学（Articulatory Phonetics）と聴覚音声学（Auditory Phonetics）であり、他の領域と

比較して最も進歩した分野である。1900年代後半には、心理音声学（Psychological Ponentes）

に関わる領域も確立された。心理実験音声学と称する分野も専攻されるものとなった。同時

期、大西雅雄は動態音声学と Speechologyを提唱していた。（大西雅雄基調講演、第４回音声

学世界会議、1983、神戸市）

　実験音声学（Experimental Phonetics）の歴史的発展を辿る時、米国ベル研究所の R. K. Potter, 

G. A. Kopp & H. C. Greenが1947年に著した Visible Speechが出発点をなっている。これは、聴

覚に障害のある人に対し Sound Spectrographに拠って、音声を視覚化して言語訓練を実施した

成果を集大成したものである。近代の実験音声学の科学性と信頼性が確立される第一歩となっ

た。また、応用音声学・特殊音声学（Specified Phonetics）への道を開いた点でも高く評価され

る。Visible Speechでは、人間の聴覚印象では弁別できないようなセグメント、音連続、音声

変化、音の移行、イントネーションなどが詳細に記述されている。Visible Speechは大枠３章

から構成されている。第１章では、SSGの音響学的な側面と実験データの解説に当てられて

いる。第２章では、広範な音声を対象とした SSGの実験図の考察が具体的に綴られている。

音声理論を SSG実験によって補強したものとなっている。第３章には、Phonetic Laboratoryに

おける言語訓練や言語矯正の実際が紹介されている。（都築、1989）

　最近では、調音・聴覚による音声の主観的方法に加えて音響実験によって得られた客観的な
evidenceを照合し、音声理論を決定する方法も採用される。音響分析結果は、新事実を発見し
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高い信頼性を得ている。特に、computerによる音声合成が音響・音声工学の先端分野となっ

ている。例えば、ロボットの母音・子音・半母音セグメントは自然な調音に類似してきている

が、イントネーションを含むプロソディに関しては不安定さがある。こうして調音音声学、聴

覚音声学に加えて音響音声学は、現代音声学には欠かせない重要な分野となってきている。音

声研究では、SSGが最も優れた証拠を提供する。その記録は調音、聴覚の両面から確認のた

めに再現される。そして、この SSG関連の解析は文献も多く資料も得やすい。ここでは教育

音声学（Educational Phonetics）の立場から、主として音声可視化の試みとして提示する。

２．イギリス英語のイントネーション表記と分析

　筆者の Verbal context分析に関する小論の中で、Sound Spectrographic Analysisによるものと

しては３編の先行研究がある。例えば、①「英語の Tone-Group Sequencesにおける音調移行

（Part I）」（2012a）愛知学院大学教養部紀要、第60巻第１号；②「W. S. Allenの英語音調表記

と応用システム論（Part I）」（2013a）同第３号、および③「W. S. Allenの英語音調表記と応用

システム論（Part II）」（2013b）同第４号である。これらの中で、②と③はW. Stannard Allenの
Living English Speech（1960, Sixth impression, LESと略す）のプロソディ論について考察したも

のである。なお、LESは、英語を外国語として習得する人のための、あるいは教える立場から

の、リズム、ストレスそしてイントネーションについて執筆されたものである。上記２編

（2013a、2013b）は、筆者がW. S. Allenの音調理論と Verbal contextに O’Connor & Arnold方式

の分析と表記方法を応用し、イントネーション表記を試みることによって考察したものであ

る。前項で述べたように、英語を母語としない立場から、イギリス英語のイントネーションを

研究し、実際の英語音声教育に応用し evaluationを求めたものである。同時に、evaluation 

versionを試みたものである。

　近年、イギリス英語のイントネーション研究においても、音響学や SSGに拠るものが多く

報告されている。史的に見れば、E. W. Scriptureが著した Researches in Experimental Phonetics. 

The Study of Speech Curvesは1906年に The Carnegie Institute of Washington (Washington, D. C.) の

言語・音声学シリーズ第44巻として、Press of Gibson Bros.より出版されたものである。これ

は筆者が所有する文献の中でも、実験音声学の技法により記述されたプロソディ関係の最も古

い研究書である。この書が刊行された当時は、実験音声学によって得られたイントネーション

カーブの traceに基づく音調研究が主体であった。

　以後、110年以上にわたり種々な音調理論の構築と表記法が音響実験によって試みられてき

た。しかし、J. D. O’Connor & G. F. Arnold, Intonation of Colloquial English（1980, Second Edition, 
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Sixth Impression, ICEと略す）は、英語を外国語として教える、という立場からはイギリス英

語の音調表記法としては最も信頼性の高いものであると言える。更に、ICEは最も体系化され

たもので、比較研究にも適用し易いと考えられている。従って、英語を母語としない立場から

の応用・実践研究である本稿のイントネーション理論は、概ね ICEに基礎を置き表記方法も

準拠したものである。なお、既に言及したように（都築：2001、他）、A. C. Gimsonは An 

Introduction to the Pronunciation of English（1981, Third Edition, Reprinted with corrections, p. 314）

において、O’Connor and Arnold (1973, 1980) を以下のように “the most comprehensive and useful 

account”と評している。ここで、改めて引用しておきたい。

　　　　The intonation of English has been studied in greater detail and for longer than that of any 

other language. No definitive analysis, classifying the features of RP intonation, has yet 

appeared (though that presented by O’Connor and Arnold (1973) provides the most 

comprehensive and useful account from the foreign learner’s point of view).

　そして、A. C. Gimson教授自身も、Tutorialに於いて、イギリス英語のイントネーション研

究の中での ICEの有効性について言及しておられた。大西雅雄会長（日本音声学会、PSJ）も
1968年９月18日にロンドン大学にて Jones賞の基金として700ポンドを贈呈し、その Reception

に於いて、G. F. Arnold先生との会話の中で ICE（1961, First Published）に触れられ、日本音声

学会の夏季講座などで取り入れる考えを示された、と学会本部での研究例会で伺ったことがあ

る。（Jones賞基金贈呈式の様子は、日本音声学会、『学会要覧』、1981参照）

　なお、術語の問題として、音調構造から見た時、“the stressed syllable of the last accented 

word”は音調核（Nucleus）である。音調核が有する核の様態という意味では、核音調（Nuclear 

Tone）を用いるべきであるが、本稿では和訳としては文脈によって音調核と核音調を適宜用い

ることとする。

３．イントネーション研究と Sound Spectrograph の応用

　英語のイントネーションは「声の表情」と言われる。イントネーションに話し手の感情や態

度が反映される。聴き手は responseを決める手がかりとしてイントネーションに込められた
nuanceを受け止める。こうした話し手と聴き手の間に交わされるイントネーションの実態は、

ピッチの高低変動の観点からのみ考察されがちであるが、実際には特定された最小単位として

の segmentに対し、ストレス、リズム、イントネーション、プロミネンスなどの suprasegment

が重複して現れる。更に、音圧（呼気圧）も影響する。その結果、イントネーションの様態に
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は、極めて複雑なプロソディの多重・重複構造が見られる。こうした理由から、イントネー

ション研究の難しさは、その構造や表記と実際の様態の不一致に見られる。

　例えば、話し手は発話に於いて、新情報となる内容語を確定し音調の核を定める。同時に、

その新情報語が担う核音調の様態を決定する。一例として、<を採用すれば、それに先行す

る頭部は高位置の高頭部が選択される。あるいは、6が採用されれば、下降頭部、例えば 

93827 のような形態が連動する。それより前に現れる前頭部も自動的に頭部の様態に連

動する。更に、尾部の形状は coreである音調核に連動し方向づけされるが、尾部は unmarked

の旧情報であるため、頭部や核音調に比べて、後続する音調群の前頭部や頭部、更には核音調

の形態の影響を受けやすい。なお、頭部は accented wordを有し、stressed syllableを含んでい

る。しかし、前頭部には stressed syllableは現れることがあるが、accented wordそれ自体は存

在しない。頭部は最初の内容語の強音節から始まる。前頭部に含まれる語は意味上重要ではな

い非内容語であるため、強音節があったとしても頭部とはなりえない。更に、話者は前頭部を

意味上重要ではないパーツとして判断し、たとえ強勢を置いたとしても、それは primary stress

ではなく subsidiary stressとして扱い強勢差をつけていると判断される。これは、音調構造上

は繋がりを保ちつつも anomalousな扱いをすることになる。なお、ICEでは強調型の高前頭部

の表記ルールは、非内容語に強勢がある時は最初に現れる音節に [ X ] を、強勢がなければ [ ¯ ]

を、それぞれ音節の初頭音の前に付ける。それ以降、頭部までに強勢音節があれば、全ての強

勢音節の初頭音に [ X ] を付けることになっている。（都築、2012）

　こうした英語の特殊な suprasegmental構造は、調音感覚や聴覚印象によっても確認されるが、

それらは保存することはできない。また、イントネーション研究の困難さは、ここで述べるよ

うにその表記と実際の発音との相違にあった。しかし、Sound Spectrographに拠れば、イント

ネーション構造はそのまま視覚化することができる。しかもそのデータは均一である。こうし

た SSG導入の傾向は1980年代に始まった。今世紀に入り精度を高めたサウンドスぺクトログ

ラフのソフトが急速に普及し、インターネットからも容易にダウンロードが可能となった。

　この小論で使用したサウンドスぺクトログラフは、Sugi Speech Analyzer（ANMSW-SSA0101、
2000）である。関連周辺機器を含め詳細については次稿にて記載する。SSG記録図はノイズ

処理を行っていない。音声分析にはカセットテープからの音源を CDに duplicateしたものを

使用した。

４．音調符号と表記

　Verbal contextの録音は、ロンドン大学のMichel Ashby先生と Jill House先生に依頼した。本
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稿では、吹き込み者はそれぞれ、MA（Michel Ashby）あるいは JH（Jill House）のように、各

パートごとに明示した。Verbal context Aおよび Verbal context Bは、筆者が作成した２編の会

話 scriptを originalとして、それに Ashby先生と House先生が若干の修正を行ったものである。

その amendmentの趣旨は、専門家としての立場からの発音上の流暢さや語呂の良さ、あるい

はリズミカルな調子などによるものと理解できる。

　筆者は英語教育音声学（English Educational Phonetics）の立場から、ICE（1980）に準拠して

二種類の音調符号、即ち Tone note（音符式符号）と文字に直接付ける Diacritical mark（文字補

助符号）を用いることを提案している。これらは英語発音指導の経験から、チューンにおける

ピッチの変化を効率よく表記し、学習者の理解を助けるために非常に有効と考えている。Tone 

noteは単独で用いることができるが、Diacritical markは文字に直接記入して使うため、単独で

用いたのでは意味をなさない。Tone noteも Diacritical markも記憶を助け音調イメージに基づ

く学習をするための「記憶補助用符号」（Mnemonic note、Mnemonic mark）である。いずれも、

発話に於いて、複数音節では重要な単語の直前に符号を付けるのではなく、その単語の最初の

強音節の直前に付ける。分節が複雑になるような場合には、分節様態の確認と第１強勢と第２

強勢の置かれている音節の把握が必要である。本稿では、音調表記は文字に直接記入する
Diacritical markを採用した。表記位置は従来通り強勢を有する音節の初頭音とした。

　作成に当たっては、Michel Ashby先生と Jill House先生によって吹き込まれた音声テープを

聴きながら並行して、それに対応するイントネーションの様態を文字に直接付ける Diacritical 

markを用いて表記を行った。作業手順としては、新情報を担う単語と音調核の位置を定め、

次いで content wordを限定し、頭部の位置を定めた。引き続き、頭部と音調核の間の基幹に相

当する語句の強音節を決定した。音調群全体の構成を見ながら前頭部と尾部の様態を記入し

た。その際、リズム強拍の位置を見定めた。音調符号は、筆者と「株式会社あるむ」（名古屋

市）が共同制作したもの「Tsuzuki/ARM2000・2006」を用いた。分綴規則やその方法について

は、発音辞典などの音節構造を参考とし、筆者自身の聴覚印象と調音感覚によって分綴した。

辞典表記と聴覚印象にずれがある場合には後者を優先して分綴した。表記符号を記入した英文

は SSG記録図に対応するように実験図の下位に記載した。詳細な SSGによるデータと移行数

値（Hz）については紙面の都合で次回以降に掲載する。

５．Sound Spectrographic Analysis

5.1.　Verbal context（A）

　Verbal context（A）の音声を Sound Spectrographによって表記する。なお、scriptは、都築
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（1997）、他に記載した。Jill House先生による Annaの発話（JH）は A1～A10、そしてMichel 

Ashby先生による Taxi Driverの発話（MA）は D1～D9である。

A1: ÍTax- i! /(JH) 

D1: UWhere ^to, miss? / (MA)

A2: Tra-Ufal-gar VCir-cus, | _please. / (JH)
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D2: ÍWhich cir- cus? / (MA)

A3: I Uwant to Xgo to the XAl-bert Me-Vmo-ri-al./ (JH)

 No, Wsor-ry, | I’ve just Ybeen Wthere./ I mean VE-ros. / (JH)

D3: VAh | you mean UPic-ca-Vdil-ly ±Cir-cus. / (MA)
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A4: UThat’s _right, | _is-n’t it? / (JH)

D4: VYes miss. | If it’s WE-ros you ±want, | (MA)

 then UPic-ca-dil-ly UCir-cus is the ^place. / (MA)

 UJust ar-_rived in XLon-don have you?/  UWhere are you Vfrom?/ (MA)
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A5: WAc-tu-al-ly | I’m from VPo-land. / VWar-saw. / (JH)

 I’ve Unev-er Vbeen to _Lon-don be-fore. / (JH)

D5: You’ve Ucome from VPo-land, |  _ eh? / (MA)

A6: Well I Wcome form ±Po-land, | but I Wtrav-elled here | from VBel-gium./ (JH)
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 I’m Uwork-ing in ^Brus-sels this year, | (JH)

 and I’ve Ujust come to XLon-don for a Xshort Vvi-sit. / (JH)

 ¯Is it _far to XPic-ca-dil-ly XCir-cus? / (JH)

D6: It’s Uno dis-tance at Vall, miss,| (MA)
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 but with Ytraf-fic like Wthis | (MA)

 it could Utake all af-ter-Vnoon to ±get  there. / (MA)

A7: UOh Ïdear, | I’m sup-Uposed to Xmeet my Vfriend | at Tten past _four./ (JH)

 UCan we be _there  by  Xthen?/ (JH)
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D7: Well if Wan-y-one can ±get you there, | VI can. / (MA)

 We’ll Utry this ^short-cut. / (MA)

A8: UAren’t we Ugo-ing a Ubit _fast? / (JH)

D8: YYou’re the Xone in a Whur-ry./ VAn-y-way, | (MA)
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 Zwhat’s for-ty-Xfive or Vfif-ty | if the Vroad’s ±clear? / (MA)

A9: UWas-n’t that a Xred _light you Xwent through Xthere? / (JH)

D9: Uno   _harm done. | There was Yno-one Wthere. / (MA)

 Peo-ple Ypress the Wbut-ton | at the pe-Ydes-tri-an Wcross-ing | (MA)
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 and then Udon’t _wait | for the Ugreen Vman. / (MA)

 It Ugets me ^fu-ri-ous. / If YI Xstopped at Weve-ry red ±light | (MA)

 I’d Znev-er earn e-Xnough to make ends Vmeet. / (MA)

 It’s the Usame with Xthis lit-tle Val-ley. / (MA)
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 It’s Wmeant to be | a Uone-way Vstreet, | (MA)

 but there’s Ynev-er Xan-y-thing Xcom-ing the Xoth-er Wway. / (MA)

A10: If you’d Ujust Xstop _here, Xplease, | (JH)

 I Uthink I’d be Xsaf-er Vwalk-  ing. / (JH)
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5.2.　Verbal context（B）

　Verbal context（B）の音声を Sound Spectrographによって表記する。なお、scriptは、都築

（1997）、他に記載した。Jill House先生による Barbaraの発話（JH）は B1～B13、そして
Michel Ashby先生による Johnの発話（MA）は J1～J13である。

B1: WJohn, | Udid you Xuse the _car Xyes-ter-day? / (JH)

J1: ÍYes-ter-day? |  VNo. / The  Uday be- Vfore ±yes-ter-day. / (MA)

 In the Vmorn-ing. / VWhy, ±Bar-ba-ra? / (MA)
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B2: WWhy? / The Vbump-er’s  all ±bro-ken. / (JH)

J2: ÍWhat? / WRe-al-ly? / Oh,  Uwait a _min-ute. / (MA)

 I  Uknow what _that will be. / (MA)
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 There Uhad been a Xbit of a Xbump in XAsh-field Pa-Vrade | (MA)

 Uwhere it was Vparked./ It Unev-er oc-Vcurred to me| to see if Wours had been ±hit. / (MA)

B3: ÍWhere did you Xsay this Xwas? / (JH)
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J3: Be-Uhind the Vtube ±sta- tion, | (MA)

 Uwhere we Vu-su-al-ly ±park,| in UAsh-field Pa-Vrade. / (MA)

B4: WTube sta-tion? / UAsh-field Pa-_rade? / (JH)
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 UWhat were you Xdo-ing Vthere? / (JH)

J4: I’d Ugone to re-Xnew my Vsea-son ±ti-cket. / (MA)

B5: ÍUAnd? / (JH)



愛知学院大学　教養部紀要　第65巻第３号

56─　　─

J5: UWhen I came _back | the po-Vlice were there, | (MA)

 there was Ubroken Vglass all o-ver the ±road,| (MA)

 a Usmall Ïvan | with Yone of its Wdoors hang-ing off, | (MA)
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 and an Vam-bu-lance. / (MA)

B6: VOh | ^dear. /  I Yhope no-one was Wbad-ly ±hurt. / (JH)

J6: I Zdon’t think Xan-y-one was Xhurt at Vall. / (MA)
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 The Wam-bu-lance was there | (MA)

 be-cause it had been in-Uvolved in the Vac-ci-dent. / (MA)

 I Uthink it Xmust have been Vemp-ty. / (MA)
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B7: And the Ívan? / (JH)

J7: The Wvan | was the Uone from the Vflo-rist’s./ (MA)

 UThat lit-tle Vred one./ (MA)
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B8: The Uone that Xeld-er-ly _la-dy Xdrives a-Xround? /(JH)

J8: VYes, | but it Ywas-n’t Xher Wdriv-ing. / (MA)

 It was that Uyoung Vman they have ±work-ing for them. / (MA)
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 I’ve Useen him in the Vshop a few ±times. / (MA)

 I Uthink he’s VSpan-ish ,| or Upos-si-bly I-Vtal-ian./ (MA)

B9: So Uwhich of them had Xhit Vus, I ±won-der? /(JH)
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J9: Well, it can Yon-ly have been the Wam-bu-lance./ (MA)

 The Wflo-rist’s van | had been Vparked, |  Tjust as Vwe were. / (MA)

B10: I Zthought you Xsaid the Vdriv-er was ±there. / (JH)
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J10:   I Tthink he ±must have been Ujust pull-ing a-Uway from the _kerb | when the Uam-bu-lance Vhit him. / (MA)

 WOur car | was Tparked on the Uoth-er side of the Vroad. / (MA)

 The Tam-bu-lance must have Uswerved ac-_ross | (MA)
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 Utry-ing to a-void the _van |   and Uhit Vour car. / (MA)

B11: And you Udid-n’t no-tice Xan-y-thing _wrong with our Xcar? /(JH)

 The Zbump-er’s Xcracked Xright ac-Vross. / (JH)
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J11: Like Yeve-ry-one Welse, | (MA)

 I was Tlook-ing at the Vre-al-ly ±dam-aged ±cars. / (MA)

 And Van-y-way, | it was Vrain-ing. / (MA)
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B12: Well we Uneed to get Xdown to the po-Vlice sta-tion, | Vdon’t we? / (JH)

 YOne or Woth-er of them |  is re-Uspon-si-ble for our Vbump-er./ (JH)

J12: Be-Yfore we go Xan-y-where Wnear the po-±lice sta-tion, | (MA)
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 we’d Ybet-ter Wdo ± some- thing | (MA)

 a-Tbout our Uout-of-date Vtax disc./ (MA)

B13: UOut of date? /  But I Ubought one Xjust be-fore VChrist-mas./ (JH)
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J13: We Wbought one, | but I Unev-er put it in the ^car. / (MA)

 It’s Ustill in the Vhall | by the Vtel-e-phone. / (MA)

 The Yone in the Wcar | is Uthree months out of Vdate! / (MA)
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まとめ

　本稿で挙げた２編の Verbal contextに関して次稿では、調音感覚、聴覚印象及び Sound 

Spectrographの分析など３方向からの考察を考えている。この時、イントネーションの構造と

様態を基軸に考えることになるが、アンティシぺイション、呼応現象、補完機能、コンプロマ

イズ、調音労力の経済の５点が重要となる。ここで、あらかじめ論点を整理しておきたい。な

お、SSGのフォルマント移行を数値化して考察する場合には、数理音声学（Mathematical 

Phonetics）の手法を必要とする。

①イントネーションのアンティシぺイションは、例えば、前頭部や頭部が後続する核音調の種

類を予測し、前もって様態を準備する発話行為であるとされる。このようなイントネーショ

ンの様態上の準備行為が、実際には SSGでどのように分析されるのかを考察する。前頭部

や頭部が発話された段階で、聴き手は何を手掛かりにして後続する核音調をどのように予測

するのかは興味深い。なお、前頭部や頭部と核音調の関係は、次に述べる呼応現象としての

側面もある。

②イントネーション構造における顕著な呼応現象は、頭部の様態と核音調の組み合わせに見ら

れる。ここで、前節でも取り上げたが具体的な例で考えてみたい。下降頭部（Falling Head）
938217の後には、単一の下降・上昇核音調6が呼応する。但し、複合下降＋上昇独

立核音調6と?の組み合わせは下降頭部には呼応しない。また、上昇頭部（Rising Head）
712839には、高下降核音調<が呼応する。更に、（高）下降＋（低）上昇を基軸とする、

分離独立２重音調核構造では、<と?を基本にして、<070と7018が相互に呼応

様式をなす。或いは、尾部の方向は音調核に照応して決まる。例えば、上昇核音調には上昇

尾部が階段状に呼応し、低下降核音調もしくは高下降核音調には低位置尾部が呼応する。こ

のように、話し手は最初に核音調の種類と型を決め、これに呼応する形で前頭部や頭部の様

態を決める。（都築、2005b）いずれも呼応関係のルールとして確立しているが、これを
SSG化された Verbal contextによって確認する。

③英語の音調構造を、前頭部・頭部・核音調・尾部という４つのパーツに分ける。これらは、

相互に有機的に関連づけられ、補完的に結びついて発話が成立する。更に、音声ルールに

従って順序立てて合理的に体系化されコンビネーションをなす。４つのパーツそれぞれが等

しい役割を担っている訳ではないが、個々の発話ではイントネーションの補完機能が成立し

ている。しかし、容易に考えられることは、話し手の感情・態度が核音調のみに集中してい

るのではなく、補完様式をなす４つのパーツ全体の移行の中に確認されると判断する。（都

築、2007）４つのパーツの濃淡について SSGで意味との関係に於いて明確にする。
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④コンプロマイズに関して言えば、音調群連鎖で生じ易い。例えば、先行音調群の尾部様態と

後続音調群の前頭部、頭部あるいは核音調との間で、音調様式の引き寄せ現象や歩み寄り様

態が起こる。このようなコンプロマイズは、同一音調群の前頭部、頭部と核音調との間でも

見られる。

⑤アンティシぺイションやコンプロマイズは、先行音調群と後続音調群の移行に見られ、調音

労力の経済（articulatory economy of effort）を一因として生じる。調音労力を節約した結果

として生じる発話への影響は、おもに音調の高低差と音調核への移行様式に現れる。但し、

発話労力の軽減化が進むと情報の明瞭度が後退するのではないかと推測できるが、この発話

労力の節約と情報の効率化に関わる問題を SSG分析に於いても取り上げてみたいと考えて

いる。
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１．はじめに

　国立国語研究所では、2013年４月から2016年３月までは基幹型共同研究プロジェクト「述

語構造の意味範疇の普遍性と多様性」において、また2017年４月から現在までは機関拠点型

共同研究プロジェクト「日本語学習者のコミュニケーションの多角的解明」において、『基本

動詞ハンドブック』（以下、『基本』という略称を用いる）の作成を進め、既にその成果の一

部1）が web上で公開されている2）。

　『基本』は、日本語学習者3）や日本語教師が基本動詞の理解を深めることができるように、

基本動詞の多義的な意味の拡がりを図解なども用いて分かりやすく解説したオンラインツール

である。例文、コロケーションなどの執筆にあたっては、国立国語研究所の「現代日本語書き

言葉均衡コーパス（BCCWJ）」（約１億語）や筑波大学の「筑波ウェブコーパス」（約11億語）

などの、大規模日本語コーパスを積極的に活用し、生きた情報の提供がなされている。また、

個々の多義動詞の意味分析においては、認知言語学（cognitive linguistics）における諸概念4）が

援用されている。

　本稿筆者も上記のプロジェクトにおける共同研究員を務めている。2013年４月から2018年
３月現在に至るまで、計13項目5）の執筆を担当した。本稿6）では、その13項目の多義動詞の詳

細な意味分析を行う過程で見出した様々な問題点の内、意味記述におけるメタ言語の選定に関

する問題点、及び語義の区分に関する問題点について、現状において『基本』で実現できてい

る事柄、及び『基本』が課題として抱える事柄を適宜提示しつつ、論じる。

　以下、本稿の構成について簡単に述べる。まず第２節では、先行研究を踏まえて多義語の意

日本語多義動詞の意味分析に関する覚書
──メタ言語の選定及び語義の区分──

野　田　大　志
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味分析における主な問題点について確認する。次に第３節では、メタ言語の選定に関する問題

点について提示する。続いて第４節では、語義の区分に関する問題点について提示する。最後

に第５節では、本稿のまとめを示す。

　なお、本稿では「メタ言語」について、山田（2016: 187）の「ある言語について記述する

のに用いる、その言語とは別のレベルにあると認められる言語」という規定に従う。

２．多義語の意味分析における主な問題点

　本節では、『基本』の執筆に直接的に関連する、多義語全般の意味分析における主な問題点

について提示する。まずその前提として、（共時的な意味論における）多義語分析の課題につ

いて確認しておく。籾山（未公刊: 第１章４節）は、多義語分析の課題（すなわち、多義語の

分析において明らかにしなければならないこと）として（1）に示す４点を挙げている。

　（1）多義語分析の課題

　　　１）何らかの程度の自立性を有する複数の意味（多義的別義）の認定

　　　２）プロトタイプ的意味の認定

　　　３）複数の意味の相互関係の明示

　　　４）複数の意味すべてを統括するモデル・枠組みの解明

この４点の内、『基本』の執筆において直接的に関係するのは、１）から３）の３点であり、

執筆者によって方針の相違（多様性）や扱う度合いの差はあるものの、どの項目においてもこ

の３点に関する詳細な検討を反映した記述がなされている。

　次に、多義語の意味分析において特にどのような点が問題となるかについて確認する。山田

（2005: 51）はこのことについて、（2）のように述べている。

　（2） 語の意味を具体的に記述しようとするときに、だれしもが直面する困難な問題がある。

例えば、１つの語に意味をいくつ認めるかという語義区分の問題、問題となる２つの意

味が１つの語に属するのかそれとも２つの語に属するのかという多義語と同音異義語の

区別の問題、１つの語の複数の意味をどう関係づけるかにかかわる語義の配列の問題7）、

意味の類似する語の相違をいかに示すかという類義語の記述の問題8）、一定の範囲の語

に共通に見られる意味現象を、個々の語にも述べる必要があるかという類型性と個別性

の問題9）、などである。
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山田は以上のように、主に５つの問題点を提示している。その内、１点目、２点目、３点目は

特に本稿で考察対象とする、「語義の区分」に関わる問題点であると言える。（１点目の問題点

は（1）の１）に、また３点目の問題点は（1）の３）にそれぞれ対応している。）

　なお、語義の区分は、単に多義語の意味分類上の問題に留まるものではない。このことにつ

いては、松本（2010: 24）が（3）のように明示している。

　（3） 多義性の問題は、様々な事象の中で、何と何を同じと見なしているのか、何と何を似て

いると見なしているのか、また、何と何を関連していると見なしているのかという、人

の外界認識の問題と密接に関わっている。

　以上を踏まえ、語義の区分に関して、『基本』の執筆の際に見出した具体的な問題点を本稿

第４節で示す。

　次に山田（2016: 181）は語の意味記述の主な問題点として、（4）に示す５点を提示してい

る。

　（4） a.語の意味記述の方法はどのようなものがよいか。
 b. 個々の語の意味記述の方式はどのようなものがよいか。
 c. 多義語の複数の意味はどのように区別されるか。
 d. 共起する複数の語の意味の関係はどのようなものか。
 e. 語の具体的使用と意味記述の関係をどのように考えるか。

この５点の内、本稿で取り上げるメタ言語の選定に関する問題は、ｂに含まれる。すなわち、

ある語（動詞）の意味について過不足のない記述を行うためにはどのようなメタ言語を用いる

べきか、という問題である。なお、メタ言語の選定の在り方は、当然ながら語義の区分の検討

や、複数の語義の相互関係の検討にも密接に関連するものである。（但し、複数の語義の相互

関係に関しては、本稿では考察対象外とする。）

　メタ言語の選定に関して、『基本』の執筆の際に見出した具体的な問題点は、次節で示す。

３．メタ言語の選定をめぐって10）

３．０　はじめに

　本節では、『基本』の執筆に際して見出した、メタ言語の選定に関する複数の具体的な問題
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点について提示する。本節及び次節（第４節）において用例を提示する場合、出典を明示して

いないものについては全て、NINJAL-LWP for BCCWJ（現代日本語書き言葉均衡コーパスの検

索システム）及び NINJAL-LWP for TWC（筑波ウェブコーパスの検索システム）から抽出した

データを踏まえた、筆者による作例である。出典を明示しているものについては、これらのシ

ステムによる検索結果である。なお、例文において下線を施す場合、実線の下線は考察対象と

なる言語表現、破線の下線は考察対象に関連のある言語表現を示す。

３．１　主体の明示について

　自動詞にせよ他動詞にせよ、動詞によって表される事象には必ず何らかの主体（例えば変化

主体や行為主体）が存在する。主体は、ある事象において最も認知的際立ちの高い参与者であ

り、動詞の意味の記述においても不可欠な要素であると思われる。それにも関わらず、現行の

辞書類、あるいは意味論に関する諸々の先行研究では、意味記述において主体が明示されない

場合がある。

　例えば、『大辞泉』は、動詞「ある」11）の第一義12）として〈事物が存在する。〉のように、通

常ガ格名詞（句）によって表される存在の主体を〈事物が〉というメタ言語によって記述して

いる。しかし、第二義13）では〈その場所に存在する。位置する。〉のように、存在の主体に相

当するメタ言語は含まれていない。

　また『大辞林』は、同じく動詞「ある」の第一義として〈物が存在する。〉のように主体を

〈物が〉と記述しているものの、その２つの下位分類においては、〈（何が存在するかが問題の

場合）存在する。〉14）、及び〈（その物が存在すること自体は自明で、場所が問題である場合）

位置する。〉15）のように、主体は明示されていない。

　このように、現行の辞書類や、意味論に関する諸々の先行研究では、動詞によって、あるい

はそれぞれの動詞の語義によって、主体が何らかのメタ言語によって明示される場合とそうで

ない場合とがあり、その記述方針は統一されていない。しかし例えば「ある」において、存在

の主体は、通常ガ格で表される必須項であり、〈具体物〉か〈事柄〉かの相違をはじめとして、

主体に関する意味特徴が（個々の語義の意味的な制約の一部として）語義の区分において重要

な役割を果たす場合もある。したがって、（「ある」を含めて）どのような動詞であっても、そ

の意味分析においては、何らかのメタ言語によって存在の主体を明示する必要があると考えら

れる。

　なお、この点を踏まえ筆者は『基本』の担当項目では、いずれの語義においても主体を具体

的に記述している。例として、「ある」の語義１と語義２を（5）に示す。（下線部が、存在の

主体に関するメタ言語である。）
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　（5） 語義１16）：〈（ある時点やある期間において、あるところに）１つ、もしくは複数の具体

物が存在する〉
 語義２17）：〈（ある時点やある期間において）空間的な広がりを有するあるもの（建造物

や地域）が、あるところに位置している〉

３．２　〈所有している（持っている）〉というメタ言語について

　従来、日本語を含めた様々な言語の存在表現の研究においても論じられてきているように、

〈所有〉という概念と〈存在〉という概念は密接に関連するものである。特に、現代日本語の

動詞「ある」、「いる」に関しては、一部の語義において〈所有〉というメタ言語が用いられて

いる辞書類や先行研究が数多くみられる。

　例えば「ある」では、『大辞泉』は「財産がある」等の例に関して、〈自分のものや付属とし

て持っている。所持・所有している。〉という意味記述を提示している。『大辞林』も同様に、

〈人が財産などを所有している。〉という意味記述を提示している。『日本語基本動詞用法辞典』

（以下『基本動』）も、〈何かを所有していたり、特定の人・感情・考え・能力などを持ってい

る。〉という意味記述を提示している。

　そもそも「（具体物を）所有している」、「（具体物を）持っている」といった言語形式は概

略、〈人やその他の動物が、ある時点やある期間において、何らかの対象物を携えた状態、あ

るいは自らの意志で制御ないし支配できる状態を継続させる〉という概念を表す。これに対

し、「財産がある」、「自家用車がある」等における「ある」の意味において焦点化されている

のはあくまで〈物18）が存在する〉ことであると考えられる。（「教養がある」、「貫禄がある」

等、存在物が具体物ではなく抽象的な事柄であっても同様である。）したがって、（他動詞では

なく自動詞の）「ある」の意味を記述する上で、「所有（所持）している」、「持っている」とい

うメタ言語を（意味記述の述語部分として）用いることは厳密には不適当であると考えられ

る。（現時点で筆者は、〈所有〉概念は、〈存在〉概念と共に、該当するそれぞれの語義に関与

する認知領域19）の１つであると考えている。）

　なお以上を踏まえ、『基本』及び野田（2017）では「ある」の語義10と語義11を（6）のよ

うに記述した。

　（6） 語義1020）：〈ある１人、もしくは複数の人（によって構成される組織や団体）が所有し

ているある具体物が存在する〉
 語義1121）：〈ある１人、もしくは複数の人が有していると位置づけられるある状態、権

利、役割が存在する〉
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３．３　〈閉める〉というメタ言語について

　本節では、「おろす」という動詞の意味記述において用いられることのある〈閉める〉とい

うメタ言語が有する問題について検討する。

　『基本』と同じく日本語学習者や日本語教師を主な対象とした辞書である森山編著（2012: 

119）では「まぶしくて、ブラインドを下ろした。」という例に基づき、「おろす」の１つの語

義を〈閉める〉と記述している。

　しかし、〈閉める〉というメタ言語は、ヲ格名詞が「ブラインド」、「シャッター」、「幕」の

場合には（一見すると）適用できるように思われるものの、これらと同様の形状を有する「ス

クリーン」の場合には適用できない。また「簾」の場合には、適用できる場合と適用できない

場合（例えばある空間を複数の領域に区切るような場合）がある。

　そもそも、〈閉める〉ことは「おろす」の語義において焦点化されているとは言えないので

はないだろうか。加えて、〈閉める〉というメタ言語のみによる記述では、当該の語義と、「お

ろす」のプロトタイプ的意味との相互関係も見出せない。

　以上を踏まえ、筆者は『基本』においてまず「おろす」のプロトタイプ的意味である語義１

を、以下の（7）のように記述した。

　（7） 語義１22）：〈人・動物などが、もの・人・その他の動物の全体あるいは身体の一部を、

（あるところから）より低いところに移す〉

その上で、当該の語義を、語義３として（8）のように記述した。

　（8） 語義３：〈人が、上方にまとめた状態で収納されている、平面的な広がりを持つものの

下部を（床や地面などの）より低いところまで移し、十分に広げる〉

さらに、語義３の「語義解説」を（9）のように記述した。

　（9） 語義１では、低いところに物体を移動させることが焦点化される。これに対して語義３

では、（平面的な広がりを有する）物体の下部を低いところに移動させることによって、

その物体（全体）を上方から下方まで十分に広げることが焦点化される。ここで、十分

に広げられる物体とは幕、シャッター、ブラインド、簾、スクリーンなどである。この

うち、幕、シャッターは、ある空間領域を閉鎖するための道具である。ブラインドは、

ある空間領域に入り込む光を遮断するための道具である。簾は、ブラインドと同様の用



日本語多義動詞の意味分析に関する覚書

79─　　─

途で使われるほか、ある１つの空間領域を複数の領域に仕切るという用途でも使われ

る。またスクリーンは、映像を映し出すという用途で使われる道具である。このよう

に、それぞれの物体の用途は異なるが、本来の用途で（十分に広げて）用いられる場合

以外は、上方にまとめた状態で収納されているという点ではいずれも共通している。

３．４　汎用性のあるメタ言語について

　『基本』では複数の執筆者がそれぞれ複数の基本動詞を担当している。個々の動詞の意味記

述において、例えば〈人〉、〈動物〉、〈もの〉、〈ところ〉など、主にある行為や変化における参

与者を表すような、ごく一部のメタ言語に関しては、使用の統一が図られている。しかし、現

状では執筆者によってメタ言語の選定の在り方は多様であり23）、例えば極めて近接的な意味特

徴であっても執筆者によって異なるメタ言語が採用されているケース、あるいは、同一のメタ

言語が用いられていたとしてもその定義に関して執筆者ごとの差異があるケースが少なからず

みられる。

　このことに関連して、前田（1993: 2）は、メタ言語の設定に関する課題として（10）のよ

うに指摘している。

 （10） 言語的な意味を、十分にしかも体系的に説明出来るメタ言語（メタ記号）を仮説し、そ

れを用いて言語的な意味を説明する方法を確立することが言語学的意味論の課題となろ

う。言語学的意味論は、特定の、ある時代の、ある地域の言語の意味を説明出来るだけ

ではなく、なるべく広い範囲の、いろいろな言語の意味を説明出来るものであることが

望ましい。メタ言語（メタ記号）は、それ自体で完結した体系をなしているとともに、

あらゆる言語的な意味を説明しうる汎空間性と汎時間性を備えていることが理想とな

る。しかし、もし最初からそのように整ったメタ言語が考えられないとすれば、特定の

範囲に適用出来る意味論を仮説し、それをより一般的で理想的な意味論に止揚してゆく

ことが考えられる。

　ここで、「メタ言語（メタ記号）」が「それ自体で完結した体系をなしているとともに、あら

ゆる言語的な意味を説明しうる汎空間性と汎時間性を備えていること」が、本当に「理想」な

のか、また実現可能なのかについては、慎重に検討する必要がある。例えば、言語表現の意味

構造の多様性、複雑性を的確かつ過不足なく記述する上では、メタ言語そのものに一定の多様

性、柔軟性が求められよう。換言すれば、「それ自体で完結した体系をなしている」「理想的」

なメタ言語によって語の意味記述をすることによって、捨象されてしまう、あるいは背景化さ
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れてしまう意味特徴が生じる危険性があるのではないかと考えられる。

　このことに関連して、山田（2010）では、意味記述は基本的に「ふつうのことば」で記述す

れば良い、あるいは「ふつうのことば」を使わなければ記述できないという趣旨の主張が説得

力ある形で展開されている。筆者もこの立場を支持する。（議論の詳細は、山田（2010）を参

照されたい。）

　但し、前田の述べる「言語的な意味を、十分にしかも体系的に説明出来るメタ言語（メタ記

号）を仮説」するということ自体は、メタ言語の選定において重要な点である。『基本』の執

筆において（また、意味論一般においても）、メタ言語の一定の多様性、柔軟性は確保しつつ、

様々な動詞の意味記述において汎用性が高いと思われるメタ言語に関しては、適切な範囲でよ

り厳密な規定をし、執筆者間で共有していく（統一を図る）ことが必要なのではないだろう

か。

　例えば、「ある」の殆どの語義24）において、また「いる」を含め、「ある」以外の様々な動詞

の語義においても、〈存在する〉というメタ言語は、記述における汎用性の高いものの１つで

あると言える。（さらに、スキーマ性も極めて高いものの１つである。）そこで、〈存在する〉

というメタ言語を、暫定的に（11）のように規定する25）。

 （11） 〈人（認知主体）によって、何らかの事物が認められる〉

　加えて、（11）において用いた「認められる」というメタ言語についてもさらに厳密に規定

する必要があろう。ここで、高橋（2004: 144）における多義動詞「認める」の別義１の意味

記述26）を援用すると、（12）のように規定できる。

 （12） 〈ある範囲に注意を払うことにより、対象が捉えられ、（あらかじめ持っている）対象に

関する知識と同定される〉

　なお、〈存在する〉というメタ言語の汎用性の高さについては、Langacker（2008: 98）にお

ける〈存在〉（entity）の次の規定が参考になる。すなわち、（11）に示した規定における〈何

らかの事物〉は、Langackerの示す「概念構造を記述する際に、想像されたり指示されたりす

る可能性があるあらゆる概念」に相当すると考えられる。

 （13） For defining basic categories, it is useful to have a term that is maximally general in its 

application. The word entity is adopted for this purpose. It thus applies to anything that might be 
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conceived of or referred to in describing conceptual structure: things, relations, quantities, 

sensations, changes, locations, dimensions, and so on.　（「基本カテゴリーを定義するうえ

で、最も一般的に適用できる用語を持つことは有効である。この目的を担うのは、存在

（entity）という用語である。そのため、存在は概念構造を記述する際に、想像されたり

指示されたりする可能性があるあらゆる概念に適用される（モノ、関係、量、感覚、変

化、位置、次元など）。」27））

　次に、〈所有（する）〉及びその関連概念についても、「ある」をはじめ、「いる」、「持つ」、

「携える」、「含む」など様々な動詞に関与する、汎用性の高いものの例として位置づけられる。

『基本』及び野田（2017）では、以下に示す３種類のメタ言語を暫定的に規定し、意味記述に

用いた。（但し、この規定自体は、『基本』及び野田（2017）では明示していない。）

 （14） a. 〈所有する〉：〈人やその他の動物が、ある時点やある期間において、何らかの具体物

を携えた状態、あるいは自らの意志で制御ないし支配できる状態を継続させる〉
 b. 〈有する〉：〈主に人に関して、ある時点やある期間において、何らかの事柄を携えた

（把握した）状態が継続する〉
 c. 〈備わっている〉：〈主に人、動植物、具体物等に、何らかの属性が認められる〉

この内、（14a）の〈所有する〉を用いた記述は、本稿（6）に示した「ある」の語義10である。

また、（14b）の〈有する〉を用いた記述は、本稿（6）に示した「ある」の語義11、及び（15）

に示す語義13である。

 （15） 語義1328）：〈ある人が有する、何らかの事柄が存在する〉

最後に、（14c）の〈備わっている〉を用いた記述は、（16）29）に示す「ある」の語義８、語義
９、語義12である。

 （16） 語義８：〈ある生物やものに備わっている一定の数量（重さ、長さ、高さ、距離、数が

存在する〉
 語義９：〈ある物事に備わっている一定の期間、時間が存在する〉
 語義12：〈ある人・動植物・具体物に備わっている、何らかの特徴や関係（性質、付属

物、人）が存在する〉
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４．語義の区分をめぐって

４．０　はじめに

　多義語分析における語義の区分については、既に様々な先行研究で論じられてる。例えば籾

山（1993, 2002, 2016,未公刊）では、関連語に基づく語義の認定方法について検討されている。

また、高橋（2016）では文法的振る舞いに着目した語義の認定方法について検討されている。

加えて籾山（2012,未公刊）では、格体制と多義的別義の関係について検討されている。

　本稿では主に、「ある」をめぐる現行の辞書類や先行研究における語義の区分の批判的検討、

動詞の語義の区分とコンテクストとの関係に関する検討、語の意味と構文の意味との関係に関

する検討を行う。

４．１　「ある」のケース

４．１．１　文レベルの分類と語レベルの意味分類との区別に関する問題30）

　丹羽（2015b: 260‒262）は、「机の上に時計がある。」のように、「Ｂに（は）Ａがある」と

いう形で用いられ、場所項Ｂが前提でガ格項Ａが焦点化、あるいは文全体が焦点化されている

ケースを「場所型の存在文」と呼ぶ。一方、「時計は机の上にある。」のように、「ＡはＢにあ

る」という形で用いられ、Ａが前提で場所項Ｂが焦点化されているケースを「場所型の所在

文」と呼ぶ。そして、両者を明確に区分している。

　存在表現の文レベルの意味を考える上ではこの区分は妥当だが、前述のいずれの「ある」も

概略〈具体物（ここでは「時計」）の存在〉を表している。「ある」の語レベルの意味を考える

上では、両者は同一の語義を抽出できるそれぞれの用法として統一的に扱うべきである。

　また、丹羽（2015b: 261）では、前述の「机の上に時計がある。」も、「この地には年間を通

じてたくさんの行事があって、」という実例も、「小学校でバザーがあるのですが。」という実

例も等しく「場所型の存在文」に該当するケースと位置づけている。

　「時計がある」のようなケースは概略〈具体物の存在〉を、「（この地にはたくさんの）行事

がある」のようなケースは概略〈事柄の存在〉を、「バザーがある」のようなケースは概略

〈出来事の実現〉を表している。「ある」の語レベルの意味を考える上で、この３つはそれぞれ

異なる語義（ないし異なる意味分野）における用法として区別すべきである31）。

　以上を踏まえ、『基本』及び野田（2017）では例えば（17）のような区別をした。

 （17） 語義１：本稿（5）に示した通り。
 語義1432）：〈（ある時点やある期間において、あるところに）ある事柄が存在する〉
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 語義1533）：〈ある時点において実現する、ある出来事、行為が存在する〉

４．１．２　ある場所での物の存在の位置づけに関する問題

　『基本動』では「ある」の第一義を〈物が存在する〉としている。しかしこの意味に属する

用法として「机の上に本が２冊ある」のような具体物の存在を表すケースと、「国会議事堂は

東京にある」のようなある空間領域における建造物の存在を表すケースとを混在させている。

　そこで、『基本』及び野田（2017）では、両者を明確に区別して提示した。具体的には、本

稿（5）で示した語義１と、同じく（5）で示した語義２とを区別した。

４．１．３　「不定期の実現」と「過去の経験」との区別に関する問題

　『大辞泉』では、〈（「ことがある」の形で）場合によっては…する、…の経験をしている、な

どの意を表す。〉という語義を提示し、その用例として「季節によってメニューの一部を変更

することがあります」、「富士には何回も登ったことがある」の２つを挙げている。つまり１つ

目のような〈不定期の実現〉を表すケースと、２つ目のような〈過去の経験〉を表すケースを

同一の語義として混在させている。このような扱い方は『大辞林』も同様である。

　「（ことが）ある」を基本形で用いる場合、１つ目の用例や「この PCはフリーズすることが

ある。」（作例）のようなケースでは、発話時以前に不定期に起こった事柄が、発話時以降も同

様に不定期に起こる可能性があること、あるいは、発話時以前に起きたか否かに関わらず、あ

る事柄が発話時以降に不定期に起こる可能性があることを表す。一方、２つ目の用例や、「こ

の村は津波に襲われたことがある。」（作例）のようなケースでは、発話者が発話時以前のある

時点で経験した事柄を表す。つまり、この２つのケースでは「ある」によって表される事態に

おけるテンスの位置づけが異なり、両者を異なる語義として区別すべきである34）。

　以上を踏まえ、『基本』及び野田（2017）では（18）に示すような区別をした。

 （18） 語義1635）：〈過去に１回もしくは複数回実現しているある出来事、行為が存在する〉
 語義1736）：〈不定期に、もしくは状況に応じて実現する（可能性がある）ある出来事、

行為が存在する〉

４．１．４　動詞とコンテクストの関係に関する問題

　例えば、大西（2012）における、存在表現の（文レベルの）分類の内、本稿（5）で示した

動詞「ある」の語義１（プロトタイプ的意味）に対応するのは以下に示すケース37）である。
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 （19） a. 場所存在文（語義１における典型的な用法）：「机の上にバナナがある。」のように場

所Ｙと存在物Ｘに相当する２つの名詞（句）を必要とする［ＹにＸがある］という構

文が用いられ、実際の空間における存在物の位置づけを問題とし、文全体が焦点化さ

れるような文。
 b. 所在文：「マグカップは棚にある。」のように場所Ｙと存在物Ｘに相当する２つの名詞

（句）を必要とする［ＸはＹにある］という構文が用いられ、物の存在を前提として

それがどこにあるかという情報を表す文。
 c. 指定所在文：「机の上に何があるの。─バナナがあるよ。」のように、「何」に対する

答えを文の焦点にするタイプの文。
 d. 直示的存在文：「おや、あんなところにリンゴがあるよ。」のように、ある空間におけ

る存在物の存在に関する、発話時点の見えを描写する文。
 e. 絶対存在文：「落としても絶対壊れないコンピュータもある。」のように、変項名詞句

に対して、その値が空でないことを述べる存在文。
 f. リスト存在文：「この店の人気メニューとして、オムライス、パスタ、カレーライス

がある。」のように、存在が前提とされている存在物の具体例を挙げる存在文。
 g. 初出導入文：「ぜひあなたに食べてもらいたい和菓子があるんです。」のように、初出

の存在物を談話に導入する機能を有する存在文。

　（19）のそれぞれの文において焦点化される情報、それぞれの文のコンテクストにおける動

詞「ある」の貢献の仕方は異なるものの、具体物の存在を表す語義１の具現事例であるという

点では、いずれも共通している。

　「ある」に限らず、どの動詞においても、（語レベルの）語義の区分と、コンテクストの相違

に関しては一定の区別を行う必要がある。但し、ある１つの語義が、どのようなコンテクスト

で用いられやすいのか、その多様性を明らかにすることは、（『基本』の執筆を含めて）動詞の

意味分析において、個々の語義をより詳細に、また的確に記述する上で不可欠である。さら

に、日本語教育において動詞の語義を学習者に提示する際にも、用いられるコンテクストに関

する特徴を併せて提示することは、学習者にとっての十分な語義の習得に資するものになるで

あろう。

４．２　動詞の（語レベルの）意味と構文38）の意味との相互関係に関する問題

　同一の語義に複数の構文が対応する場合39）には、構文レベルの意味は異なるけれども、それ

ら全てから抽出できる意味（＝語義）は共通していると考えられる。換言すれば、多義語のあ
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る語義〈Ｍ〉に特定の複数の構文で使用されるという用法上の制約がある場合、その複数の構

文的意味全てに共通して貢献するのが〈Ｍ〉である、と考えられる。

　このような観点から、『基本』において筆者は、例えば「合う」の語義１（プロトタイプ的

意味）の記述に際して、（20）のように、対応する構文40）のバリエーションを示した。

 （20） a. 語義１：〈複数のものや身体部位が近づいて接触し、１つになる〉
 b. 語義１に対応する主な構文41）：

　　　・構文Ａ：［Ｚが合う］構文（例：「両手がぴったりと合っています。」／「３つの小さ

な川がこの場所で合い、大きな流れとなるのです。」）

　　　　→Ａの構文的意味：〈Ｚ（対になっている、もしくは同種の複数のものや身体部位）

が近づいて接触し、１つになる。〉

　　　・構文Ｂ：［ＸとＹ（と）が合う］構文（例：「上の前歯と下の前歯が合わない。」）

　　　　→Ｂの構文的意味：〈（ほぼ同等に捉えられる）ＸとＹ（いずれも対になっている、も

しくは同種のものや身体部位）が近づいて接触し、１つになる〉

　　　・構文Ｃ：［ＸがＹと合う］構文（例：「上唇が下唇と合う。」）

　　　　→Ｃの構文的意味42）：〈Ｘ（ものや身体部位）が、（Ｘと対になる、あるいはＸと同種

のものや身体部位である）Ｙに近づいて接触し、１つになる〉

　また、『基本』において筆者は、「する」の語義19の記述に際して、（21）のように、対応す

る構文のバリエーションを示した。（なお、語義19は「する」の極めて周辺的な意味であり、

基本形「する」で使用できないという用法上の制約がある。）

 （21） a. 語義19：〈一定の時間が経過する〉
 b. 語義19に対応する主な構文：

　　　・構文Ａ：［ＸすればＹ］構文（例：「あと１時間もすれば、父も母も帰宅するはずだ。」）

　　　　→Ａの構文的意味：〈Ｘ（一定の時間）が経過することによって、ある事態Ｙが成立

する〉（Ｙの成立条件としてＸが存在する）

　　　・構文Ｂ：［ＸしたらＹ］構文（例：「兄は、あと２週間したらやっと退院できる。」／

「毎日薬ぬりぬりしてたら痒みが治まったので、安心して薬止めたんだけど、数日し

たら再発した。」http://kenkouto-byouki.com/2016/02/20/post-354/）

　　　　→Ｂの構文的意味：〈Ｘ（一定の時間）が経過すること（に伴う何らかの事態の変化）

がきっかけや原因となってある事態Ｙが成立する〉
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　　　・構文Ｃ：［ＸするとＹ］構文（例：「あと10分すると、講演が再開されます。」）

　　　　→Ｃの構文的意味：〈Ｘ（一定の時間）が経過した後に（自ずと）ある事態Ｙが成立

する〉

　　　・構文Ｄ：［ＸしてもＹ］構文（例：「２時間しても息子がそちらに戻らないようであれ

ば、ご連絡いただけないでしょうか？」）

　　　　→Ｄの構文的意味：〈Ｘ（一定の時間）が経過した後に（予想に反して）ある事態Ｙ

が成立しない〉

　松本（2002）は、日英語の使役移動構文を対象として、語と構文の関係について論じてい

る。この中で、（construction grammarにおける）構文という概念の有効性は認めつつも、例え

ば Goldbergの一連の構文論と比較すると、文の構成要素である語（動詞）の意味に、より大

きな役割を担わせるという方向で議論を展開している。

　『基本』において筆者は、松本のこの見解を支持し、執筆を行っている。この前提を踏まえ

つつ、多義動詞の意味分析をより精緻化させる上で、何を構文として認めるのか、その構文の

意味や形式的な特性をどう記述するべきかについても今後さらに詳細に検討しなければならな

い。また構文レベルの意味と動詞レベルの意味とが、どのように有機的に連携して文の意味を

形成しているかについても検討し、詳細に記述していかなければならないと思われる。加え

て、同一構文の意味拡張と動詞レベルの意味拡張との並行性と相違性、異なる構文間の意味的

関係についても検討の必要があるだろう。

　なお、構文レベルの意味と動詞レベルの意味との有機的な連携ということにについて、「あ

る」を例として補足する。例えば本稿（6）で、「ある」の語義10を以下のように提示した。

 （22） 「ある」の語義10：〈ある１人、もしくは複数の人（によって構成される組織や団体）

が所有しているある具体物が存在する〉

語義10において用いられる主な構文として［ＹはＸがある］（例：「山口さんは多くの財産が

ある。」）が挙げられる。語義10と、［ＹはＸがある］構文との関係を考える上では、（より上

位の構文である）［ＹはＸが  述語  ］というトピック構文についても検討する必要があろう。

熊代（2013a）は、助詞「は」を含むトピック構文は、「トピックの部分が参照点として機能し

て、ある知識領域を想起し、その領域内において文の後続部分の表す命題が解釈される」とし

ている。そして、「象は鼻が長い」であれば、「象」の部分がトピックとなり、「鼻が長い」の

部分が命題で、「鼻が長い」という文を適切に解釈するのに必要な領域を、参照点である「象」
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が表している（鼻が長いのは、人間でもアリクイでもなく、象であるということを表してい

る）と説明している。このような、トピック構文の意味構造を詳細に検討することは、「ある」

を含め、トピック構文が用いられる諸々の動詞の、語レベルの意味（構文レベルの意味との一

定の区別）をより的確に規定することに繋がると思われる。

５．おわりに

　以上、本稿では筆者が『基本』の執筆を通して見出した多義動詞の意味分析における問題点

の内、メタ言語の選定に関する問題、及び語義の区分に関する問題について、具体例に基づい

て検討した。

　今後、『基本』の執筆者間、あるいは執筆者とユーザーとの間での活発な議論を通して、多

義動詞の意味の分析における方法論を多角的に検討し、過不足のない適切、的確な語義記述を

追究して、その成果を執筆に十分に反映させる必要がある。このことにより、『基本』は日本

語学習者や日本語教師にとってより有益なものとなるであろうし、さらには日本語の動詞に関

する意味論的・文法論的研究や動詞の類型論的研究のための基礎資料（データベース）として

も有益なものとなることも期待できる。

注

１） 2018年３月現在の収録見出しは計95項目であり、今後も継続的に追加される予定である。
２） http://verbhandbook.ninjal.ac.jp/

３） 『基本』を（本人の日本語能力のみで）直接的に活用できるのは中上級（以上）の日本語学習者であろう。
但し、日本語教師が『基本』の記載内容を易しい日本語で提示したり、『基本』の活用方法についてフォ
ローすることで、初級レベルの日本語学習者であっても十分活用できると思われる。学習者のレベルに合わ
せた『基本』の効果的な活用方法については、今後詳細に検討していく必要がある。

４） ここでの諸概念とは、例えば語の意味のプロトタイプ性、メタファー・メトニミー・シネクドキーという
３種の比喩に基づく意味拡張、その結果として形成される放射状ネットワーク、概念メタファー、百科事典
的意味（観）等である。但し、どの概念をどの程度援用するかについては、執筆者によって異なる。また、
援用した場合にも、『基本』における諸々の記述においては（多様なユーザーの存在に配慮して）通常、術
語をそのまま用いるということはしていない。

５） 13項目は、以下の通りである。（公開順）／「おりる」、「ある」、「いる」、「考える」、「合う」、「する」、
「やる」、「受かる」、「受ける」、「おろす」、「合わせる」、「おさめる」、「おさまる」（但し、「おさめる」、「お
さまる」の２語は、公開準備の段階にある。）

６） なお本稿は、2017年３月13日に岡山国際交流センターで行われた、2016年度の『基本動詞ハンドブック』
全体会議（国立国語研究所主催）における発表「多義動詞の意味分析におけるメタ言語の選定及び語義の区
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分をめぐって」を基盤としつつ、大幅な加筆修正を施したものである。
７） このことに関連して、『基本』の執筆において筆者は、原則としてある語義と異なる語義との関係を、比
喩（メタファー・メトニミー・シネクドキー）に基づく意味拡張の観点からの分析結果を（術語を用いず
に）記載することで示すという方針を採っている。詳細は、『基本』の中の、本稿注５）に示した個々の項目
を参照されたい。

８） このことに関連して、『基本』の執筆において筆者は、考察対象語とその類義語との意味の異同に関して、
可能な限り「語義解説」、「非共起例」、「誤用解説」のいずれかの項目において記述するという方針を採って
いる。詳細は、『基本』の中の、本稿注５）に示した個々の項目を参照されたい。

９） 「類型性」の記述に関して、例えば『基本』の「上がる」（籾山洋介氏執筆項目）、「のぼる」（有薗智美氏
執筆項目）、「おりる」（筆者執筆項目）の語義解説で既に示されているように、意味拡張における概念メタ
ファー（これらの項目においては、いわゆる方向性のメタファー）の関与について述べるという方法があ
る。詳細は、『基本』のこれらの項目を参照されたい。

10） 以下、本稿ではある言語表現の意味、あるいはその一部としての意味特徴を、山形括弧〈　〉で括って示
す。また、構文（construction）については角括弧［　］で括って示す。

11） なお「ある」の詳細な記述は、『基本』の「ある」の項目、及び野田（2017）も参照されたい。
12） 第一義の用例として、「庭には池がある」、「重大な欠陥がある」が提示されている。
13） 第二義の用例として、「本社は東京にある」、「沖ノ鳥島は日本最南端にある」が提示されている。
14） この意味の用例として、「山にはまだ雪がある」、「この川の真ん中に国境がある」、「何かいい方法がある
といいのだが」の３つが提示されている。なお、第一義には〈物が〉というメタ言語が含まれるものの、
「方法」は厳密には〈物〉とは言えない。

15） この意味の用例として、「本社は大阪にある」、「その町は札幌の北三〇キロの所にある」、「事故の責任は
私にある」が提示されている。この場合も、「本社」、「町」、「責任」は、厳密には〈物〉とは言えない。

16） 語義１の用例：「机の上に３枚の古い写真があります。」／「橋の下に、小さな地蔵がある。」（殊能将之
『美濃牛』）／「もしその物質が本当にあったとしたら、科学の常識が覆ることになる。」

17） 語義２の用例：「我が社の新社屋は名古屋市にある。」／「大間崎は本州最北端にある岬です。」／「羽咋
市は石川県にあります。」

18） ここでの〈物〉は通常、ガ格名詞（句）によって言語化される。
19） 熊代（2013b）は「認知領域」（cognitive domain）について次のように説明している。「言語表現は、程度
の違いこそあれ、場面や状況に依存していると言えるが、意味の記述に特に必要なコンテクストを「認知領
域」と呼ぶ。認知文法は、百科事典的意味論の立場をとり、ことばの意味の記述は複数の認知領域において
行う。」

20） 語義10の用例：「山口さんは多くの財産がある。」／「あの国には極めて多様な軍事機器があり、それら
は諸外国に輸出されているようだ。」／「父の会社には莫大な借金があって、父もとても苦労したそうだ。」

21） 語義11の用例：「どう考えても、非は先方にある。」／「それは姑と嫁の宿業だけではなく、おそらく周
囲の者たちにも責任があったかもしれない。」（有吉佐和子『華岡青洲の妻』）／「このプロジェクトにおけ
る決定権は君にあったのだから、今回のミスの責任を取りなさい。」

22） 語義１の用例：「父が、棚の上に置いてあったバッグを床に下ろした。」／「一刻も早く、屋根の雪を降ろ
さないといけませんね。」／「緊急時、航空機を地上に降ろすにあたって、リスクを最小限にするための適
切な方法を検討するのも管制官の重要な仕事である。」
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23） これは、執筆者によってその学問的なバックグラウンドや専門分野が異なること、また、記述における執
筆者それぞれの個性を尊重するという方針が採られていることに起因する。

24） 『基本』の「ある」を踏まえた野田（2017）では、「ある」の合計20の語義によって形成される多義構造
を、語義１をプロトタイプ的意味とする放射状カテゴリーであると位置づけている。そして、「ある」の意
味拡張は、最も基本的な〈具体物（一般）の存在〉としての語義１を起点とし、〈存在〉の在り方が多様化
するプロセスであると位置づけている。そのため、殆どの語義において、〈存在する〉というメタ言語を用
いている。

25） なお、この規定については、『基本』及び野田（2017）では明示していない。
26） 高橋は、「認める」の別義１を次のように記述している。「〈ある範囲に注意を払うことにより〉〈対象を〉
〈捉え〉〈（あらかじめ持っている）対象に関する知識と同定する〉」また、この意味を抽出できる実例とし
て、例えば以下の例を挙げている。「澄みきった空には雲雀が啼いている。その姿を認めることはできな
かったが、遥か高空で啼いているそのうららかな声は、見渡すかぎり拡がる麦畠のうえ一面に降ってくる。」
（北杜夫『楡家の人びと』

27） この日本語訳は、山梨監訳（2011: 126）によるものである。
28） 語義13の用例：「兄は最近、たくさんの仕事があるようだ。」／「私には私なりの考えがあるのよ。」（安
田均原案；三田誠著『虎は歪める』）／「私は、昨日からずっと肩の痛みがある。」

29） ・語義８の用例：「父はかつて、体重が約90キロありました。」／「さらに新京から鞍山までは四〇〇キロ
もあるのだ。」（上家富靖『一番大きなお星さん』）／「頭が２つあるワニが発見されたというのは、本当で
すか。」

・語義９の用例：「休憩時間は30分ほどあるそうだ。」／「我が社は、研修期間が１週間あります。」／「あと
２か月あってもこの仕事は終わらないだろう。」

・語義12の用例：「大野氏には深い知識と教養がある。」／「善珠禅師は、あごの右に大きなほくろがあった。」
（神山 重彦『３日で読む世界文学1000人の物語』）／「薔薇には棘がありますから、触れる際には注意して
くださいね。」

30） 従来、現代日本語の存在表現をめぐっては寺村（1982）、益岡・田窪（1992）、西山（2003）、金水（2006）、
大西（2012）、丹羽（2015a, b）等において体系的な分類が試みられてきた。これらはいずれも、文レベルの
意味を考える上で重要な知見を提供するものである。但し、文レベルの分類と語レベルの意味分類は、相互
に無関係ではないものの、一定の区別がなされるべきものであろう。野田（2017）はこのような問題意識を
踏まえた論考であり、『基本』における「ある」の項目もこのような問題意識を踏まえた上での記述を行っ
ている。

31） 『大辞泉』では「ある」の第一義が〈事物が存在する。〉であり、その用例として「庭には池がある」、「重
大な欠陥がある」が挙げられている。『大辞林』では第一義が〈物が存在する。〉であり、その下位分類とし
て〈（何が存在するかが問題の場合）存在する。〉という意味が提示され、用例として「山にはまだ雪があ
る」、「何かいい方法があるといいのだが」等が挙げられている。すなわちいずれの辞書でも、〈具体物の存
在〉と〈事柄の存在〉は、２つの語義としての区別がなされていない。

32） 語義14の用例：「この地には、多くの伝説や言い伝えがある。」／「トラブルを避けるための良い方法が
あったら知りたいものです。」／「機会があっても、それを生かさなければ意味がない。」なお、ガ格で表さ
れるのは、時間性を有さない、あるいは時間性が背景化された事柄全般である。また、基本形「ある」が用
いられる場合、現時点（発話時）のある事柄の存在を表す。
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33） 語義15の用例：「５月25日に、この村でお祭りがある。」／「もし来月の木曜日にも会議があれば、一緒
に食事に行く日をまた延期しなければならないのですが……。」なお、ガ格で表されるのは、出来事あるい
は行為全般である。また、基本形「ある」が用いられる場合、現時点（発話時）以降のある時点における出
来事や行為の実現を表す。

34） 『基本動』は両者を区別して提示している。但し、「私は外国に行ったことがある」、「パンダを見たことが
ある」という用例に基づいて〈人が何かを経験したことを表す〉という語義を提示しているが、（〈人の過去
の行為〉ではない）〈過去に起きたある出来事〉に関する用例（例：「あの山はかつて噴火したことがある。」）
は挙げられていない。

35） 語義16の用例：「父は富士山に登ったことがある。」／「私はタイへ行ったことはあっても、ミャンマー
へ行ったことはない。」

36） 語義17の用例：「この PCは、ここ最近、フリーズすることがある。」／「かつては、この部屋から富士山
が見えることがあったが、高層ビルが増えて、今では全く見えなくなってしまった。」／「ルールを守って
いただけないと、当社としては契約を解除することもあります。」

37） （19）eの例文は金水（2006: 19）で提示され、大西（2012: 195）でも引用されているものである。それ以
外は、大西（2012: 195）を踏まえた本稿での作例である。

38） 本稿では「構文」（construction）を、Langacker（2008）で提示される構文観を踏まえ、「意味と形式との
結び付きが慣習化したゲシュタルト的な複合体」と定義し、あらゆるレベルの複合表現（合成語、句、節、
文等）に適用できる概念であると位置づける。

39） このケースは、籾山（未公刊）における「格体制は異なるが多義的別義としては同じ」というケースの一
事例として位置づけられる。なお「格体制」に関して籾山は、仁田（2010）を踏まえ、「ある動詞が必須要
素として後置詞句をいくつとり、また、その後置詞（格助詞）が何かということ」と指摘している。

40） なお、『基本』ではいずれの項目においても「文型」という呼称が用いられている。本稿では「文型」は、
「構文」を構成する形式面に関する情報を指示する術語であると考えているが、今後、「構文」、「文型」、「コ
ロケーション」というそれぞれの術語の相互関係について整理する必要がある。

41） 本稿で提示するのは、あくまで基本構文に限定しているが、実際には構文の変異形も複数存在する。ここ
での変異形とは例えば［Ｚが合う］構文に関して、［Ｚは合う］、［Ｚも合う］等、基本構文の助詞を異なる
助詞に変えた形式、あるいは、基本構文に何らかの付加詞を加えた形式を指す。

42） 構文ＢではＸとＹがほぼ同等に捉えられるのに対し、構文ＣではＹに比べてＸの方が際立ちが大きい。
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明
治
仏
教
界
に
お
い
て
空
前
絶
後
の
盛
況
で
、
大
ニ
ュ
ー
ス
で
も
あ
っ
た

仏
骨
奉
迎
は
、
明
治
三
十
三
年
五
月
に
暹
羅
国
へ
奉
迎
使
及
び
随
行
員
を
派

遣
し
て
奉
迎
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
報
告
書
が
政
治
家
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
、
海
外
事
業
家
な
ど
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
仏
教
界
側
で
は

莫
大
な
費
用
が
か
か
り
、
奉
迎
の
中
心
的
人
物
が
中
傷
誹
謗
さ
れ
た
り
、
負

債
償
却
の
責
任
を
と
っ
た
り
、
宗
門
の
公
用
金
を
流
用
し
た
こ
と
か
ら
罷
免

さ
れ
て
投
獄
さ
れ
た
り
悲
惨
な
結
末
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
後
世
で
は
特
に

と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
奉
迎
の
副
使
や
随
行
員
ら
の
報
告
書
を
み
る

と
失
敗
で
あ
っ
た
と
か
、
事
件
で
あ
っ
た
と
か
、
贅
沢
三
昧
の
奉
迎
で
あ
っ

た
と
か
良
い
こ
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
、
筆
者
は
当
時
の
各
宗
の
事
情
や
意
見
な
ど
を
な
が
め
、
各
宗
の

と
っ
た
対
応
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
明
治
期
の
仏
教
新
聞
で

あ
る
「
明
教
新
誌
」
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。「
明
教
新
誌
」
は
明
治
三
十

四
年
二
月
二
十
八
日
発
行
の
第
四
六
〇
三
号
で
、「
日
出
国
新
聞
」
と
の
合

併
を
発
表
し
廃
刊
し
た
が
、「
日
出
国
新
聞
」
に
は
「
明
教
」
の
欄
が
設
け

ら
れ
、
仏
教
関
係
の
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
「
日
出
国
新
聞
」

よ
り
も
と
り
あ
げ
た
。

　
「
明
教
新
誌
」
は
「
官准
教
会
新
聞
」
が
前
身
で
、
明
治
七
年
二
月
一
日
に

神
仏
合
併
大
教
院
の
新
聞
課
か
ら
隔
日
に
発
行
さ
れ
た
機
関
紙
で
あ
る
。

「
官准
教
会
新
聞
」
は
縦
三
十
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
四
十
四
・
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
一
枚
刷
で
、
一
枚
一
銭
五
厘
、
一
カ
月
前
金
二
十
銭
で
、

東
京
府
下
外
は
す
べ
て
郵
便
税
一
カ
月
十
五
銭
、
一
年
一
円
八
十
銭
が
必
要

で
あ
り
、
合
わ
せ
て
前
金
を
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
編
輯
人
は
中
講

義
西
浜
正
煕
で
、
掛
員
に
は
鴻
春
倪
も
い
た
。
印
務
者
は
辻
金
太
郎
、
印
刷

所
は
更
新
社
（
東
京
京
橋
銀
座
一
丁
目
五
番
地
）
で
あ
る
。

　

構
成
は
公
文
、
本
院
布
達
、
本
院
録
事
、
を
し
へ
の
た
ね
、
府
県
新
報
、

東
京
近
事
、
海
外
新
聞
、
論
説
、
辨
駁
、
投
書
、
禀
告
な
ど
で
、
仏
教
と
神

道
両
方
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
大
教
院
の
法
規
令
達
が
す
べ
て
掲
載

さ
れ
て
い
る
た
め
、
教
導
職
は
購
読
す
べ
き
義
務
が
あ
り
、
曹
洞
宗
で
も
同

七
年
五
月
二
十
日
に
宗
務
支
局
へ
布
達
し
、
教
部
省
及
び
大
教
院
よ
り
の
達

書
は
、
す
べ
て
「
官准
教
会
新
聞
」
に
告
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
あ
ら
た
め
て

宗
務
局
よ
り
支
局
へ
布
達
せ
ず
、
必
ら
ず
購
求
し
て
達
書
を
書
写
し
配
下
寺

院
へ
触
示
す
る
こ
と
を
い
う
。
な
お
、
新
聞
は
中
教
院
や
合
議
所
へ
ま
と
め

て
送
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
官准
教
会
新
聞
」
は
大
教
院
の
廃
止
と
と
も

に
、
同
八
年
四
月
三
十
日
付
第
一
三
四
号
を
も
っ
て
休
刊
と
な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
同
八
年
七
月
十
二
日
、
明
教
社
（
東
京
銀
座
二
丁
目
三
番
地
）

206
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が
譲
り
受
け
て
、
編
輯
印
刷
総
長
大
内
青
巒
の
名
で
第
一
三
五
号
よ
り
同
題

名
で
再
刊
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
再
刊
は
佐
久
間
貞
一
、
宏
仏
海
、
鵜
飼
大

俊
、
鴻
春
倪
ら
の
計
ら
い
に
よ
る
も
の
で
、
価
格
も
一
枚
一
銭
七
厘
、
一
カ

月
分
前
金
二
拾
三
銭
と
改
定
さ
れ
、
売
捌
所
と
し
て
明
教
分
社
（
大
阪
高
麗

橋
通
一
丁
目
と
三
河
国
国
府
の
二
社
）
で
も
販
売
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
新

聞
名
は
従
来
通
り
で
あ
っ
た
が
、
装
丁
は
大
教
院
発
行
時
代
の
一
枚
刷
よ
り

八
頁
の
冊
子
と
変
わ
り
、
官
報
、
各
宗
の
録
事
、
論
説
、
雑
報
、
寄
書
、
禀

告
な
ど
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
官
報
は
従
来
の
公
文
、
本
院
布
達
、
本
院

録
事
に
あ
た
り
、
府
県
新
報
、
東
京
近
事
が
各
宗
ご
と
の
録
事
を
あ
げ
る
こ

と
に
変
わ
っ
た
。
な
お
、
第
一
三
八
号
（
明
治
八
年
七
月
十
八
日
発
行
）
よ

り
売
捌
所
を
明
教
社
の
支
局
と
し
て
大
阪
、
三
河
の
明
教
分
社
以
外
に
山
口

屋
佐
七
（
東
京
芝
赤
羽
）
も
加
わ
っ
て
い
る
。

　

神
仏
合
併
大
教
院
の
機
関
紙
と
し
て
出
発
し
た
「
官准
教
会
新
聞
」
で
あ
っ

た
が
、
大
教
院
は
廃
止
さ
れ
、
民
間
の
書
肆
で
あ
る
明
教
社
が
事
業
と
し
て

経
営
し
て
い
る
の
に
、
依
然
と
し
て
「
官
准
」
の
同
題
名
で
刊
行
を
続
け
て

い
る
こ
と
は
不
相
応
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
八
月
五
日
発
行
の
第
一
四
七
号

の
「
本
社
広
告
」
で
広
告
し
、
第
一
四
八
号
よ
り
「
明
教
新
誌
」
と
改
題
し

て
旧
面
目
を
一
洗
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
一
四
八
号
の
タ
イ
ト
ル
に
は

「
教
会
新
聞
改
題
明
教
新
誌
」
と
あ
り
、
し
ば
ら
く
こ
の
形
で
進
ん
だ
。
旧
「
官准

教
会
新
聞
」
を
譲
り
受
け
て
体
裁
や
編
集
の
目
的
な
ど
を
一
洗
し
、
仏
教

各
宗
の
新
聞
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
旧
名
の
ま
ま
で
は
神
仏
合
併
大
教
院
を

再
興
せ
ん
が
た
め
の
も
の
と
思
い
誤
る
人
も
多
い
。
教
義
を
世
に
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
た
め
、「
明
教
新
誌
」
と
改
題
し
た
こ
と
を
い
っ

て
い
る
。

　

こ
う
し
て
「
明
教
新
誌
」
は
、
大
内
青
巒
を
編
集
長
と
し
て
日
本
仏
教
新

聞
の
嚆
矢
と
な
っ
た
。
発
行
部
数
は
明
治
二
十
二
年
二
月
十
四
日
付
の
「
官

報
」
に
よ
れ
ば
、
月
十
五
回
で
二
七
、
三
七
二
部
を
数
え
て
お
り
、
他
の
宗

教
関
係
の
定
期
刊
行
物
に
比
べ
る
と
格
段
と
多
い
部
数
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
同
三
十
四
年
二
月
二
十
八
日
の
第
四
六
〇
三
号
を
以
て
廃
刊
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
廃
刊
さ
れ
る
に
至
っ
た
原
因
は
、
第
四
五
六
三
号
（
明
治
三

十
三
年
十
二
月
二
日
発
行
）
で
公
告
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
刊
を
計
画
し
、

組
織
の
変
更
や
増
資
し
て
株
式
会
社
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
株
券
の
募
集
を

行
っ
た
が
、
全
国
的
な
金
融
恐
慌
で
財
界
が
不
況
と
な
り
、
予
期
し
た
資
金

募
集
の
成
績
は
上
が
ら
ず
、
そ
の
た
め
独
自
の
新
聞
を
作
る
よ
り
も
既
設
の

新
聞
と
合
併
し
日
刊
に
す
る
方
が
得
策
と
な
っ
た
。
第
四
六
〇
三
号
（
明
治

三
十
四
年
二
月
二
十
八
日
発
行
）
に
「
明
教
新
誌
と
日
出
国
新
聞
の
合
同
に

就
て
満
天
下
の
読
者
に
告
ぐ
」
と
「
日
出
国
新
聞
」
と
の
合
併
を
発
表
し
、

「
明
教
新
誌
」
を
廃
刊
し
た
の
で
あ
っ
た
。
拙
稿
「「
明
教
新
誌
」
に
お
け
る

曹
洞
宗
関
係
記
事
㈠
」（
平
成
八
年
七
月　
「
愛
知
学
院
大
学
教
養
部
紀
要
」

第
四
十
四
巻
第
一
号
）
参
照
。

　

こ
こ
で
は
「
明
教
新
誌
」
の
明
治
三
十
一
年
七
月
六
日
発
行
の
第
四
一
三

九
号
よ
り
同
三
十
四
年
二
月
二
十
八
日
発
行
の
第
四
六
〇
三
号
ま
で
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
仏
骨
関
係
の
記
事
を
採
録
し
た
。
翻
刻
に
あ
た
り
、
仮
名
使
い

は
原
文
の
ま
ま
と
し
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
、
変
体
仮
名
は
す
べ
て
平
仮
名

に
改
め
句
読
点
を
付
し
た
。
ま
た
、
明
ら
か
な
誤
植
は
訂
正
し
た
。
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「
明
教
新
誌
」

釈
尊
霊
地
探
験
談
〔
明
治
31
年
７
月
６
日　

第
四
一
三
九
号
〕

既
記
去
月
三
十
日
午
後
四
時
よ
り
、
本
願
寺
文
学
寮
に
於
け
る
、
仏
国
梵
学

博
士
レ
ビ
ー
氏
の
釈
尊
霊
地
探
験
談
の
要
旨
、
左
の
如
し
。

ガ
ン
ヂ
ス
よ
り
ゴ
ー
河
を
渡
り
て
北
す
れ
ば
、
パ
ト
リ
プ
タ
に
達
す
。
是
よ

り
ウ
ス
カ
バ
ト
ラ
迄
は
鉄
道
の
便
あ
り
。
而
し
て
北
ネ
パ
ル
市
に
至
れ
ば
、

地
赤
色
に
し
て
軟
弱
、
到
処
沮
洳
深
林
、
瘴
霧
充
満
、
外
人
に
し
て
此
地
に

至
る
も
の
、
一
と
し
て
毒
気
に
中
て
ら
れ
ざ
る
は
な
く
。
加
ふ
る
に
土
着

「
ク
ユ
ー
」
人
種
、
未
だ
蛮
域
を
脱
せ
ず
。
猛
獰
に
し
て
往
々
他
人
種
を
害

す
る
の
み
な
ら
ず
、
又
猛
獣
毒
蛇
屡
ば
出
で
ゝ
人
畜
を
害
す
。
以
是
外
人
の

霊
地
を
探
験
す
る
も
の
、
茲
に
至
つ
て
は
気
沮
ま
ざ
る
稀
な
り
。
此
地
一
大

方
池
あ
り
。
其
二
方
に
土
饅
頭
の
並
列
せ
る
も
の
数
個
、
伝
へ
い
ふ
、
何
れ

も
釈
尊
の
一
族
の
殺
戮
せ
ら
れ
た
る
も
の
の
骨
を
埋
む
る
処
、
之
を
掘
れ
ば

塔
幡
又
は
骨
片
を
出
す
と
い
ふ
。
茲
に
フ
エ
ー
ル
氏
と
会
し
、
象
に
騎
し
て

東
し
、
釈
尊
誕
生
地
ル
ビ
ニ
ー
ス
に
向
ふ
。
朝
八
時
に
程
を
発
し
て
夕
五
時

に
達
す
。
途
中
至
る
処
稲
田
開
け
て
、
又
ネ
パ
ル
附
近
の
比
に
あ
ら
ず
。
蓋

し
釈
尊
の
父
王
の
名
ス
ド
ダ
ナ
は
純
粋
な
る
米
の
意
、
同
母
の
名
ア
ミ
ト
ヲ

ダ
ナ
は
多
量
の
米
の
意
な
り
。
以
て
つ
地
太
古
、
既
に
米
に
饒
な
り
し
を
知

る
べ
し
。
一
大
石
柱
あ
り
、
中
央
よ
り
切
断
せ
り
。
こ
れ
玄
奘
三
蔵
の
仏
国

記
に
記
す
所
、
落
雷
の
為
め
に
折
れ
た
る
も
の
。
土
人
見
て
、
以
て
古
来
の

国
境
の
標
石
と
す
。
然
れ
共
、
わ
れ
其
梵
字
を
読
む
に
、「
ア
メ
カ
王
、
釈

尊
の
降
誕
地
に
参
詣
し
て
之
を
建
つ
」
と
あ
り
、
以
て
知
る
二
千
年
前
同
王

の
建
つ
る
処
な
る
を
。
今
此
断
碑
に
室
を
設
け
て
、「
ハ
ラ
モ
ン
」
僧
一
人

之
を
保
護
す
。
然
れ
ど
も
、
こ
れ
僧
と
い
ふ
の
み
。
一
の
乞
食
に
過
ぎ
ざ
る

な
り
。
室
内
石
像
を
安
ず
。
僧
に
聞
け
ば
、
何
人
の
像
な
る
を
知
ら
ず
。
数

年
前
土
を
耕
し
て
得
た
る
処
也
。
之
を
験
す
る
に
、
ア
ミ
ト
ヲ
ダ
ナ
の
文
字

あ
り
。
即
釈
尊
の
母
の
像
な
り
。
年
処
詳
か
な
ら
ざ
る
は
遺
憾
な
り
。
附
近

ガ
ヤ
と
称
す
る
処
に
、「
シ
バ
」
派
に
属
す
る
「
マ
ハ
ブ
ン
」
寺
あ
り
。
境

内
一
大
菩
提
樹
あ
り
。
釈
尊
降
誕
の
地
に
し
て
、
巨
大
の
塔
婆
あ
り
。
壮
大

前
古
無
比
な
り
。
之
よ
り
転
じ
て
、
南
し
て
王
舎
城
に
向
ふ
。
ビ
ハ
ラ
ー
を

過
ぎ
、
バ
ガ
ヲ
ン
村
に
達
す
。
寒
村
な
り
と
い
へ
ど
も
、
こ
ゝ
に
二
大
奇
を

発
見
せ
り
。
一
は
村
の
附
近
に
小
丘
の
起
伏
せ
る
事
、
一
は
毎
戸
石
像
、
若

し
く
は
彫
刻
物
を
障
壁
に
塗
り
込
め
居
る
こ
と
な
り
。
丘
陵
は
「
ナ
ラ
ン

ダ
」
寺
の
遺
趾
に
し
て
、
石
像
等
又
其
遺
物
な
り
。
蓋
し
数
千
年
前
の
も

の
、
ア
ジ
ヤ
シ
カ
が
作
る
処
な
り
。
尚
進
ん
で
耆
闍
屈
山
に
達
す
。
仏
国
記

に
依
れ
ば
、
一
大
山
嶽
の
如
き
も
、
実
は
京
都
の
愛
宕
山
位
な
る
に
は
、
案

外
の
想
を
為
せ
り
。
玄
奘
が
此
誤
記
、
所
謂
弘
法
も
筆
の
誤
り
（
此
い
ろ
は

譬
丈
は
、
氏
日
本
語
を
用
ふ
）
か
。
山
中
二
大
洞
穴
あ
り
。
一
は
釈
尊
の
説

法
せ
し
道
場
に
し
て
、
一
は
阿
難
陀
等
の
弟
子
が
仏
教
を
講
ぜ
し
処
な
り
。

こ
の
地
に
上
る
に
、
荊
棘
道
を
塞
ぎ
て
、
わ
が
衣
悉
く
裂
け
、
手
に
傷
を
蒙

る
事
多
し
。
幸
に
ア
ソ
カ
王
の
参
詣
し
た
る
石
階
を
発
見
し
て
、
之
よ
り
登

り
た
る
を
以
て
、
我
衣
服
と
我
手
の
半
を
舎
て
ず
し
て
、
目
的
を
達
す
る
事

を
得
た
り
。

氏
説
く
事
諄
々
二
時
間
に
亘
る
。
而
か
も
用
ふ
る
処
、
頗
る
高
尚
な
る
仏
語
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に
し
て
、
殊
に
多
く
梵
語
を
交
ゆ
。
釈
尊
降
誕
地
の
如
き
は
、
従
来
探
験
者

の
未
だ
発
見
し
得
ざ
り
し
処
、
も
し
詳
細
に
之
を
了
解
し
て
広
く
世
に
紹
介

す
る
を
得
ば
、
独
り
吾
人
の
益
の
み
な
ら
ず
、
又
博
士
の
満
足
す
る
処
な
る

べ
き
も
、
無
学
其
百
分
の
一
を
も
伝
ふ
る
事
を
得
ず
。
又
記
す
る
処
、
誤
謬

の
多
か
ら
む
を
信
じ
て
、
博
士
に
対
し
て
負
ふ
処
の
罪
や
大
な
り
。
然
れ
ど

も
、
通
訳
の
某
師
の
如
き
、
又
我
責
の
半
を
辞
す
る
を
得
ざ
る
べ
き
を
信

ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
出
新
聞
）

暹
羅
留
学
生
に
関
す
る
遠
藤
竜
眠
氏
の
建
白
〔
明
治
32
年
５
月
２
日　

第

四
二
八
三
号
〕

四
谷
区
南
寺
町
曹
洞
宗
宗
福
寺
住
職
、
嶽
岡
松
嶽
氏
の
徒
弟
、
遠
藤
竜
眠
氏

は
、
予
て
報
じ
た
る
如
く
、
留
学
の
為
目
下
暹
羅
国
滞
在
中
な
る
が
、
こ
の

程
同
留
学
生
規
定
に
関
し
、
同
宗
両
大
本
山
貫
主
に
宛
て
ゝ
一
篇
の
建
白
書

を
差
出
し
た
り
。
そ
の
全
文
左
の
如
し
。

　

夫
れ
東
亜
大
陸
将
来
の
治
安
を
卜
す
る
に
、
當
て
苟
も
為
す
あ
ら
ん
と
す

る
、
志
士
仁
人
政
客
の
徒
、
或
は
口
に
、
或
筆
に
、
恰
も
尭
卅
年
洪
水
の

如
く
、
蕩
々
乎
と
し
て
其
の
何
れ
に
帰
す
る
や
、
殆
ん
と
妖
雲
暗
澹
た
る

万
里
の
荒
野
に
在
て
、
指
南
車
を
失
す
る
の
感
な
き
能
は
ず
と
雖
も
、
又

退
て
沈
思
黙
考
す
る
に
、
其
の
要
概
略
積
極
と
消
極
と
に
あ
る
の
み
。
顧

ふ
に
東
亜
極
東
に
位
せ
る
我
国
の
一
般
は
、
積
極
に
あ
る
乎
、
将
た
消
極

に
あ
る
か
。
且
教
育
日
軍
事
、
又
は
農
、
又
は
商
、
又
は
工
、
都
て
積
極

に
非
ら
さ
る
は
な
し
。
此
の
中
の
尤
も
先
し
て
、
是
れ
が
方
向
に
進
ま
さ

る
を
得
ざ
る
精
神
の
主
宰
者
た
る
宗
教
に
至
て
は
、
世
と
相
反
し
て
消
極

に
あ
り
き
。
世
運
は
東
に
進
ん
と
す
る
に
、
宗
教
は
西
に
進
ま
ん
と
す
。

愈
々
移
り
て
愈
々
反
し
、
終
に
無
用
の
長
物
と
ま
て
酷
評
せ
ら
る
ゝ
に
至

て
は
、
痛
歎
長
大
息
に
堪
へ
さ
る
な
り
。
世
は
徳
川
三
百
年
、
保
守
的
夢

想
は
遠
く
、
嘉
永
に
醒
め
、
爾
来
全
く
夢
想
の
根
跡
を
留
め
す
。
独
り
宗

教
界
に
至
り
て
は
、
未
た
全
く
保
守
的
夢
想
は
、
其
の
頭
脳
を
去
る
能
は

す
。
為
め
に
午
睡
、
亦
前
夜
の
夢
を
襲
の
感
な
き
を
保
せ
す
。
此
れ
仏
教

全
般
、
悉
皆
然
り
と
に
は
非
ざ
る
も
、
大
数
を
挙
て
極
論
す
れ
ば
、
以
上

の
如
く
云
は
ざ
る
を
得
す
。
是
れ
無
用
の
長
物
と
酷
評
せ
ら
る
ゝ
所
以
な

り
き
。
視
線
一
転
、
大
西
列
邦
に
存
在
せ
る
宗
教
家
の
行
為
を
観
察
す
る

に
、
彼
れ
決
し
て
保
守
々
旧
消
極
に
安
す
る
も
の
に
非
ら
ず
。
世
運
尺
を

進
ま
ん
と
す
る
や
、
己
先
つ
尺
余
を
進
み
、
常
に
世
間
人
士
の
未
だ
見
ざ

る
処
、
曽
て
至
ら
ざ
る
処
、
自
ら
険
を
踏
み
難
を
冒
し
て
廻
察
し
、
以
て

広
く
世
に
報
告
す
る
を
以
て
其
天
職
と
為
す
。
彼
等
の
行
為
十
中
の
八
九

は
、
進
取
積
極
に
あ
り
。
故
に
世
の
流
潮
に
合
し
、
分
寸
の
間
隔
な
く
漸

く
進
で
、
漸
く
重
せ
ら
る
、
我
党
の
無
用
の
長
物
と
酷
評
せ
ら
る
ゝ
も
の

と
。
孰
れ
ぞ
や
彼
れ
も
世
道
人
心
救
済
を
其
任
と
為
し
、
我
れ
も
共
に
博

愛
救
世
を
主
と
し
、
然
れ
ど
も
其
教
義
真
理
に
至
て
は
、
彼
れ
に
超
越
せ

る
こ
と
は
、
全
世
界
の
明
に
見
知
す
る
処
。
而
し
て
其
の
流
れ
に
浴
す
る

の
徒
を
呂
す
る
や
、
如
此
抑
々
何
に
基
因
す
る
や
按
ず
る
に
、
積
極
と
消

極
と
の
差
に
因
る
や
明
な
り
き
。
既
往
は
問
は
ず
、
現
今
及
将
来
に
向

て
、
謹
而
我
党
要
路
の
宿
老
大
徳
に
望
む
保
守
々
旧
を
放
捨
し
て
、
改
新

進
取
と
為
し
、
消
極
退
守
を
一
転
し
て
、
積
極
精
進
と
為
さ
ん
こ
と
を
進
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で
取
る
能
は
ざ
る
者
は
、
退
を
守
る
能
は
ず
と
は
、
古
来
兵
の
唱
ふ
る

処
、
已
に
支
那
戦
国
の
時
に
當
て
、
保
守
退
譲
を
主
と
せ
る
十
二
列
国
は

亡
び
、
進
取
改
新
を
任
と
せ
る
秦
は
天
下
に
王
た
り
。
彼
れ
外
教
徒
は
、

恰
も
秦
の
遠
交
近
攻
策
を
立
て
、
海
外
万
里
を
遠
し
と
せ
ず
し
て
来
る
知

ら
ず
。
此
の
策
や
遠
攻
近
攻
に
し
て
、
孟
子
に
所
謂
、
道
を
虞
に
借
る
の

類
な
ら
ん
。
故
に
彼
徒
は
、
愈
々
為
し
て
愈
々
得
、
増
々
進
で
増
々
大
な

り
。
是
れ
に
反
し
て
我
党
は
、
保
守
退
譲
の
十
二
列
国
の
覆
轍
に
出
ず
。

其
策
の
長
く
保
つ
能
は
ず
。
早
晩
張
儀
を
待
た
ず
と
雖
も
、
事
の
破
る
ゝ

や
明
な
り
。
彼
れ
外
教
徒
は
、
其
盛
な
る
所
以
に
依
る
。
我
其
亡
ぶ
る
所

以
に
依
る
。
我
党
今
日
に
し
て
進
取
進
撃
の
策
を
決
せ
ず
ん
ば
、
座
し
て

彼
の
蚕
食
を
受
る
こ
と
、
印
度
の
英
に
於
け
る
が
如
し
。
殷
鑑
遠
か
ら

ず
、
豈
に
戒
め
ざ
る
可
ん
や
。
不
肖
茲
に
進
取
積
極
の
策
と
は
、
即
ち
海

外
伝
道
及
留
学
生
派
遣
を
指
す
も
の
な
り
。
此
の
内
今
回
切
に
望
む
も
の

は
、
留
学
生
是
な
り
。
此
の
件
や
入
費
の
点
に
於
て
多
少
の
非
難
、
否
困

難
を
免
ず
と
雖
も
、
已
に
一
万
四
千
六
十
三
寺
院
一
万
千
二
百
八
十
人
の

僧
数
を
有
す
る
本
宗
に
し
て
、
豈
に
一
、
二
の
海
外
留
学
生
を
養
成
し
能

は
ざ
る
の
理
あ
ら
ん
や
。
外
に
子
房
韓
信
の
策
士
出
て
は
、
内
に
蕭
河
曹

参
の
謀
士
無
か
ら
ん
や
。
入
る
を
計
て
出
ず
る
を
為
す
は
、
経
済
の
常
道

と
雖
も
、
出
入
平
均
を
待
た
ば
、
何
れ
の
時
か
業
を
創
む
る
を
得
ん
。
是

れ
不
肖
の
今
回
面
責
庭
争
、
飽
ま
て
其
所
信
を
陳
ふ
る
に
憚
ら
ざ
る
処
な

り
。

　

伏
願
は
、
以
下
別
記
の
条
目
に
於
て
、
不
肖
の
存
意
を
洞
察
あ
ら
ん
こ

と
。

第
一
条　

我
国
仏
教
の
系
統
、
漠
と
し
て
一
定
せ
ず
。
近
来
英
人
の
手
に
成

れ
る
東
邦
聖
書
を
以
て
、
無
類
の
良
料
と
な
し
、
加
ふ
に
支
那
旧
来
の
伝

説
と
合
し
、
以
て
着
々
系
統
を
論
断
せ
ん
と
す
。
此
の
事
や
全
々
不
可
と

云
ふ
に
あ
ら
ざ
る
も
、
不
肖
は
万
々
是
に
満
足
を
表
す
る
を
得
す
。
何
と

な
れ
ば
、
門
外
漢
の
評
に
依
て
、
自
家
立
脚
の
大
本
を
磪
定
す
る
が
如
き

は
、
不
肖
決
し
て
雷
同
す
る
能
は
ず
。
故
に
不
肖
は
、
英
人
の
伝
聞
を
一

参
照
と
し
て
用
へ
、
他
に
大
に
我
か
党
の
研
究
を
要
す
可
き
あ
る
を
信

す
。
即
ち
南
方
仏
教
の
伝
記
に
し
て
、
ビ
ル
マ
、
カ
ン
ボ
チ
ヤ
、
西
蔵
、

ラ
ヲ
ス
、
暹
羅
、
安
南
等
の
伝
説
是
な
り
。
此
の
研
究
や
、
一
日
片
時
の

能
す
る
所
に
あ
ら
ず
。
又
一
己
独
力
の
容
易
に
為
し
得
る
所
に
あ
ら
ず
。

然
れ
ど
も
、
此
事
や
成
功
の
暁
は
、
一
宗
一
派
の
幸
福
に
あ
ら
ず
。
概
て

日
本
全
仏
教
徒
の
幸
福
な
ら
ん
。
否
将
来
東
洋
学
研
究
者
の
為
め
、
一
大

幸
福
を
与
ふ
る
や
疑
な
し
。
茲
に
於
て
か
、
先
づ
南
方
仏
教
国
中
、
其
中

央
た
る
暹
羅
に
一
留
学
生
を
養
成
す
る
は
、
目
下
の
最
大
急
務
た
る
を
信

ず
。

第
二
条　

印
度
仏
教
東
遷
の
種
類
、
細
別
す
れ
ば
一
に
し
て
足
ら
ず
と
雖

も
、
大
別
す
れ
ば
二
個
の
相
違
あ
る
が
如
く
、
山
間
よ
り
山
間
を
経
て
西

蔵
に
入
り
、
而
し
て
支
那
四
川
省
を
越
へ
、
径
に
日
本
に
入
る
、
是
れ
其

の
一
な
り
。
又
海
浜
よ
り
海
浜
を
添
ひ
、
ビ
ル
マ
、
カ
ン
ボ
チ
ヤ
暹
羅
、

安
南
に
至
る
、
是
れ
其
の
二
な
り
。
此
の
二
、
互
に
年
を
経
る
二
千
余
年

の
久
し
き
其
間
、
其
幾
多
の
変
動
あ
り
し
か
は
、
推
し
て
知
る
べ
き
な

り
。
其
の
山
間
を
経
て
日
本
に
入
る
の
一
方
は
、
現
今
日
本
に
於
て
調
ふ

る
に
難
と
せ
ざ
る
も
、
海
浜
に
依
り
東
遷
せ
る
の
一
方
は
、
未
た
調
ふ
る
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に
好
な
し
。
當
今
各
自
分
業
を
主
と
し
、
考
證
確
実
を
求
め
、
広
益
を
計

る
の
時
、
本
宗
も
宜
く
暹
羅
に
留
学
生
を
養
成
し
、
近
く
仏
教
の
為
め
、

進
で
は
将
来
東
洋
学
研
究
の
為
、
一
大
幸
福
を
与
へ
ら
れ
ん
こ
と
。

第
三
条　

暹
羅
現
今
伝
は
れ
る
経
典
は
、
通
称
パ
リ
ー
語
と
唱
ひ
、
印
度
マ

カ
ダ
の
邦
言
な
る
好
。
此
の
経
は
、
前
年
暹
羅
現
皇
帝
紀
念
の
為
改
版
せ

る
に
方
て
、
同
皇
帝
よ
り
日
本
各
宗
本
山
へ
一
々
奉
納
せ
ら
る
。
爾
来
数

十
年
今
日
に
至
る
も
、
日
本
仏
徒
に
し
て
。
此
経
を
能
く
す
る
も
の
あ
る

を
聞
す
。
悲
哉
、
已
に
現
今
は
穴
居
當
時
の
鳥
形
文
字
を
も
研
究
し
つ
ゝ

あ
る
に
非
ら
す
や
。
況
ん
や
文
法
、
句
法
共
に
完
成
し
、
学
ぶ
に
其
の
師

に
乏
し
か
ら
ず
。
然
る
に
其
間
に
放
捨
し
て
、
是
れ
か
調
へ
に
着
手
せ
さ

る
は
、
恵
送
せ
る
暹
羅
帝
室
に
対
て
、
日
本
仏
徒
の
無
気
力
を
自
白
す
る

に
似
て
、
甚
た
歎
す
へ
き
の
限
り
な
り
。
是
れ
此
度
に
留
学
生
を
望
む
所

以
な
り
。

第
四
条　

不
肖
、
昨
年
當
国
文
部
大
臣
ピ
ヤ
パ
ー
を
其
自
邸
に
訪
ふ
話
の

因
、
大
臣
曰
、
我
れ
日
本
仏
教
を
見
ん
こ
と
を
欲
す
る
久
し
。
然
れ
ど
も

問
ふ
に
其
の
人
な
く
、
見
る
に
其
の
書
無
し
、
甚
た
遺
感
と
す
る
処
、
師

幸
へ
に
此
の
度
に
来
る
。
願
く
は
暹
語
に
通
す
る
の
暁
、
近
く
は
口
頭
を

以
て
是
を
示
し
、
遠
く
は
筆
を
以
て
せ
ら
れ
ん
こ
と
、
是
れ
我
党
の
切
に

冀
所
な
り
、
云
々
と
。
不
肖
の
如
き
、
決
し
て
其
任
に
非
す
。
然
れ
と

も
、
任
に
當
て
他
に
譲
を
得
す
。
故
に
其
の
求
に
応
す
。
已
に
一
諾
す
れ

は
、
決
行
を
以
て
是
れ
に
伴
は
さ
る
を
得
す
。
茲
に
至
て
益
々
當
士
に
留

学
生
養
成
の
必
用
を
感
す
。
是
れ
今
回
宗
費
困
難
を
も
顧
み
す
、
甘
し
て

本
件
を
建
白
す
る
所
以
な
り
。

第
五
条　

国
運
の
衰
頽
沈
淪
は
、
其
国
元
気
の
振
と
否
と
に
あ
り
。
元
気
の

振
否
は
、
其
の
主
動
点
の
善
と
不
善
と
に
あ
り
。
今
暹
羅
の
国
運
は
已
に

衰
へ
、
老
樹
の
其
余
命
を
保
つ
に
似
た
り
。
是
れ
其
主
動
者
の
策
を
失
す

る
の
久
し
き
が
故
な
り
。
夫
れ
暹
羅
の
主
動
者
は
、
抑
も
何
者
ぞ
。
僧
侶

是
な
り
。
此
の
徒
や
我
国
幕
末
に
於
け
る
藩
下
と
相
類
似
せ
り
。
昔
日
、

三
河
武
士
と
称
し
天
下
を
蹂
躙
せ
る
の
元
気
は
、
三
百
年
の
大
平
と
共
に

何
時
か
其
根
跡
を
失
し
、
唯
た
存
す
る
も
の
は
、
旧
弊
習
慣
の
み
俄
然
事

あ
る
に
當
て
は
、
其
為
す
処
を
知
ら
ず
。
暹
羅
の
一
般
は
、
是
よ
り
甚
し

き
こ
と
数
倍
、
若
し
此
国
に
し
て
一
旦
不
復
の
逆
境
に
陥
る
こ
と
あ
ら

は
、
是
れ
と
同
時
に
我
党
は
、
千
万
歳
雪
く
能
は
さ
る
の
汚
名
を
各
国
の

史
上
に
止
め
ん
。
今
に
し
て
是
れ
が
改
良
に
着
手
せ
さ
れ
は
、
或
は
復
た

印
度
の
覆
轍
に
陥
り
、
悲
風
惨
憺
見
る
も
浅
ま
し
き
逆
境
に
至
る
や
、
遠

き
に
非
ざ
る
へ
し
。
故
に
不
肖
は
此
度
に
留
学
生
を
作
り
、
着
々
日
本
を

紹
介
し
、
制
度
文
物
共
に
日
本
に
法
ら
し
め
、
精
神
的
日
本
を
此
度
に
設

ん
と
欲
す
。

　
　

以
上
記
す
る
処
は
、
学
理
妍
究
に
対
し
留
学
生
の
必
用
を
弁
す
。
以
下

は
我
国
民
の
将
来
南
方
経
営
に
伴
ひ
、
我
党
も
等
く
日
本
国
民
と
し
て

国
家
に
尽
さ
ん
と
欲
し
て
、
再
留
学
生
の
必
用
を
建
白
す
。

第
一
条　

今
後
の
暹
羅
は
、
暹
羅
の
暹
羅
に
あ
ら
ず
。
又
泰
西
の
暹
羅
に
も

あ
ら
ず
。
即
我
帝
国
の
暹
羅
な
り
と
し
て
進
ま
ん
と
す
る
は
、
本
邦
人
の

精
神
な
り
き
。
然
れ
と
も
、
其
目
的
や
百
尺
竿
頭
に
在
て
、
実
行
や
其
の

半
途
に
達
せ
す
。
是
れ
交
通
浅
く
し
て
語
学
人
情
に
精
通
せ
る
も
の
な
き

か
故
な
り
。
茲
に
我
国
民
に
交
通
進
取
の
順
路
を
与
へ
ん
に
は
、
先
つ
第
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一
着
手
と
し
て
、
日
本
人
に
し
て
何
人
と
雖
も
、
読
み
安
く
入
り
易
き
日

用
会
書
、
及
ひ
日
本
字
対
照
の
字
類
等
を
撰
定
す
る
は
、
現
今
最
大
急
務

と
信
す
。
目
下
暹
字
の
会
話
書
な
き
に
あ
ら
ず
と
雖
も
、
皆
英
字
仏
字
の

対
照
な
る
を
以
て
、
不
幸
に
し
て
英
、
若
く
は
仏
語
に
不
精
進
者
は
、
土

語
を
学
ば
ん
と
欲
す
る
こ
と
難
中
の
難
な
り
。
若
し
前
述
の
方
法
を
実
行

せ
ば
、
独
り
現
今
出
入
の
日
本
人
を
益
す
る
の
み
に
あ
ら
す
し
て
、
永
く

出
入
の
本
邦
人
を
益
す
る
こ
と
明
な
り
。
是
を
断
行
せ
ん
と
な
ら
ば
、
先

づ
留
学
生
の
養
成
な
か
る
可
ら
す
。

第
二
条　

本
年
夏
期
を
以
て
、
暹
羅
よ
り
我
国
へ
公
使
館
を
設
置
す
る
好
、

従
て
暹
人
も
我
国
に
往
来
す
る
や
必
せ
り
。
其
際
先
づ
苦
む
も
の
は
、
日

本
日
用
語
是
な
り
。
是
れ
日
本
人
の
暹
語
に
苦
む
と
一
般
、
是
れ
に
便
を

与
へ
ん
と
欲
せ
は
、
暹
土
の
綴
字
を
以
て
、
日
本
日
用
の
会
話
書
を
編
成

し
与
ん
か
。
其
の
便
や
前
段
に
陳
る
が
如
し
。 

（
未
完
）

暹
羅
留
学
生
に
関
す
る
遠
藤
竜
眠
氏
の
建
白
（
つ
ゝ
き
）〔
明
治
32
年
５

月
４
日　

第
四
二
八
四
号
〕

前
号
所
載
の
遠
藤
氏
の
建
白
の
つ
ゞ
き
左
の
如
し

　

第
三
条　

昨
々
年
来
、
我
政
府
は
暹
羅
に
公
使
館
を
設
る
も
、
未
だ
本
邦

人
に
し
て
暹
語
に
精
通
せ
る
者
無
き
を
以
て
、
通
訳
其
要
を
失
し
、
館
員

の
常
に
苦
む
処
と
な
る
為
に
、
同
館
員
よ
り
は
度
々
、
同
地
留
学
生
を
政

府
へ
要
求
す
る
も
、
未
だ
に
同
件
に
対
し
回
答
無
し
と
云
ふ
。
如
此
な
れ

ば
、
政
府
よ
り
の
留
学
生
は
、
其
の
何
れ
の
時
な
る
や
知
る
可
ら
ず
。
若

し
本
宗
よ
り
茲
に
留
学
を
養
成
し
、
将
来
暹
語
通
訳
の
任
を
僧
侶
の
手
に

帰
せ
し
め
ん
か
、
目
下
の
急
務
を
救
済
す
る
の
み
に
非
ら
ず
し
て
、
将
来

我
帝
国
に
対
す
る
の
功
少
し
と
せ
ず
。
是
等
を
初
歩
と
な
し
、
進
て
は
因

を
朝
野
の
政
党
に
求
め
、
終
極
は
政
客
仏
教
と
二
度
び
割
く
能
は
ざ
る
の

関
係
を
結
ん
こ
と
を
欲
す
。
先
に
口
頭
に
の
み
妙
薬
神
授
と
誇
ん
よ
り
、

実
行
を
以
て
果
て
不
老
長
生
の
神
薬
た
る
こ
と
を
示
を
望
む
。

　

第
四
条　

暹
羅
仏
教
大
別
し
て
二
あ
り
。
一
は
當
処
在
来
の
仏
教
此
内
に

あ
り
。《
一
は
マ
ハ
ネ
カ
イ
一
は
タ
ン
マ
コ
》
是
な
り
。
然
ど
も
格
段
の

差
あ
る
に
非
ら
ず
。
次
に
安
南
よ
り
来
る
臨
済
正
宗
と
称
す
る
も
の
是
な

り
。
此
れ
支
那
人
及
安
南
人
の
帰
依
す
る
所
と
な
る
。
此
の
宗
日
々
三
時

の
勤
行
は
、
我
宗
に
稍
々
類
似
せ
り
。
最
も
暁
天
夜
座
、
朝
課
等
は
我
宗

の
久
習
に
異
な
る
な
し
。
是
れ
不
肖
（
昨
年
七
月
よ
り
本
年
一
月
迄
、
安

南
勅
願
所
景
福
寺
に
留
錫
中
、
実
見
す
る
所
な
り
き
）
夫
れ
此
の
徒
に
親

く
日
本
禅
家
の
様
子
を
紹
介
し
、
終
に
は
此
の
徒
を
し
て
日
本
に
留
学
せ

し
め
、
或
は
此
の
徒
を
利
用
し
て
安
南
に
入
り
、
仏
教
党
の
聨
合
を
計
る

こ
と
難
き
に
非
ら
ざ
る
を
信
ず
。（
支
那
中
、
安
南
人
の
在
ら
さ
る
所
な

け
れ
は
な
り
）
次
に
暹
寺
在
留
の
各
僧
に
同
く
日
本
を
紹
介
し
、
或
は
日

本
に
留
学
せ
し
め
、
彼
此
聨
合
提
契
を
計
る
こ
と
、
決
し
て
至
難
に
非
さ

る
を
信
す
。
是
を
為
さ
し
む
る
媒
介
者
は
、
則
ち
留
学
生
に
非
す
し
て
何

ぞ
。

　

第
五
条　

今
世
人
の
常
に
口
に
す
る
東
洋
問
題
中
、
其
の
尤
も
細
密
に
入

り
て
一
言
せ
は
、
人
心
団
結
の
問
題
是
な
り
。
不
肖
元
来
宗
教
を
以
て
任

ず
る
が
故
に
、
此
の
点
よ
り
一
言
せ
ば
、
印
度
よ
り
以
東
日
本
に
至
る
の

間
、
人
心
団
結
の
件
に
対
し
て
、
何
物
か
尤
も
有
力
な
る
と
の
問
に
対
し
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て
、
不
肖
は
仏
教
の
外
に
決
し
て
無
し
、
と
高
言
し
て
憚
か
ら
さ
る
な

り
。
然
る
に
此
の
教
や
、
日
輪
午
位
を
去
る
こ
と
遠
く
し
て
、
或
は
西
山

傾
く
の
趨
勢
無
き
か
、
甚
だ
慨
歎
の
至
り
也
。
今
日
に
し
て
、
平
相
国
清

盛
の
勇
を
鼓
す
る
な
か
り
せ
は
、
終
に
は
日
没
せ
る
東
映
望
む
可
か
ら
ざ

る
の
惨
境
に
接
す
る
や
疑
な
し
。
然
ら
は
是
に
処
す
る
の
方
法
如
何
、
と

云
は
ゝ
、
日
暹
羅
を
以
て
中
央
根
拠
と
な
し
、
北
は
ラ
ヲ
ス
を
経
て
西
蔵

に
入
り
、
南
は
馬
来
を
経
て
ビ
ル
マ
に
入
り
進
て
印
度
に
至
り
、
彼
の

セ
ー
ロ
ン
仏
教
徒
と
力
を
合
し
、
東
は
安
南
を
経
て
支
那
に
入
り
、
蒙
古

韃
靼
に
赴
き
、
兵
家
の
所
謂
常
山
の
蛇
勢
を
逞
ふ
し
、
以
て
西
半
球
に
真

如
妙
法
の
白
旗
を
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
頭
に
翻
し
、
全
地
球
億
兆
の
生
霊
を
し
て

此
教
を
奉
す
る
こ
と
、
衆
星
の
北
斗
を
望
む
が
如
く
な
る
、
一
大
優
美
の

好
果
を
来
さ
ん
と
欲
す
。
先
つ
其
初
階
級
と
し
て
、
此
度
に
留
学
生
養
成

を
切
望
す
る
所
以
な
り
。

　

以
上
陳
す
る
処
は
、
大
要
中
の
最
な
る
も
の
に
し
て
、
小
細
に
至
て
は
尽

す
能
は
す
。
最
後
に
至
て
一
言
す
。
留
学
生
た
る
可
き
其
の
人
な
り
。
撰

出
の
際
は
必
ず
英
語
の
教
育
あ
る
も
の
に
あ
ら
さ
れ
は
不
可
な
り
。
暹
語

よ
り
進
て
パ
ー
リ
に
出
る
迄
の
字
類
等
、
都
て
英
字
対
照
な
る
が
故
に
、

英
字
を
能
す
る
も
の
な
れ
ば
研
究
法
容
易
な
り
。
此
件
や
現
今
一
日
を
後

れ
は
、
将
来
数
年
の
後
れ
た
る
を
免
か
れ
す
。
必
す
や
事
迅
速
に
断
行
あ

ら
ん
こ
と
を
。
若
し
撰
定
其
の
人
を
得
さ
る
時
は
、
不
肖
を
以
て
其
欠
を

補
は
ん
こ
と
を
乞
ふ
。
己
を
知
る
は
己
に
如
か
ず
。
不
肖
天
性
遅
鈍
と
雖

も
、
此
任
や
全
々
當
る
能
は
さ
る
に
非
ら
さ
る
は
、
自
ら
信
す
る
所
な

り
。
請
、
隗
よ
り
始
め
よ
の
古
訓
に
習
ひ
、
東
向
百
拝
謹
而
建
白
す
。

　
　

明
治
三
十
二
年
三
月
十
五
日　
　

在
暹
羅
帝
国
盤
谷
ワ
ツ
ト
サ
ケ
ツ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠　
　

藤　
　

竜　
　

眠

　
　
　

両
大
本
山
各
貫
主
猊
下

釈
迦
の
遺
物
と
暹
羅
国
王
〔
明
治
32
年
５
月
20
日　

第
四
二
九
二
号
〕

去
る
十
七
日
（
三
月
）
は
、
恰
も
印
度
に
於
て
発
見
せ
ら
れ
た
る
釈
迦
の
遺

物
、
暹
羅
国
王
に
捧
呈
せ
ら
れ
ん
と
て
到
着
し
、
国
王
は
一
法
王
を
メ
ナ
ム

河
口
パ
ク
ナ
ム
に
遣
は
し
て
之
を
迎
へ
、
三
日
間
盛
大
な
る
式
典
を
執
行
し

た
り
。

今
回
発
見
の
遺
物
は
、
最
も
貴
重
な
る
も
の
に
し
て
、
古
来
屡
発
見
せ
ら
れ

た
る
遺
物
中
に
す
ら
稀
に
見
る
所
な
り
と
い
ふ
。
さ
れ
ば
こ
の
発
見
は
、
仏

教
信
徒
と
否
と
を
論
ぜ
ず
、
広
く
世
人
の
講
究
に
値
す
れ
ば
、
其
発
見
顛
末

を
記
さ
ん
。

釈
迦
は
往
古
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
下
ミ
ヅ
ル
ラ
ン
ド
地
方
に
移
住
し
、
ア
リ
ヤ
ン

人
種
を
統
御
せ
し
サ
カ
ヤ
ク
ラ
ン
王
の
子
に
し
て
、
カ
ピ
ラ
ガ
ス
タ
ス
に
生

れ
し
か
ど
、
憾
ら
く
は
其
終
焉
の
地
を
詳
か
に
せ
ず
（
或
は
曰
く
カ
シ
ヤ
な

り
）
諸
説
紛
々
、
今
尚
歴
史
家
の
一
問
題
た
り
。
遮
莫
釈
迦
の
遺
骸
は
、
當

時
火
葬
に
附
し
て
諸
弟
子
の
間
に
分
配
せ
ら
れ
、
自
然
各
地
方
に
於
て
聖
霊

と
し
て
尊
奉
せ
ら
る
ゝ
に
至
り
し
こ
と
は
、
仏
教
学
者
の
一
般
に
確
信
す
る

所
に
し
て
、
近
く
は
バ
ル
ド
ポ
ー
ル
の
発
見
の
如
き
、
実
に
之
を
證
明
す
る

の
好
材
料
た
り
。

釈
迦
の
臨
終
地
は
未
だ
詳
か
な
ら
ず
と
す
る
も
、
遺
灰
の
幾
分
は
其
生
誕
地

に
齎
し
、
同
種
族
の
人
民
に
由
り
て
、
其
地
方
の
何
れ
の
処
に
か
埋
没
せ
ら
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れ
、
高
塔
を
築
き
て
紀
念
碑
と
な
し
た
る
こ
と
は
、
疑
を
容
る
可
か
ら
ざ
る

所
。
今
回
の
発
見
は
、
実
に
釈
迦
の
生
誕
地
な
る
カ
ピ
ラ
カ
ス
タ
ス
を
距
る

こ
と
、
僅
に
二
三
哩
に
過
ぎ
ざ
る
ビ
ブ
ラ
ー
ウ
の
地
と
て
、
益
其
事
実
を
確

め
得
る
に
至
れ
り
。

仏
教
学
者
ピ
ー
プ
氏
は
、
今
よ
り
凡
二
年
前
、
印
度
ビ
ブ
ラ
ー
ウ
に
渡
来

し
、
此
高
塔
を
発
掘
せ
ば
、
歴
史
的
仏
教
に
多
少
の
光
彩
を
放
つ
材
料
あ
る

べ
き
を
観
察
し
、
直
に
発
掘
に
着
手
し
て
其
効
を
奏
し
掘
る
こ
と
二
十
尺
許

に
し
て
、
五
種
の
珍
奇
な
る
宝
物
を
発
見
す
る
を
得
た
り
。

　
（
一
）
石
櫃
（
二
）
堅
牢
な
る
壷
（
内
一
個
は
文
字
を
刻
め
り
）（
三
）
骨

と
焼
灰
（
四
）
石
膏
質
又
は
木
製
の
皿
の
砕
片
（
五
）
許
多
の
宝
石
及
装

飾
品
（
此
は
石
櫃
の
下
底
に
堆
積
せ
り
）

氏
乃
ち
之
を
バ
ス
チ
ー
に
在
る
収
税
官
ラ
マ
シ
ヤ
ン
カ
ー
に
具
申
し
、
又
熱

心
な
る
仏
教
信
徒
に
し
て
博
学
の
聞
え
あ
る
ド
ル
ト
ル
、
ホ
イ
ー
氏
に
謀

り
、
種
々
研
究
を
試
み
、
且
壷
に
彫
刻
せ
ら
れ
た
る
文
字
に
就
て
緻
密
な
る

調
査
を
遂
げ
た
る
末
、
右
は
全
く
釈
迦
の
遺
物
に
し
て
、
其
弟
サ
ク
ヤ
が
遺

灰
の
幾
分
を
割
き
て
、
此
地
に
埋
葬
せ
し
も
の
な
る
こ
と
を
明
に
せ
り
。
是

に
於
て
ホ
イ
ー
氏
は
、
愈
此
事
の
忽
諸
に
附
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
悟
り
、

其
地
の
政
府
に
建
議
し
、
遺
物
の
処
分
法
に
就
て
苦
心
の
結
果
、
目
下
純
然

た
る
仏
教
国
と
し
て
独
立
国
の
体
面
を
保
つ
も
の
、
世
界
中
唯
一
暹
羅
国
あ

る
の
み
な
る
を
見
て
、
遺
物
中
最
高
貴
な
る
焼
灰
は
、
暹
羅
国
王
に
献
ず
る

こ
と
ゝ
な
し
、
其
余
の
宝
器
は
悉
く
、
之
を
印
度
カ
ル
カ
ツ
タ
博
物
館
に
永

久
保
存
せ
し
め
、
発
見
者
た
る
ピ
ー
プ
氏
に
対
し
て
は
、
相
當
の
報
酬
を
与

ふ
る
こ
と
に
決
し
た
り
き
。（
三
月
二
十
五
日
発
在
盤
谷
府
副
島
生
）

仏
骨
奉
迎
に
付
大
日
本
帝
国
愛
国
護
法
の
士
に
禀
告
（
卅
三
年
二
月
）

〔
明
治
33
年
３
月
６
日　

第
四
四
三
一
号
〕
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暹
羅
盤
谷
府
勅
願
所　

遠　

藤　

竜　

眠

凡
物
の
隆
盛
を
謀
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
協
同
一
致
に
依
ら
ざ
る
可
ら
ず
。
而
し

て
協
同
一
致
の
本
は
合
同
合
働
に
あ
り
。
換
言
す
れ
ば
異
体
同
心
、
協
力
分

路
、
是
な
り
。
此
事
や
発
し
難
く
し
て
守
り
難
き
は
、
往
古
来
今
識
者
の
共

に
難
関
と
す
る
所
な
り
。
我
国
は
十
三
宗
、
三
十
一
派
、
四
十
一
人
の
管

長
、
三
千
七
十
九
万
四
千
八
百
九
十
七
人
の
信
徒
を
有
し
、
南
北
を
通
じ
、

仏
教
中
進
歩
の
点
、
勢
力
の
点
、
都
て
に
於
て
第
一
に
位
す
る
事
は
、
自
も

許
し
他
も
亦
認
識
す
る
所
な
り
。
既
に
此
名
あ
り
と
す
れ
ば
、
其
実
無
か
る

可
ら
ず
。
名
は
実
の
賓
た
り
。
実
無
し
て
名
の
み
存
す
る
の
理
あ
ら
ん
や
。

実
と
は
何
ぞ
や
、
曰
く
南
北
五
億
の
仏
徒
を
通
じ
打
て
一
団
と
為
し
、
脈
絡

相
通
じ
緩
急
相
助
け
、
共
に
進
ん
で
は
法
用
を
開
拓
し
、
仏
種
子
を
植
ゑ
止

つ
て
は
甘
露
微
妙
の
法
雨
を
降
ら
し
、
退
て
は
法
城
の
堅
固
を
守
り
、
駿
々

乎
と
し
て
止
む
な
く
ん
ば
、
遂
に
は
五
大
洲
を
通
じ
て
、
我
法
味
に
飽
満
せ

し
む
る
の
時
あ
ら
ん
。

是
れ
大
聖
釈
尊
の
本
懐
に
し
て
、
仏
祖
砕
身
し
玉
ふ
所
、
法
乳
の
慈
恩
に
浴

す
る
も
の
、
奈
何
ぞ
是
を
不
問
に
付
す
べ
け
ん
や
。
夫
れ
我
日
本
帝
国
の
昨

今
は
、
日
本
の
日
本
に
あ
ら
ず
し
て
、
世
界
の
日
本
、
東
洋
の
盟
主
た
り
。

然
ら
ば
我
徒
は
日
本
の
仏
徒
に
あ
ら
ず
し
て
、
世
界
の
仏
徒
、
南
北
仏
徒
の

盟
主
た
ら
ざ
る
可
ら
ず
。
既
に
任
重
く
事
大
な
り
。
豈
内
地
の
事
に
の
み
齷

齪
と
す
る
時
な
ら
ん
や
。
内
地
の
経
営
と
共
に
、
海
外
異
邦
の
地
に
向
て
精

神
界
の
同
盟
軍
を
起
し
、
外
教
徒
の
邦
域
に
進
入
し
、
作
戦
線
を
施
設
せ
ざ
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る
べ
か
ら
ず
。
天
な
る
哉
、
命
な
る
哉
、
茲
に
一
大
快
事
こ
そ
生
じ
た
り
。

何
ぞ
や
曰
く
、
仏
骨
奉
迎
の
件
是
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）

暹
羅
よ
り
仏
骨
の
奉
迎
〔
明
治
33
年
３
月
８
日　

第
四
四
三
二
号
〕

目
下
暹
羅
国
盤
谷
府
、
勅
願
所
に
留
錫
せ
る
真
宗
僧
侶
近
藤
竜
眠
師
は
、
同

国
駐
剳
の
日
本
公
使
稲
垣
満
次
郎
氏
の
尽
力
に
依
て
、
同
勅
願
所
に
安
置
せ

る
釈
迦
牟
尼
仏
の
舎
利
を
分
ち
て
日
本
に
奉
迎
せ
む
と
し
、
目
下
頻
り
に
檄

を
本
邦
の
有
志
に
伝
へ
て
そ
の
準
備
中
な
る
が
、
今
そ
の
事
の
因
由
を
聞
く

に
、
西
暦
千
八
百
九
十
七
年
、
英
人
ピ
ツ
プ
な
る
者
、
カ
ピ
ラ
パ
ス
ト
附
近

の
地
に
て
古
塔
を
穿
つ
こ
と
廿
尺
余
に
し
て
、
一
大
石
窟
を
発
掘
し
、
そ
が

中
よ
り
舎
利
及
び
宝
石
等
を
出
せ
り
。
其
内
水
晶
に
文
字
を
彫
刻
す
。
其
の

文
字
は
仏
滅
後
、
其
遺
骸
に
仏
の
遺
骨
を
分
与
せ
ら
る
云
々
、
と
明
記
せ
る

な
り
。
是
に
於
て
、
ピ
ツ
プ
氏
之
を
秘
宝
と
す
る
こ
と
を
惜
み
、
悉
く
英
国

政
府
へ
上
申
し
て
之
を
四
分
し
、
一
部
は
印
度
カ
ル
カ
ツ
タ
の
博
物
館
に
納

め
、
一
分
は
英
政
府
へ
納
め
、
一
分
は
発
掘
者
に
分
与
し
、
而
し
て
仏
骨
に

属
す
る
部
分
は
、
當
時
仏
教
国
た
る
の
故
を
以
て
暹
羅
王
国
へ
送
呈
し
、
暹

羅
皇
帝
は
乃
ち
昨
年
五
月
、
遠
く
勅
使
を
印
度
に
派
し
て
奉
迎
し
、
丁
寧
に

供
養
を
行
ひ
後
、
又
緬
甸
、
錫
蘭
の
仏
徒
に
も
分
与
し
た
り
。
然
る
に
暹
羅

政
府
は
、
今
回
又
日
本
の
仏
教
大
乗
国
た
る
を
喜
ひ
、
同
国
に
留
錫
せ
る
日

本
僧
侶
に
分
与
し
た
る
を
以
て
、
其
歓
喜
喩
へ
む
方
な
く
、
遂
に
日
本
各
派

の
仏
教
徒
を
誘
ひ
、
偉
大
な
る
儀
式
を
具
へ
て
之
を
日
本
に
奉
迎
し
、
又
之

を
機
と
し
て
、
南
北
仏
教
各
派
の
合
同
団
結
を
為
す
の
一
手
段
を
な
さ
ん
と

す
と
い
ふ
。

仏
骨
奉
迎
に
付
大
日
本
帝
国
愛
国
護
法
の
士
に
禀
告
（
承
前
）〔
明
治

33
年
３
月
８
日　

第
四
四
三
二
号
〕
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抑
も
當
仏
骨
は
、
西
暦
千
八
百
九
十
七
年
、
英
人
ピ
ツ
プ
な
る
者
、
カ
ビ
ラ

バ
ス
ト
を
距
る
二
三
哩
、
ピ
ブ
ネ
の
地
に
て
発
見
せ
り
。
嘗
て
ピ
ツ
プ
思
へ

ら
く
、
此
地
は
釈
尊
の
遺
骨
を
奉
葬
せ
る
が
故
に
、
必
ず
や
古
代
の
器
物
等

あ
る
べ
き
を
信
じ
、
其
古
塔
を
穿
つ
こ
と
廿
尺
余
に
及
べ
り
。
果
せ
る
哉
、

一
大
石
窟
あ
り
。
其
内
よ
り
遺
骨
及
宝
石
等
、
数
種
を
出
す
。
其
内
水
晶
に

文
字
を
彫
刻
せ
る
も
の
あ
り
。
是
を
ド
ク
ト
ル
ホ
イ
ー
ト
な
る
人
の
手
に
依

て
翻
訳
せ
ら
る
。
曰
く
仏
滅
後
、
其
遺
族
に
仏
の
遺
骨
を
分
与
せ
ら
る

云
々
、
の
事
明
記
せ
り
。
是
に
依
て
ピ
ツ
プ
は
、
此
の
如
き
古
代
の
宝
物
を

私
宝
と
為
す
を
惜
み
、
都
て
英
政
府
へ
奉
納
し
、
且
奏
上
し
て
曰
く
、
是
を

四
分
と
な
し
、
一
分
は
印
度
カ
ル
カ
ツ
タ
の
博
物
館
に
納
め
、
一
分
は
英
政

府
へ
納
め
、
一
分
は
発
拓
者
へ
分
与
せ
ら
れ
、
而
し
て
仏
骨
に
属
す
る
部
分

は
、
當
時
仏
教
国
た
る
暹
羅
王
国
へ
送
呈
せ
ら
れ
度
き
旨
を
以
て
す
。
英
政

府
は
同
人
の
希
望
に
一
任
す
。
是
に
依
て
昨
年
五
月
、
暹
羅
政
府
は
勅
使
を

遠
く
印
度
に
派
し
て
奉
迎
し
、
前
後
三
十
余
日
の
大
祭
を
執
行
し
、
王
国
の

道
俗
千
里
を
遠
し
と
せ
ず
し
て
磐
谷
府
に
来
集
す
。
當
時
の
景
況
は
、
嘗
て

我
同
胞
に
報
ぜ
し
を
以
て
今
茲
に
略
す
。
本
年
一
月
緬
甸
、
錫
蘭
の
仏
徒
、

道
俗
三
十
余
人
来
暹
し
、
仏
骨
の
分
与
を
受
け
、
在
留
二
十
余
日
に
し
て
帰

途
に
登
れ
り
。

茲
に
於
て
、
我
日
本
公
使
稲
垣
満
次
郎
氏
は
、
暹
羅
皇
帝
に
上
奏
し
て
曰

く
、
我
日
本
帝
国
は
仏
教
渡
来
後
、
茲
に
千
有
余
年
上
は
、
王
皇
よ
り
下
庶
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人
に
至
る
ま
で
、
仏
陀
大
悲
の
慈
恩
に
薫
習
せ
ざ
る
な
く
、
其
教
義
発
達
の

点
に
至
り
て
は
、
南
北
仏
教
中
一
大
高
位
に
あ
る
や
、
世
界
各
国
の
許
す
所

に
し
て
、
上
下
一
致
同
奉
の
仏
教
国
た
る
に
依
り
、
冀
く
は
同
仏
教
国
の
好

を
以
て
分
与
あ
ら
ば
、
我
同
胞
の
大
幸
何
ぞ
是
に
過
ぎ
ん
、
と
奏
聞
数
回
、

遂
に
今
回
王
命
を
以
て
分
与
の
確
報
を
得
た
り
。
是
偏
に
公
使
の
周
旋
多
き

に
依
る
と
雖
も
、
亦
我
神
州
の
国
威
と
我
仏
教
界
の
実
力
偉
大
な
る
の
然
ら

し
む
る
所
た
る
や
明
な
り
。

然
ら
ば
我
日
本
仏
教
徒
の
任
や
重
く
、
実
や
大
な
る
事
は
増
々
明
な
り
。
暹

羅
皇
帝
の
勅
命
は
日
本
仏
教
一
部
に
分
与
す
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
其
仏
教
全

般
へ
分
与
せ
ら
る
ゝ
も
の
な
る
が
故
に
、
日
本
仏
教
者
は
一
大
協
力
し
、
宗

の
内
外
を
問
は
ず
各
其
信
徒
を
誘
ひ
、
最
も
偉
大
な
る
奉
迎
式
を
挙
げ
ざ
る

可
ら
ず
。
此
事
や
前
来
述
ぶ
る
所
の
南
北
仏
教
合
同
一
団
の
導
火
線
に
し

て
、
世
界
仏
教
徒
同
盟
の
嚆
矢
た
る
べ
し
。
翻
て
社
界
の
大
勢
を
察
す
る

に
、
協
和
同
盟
の
声
は
日
に
新
た
に
従
て
、
一
国
の
政
党
な
る
も
の
も
小
党

分
裂
の
時
代
は
去
て
一
大
政
党
と
変
じ
、
其
他
新
聞
に
雑
誌
に
然
ら
ざ
る
は

な
し
。
世
運
の
流
潮
既
に
然
り
。
我
徒
亦
旧
時
の
面
目
に
安
住
し
て
可
な
ら

ん
や
。

又
我
国
仏
教
徒
は
、
暹
羅
王
室
よ
り
幾
多
の
厚
意
を
受
け
つ
ゝ
あ
り
、
初
め

に
は
暹
羅
の
一
大
蔵
経
を
我
国
各
宗
本
山
に
奉
納
せ
ら
る
其
後
、
二
、
三
の

僧
侶
此
地
に
止
ま
る
あ
り
。
今
又
仏
骨
の
分
与
を
受
く
る
事
を
得
、
此
の
厚

意
に
対
し
て
、
我
日
本
仏
教
徒
は
大
に
酬
ゐ
ざ
る
を
得
ざ
る
義
務
を
有
せ

り
。
特
に
今
回
の
如
き
は
、
南
北
仏
教
徒
中
最
第
一
位
に
在
り
と
、
嘗
て
自

負
せ
る
に
愧
ぢ
ざ
る
の
実
を
挙
げ
ざ
る
可
ら
ず
。
将
来
人
智
の
発
達
と
共

に
、
各
自
分
業
を
云
々
し
、
或
は
錫
蘭
に
入
り
、
或
は
サ
ン
ス
ク
リ
ツ
ト
を

学
習
す
る
も
の
、
或
は
暹
羅
に
来
り
パ
リ
ー
を
学
ぶ
も
の
、
年
を
追
う
て

増
々
多
か
ら
ん
。
或
は
更
に
印
度
暹
羅
の
仏
徒
に
し
て
日
本
に
至
り
、
日
本

仏
教
の
如
何
を
研
究
す
る
も
の
も
生
ぜ
ん
。
是
将
来
の
想
像
に
あ
ら
ず
し

て
、
現
今
其
緒
に
付
き
つ
ゝ
あ
り
。

何
れ
の
点
よ
り
す
る
も
、
今
回
の
件
は
彼
我
同
盟
の
第
一
着
歩
と
し
て
、
逸

す
べ
か
ら
ざ
る
好
機
会
た
り
。
此
の
如
き
機
会
を
根
底
と
為
し
、
将
来
暹
羅

を
南
北
仏
教
の
中
央
政
府
と
為
し
、
一
方
に
は
緬
甸
、
錫
蘭
に
入
り
、
一
方

に
は
カ
ン
ボ
ヂ
ヤ
、
安
南
、
老
撾
、
西
蔵
、
カ
シ
ユ
ミ
ル
、
フ
ー
タ
ン
、
ク

シ
ヒ
ム
よ
り
更
に
転
じ
て
南
方
支
那
の
一
帯
に
及
び
、
北
方
は
日
本
を
本
部

と
し
て
、
蒙
古
朝
鮮
よ
り
支
那
本
部
に
入
り
気
脈
相
通
じ
、
朝
に
は
ヒ
マ
ラ

ヤ
の
山
巓
に
雲
を
起
し
、
夕
に
は
蒙
古
の
砂
漠
に
雨
を
降
す
に
至
ら
ば
、
豈

に
一
大
快
事
な
ら
ず
や
。
不
肖
遠
藤
竜
眠
、
謹
で
大
日
本
帝
国
愛
国
護
法
の

士
に
禀
告
す
。

釈
尊
の
遺
骨
〔
明
治
33
年
３
月
14
日　

第
四
四
三
五
号
〕

昨
年
の
春
、
英
領
印
度
政
府
は
、
釈
迦
牟
尼
仏
降
誕
の
霊
地
た
る
「
カ
ピ
ラ

ワ
ソ
ツ
」
を
距
る
こ
と
、
凡
そ
数
哩
の
「
ピ
プ
ラ
ワ
」
の
地
主
、
英
人
ピ
ツ

プ
な
る
も
の
、
数
年
前
、
所
有
地
内
に
於
て
発
掘
し
た
る
釈
尊
の
遺
骨
を
、

暹
羅
国
王
に
分
贈
し
た
る
が
、
同
国
王
陛
下
に
は
今
回
、
右
聖
骨
の
一
部
を

頒
ち
て
、
是
を
我
国
仏
教
徒
に
贈
与
の
御
沙
汰
あ
り
。
同
国
外
務
大
臣
よ

り
、
磐
谷
府
駐
剳
、
我
帝
国
全
権
公
使
、
稲
垣
満
次
郎
氏
に
向
け
、
右
聖
旨

を
伝
達
し
た
る
由
に
て
、
公
使
は
去
月
十
二
日
附
を
以
て
、
我
仏
教
各
宗
管
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長
に
向
け
、
奉
迎
に
関
す
る
熱
心
の
書
状
及
聖
物
発
見
の
由
来
書
を
発
送

し
、
仏
骨
申
受
け
の
為
め
、
適
當
の
委
員
数
名
を
撰
抜
し
て
、
速
か
に
派
遣

す
べ
き
旨
を
促
し
来
り
た
る
由
。
其
発
見
由
来
書
左
の
如
し
。

　
（
前
文
略
す
）
小
生
熟
ら
世
界
宗
教
界
の
大
勢
を
察
す
る
に
、
仏
、
回
、

基
、
所
謂
世
界
三
大
宗
教
の
中
に
就
て
、
仏
教
は
前
後
両
印
度
よ
り
支
那

日
本
に
亘
り
て
、
尚
数
億
万
の
信
徒
を
擁
す
。
若
し
夫
れ
一
朝
好
機
の
乗

ず
べ
き
あ
り
。
此
等
南
北
両
仏
教
の
一
致
を
計
り
、
数
億
万
の
信
徒
、
凝

つ
て
一
塊
石
の
如
く
な
ら
ば
、
其
勢
や
真
に
計
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ

り
。
仏
教
是
に
至
て
世
界
に
雄
飛
す
る
を
得
べ
く
、
仏
教
如
斯
に
し
て
、

二
十
世
紀
文
化
の
上
に
一
大
光
明
を
発
揮
す
べ
し
。
仏
教
徒
の
天
職
亦
実

に
之
に
存
す
る
事
と
信
候
。
誠
に
之
を
小
に
し
て
、
日
本
仏
教
徒
を
打
つ

て
一
丸
と
な
し
、
大
に
し
て
は
世
界
仏
教
の
一
致
を
計
り
、
茲
に
仏
教
の

一
新
時
期
を
画
し
、
暗
中
の
大
飛
躍
を
試
む
る
事
、
今
日
仏
教
界
の
急
務

に
し
て
、
諸
氏
等
先
進
の
責
任
亦
是
に
在
り
と
信
候
。

　

而
し
て
小
生
は
、
今
諸
氏
と
共
に
、
仏
教
一
新
の
好
時
機
到
来
し
た
る
を

祝
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
に
御
座
候
。
夫
は
諸
氏
も
御
承
知
の
如
く
、
昨
春

英
領
印
度
政
府
は
同
国
ピ
ル
ラ
ハ
ラ
に
於
て
、
ペ
ツ
ペ
氏
の
発
見
し
た
る

釈
尊
の
遺
骨
及
遺
灰
、
其
他
の
遺
物
（
発
見
の
記
事
別
項
御
参
照
相
成
度

候
）
を
ば
、
仏
教
国
唯
一
の
独
立
国
た
る
當
国
王
陛
下
に
贈
呈
し
、
當
国

陛
下
亦
空
前
の
盛
式
を
以
て

　

之
を
迎
ひ
給
ひ
し
が
、
陛
下
に
は
右
聖
物
を
各
仏
教
国
に
頒
ち
、
世
界
仏

教
徒
の
一
致
を
計
ら
ん
と
す
る
の
御
聖
旨
あ
り
。
而
し
て
今
一
月
に
は
、

錫
倫
島
、
及
緬
甸
の
両
地
よ
り
委
員
を
派
遣
し
、
盛
大
な
る
儀
式
を
以

て
、
各
々
聖
物
の
頒
を
得
申
候
。
然
る
に
這
回
當
国
王
陛
下
、
亦
た
聖
物

の
一
部
を
、
我
国
仏
教
界
に
贈
る
の
聖
旨
あ
り
。
小
生
の
指
し
て
、
以
て

仏
界
一
新
の
好
機
と
な
す
は
、
即
ち
此
事
に
御
座
候
。

　

抑
も
聖
遺
聖
物
な
る
も
の
ゝ
、
如
何
に
教
徒
の
熱
信
を
昂
か
め
、
渇
仰
を

加
ふ
る
か
は
、
今
更
呶
々
を
要
せ
ざ
る
処
に
候
。
彼
の
露
国
莫
斯
科
府
の

「
カ
セ
ド
ラ
ル
、
オ
フ
、
ア
ツ
サ
ン
プ
シ
ヨ
ン
」
に
於
け
る
黄
金
龕
中
、

基
督
磔
刑
の
古
針
が
、
常
に
巡
拝
の
善
男
善
女
を
し
て
、
随
喜
の
涙
を
堕

さ
し
む
る
が
如
き
。
或
は
「
ク
リ
ミ
ヤ
」
の
大
戦
、
亦
其
遠
因
を
聖
地

「
ゼ
ル
サ
レ
ム
」
の
事
に
発
し
、
或
は
独
帝
「
ゼ
ル
サ
レ
ム
」
に
巡
拝
し

給
ひ
し
が
如
き
、
所
謂
聖
地
聖
物
な
る
も
の
ゝ
、
如
何
に
欧
米
基
督
教
国

の
民
に
渇
仰
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
か
を
推
知
す
る
に
難
か
ら
ず
候
。

　

這
回
の
事
実
に
、
仏
教
界
空
前
の
盛
事
た
り
。
諸
氏
宜
し
く
此
好
機
に
乗

じ
て
、
南
北
仏
教
の
一
致
を
計
り
、
以
て
世
界
仏
教
徒
の
惰
眠
に
鞭
ち
、

仏
界
一
振
の
盛
挙
に
出
で
ら
れ
ん
事
、
熱
望
に
不
堪
候
。

　

當
国
王
陛
下
が
、
我
仏
教
界
に
対
し
、
聖
物
御
贈
与
の
聖
旨
に
出
で
ら
れ

た
る
こ
と
、
既
に
當
国
外
務
大
臣
よ
り
通
知
有
之
。
且
つ
我
邦
よ
り
派
遣

委
員
に
対
し
て
、
御
謁
見
等
の
御
厚
待
を
も
賜
は
る
べ
き
旨
、
是
亦
外
務

大
臣
の
通
知
に
接
し
申
候
。
但
し
陛
下
の
聖
旨
、
特
に
之
を
或
る
一
宗
派

に
贈
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
我
邦
仏
教
徒
全
体
に
賜
ふ
も
の
に
御
座
候
。

　

右
の
次
第
に
候
得
共
、
我
邦
仏
教
各
派
の
中
よ
り
、
可
成
高
徳
博
学
に
し

て
英
語
を
能
く
す
る
仁
、
数
名
を
委
員
に
御
撰
び
相
成
、
至
急
御
派
遣
相

成
度
候
。
敬
具

　
　

明
治
三
十
三
年
二
月
十
二
日
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在
暹
羅
国
盤
谷
府
日
本
帝
国
公
使
館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

稲　

垣　

満　

次　

郎

　
　
　
　

聖
物
発
見
の
由
来

釈
尊
降
誕
の
地
カ
ピ
ラ
ブ
ツ
を
距
る
数
哩
、「
ピ
ブ
ラ
ハ
ワ
」
に
地
主
ペ
ツ

ペ
氏
な
る
も
の
あ
り
。
数
年
前
適
々
自
己
の
地
面
内
に
一
個
の
古
墳
あ
る
を

見
て
、
若
し
之
を
発
掘
せ
ば
、
何
等
か
仏
界
に
光
明
を
与
ふ
べ
き
発
見
あ
ら

ん
こ
と
を
想
ひ
、
其
後
工
夫
を
督
し
て
之
が
発
掘
に
従
事
せ
し
が
、
ペ
ツ
ペ

氏
の
熱
心
遂
に
空
し
か
ら
ず
。
地
下
二
十
呎
に
し
て
、
仏
教
界
に
一
新
時
期

を
画
す
べ
き
一
、
大
発
見
を
為
す
に
至
り
ぬ
。
其
発
掘
せ
し
品
々
は
、
一
石

櫃
一
個
、
二
、
水
晶
及
蠟
石
瓶
二
個
、
中
一
個
は
記
銘
せ
り
、
三
、
遺
骨
及

遺
灰
、
四
、
塗
灰
及
木
皿
の
破
片
、
五
、
宝
石
其
他
装
飾
物
の
多
量
等
に
し

て
、
ペ
ツ
ペ
氏
は
直
ち
に
之
を
、
バ
ス
チ
の
収
税
官
ラ
マ
サ
ン
カ
ー
氏
に
報

じ
、
且
つ
添
ふ
る
に
蠟
石
瓶
の
銘
文
を
以
て
せ
り
。
サ
ン
カ
ー
氏
ペ
ツ
ペ
氏

の
書
を
領
す
る
や
、
氏
は
直
に
之
を
熱
心
な
る
仏
教
学
者
博
士
ホ
ヱ
ー
氏
に

対
し
、
其
研
究
を
依
頼
せ
り
。
而
し
て
博
士
研
究
の
結
果
、
遂
に
上
記
の
遺

物
は
、
釈
尊
火
葬
の
後
、
其
兄
弟
サ
カ
ヤ
ス
の
保
存
し
た
る
も
の
な
る
を
明

に
せ
り
。

以
上
は
聖
物
発
見
の
小
歴
史
に
し
て
、
其
詳
細
に
至
て
は
、
昨
年
二
月
十
七

日
発
兌Pioneer

に
博
士
ホ
ヱ
ー
氏
の
論
文
あ
り
。
又
「
ロ
イ
ヤ
ル
、
ア

ヂ
ア
チ
ツ
、
ク
ソ
サ
イ
チ
ー
」
の
報
告
書
に
、
ペ
ツ
ペ
の
聖
物
発
見
に
関
す

る
記
事
あ
り
。
就
て
見
ら
る
べ
し
。

遺
骨
安
置
に
つ
い
て
〔
明
治
33
年
３
月
14
日　

第
四
四
三
五
号
〕

京
都
の
仏
教
徒
は
、
仏
教
上
由
緒
深
き
、
比
叡
山
四
明
峰
に
安
置
せ
ん
と
、

目
下
頻
り
に
運
動
中
な
り
。

仏
骨
奉
迎
に
就
て
〔
明
治
33
年
３
月
16
日　

第
四
四
三
六
号
〕

英
人
ペ
ツ
ペ
、
嘗
て
釈
尊
降
誕
の
霊
地
「
カ
ピ
ラ
ブ
ツ
」
を
距
る
数
哩
、

「
ピ
ブ
ラ
ハ
ワ
」
に
地
を
有
す
。
適
々
一
個
の
古
墳
を
見
、
之
を
発
掘
せ
ん

か
、
恐
く
は
何
等
が
仏
教
界
に
貢
献
す
べ
き
を
想
ひ
、
後
工
夫
を
督
し
て
発

掘
に
従
事
す
。
地
下
二
十
呎
に
し
て
、
石
櫃
一
個
、
水
晶
及
蠟
石
瓶
二
個
、

遺
骨
及
遺
灰
、
塗
灰
及
木
皿
の
破
片
、
宝
石
其
他
装
飾
物
の
多
量
を
得
、
仏

教
学
者
博
士
ホ
ヱ
ー
、
之
を
研
究
し
て
、
是
れ
釈
尊
火
葬
の
後
其
の
兄
弟
サ

カ
ヤ
ス
の
保
存
せ
し
も
の
な
る
こ
と
を
審
に
せ
り
。
ペ
ツ
ペ
以
て
私
宝
と
為

す
を
惜
し
み
、
都
て
英
政
府
へ
奉
納
し
且
つ
奏
上
し
て
曰
く
、
是
を
四
分

し
、
一
分
は
印
度
「
カ
ル
カ
ツ
タ
」
の
博
物
館
に
納
め
、
一
分
は
英
政
府
に

納
め
、
一
分
は
発
掘
者
に
分
与
せ
ら
れ
、
而
し
て
仏
骨
に
属
す
る
部
分
は
、

仏
教
国
た
る
暹
羅
国
王
へ
送
呈
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
望
む
と
。
英
政
府
の
希
望

の
如
く
し
、
仏
骨
は
此
に
於
て
暹
羅
国
王
の
手
に
帰
す
。
後
本
年
一
月
、
緬

甸
、
錫
蘭
の
仏
徒
道
俗
三
十
余
人
来
暹
し
、
其
の
分
与
を
受
く
。
我
日
本
公

使
稲
垣
満
次
郎
、
則
ち
上
奏
し
て
曰
く
、
我
日
本
帝
国
は
仏
教
渡
来
以
後
茲

に
千
有
余
年
、
上
よ
り
下
に
及
ん
で
仏
陀
大
悲
の
慈
恩
に
薫
習
せ
さ
る
な

く
、
教
議
発
達
の
点
に
於
て
南
北
仏
教
中
一
大
高
位
に
在
り
。
冀
く
ば
同
仏

教
国
の
好
を
以
て
仏
骨
分
与
の
事
あ
ら
ば
、
同
胞
の
大
幸
何
ん
ぞ
之
に
過
ぎ

ん
と
。
奏
聞
数
回
、
遂
に
今
や
王
命
を
以
て
分
与
の
幸
を
得
た
り
。
公
使
則



─ 　  ─

愛
知
学
院
大
学　

教
養
部
紀
要　

第
65
巻
第
３
号

54

193

ち
書
を
裁
し
て
我
仏
教
各
宗
管
長
に
向
け
、
適
當
の
委
員
数
名
を
派
遣
し
、

盛
ん
に
奉
迎
す
べ
き
を
以
て
す
。
仏
骨
奉
迎
の
事
、
茲
に
於
て
世
上
の
問
題

に
上
る
。
或
は
言
ふ
、
仏
骨
分
与
の
事
必
ず
し
も
仏
教
界
に
光
明
を
与
へ

ず
。
宜
し
く
一
部
の
仏
教
徒
を
し
て
適
宜
の
奉
迎
を
為
さ
し
む
れ
ば
足
れ
り

と
。
又
言
ふ
、
仏
骨
分
与
の
事
、
日
本
公
使
の
周
旋
に
成
れ
り
。
日
本
仏
教

徒
は
須
ら
く
礼
を
厚
ふ
し
て
奉
迎
委
員
を
派
す
べ
し
。
只
之
と
共
に
印
度
に

審
査
委
員
を
出
し
て
、
之
と
共
に
真
偽
を
審
査
せ
し
む
べ
し
と
。
予
輩
は
言

ふ
、
仏
骨
真
偽
の
事
を
審
査
す
る
の
要
な
し
。
之
を
真
と
す
る
も
一
説
な

り
、
之
を
偽
と
す
る
も
亦
一
説
な
り
。
須
か
ら
く
日
本
公
使
の
周
旋
成
れ
る

仏
骨
分
与
に
関
し
て
、
全
部
の
仏
教
徒
が
満
幅
の
敬
意
を
以
て
盛
ん
に
之
を

迎
ふ
べ
し
。
縦
し
不
幸
偽
物
た
る
も
、
南
北
仏
教
徒
通
好
の
端
緒
を
開
く
に

於
て
、
豈
何
の
遺
憾
か
是
れ
あ
ら
ん
。

仏
教
各
宗
が
統
一
せ
ら
る
可
き
一
大
契
機
〔
明
治
33
年
３
月
30
日　

第
四

四
四
三
号
〕

　

由
来
仏
教
各
宗
が
分
立
対
峙
し
て
、
互
に
其
優
劣
強
弱
を
争
ふ
の
極
、
勢

ひ
他
宗
派
を
貶
斥
非
難
し
て
、
壱
ら
自
家
の
教
旨
を
誇
揚
宣
示
せ
ざ
る
を
得

ざ
る
は
、
是
れ
各
宗
が
独
立
存
在
す
る
に
於
て
、
誠
に
止
む
を
得
ざ
る
に
出

づ
る
も
の
な
り
。
然
れ
ど
も
其
各
宗
が
、
等
し
く
究
竟
の
目
的
と
為
せ
る
も

の
、
実
に
吾
人
生
々
を
し
て
安
心
得
悟
せ
し
む
る
に
は
非
ざ
る
な
き
歟
。
換

言
す
れ
ば
、
各
宗
の
拠
て
以
て
起
る
所
以
の
も
の
は
、
実
に
彼
の
弱
肉
強

食
、
優
勝
劣
敗
の
惨
劇
中
よ
り
幾
多
の
衆
生
が
其
塗
炭
に
苦
し
み
つ
ゝ
あ
る

を
救
出
し
て
、
平
静
和
順
な
る
境
に
住
せ
し
め
、
諧
楽
融
通
し
て
彼
此
自
他

の
妄
念
を
棄
却
し
、
至
善
至
幸
の
楽
天
地
に
逍
遥
せ
し
め
ん
と
に
は
非
ざ
る

な
き
歟
。
然
る
に
何
為
ぞ
、
一
仏
所
説
の
教
旨
を
奉
じ
、
斯
く
も
多
端
多
岐

に
離
散
錯
綜
せ
し
め
、
徒
ら
に
末
徒
の
信
仰
を
誤
ら
し
め
ぬ
る
ぞ
や
。
況
ん

や
大
悲
の
懐
念
に
勃
々
た
る
べ
き
仏
者
た
る
も
の
、
何
為
ぞ
現
下
の
如
く
相

互
に
呑
噬
擠
排
す
る
に
至
れ
る
や
。
咄
吾
人
の
大
に
怪
し
み
且
つ
悲
む
所
な

り
。
豈
に
夫
れ
啻
に
吾
人
一
私
人
の
悲
哀
の
み
な
ら
ん
や
。
実
に
教
家
国
家

の
為
に
哀
痛
す
る
所
な
り
。

　

倩
々
歴
史
を
鑑
み
る
に
、
各
宗
が
其
當
時
の
人
心
を
支
配
し
て
大
に
効
果

あ
り
し
や
、
又
言
を
俟
た
ざ
る
な
り
。
さ
れ
ど
恐
く
は
、
是
れ
一
時
時
代
的

思
想
を
代
表
し
、
以
て
其
當
代
の
精
神
界
を
済
度
せ
し
に
は
あ
ら
ざ
る
な
き

歟
。
さ
は
い
へ
、
彼
の
各
宗
の
開
祖
先
哲
た
る
も
の
、
今
日
吾
人
後
昆
を
し

て
教
界
の
岐
路
に
彷
徨
せ
し
む
る
に
至
れ
る
の
責
、
又
決
し
て
脱
る
能
は
ざ

る
な
り
。

　

観
よ
、
彼
の
開
祖
先
哲
が
其
一
宗
一
派
を
創
唱
す
る
に
至
れ
る
所
以
の
も

の
、
必
ず
や
区
々
分
裂
せ
る
各
宗
派
を
統
一
し
て
、
以
て
平
等
普
遍
な
る
教

旨
を
宣
布
せ
ん
と
せ
ら
れ
た
る
や
、
疑
な
き
な
り
。
然
る
を
何
そ
知
ら
ん
、

此
の
統
一
的
開
宗
は
亦
た
、
是
れ
分
裂
に
分
裂
を
加
へ
、
紛
擾
又
紛
擾
、
層

数
層
の
激
甚
な
る
衝
突
反
対
を
見
る
に
至
ら
ん
と
は
、
噫
。

　

伝
教
の
天
台
が
南
都
六
宗
に
於
け
る
、
弘
法
の
真
言
が
顕
教
の
諸
宗
に
対

す
る
が
如
き
、
又
鎌
府
時
代
の
禅
、
念
仏
、
法
華
諸
宗
の
如
き
、
皆
彼
の
一

大
動
機
に
促
さ
れ
て
起
り
、
而
し
て
皆
自
家
撞
着
の
妄
見
に
陥
り
た
る
に
は

非
ざ
り
し
乎
。
想
ふ
に
各
宗
の
開
祖
先
哲
が
、
彼
の
統
一
的
革
命
の
大
精
神

た
る
、
恐
ら
く
は
仏
陀
の
教
旨
を
ば
曲
説
僻
解
し
て
、
其
教
徒
を
し
て
邪
径
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驀
入
し
、
到
往
彼
岸
の
大
直
道
を
誤
ら
し
め
ん
が
為
め
に
は
非
ず
し
て
、
実

に
其
の
迷
へ
る
者
を
し
て
安
全
な
る
坦
道
を
踏
ん
で
、
彼
の
所
願
の
宝
処
に

到
達
せ
し
め
ん
と
企
て
た
る
や
又
明
か
な
り
。

　

遮
莫
、
此
の
清
純
氷
の
如
く
、
熱
精
燃
ゆ
る
が
如
き
、
開
祖
先
哲
の
慈
懐

は
、
終
に
其
の
信
仰
を
統
括
す
べ
き
一
大
要
素
を
闕
如
せ
し
を
以
て
、
空
し

く
又
錯
綜
紛
糾
せ
し
め
、
愈
々
益
々
繁
冗
を
極
む
る
に
至
る
。
加
之
後
世
伝

灯
の
末
弟
子
等
が
、
不
徳
不
才
な
る
自
己
一
人
の
悟
道
を
得
ず
、
何
ぞ
人
天

の
師
表
と
し
て
立
つ
を
得
ん
や
。
又
況
ん
や
開
祖
先
哲
の
芳
躅
を
逐
ふ
て
、

其
欠
け
る
を
補
ひ
誤
れ
る
を
矯
め
、
以
て
一
宗
を
統
率
し
て
世
道
人
心
を
救

済
す
る
に
務
め
ん
と
欲
す
る
の
志
念
な
く
、
徒
に
酔
生
夢
死
を
繰
り
返
し

つ
ゝ
あ
る
に
於
て
お
や
。
復
た
各
宗
を
し
て
融
合
一
和
せ
し
む
る
能
は
ざ

る
、
真
に
宜
な
る
哉
。

　

而
し
て
、
其
所
謂
各
宗
の
開
祖
先
哲
が
、
統
一
的
の
一
大
要
素
を
欠
け
り

と
は
、
是
れ
実
に
余
が
今
や
主
唱
す
る
所
の
も
の
に
し
て
、
即
ち
機
之
れ
な

り
。
機
は
機
微
に
し
て
機
微
の
動
く
所
、
之
れ
を
利
用
せ
ん
か
、
以
て
天
下

国
家
を
治
む
べ
く
、
而
し
て
其
機
を
失
せ
ん
か
、
実
に
是
れ
終
天
の
大
恨
事

た
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
。
故
に
小
は
個
人
一
家
の
不
幸
よ
り
、
大
は
国
家
人
類

の
滅
絶
を
来
さ
ん
。
此
機
や
実
に
聖
人
君
子
と
雖
も
、
決
し
て
之
れ
に
背
戻

す
る
能
は
ざ
る
も
の
に
し
て
、
若
し
苟
く
も
抵
抗
す
る
あ
ら
ん
か
、
必
ず
や

悲
惨
の
境
に
終
ら
ん
の
み
。
又
若
し
懦
夫
野
人
と
雖
も
、
善
く
此
機
に
乗
ぜ

ん
か
、
功
名
成
る
可
く
、
声
望
揚
ぐ
る
を
得
ん
。
夫
れ
然
り
各
宗
の
開
祖
先

哲
か
威
望
学
徳
元
よ
り
當
世
に
比
肩
な
き
も
の
、
其
大
偉
人
た
る
も
の
、
又

争
ふ
べ
き
に
非
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
所
謂
此
の
機
に
逢
着
せ
ざ
り
し
を
以

て
、
其
絶
世
の
洪
謨
も
空
し
く
、
後
世
人
の
為
め
に
謬
ら
る
ゝ
に
終
れ
り
。

　

其
機
と
は
何
ぞ
や
、
之
れ
実
に
仏
陀
鶴
林
に
入
り
給
ひ
て
よ
り
以
来
星
霜

三
千
年
、
未
だ
曽
て
世
に
認
め
ら
れ
ざ
る
の
一
大
発
見
の
事
実
に
し
て
、
真

に
極
難
値
遇
の
物
、
尽
天
地
尽
乾
坤
唯
一
無
上
の
一
大
霊
物
に
し
て
、
此
一

大
霊
物
を
奉
行
信
敬
す
る
の
機
の
到
来
せ
し
を
謂
ふ
な
り
。
若
し
夫
れ
此
の

霊
物
を
奉
戴
し
て
仏
教
各
宗
に
臨
ま
ん
か
、
疾
風
の
軟
草
を
靡
か
す
が
如

く
、
其
教
徒
が
尊
信
奉
行
す
る
や
明
瞭
な
り
。
而
し
て
是
に
始
め
て
仏
教
各

宗
は
、
普
遍
的
共
通
一
貫
の
奉
戴
物
の
下
に
互
に
既
往
の
妄
執
を
悔
ひ
、
洒

然
旧
想
を
捨
て
ゝ
和
衷
協
同
す
る
に
至
ら
ん
。
さ
れ
ば
現
代
の
思
潮
は
欧
米

物
質
の
文
明
に
惛
酔
し
、
漸
く
眩
惑
霍
乱
す
る
に
至
る
。
而
し
て
其
苦
悶
痛

悩
の
声
は
、
之
れ
を
学
者
と
云
は
ず
、
政
治
家
と
云
は
ず
、
教
育
家
と
云
は

ず
、
技
術
家
と
云
は
ず
、
軍
人
に
、
学
生
に
均
し
く
絶
叫
し
つ
ゝ
あ
る
は
、

明
ら
か
に
新
聞
雑
誌
が
連
呼
せ
る
所
の
輿
論
に
徴
し
て
知
る
べ
き
な
り
。
其

彼
等
が
哲
学
と
曰
ひ
、
倫
理
と
曰
ひ
、
宗
教
道
徳
と
称
ふ
る
も
の
、
皆
之
れ

安
心
立
命
の
大
福
音
を
求
む
る
に
非
ず
や
。
然
る
を
何
為
ぞ
、
今
日
の
如
き

錯
乱
弛
退
せ
る
の
仏
教
を
以
て
、
能
く
彼
等
の
希
望
を
満
た
す
を
得
ん
や
。

恐
く
は
是
れ
失
敗
に
終
ら
ず
ん
ば
、
反
て
彼
等
が
酔
余
の
醜
嗅
に
咽
び
ん
か

な
。

　

所
謂
一
大
発
見
の
霊
物
と
は
、
実
に
之
れ
今
回
印
度
「
ビ
ブ
ラ
ハ
ワ
」
に

於
て
発
見
せ
ら
れ
、
仏
教
国
の
暹
羅
王
陛
下
に
依
て
、
我
仏
教
各
宗
に
頒
与

せ
ら
れ
ん
と
す
る
仏
陀
世
尊
の
遺
骨
之
れ
な
り
。
我
仏
教
各
宗
の
當
路
諸
氏

よ
、
宜
く
坦
心
砥
懐
静
か
に
真
理
の
言
を
聞
け
。
余
が
上
来
に
於
て
述
べ
つ

る
所
の
各
宗
の
開
祖
先
哲
が
、
其
開
宗
開
教
に
際
し
一
要
素
を
欠
け
り
と
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は
、
此
の
人
格
的
具
体
的
の
各
宗
に
共
通
な
る
本
尊
を
欠
け
る
を
謂
ひ
し
な

り
。

　

抑
も
従
来
の
仏
教
は
、
実
に
智
的
方
面
に
全
力
を
傾
注
し
て
、
情
的
方
面

に
信
仰
を
訓
ゆ
る
を
忽
か
せ
に
為
し
た
り
し
に
は
非
ざ
る
な
き
か
。
彼
の
各

宗
が
信
仰
の
目
的
と
し
標
準
と
し
て
帰
依
尊
信
せ
る
所
の
者
、
即
ち
本
尊
は

実
に
之
れ
理
想
的
智
的
標
準
に
非
ざ
る
な
き
乎
。
一
歩
を
進
め
て
極
言
す
れ

ば
、
不
可
見
不
可
知
的
の
理
体
を
認
て
、
以
て
最
終
目
的
の
帰
着
点
と
な
せ

る
に
は
非
ざ
る
乎
。
惟
ふ
に
其
智
的
空
想
的
方
面
に
の
み
奔
逸
せ
る
の
結

果
、
大
日
と
な
り
、
弥
陀
と
な
り
、
観
音
と
な
り
、
弥
勒
と
な
り
、
念
仏
と

な
り
、
題
目
と
な
り
、
而
し
て
大
日
如
来
は
弥
陀
仏
に
勝
り
、
題
目
は
念
仏

に
超
た
り
、
と
互
に
相
拮
抗
せ
る
に
は
非
ざ
る
な
き
か
。

　

凡
そ
信
仰
や
之
れ
を
智
的
に
偏
せ
ん
か
、
乾
燥
無
味
な
る
も
の
に
過
ぎ

ず
。
而
し
て
又
情
的
の
一
方
に
流
れ
ん
か
、
不
合
理
曖
昧
に
し
て
執
る
に
足

ら
ざ
る
も
の
な
ら
ん
。
故
に
真
乎
の
信
仰
や
、
必
ず
智
情
の
二
面
を
備
へ
て

説
か
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
不
知
や
、
彼
の
釈
迦
何
人
ぞ
、
我
れ
何
人

ぞ
。
或
は
遮
那
の
臚
上
を
越
ゑ
て
来
れ
と
は
、
実
に
彼
の
智
的
一
方
の
偏
見

に
は
非
ず
や
。
而
し
て
徒
ら
に
他
力
依
頼
を
以
て
能
事
と
し
て
、
自
己
の
霊

妙
な
る
仏
性
を
忘
る
ゝ
に
至
る
は
、
之
れ
実
に
情
的
一
方
の
妄
信
に
非
ず

や
。
吾
人
は
信
ず
、
真
正
な
る
信
仰
は
智
情
の
二
方
面
を
具
備
せ
る
も
の
な

ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
所
以
を
。
吾
人
は
智
的
一
面
に
悉
有
仏
性
の
極
致
を
了

す
る
と
共
に
、
教
主
仏
陀
世
尊
に
奉
行
信
順
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
情
的
信

念
を
有
す
る
も
の
な
り
。
即
ち
吾
人
が
今
日
に
此
の
人
類
に
普
通
的
智
性
を

有
す
る
所
以
を
了
知
す
る
と
共
に
、
其
開
導
者
た
る
仏
陀
世
尊
を
尊
敬
信
仰

す
る
は
、
之
れ
自
然
の
至
情
に
非
ず
や
。
然
る
に
現
今
に
於
け
る
我
仏
教
各

宗
が
、
世
尊
に
対
し
て
唯
々
僅
か
に
一
年
両
回
の
降
誕
会
涅
槃
会
を
修
す
る

の
外
か
、
彼
等
は
世
尊
に
対
し
て
如
何
な
る
尊
敬
を
表
せ
る
か
。
吾
人
寡
聞

に
し
て
未
だ
大
日
薬
師
を
拝
す
る
の
天
台
真
言
や
、
弥
陀
念
仏
を
無
上
と
な

せ
る
の
浄
土
真
宗
や
、
教
外
別
伝
の
祖
と
し
て
、
久
遠
本
師
の
釈
迦
と
し
て

世
尊
を
信
奉
せ
る
の
禅
法
華
の
徒
が
信
奉
せ
る
の
外
、
杳
と
し
て
聞
知
せ
ざ

る
な
り
、
嗟
。

　

今
や
開
宗
の
開
祖
先
哲
が
、
如
何
ん
と
も
企
つ
能
は
ざ
り
し
所
の
彼
の
統

一
的
人
格
的
の
本
尊
は
、
吾
人
奉
仏
の
徒
に
与
へ
ら
れ
ん
と
す
。
真
に
之
れ

千
載
一
遇
の
大
快
事
、「
三
千
年
来
未
聞
未
見
の
盛
事
に
非
ず
や
。
吾
人
は

此
の
人
格
的
の
本
尊
」
を
以
て
仏
教
各
宗
を
統
合
す
れ
ば
、
其
充
分
な
る
好

果
を
奏
す
る
の
疑
な
き
を
知
る
。

　

若
し
夫
れ
教
誨
師
問
題
に
反
抗
し
て
板
垣
内
務
を
引
退
せ
し
め
た
る
の
熱

心
と
、
彼
の
宗
教
法
案
に
拮
抗
し
て
山
県
内
閣
を
震
撼
せ
し
め
た
る
の
大
勇

気
と
を
以
て
、
此
一
大
本
尊
を
全
国
奉
仏
の
徒
を
し
て
信
仰
せ
し
め
ん
為

め
、
全
国
に
奨
励
し
て
盛
大
な
る
歓
迎
式
を
挙
行
し
、
之
れ
を
中
央
首
府
の

枢
区
を
卜
し
、
一
大
会
堂
を
建
設
し
て
、
其
中
に
安
置
し
、
其
本
尊
の
前
に

於
て
月
次
定
期
の
演
説
法
話
を
な
し
、
普
く
天
下
の
生
々
を
し
て
帰
嚮
信
仰

せ
し
め
ん
か
、
之
れ
実
に
不
知
不
識
の
間
、
彼
の
宗
我
の
妄
執
を
去
て
、
自

他
共
安
同
帰
寂
光
て
ふ
真
現
象
を
見
る
を
得
ん
。

　

之
れ
唯
個
人
の
幸
福
な
ら
ん
や
、
実
に
国
家
人
類
の
慶
福
な
り
。

　

明
教
誌
先
き
に
之
れ
を
論
ず
、
以
来
寂
と
し
て
天
下
に
声
無
し
、
若
唯
だ

耳
目
口
鼻
の
欲
に
急
が
は
し
く
又
た
聞
く
こ
と
能
は
す
と
せ
ば
、
余
亦
た
何
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を
か
言
は
ん
、
然
れ
ど
も
今
や
近
々
青
年
仏
教
徒
の
釈
尊
降
誕
会
を
挙
行
せ

ん
と
す
る
を
聞
く
、
若
し
夫
れ
青
年
精
純
の
士
よ
、
真
乎
に
仏
教
の
隆
盛
を

想
ふ
あ
ら
ば
、
請
ふ
一
読
の
労
を
辞
す
る
な
く
ん
ば
幸
甚
。 

（
三
月
二
十
四

日
稿
了
）　　

新
仏
骨
論
を
駁
す
〔
明
治
33
年
４
月
６
日　

第
四
四
四
六
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

豚　
　

骨　
　

坊

韓
愈
の
愚
人
た
り
し
は
、
今
日
一
定
の
説
な
り
。
其
原
道
を
論
じ
、
原
鬼
を

議
し
、
原
性
を
説
く
、
一
と
し
て
彼
が
愚
を
表
彰
す
る
も
の
な
ら
ざ
る
は
な

し
。
末
世
の
腐
儒
輩
徒
に
崇
拝
し
て
、
彼
が
論
議
の
是
非
を
弁
識
す
る
こ
と

な
き
、
盲
も
亦
甚
し
き
か
な
。
明
治
の
此
文
明
の
世
に
方
り
て
、
彼
が
口
吻

を
学
ん
で
議
論
の
根
拠
た
ら
し
め
ん
と
す
る
者
、
夫
れ
恐
く
は
之
れ
な
か
ら

ん
な
り
。
思
ひ
き
や
、
之
を
東
都
の
中
央
文
壇
に
於
て
、
其
一
塊
を
発
掘
せ

ん
と
は
。
彼
れ
翠
陵
子
は
朝
報
社
の
新
参
者
、
其
年
歯
に
於
て
は
余
之
を
知

ら
ず
と
雖
、
其
口
吻
よ
り
し
て
之
を
察
す
る
に
、
未
だ
人
世
の
真
を
知
り
、

世
事
の
秘
を
弁
ぜ
ざ
る
も
の
ゝ
如
し
。
何
に
よ
り
て
か
之
を
言
ふ
、
其
新
仏

骨
論
に
於
て
見
ん
な
り
。

彼
れ
翠
陵
子
は
何
者
ぞ
。
思
ふ
に
一
個
の
枯
木
か
、
一
塊
の
瓦
石
か
、
到
底

其
他
た
る
能
は
ざ
る
べ
し
、
其
所
論
の
偏
僻
粗
雑
な
る
、
到
底
一
た
び
之
と

歯
ひ
す
る
に
忍
び
ず
。
然
れ
ど
も
若
し
幸
ひ
に
し
て
余
が
所
誡
に
よ
り
て
翻

然
大
に
悟
る
と
こ
ろ
あ
ら
ば
、
独
り
一
翠
陵
子
の
幸
福
の
み
な
ら
す
し
て
、

亦
天
下
万
民
万
朝
読
者
の
幸
福
な
り
。
洵
に
余
は
彼
れ
文
筆
を
執
る
者
、
天

下
万
民
を
蠹
惑
す
る
の
大
な
る
を
恐
る
れ
ば
な
り
。
夫
れ
之
を
聞
け
。

人
は
智
識
的
動
物
に
し
て
止
る
を
得
る
か
、
人
は
論
理
的
言
論
を
以
て
止
る

を
得
る
か
、
噫
人
は
果
し
て
之
を
以
て
満
足
し
難
き
は
其
組
織
に
於
て
、
先

天
的
に
之
れ
あ
る
を
知
ら
ざ
ら
ん
や
。
人
情
の
濃
厚
に
し
て
温
な
る
感
情
の

微
妙
に
し
て
和
な
る
、
人
生
之
に
よ
り
て
立
ち
社
会
之
に
由
り
て
成
り
、
夫

婦
の
愛
、
親
子
の
親
、
君
臣
の
密
亦
皆
之
が
為
に
生
ず
感
情
な
か
り
せ
ば
、

世
は
一
枯
木
た
ら
ん
の
み
、
一
瓦
石
た
ら
む
の
み
。
豈
に
之
れ
一
ル
ー
ソ
ー

を
待
ち
て
知
ら
ん
や
。

夫
れ
感
情
を
外
に
し
て
之
を
見
ん
か
、
仏
骨
の
事
た
る
一
腐
朽
の
汚
物
た
る

に
過
ぎ
ず
、
一
臭
塊
た
る
に
過
ぎ
ず
。
何
ぞ
必
し
も
万
朝
を
待
ち
て
始
め
て

之
を
知
ら
ん
や
。
然
れ
ど
も
苟
も
仏
教
の
信
徒
と
し
て
、
仏
陀
の
崇
敬
者
と

し
て
之
を
見
る
、
其
尊
貴
な
る
事
、
其
至
重
な
る
事
之
に
過
ぐ
る
者
あ
ら
ん

や
。
翠
陵
子
夫
れ
之
を
聞
け
、
釈
迦
の
偉
大
な
る
は
其
肉
砕
骨
片
に
あ
ら
ざ

る
は
論
な
き
な
り
。
其
骨
肉
を
敬
せ
ず
し
て
、
其
精
神
を
敬
す
る
は
論
な
き

な
り
。
是
れ
仏
教
者
至
愚
と
雖
も
、
已
に
之
を
熟
知
し
了
せ
り
。
翠
陵
子
賢

明
な
り
と
雖
、
四
千
万
の
仏
教
信
徒
中
一
人
の
之
を
知
ら
ざ
る
者
あ
り
と
す

る
か
。
彼
れ
釈
迦
大
聖
、
実
に
千
古
の
偉
人
な
り
、
万
代
の
師
表
な
り
。
而

し
て
眼
横
鼻
直
の
一
体
、
両
手
両
足
の
一
殻
の
み
、
桀
紂
の
躯
殻
と
何
の
異

る
あ
ら
ん
。
而
れ
ど
も
彼
が
大
精
神
、
彼
が
大
霊
活
を
宿
す
の
故
を
以
て
、

彼
が
体
は
此
の
如
く
尊
き
な
り
。
吾
人
は
到
底
其
骨
と
肉
と
を
離
れ
て
釈
迦

を
考
ふ
る
能
は
ざ
る
を
以
て
釈
迦
已
に
尊
し
、
骨
片
何
ぞ
卑
か
ら
ん
や
。
是

れ
思
想
聨
想
の
上
に
於
て
止
を
得
ざ
る
な
り
。
ヒ
ウ
マ
ン
、
ネ
ー
チ
ュ
ア
ー

に
於
て
然
ら
ざ
る
を
得
ず
。
而
し
て
此
心
貴
き
な
り
、
此
心
高
き
な
り
、
是

れ
人
の
人
た
る
所
以
な
り
。
少
く
と
も
日
本
民
族
の
特
長
な
り
。
大
和
民
族
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に
し
て
此
心
を
去
ら
ん
か
、
西
戎
紅
毛
の
心
事
と
異
な
る
な
き
に
至
る
。

噫
々
此
心
に
よ
ら
ず
し
て
忠
孝
の
大
道
存
立
す
る
か
、
敬
神
の
大
義
存
立
す

る
か
。
若
し
夫
れ
彼
れ
翠
陵
子
の
言
論
に
徴
し
、
其
主
義
の
存
す
る
と
こ
ろ

を
忖
度
な
る
に
、
御
陵
貴
か
ら
ず
、
真
影
何
ぞ
拝
せ
ん
の
非
道
、
没
義
焔
天

の
罪
科
を
譲
す
な
き
を
得
ん
や
。
噫
々
実
に
之
を
論
に
上
し
、
例
に
取
り
奉

る
も
恐
れ
多
し
と
雖
、
彼
が
必
然
の
論
断
は
、
遂
に
之
に
達
す
る
な
き
を
得

ず
。
臣
下
の
御
陵
に
対
し
奉
る
、
御
影
に
対
し
奉
る
、
啻
に
其
大
御
心
の
尊

貴
優
渥
な
る
の
み
な
ら
む
や
。
其
玉
体
至
高
至
善
な
る
を
信
じ
、
奉
ら
ず
ん

ば
あ
ら
ず
。
故
に
真
影
貴
く
御
陵
貴
し
、
之
れ
論
理
を
以
て
論
究
す
べ
き
に

あ
ら
ず
し
て
、
感
情
の
上
に
於
て
然
る
な
り
。
之
を
父
に
見
、
之
を
母
に
見

る
も
亦
自
ら
然
ら
ざ
る
を
得
ず
。
余
は
父
母
の
真
骨
を
以
て
牛
馬
の
骨
と
同

一
視
す
る
能
は
ざ
る
な
り
。
吾
人
は
之
を
奉
安
し
之
を
尊
敬
し
、
父
母
の
尊

体
と
し
之
を
同
一
視
す
。
之
を
我
が
風
俗
の
淳
美
な
る
に
見
よ
。
我
が
国
民

は
父
母
の
遺
物
遺
器
だ
に
且
つ
之
に
尊
重
す
る
に
あ
ら
ず
や
。
是
れ
人
情
の

必
然
止
む
を
得
ざ
る
に
出
づ
る
を
知
ら
ざ
る
可
ら
ず
。
尋
常
の
父
母
且
つ
然

り
、
況
ん
や
大
聖
釈
迦
の
聖
骨
を
や
。
仏
徒
が
之
を
崇
敬
し
奉
迎
せ
ん
と
す

る
、
固
よ
り
其
の
所
な
り
、
翠
陵
子
余
が
意
を
領
せ
り
や
否
や
。
若
し
之
を

領
会
し
た
り
し
と
な
ら
ば
、
須
ら
く
翻
然
改
悔
せ
ざ
る
可
ら
ず
。
然
れ
ど
も

徒
に
耶
蘇
教
の
口
吻
を
学
び
、
宣
教
師
輩
の
無
道
を
習
ひ
、
真
影
何
ぞ
拝
せ

ん
の
論
議
を
な
す
も
の
と
せ
ば
、
余
は
敢
て
告
げ
さ
る
べ
し
。
蓋
し
是
れ
人

間
と
し
て
遇
す
る
を
欲
せ
ざ
れ
ば
な
り
。
若
し
韓
愈
の
愚
を
学
び
仏
骨
表
の

腐
に
習
は
ん
と
な
ら
ば
、
今
一
度
此
く
の
如
く
教
ふ
、
翠
陵
子
夫
れ
猛
然
反

省
せ
よ
。

一
筆
だ
よ
り
〔
明
治
33
年
４
月
14
日　

第
四
四
四
九
号
〕

◎
過
日
、
仏
骨
奉
迎
の
件
に
関
し
て
、
例
の
赤
新
聞
は
「
新
仏
骨
論
」
の
題

下
に
、
極
端
な
る
屁
理
屈
を
並
べ
、
忽
ち
本
誌
に
於
て
、
豚
骨
坊
氏
の
為
め

に
撃
砕
さ
れ
し
は
、
読
者
も
定
て
御
記
臆
の
事
と
存
じ
候
。
然
る
に
去
る
八

日
の
や
ま
と
新
聞
も
、
亦
此
件
に
就
て
評
論
を
試
み
、
仏
骨
の
尊
き
所
以
を

説
き
て
、
万
朝
の
論
を
駁
し
、
併
せ
て
大
谷
派
に
勧
告
し
た
る
所
は
、
実
に

主
人
と
所
感
を
同
ふ
す
る
も
の
に
御
座
候
。

仏
骨
奉
迎
に
付
各
宗
の
協
議
〔
明
治
33
年
４
月
16
日　

第
四
四
五
〇
号
〕

去
る
十
三
日
午
前
十
一
時
よ
り
、
洛
西
妙
心
寺
の
竜
泉
庵
に
於
て
、
仏
骨
奉

迎
に
関
す
る
各
宗
派
の
会
議
を
開
き
ぬ
。
出
席
し
た
る
は
各
宗
派
を
通
じ
て

十
九
師
に
し
て
、
仏
骨
奉
迎
の
為
め
渡
航
す
る
人
選
及
び
費
用
に
付
、
相
談

会
を
開
き
し
に
、
容
易
に
協
議
纏
ら
ざ
り
し
よ
り
、
更
に
妙
心
寺
の
前
田
誠

節
師
を
座
長
と
な
し
て
、
午
後
二
時
四
十
分
よ
り
本
会
議
を
開
き
た
る
に
、

仏
骨
奉
迎
の
事
は
各
宗
派
共
協
同
一
致
に
て
奉
迎
す
る
に
決
し
、
夫
れ
よ
り

渡
航
す
る
人
は
大
谷
派
本
願
寺
新
法
主
大
谷
光
演
師
を
推
薦
す
。
是
亦
満
場

一
致
に
て
可
決
し
た
る
も
重
大
問
題
な
れ
ば
、
尚
能
く
調
査
す
る
こ
と
と
な

り
、
委
員
を
設
け
調
査
を
為
さ
し
め
、
且
本
日
の
欠
席
者
た
る
日
蓮
宗
、
浄

土
宗
、
曹
洞
宗
の
三
宗
派
へ
は
是
亦
委
員
を
し
て
賛
同
せ
し
む
る
事
と
な

り
、
各
委
員
の
報
告
会
は
、
来
る
十
八
日
更
に
開
会
す
る
こ
と
と
し
て
、
散

会
し
た
る
は
四
時
十
分
な
り
し
。
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仏
骨
歓
迎
の
協
議
会
〔
明
治
33
年
４
月
18
日　

第
四
四
五
一
号
〕

現
任
暹
羅
公
使
稲
垣
満
次
郎
氏
の
斡
旋
に
依
り
、
暹
羅
皇
室
に
秘
蔵
せ
ら

る
ゝ
釈
迦
牟
尼
の
遺
骨
を
分
ち
て
、
我
国
仏
教
徒
に
送
附
す
る
の
運
に
至
り

し
か
ば
、
仏
教
各
宗
に
て
は
大
概
仏
骨
を
歓
迎
す
る
に
決
し
、
去
る
七
日
京

都
妙
心
寺
境
内
の
竜
泉
庵
に
於
て
第
一
回
の
各
宗
委
員
会
を
開
き
、
尚
ほ
去

る
十
三
日
午
前
同
庵
に
於
て
第
二
回
委
員
会
を
開
き
し
に
、
出
席
者
は
臨

済
、
天
台
、
真
言
、
浄
土
、
真
宗
、
時
宗
、
律
宗
、
黄
檗
の
八
宗
十
八
派
の

委
員
に
し
て
、
歓
迎
委
員
派
遣
の
件
、
同
経
費
の
件
、
暹
羅
皇
帝
へ
献
上
品

の
件
等
に
付
協
議
し
、
結
局
調
査
委
員
三
名
を
選
び
附
託
す
る
に
決
し
、
委

員
を
選
挙
せ
し
に
、
本
派
本
願
寺
の
神
根
善
雄
、
大
谷
派
本
願
寺
の
土
屋
観

山
、
臨
済
宗
建
仁
寺
の
瑞
岳
惟
陶
の
三
氏
當
選
し
、
尚
ほ
日
蓮
、
浄
土
、
曹

洞
三
宗
へ
の
交
渉
委
員
に
は
、
仏
光
寺
派
の
有
馬
憲
文
氏
を
挙
げ
、
今
十
八

日
第
三
回
委
員
会
を
開
く
よ
し
。
尚
ほ
暹
羅
に
渡
航
す
べ
き
仏
骨
歓
迎
総
代

に
は
、
大
谷
派
新
法
主
大
谷
光
演
師
を
推
選
す
る
筈
な
り
と
云
ふ
。

仏
骨
奉
迎
と
高
田
派
新
法
主
〔
明
治
33
年
４
月
20
日　

第
四
四
五
二
号
〕

仏
骨
歓
迎
の
各
宗
管
長
総
体
は
、
京
都
の
各
宗
委
員
会
に
於
て
、
真
宗
高
田

派
の
新
法
主
常
磐
井
尭
猷
師
を
推
す
事
に
決
し
た
り
。

流
れ
を
汲
ま
ば
其
源
を
知
れ
〔
明
治
33
年
４
月
20
日　

第
四
四
五
二
号
〕
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先
刻
よ
り
入
れ
代
り
お
歴
々
の
弁
士
が
出
席
あ
り
て
、
宗
教
の
世
に
必
要

な
る
こ
と
と
且
つ
仏
教
の
深
き
道
理
と
に
於
て
は
、
詳
細
に
御
演
説
に
な

り
、
ま
た
私
の
あ
と
に
も
二
名
の
大
家
が
出
席
し
て
懇
々
と
御
講
演
に
及
ぶ

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
不
弁
な
る
私
如
き
も
の
が
今
更
仏
法
の
効
徳
を
喋
々
と

演
べ
立
つ
る
の
必
要
が
な
ひ
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。
だ
が
私
は
ま
た
私
丈
の
一

種
特
別
な
る
考
を
御
話
し
申
す
積
り
で
あ
る
か
ら
、
暫
く
の
間
静
か
に
御
清

聴
あ
ら
む
こ
と
を
希
ひ
ま
す
。
先
達
博
文
館
の
記
者
数
名
が
、
雪
を
侵
し
て

玉
川
の
水
源
を
探
見
せ
ら
れ
た
と
云
ふ
こ
と
が
、
長
々
と
太
陽
雑
誌
に
も
記

載
さ
れ
て
あ
り
ま
し
た
が
、
之
は
何
の
為
で
あ
る
か
と
云
へ
ば
、
申
迄
も
な

く
流
れ
を
汲
ま
ば
そ
の
源
を
知
れ
と
云
ふ
こ
と
よ
り
起
た
こ
と
で
あ
ろ
ふ
と

思
は
れ
ま
す
。
東
京
市
内
に
何
十
万
と
限
り
な
き
多
く
の
人
が
生
活
し
て
居

る
、
其
人
々
の
生
活
上
に
は
何
が
一
番
必
要
な
品
で
あ
る
か
と
云
へ
ば
、
申

迄
も
な
く
水
と
云
ふ
も
の
で
あ
る
。
水
は
人
の
生
活
上
第
一
の
要
品
に
し

て
、
一
日
も
無
く
て
は
叶
は
ぬ
も
の
で
あ
る
。
此
物
が
鉄
鑵
に
依
て
地
の
底

を
通
て
流
れ
て
ゐ
る
。
東
京
人
士
の
多
く
は
此
鉄
鑵
の
水
を
使
用
し
て
、
先

づ
朝
起
き
て
顔
も
洗
へ
ば
着
物
の
洗
濯
も
致
し
、
風
呂
を
沸
か
し
て
体
の
垢

を
も
洗
ひ
落
し
、
命
の
つ
な
ぎ
な
る
大
事
な
お
飯
も
炊
く
と
云
ふ
訳
で
ご
ざ

り
ま
す
。
そ
の
鉄
鑵
の
水
は
何
処
よ
り
引
か
れ
て
あ
る
か
と
云
へ
ば
、
遥
か

な
る
甲
州
の
山
奥
の
渓
間
よ
り
、
チ
ビ
〳
〵
涌
ひ
て
出
て
流
れ
て
居
る
玉
川

の
水
で
あ
る
。
其
玉
川
の
水
が
次
第
〳
〵
に
流
れ
て
落
ち
て
、
終
に
は
鉄
鑵

に
引
か
れ
て
東
京
市
民
の
生
活
を
助
く
る
第
一
の
要
素
と
な
つ
て
居
る
。
ソ

コ
デ
此
水
の
流
れ
出
る
源
の
玉
川
の
又
源
が
あ
る
か
ら
、
は
る
〳
〵
遠
く
そ

の
水
源
を
探
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
至
極
肝
要
な
こ
と
で
あ
る
し
、
又
謂
ふ
べ

か
ら
ざ
る
面
白
味
も
お
の
づ
か
ら
其
中
に
あ
る
こ
と
で
ご
ざ
り
ま
す
。
然
る

に
毎
日
朝
に
晩
に
水
を
使
用
し
水
の
恩
沢
を
受
け
な
が
ら
、
そ
れ
が
東
の
方
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か
ら
流
れ
て
居
る
や
ら
西
の
方
か
ら
流
れ
て
居
る
や
ら
一
向
無
頓
着
で
、
毛

頭
気
の
付
か
ぬ
も
の
が
東
京
市
内
に
或
は
無
ひ
と
も
限
ら
れ
ま
せ
ぬ
。
さ
り

と
て
は
又
あ
ま
り
誉
め
た
こ
と
で
も
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
。
流
れ
を
汲
ま
ば
そ
の

源
を
知
れ
と
云
ふ
こ
と
は
、
古
き
言
葉
で
は
あ
れ
ど
も
、
実
に
千
古
の
格
言

で
あ
り
て
、
何
事
に
よ
ら
ず
其
源
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
と
思
は
れ
ま

す
。

わ
れ
〳
〵
日
本
人
民
が
、
其
祖
先
以
来
久
し
き
間
尊
信
し
来
り
た
る
此
仏
教

は
、
世
界
三
大
宗
教
の
随
一
で
は
あ
る
と
申
も
の
ゝ
、
彼
の
浅
薄
な
る
ふ
る

き
小
説
的
の
教
な
る
耶
蘇
や
マ
ホ
メ
ツ
ト
な
ど
ゝ
比
肩
す
べ
き
も
の
で
は
な

く
、
所
謂
古
今
唯
一
最
上
無
比
な
る
宗
教
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
多
数
な

る
比
較
宗
教
学
者
の
定
論
で
ご
ざ
り
ま
す
。
日
本
帝
国
に
此
教
が
渡
り
て
よ

り
既
に
一
千
有
余
年
と
云
ふ
久
し
き
年
月
を
経
過
し
、
上
は
歴
朝
の
至
尊
よ

り
下
は
辺
土
の
小
民
に
至
る
ま
で
、
此
教
に
よ
り
て
幾
多
の
恩
沢
利
益
を
受

け
つ
ゝ
あ
る
や
、
言
語
に
述
べ
尽
し
難
き
程
な
の
で
、
外
は
物
質
的
日
本
文

明
の
輔
翼
と
な
り
、
内
は
心
霊
の
陶
冶
即
ち
国
民
の
安
心
を
一
定
し
精
神
道

徳
の
木
鐸
と
な
り
、
全
国
民
悉
く
仏
陀
慈
悲
の
光
明
裡
に
薫
染
感
化
し
、
ひ

と
し
く
仏
教
の
下
に
支
配
せ
ら
れ
居
る
こ
と
で
ご
ざ
り
ま
す
。
こ
れ
が
但
に

現
世
の
利
益
の
み
に
あ
ら
ず
、
未
来
永
劫
に
至
る
ま
で
そ
の
慈
悲
を
押
し
及

ぼ
し
て
人
々
を
救
ひ
助
け
む
と
云
ふ
に
至
り
て
は
、
そ
の
利
益
の
宏
大
な

る
、
実
に
は
か
り
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
か
。
此
故
に
そ

の
教
理
や
儀
式
や
又
非
常
な
る
進
歩
を
致
し
た
る
こ
と
で
、
當
今
宗
を
別
つ

こ
と
十
三
宗
、
派
を
分
つ
こ
と
三
十
余
派
、
こ
れ
を
統
括
す
る
管
長
四
十
余

人
、
こ
れ
に
信
順
せ
る
信
徒
三
千
零
八
十
余
万
人
、
寺
院
殿
堂
の
如
き
は
至

る
処
に
充
満
す
。
内
よ
り
見
て
も
外
よ
り
観
て
も
無
論
世
界
唯
一
の
一
大
仏

教
国
た
る
に
相
違
は
無
き
こ
と
で
ご
ざ
り
ま
す
。
斯
る
大
宗
教
の
根
元
た
る

大
元
祖
は
誰
で
あ
る
か
と
尋
ぬ
る
に
申
迄
も
な
く
、
三
千
年
前
印
度
に
降
誕

し
給
へ
る
、
大
聖
釈
迦
牟
尼
如
来
で
あ
る
。
釈
迦
牟
尼
の
教
が
東
印
度
に
伝

は
り
、
夫
よ
り
漸
々
東
へ
〳
〵
と
蔓
延
し
て
、
暹
羅
、
緬
甸
、
安
南
、
中
央

支
那
、
蒙
古
、
三
韓
を
経
て
、
一
千
数
百
歳
の
昔
な
る
欽
明
帝
の
朝
に
始
め

て
我
日
本
に
渡
来
し
、
終
に
日
本
に
於
て
三
十
余
派
の
枝
葉
を
繁
茂
し
、
花

開
き
菓
実
を
結
ぶ
に
至
つ
た
訳
で
ご
ざ
り
ま
す
。
故
に
日
本
在
来
の
仏
教
が

最
も
善
良
な
る
宗
教
で
あ
る
。
各
自
の
宗
旨
が
至
極
大
切
で
あ
る
と
思
ふ
観

念
よ
り
、
更
に
一
転
し
て
其
本
源
に
溯
り
考
を
起
す
時
は
、
そ
が
大
元
祖
た

る
お
釈
迦
様
は
何
よ
り
も
一
番
大
切
で
あ
る
。
之
を
麁
末
に
し
て
は
相
済
ま

ぬ
。
そ
の
御
恩
は
タ
ト
ヒ
身
を
粉
に
砕
ひ
て
で
も
報
ぜ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

云
ふ
観
念
は
、
何
宗
の
人
に
も
か
な
ら
ず
浮
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
ご
ざ
り
ま

す
、
と
の
観
念
の
浮
ば
ぬ
人
は
未
だ
真
実
に
仏
教
の
感
化
を
領
け
て
居
ら
ぬ

人
と
見
へ
ま
す
。
若
し
真
実
に
仏
教
の
感
化
を
領
け
て
居
る
人
な
ら
ば
、
必

ず
以
上
の
観
念
が
浮
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
ご
ざ
り
ま
す
。
さ
れ
ば
わ
れ
〳
〵

仏
教
信
徒
は
如
何
に
し
て
仏
恩
を
報
じ
奉
れ
ば
善
き
や
と
云
ふ
に
、
実
際
お

釈
迦
様
の
御
恩
は
須
弥
よ
り
も
高
く
、
四
大
海
よ
り
も
深
く
、
高
大
無
辺
に

し
て
、
凡
夫
の
わ
れ
〳
〵
如
き
も
の
が
容
易
に
報
じ
奉
る
べ
き
こ
と
は
叶
は

ぬ
の
で
あ
る
が
、
然
る
に
此
度
恩
海
の
一
滴
を
報
じ
奉
る
べ
き
よ
き
機
会
を

得
る
に
至
つ
た
こ
と
で
、
そ
は
外
で
は
な
ひ
、
目
下
世
上
の
一
問
題
た
る
仏

骨
奉
迎
の
件
で
ご
ざ
り
ま
す
。

釈
尊
降
誕
の
聖
地
な
る
印
度
伽
毘
羅
衛
に
、
地
面
を
所
有
せ
る
地
主
英
人
ペ
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ツ
ペ
氏
な
る
も
の
、
数
年
前
自
己
の
地
面
内
に
一
個
の
古
墳
あ
る
こ
と
を
見

て
、
若
し
之
を
発
掘
せ
ば
何
等
か
仏
教
史
に
光
明
を
与
ふ
べ
き
発
見
あ
ら
む

と
想
ひ
、
其
後
工
夫
を
督
し
て
之
が
発
掘
に
従
事
せ
し
に
、
果
し
て
地
下
二

十
呎
に
し
て
仏
教
史
に
一
新
時
期
を
画
す
べ
き
一
大
発
見
を
為
す
に
至
り

ぬ
。
其
発
掘
せ
し
品
々
は
、（
一
）
石
櫃
一
個
、（
二
）
水
晶
及
蠟
石
二
個
中

一
個
記
銘
あ
り
、（
三
）
遺
骨
及
遺
灰
、（
四
）
塗
灰
及
木
皿
の
破
片
、（
五
）

宝
石
其
他
装
飾
品
の
多
量
等
に
し
て
、
ペ
ツ
ペ
氏
は
直
に
之
を
バ
ス
チ
の
収

税
官
サ
ン
カ
ー
氏
に
報
じ
、
且
つ
添
ふ
る
に
蠟
石
瓶
の
銘
文
を
以
て
せ
り
。

サ
ン
カ
ー
氏
の
紹
介
に
て
、
更
に
熱
心
な
る
仏
教
博
士
ホ
エ
イ
氏
に
致
し
其

研
究
を
依
頼
せ
し
に
、
博
士
研
究
の
結
果
、
遂
に
上
記
の
遺
物
は
、
釈
尊
火

葬
の
後
其
兄
弟
釈
迦
氏
の
保
存
し
た
る
も
の
な
る
こ
と
を
明
に
せ
り
と
。

 

（
つ
ゞ
く
）　

妙
心
寺
会
議
〔
明
治
33
年
４
月
22
日　

第
四
四
五
三
号
〕

去
る
十
九
日
京
都
発
の
報
決
議
に
い
ふ
、
妙
心
寺
会
議
は
本
日
午
前
十
時
卅

分
よ
り
開
会
し
、
仏
骨
に
関
す
る
案
は
、
出
席
者
廿
八
名
仏
骨
を
奉
迎
す
る

こ
と
を
満
場
一
致
を
以
て
可
決
せ
し
が
、
其
細
則
に
至
り
種
々
の
議
論
出

で
、
結
局
両
本
願
寺
合
同
し
、
曹
洞
宗
、
日
蓮
宗
其
他
七
宗
よ
り
各
一
名
の

奉
迎
使
を
出
す
こ
と
に
決
し
、
尚
ほ
明
日
は
午
前
九
後
よ
り
開
き
、
此
事
に

就
き
種
々
の
細
則
を
定
む
る
筈
な
り
。

流
れ
を
汲
ま
ば
其
源
を
知
れ
（
承
前
）〔
明
治
33
年
４
月
22
日　

第
四
四
五

三
号
〕
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演　

説

概
略
以
上
の
理
由
で
、
仏
骨
の
こ
と
も
ほ
ゞ
御
承
知
な
さ
れ
た
で
ご
ざ
り
ま

シ
ヨ
ー
。
ペ
ツ
ペ
氏
は
自
分
の
所
領
地
よ
り
発
掘
せ
し
も
の
な
れ
と
も
、
斯

る
古
代
の
霊
物
を
但
に
自
己
一
人
の
私
有
と
す
る
こ
と
を
惜
み
、
都
て
之
を

英
政
府
に
奉
納
し
、
且
つ
上
奏
し
て
曰
ふ
様
、
之
を
四
分
と
し
一
分
は
英
政

府
に
納
め
、
一
分
は
印
度
カ
ル
カ
ツ
タ
の
博
物
館
に
納
め
、
一
分
は
発
掘
者

自
身
に
分
与
し
、
其
他
の
一
分
な
る
即
ち
尤
も
大
切
な
る
仏
骨
は
、
之
を
仏

教
信
徒
に
送
り
て
、
叮
重
に
保
護
せ
し
む
る
こ
そ
至
當
な
ら
め
と
。
英
政
府

快
く
氏
の
希
望
を
容
れ
、
當
時
仏
教
国
と
し
て
有
名
な
る
、
暹
羅
王
国
へ
贈

呈
せ
ら
れ
ま
し
た
。
暹
羅
は
此
通
知
に
接
す
る
や
同
国
民
の
歓
喜
譬
ふ
る
に

物
な
く
、
軍
艦
を
派
遣
し
、
空
前
の
盛
式
を
以
て
之
を
本
国
に
歓
迎
し
、
次

で
緬
甸
、
錫
蘭
の
仏
教
国
に
も
分
与
許
可
と
な
り
、
緬
甸
の
如
き
は
道
俗
三

十
余
名
の
代
表
者
を
派
遣
し
て
、
仏
骨
を
奉
迎
し
、
之
を
納
む
る
に
二
十
万

円
の
巨
費
を
投
じ
て
、
七
宝
の
宮
殿
を
造
り
、
飾
る
に
金
剛
石
を
以
て
し
、

前
後
月
余
の
盛
ん
な
る
大
祭
典
を
挙
行
し
、
其
祭
典
費
と
し
て
別
に
二
十
万

円
の
貯
蓄
を
為
せ
り
と
云
ふ
。
何
と
盛
大
な
も
の
で
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
か
。

在
暹
羅
王
国
日
本
帝
国
公
使
館
稲
垣
満
次
郎
氏
、
非
常
な
る
斡
旋
に
て
、
世

界
無
比
の
霊
物
は
東
洋
唯
一
の
仏
教
国
た
る
我
日
本
へ
も
遥
か
に
分
与
せ
ら

る
ゝ
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
故
、
先
月
以
来
聖
物
発
見
の
理
由
書
と
、

稲
垣
公
使
の
飛
檄
と
は
、
続
々
我
国
各
宗
の
管
長
な
り
、
事
務
家
な
り
、
新

聞
記
者
な
り
、
其
他
の
諸
有
志
へ
一
般
に
配
布
に
な
り
た
次
第
で
ご
ざ
り
ま
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す
。
之
に
付
き
私
の
友
人
に
て
現
に
暹
羅
に
留
学
し
、
南
方
仏
典
を
研
究
の

傍
ら
、
外
国
大
学
の
雇
ひ
教
授
と
な
つ
て
居
る
概
旭
乗
と
申
す
も
の
よ
り
、

遥
か
に
書
面
を
よ
こ
し
て
、
此
際
一
大
論
文
を
草
し
て
最
も
壮
厳
偉
大
な
る

盛
式
を
以
て
仏
骨
を
奉
迎
し
、
仏
教
国
民
た
る
の
名
分
に
恥
ぢ
ざ
る
様
、
全

国
仏
教
徒
の
輿
論
を
喚
起
し
て
呉
れ
よ
と
申
し
て
参
り
、
又
稲
垣
公
使
よ
り

の
書
面
も
受
領
致
し
ま
し
た
。
此
事
は
取
り
敢
へ
ず
、
十
善
の
主
筆
に
も
言

て
遣
つ
た
か
ら
、
十
善
宝
窟
に
も
荒
増
戴
て
居
り
ま
す
。

前
に
申
す
が
如
く
、
流
れ
を
汲
ま
ば
そ
の
源
を
知
れ
で
、
仏
教
が
大
事
で
あ

る
、
各
自
の
御
宗
旨
が
大
切
で
あ
る
と
思
へ
ば
、
其
根
源
た
る
お
釈
迦
様
は

尚
一
層
大
切
で
あ
る
。
夢
に
た
も
そ
の
御
恩
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
其
極
々

大
切
な
る
お
釈
迦
様
が
一
代
説
法
な
さ
れ
て
多
く
の
衆
生
を
済
度
下
さ
れ
た

る
、
金
躯
の
御
か
た
み
を
此
土
に
永
く
留
め
て
、
滅
後
の
衆
生
を
利
益
な
し

給
ふ
の
が
、
即
ち
御
遺
骨
な
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。
御
遺
骨
と
は
申
す
も

の
ゝ
、
実
は
生
身
の
釈
迦
如
来
も
仝
様
で
あ
り
て
、
仏
教
信
者
の
為
に
は
二

と
無
ひ
霊
宝
で
ご
ざ
り
ま
す
。
斯
る
霊
宝
が
此
度
不
思
議
に
も
此
土
へ
伝
来

に
な
る
と
云
ふ
は
、
実
に

し
く
も
又
尊
き
次
第
で
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
か
。

宜
く
法
鼓
を
撃
て
仏
教
の
万
々
歳
を
謡
ふ
べ
き
で
あ
り
ま
す
。『
這
は
事
実

的
の
信
仰
問
題
に
し
て
、
謂
は
ゞ
今
般
の
信
仰
問
題
は
、
実
に
仏
教
の
生
命

に
も
於
け
る
一
大
興
奮
剤
な
り
。
そ
の
奉
迎
に
対
す
る
誠
情
の
冷
熱
は
、
実

に
仏
教
の
消
長
隆
夷
に
も
関
す
る
程
の
も
の
に
て
、
決
し
て
彼
の
俗
法
案
の

如
き
者
の
比
に
あ
ら
ず
』
と
或
る
仏
教
雑
誌
記
者
の
一
人
が
言
へ
り
し
は
、

寔
に
至
當
の
言
と
思
は
れ
ま
す
。
だ
か
ら
日
本
の
仏
徒
た
る
も
の
は
、
何
宗

何
派
を
論
ぜ
ず
、
各
自
満
腔
の
熱
誠
を
捧
げ
て
歓
迎
し
奉
ら
ね
ば
な
り
ま
せ

ぬ
。
暹
羅
緬
甸
等
の
仏
教
国
民
が
空
前
の
盛
式
を
以
て
之
を
奉
迎
し
、
巨
額

の
費
用
を
投
し
て
偉
大
な
る
祭
典
を
挙
行
せ
し
こ
と
、
熱
誠
な
る
宗
教
信
者

が
其
教
祖
に
対
す
る
の
至
誠
心
斯
く
な
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
思
は
れ
ま

す
。
日
本
の
仏
徒
も
彼
等
に
勝
る
と
も
劣
つ
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
。
万
が
一
に

も
日
本
に
て
之
を
冷
々
淡
々
に
附
し
去
る
と
云
ふ
様
な
こ
と
が
あ
つ
て
は
、

第
一
お
釈
迦
様
に
対
し
て
相
済
ま
ざ
る
の
み
か
、
他
の
仏
教
国
に
対
し
て
も

面
目
無
き
次
第
な
り
。
又
外
教
徒
に
対
し
て
は
、
日
本
仏
教
徒
の
信
仰
薄
弱

な
り
と
云
ふ
こ
と
を
表
白
す
る
も
の
に
て
、
実
に
は
づ
か
し
き
次
第
で
ご
ざ

り
ま
す
。
日
本
は
仏
教
国
と
は
申
す
も
の
ゝ
其
実
は
有
名
無
実
で
あ
る
。
報

本
反
始
の
儀
理
を
知
ら
ざ
る
無
宗
教
国
で
あ
る
な
ど
ゝ
、
世
界
の
人
の
物
嗤

に
な
ら
ぬ
様
、
何
で
も
這
度
は
盛
大
に
奉
迎
し
外
教
徒
を
驚
か
し
、
さ
す
が

は
仏
教
徒
で
あ
る
は
い
と
彼
等
を
し
て
感
心
せ
し
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
私

の
宗
旨
は
関
係
が
な
い
な
ど
ゝ
遁
辞
を
言
ふ
こ
と
は
出
来
ぬ
。
日
蓮
で
ア

ロ
ー
が
、
禅
で
ア
ロ
ー
が
、
天
台
で
ア
ロ
ー
が
、
浄
土
で
ア
ロ
ー
が
、
自
力

他
力
を
問
は
ず
、
何
宗
も
皆
同
盟
一
致
し
て
奉
迎
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
ご

ざ
り
ま
す
。 

《
ま
だ
つ
ゞ
く
》　

去
る
十
九
日
の
妙
心
寺
委
員
会
〔
明
治
33
年
４
月
24
日　

第
四
四
五
四
号
〕

各
宗
派
仏
骨
奉
迎
協
議
会
は
、
前
日
に
引
続
き
去
る
十
九
日
午
前
十
時
三
十

分
、
妙
心
寺
竜
泉
庵
に
開
議
し
た
る
が
、
出
席
者
は
左
の
如
し
。

　

華
厳
宗
平
岡
宥
海
、
真
言
律
宗
岩
城
元
随
、
興
正
派
橘
正
道
、
西
山
派
青

井
俊
法
、
融
通
念
仏
宗
久
保
良
祐
、
本
願
寺
派
星
野
貫
了
、
神
根
善
雄
、

名
和
渕
海
、
大
谷
派
土
屋
観
山
、
松
岡
秀
雄
、
石
川
馨
、
藤
林
広
顕
、
妙
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心
寺
派
稲
葉
元
厚
、
前
田
誠
節
、
真
言
宗
小
山
知
瑞
、
天
野
快
道
、
小
林

栄
輝
、
東
福
寺
派
平
住
幽
谷
、
建
仁
寺
派
瑞
岳
惟
陶
、
永
源
寺
派
伊
藤
宗

富
、
浄
土
宗
土
川
善
徹
、
西
山
派
群
諦
全
、
天
台
宗
薗
光
轍
、
木
辺
派

佐
々
木
竜
個
、
黄
檗
宗
松
廉
正
英
、
時
宗
霊
河
野
良
心
、
曹
洞
宗
弘
津
説

三
、
日
蓮
宗
田
村
豊
亮
、
仏
光
寺
派
有
馬
憲
文

以
上
廿
九
名
に
し
て
、
當
日
は
東
京
よ
り
曹
洞
、
浄
土
、
日
蓮
三
宗
よ
り
の

出
席
あ
り
。
前
日
よ
り
七
名
出
席
を
増
し
た
り
。
か
く
て
議
長
（
前
田
）
は

前
日
に
引
続
き
本
日
よ
り
本
議
に
移
る
べ
き
を
宣
言
し
、
先
づ
仏
骨
奉
迎
の

議
題
を
提
出
し
満
場
賛
同
を
表
し
奉
迎
を
可
決
し
た
る
が
、
真
言
宗
の
小
林

栄
運
氏
は
独
り
異
議
を
唱
へ
、
此
仏
骨
と
い
ふ
も
或
は
偽
物
に
て
牛
の
骨
か

馬
の
骨
な
る
や
も
計
ら
れ
ず
、
従
て
調
査
を
要
す
べ
し
と
考
ふ
る
に
つ
き
、

奉
迎
使
差
遣
に
先
ち
て
数
名
の
先
発
者
を
派
遣
し
、
調
査
を
為
さ
し
め
ん
と

す
る
の
緊
急
動
議
を
提
出
し
た
る
が
、
是
に
対
し
仏
光
寺
派
の
有
馬
憲
文
氏

は
、
本
件
は
苟
そ
め
に
も
我
邦
を
代
表
し
暹
羅
国
に
駐
剳
せ
る
全
権
公
使
に

於
て
充
分
の
調
査
あ
り
し
事
な
れ
ば
、
牛
骨
や
馬
骨
の
気
遣
は
な
く
調
査
の

必
要
な
し
と
駁
し
、
両
説
と
も
賛
成
者
あ
り
。
一
時
は
議
論
嗷
々
と
し
て
議

場
も
静
か
な
ら
ざ
り
し
が
、
時
當
に
正
午
に
て
議
長
は
休
憩
を
命
じ
た
る

が
、
其
の
間
に
仲
裁
す
る
者
あ
り
て
、
小
林
氏
は
調
査
説
を
撤
回
す
る
こ
と

と
な
り
、
午
後
一
時
開
会
せ
し
が
、
奉
迎
使
に
於
い
て
正
副
を
区
別
す
る
は

各
宗
派
の
感
情
を
害
す
べ
き
に
つ
き
、
原
案
に
あ
る
正
使
一
名
、
副
使
二
名

と
あ
る
を
止
め
て
、
委
員
と
し
各
宗
派
よ
り
五
名
を
出
だ
さ
ん
と
云
ひ
、
員

数
に
付
て
ま
た
〳
〵
種
々
の
議
論
出
で
ゝ
、
協
議
会
又
は
休
憩
等
再
度
あ

り
。
午
後
四
時
開
議
し
た
る
に
、
曹
洞
宗
弘
津
説
三
氏
の
説
と
し
て
真
言
、

浄
土
、
曹
洞
、
日
蓮
、
臨
済
、
本
願
寺
派
、
大
谷
派
の
七
宗
よ
り
各
一
名
の

奉
迎
委
員
を
撰
出
し
、
而
し
て
七
委
員
に
て
正
使
副
使
に
つ
い
て
の
協
議
を

托
す
る
こ
と
に
せ
ん
と
の
説
に
対
し
、
議
長
は
採
決
せ
し
に
多
数
に
て
之
に

可
決
し
、
今
廿
日
午
前
九
時
よ
り
引
続
き
開
議
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
散
会

せ
し
は
午
後
四
時
四
十
分
な
り
し
。

去
る
二
十
日
の
妙
心
寺
委
員
会
〔
明
治
33
年
４
月
24
日　

第
四
四
五
四
号
〕

前
日
に
引
つ
ゞ
き
午
後
一
時
三
十
分
よ
り
開
会
せ
り
。
出
席
者
二
十
一
名
。

仏
骨
奉
迎
協
議
案
を
逐
条
審
議
し
、
種
々
討
議
の
末
修
正
を
加
へ
、
一
次
会

よ
り
三
次
会
の
確
定
議
を
経
て
、
左
の
如
く
可
決
せ
り
。

　
　
　
　
　
　

釈
尊
御
遺
形
奉
迎
協
議
案

　

第
一
項　

各
宗
派
は
奉
迎
使
七
人
を
選
挙
し
社
務
局
へ
派
遣
せ
し
む
る

事
。

　
　
　

但
真
言
、
臨
済
、
本
願
寺
、
大
谷
の
七
宗
派
よ
り
各
一
人
を
選
出
し

出
発
日
時
は
奉
迎
使
協
議
の
上
之
を
定
む
。

　

第
二
項　

奉
迎
使
は
互
選
を
以
て
正
使
一
人
を
置
く
事
を
得
。

　

第
三
項　

各
宗
派
は
暹
羅
王
陛
下
同
国
外
務
大
臣
稲
垣
公
使
に
宛
て
管
長

連
署
の
書
面
を
起
草
し
、
か
ね
て
奉
迎
使
に
関
す
る
信
任
状
を
呈
す
べ

き
事
。

　

第
四
項　

各
宗
派
は
暹
羅
王
室
及
其
他
に
物
品
を
贈
呈
す
る
事
。

　
　
　

但
し
物
品
の
価
額
は
合
せ
て
一
千
円
を
程
度
と
し
、
物
品
の
選
定
は

奉
迎
使
の
協
定
に
一
任
す
べ
し
。

　

第
五
項　

各
宗
派
は
其
宗
派
委
員
に
奉
迎
員
一
人
を
選
定
し
、
奉
迎
に
関
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す
る
事
件
を
取
扱
は
し
む
べ
き
事
、
但
選
定
委
員
の
姓
名
住
所
は
、
本

日
よ
り
五
日
以
内
に
通
知
せ
ら
れ
た
し
。

　

第
六
項　

釈
尊
御
遺
形
仮
奉
安
所
及
奉
迎
事
務
所
を
設
置
す
る
事
、
但
京

都
市
下
京
区
妙
法
院
前
町
妙
法
院
と
す
。

　

第
七
項　

奉
迎
事
務
所
に
関
す
る
費
用
は
、
奉
迎
委
員
に
於
て
之
を
議
定

す
る
事
。

　
　

前
項
の
費
用
は
一
時
借
入
金
を
以
て
之
を
支
出
し
、
償
還
方
法
は
別
途

に
之
を
定
む
べ
し
。

　

第
八
項　

奉
迎
使
派
遣
の
費
用
予
算
を
定
む
る
事
左
の
如
し
。

　
　

一
金
一
万
円　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奉
迎
使
派
遣
費

　
　
　
　

内

　
　
　

金
一
千
円　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奉
呈
物
品
購
入
費

　
　
　

金
七
千
円　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奉
迎
使
往
復
費

　
　
　

金
二
千
円　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奉
迎
費
予
備
費

　
　

非
常
費
目
は
奉
迎
使
に
推
選
せ
ら
れ
た
る
宗
派
に
て
之
を
協
議
し
、
一

時
立
替
ふ
べ
し
。

　

第
九
項　

御
遺
形
仏
事
式
典
は
大
略
左
の
如
し
。
其
法
要
の
施
行
方
法
奉

迎
委
員
に
於
て
之
を
協
定
す
べ
き
事
。

　
　

一
上
陸
会　

長
崎
に
於
て
之
を
行
ふ
。

　
　

一
奉
迎
会　

京
都
に
於
て
之
を
行
ふ
。

　
　

一
仮
安
置
会　

同
上
。

　
　

一
拝
迎
会　

沿
道
各
所
に
於
て
之
を
行
ふ
。

　
　

一
拝
読
会　

仮
安
置
の
後
、
期
日
を
定
め
之
を
行
ふ
。

　

第
十
項　

奉
迎
委
員
は
御
遺
形
奉
安
に
付
前
各
項
の
事
業
計
画
を
な
し
、

宗
派
会
議
に
提
出
し
決
定
す
べ
き
事
。

　
　

一
高
廟
建
設
の
件

　
　

一
同
上
建
設
地
選
定
の
件

　
　

一
右
費
用
に
関
す
る
件

　

第
十
一
項　

奉
迎
使
に
推
選
し
た
る
各
宗
派
に
対
し
て
は
當
舎
よ
り
代
表

者
を
以
て
之
が
請
願
を
な
す
べ
き
事
。

次
に
又
特
別
協
議
案
な
る
帝
国
仏
教
会
設
立
の
件
に
付
、
種
々
議
論
の
末
左

の
如
く
可
決
せ
り
。

　

一　

釈
尊
御
遺
形
を
奉
迎
し
及
び
之
を
奉
安
し
、
日
本
仏
教
者
に
於
て
永

遠
護
持
し
奉
ら
ん
が
為
め
帝
国
仏
教
会
を
設
立
す
る
こ
と
を
希
望
し
、

其
組
織
方
法
等
は
之
を
各
宗
派
管
長
会
議
に
提
出
し
議
決
を
求
む
べ

し
。

次
に
特
別
協
議
案
た
る
東
宮
御
慶
事
奉
祝
献
納
品
の
件
は
、
満
場
一
致
を
以

て
左
の
如
く
可
決
せ
り
。

　

一　

皇
太
子
殿
下
御
慶
事
に
付
、
各
宗
派
は
奉
祝
献
品
を
な
し
、
管
長
総

代
を
以
て
祝
詞
を
呈
し
之
が
献
納
を
な
す
事
。

右
に
付
委
員
五
名
を
議
長
よ
り
指
名
せ
し
に
、
妙
心
寺
の
稲
葉
元
厚
、
大
谷

派
の
土
屋
観
山
、
真
言
宗
の
小
林
栄
運
、
本
派
の
名
和
渕
海
、
時
宗
の
川
野

良
心
の
五
氏
當
選
せ
り
。
尚
仏
骨
奉
迎
事
務
所
は
、
議
長
よ
り
直
に
妙
法
院

に
交
渉
し
、
同
二
十
一
日
よ
り
開
設
す
る
事
。
仏
骨
奉
迎
事
務
所
に
常
務
委

員
を
設
置
す
る
ま
で
の
間
、
前
記
東
宮
御
慶
事
献
納
品
委
員
五
名
に
業
務
担

任
を
嘱
托
し
た
り
。
か
く
て
今
回
の
委
員
会
は
、
悉
皆
議
案
を
議
了
し
た
る



─ 　  ─

「
明
教
新
誌
」・「
日
出
国
新
聞
」
に
お
け
る
仏
骨
奉
迎
の
記
事
に
つ
い
て
（
上
）

65

182

を
以
て
午
後
五
時
散
会
し
、
散
会
後
仏
骨
奉
迎
使
を
出
す
七
宗
派
の
委
員
は

居
残
り
て
協
議
の
上
、
大
谷
派
本
願
寺
新
法
主
大
谷
光
演
師
を
奉
迎
正
使
と

す
る
事
に
決
せ
し
由
な
り
。

流
れ
を
汲
ま
ば
其
源
を
知
れ
（
三
）〔
明
治
33
年
４
月
24
日　

第
四
四
五
四

号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

釈
諦
善
演
説

　

昔
し
一
人
の
武
士
が
戦
場
に
て
討
死
し
た
ら
、
其
愛
犬
は
己
が
主
の
首
を

敵
の
為
に
奪
ひ
去
ら
れ
ん
こ
と
を
憂
ひ
、
四
足
を
以
て
穴
を
穿
ち
、
死
骸
を

其
中
に
容
れ
て
上
よ
り
土
を
か
き
あ
つ
め
、
其
側
に
て
遂
に
啼
死
致
し
た
と

云
ふ
こ
と
が
国
史
の
中
に
出
て
居
る
。
畜
類
で
さ
へ
も
斯
の
如
く
忠
実
の
道

を
弁
て
恩
に
報
ゆ
べ
き
こ
と
を
心
得
て
居
る
。
ま
し
て
万
物
の
霊
長
と
も
申

す
程
の
人
が
、
其
祖
先
以
来
現
在
未
来
に
亘
り
て
限
り
も
な
き
高
大
の
恩
徳

を
受
け
な
が
ら
、
大
教
祖
の
鴻
恩
を
忘
却
し
、
仏
教
上
無
二
の
霊
宝
た
る
御

遺
骨
を
奉
迎
せ
ず
、
之
を
冷
々
淡
々
に
附
し
去
る
様
な
者
が
あ
ら
ば
、
そ
は

仏
教
信
者
と
は
云
は
れ
ぬ
。
人
間
と
も
云
は
れ
ぬ
、
犬
猫
よ
り
も
ま
だ
劣
た

る
下
等
の
動
物
で
ご
ざ
り
ま
す
。
そ
ん
な
動
物
は
我
日
本
仏
教
徒
の
中
に
は

一
人
も
無
き
筈
で
あ
れ
ど
も
、
万
が
一
に
も
不
心
得
の
者
が
あ
つ
て
は
日
本

の
大
は
じ
で
あ
る
か
ら
前
以
て
注
意
を
促
し
て
置
く
訳
で
ご
ざ
り
ま
す
。
這

般
の
仏
骨
奉
迎
の
件
に
就
ひ
て
は
、
少
く
も
吾
々
が
喜
ぶ
べ
き
左
の
二
大
条

件
を
具
へ
て
居
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
第
一
我
国
の
仏
教
各
宗
が
教
義
の

解
釈
上
又
は
宗
意
安
心
の
異
な
る
点
よ
り
、
互
に
敵
視
し
て
こ
な
し
合
ひ
、

そ
ち
は
喧
嘩
ば
か
り
や
ら
か
し
て
居
る
。
近
来
外
教
の
勢
力
は
日
に
月
に
増

大
に
し
て
、
愈
よ
仏
教
の
合
意
合
同
を
促
す
も
、
中
々
容
易
に
合
同
す
べ
き

勢
で
な
ひ
。
中
に
は
二
三
の
慷
慨
家
出
て
各
宗
の
間
に
奔
走
し
合
同
一
致
を

図
る
も
の
も
あ
れ
ど
も
、
到
底
見
込
が
無
ひ
か
ら
皆
ほ
と
〳
〵
持
て
余
し
て

遂
に
手
を
引
く
と
云
ふ
有
様
で
、
実
に
困
た
も
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。
各
宗
派

区
々
に
別
れ
た
り
と
雖
も
、
大
教
主
釈
迦
如
来
よ
り
見
る
時
は
、
何
れ
も
皆

血
を
分
け
た
る
兄
弟
に
相
違
は
無
ひ
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。
だ
か
ら
此
喧
嘩
と

て
も
他
人
の
喧
嘩
で
は
な
く
、
矢
張
り
兄
弟
喧
嘩
で
ご
ざ
り
ま
す
。
兄
弟
喧

嘩
も
時
に
取
つ
て
は
或
は
面
白
味
も
あ
る
か
は
知
ら
ね
ど
も
、
最
早
や
當
今

の
如
き
外
敵
侵
入
の
時
世
と
な
り
て
は
、
く
だ
ら
ぬ
兄
弟
喧
嘩
に
骨
を
折
て

居
る
べ
き
場
合
で
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
。
何
で
も
兄
弟
が
意
を
一
つ
に
し
て
外

教
に
當
る
べ
き
覚
悟
を
致
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
ご
ざ
り
ま
す
。
あ
ま

り
七
苦
度
く
兄
弟
喧
嘩
ば
か
り
や
つ
て
居
る
と
、
如
何
に
慈
悲
の
深
き
お
釈

迦
様
で
も
、
遂
に
は
愛
疎
を
つ
か
し
て
お
見
捨
な
さ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
。

若
し
お
釈
迦
様
か
ら
見
捨
ら
れ
た
ら
ば
、
其
の
先
は
ド
ー
ナ
ル
か
と
云
ふ
に

遂
に
は
気
が
狂
ふ
て
彼
の
マ
ホ
メ
ツ
ト
の
様
に
一
代
兇
器
を
携
へ
て
駆
け
廻

は
る
一
種
の
発
狂
者
に
な
る
か
、
左
も
な
く
は
耶
蘇
を
見
た
様
に
は
り
つ
け

に
か
ゝ
り
て
痛
ひ
目
に
逢
ひ
、
悲
し
き
最
後
を
と
げ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。

（
拍
手
頻
り
な
り
）
だ
か
ら
、
何
で
も
世
界
に
二
人
と
無
ひ
慈
悲
深
き
父
親

に
見
捨
ら
れ
ぬ
様
、
兄
弟
睦
じ
く
し
て
父
親
の
命
令
を
能
く
守
り
、
意
を
合

せ
て
孝
道
を
尽
し
、
其
恩
を
で
も
聊
で
も
報
ず
る
こ
と
に
注
意
せ
ん
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ぬ
。
ソ
ー
シ
テ
此
度
の
仏
骨
奉
迎
の
件
は
、
日
本
の
各
宗
が
是
迄

の
兄
弟
喧
嘩
を
サ
ツ
パ
リ
息
め
て
、
中
睦
じ
く
一
致
協
同
し
て
、
父
親
な
る

釈
迦
如
来
に
対
し
、
大
恩
の
万
分
が
一
を
も
報
じ
奉
る
こ
と
の
出
来
る
善
き
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機
会
を
得
た
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。

流
を
汲
ま
ば
其
源
を
知
れ
（
四
）〔
明
治
33
年
４
月
26
日　

第
四
四
五
五
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

釈　

諦　

善　

演　

説

第
二
に
は
、
南
北
仏
教
大
小
乗
の
大
喧
嘩
で
ご
ざ
り
ま
す
。
南
方
印
度
、
緬

甸
、
暹
羅
等
の
仏
教
が
曰
ふ
に
は
、
仏
教
は
、
真
の
仏
教
で
な
ひ
、
外
道
で

あ
る
、
邪
法
で
あ
る
、
婆
羅
教
の
混
合
物
で
あ
る
と
。
又
北
方
日
本
や
支
那

の
仏
教
が
口
を
開
け
ば
、
必
ず
南
方
仏
教
を
攻
撃
す
。
彼
は
小
乗
で
あ
る
、

未
だ
大
乗
妙
法
の
極
意
を
知
ら
ず
、
故
に
真
の
仏
教
で
な
ひ
、
な
ど
ゝ
言
つ

て
互
に
悪
口
の
言
ひ
合
い
で
、
大
喧
嘩
ば
か
り
や
つ
て
居
る
。
こ
れ
も
お
釈

迦
様
か
ら
見
れ
ば
、
何
れ
も
血
を
分
け
た
る
小
供
に
相
違
は
な
ひ
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
と
て
は
他
人
の
喧
嘩
で
は
な
ひ
、
矢
張
兄
弟
喧
嘩
で
あ
る
例
へ

ば
源
頼
朝
と
義
経
と
の
如
く
、
兄
弟
が
南
北
に
別
れ
て
互
の
事
情
が
分
ら
ぬ

か
ら
、
兄
は
弟
を
疑
ひ
、
弟
は
又
兄
を
怨
む
る
。
そ
の
間
に
梶
原
の
如
き
意

地
の
悪
き
者
が
あ
つ
て
、
兄
弟
の
間
に
水
を
流
し
て
、
種
々
に
讒
言
を
言
ふ

に
依
て
、
ま
す
〳
〵
兄
弟
の
中
か
悪
く
な
つ
て
、
遂
に
は
骨
肉
の
間
柄
に
て

戦
端
を
開
く
に
至
る
様
な
も
の
で
、
南
北
の
仏
教
が
遠
く
隔
り
て
互
の
事
情

が
通
ぜ
ず
、
そ
の
間
に
外
教
や
其
他
種
々
の
曲
学
連
が
、
大
乗
は
非
仏
説
だ

の
、
釈
迦
の
年
代
が
合
は
ぬ
だ
の
、
彼
の
経
文
は
全
く
偽
経
だ
の
、
此
経
文

は
実
は
誰
人
が
作
た
も
の
だ
な
ど
ゝ
、
ア
ラ
レ
モ
ナ
キ
悪
口
雑
言
を
云
ふ
ら

し
て
、
間
に
水
を
流
す
か
ら
、
弥
々
互
の
疑
惑
が
重
り
て
、
遂
に
は
大
喧
嘩

を
や
る
様
に
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。
併
し
當
今
の
如
く
一
般
に
世
の
中
が
開

け
、
両
方
よ
り
相
接
し
て
互
の
事
情
が
知
れ
る
様
に
成
て
来
れ
ば
、
此
の
兄

弟
喧
嘩
も
遠
か
ら
ず
治
ま
る
に
相
違
は
な
ひ
こ
と
と
思
は
れ
ま
す
。
南
北
の

仏
教
を
合
算
す
れ
ば
無
慮
幾
億
万
と
云
ふ
最
多
数
の
信
徒
を
有
し
て
居
る
こ

と
で
ご
ざ
る
が
、
斯
る
最
多
数
の
仏
教
徒
が
、
皆
一
致
融
合
し
て
一
団
と
な

る
に
至
ら
ば
、
其
勢
力
実
に
驚
く
べ
き
も
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。
然
る
に
仏
教

の
勢
力
は
実
際
上
声
程
も
無
き
も
の
は
、
全
く
上
述
の
如
く
、
兄
弟
が
別
れ

〳
〵
に
な
り
て
、
互
に
こ
な
し
合
ひ
、
う
ち
は
喧
嘩
ば
か
り
や
つ
て
居
る
か

ら
、
合
同
団
結
の
力
に
乏
し
く
、
宗
教
上
世
間
に
及
ぼ
す
目
さ
ま
し
き
活
事

業
と
云
ふ
も
の
は
、
一
つ
も
挙
ら
ず
、
甘
ひ
仕
事
は
皆
耶
蘇
教
な
ど
の
為
に

乗
り
取
ら
れ
て
居
る
こ
と
だ
が
、
思
へ
ば
思
ふ
程
な
さ
け
な
き
次
第
で
ご
ざ

り
ま
す
。
併
し
過
ぎ
去
た
こ
と
は
致
し
方
が
な
ひ
、
最
早
や
當
今
の
如
き
時

節
と
な
つ
て
は
、
決
し
て
う
ち
は
喧
嘩
な
ど
し
て
居
る
様
な
そ
ん
な
慮
見
の

せ
ま
き
こ
と
で
は
い
か
ぬ
か
ら
、
何
れ
も
意
を
寛
大
に
持
つ
て
、
少
し
位
意

見
の
合
は
ぬ
所
が
あ
つ
て
も
、
そ
れ
は
互
に
譲
り
合
ふ
て
、
何
で
も
是
か
ら

は
日
本
内
の
仏
徒
は
申
す
に
及
ば
ず
、
南
北
大
小
乗
の
兄
弟
が
、
親
睦
し
、

互
に
意
を
合
せ
、
世
界
幾
億
万
の
仏
教
徒
が
、
一
塊
石
の
如
く
に
一
致
団
結

し
て
、
全
世
界
に
大
飛
躍
を
試
み
、
二
十
世
紀
文
化
の
上
に
一
大
光
明
を
発

揮
せ
ん
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
こ
れ
が
仏
教
の
仏
教
た
る
所
以
で
あ
る
し
、

釈
尊
の
御
本
懐
に
も
叶
ひ
、
又
仏
教
目
下
の
大
急
務
で
ご
ざ
り
ま
す
。
南
北

仏
教
徒
大
同
盟
を
致
す
の
機
会
は
、
実
に
這
般
の
仏
骨
奉
迎
の
一
件
に
し

て
、
然
も
千
歳
一
遇
の
大
美
事
、
最
も
喜
ぶ
べ
き
、
尊
む
べ
き
次
第
で
ご
ざ

り
ま
す
。
俗
人
の
稲
垣
公
使
で
さ
へ
も
、
非
常
に
尽
力
さ
る
ゝ
こ
と
ヂ
ヤ
か

ら
、
ま
し
て
仏
教
の
専
門
家
た
る
各
宗
の
僧
侶
は
、
万
事
を
擱
て
之
に
尽
力

せ
ん
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
日
本
仏
教
徒
、
全
体
に
賜
ふ
と
云
ふ
趣
意
で
あ
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る
か
ら
、
但
に
一
宗
一
派
に
ば
か
り
任
せ
て
置
く
べ
き
こ
と
で
は
無
ひ
、
各

宗
皆
奮
つ
て
奉
迎
の
準
備
に
取
り
か
ゝ
ら
ん
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
僧
侶
ば

か
り
で
な
く
俗
人
も
、
男
子
ば
か
り
で
な
く
女
人
も
、
大
人
ば
か
り
で
な
く

小
供
も
、
ひ
と
し
く
奮
ひ
振
ふ
て
喜
び
歓
ん
で
、
イ
ト
モ
壮
厳
偉
大
な
る
盛

式
を
以
て
、
之
を
奉
迎
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
唯
だ
奉
迎
し
た
ば
か
り
で
は

勿
論
済
む
べ
き
こ
と
で
は
無
ひ
か
ら
、
必
ず
善
き
霊
地
を
択
ん
で
之
を
奉
安

し
、
永
く
我
国
に
御
祭
り
申
す
用
意
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
奉
安
の
場
所

に
就
て
京
都
が
善
か
ら
ん
、
或
は
東
京
が
善
か
ら
ん
と
種
々
人
々
の
考
も
あ

る
様
子
ヂ
ヤ
ガ
、
私
の
考
で
は
、
ド
ー
シ
テ
モ
東
京
で
無
く
て
は
な
ら
ぬ
と

思
ふ
。
東
京
は
天
皇
陛
下
の
御
座
在
す
所
謂
輦
轂
の
下
で
は
あ
る
し
、
第
一

の
都
会
で
は
あ
る
し
、
日
本
仏
教
の
中
心
点
は
、
東
京
を
措
て
他
に
は
無

し
、
特
に
東
京
は
、
世
界
万
国
の
人
が
多
く
集
合
す
る
場
所
で
あ
る
。
依
て

釈
尊
の
御
遺
骨
を
奉
安
し
て
、
永
く
聖
廟
の
地
を
定
む
る
は
、
東
京
に
限
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
中
心
点
と
し
て
、
各
宗
は
茲
に
互
に
同
盟
一
致
の
方

針
を
執
り
、
毎
歳
盛
大
な
る
釈
迦
教
主
の
報
恩
会
を
執
行
し
、
そ
の
宮
殿
建

築
の
費
用
、
な
ら
び
に
年
々
の
祭
典
費
の
如
き
は
、
仮
令
て
何
百
万
円
か
ゝ

ろ
ふ
と
も
構
ふ
こ
と
で
は
な
ひ
。
日
本
人
民
多
数
の
仏
教
徒
が
各
自
頭
割
に

負
担
す
べ
き
も
の
に
て
、
之
に
反
対
を
唱
ふ
る
も
の
は
、
恐
く
は
一
人
も
な

か
る
べ
し
と
思
は
れ
ま
す
。
こ
れ
よ
り
各
宗
が
合
同
一
致
し
て
、
一
体
の
如

く
に
な
り
、
世
の
慈
善
、
教
育
、
布
教
伝
道
等
、
此
機
を
利
用
し
、
仏
教
が

世
界
の
大
宗
教
と
し
て
、
文
明
社
会
に
一
大
飛
躍
を
試
む
べ
き
発
端
は
、
実

に
此
度
の
仏
骨
奉
迎
の
一
件
に
し
て
、
且
つ
又
わ
れ
〳
〵
仏
教
徒
が
、
教
主

世
尊
に
対
し
、
鴻
恩
の
万
分
一
を
報
す
へ
き
、
時
期
の
到
来
せ
る
も
の
と
謂

つ
べ
し
。
今
や
政
府
の
志
士
大
に
之
を
内
助
し
、
各
宗
も
又
近
々
の
内
、
委

員
を
該
地
へ
特
派
せ
ん
と
す
と
云
ふ
こ
と
を
聞
き
、
喜
の
あ
ま
り
、
聊
か
一

己
の
意
見
を
述
へ
た
る
次
第
で
ご
ざ
り
ま
す
。 

（
完
）

仏
骨
奉
迎
準
備
彙
報
〔
明
治
33
年
４
月
28
日　

第
四
四
五
六
号
〕

仏
骨
奉
迎
準
備
に
関
し
尚
ほ
聞
く
処
に
依
れ
ば
、
大
仏
妙
法
院
内
に
設
け
た

る
奉
迎
事
務
所
は
、
五
名
の
事
務
委
員
日
々
詰
切
る
の
必
要
な
け
れ
ば
、
當

分
一
名
づ
ゝ
午
前
中
に
出
頭
す
る
事
に
定
め
、
必
要
の
際
総
員
集
合
す
る
筈

な
り
と
。
▲
十
二
宗
、
三
十
六
派
に
於
て
宗
派
毎
に
奉
迎
委
員
一
名
を
置
く

筈
に
て
、
此
委
員
は
去
る
廿
一
日
よ
り
廿
五
日
ま
で
の
間
に
夫
々
其
管
長
に

於
て
選
定
し
、
奉
迎
事
務
所
へ
届
出
づ
る
こ
と
と
せ
し
が
、
去
る
廿
四
日
ま

で
に
届
出
し
は
五
名
の
み
な
り
し
由
。
▲
各
宗
派
よ
り
一
名
づ
ゝ
選
任
す
る

奉
迎
委
員
（
総
四
十
二
名
）
の
定
ま
る
を
待
ち
、
妙
法
院
に
委
員
会
を
開

き
、
奉
迎
に
関
す
る
諸
事
を
議
定
す
る
由
。
▲
奉
迎
使
選
定
は
七
宗
派
に
於

て
一
名
宛
選
定
す
る
筈
に
て
、
臨
済
各
派
の
如
き
は
建
仁
、
南
禅
、
天
竜
、

東
福
、
相
国
の
五
山
の
意
向
は
、
妙
心
寺
の
前
田
誠
節
師
を
推
さ
ん
と
し
、

大
徳
寺
は
妙
心
寺
に
撰
挙
を
一
任
し
た
る
よ
し
、
真
言
宗
は
久
し
く
印
度
に

あ
り
し
釈
光
然
師
を
推
す
べ
く
、
曹
洞
宗
は
弘
津
説
三
師
、
日
蓮
宗
は
田
村

豊
亮
師
な
る
べ
く
、
本
派
本
願
寺
は
弥
よ
藤
島
了
穏
師
に
決
し
た
る
由
。
▲

又
撰
定
に
困
難
な
る
は
浄
土
宗
な
る
べ
く
、
之
れ
は
総
本
山
（
智
恩
院
）
派

と
東
京
宗
務
局
派
と
あ
り
、
交
渉
随
分
六
ツ
か
し
か
る
べ
し
と
。
但
し
奉
迎

使
撰
定
の
期
日
は
別
に
定
め
あ
ら
ざ
る
由
。
▲
奉
迎
委
員
会
の
第
一
に
行
ふ

は
、
十
名
の
奉
迎
事
務
員
を
四
十
二
名
中
よ
り
互
撰
す
る
に
あ
り
。
此
の
事
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務
員
の
定
ま
れ
る
と
同
時
に
、
目
下
の
仮
事
務
員
五
名
の
交
代
す
る
筈
な
り

と
、
此
の
互
撰
は
遅
く
も
来
る
三
十
日
ま
で
に
行
は
る
べ
し
と
。

高
楠
博
士
の
仏
骨
談
〔
明
治
33
年
４
月
30
日　

第
四
四
五
七
号
〕

仏
骨
崇
拝
の
起
源　

仏
教
の
開
祖
た
る
釈
迦
牟
尼
の
入
滅
に
関
し
て
は
、
従

来
東
洋
の
仏
教
者
間
に
於
て
は
種
々
年
代
上
の
異
説
あ
れ
ど
も
、
輓
近
欧
米

に
於
け
る
言
語
学
者
及
比
較
宗
教
学
者
等
の
史
的
考
證
に
よ
れ
ば
、
耶
穌
紀

元
前
第
五
世
紀
を
以
て
、
最
も
其
正
確
な
る
年
代
を
認
定
せ
り
。
偖
て
釈
尊

が
印
度
倶
尸
那
伽
羅
な
る
沙
羅
双
樹
の
林
間
に
於
て
入
滅
す
る
や
、
當
時
の

仏
教
徒
は
孰
れ
も
教
祖
追
慕
の
哀
情
に
沈
み
し
中
に
も
、
摩
掲
陀
国
の
阿
闍

世
王
、
毘
沙
離
国
リ
ツ
チ
ビ
種
族
の
律
昌
王
、
迦
毘
羅
城
の
釈
迦
王
、
阿
羅

割
波
の
ブ
リ
ヤ
王
、
羅
摩
邑
の
拘
利
耶
王
、
吠
率
奴
邑
の
波
羅
門
、
波
々
邑

の
摩
羅
王
、
倶
尸
那
迦
羅
の
摩
羅
王
等
の
八
人
は
、
各
信
教
上
の
由
緒
を
具

し
て
釈
尊
遺
骨
の
分
配
を
請
求
に
及
び
し
が
、
其
分
配
の
方
法
に
付
き
議
論

定
ま
ら
ざ
り
し
か
ば
、
遂
に
婆
羅
門
の
徒
廬
那
な
る
も
の
に
命
じ
て
、
遺
骨

を
右
の
八
人
に
対
し
平
等
に
分
配
せ
し
め
た
り
。
而
し
て
彼
等
八
人
は
其
遺

骨
を
恭
し
く
受
取
り
て
各
其
地
方
に
持
ち
帰
り
、
壮
麗
な
る
塔
を
建
て
ゝ
之

を
納
め
、
月
を
定
め
て
盛
大
な
る
祝
礼
供
養
を
営
み
た
り
。
然
る
に
徒
廬
那

は
遺
骨
分
配
の
役
目
に
當
り
し
と
は
云
へ
、
遺
骨
は
既
に
彼
の
八
人
に
分
与

し
終
り
し
に
よ
り
、
止
む
を
得
ず
分
配
の
時
遺
骨
を
納
め
た
る
空
甕
を
乞
ひ

持
ち
帰
れ
り
。
其
時
畢
鉢
羅
邑
の
孔
雀
王
と
云
へ
る
人
遅
れ
て
会
せ
し
も
、

遺
骨
は
既
に
去
り
て
跡
な
か
り
し
か
ば
、
唯
火
葬
後
に
残
り
し
灰
と
炭
と
を

納
め
て
帰
り
、
同
く
塔
を
建
て
ゝ
厚
く
供
養
し
た
り
と
云
ふ
故
に
、
右
の
如

く
釈
尊
の
遺
骨
及
び
遺
物
は
十
箇
所
に
分
た
れ
り
。
以
上
の
史
的
事
実
は
巴

利
語
の
大
涅
槃
経
の
結
末
に
出
で
、
尚
ほ
漢
訳
の
経
典
に
て
は
、
仏
所
行
讃

経
、
有
部
雑
律
等
に
も
散
見
せ
り
。（
尚
ほ
詳
細
は
同
博
士
の
目
下
編
纂
中

な
る
巴
文
学
教
科
書
に
あ
る
由
）

仏
骨
塔
の
変
革　

其
後
二
百
余
年
を
経
て
、
彼
の
印
度
を
一
統
し
て
帝
国
政

治
を
施
し
、
大
に
博
愛
主
義
を
唱
道
し
て
仏
教
の
伝
播
に
尽
し
た
る
阿
育
王

の
時
代
に
當
り
、
同
王
は
右
十
箇
所
の
仏
骨
塔
を
発
掘
し
、
再
び
諸
州
に
新

塔
を
建
て
ゝ
之
を
祭
ら
し
め
た
り
。
是
れ
非
常
な
る
仏
骨
塔
の
変
革
な
り
し

が
、
其
中
一
、
二
の
塔
は
堅
牢
に
し
て
遂
に
発
掘
す
る
能
は
ざ
り
し
か
ば
、

當
時
の
伝
説
に
て
は
地
下
竜
王
の
守
護
な
り
と
て
、
一
層
尊
崇
す
る
に
至
り

し
と
云
ふ
。

當
時
の
問
題
た
る
仏
骨
の
由
来　

一
昨
年
中
印
度
ピ
ブ
ラ
ー
フ
バ
よ
り
一
箇

の
瓶
を
発
掘
せ
し
が
、
此
甕
に
伴
ひ
た
る
刻
文
は
僅
に
二
行
許
の
も
の
な
れ

ど
も
、
刻
文
の
意
味
は
此
甕
中
の
物
体
は
正
に
仏
の
遺
骨
に
相
違
な
し
と
あ

り
。（
此
碑
文
の
解
釈
に
就
て
は
、
同
博
士
近
日
の
言
語
学
雑
誌
に
其
解
釈

を
掲
ぐ
る
由
）
昨
年
に
至
り
、
右
甕
中
の
遺
骨
を
三
分
し
て
、
其
一
部
は
英

国
倫
敦
の
博
物
館
に
納
め
、
其
一
部
を
カ
ル
カ
ツ
タ
の
博
物
館
に
蔵
め
、
其

一
部
は
世
界
唯
一
の
仏
教
王
た
る
暹
羅
国
王
に
贈
与
し
た
り
。
此
暹
羅
国
王

の
受
領
せ
し
も
の
こ
そ
、
曩
に
稲
垣
公
使
の
斡
旋
に
よ
り
我
国
仏
教
徒
へ
分

与
す
る
の
運
び
と
な
り
、
現
今
仏
界
の
大
事
件
と
な
り
し
も
の
な
り
。

南
北
仏
教
協
同
研
究
の
好
機　

仏
骨
な
る
も
の
は
前
陳
の
史
的
事
実
に
依

り
、
既
に
二
千
四
百
余
年
の
歳
月
を
経
過
し
た
る
も
の
な
れ
ば
、
其
真
偽
を

云
々
す
る
は
寧
ろ
吾
人
の
領
分
外
な
り
と
思
ふ
。
我
国
仏
教
徒
の
仏
骨
奉
迎
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が
果
し
て
仏
教
上
に
利
益
を
与
る
や
否
や
は
別
問
題
な
れ
ど
も
、
従
来
仏
教

者
が
史
的
研
究
を
粗
略
に
す
る
余
り
、
斯
の
如
き
明
白
な
る
史
実
あ
る
に
も

係
ら
ず
、
世
上
の
非
難
に
対
し
て
一
言
も
論
明
す
る
能
は
ざ
る
は
、
仏
界
学

術
の
衰
頽
せ
る
を
證
す
る
も
の
に
し
て
、
歎
す
る
の
外
な
し
。
今
回
は
我
が

日
本
仏
教
の
代
表
者
と
し
て
、
真
宗
大
谷
派
新
法
主
及
び
南
条
博
士
が
仏
骨

奉
迎
使
と
し
て
暹
羅
に
向
ふ
由
な
れ
ば
、
之
に
よ
り
て
我
仏
教
徒
が
聊
な
り

と
も
暹
羅
、
日
本
間
の
交
通
を
親
密
に
し
、
進
み
て
東
洋
教
徒
の
聨
合
を
図

り
、
南
北
仏
教
協
同
研
究
の
好
機
を
迎
へ
、
新
に
世
界
宗
教
研
究
上
に
貢
献

す
る
所
あ
ら
ん
こ
と
切
に
希
望
に
堪
へ
ざ
る
な
り
と
云
々
。

仏
骨
奉
迎
委
員
〔
明
治
33
年
５
月
６
日　

第
四
四
六
〇
号
〕

仏
骨
奉
迎
使
と
し
て
暹
羅
へ
渡
航
す
べ
き
は
、
曹
洞
宗
の
日
置
黙
仙
、
日
蓮

宗
の
田
村
豊
亮
、
本
願
寺
派
藤
島
了
穏
、
大
谷
派
大
谷
光
演
、
妙
心
寺
派
前

田
誠
節
の
五
氏
（
真
言
、
浄
土
二
宗
は
未
定
）
と
略
ぼ
決
定
せ
し
が
、
渡
航

期
は
本
月
下
旬
頃
な
る
可
し
と
云
ふ
。

仏
骨
奉
迎
委
員
会
〔
明
治
33
年
５
月
６
日　

第
四
四
六
〇
号
〕

仏
骨
奉
迎
の
各
宗
委
員
会
は
、
明
七
日
午
前
九
時
よ
り
京
都
大
仏
妙
法
院
内

同
事
務
所
に
於
て
開
会
し
、
常
置
委
員
の
選
定
及
び
奉
迎
に
関
す
る
経
費
に

付
協
議
す
る
よ
し
。

南
条
博
士
、
随
行
員
を
辞
す
〔
明
治
33
年
５
月
６
日　

第
四
四
六
〇
号
〕

同
師
は
何
か
思
ふ
所
あ
り
て
か
、
将
た
家
事
上
の
都
合
あ
り
て
か
は
知
ら
ざ

れ
ど
も
、
突
然
と
し
て
新
法
主
の
暹
羅
正
使
随
行
員
た
る
こ
と
を
辞
退
せ
ら

れ
た
り
と
云
ふ
。
伝
ふ
る
も
の
あ
り
て
、
右
は
同
行
大
草
恵
実
師
と
の
間

に
、
一
種
面
白
か
ら
ざ
る
関
係
の
生
じ
来
り
た
る
に
因
る
も
の
な
り
と
云
へ

ど
も
、
真
偽
の
程
は
之
を
知
ら
ず
。
兎
に
角
、
一
行
中
師
の
如
き
博
学
高
徳

の
名
僧
を
逸
し
た
る
は
遺
憾
な
り
。

妙
法
院
会
議
〔
明
治
33
年
５
月
10
日　

第
四
四
六
二
号
〕

仏
骨
奉
迎
各
宗
派
委
員
会
は
、
去
る
六
日
午
前
九
時
大
仏
妙
法
院
内
に
開
き

た
り
。
来
会
委
員
廿
七
名
に
し
て
、
各
宗
派
よ
り
東
宮
御
慶
事
献
上
に
付
て

は
尚
、
林
栄
運
師
東
上
委
員
と
な
り
献
品
を
奉
じ
東
上
せ
し
が
、
曹
洞
宗
管

長
畔
上
楳
仙
師
、
過
日
参
内
し
献
上
を
了
り
し
旨
を
報
告
し
、
夫
よ
り
献
上

品
買
入
費
賦
課
の
協
議
を
為
し
た
る
に
、
宗
派
割
十
分
の
三
、
寺
数
割
十
分

の
四
、
実
力
割
十
分
の
三
に
決
し
、
夫
よ
り
常
任
委
員
十
名
の
撰
挙
を
行
ひ

し
に
、
當
日
日
蓮
宗
不
参
の
為
め
九
名
を
撰
挙
す
る
こ
と
と
な
り
、
左
の
如

く
當
撰
し
た
り
。

　

有
沢
香
庵
（
曹
洞
宗
）
薗
光
轍
（
天
台
宗
）
青
井
俊
法
（
浄
土
宗
西
山

派
）
三
原
俊
栄
（
興
正
派
）
小
林
栄
運
（
真
言
宗
）
土
屋
観
山
（
大
谷

派
）
名
和
渕
海
（
本
願
寺
派
）
後
藤
禅
提
（
臨
済
宗
）
河
野
良
心
（
時

宗
）

尚
ほ
仏
骨
奉
迎
に
関
す
る
経
費
は
當
分
借
入
金
一
万
円
と
し
、
予
入
金
は
十

万
円
を
限
度
と
す
る
こ
と
に
決
し
、
午
後
四
時
三
十
分
散
会
せ
り
。
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仏
骨
奉
迎
使
〔
明
治
33
年
５
月
10
日　

第
四
四
六
二
号
〕

各
宗
派
の
仏
骨
奉
迎
使
は
七
名
の
筈
な
り
し
が
、
浄
土
宗
に
て
は
右
奉
迎
に

対
し
、
各
宗
派
と
提
挈
を
断
ん
と
の
議
あ
る
由
に
て
、
目
下
委
員
中
に
て
交

渉
中
な
る
が
、
目
下
既
に
定
ま
り
居
る
は
大
谷
派
新
門
主
大
谷
光
演
師
を
始

め
、
臨
済
宗
前
田
誠
節
、
本
願
寺
派
藤
島
了
穏
、
曹
洞
宗
日
置
嘿
仙
の
諸
師

な
り
と
。
尚
ほ
真
言
宗
は
奉
迎
使
を
出
さ
る
ゝ
こ
と
に
決
し
た
る
由
。

仏
骨
奉
迎
と
妙
満
寺
一
派
〔
明
治
33
年
５
月
10
日　

第
四
四
六
二
号
〕

妙
満
寺
一
派
が
仏
骨
奉
迎
に
就
て
各
宗
派
と
協
同
一
致
の
方
針
を
採
ら
ざ
る

は
、
敢
て
四
箇
格
言
の
頑
夢
に
依
り
て
然
る
に
あ
ら
ず
。
一
派
の
云
ふ
と
こ

ろ
は
法
華
経
に
『
妙
法
蓮
華
経
一
部
を
安
置
し
て
、
乃
至
舎
利
を
安
ん
ず
る

こ
と
を
須
ゐ
ず
』
と
あ
る
に
由
り
て
、
各
宗
派
の
仏
骨
奉
迎
に
反
対
す
る
に

あ
り
と
。

南
条
博
士
、
再
び
随
行
員
を
受
く
〔
明
治
33
年
５
月
12
日　

第
四
四
六
三
号
〕

博
士
は
自
坊
副
住
職
病
気
の
故
を
以
て
、
一
旦
新
法
主
の
暹
羅
正
使
随
行
員

た
る
こ
と
を
辞
退
せ
ら
れ
し
が
、
更
に
本
山
よ
り
交
渉
の
結
果
、
再
び
其
命

を
受
け
て
随
行
せ
ら
る
ゝ
こ
と
に
相
成
り
た
る
趣
な
り
。

奉
迎
正
使
の
奉
送
〔
明
治
33
年
５
月
14
日　

第
四
四
六
四
号
〕

摂
河
泉
の
大
谷
派
門
末
は
、
近
日
仏
骨
奉
迎
の
為
め
渡
暹
せ
ら
る
ゝ
正
使
大

谷
光
演
師
出
帆
の
當
日
は
、
各
国
各
祖
の
代
表
者
を
し
て
奉
送
せ
し
む
る

由
。

仏
骨
奉
迎
に
対
す
る
卑
見
（
上
）〔
明
治
33
年
５
月
14
日　

第
四
四
六
四
号
〕
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昔
は
唐
の
憲
宗
、
仏
骨
供
養
の
豊
歳
安
民
に
利
益
あ
る
こ
と
を
信
じ
、
之
を

鳳
翔
法
門
寺
な
る
護
国
英
身
塔
に
迎
へ
て
、
禁
裡
に
奉
安
す
る
三
日
。
昌
黎

「
論
仏
骨
表
」
を
上
り
て
侃
愕
人
を
驚
か
し
、
回
て
禍
を
得
た
り
と
云
ふ
。

今
や
我
が
仏
教
界
は
、
暹
羅
国
王
の
寄
送
を
辱
う
し
て
、
将
に
仏
骨
を
迎
へ

奉
ら
ん
と
す
。
こ
れ
果
し
て
是
か
、
抑
も
亦
非
か
。
請
ふ
吾
人
を
し
て
韓
昌

黎
に
傾
聴
す
る
処
あ
ら
し
め
よ
。

憲
宗
の
仏
骨
を
京
師
に
迎
ふ
る
や
、
王
公
士
庶
競
ふ
て
之
を
尊
崇
し
、
布
施

供
養
、
渇
仰
随
喜
し
て
之
を
諸
寺
に
歴
送
せ
り
。
當
時
仏
教
が
如
何
に
支
那

の
社
会
に
盛
大
な
り
し
か
、
又
、
如
何
に
當
時
の
人
士
が
仏
教
に
関
す
る
信

仰
の
不
健
全
な
り
し
か
は
、
之
に
よ
り
て
略
ほ
見
つ
べ
き
な
り
。
我
国
仏
教

の
現
状
、
其
信
仰
の
不
健
全
な
る
点
に
お
い
て
は
慥
に
憲
宗
當
時
の
支
那
に

お
け
る
仏
教
を
凌
ぐ
に
足
り
、
其
外
観
（
僧
侶
の
頭
数
、
信
徒
の
員
数
、

等
）
の
盛
大
に
於
て
も
亦
、
彼
を
距
る
こ
と
太
だ
遠
か
ら
ざ
る
べ
し
。
仏
骨

奉
迎
の
挙
あ
る
我
仏
教
界
の
現
状
は
祝
す
べ
し
と
な
す
か
、
は
た
吊
す
べ
し

と
な
す
か
。

憲
宗
の
代
、
儒
者
韓
愈
あ
り
、
愕
々
侃
々
の
筆
を
以
て
、
敢
て
奉
迎
仏
骨
の

非
を
極
諫
せ
り
。
明
治
の
仏
教
界
が
、
将
に
仏
骨
を
暹
羅
に
迎
へ
奉
ら
む
と

す
る
に
際
し
、
堂
々
其
不
可
を
説
く
、
か
れ
韓
愈
が
如
き
も
の
な
き
に
あ
ら

ず
。
吾
人
は
、
偏
狭
な
る
韓
愈
が
仏
骨
論
を
以
て
、
必
ず
し
も
其
理
あ
り
と

な
す
も
の
に
あ
ら
ず
と
雖
も
、
其
勇
気
の
欽
す
べ
き
も
の
あ
る
に
服
す
る
が

如
く
、
今
日
に
於
て
仏
骨
奉
迎
の
非
を
説
く
も
の
ゝ
、
矯
激
極
端
な
る
言
論
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を
以
て
、
必
ず
し
も
採
る
べ
き
な
し
と
な
さ
ず
と
雖
も
、
そ
の
真
箇
教
界
を

想
ふ
の
赤
衷
に
至
て
は
、
甚
だ
掬
す
べ
き
も
の
あ
り
、
又
、
大
に
吾
人
の
意

を
得
た
る
も
の
あ
れ
ば
、
爰
に
其
要
旨
を
紹
介
し
て
、
こ
れ
に
余
の
卑
見
を

加
へ
、
以
て
大
に
世
の
注
意
を
請
は
ん
と
す
。

ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
主
義
の
機
関
た
る
『
六
合
雑
誌
』
の
記
者
は
、
其
社
論
に
お

い
て
、「
仏
教
家
は
真
に
仏
骨
を
迎
へ
ん
と
す
る
か
」
と
題
し
、
大
に
忠
言

す
る
所
あ
り
。
先
、
宗
教
家
の
通
常
陥
り
易
き
弊
を
叙
し
て
、

　

祖
師
を
追
慕
す
る
の
あ
ま
り
、
彼
が
生
前
使
用
せ
し
所
の
器
具
を
宝
物
視

し
、
或
は
彼
の
墳
墓
の
あ
る
所
を
聖
地
と
称
し
て
、
幾
多
の
人
々
が
年
々

歳
々
巡
礼
を
為
す
が
如
き
、
人
情
の
自
然
に
出
づ
る
も
の
と
は
言
ひ
な
が

ら
、
慥
に
其
中
に
は
人
生
の
弱
点
も
現
は
れ
居
る
な
り
。
英
雄
を
学
ぶ
所

の
青
年
が
容
易
に
英
雄
の
心
中
を
学
ぶ
能
は
ず
し
て
、
僅
に
肩
を
聳
か
し

腕
の
張
り
て
横
行
闊
歩
し
、
以
て
英
雄
を
気
取
る
が
如
く
、
宗
教
家
は

往
々
に
し
て
祖
師
の
訓
誡
を
厳
守
し
、
其
人
物
を
尊
崇
す
る
こ
と
を
勉
め

ず
、
彼
が
残
し
た
る
形
而
下
の
も
の
に
重
き
を
置
か
ん
と
す
。
是
れ
病
的

現
象
に
あ
ら
ず
し
て
何
ぞ
。

と
云
ひ
、
次
に
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
十
字
軍
を
起
し
て
パ
レ
ス
タ
イ
ン
の
聖

地
を
取
返
さ
ん
と
し
た
る
は
、
迷
信
的
宗
教
家
の
紀
念
と
し
て
遺
し
た
る
歴

史
上
の
事
実
な
り
と
し
、
明
治
の
今
日
に
至
り
て
仏
教
家
が
仏
骨
を
奉
迎
せ

ん
と
す
る
を
聞
き
、
転
た
今
昔
の
感
に
堪
へ
ざ
る
を
云
ひ
、

　

宗
教
が
最
も
精
神
的
に
流
動
を
な
し
つ
ゝ
あ
る
時
に
は
、
祖
師
の
白
骨
や

器
物
に
対
し
て
心
神
を
労
す
る
の
暇
あ
ら
ず
。
唯
斯
く
の
如
き
無
益
な
る

児
戯
を
為
す
は
、
宗
教
の
最
も
堕
落
せ
る
時
に
の
み
あ
り
得
べ
き
の
事
な

り
と
す
。
然
れ
ど
も
吾
人
は
未
だ
仏
教
が
個
程
ま
で
に
堕
落
せ
り
と
は
信

ず
る
能
は
ず
、
千
有
余
年
前
の
迷
信
的
キ
リ
ス
ト
教
が
為
せ
し
こ
と
を
、

明
治
の
今
日
に
於
て
仏
教
家
が
再
び
せ
ん
こ
と
は
、
吾
人
が
断
じ
て
信
ず

る
能
は
ざ
る
所
な
り
と
す
。

と
し
。
仏
骨
の
奉
迎
は
祖
師
を
尊
崇
す
る
の
意
を
表
す
る
に
相
違
な
き
も
、

一
方
に
は
愚
民
の
迷
信
を
増
長
せ
し
む
る
の
媒
介
物
た
る
も
の
な
り
と
て
、

「
本
願
寺
法
主
の
浴
し
た
る
汚
水
を
医
薬
の
如
く
に
飲
用
す
る
迷
信
家
は
、

仏
骨
に
対
し
て
果
し
て
如
何
な
る
尊
敬
の
念
を
表
す
べ
き
や
」
と
危
ぶ
み
、

仏
骨
は
愚
民
の
巾
着
を
搾
る
に
は
最
上
の
道
具
な
る
べ
け
れ
ど
も
、
之
に
よ

り
て
愚
民
の
迷
信
を
増
長
せ
し
む
る
は
、
果
し
て
祖
師
の
本
意
な
る
べ
き
か

を
詰
り
、
更
に
進
ん
で
、
英
雄
の
紀
念
は
之
を
一
塊
の
石
碑
に
托
せ
ざ
る

も
、
尚
ほ
国
民
の
活
け
る
歴
史
に
保
存
せ
ら
る
ゝ
を
以
て
、
彼
の
為
に
紀
念

を
建
つ
る
す
ら
太
だ
不
理
な
り
と
な
し
、
釈
尊
に
就
て
之
を
論
じ
て
曰
く
、

　

偉
人
中
の
偉
人
、
豪
傑
中
の
豪
傑
な
る
釈
尊
の
如
き
は
世
界
の
継
続
す
る

限
り
世
界
の
人
民
の
記
臆
に
紀
念
せ
ら
る
べ
き
の
人
な
り
。
巍
々
た
る
堂

宇
も
、
累
々
た
る
石
碑
も
敢
て
彼
の
紀
念
と
す
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
況

ん
や
彼
が
一
個
の
白
骨
を
や
。
釈
尊
の
偉
大
な
る
所
以
は
彼
の
心
的
活
動

に
あ
り
。
何
ぞ
白
骨
に
あ
ら
ん
や
。
彼
は
世
界
大
の
人
物
に
し
て
今
日
も

尚
ほ
生
き
て
幾
億
万
の
人
心
に
住
め
り
。
彼
は
殆
ん
ど
空
間
と
時
間
と
の

関
係
以
外
に
住
み
て
、
決
し
て
白
骨
の
空
間
と
時
間
に
制
限
せ
ら
る
ゝ
が

如
き
の
比
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
白
骨
を
迎
へ
て
之
を
尊
崇
す
る
が
如
き
は

決
し
て
釈
尊
を
偉
大
に
す
る
に
あ
ら
ず
し
て
却
て
之
を
縮
少
す
る
な
り
。

仏
教
家
た
る
も
の
、
何
の
顔
を
以
て
他
日
釈
尊
に
見
え
ん
と
す
る
か
。
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と
。
而
し
て
「
原
来
宗
教
家
は
預
言
者
と
し
て
将
来
を
洞
察
し
、
常
に
世
人

に
率
先
し
て
改
進
の
途
に
在
る
べ
き
筈
な
る
に
、
常
に
過
去
の
祖
師
を
追
想

す
る
が
故
に
、
彼
等
は
保
守
に
陥
ら
ざ
ら
ん
と
欲
す
る
も
能
は
さ
る
な
り
。

彼
等
は
何
故
に
祖
師
を
今
日
に
求
め
、
或
は
将
来
に
求
め
ざ
る
や
、
釈
尊
に

し
て
今
日
の
社
会
に
あ
ら
し
め
ば
如
何
。
唯
我
独
尊
て
ふ
抱
負
を
有
し
た
る

彼
は
、
果
し
て
古
人
の
白
骨
を
迎
ふ
る
の
愚
を
為
す
べ
き
や
。
吾
人
が
常
に

朋
友
と
し
て
同
志
者
と
し
て
見
る
所
の
仏
教
家
よ
、
…
…
何
ぞ
唯
我
独
尊
主

義
を
叫
破
し
た
る
釈
尊
を
現
在
に
喚
起
す
る
こ
と
を
努
め
ざ
る
。」
と
云
ふ

も
の
こ
れ
、
彼
が
吾
人
仏
教
家
に
向
て
提
げ
た
る
忠
言
に
し
て
、
一
篇
の
結

論
な
り
と
す
。

こ
の
門
外
者
の
言
に
対
し
、
吾
人
仏
教
家
は
果
し
て
之
を
首
肯
し
得
る
や
、

請
ふ
余
を
し
て
卑
見
の
一
部
を
漏
ら
さ
し
め
よ
。　
（
未
完
）

仏
骨
奉
迎
委
員
会
〔
明
治
33
年
５
月
16
日　

第
四
四
六
五
号
〕

各
宗
派
の
仏
骨
奉
迎
委
員
会
は
、
去
九
日
も
妙
法
院
の
事
務
所
に
於
て
開
会

し
、
妙
法
院
門
跡
村
田
寂
順
師
を
奉
迎
事
務
総
理
に
、
同
院
執
事
補
植
山
菊

次
郎
氏
を
書
記
長
に
選
定
し
、
次
に
暹
羅
国
皇
帝
陛
下
、
同
国
外
務
大
臣
并

に
稲
垣
公
使
へ
呈
す
べ
き
奉
迎
使
信
任
状
の
起
草
成
り
た
る
に
付
き
、
各
宗

管
長
の
調
印
を
求
む
る
為
め
、
土
屋
観
山
師
を
委
員
に
選
挙
し
た
る
由
。

仏
骨
奉
迎
使
愈
確
定
せ
り
〔
明
治
33
年
５
月
16
日　

第
四
四
六
五
号
〕

仏
骨
奉
迎
使
派
遣
の
宗
派
は
七
宗
派
と
定
ま
り
し
が
、
就
中
浄
土
宗
は
宗
派

の
都
合
あ
り
と
て
各
宗
派
の
提
携
を
絶
ち
、
仏
骨
奉
迎
に
は
更
に
関
係
せ
ざ

る
こ
と
に
決
し
、
真
言
、
日
蓮
の
両
宗
は
奉
迎
に
は
賛
成
す
る
も
、
奉
迎
使

派
遣
は
謝
絶
す
る
こ
と
ゝ
な
し
た
る
に
よ
り
、
愈
派
遣
す
る
こ
と
に
定
め
其

姓
名
ま
で
公
表
せ
し
も
の
は
、
曹
洞
宗
の
日
置
黙
仙
、
妙
心
寺
派
の
前
田
誠

節
、
大
谷
派
の
大
谷
光
演
、
本
願
寺
派
の
藤
島
了
穏
の
四
名
に
て
、
同
入
等

は
本
月
下
旬
出
発
す
る
こ
と
に
定
め
た
り
。
而
し
て
右
四
名
の
中
に
て
一
名

を
正
使
と
な
し
、
残
る
三
名
を
副
使
と
す
る
都
合
上
の
話
し
あ
れ
ど
も
、
正

副
両
使
の
権
限
に
於
て
高
下
の
あ
る
こ
と
な
れ
ば
、
断
然
正
使
を
置
ず
し
て

四
名
共
に
同
等
の
資
格
に
て
行
く
と
の
説
盛
な
り
。
若
し
愈
正
使
を
置
く
こ

と
に
な
れ
ば
、
四
名
の
中
に
て
互
選
す
る
筈
な
る
が
、
多
分
大
谷
派
の
光
演

氏
な
ら
ず
ば
前
田
誠
節
氏
か
藤
島
了
穏
氏
な
り
。
何
れ
に
し
て
も
権
能
と
資

格
に
於
て
は
敢
て
異
す
る
処
な
き
筈
な
る
に
、
連
り
に
之
が
争
ひ
を
な
す
も

の
あ
る
由
。

仏
骨
奉
迎
に
対
す
る
卑
見
（
下
）〔
明
治
33
年
５
月
16
日　

第
四
四
六
五
号
〕
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仏
陀
の
聖
教
を
信
奉
す
る
吾
人
仏
教
徒
が
、
大
聖
仏
陀
の
遺
骨
を
寄
す
る
も

の
あ
る
に
遇
ひ
、
恭
し
く
礼
を
具
し
て
之
を
奉
迎
し
、
供
養
恭
敬
し
、
尊
重

讃
嘆
せ
ん
と
す
る
は
、
こ
れ
人
情
の
當
に
然
る
べ
き
所
。
之
を
以
て
迷
信
と

な
し
、
病
的
現
象
と
断
ず
る
『
六
合
雑
誌
』
記
者
の
言
は
、
甚
だ
奇
矯
に
過

ぐ
る
が
如
き
観
な
き
に
あ
ら
ず
と
雖
も
、
翻
り
て
之
を
考
ふ
れ
ば
、
仏
陀
の

偉
大
な
る
所
以
、
欽
仰
尊
重
す
べ
き
所
以
の
も
の
は
、
仏
陀
の
開
闡
指
導
し

給
へ
る
真
理
に
あ
り
て
、
決
し
て
彼
の
肉
と
骨
と
に
存
す
る
に
あ
ら
ず
。
こ

の
故
に
、
仏
陀
の
慈
教
に
従
て
解
脱
を
得
、
涅
槃
を
證
し
、
以
て
衆
生
を
困
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迷
苦
悩
の
三
界
よ
り
救
済
す
る
こ
と
を
得
ば
、
仏
陀
の
光
明
は
其
処
に
赫
灼

た
る
べ
く
。
之
に
反
し
て
、
身
に
法
衣
を
纏
ひ
、
口
に
経
典
を
誦
し
、
数
珠

其
手
を
離
れ
ず
と
も
、
徒
に
名
利
の
街
に
彷
徨
し
、
進
ん
で
衆
生
を
救
済
す

る
こ
と
能
は
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
退
い
て
自
己
の
信
仰
を
だ
に
確
立
す
る
能

は
ざ
る
が
如
く
む
ば
、
如
何
に
壮
麗
な
る
堂
宇
を
興
し
、
如
何
に
厳
粛
な
る

儀
式
を
脩
し
て
、
仏
陀
の
形
而
下
的
遺
物
た
る
一
片
の
白
骨
を
奉
迎
す
と

も
、
如
来
を
距
る
こ
と
愈
々
遠
く
、
仏
陀
の
法
身
は
、
竟
に
這
般
の
俗
輩
の

瞻
仰
を
許
さ
ゞ
る
な
り
。
我
邦
仏
教
界
の
現
況
は
、
真
個
の
意
味
に
お
い
て

仏
陀
の
光
明
を
喚
発
し
つ
ゝ
あ
る
か
、
将
た
之
を
辱
か
し
め
つ
ゝ
あ
る
か
。

利
欲
に
眩
目
す
る
処
の
人
性
の
弱
点
に
乗
じ
て
、
福
利
を
妖
神
に
祈
祷
し
、

以
て
信
者
を
誤
る
の
法
師
は
な
き
か
。「
本
願
寺
法
主
の
浴
し
た
る
汚
水
を

医
薬
の
如
く
に
飲
用
す
る
」
信
徒
は
な
き
か
。
真
固
に
仏
陀
の
教
説
を
信
奉

し
て
、
可
憐
な
る
衆
生
を
救
護
す
る
の
大
菩
薩
あ
り
や
。
仏
教
の
真
髄
を
体

得
し
て
、
確
然
た
る
安
心
を
獲
得
し
人
と
世
と
を
益
し
つ
ゝ
あ
る
信
徒
あ
り

や
。
或
は
あ
る
べ
し
。
而
も
、
十
万
の
僧
侶
の
内
、
三
千
万
の
信
徒
の
内
、

果
し
て
幾
何
箇
を
か
数
へ
得
べ
し
と
な
す
か
。
吾
人
は
其
人
の
甚
だ
少
き
を

憾
み
と
な
す
、
否
、
殆
ん
ど
之
な
き
を
悲
し
む
。
見
る
べ
し
、
我
邦
現
下
の

仏
教
界
は
、
正
に
大
聖
仏
陀
を
辱
し
め
つ
ゝ
あ
る
も
の
な
る
こ
と
を
。
既
に

仏
陀
の
真
の
生
命
を
失
却
し
、
大
悲
仏
陀
の
慈
恩
に
辜
負
し
、
仏
陀
の
真
光

明
を
隠
蔽
し
、
仏
陀
の
真
精
神
を
昧
没
せ
る
吾
人
日
本
仏
教
徒
が
、
其
の
汚

れ
た
る
心
を
以
て
仏
陀
の
遺
骨
を
奉
迎
せ
ん
と
す
。
形
而
下
な
る
仏
陀
の
骨

は
則
ち
迎
へ
得
ん
。
然
れ
ど
も
真
個
の
仏
陀
は
益
々
我
等
が
心
を
距
り
給
は

む
な
り
。

蓋
惟
る
は
、
仏
陀
は
一
大
事
因
縁
の
為
の
故
に
世
に
出
現
し
給
へ
り
、
こ
の

故
に
、
一
大
事
因
縁
を
了
得
し
得
ず
し
て
、
徒
に
円
顱
方
服
す
る
も
の
十
万

人
を
得
む
よ
り
は
、
寧
ろ
、
見
得
自
性
の
一
白
衣
を
得
る
を
喜
び
給
ふ
べ

く
、
虚
礼
と
虚
儀
と
を
以
て
三
千
万
の
所
謂
仏
教
徒
に
其
遺
骨
を
迎
へ
ら
れ

ん
よ
り
は
、
寧
ろ
、
百
人
の
善
男
女
に
真
法
身
を
見
得
せ
ら
る
ゝ
を
喜
び
給

ふ
な
る
べ
し
。

彼
の
『
六
合
雑
誌
』
が
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
主
義
の
機
関
な
る
の
故
を
以
て
、
こ

れ
即
「
異
端
」
の
言
、
他
を
傷
ふ
の
言
、
決
し
て
取
る
に
足
ら
ず
と
な
す
こ

と
を
止
め
よ
。
余
が
こ
の
所
謂
「
異
端
」
の
言
に
傾
聴
す
る
の
故
を
以
て
、

仏
恩
を
顧
み
ざ
る
外
道
な
り
、
仏
敵
な
り
と
な
す
こ
と
を
休
め
よ
。
仏
恩
の

広
大
な
る
に
感
泣
す
る
の
点
に
お
い
て
、
余
は
決
し
て
人
後
に
堕
つ
る
も
の

に
あ
ら
ざ
る
を
信
ず
。
然
れ
ど
も
、
仏
陀
の
精
神
的
遺
物
を
放
棄
し
て
顧
み

ざ
る
児
孫
が
、
徒
ら
に
其
肉
体
的
遺
物
を
奉
迎
す
る
の
、
決
し
て
仏
恩
に
奉

謝
す
る
所
以
に
あ
ら
ざ
る
を
云
は
む
と
す
る
の
み
。
真
個
の
仏
陀
を
見
奉
ら

む
と
欲
せ
ば
、
須
ら
く
精
神
の
仏
陀
を
見
る
べ
く
し
て
、
必
ず
し
も
肉
体
の

仏
陀
を
見
る
を
要
せ
ざ
る
を
云
は
む
と
す
る
の
み
。
否
、
精
神
の
仏
陀
を
等

閑
に
附
せ
る
所
謂
仏
弟
子
は
、
決
し
て
肉
体
の
仏
陀
を
迎
ふ
る
の
資
格
な
き

も
の
な
る
こ
と
を
云
は
む
と
す
る
の
み
。
而
し
て
、
這
般
の
道
理
は
、
苟
く

も
頑
冥
固
陋
な
る
仏
教
徒
か
、
徒
に
区
々
た
る
情
に
の
み
測
々
た
る
輩
に
あ

ら
ざ
る
よ
り
は
、
等
し
く
皆
認
む
る
処
な
る
べ
き
を
信
ず
。

然
り
、『
仏
教
』
と
共
に
進
歩
的
仏
教
徒
の
思
想
を
代
表
す
る
『
中
央
公

論
』
は
、
其
社
説
に
於
て
「
仏
骨
の
奉
迎
」
を
論
じ
て
曰
く
、

　

吾
人
は
一
種
の
山
師
僧
侶
が
か
ゝ
る
美
名
に
托
し
て
自
ら
利
せ
ん
と
す
る
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を
憎
む
。
又
多
数
の
腐
敗
僧
侶
が
信
仰
も
な
く
徳
操
も
な
く
。
唯
是
の
如

き
出
来
事
に
乗
し
て
、
面
白
く
お
か
し
く
祭
礼
的
狂
奔
を
な
さ
ん
と
待
ち

搆
へ
居
る
を
悲
し
む
。
而
し
て
有
志
家
と
称
し
て
比
較
的
潔
白
に
し
て
、

気
魄
を
有
す
る
が
如
き
も
の
す
ら
、
尚
僅
か
に
三
千
年
前
の
枯
骨
を
掘
り

来
り
て
、
仏
教
今
日
の
衰
廃
を
廻
挽
せ
ん
と
す
る
の
愚
痴
を
憫
れ
む
。

　

釈
尊
は
骨
に
非
ず
、
肉
に
非
ず
。
仮
令
ヒ
ラ
マ
ヤ
大
の
仏
骨
を
移
搬
し
来

る
も
、
吾
国
今
日
の
仏
教
に
資
す
る
も
の
果
し
て
幾
干
ぞ
や
。
吾
国
の
仏

教
に
し
て
若
し
光
焔
あ
り
、
気
魄
あ
り
、
我
国
の
僧
侶
に
し
て
若
し
信
仰

あ
り
、
道
義
あ
り
、
釈
尊
の
聖
意
を
以
て
念
と
す
る
も
の
一
個
に
て
も
半

個
に
て
も
之
あ
る
を
得
べ
き
か
。
釈
尊
の
遺
骨
は
散
漫
し
て
仮
令

河
の

水
に
洗
は
れ
居
る
も
、
沙
漠
の
烈
熱
に
晒
さ
れ
居
る
も
、
釈
尊
の
威
霊
は

吾
人
と
共
に
在
り
。
吾
国
の
僧
侶
が
仏
陀
に
致
す
べ
き
も
の
に
於
て
悉
せ

り
足
れ
り
。
何
を
苦
ん
で
か
今
更
三
千
里
外
に
枯
骨
を
迎
へ
、
以
て
釈
尊

を
奉
迎
す
と
云
は
む
や
。
嗚
呼
今
日
の
事
釈
尊
に
し
て
若
し
知
る
あ
ら

ば
、
想
ふ
に
哭
し
て
慟
し
給
は
ん
也
。

吾
人
は
世
人
の
な
す
処
に
効
ふ
能
は
ず
。
敢
て
仏
骨
の
奉
迎
を
希
は
ず
、
希

は
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
実
に
今
日
の
社
会
、
今
日
の
仏
教
、
今
日
の
僧
侶
は
、

仏
骨
を
迎
へ
て
敬
意
を
捧
ぐ
る
に
足
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
寧
こ
れ
に
対
し

て
大
な
る
凌
辱
を
加
へ
ん
と
す
る
も
の
な
る
を
信
ず
れ
ば
な
り
。
一
片
の
微

旨
希
く
は
識
者
の
首
肯
を
得
ん
な
り
。

と
。
余
は
「
我
国
の
仏
教
に
資
す
る
所
」
な
き
が
故
に
仏
骨
を
奉
迎
せ
ざ
ら

ん
と
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
又
、「
釈
尊
の
遺
骨
が

河
の
水
に
洗
は
れ
、

沙
漠
の
烈
熱
に
晒
さ
れ
」
居
る
も
尚
拘
ら
ず
と
な
す
も
の
に
あ
ら
ず
と
雖

も
、
其
他
の
点
に
お
い
て
は
全
然
『
中
央
公
論
』
記
者
に
賛
同
す
る
も
の
な

り
。

之
を
要
す
る
に
、
仏
陀
世
尊
は
骨
に
あ
ら
ず
し
て
心
に
あ
る
も
の
な
る
が
故

に
、
之
が
児
孫
た
る
も
の
は
、
宜
し
く
當
に
仏
陀
の
心
を
体
し
、
仏
陀
の
真

骨
髄
を
得
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
仏
陀
の
真
精
神
を
得
ざ
る
も
の
に
し
て
其
遺
骨

を
奉
迎
せ
ん
と
す
る
は
、
こ
れ
実
に
仏
陀
の
恩
を
報
ず
る
所
以
に
あ
ら
ず
し

て
、
却
て
之
を
辱
か
し
む
る
も
の
な
り
と
云
ふ
に
あ
り
と
す
。

以
上
は
余
が
仏
骨
に
関
す
る
見
解
な
り
、
然
れ
ど
も
各
宗
の
當
路
者
は
既
に

業
に
事
を
決
し
、
将
に
日
な
ら
ず
し
て
使
を
暹
羅
に
派
せ
ん
と
す
、
今
に
及

で
之
が
非
を
説
く
も
こ
れ
只
六
日
の
菖
蒲
の
み
。
仏
教
家
に
し
て
若
し
真
に

仏
骨
を
奉
迎
せ
ん
を
希
は
ゞ
、
之
と
同
時
に
爾
が
心
田
を
開
拓
し
、
掃
除

し
、
錬
磨
し
て
、
仏
陀
の
聖
意
を
以
て
爾
が
心
と
な
し
、
精
神
的
に
仏
陀
を

奉
迎
し
て
、
以
て
骨
の
仏
陀
を
奉
護
す
る
に
堪
え
し
め
よ
。
か
く
し
て
仏
陀

は
枯
骨
に
あ
ら
ず
し
て
、
而
り
、
爾
が
眼
前
に
跳
出
せ
む
、
三
千
年
前
の
仏

陀
は
現
在
の
仏
陀
な
り
、
将
来
の
仏
陀
な
り
、
生
け
る
仏
陀
な
り
、
仏
陀
は

決
し
て
滅
度
し
給
は
ざ
る
な
り
。
若
し
徒
に
之
を
迎
へ
奉
ら
ん
か
、
愚
民
の

迷
信
を
増
長
し
、
奸
僧
の
金
儲
け
に
畢
り
、
猥
り
に
人
心
を
動
か
し
、
金
銭

を
浪
費
し
、
世
の
嗤
笑
を
買
ひ
、
竟
に
仏
陀
を
褻
涜
す
る
の
罪
は
決
し
て
恕

す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
ア
ヽ
吾
人
を
し
て
記
臆
せ
し
め
ま
、
仏
陀
は
吾
人
の

精
神
的
大
慈
父
な
り
、
此
故
に
仏
陀
の
精
神
を
体
せ
ざ
る
も
の
は
仏
弟
子
に

あ
ら
ざ
る
な
り
、
仏
陀
の
精
神
を
体
す
る
能
は
ず
し
て
而
も
そ
の
骨
を
迎
へ

ん
と
す
る
は
、
決
し
て
仏
恩
に
答
ふ
る
所
以
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
。（
完
）
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仏
骨
奉
迎
使
の
発
途
期
〔
明
治
33
年
５
月
18
日　

第
四
四
六
六
号
〕

釈
尊
遺
形
奉
迎
使
大
谷
光
演
師
を
始
め
前
田
誠
節
、
藤
島
了
穏
、
日
置
黙
仙

の
四
氏
は
、
十
五
名
の
随
行
員
と
共
に
愈
よ
来
る
二
十
二
日
午
後
一
時
二
十

四
分
、
七
条
発
汽
車
に
て
出
発
し
、
同
三
時
五
十
分
三
宮
に
着
諏
訪
山
常
盤

に
一
泊
し
、
翌
二
十
三
日
午
前
十
時
、
税
関
波
止
場
よ
り
小
蒸
汽
船
に
て
博

多
丸
に
乗
込
み
、
正
午
同
港
を
解
纜
す
る
こ
と
に
決
定
せ
り
。
右
に
付
き
各

宗
委
員
其
他
重
な
る
檀
信
徒
等
数
百
名
は
神
戸
ま
で
見
送
り
、
又
七
条
三
宮

両
駅
発
着
の
節
は
煙
火
を
打
揚
ぐ
る
由
。

一
筆
だ
よ
り
〔
明
治
33
年
５
月
18
日　

第
四
四
六
六
号
〕

◎
一
旦
家
事
上
の
都
合
に
依
り
て
、
仏
骨
奉
迎
正
使
の
随
行
を
辞
せ
ら
れ
た

る
南
条
博
士
は
、
頃
日
同
派
本
山
よ
り
再
度
の
交
渉
あ
り
し
結
果
、
愈
々
御

請
け
成
さ
れ
候
由
。
顧
ふ
に
奉
迎
使
の
一
行
も
、
氏
を
得
て
頗
る
其
意
を
強

ふ
す
る
こ
と
な
ら
む
と
思
考
仕
候
。

一
筆
だ
よ
り
〔
明
治
33
年
５
月
18
日　

第
四
四
六
六
号
〕

◎
仏
骨
奉
迎
す
る
の
利
害
は
、
近
日
言
論
界
の
一
題
目
と
相
成
、
基
教
的
新

聞
雑
誌
と
或
る
少
部
分
の
仏
教
僧
侶
は
之
を
非
認
し
、
仏
教
家
の
最
大
多
数

は
是
定
致
し
候
、
但
主
人
は
過
日
も
申
候
通
り
、
各
宗
派
の
僧
侶
が
奉
迎
の

み
に
安
ん
ぜ
ず
、
更
に
進
で
其
遺
骨
さ
へ
斯
く
迄
崇
め
ら
る
ゝ
、
釈
仏
の
最

貴
き
所
以
を
社
会
に
知
ら
し
め
む
こ
そ
肝
要
な
れ
と
存
じ
候
。

奉
迎
使
送
別
宴
〔
明
治
33
年
５
月
22
日　

第
四
四
六
八
号
〕

仏
骨
奉
迎
正
使
大
谷
派
本
願
寺
新
門
主
大
谷
光
演
師
は
、
昨
日
午
後
三
時
よ

り
奉
迎
事
務
総
理
村
田
寂
順
師
を
始
め
、
前
田
誠
節
、
藤
島
了
穏
、
日
置
黙

仙
、
二
副
使
及
び
奉
迎
事
務
委
員
諸
氏
を
枳
穀
邸
に
招
待
し
留
別
の
宴
を
開

き
、
席
上
村
田
寂
順
師
は
左
の
詩
三
首
を
贈
り
し
と

　
　
　
　

送
奉
迎
釈
尊
遺
形
各
宗
諸
師
渡
辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

南　

台　

寂　

順

　

奉
迎
万
里
渡
南
洋
。
霊
物
東
来
是
吉
祥
。
預
祝
諸
師
回
錫
処
。
扶
桑
仏
日

更
生
光
。

　

鉄
輪
截
海
乱
涛
開
。
万
里
処
迎
交
壮
哉
。
大
聖
似
追
東
漸
約
。
更
分
霊
骨

渡
洋
来
。

　

暹
王
頒
贈
仏
遺
形
。
欣
喜
奉
迎
双
樹
霊
。
大
白
牛
車
容
彼
土
。
報
恩
頒
布

一
乗
経
。

奉
迎
使
出
発
期
日
〔
明
治
33
年
５
月
22
日　

第
四
四
六
八
号
〕

仏
骨
奉
迎
使
は
、
弥
よ
大
谷
派
新
門
主
大
谷
光
演
師
を
正
使
と
し
、
本
派
本

願
寺
藤
島
了
穏
、
臨
済
宗
前
田
誠
節
、
曹
洞
宗
日
置
黙
仙
三
師
副
使
と
し

て
、
来
る
廿
二
日
午
後
一
時
廿
分
、
七
条
発
列
車
に
て
一
行
神
戸
に
到
り
、

常
盤
「
ホ
テ
ル
」
に
一
泊
。
廿
三
日
同
港
出
帆
の
博
多
丸
に
搭
じ
出
発
す
る

こ
と
と
な
り
た
り
。
右
に
つ
き
新
門
主
随
行
長
は
、
南
条
博
士
を
初
め
石
川

馨
（
台
湾
寺
務
所
長
）、
大
草
恵
実
（
録
事
）、
松
見
得
聞
（
学
師
）、
藤
岡

勝
二
（
文
学
士
）
髙
島
吉
三
郎
（
医
学
士
）
浅
井
恵
定
（
承
事
）
飼
田
辰
一

（
家
従
）、
尾
崎
英
吉
（
同
）、
下
間
頼
信
（
同
）
山
本
安
太
郎
（
通
訳
）
の
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十
一
名
な
る
由
。
右
に
付
き
、
去
る
十
八
日
午
前
十
時
よ
り
妙
法
院
事
務
所

に
於
て
右
の
一
行
の
為
め
に
送
別
の
宴
を
開
き
、
席
上
村
田
事
務
総
理
の
送

別
の
辞
、
前
田
副
使
の
答
辞
あ
り
て
、
午
後
一
時
散
会
せ
り
。
尚
ほ
出
発
當

日
は
、
京
都
各
本
山
よ
り
総
代
を
神
戸
ま
で
見
送
ら
し
む
る
こ
と
、
京
都
、

大
阪
、
神
戸
各
駅
附
近
の
各
宗
派
は
総
代
を
其
停
車
場
に
出
し
て
歓
迎
す
る

よ
し
。
又
大
谷
派
保
信
会
（
本
山
調
進
方
）
は
一
昨
夜
臨
時
協
議
会
を
開

き
、
當
日
七
条
停
車
場
前
に
大
な
る
国
旗
と
仏
旗
と
を
交
叉
す
る
こ
と
、
神

戸
ま
で
会
員
有
志
総
代
出
発
の
こ
と
、
烏
丸
通
七
条
以
南
停
車
場
ま
で
に
祝

灯
を
掲
ぐ
る
事
等
を
決
議
し
た
り
と
因
に
記
す
。
奉
迎
帰
朝
の
期
限
は
二
ケ

月
の
予
定
に
て
、
仏
骨
を
仮
安
置
す
る
場
所
妙
法
院
宸
殿
な
り
と
い
ふ
。

仏
骨
奉
迎
に
付
て
〔
明
治
33
年
５
月
22
日　

第
四
四
六
八
号
〕

我
顕
本
法
華
宗
が
、
此
の
千
古
未
曽
有
の
大
盛
事
に
対
し
、
奈
辺
よ
り
伝
播

し
来
り
し
風
説
な
る
や
知
る
に
因
む
じ
や
が
、
本
誌
一
度
其
の
説
を
伝
て
、

静
観
楼
と
や
申
人
迄
物
申
さ
る
ゝ
に
到
り
て
じ
や
、
何
等
の
変
異
と
申
べ
じ

や
ね
小
僧
は
、
此
の
如
き
怪
説
は
曽
ツ
て
聞
ぬ
じ
や
て
。
是
れ
或
は
格
言
問

題
か
ら
解
釈
さ
れ
た
謬
説
じ
や
な
い
か
ね
。
成
程
じ
や
、
其
の
當
時
一
方
の

旗
頭
と
世
間
に
云
は
れ
た
本
多
が
、
僥
倖
に
も
事
務
取
扱
と
云
ふ
大
看
板
を

掲
げ
て
じ
や
か
ら
、
感
情
上
各
宗
と
は
提
携
し
難
く
、
勢
ひ
指
を
噛
で
傍
観

し
居
る
じ
ろ
う
と
先
づ
是
等
が
風
説
の
骨
子
と
も
見
る
べ
し
じ
や
。
じ
や
が

是
れ
邪
推
の
甚
き
者
じ
や
て
、
格
言
問
題
は
問
題
じ
や
故
、
今
回
の
空
前
の

盛
事
と
共
に
し
て
は
な
ら
ぬ
じ
や
。
若
し
も
其
を
根
に
持
て
本
多
等
が
奉
迎

さ
せ
ぬ
ぢ
や
な
ぞ
云
は
ゞ
、
不
倶
戴
天
の
道
心
、
言
語
道
断
じ
や
。
見
ね
か

し
ぢ
や
法
華
経
の
中
に
は
、
舎
利
広
流
布
天
人
普
供
養
と
か
広
供
養
舎
利
と

か
等
と
説
き
給
て
居
じ
や
。
高
祖
は
ど
う
じ
や
、
人
も
知
ち
よ
る
報
恩
抄
を

ど
こ
で
読
せ
た
か
じ
や
。
以
何
に
顕
本
僧
は
頑
物
に
し
て
経
を
解
す
る
力
が

欠
乏
せ
り
じ
や
と
申
て
、
生
身
の
大
聖
世
尊
我
皇
土
に
現
照
来
臨
ま
し
ま
さ

ん
と
す
る
こ
と
じ
や
。
歓
喜
踊
躍
奉
迎
せ
ざ
る
者
あ
ん
じ
や
。
世
の
智
者
ら

し
き
愚
者
謬
説
に
或
て
は
な
ら
ぬ
じ
や
が
、
本
多
は
管
長
辞
職
後
の
取
扱
者

な
れ
ば
じ
や
、
宗
制
上
近
々
い
や
で
も
後
釜
た
る
本
尊
を
撰
挙
す
る
じ
や
ろ

う
。
此
の
管
長
の
行
動
を
見
て
何
な
り
と
申
べ
じ
や
。
其
れ
迄
は
口
あ
い
て

は
ら
わ
た
見
せ
る
と
云
ふ
歌
の
人
と
な
る
じ
や
て
慎
ん
で
も
ら
い
升
じ
や
。

（
顕
本
小
僧
）

仏
骨
奉
安
の
地
に
就
ひ
て
各
宗
僧
侶
諸
君
に
告
く
〔
明
治
33
年
５
月
22
日　

第
四
四
六
八
号
〕
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本
年
三
月
、
我
日
本
の
暹
羅
公
使
稲
垣
満
次
郎
氏
に
よ
り
て
、
暹
羅
国
王
よ

り
我
日
本
仏
教
徒
へ
仏
骨
分
与
の
通
牒
あ
り
し
よ
り
、
仏
骨
の
事
一
時
世
上

の
問
題
と
な
り
、
之
れ
に
対
す
る
評
論
区
々
な
り
し
が
、
遂
に
各
宗
協
同
の

議
決
は
之
れ
を
奉
迎
す
る
に
一
決
し
、
已
に
委
員
を
撰
定
し
、
東
本
願
寺
新

法
主
大
谷
光
演
師
を
始
め
、
南
条
文
雄
、
藤
島
了
穏
、
弘
津
説
三
等
教
界
知

名
の
諸
氏
は
之
れ
が
奉
迎
の
任
に
丁
り
、
已
に
出
発
せ
ん
と
す
る
の
運
に
至

り
し
は
、
教
界
近
来
の
一
大
美
挙
な
る
も
の
。
之
れ
を
彼
の
宗
教
法
案
に
対

せ
し
が
如
き
仏
家
の
挙
動
に
比
し
な
ば
、
其
の
勝
る
数
等
な
る
の
み
な
ら

ず
、
吾
人
の
所
見
を
以
て
す
れ
ば
、
或
は
今
回
の
奉
迎
を
首
尾
能
く
完
成
せ
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「
明
教
新
誌
」・「
日
出
国
新
聞
」
に
お
け
る
仏
骨
奉
迎
の
記
事
に
つ
い
て
（
上
）

77

170

る
上
は
、
将
来
の
仏
教
に
取
り
て
少
か
ら
ざ
る
光
明
を
与
ふ
る
や
も
計
り
か

た
き
も
の
あ
る
を
信
ず
る
な
り
。

或
る
一
部
の
仏
教
家
の
議
論
に
依
れ
ば
、
仏
骨
を
奉
迎
し
て
何
の
利
益
が
あ

る
、
何
の
名
誉
が
あ
る
、
仏
骨
は
死
せ
る
釈
尊
の
骨
な
る
の
み
、
石
な
る
の

み
。
生
け
る
釈
尊
の
教
法
遺
教
た
に
吾
人
が
敬
虔
以
て
之
を
奉
じ
、
之
れ
を

信
じ
、
以
て
仏
教
本
有
の
無
尽
灯
を
掲
げ
て
末
世
の
昏
暗
を
破
す
る
に
於
て

は
、
吾
人
仏
者
の
能
事
了
れ
る
の
み
、
仏
世
尊
に
対
す
る
報
恩
亦
何
者
か
之

れ
に
如
か
ん
。
然
る
を
徒
ら
に
何
の
骨
片
か
石
片
な
る
す
ら
分
ち
難
き
枯
骨

を
、
遠
く
三
千
里
外
に
人
を
派
し
て
之
れ
を
奉
迎
せ
ん
と
す
る
が
如
き
は
、

寧
ろ
狂
に
あ
ら
ず
ん
ば
愚
に
あ
ら
ん
と
云
ふ
が
如
し
。
実
に
論
者
の
云
ふ
が

如
く
血
な
き
骨
な
き
今
日
の
仏
教
徒
が
、
徒
ら
に
仏
骨
の
奉
迎
と
聞
ひ
て
狂

奔
熱
走
す
る
は
、
ヤ
ヽ
本
末
と
緩
急
を
誤
る
が
如
き
嫌
ひ
な
き
に
あ
ら
ざ
る

も
、
去
り
と
も
吾
人
が
思
ふ
処
を
以
て
す
れ
ば
、
今
日
の
仏
教
徒
た
る
も
の

尚
此
の
仏
骨
分
与
の
事
を
聞
ひ
て
之
れ
に
周
旋
奔
走
す
る
あ
る
は
、
尚
ほ
其

の
仏
に
対
す
る
観
念
の
亡
失
せ
ざ
る
所
に
し
て
、
其
の
よ
し
平
素
興
学
を
怠

り
布
教
を
忽
に
す
る
彼
等
仏
徒
の
行
為
は
罪
す
べ
き
あ
る
も
、
今
回
の
挙
の

如
き
を
聞
ひ
て
之
れ
を
等
閑
視
し
、
冷
然
看
過
す
る
が
如
き
、
真
に
枯
木
死

灰
的
の
仏
徒
と
化
し
去
ら
ざ
る
限
り
は
、
尚
ほ
是
れ
仏
徒
の
恃
む
べ
き
所
以

に
し
て
、
況
ん
や
之
れ
を
奉
迎
す
る
其
の
準
備
調
度
等
に
於
て
優
に
之
れ
を

弁
し
得
る
の
み
な
ら
ず
、
之
れ
が
任
に
當
る
べ
き
人
格
も
亦
世
間
に
恥
ぢ
ざ

る
も
の
存
じ
得
る
に
於
て
お
や
。
何
ぞ
暹
羅
国
王
の
厚
意
を
無
に
し
、
日
本

の
仏
徒
は
生
け
る
釈
尊
の
遺
弟
な
れ
ば
、
死
せ
る
仏
骨
は
之
れ
を
奉
迎
す
る

の
要
な
し
と
云
ふ
が
如
き
の
挙
動
に
出
づ
べ
き
や
。
吾
人
は
當
初
よ
り
暹
羅

国
王
の
厚
意
を
感
じ
、
稲
垣
公
使
の
注
意
多
き
を
謝
す
る
と
共
に
、
我
日
本

の
仏
教
徒
が
之
れ
が
奉
迎
の
一
日
も
早
く
其
の
緒
に
就
か
ん
と
す
る
を
念
じ

た
り
し
が
、
各
宗
の
協
会
亦
此
の
意
に
出
で
、
已
に
前
陳
の
如
く
其
の
奉
迎

を
実
行
す
る
を
見
る
は
、
吾
人
近
来
の
快
事
亦
此
の
外
に
在
る
を
知
ら
ざ
る

な
り
。

夫
れ
仏
骨
の
事
た
る
世
間
幾
多
の
論
難
あ
る
が
如
く
、「
ペ
ツ
ブ
、
ホ
ー

イ
」
の
二
氏
に
依
り
て
、
発
見
せ
ら
れ
た
り
と
て
、
其
の
果
た
し
て
真
の
仏

骨
な
り
し
や
否
や
、
よ
し
真
の
仏
骨
な
り
と
も
、
三
千
年
後
の
今
日
何
を
以

て
之
れ
を
実
證
す
る
を
得
ん
や
は
誰
人
も
首
肯
す
る
所
に
し
て
、
吾
人
も
亦

元
よ
り
其
の
真
偽
に
於
て
は
之
れ
を
反
證
す
る
の
力
な
き
は
万
々
承
知
す
る

所
な
り
。
然
り
と
雖
も
苟
も
事
国
王
の
厚
意
に
出
で
、
況
ん
や
其
の
仏
骨
の

出
所
已
に
古
来
仏
骨
所
在
の
方
位
と
し
て
認
め
ら
れ
た
る
地
位
よ
り
採
掘
せ

ら
れ
た
り
と
云
ふ
に
於
て
は
、
苟
も
報
本
反
始
の
志
あ
る
も
の
何
と
し
て
か

之
れ
を
粗
忽
に
付
す
る
を
得
ん
。
加
之
な
ら
ず
吾
人
の
思
ふ
所
を
以
て
す
れ

ば
、
今
日
仏
教
を
信
じ
其
の
利
益
を
仰
ぐ
も
の
に
於
て
は
仏
骨
は
云
か
も
更

ら
な
り
。
一
念
報
恩
の
情
切
な
る
に
於
て
は
、
彼
の
印
度
の
霊
鷲
山
と
云
ひ

其
の
ゲ
シ
シ
ス
河
水
と
云
ひ
、
皆
是
れ
往
昔
仏
世
尊
が
親
し
く
行
化
し
玉
ひ

し
所
な
る
を
知
れ
ば
、
終
生
一
次
は
必
ら
ず
其
の
地
に
到
り
、
其
の
旧
跡
を

訪
ひ
、
其
の
故
墟
を
吊
ら
ひ
、
欝
々
た
る
其
の
菩
提
樹
林
に
伏
し
て
も
、
往

昔
の
仏
円
満
の
尊
容
を
忍
び
、
混
々
た
る
沍
河
の
水
を
掬
し
て
も
、
三
千
年

前
頭
陀
の
行
化
を
想
ふ
の
情
あ
る
べ
き
は
元
よ
り
、
若
し
能
ふ
べ
く
ん
ば
印

度
半
島
は
即
ち
仏
出
生
の
霊
地
、
世
界
光
明
の
発
現
所
な
る
を
知
ら
ば
、
普

ね
く
各
仏
教
国
の
聨
合
を
以
て
之
れ
が
独
立
と
繁
栄
を
保
た
し
め
、
世
界
の
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仏
光
跡
を
没
せ
ざ
る
限
り
は
、
永
く
印
度
の
神
聖
を
汚
さ
し
む
る
な
か
ら
ん

こ
と
。
猶
ほ
挙
族
滅
せ
ず
ん
ば
、
其
の
祖
先
の
墳
域
の
草
莱
に
委
す
る
な
か

ら
ん
か
如
く
あ
ら
ん
を
欲
し
て
止
ま
ざ
る
な
り
。
嗚
呼
此
の
報
本
反
始
の
誠

実
あ
り
て
こ
そ
真
に
仏
徒
た
る
べ
く
、
此
の
志
想
あ
り
て
こ
そ
克
己
復
礼
の

実
あ
る
べ
く
、
即
ち
身
心
の
清
浄
、
道
儀
の
高
潔
、
慈
善
と
云
ひ
、
博
愛
と

云
ひ
、
済
世
と
云
ひ
、
救
民
と
云
ひ
、
忠
君
と
云
ひ
、
愛
国
と
云
ひ
、
之
れ

を
尽
し
て
全
き
所
以
の
も
の
は
、
即
ち
彼
の
一
念
仏
陀
無
限
広
大
の
恩
沢
に

報
ず
る
報
本
反
始
の
思
を
外
に
し
て
然
る
も
の
な
ら
ん
や
。 

（
未
完
）　

仏
骨
奉
迎
使
〔
明
治
33
年
５
月
24
日　

第
四
四
六
九
号
〕

一
昨
二
十
二
日
暹
羅
国
へ
向
け
京
都
を
出
発
せ
し
一
行
は
、
同
日
正
午
迄
で

に
京
都
停
車
場
楼
上
に
参
集
し
、
一
般
見
送
り
人
は
同
所
附
近
指
定
の
場
所

に
休
憩
し
、
神
戸
迄
見
送
る
人
々
は
乗
車
の
時
混
雑
を
避
け
ん
為
め
総
て
紫

色
の
桜
章
を
附
し
、
渡
航
者
及
び
各
宗
管
長
並
に
門
跡
方
事
務
員
等
は
白
色

の
桜
章
を
附
し
、
神
戸
着
の
上
旅
館
等
の
都
合
上
妙
心
寺
派
の
僧
侶
并
に
信

徒
は
白
色
の
菊
章
を
、
大
谷
派
は
大
の
字
の
章
標
を
各
自
の
襟
に
附
し
て
、

混
雑
を
防
ぎ
た
り
と
云
ふ
。
又
這
回
奉
迎
使
が
各
宗
三
十
三
派
の
管
長
を
代

表
し
、
暹
羅
国
王
并
に
国
務
大
臣
及
大
僧
正
等
へ
贈
呈
す
る
物
品
は
左
の
如

し
と
云
ふ
。

　

暹
羅
国
王
へ
献
上

　

金
地
芝
山
入
花
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱　
　
　
　

対

　
　

白
斜
子
袋
に
入
茶
色
紐
口
結
ひ
桐
筐
に
納
れ
之
を
復
柾
縦
の
函
に
入

る
。

　

平
国
蒔
絵
巻
煙
草
函　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱　
　
　
　

個

　
　

白
縮
緬
帛
紗
に
包
み
黒
柿
の
函
に
納
め
之
を
復
柾
縦
の
函
に
入
る
。

　

真
美
大
観　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
乙　

弐　
　
　
　

丹

　
　

紙
本
絹
表
紙
上
等
桐
文
庫
に
納
め
之
を
又
柾
縦
の
函
に
入
る
。

　

大
臣
僧
正
公
使
へ
贈
品

　

七
宝
藤
模
様
花
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱　
　
　
　

対

　

七
宝
古
代
模
様
花
立　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱　
　
　
　

対

　

古
銅
象
嵌
花
立　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱　
　
　
　

対

　

古
金
襴
廿　

条
袈
裟　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱　
　
　
　

局

　
　

右
袈
裟
包
縮
緬
紅
白
昼
夜
仕
立
函
島
桐
外
函
共

　

真
美
観
並
製　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
部　

甲
乙　
　

十
冊

　

物
品
献
上
台
雲
脚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四　
　
　
　

台

●
大
谷
光
瑩
師
の
送
行
の
詩　

大
谷
派
法
主
大
谷
光
瑩
師
は
、
仏
骨
奉
迎
正

使
新
法
主
光
演
師
に
左
の
一
詩
を
賦
し
て
贐
と
せ
り
。

　

西
邦
皇
帝
勅
宣
伝
。
使
事
任
難
爾
勉
旃
。
奇
瑞
時
生
皆
善
巧
。
霊
趾
今
現

亦
方
便
。
慈
恩
更
洽
暹
羅
国
。
光
益
重
加
日
域
天
。
休
道
海
洋
航
路
険
。

竜
神
恭
護
仏
陀
船
。

又
藤
島
、
前
田
、
日
置
三
副
使
へ
与
へ
し
詩
は
左
の
如
し
。

　

聖
代
自
呈
聖
代
祥
。
世
尊
遺
蹟
現
西
方
。
謝
君
万
亦
迎
霊
骨
。
更
見
日
東

輝
法
光
。
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仏
骨
奉
安
の
地
に
就
ひ
て
各
宗
僧
侶
諸
君
に
告
ぐ
（
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前
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明
治
33
年

５
月
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四
四
六
九
号
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卍　

字　

子　

千　

界

世
に
宗
教
殊
に
仏
教
を
誤
解
す
る
も
の
多
し
、
仏
教
家
其
れ
自
身
に
も
之
れ

を
誤
解
し
つ
ゝ
あ
る
も
の
ゝ
如
し
、
凡
そ
仏
教
は
一
言
に
之
れ
を
尽
す
と
き

は
則
ち
報
恩
の
二
字
あ
る
の
み
、
然
る
に
近
世
世
人
或
は
功
利
の
説
に
駆
ら

れ
、
或
は
自
利
の
説
に
追
は
れ
、
漸
く
報
恩
の
二
字
を
卑
む
と
共
に
仏
教
従

来
の
所
説
を
無
に
し
、
殊
に
仏
教
家
夫
れ
自
身
に
も
成
る
べ
く
其
の
理
論
の

一
方
を
以
て
仏
教
の
永
存
を
期
せ
ん
と
す
る
も
の
ゝ
如
し
。
誤
れ
る
も
亦
甚

し
ひ
か
な
。
蓋
し
報
恩
と
云
ひ
報
謝
と
云
へ
ば
、
如
何
に
も
自
を
以
て
他
に

屈
従
せ
し
む
る
が
如
き
感
念
を
生
ぜ
し
む
る
に
似
た
る
も
、
報
恩
の
真
意
は

決
し
て
か
ゝ
る
屈
従
の
意
義
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
已
に
御
に
報
ず
、
報
ず
べ

き
の
恩
受
け
て
自
己
に
あ
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。
今
吾
人
が
仏
世
尊
に

報
恩
せ
ん
と
す
る
、
吾
人
は
釈
尊
に
向
つ
て
大
に
感
荷
す
る
も
の
な
く
ん
ば

あ
ら
ざ
る
な
り
。
此
の
一
事
に
し
て
明
ら
か
な
ら
ば
、
報
恩
の
意
義
豈
に
卑

ふ
し
て
卑
し
き
も
の
な
ら
ん
や
。

夫
れ
転
迷
開
悟
と
云
へ
ば
言
頗
る
陳
套
に
て
聞
く
に
堪
へ
ざ
る
が
如
き
も
、

吾
人
は
そ
も
如
何
に
し
て
心
地
の
明
了
を
照
す
を
得
し
か
。
如
何
に
し
て
仁

慈
博
愛
の
高
潔
な
る
道
徳
な
る
を
知
り
し
か
。
況
ん
や
五
戒
と
云
ひ
、
十
善

と
云
ひ
止
悪
作
善
の
道
徳
行
儀
、
是
れ
豈
に
生
知
な
ら
ん
や
、
宿
知
な
ら
ん

や
。
吾
人
は
此
の
五
尺
の
長
肉
塊
之
れ
を
父
母
国
王
の
恩
育
よ
り
得
た
る
を

知
る
。
言
語
風
俗
世
態
人
情
之
れ
を
社
会
交
衆
の
知
識
よ
り
得
た
る
を
知

る
。
然
る
に
此
の
際
に
於
て
尤
も
優
れ
た
る
知
識
も
、
道
徳
の
光
明
を
以
て

吾
人
を
暗
夜
に
救
済
せ
し
も
の
は
、
否
其
の
標
準
の
尤
も
大
に
し
て
、
尤
も

高
き
も
の
は
吾
人
は
仏
陀
に
過
ぎ
た
る
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
吾
人
が
学
ぶ
所

の
尤
も
大
な
る
べ
き
も
の
は
、
此
の
外
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
き
な
り
。
然
れ
ば

吾
人
の
尤
も
大
に
し
て
尤
も
高
潔
な
る
を
欲
す
る
と
き
は
、
常
に
此
の
仏
陀

に
於
て
忘
る
べ
か
ら
ず
。
況
ん
や
転
迷
を
や
、
開
悟
を
や
、
夫
れ
然
り
、
報

恩
は
即
ち
之
れ
を
忘
れ
ざ
る
所
以
に
あ
ら
ず
や
。
之
れ
を
追
想
し
て
己
心
を

照
明
す
る
所
以
に
あ
ら
ず
や
。
其
の
生
け
る
釈
尊
を
想
ふ
も
の
は
死
せ
る
釈

尊
に
も
亦
忠
誠
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
否
生
け
る
釈
尊
を
奉
す
る
こ
と
は
往
々
に

し
て
死
せ
る
釈
尊
よ
り
導
か
る
ゝ
の
説
な
し
と
せ
ず
。
墳
墓
を
棄
て
ゝ
故
国

を
去
る
も
の
ゝ
多
く
、
其
の
身
を
誤
る
も
の
、
世
に
其
の
例
多
き
を
知
れ

ば
、
思
ひ
半
ば
に
過
ぎ
ん
の
み
。

仏
教
奉
迎
の
事
た
る
事
已
に
決
定
せ
る
今
日
に
於
て
、
何
ぞ
吾
人
の
喋
々
を

要
せ
ん
。
吾
人
は
今
其
の
奉
安
の
地
所
に
就
ひ
て
、
少
し
く
世
の
仏
教
徒
諸

君
に
図
る
あ
ら
ん
と
欲
し
て
、
此
に
其
の
奉
迎
の
得
失
を
因
論
せ
る
な
り
。

請
ふ
更
ら
に
其
の
奉
安
の
地
位
に
就
ひ
て
、
少
し
く
弁
す
る
所
あ
ら
し
め

よ
。

蓋
し
今
日
世
人
の
喧
伝
す
る
が
如
ん
ば
、
仏
骨
奉
安
の
地
所
は
京
都
を
以
て

恰
好
の
場
所
と
為
し
、
各
宗
の
協
議
亦
之
れ
を
是
認
し
た
る
も
の
ゝ
如
し
。

之
れ
吾
人
の
大
に
賛
同
を
欲
せ
ざ
る
所
な
り
。
抑
も
此
の
論
の
根
拠
た
る
京

都
は
日
本
仏
教
の
中
心
に
し
て
、
諸
宗
本
山
の
林
立
す
る
所
千
有
余
年
の
帝

都
た
り
し
も
の
。
地
古
く
境
霊
に
し
て
、
真
に
仏
骨
奉
安
の
場
所
な
り
と
、

衆
議
因
て
以
て
一
決
せ
る
も
の
な
ら
ん
。
嗚
呼
何
ぞ
事
理
を
察
せ
ざ
る
の
此

に
至
る
や
、
吾
人
は
此
の
議
に
反
し
て
、
仏
骨
は
之
れ
を
明
治
の
新
帝
都
た
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愛
知
学
院
大
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教
養
部
紀
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第
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巻
第
３
号
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る
我
東
京
に
於
て
恰
好
の
場
所
を
撰
定
し
之
れ
を
奉
安
し
、
以
て
大
々
的
標

墓
を
建
て
、
以
て
我
東
京
に
於
け
る
仏
教
徒
全
体
の
総
帰
依
処
た
ら
し
む
る

の
み
な
ら
ず
、
之
れ
を
以
て
東
京
全
土
の
或
る
一
種
の
大
地
鎮
た
ら
し
め
ん

こ
と
是
な
り
。
吾
人
の
之
れ
を
云
ふ
所
以
の
も
の
は
、
蓋
し
今
回
未
曽
有
の

仏
骨
奉
迎
を
期
と
し
て
、
明
治
の
新
気
運
に
於
け
る
仏
教
の
中
心
を
東
都
に

遷
ら
し
む
る
の
好
紀
念
な
り
。
且
又
仏
骨
其
の
物
が
総
鎮
守
た
る
に
於
て
、

大
に
其
の
當
を
得
た
る
も
の
な
る
を
想
へ
ば
な
り
。

夫
れ
今
日
の
東
京
は
、
奠
都
以
来
僅
か
に
三
十
余
年
、
徳
川
三
百
年
の
覇
府

を
以
て
直
ち
に
帝
都
に
応
用
せ
し
を
思
へ
ば
、
万
事
整
正
の
感
あ
る
に
似
た

れ
ど
も
、
事
実
は
決
し
て
然
ら
ず
。
今
日
の
東
京
首
府
は
、
其
の
完
成
を
俟

つ
べ
き
も
の
一
に
し
て
足
ら
ず
。
誠
に
首
府
と
し
て
尚
ほ
草
昧
に
属
す
る
も

の
は
、
単
に
市
区
の
改
正
官
衛
の
新
築
の
み
に
あ
ら
ず
。
殊
に
仏
教
即
ち
宗

教
方
面
の
事
業
に
於
て
然
り
と
な
す
。
夫
れ
帝
都
の
変
遷
は
即
ち
日
本
の
中

心
の
移
動
な
れ
ば
、
仏
教
も
亦
其
の
中
心
を
転
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
然
る
に

吾
仏
教
は
依
然
と
し
て
旧
時
の
容
を
改
め
ず
、
諸
宗
の
本
山
多
く
旧
都
に
存

ず
る
か
。
然
ら
ざ
れ
ば
地
方
に
散
在
し
て
未
だ
此
の
東
京
の
新
気
運
に
応
じ

て
其
の
歩
武
を
新
に
し
、
以
て
国
運
と
併
行
せ
ん
を
期
す
る
こ
と
、
猶
ほ
仏

教
弘
法
の
平
安
城
に
対
す
る
が
如
き
も
の
あ
る
を
見
ず
。
誠
に
漫
々
振
は
ざ

る
も
の
と
云
ふ
べ
し
。
東
京
の
仏
教
已
に
此
の
如
し
。
而
し
て
今
亦
仏
骨
を

以
て
京
都
に
奉
安
せ
ん
と
す
る
、
由
来
仏
教
徒
の
京
都
あ
る
を
知
り
て
東
京

あ
る
を
知
ら
ざ
る
一
に
何
ぞ
此
に
至
る
や
。

且
夫
れ
京
都
は
仏
骨
を
奉
安
せ
ざ
る
も
、
神
聖
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
霊
跡
霊
墳

は
寸
土
尺
地
を
剰
さ
ゞ
る
ま
で
に
充
満
せ
り
。
歴
代
天
皇
の
御
陵
墓
は
云
ふ

に
及
ば
ず
、
比
叡
山
は
長
へ
に
伝
教
大
師
已
下
の
諸
大
高
僧
の
遺
骨
を
収
め

て
高
く
城
の
東
北
に
聳
へ
、
加
之
の
み
な
ら
ず
洛
中
洛
外
殿
堂
を
以
て
充
さ

れ
寺
院
を
以
て
塞
か
れ
、
本
寺
本
山
永
く
世
人
の
信
仰
を
維
ひ
て
絶
へ
ざ
る

あ
り
。
然
る
に
之
れ
に
反
し
て
東
京
を
見
よ
。
歴
代
皇
帝
の
御
陵
墓
と
し
て

何
の
存
ず
る
所
か
あ
る
。
本
寺
本
山
の
光
景
を
有
す
る
寺
院
殿
堂
に
し
て
果

た
し
て
何
の
見
る
べ
き
か
あ
る
。
少
か
に
浅
草
の
観
音
、
東
台
の
寛
永
、
芝

の
増
上
寺
、
礫
川
の
護
国
寺
等
三
、
四
の
ヤ
ヽ
見
る
べ
き
あ
り
と
雖
も
、
如

何
に
せ
ん
徳
川
幕
府
の
遺
物
と
し
て
、
其
の
旧
時
を
忍
ば
し
む
る
も
、
其
の

能
く
明
治
の
仏
教
を
代
表
し
得
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
先
づ
以
て
東
京
に
於

け
る
仏
教
は
ゼ
ロ
を
以
て
之
れ
を
称
す
る
も
不
可
な
か
る
べ
し
。
然
る
に
若

し
夫
れ
、
今
回
の
仏
骨
奉
迎
を
期
と
し
て
新
た
に
地
を
東
京
に
卜
し
、
各
宗

協
同
し
て
偉
大
な
る
釈
尊
の
新
墳
墓
を
我
帝
都
に
屹
立
せ
し
め
、
敢
へ
て
何

宗
の
表
目
を
付
せ
ず
、
普
ね
く
諸
人
を
し
て
釈
尊
昔
時
の
壮
大
を
追
慕
愛
念

せ
し
む
る
の
思
を
生
ぜ
し
め
ん
事
、
猶
ほ
大
仏
の
奈
良
に
於
け
る
が
如
く
な

ら
ん
か
。
是
れ
ぞ
即
ち
伝
教
大
師
叡
山
を
開
ひ
て
一
刀
三
礼
の
薬
師
如
来
を

根
本
中
堂
に
奉
安
し
、
日
本
第
二
の
仏
教
の
一
新
紀
元
を
開
き
玉
ひ
し
大
々

的
供
模
も
比
儔
す
る
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
空
海
大
師
野
山
を
開
拓
し
て
密
蔵
を

奉
安
し
、
上
は
皇
室
の
尊
信
を
来
た
し
、
下
は
各
国
諸
侯
の
菩
提
帰
依
の
霊

場
と
な
り
、
今
日
猶
ほ
日
本
の
地
鎮
た
る
も
の
あ
る
に
彷
彿
す
る
を
得
ざ
ら

ん
や
。
誠
に
仏
骨
の
奉
安
豈
に
容
易
に
決
定
す
べ
き
も
の
な
ら
ん
や
。

想
ふ
に
夫
れ
仏
骨
と
称
す
、
即
ち
是
れ
仏
の
真
体
の
分
骨
な
り
。
仏
教
夫
れ

神
聖
な
ら
ば
、
此
の
神
聖
仏
教
を
演
説
露
出
し
玉
ひ
し
仏
世
尊
の
真
骨
、
豈

に
尊
か
ら
ず
と
せ
ん
や
。
日
本
従
来
の
仏
教
霊
地
と
称
す
る
も
の
其
の
内
容
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を
察
す
れ
ば
、
則
ち
諸
宗
諸
祖
の
霊
廟
の
存
ず
る
地
か
、
然
か
ら
ざ
れ
ば
泥

木
塑
画
の
仏
像
、
以
て
其
の
地
の
神
聖
と
威
霊
を
増
す
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。

然
る
に
猶
ほ
世
人
の
之
れ
を
信
仰
し
渇
仰
す
る
こ
と
此
の
如
し
。
今
や
則
ち

爾
ら
ず
、
其
の
各
宗
各
祖
が
合
掌
頂
礼
せ
し
仏
陀
の
遺
骨
な
り
と
い
ふ
に
於

て
は
、
霊
の
霊
た
る
豈
に
之
れ
に
如
く
も
の
あ
ら
ん
や
。
是
れ
以
て
明
治
仏

教
の
新
気
運
た
る
の
一
大
紀
念
た
る
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
は
た
何
物

か
能
く
之
に
堪
ふ
る
も
の
あ
ら
ん
。
真
偽
は
則
ち
問
ふ
所
に
あ
ら
ず
、
之
れ

を
真
な
ら
し
む
る
も
の
は
暹
羅
国
王
の
深
厚
な
る
誠
志
と
、
之
れ
を
奉
迎
す

へ
き
各
宗
僧
侶
の
感
念
如
何
に
あ
る
の
み
。
則
ち
予
は
之
れ
を
尊
重
頂
戴
し

て
、
自
今
已
後
日
本
仏
教
の
総
帰
依
所
た
ら
し
む
る
に
於
て
吝
な
ら
ざ
る
も

の
な
り
。
敢
へ
て
各
宗
僧
侶
諸
君
に
檄
し
て
之
が
奉
安
の
地
位
を
図
る
こ
と

此
の
如
し
。
諸
君
庶
く
は
此
の
輪
に
一
顧
せ
ん
こ
と
を
。
仏
教
徒
の
一
人
某

謹
白
。 

（
完
）　

仏
骨
奉
迎
使
一
行
の
神
戸
発
途
〔
明
治
33
年
５
月
28
日　

第
四
四
七
一
号
〕

神
戸
諏
訪
山
中
常
磐
に
投
宿
せ
し
、
仏
骨
奉
迎
正
使
大
谷
派
本
願
寺
新
法
主

を
初
め
、
副
使
そ
の
他
南
条
、
藤
本
、
栗
本
等
諸
氏
の
一
行
は
、
い
よ
〳
〵

去
る
二
十
三
日
出
港
の
博
多
丸
に
て
出
発
し
た
り
。
是
よ
り
先
き
新
法
主
は

午
前
八
時
三
十
分
各
地
よ
り
、
見
送
り
の
た
め
神
戸
に
集
り
し
各
宗
各
派
の

教
徒
及
び
信
徒
の
重
立
ち
た
る
も
の
を
旅
館
に
招
き
て
面
接
し
、
同
九
時
三

十
分
（
此
時
よ
り
出
帆
迄
数
十
発
の
煙
花
を
打
揚
ぐ
）
新
法
主
は
、
兵
庫
県

庁
よ
り
差
廻
せ
る
馬
車
に
、
副
使
、
随
員
は
信
徒
よ
り
差
廻
せ
る
馬
車
に
乗

じ
て
海
岸
通
り
へ
出
で
、
水
上
署
前
に
て
下
車
し
、
各
宗
各
派
の
仏
教
徒
及

び
信
者
一
千
余
名
の
出
迎
者
に
向
て
会
釈
し
、
有
吉
兵
庫
県
参
事
官
の
案
内

に
て
、
同
署
構
内
よ
り
同
署
の
小
蒸
汽
船
に
て
沖
合
碇
泊
の
博
多
丸
に
乗
込

み
た
り
。
新
法
主
と
小
蒸
汽
船
に
同
乗
せ
し
は
、
一
行
十
七
名
（
門
司
ま
で

見
送
れ
る
石
川
舜
台
、
土
屋
観
山
両
師
も
あ
り
）
の
外
に
、
有
吉
参
事
官
及

び
東
本
願
寺
の
秋
山
恕
卿
、
東
文
輔
、
後
藤
禅
提
、
京
阪
神
新
聞
者
等
に
し

て
、
各
宗
各
派
の
教
徒
及
び
信
徒
の
男
女
百
名
并
に
音
楽
隊
は
、
中
税
関
波

止
場
よ
り
他
の
小
蒸
汽
船
艀
船
等
に
乗
込
み
て
本
船
ま
で
見
送
り
、
港
内
碇

泊
の
和
船
の
中
に
は
満
船
飾
を
な
し
た
る
向
も
あ
り
き
。
や
が
て
同
船
は
正

午
十
二
時
錨
を
抜
き
て
門
司
へ
向
ひ
た
る
が
、
一
行
は
新
嘉
坡
に
て
他
船
に

乗
換
へ
暹
羅
に
渡
り
、
釈
尊
の
遺
骨
を
奉
じ
て
来
八
月
頃
帰
朝
す
る
筈
な
る

が
、
そ
の
仏
骨
を
安
置
す
べ
き
位
置
に
つ
い
て
は
各
地
よ
り
種
々
の
申
出
で

あ
る
も
、
暫
く
は
京
都
東
山
妙
法
院
内
に
安
置
し
、
同
所
へ
は
聖
徳
太
子
時

代
當
時
の
如
く
育
児
院
そ
の
他
種
々
の
慈
善
事
業
を
起
し
、
全
国
仏
教
徒
の

合
同
事
業
と
な
す
計
画
な
り
と
。
新
法
主
が
今
回
の
渡
航
は
全
国
三
十
七
派

を
代
表
せ
る
も
の
に
し
て
、
従
来
区
々
に
分
れ
居
た
る
我
国
の
仏
教
界
も
こ

れ
が
一
致
の
導
火
線
と
な
り
て
、
将
来
共
に
一
致
聨
合
の
歩
調
を
と
り
、
他

宗
に
當
る
に
至
る
べ
き
か
な
ど
噂
す
る
も
の
も
あ
り
き
。

噴
火
口
〔
明
治
33
年
５
月
30
日　

第
四
四
七
二
号
〕

恥
辱
で
あ
る
と
思
ふ
求
名
仏
▲
大
徳
方
に
一
寸
伺
ひ
ま
す
。
頃
日
仏
世
尊
の

御
遺
形
奉
迎
を
仰
山
に
な
さ
れ
ま
す
が
、
三
国
伝
来
の
経
々
に
は
仏
舎
利

に
、
焚
灰
と
は
別
々
に
塔
を
建
て
供
養
を
し
た
事
が
書
て
あ
り
ま
す
。
爾
る

に
今
般
奉
迎
の
仏
舎
利
は
、
灰
と
共
に
あ
り
た
り
と
す
れ
ば
、
疑
物
で
は
な
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い
か
と
思
ひ
ま
す
。
又
迦
毘
羅
婆
羅
は
世
尊
當
時
の
末
路
に
毘
琉
釈
迦
王
の

乱
も
あ
り
て
、
種
々
の
考
證
を
集
め
た
ら
余
程
疑
点
が
興
り
ま
す
。
ド
ウ
カ

御
教
授
を
願
ひ
ま
す
。
松
軒
壮
士
▲
一
俗
子
な
る
人
、
一
切
経
に
反
点
の
な

い
の
に
困
た
と
見
え
て
、
反
点
の
あ
る
板
本
が
あ
る
か
な
い
か
を
世
に
問
は

れ
た
。
僕
は
浅
見
寡
聞
で
あ
る
か
ら
、
果
し
て
反
点
の
つ
い
た
蔵
経
の
版
が

あ
る
か
な
い
か
は
知
ら
ぬ
が
、
僕
の
見
た
所
、
聞
い
た
処
だ
け
で
は
ド
ウ
も

な
さ
サ
ウ
に
考
へ
ら
れ
る
。
若
し
果
し
て
無
い
と
す
れ
ば
、
余
程
困
た
話
だ

と
思
ふ
。
僕
は
元
来
蔵
経
の
中
で
教
理
上
最
も
重
要
の
部
分
を
、
国
語
に
翻

訳
し
て
貰
い
度
い
と
云
ふ
意
見
を
持
て
居
る
の
だ
が
、
一
俗
士
君
の
問
を
見

て
愈
々
其
必
要
を
感
じ
た
。
こ
れ
迄
の
人
達
は
マ
ダ
々
々
漢
学
の
素
養
が
多

少
ア
ツ
タ
か
ら
、
白
文
の
蔵
経
で
も
或
は
読
め
た
か
も
知
ら
ん
が
、
之
か
ら

の
人
は
中
々
ソ
ー
は
行
く
ま
い
と
思
ふ
。
一
切
経
の
反
点
あ
る
も
の
を
求
む

る
、
豈
独
一
俗
士
君
と
僕
と
の
み
な
ら
ん
や
だ
。
こ
れ
等
は
漢
学
の
力
の
沢

山
あ
る
人
と
、
国
学
に
ヨ
ク
通
じ
て
居
る
人
と
の
協
力
に
俟
た
ね
ば
な
ら
ぬ

が
、
今
の
老
僧
連
中
が
、
ム
ヤ
ミ
に
ワ
イ
々
々
と
騒
ぎ
廻
て
、
世
の
嗤
笑
の

種
と
な
る
事
ナ
ド
は
敢
て
す
る
が
、
コ
ー
云
ふ
大
事
業
に
で
も
心
掛
け
て
、

浚
昆
を
裨
益
し
や
う
と
考
へ
る
者
の
な
い
と
は
、
サ
テ
も
ヨ
ク
々
々
業
の
深

い
衆
生
に
ぞ
あ
る
。
所
詮
、
こ
れ
等
の
事
業
ま
で
も
、
不
適
當
な
が
ら
、
青

年
仏
教
徒
に
望
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
か
シ
ラ
。（
性
海
生
）
▲
渡
辺
宗
全
、
字
は

天
鬻
、
六
尺
と
号
す
福
島
の
人
、
生
れ
な
が
ら
に
し
て
曹
洞
宗
に
属
す
と
で

も
書
か
れ
ソ
ー
ナ
六
尺
坊
と
云
ふ
男
は
、
会
を
興
す
事
が
病
気
の
一
だ
ソ
ー

テ
、
イ
ロ
ン
な
会
を
こ
し
ら
へ
た
が
、
坊
は
今
、
真
摯
に
社
会
に
向
て
、
制

裁
と
云
ふ
も
の
が
、
如
何
に
薄
弱
で
あ
る
か
、
随
て
私
徳
と
云
ふ
も
の
が
如

何
に
軽
視
さ
れ
て
居
る
か
、
個
人
の
道
徳
が
如
何
に
腐
て
居
る
か
と
云
ふ
事

の
一
例
を
こ
の
男
か
ら
挙
げ
て
、
大
に
反
省
策
励
を
望
み
た
い
と
思
ふ
。
夫

は
外
の
事
で
も
な
い
が
、
先
に
仏
教
徒
人
道
清
新
会
と
云
ふ
も
の
が
本
郷
の

辺
で
生
れ
た
が
、
坊
は
其
趣
旨
の
立
派
で
あ
る
為
に
、
敢
て
主
唱
者
の
誰
な

る
か
を
問
は
な
い
で
、
只
風
を
望
ん
で
同
情
を
寄
せ
て
居
た
が
、
こ
の
間
友

人
が
は
が
き
大
の
名
刺
を
出
し
て
、
こ
れ
見
給
へ
と
云
ふ
か
ら
、
一
見
し
て

ビ
ツ
ク
リ
し
た
。
夫
が
六
尺
坊
の
名
刺
で
は
じ
に
小
さ
く
「
清
新
会
」
と
書

い
て
（
否
刷
つ
て
）
あ
る
ん
だ
も
の
。
ヨ
ク
聞
け
ば
六
尺
が
西
脇
某
と
二
人

で
製
造
し
た
の
が
清
新
会
だ
と
の
事
で
あ
る
。
ト
コ
ロ
が
、
こ
の
六
尺
と
云

ふ
男
自
ら
が
会
則
の
中
に
禁
じ
て
あ
る
処
の
煙
草
を
吸
ひ
、
酒
を
呑
み
、
猥

褻
の
場
所
へ
踏
込
ん
だ
事
迄
坊
は
慥
に
見
留
め
、
又
慥
な
処
か
ら
聞
い
た
。

こ
れ
が
「
世
に
健
全
な
る
制
裁
を
形
成
せ
ん
と
す
る
」
清
新
会
の
主
唱
者
と

は
実
に
驚
い
た
。
ソ
ー
し
て
こ
の
種
の
破
廉
恥
を
顧
み
な
い
人
間
を
、
何
と

も
思
は
な
い
社
会
の
寛
大
に
は
尚
更
驚
い
た
。
坊
は
爰
に
謹
で
本
人
の
猛
省

を
促
す
と
同
時
に
、
社
会
に
向
て
こ
の
種
の
不
徳
を
清
新
す
る
に
足
る
丈

の
、
健
全
な
る
制
裁
を
形
る
に
勤
め
て
貰
ひ
た
い
事
を
願
ふ
。（
三
尺
坊
）

仏
骨
奉
迎
委
員
会
〔
明
治
33
年
６
月
２
日　

第
四
四
七
三
号
〕

京
都
市
の
仏
骨
奉
迎
事
務
所
に
て
は
、
去
る
二
十
八
日
常
任
委
員
会
を
開

き
、
第
一
第
二
の
両
部
を
置
き
、
一
部
は
奉
迎
の
儀
式
及
び
之
に
関
す
る
準

備
を
為
し
、
二
部
は
仏
骨
奉
安
所
設
置
に
係
る
件
を
処
置
す
る
こ
と
に
し
、

後
藤
禅
提
、
名
和
渕
海
外
三
師
は
第
一
部
を
、
薗
光
轍
有
沢
香
庵
外
三
師
は

第
二
部
を
分
担
す
る
こ
と
に
決
せ
り
。
尚
ほ
近
日
各
宗
管
長
会
を
開
く
為
め



─ 　  ─

「
明
教
新
誌
」・「
日
出
国
新
聞
」
に
お
け
る
仏
骨
奉
迎
の
記
事
に
つ
い
て
（
上
）

83

164

に
、
土
屋
観
山
外
三
師
を
挙
け
て
、
同
会
々
議
案
編
成
を
嘱
托
せ
り
と
云

ふ
。

本
派
の
宗
教
大
会
出
席
者
〔
明
治
33
年
６
月
６
日　

第
四
四
七
五
号
〕

来
る
九
月
巴
里
に
開
く
万
国
宗
教
大
会
の
委
員
よ
り
、
本
派
本
願
寺
に
対

し
、
特
に
藤
島
了
穏
師
の
出
席
を
請
ひ
来
り
し
も
、
師
は
仏
骨
奉
迎
副
使
と

し
て
暹
羅
へ
渡
航
中
に
付
、
目
下
布
哇
出
張
中
の
宮
本
恵
順
師
か
、
集
会
議

長
香
川
嘿
誠
二
師
か
の
中
を
遣
は
さ
ん
と
の
議
あ
る
に
際
し
、
仏
教
大
学
総

理
赤
松
連
城
師
は
、
宗
教
法
に
関
す
る
取
調
旁
進
ん
で
派
遣
を
請
ひ
た
れ

ば
、
三
師
を
候
補
者
と
し
て
近
日
顧
問
所
会
議
に
附
議
し
決
定
す
る
よ
し
。

仏
陀
伽
耶
の
親
告
式
〔
明
治
33
年
６
月
６
日　

第
四
四
七
五
号
〕

仏
骨
奉
迎
使
の
一
行
が
汽
船
中
に
於
て
協
議
を
開
き
、
曹
洞
宗
よ
り
の
提
議

に
基
き
、
先
つ
暹
羅
国
王
よ
り
仏
骨
を
領
し
た
る
上
、
更
に
仏
陀
伽
耶
に
立

寄
り
親
告
式
を
挙
行
せ
ん
こ
と
に
決
し
た
る
を
以
て
、
一
行
は
帰
路
印
度
に

廻
航
す
べ
き
に
依
り
、
帰
朝
は
二
週
間
延
期
す
る
な
ら
ん
と
云
ふ
。

奉
迎
経
費
の
増
加
〔
明
治
33
年
６
月
６
日　

第
四
四
七
五
号
〕

奉
迎
使
の
一
行
は
、
船
中
会
議
の
結
果
暹
羅
よ
り
印
度
に
廻
航
す
る
こ
と
と

な
り
た
る
を
以
て
、
従
つ
て
奉
迎
経
費
も
已
定
の
予
算
に
て
は
到
底
不
足
な

る
を
以
て
、
来
る
五
日
よ
り
開
議
さ
る
べ
き
管
長
会
議
に
常
置
委
員
よ
り
、

其
の
増
加
予
算
案
を
提
出
し
事
、
後
承
。

仏
骨
奉
安
準
備
〔
明
治
33
年
６
月
10
日　

第
四
四
七
七
号
〕

仏
骨
奉
迎
準
備
に
付
て
は
、
各
宗
管
長
会
に
於
て
帝
国
仏
教
会
則
同
細
則
の

確
定
す
る
を
待
ち
、
引
続
き
同
会
の
協
賛
を
求
む
る
筈
に
て
、
其
原
案
は
左

の
如
し
。

　

仏
骨
の
長
崎
に
到
着
す
る
や
同
地
二
泊
、
佐
賀
、
博
多
、
小
倉
、
赤
間
関

各
一
泊
、
広
島
二
泊
、
尾
之
道
、
岡
山
、
姫
路
、
神
戸
各
一
泊
、
大
阪
二
泊

に
し
て
、
京
都
に
到
着
は
長
崎
よ
り
十
五
日
目
と
す
。
▲
仮
奉
安
会
は
京
都

御
到
着
一
週
間
以
後
に
於
て
、
一
週
間
之
を
行
ふ
事
。
▲
拝
瞻
会
は
、
明
治

卅
四
年
四
月
八
日
よ
り
同
月
十
五
日
迄
施
行
の
事
。
▲
塔
廟
建
設
の
起
工
式

は
、
前
条
四
月
八
日
よ
り
五
月
十
五
日
の
中
間
に
於
て
行
ふ
事
。
▲
上
陸

会
、
奉
迎
会
、
拝
瞻
会
の
三
会
施
行
の
日
に
於
て
、
各
宗
派
大
小
の
寺
院
は

梵
鐘
を
鳴
し
相
當
の
供
養
を
為
す
事
。

最
大
美
挙
最
大
壮
挙
〔
明
治
33
年
６
月
12
日　

第
四
四
七
八
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
大
菩
提
会
の
創
立
）

吾
人
は
無
意
味
の
分
離
を
主
張
す
る
も
の
を
斥
く
る
と
同
時
に
、
無
意
味
の

合
同
を
主
張
す
る
も
の
を
斥
く
。
然
れ
ど
も
真
正
な
る
意
義
に
於
け
る
分
離

と
、
真
正
な
る
意
義
に
於
け
る
合
同
は
吾
人
絶
対
に
こ
れ
を
賞
揚
す
。
日
本

大
菩
提
会
創
立
の
如
き
は
即
ち
真
正
な
る
意
義
に
於
け
る
各
宗
の
合
同
に
あ

ら
ず
や
。

日
本
大
菩
提
会
と
は
、
去
る
八
日
、
京
都
洛
外
妙
心
寺
竜
泉
庵
に
於
い
て
開

会
せ
ら
れ
た
る
各
宗
管
長
会
議
の
結
果
に
し
て
、
爰
に
新
た
に
創
立
せ
ら
れ

ん
と
す
る
各
宗
合
同
の
団
体
に
し
て
、
其
会
則
第
二
条
、
及
び
第
三
条
の
示
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す
所
に
よ
れ
ば
曰
く
、
本
会
は
釈
尊
の
遺
形
を
奉
安
し
其
聖
徳
を
顕
揚
し
国

民
の
道
義
を
涵
養
す
る
を
目
的
と
す
、
本
会
の
目
的
を
達
せ
ん
が
為
め
に
順

次
左
の
事
業
を
起
す
、
第
一
期
覚
王
殿
建
築
、
第
二
期
教
育
及
び
慈
善
と
、

更
ら
に
施
行
細
則
第
一
条
、
第
四
条
に
い
ふ
、
本
会
々
員
募
集
の
為
め
勧
誘

委
員
若
干
人
を
各
宗
派
よ
り
撰
出
す
其
員
数
は
従
来
の
慣
例
に
依
る
、
各
宗

派
は
勧
誘
委
員
に
便
宜
を
与
ふ
る
為
め
門
末
一
般
に
対
し
訓
示
す
る
も
の
と

す
と
。
吾
人
は
如
上
の
会
則
、
及
び
施
行
細
則
を
読
み
、
其
原
案
の
提
出

者
、
並
び
に
賛
成
者
の
心
事
を
多
と
し
、
一
読
三
嘆
、
将
来
に
於
け
る
日
本

仏
教
の
為
め
に
大
に
こ
れ
を
祝
す
る
も
の
な
く
ん
ば
あ
ら
ず
。

抑
も
、
同
一
の
祖
先
、
同
一
の
教
祖
を
戴
け
る
仏
教
各
宗
が
、
互
に
反
目

し
、
互
に
嫉
妬
し
、
互
に
抗
争
す
る
は
甚
だ
忌
む
べ
き
現
象
な
る
は
勿
論
、

其
嫉
妬
、
反
目
、
抗
争
の
結
果
と
し
て
外
其
侮
り
を
受
け
、
内
は
各
宗
の
自

滅
を
招
く
。
吾
人
が
各
宗
の
嫉
妬
反
目
抗
争
に
対
し
て
幾
度
か
其
不
可
を
鳴

せ
る
も
の
故
な
き
に
あ
ら
ず
。
然
る
に
今
や
、
京
都
洛
外
妙
心
寺
に
於
け
る

各
宗
管
長
会
議
は
、
仏
骨
奉
迎
を
一
大
動
機
と
し
、
其
嫉
妬
反
目
抗
争
の
甚

だ
不
利
な
る
を
知
り
、
進
ん
で
日
本
大
菩
提
会
の
創
立
と
な
り
、
第
一
期
覚

王
殿
建
築
に
つ
ゞ
い
て
慈
善
、
教
育
の
事
業
を
ま
で
各
宗
合
同
に
企
て
ん
と

す
。
こ
れ
将
来
に
於
け
る
日
本
仏
教
の
為
め
吾
人
の
最
も
喜
ば
ざ
る
べ
か
ら

ざ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
あ
ら
ず
や
。

嗚
呼
、
覚
王
殿
の
建
築
、
日
本
大
菩
提
会
の
創
立
、
殊
に
慈
善
、
教
育
の
事

業
を
各
宗
合
同
に
て
挙
げ
ん
と
す
る
は
、
ま
こ
と
に
こ
れ
仏
教
徒
の
最
大
美

挙
、
最
大
壮
挙
に
あ
ら
ず
し
て
何
ぞ
や
。

去
る
八
日
の
各
宗
派
管
長
会
（
本
派
の
反
対
）〔
明
治
33
年
６
月
12
日　

第
四
四
七
八
号
〕

午
前
十
一
時
三
十
分
よ
り
妙
心
寺
竜
泉
庵
内
に
於
て
、
開
会
出
席
者
は
大
谷

派
本
願
寺
法
主
天
台
座
主
を
始
め
三
十
六
名
に
て
、
先
づ
第
一
号
議
案
日
本

大
菩
提
会
々
則
（
委
員
修
正
案
）
の
議
事
を
開
き
し
に
、
第
三
条
の
起
業
方

法
に
対
し
本
派
本
願
寺
委
員
は
、
単
に
覚
王
殿
建
築
に
止
め
教
育
及
慈
善
事

業
を
見
合
す
べ
し
と
発
議
し
た
る
よ
り
議
論
沸
騰
し
、
纏
ら
ざ
る
を
以
て
交

渉
の
為
め
休
憩
数
度
に
渉
り
て
、
午
後
三
時
三
十
分
及
び
本
議
を
開
き
、
本

派
委
員
神
根
善
雄
師
は
番
外
土
屋
観
山
、
後
藤
禅
提
両
師
と
の
間
に
激
論
あ

り
。
本
派
委
員
は
徹
頭
徹
尾
、
教
育
慈
善
は
大
菩
提
会
の
事
業
と
為
す
こ
と

に
反
対
せ
し
が
、
大
谷
派
委
員
和
田
円
什
師
の
発
議
に
依
り
、
本
案
の
二
読

会
を
開
く
べ
き
や
否
や
に
付
き
採
決
す
る
こ
と
に
決
せ
し
か
ば
、
本
派
管
長

代
理
近
松
尊
定
、
木
辺
管
長
代
理
松
原
深
諦
、
三
元
派
管
長
代
理
星
野
貫

了
、
本
派
委
員
名
和
渕
海
、
同
菅
田
実
元
、
同
神
根
善
雄
の
諸
師
は
袂
を
聨

ね
て
退
場
せ
り
。
夫
よ
り
議
長
は
本
案
に
付
き
採
決
せ
し
に
、
過
半
数
に
て

二
読
会
及
び
三
読
会
を
省
略
し
、
本
案
可
決
確
定
し
、
引
続
き
第
二
号
及
び

三
号
議
案
を
議
し
た
る
に
、
是
亦
異
議
な
く
可
決
確
定
し
、
午
後
四
時
五
十

分
散
会
せ
り
。
即
ち
當
日
可
決
確
定
の
議
案
は
左
の
如
し
。

　

○
第
一
号
議
案

　
　
　
　

日
本
大
菩
提
会
々
則

　

第
一
条　

本
会
は
日
本
大
菩
提
会
と
称
し
、
本
部
を
京
都
市
に
置
き
支
部

を
各
地
方
に
設
く
。

　

第
二
条　

本
会
は
釈
尊
の
遺
形
を
奉
安
し
其
聖
徳
を
顕
揚
し
、
国
民
の
道
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義
を
涵
養
す
る
を
目
的
と
す
。

　

第
三
条　

本
会
の
目
的
を
達
せ
ん
が
為
め
、
順
次
左
の
事
業
を
起
す
。
起

業
方
法
は
別
に
之
を
定
む
。

　
　

第
一
期　

覚
王
殿
建
築

　
　

第
二
期　

教
育
及
慈
善

　

第
四
条　

本
会
の
会
員
を
分
て
左
の
四
種
と
す
会
員
待
遇
方
法
は
別
に
之

を
定
む
。

　
　
　

一
名
誉
会
員
（
本
会
職
員
会
の
推
撰
に
よ
る
者　
　

又
は
金
百
円
已
上
を
喜
捨
し
た
る
者
）

　
　
　

一
特
別
会
員
（
本
会
職
員
会
の
推
撰
に
よ
る
者　
　

又
は
金
十
円
已
上
を
喜
捨
し
た
る
者
）

　
　
　

一
正
会
員　

金
一
円
已
上
を
喜
捨
し
た
る
者

　
　
　

一
随
喜
会
員　

応
分
の
金
品
を
喜
捨
し
た
る
者

　

第
五
条　

会
員
の
徽
章
及
證
票
は
本
部
よ
り
之
を
交
附
す
。

　

第
六
条　

本
会
は
各
宗
派
管
長
を
推
戴
し
て
名
誉
会
監
と
す
。

　

第
七
条　

本
会
は
会
務
処
理
の
為
め
左
の
職
員
を
置
く
。
職
員
の
服
務
規

則
は
別
に
之
を
定
む
。

　
　
　

一
理
事
長　
　
　

一
人

　
　
　

一
理　

事　
　
　

十
人

　

第
八
条　

理
事
は
本
会
々
議
に
於
て
委
員
中
よ
り
之
を
互
撰
し
、
理
事
長

は
理
事
の
互
撰
を
以
て
之
を
定
む
。

　

第
九
条　

本
会
に
監
事
三
名
を
置
く
。
其
撰
出
法
は
前
条
に
準
ず
。

　

第
十
条　

本
会
々
議
は
各
宗
派
撰
出
の
委
員
を
以
て
之
を
組
織
す
。

　

第
十
一
条　

会
議
は
定
期
臨
時
の
二
種
に
分
ち
、
定
期
会
は
毎
年
一
回
之

を
開
き
、
臨
時
会
は
緊
急
必
要
あ
る
場
合
に
之
を
開
く
。

　

第
十
二
条　

現
金
の
出
納
は
特
約
銀
行
を
し
て
之
を
取
扱
は
し
む
。

　

第
十
三
条　

経
費
の
予
算
は
本
会
々
議
に
於
て
議
定
し
、
決
算
は
毎
年
定

期
会
に
報
告
す
。

　
　
　
　

已　

上

　

○
第
二
号
議
案

　
　
　
　

日
本
大
菩
提
会
施
行
細
則

　

第
一
条　

本
会
々
員
募
集
の
為
め
勧
誘
委
員
若
干
人
を
各
宗
派
よ
り
選
出

す
。
其
員
数
は
従
来
の
慣
例
に
依
る
。

　

第
二
条　

勧
誘
委
員
に
は
本
会
よ
り
嘱
托
状
を
交
附
し
、
其
姓
名
を
各
宗

派
に
報
告
す
。

　

第
三
条　

勧
誘
委
員
は
本
会
本
部
よ
り
一
定
の
方
針
を
示
し
派
出
せ
し

む
。

　

第
四
条　

各
宗
派
は
勧
誘
委
員
に
便
宜
を
与
ふ
る
為
め
門
末
一
般
に
対
し

訓
示
す
る
も
の
と
す
。

　

第
五
条　

勧
誘
委
員
派
出
期
限
は
一
方
面
約
一
ケ
年
と
し
、
一
組
二
人
以

上
を
以
て
各
府
県
を
分
担
せ
し
む
。

　

第
六
条　

勧
誘
員
は
其
担
任
地
に
於
て
領
収
し
た
る
金
員
百
円
に
達
す
る

毎
に
金
員
の
姓
名
簿
及
金
額
を
明
記
し
、
本
会
へ
郵
送
す
べ
し
。

　

第
七
条　

本
会
の
発
会
式
は
明
治
三
十
四
年
四
月
之
を
行
ふ
。

　

○
第
三
号
議
案

　
　
　
　

起
業
順
序

　

第
一
期
事
業

　
　

覚
王
殿
建
築
工
事
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一
、
入
会
者
凡
百
万
人
に
達
す
る
を
待
ち
、
覚
王
殿
並
に
附
属
物
の
建

築
に
着
手
す
る
こ
と
。

　
　

二
、
建
築
物
は
壮
大
堅
牢
に
し
て
永
遠
に
保
存
し
得
べ
き
範
囲
内
に
於

て
之
を
計
画
す
る
こ
と
。

　
　

三
、
該
工
事
の
落
成
期
は
凡
七
ケ
年
間
と
す
。

　

第
二
期
事
業

　
　

教
育
及
慈
善

　
　

第
一
期
事
業
結
了
を
告
た
る
と
き
は
更
に
会
員
中
よ
り
喜
捨
金
を
募
集

し
、
凡
見
込
み
立
た
る
時
を
待
ち
起
業
に
着
手
す
る
も
の
と
す
。

大
菩
提
会
創
立
式
〔
明
治
33
年
６
月
12
日　

第
四
四
七
八
号
〕

仏
骨
奉
迎
に
関
し
各
宗
派
管
長
会
に
於
て
日
本
大
菩
提
会
の
組
織
確
定
し
た

る
に
付
、
昨
十
一
日
午
後
二
時
よ
り
大
仏
妙
法
院
に
於
て
、
提
携
の
各
宗
派

管
長
及
重
役
参
集
な
し
、
同
会
の
創
立
式
を
挙
げ
し
由
。

奉
迎
委
員
会
〔
明
治
33
年
６
月
12
日　

第
四
四
七
八
号
〕

仏
骨
奉
迎
に
関
す
る
準
備
に
付
、
去
る
十
日
午
前
九
時
よ
り
妙
心
寺
竜
泉
庵

に
於
て
委
員
会
を
開
き
し
よ
し
。

美
中
の
美
醜
中
の
醜
〔
明
治
33
年
６
月
14
日　

第
四
四
七
九
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
（
真
実
と
利
用
）

美
は
、
如
何
な
る
場
合
に
於
い
て
も
美
な
り
。
醜
は
、
如
何
な
る
場
合
に
於

い
て
も
醜
な
り
。
美
醜
の
二
者
、
素
と
こ
れ
判
然
た
る
区
画
を
有
す
。
而
か

も
、
往
々
に
し
て
美
の
醜
と
誤
ら
れ
、
醜
の
美
と
誤
ら
る
ゝ
あ
る
は
何
ぞ

や
。

社
会
は
単
調
に
あ
ら
ず
、
美
中
に
醜
を
混
じ
、
醜
中
に
美
を
混
ず
。
真
正
に

国
を
憂
ふ
る
と
称
し
て
其
実
国
を
憂
ひ
ざ
る
も
の
あ
り
。
真
正
に
法
を
憂
ふ

る
と
称
し
て
其
実
法
を
憂
ひ
ざ
る
も
の
あ
り
。
真
正
に
国
を
憂
ひ
、
法
を
憂

ふ
る
も
の
は
即
ち
美
中
の
美
、
真
正
に
国
を
憂
ひ
、
法
を
憂
ふ
と
称
し
て
其

実
国
を
憂
ひ
ず
法
を
憂
ひ
ざ
る
も
の
は
醜
中
の
醜
。
吾
人
は
、
彼
の
美
中
の

美
を
賞
揚
す
る
と
同
時
に
、
醜
中
の
醜
を
排
斥
せ
ん
と
す
。

曩
日
の
不
敬
事
件
、
其
不
敬
事
件
に
対
し
、
真
に
こ
れ
を
憤
り
、
真
に
こ
れ

を
筆
誅
せ
ん
と
す
る
も
の
は
即
ち
こ
れ
美
中
の
美
を
行
ず
る
も
の
に
あ
ら
ず

や
。
其
不
敬
事
件
に
対
し
、
真
に
こ
れ
を
憤
る
に
あ
ら
ず
、
又
真
に
こ
れ
を

筆
誅
せ
ん
と
に
も
あ
ら
ず
、
た
ゞ
憤
る
真
似
し
、
筆
誅
す
る
真
似
し
、
他
の

目
的
の
為
め
に
こ
れ
を
利
用
せ
ん
と
す
る
が
如
き
は
こ
れ
即
ち
醜
中
の
醜
を

行
ず
る
も
の
に
あ
ら
ず
や
。

同
一
の
事
柄
に
対
し
、
美
中
の
美
を
行
ず
る
も
の
あ
り
、
醜
中
の
醜
を
行
ず

る
も
の
あ
り
。
醜
中
の
醜
を
行
じ
て
美
中
の
美
と
誤
ら
る
ゝ
も
の
あ
り
、
美

中
の
美
を
行
じ
て
醜
中
の
醜
と
誤
ら
る
ゝ
も
の
あ
り
。
嗚
呼
美
中
の
美
、
醜

中
の
醜
、
社
会
は
往
々
に
し
て
こ
の
二
者
の
区
別
を
否
定
せ
ん
と
す
。

京
都
洛
外
妙
心
寺
内
竜
泉
庵
に
開
か
れ
た
る
各
宗
管
長
会
議
、
其
会
議
の
結

果
と
し
て
、
今
や
新
た
る
創
立
せ
ら
れ
ん
と
す
る
日
本
大
菩
提
会
の
事
業
、

こ
れ
即
ち
美
中
の
美
を
行
ず
る
も
の
な
り
や
醜
中
の
醜
を
行
ず
る
も
の
な
り

や
。
所
謂
、
覚
王
殿
の
建
築
、
並
び
に
慈
善
、
及
び
教
育
に
関
す
る
各
宗
の

共
同
事
業
、
其
事
業
の
善
悪
は
吾
人
既
に
こ
れ
を
前
号
の
紙
上
に
説
き
ぬ
。
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復
た
再
説
の
要
を
見
ず
。
然
れ
ど
も
其
事
業
に
関
係
す
る
も
の
ゝ
中
に
は
、

美
中
の
美
を
行
せ
ん
と
す
る
も
の
も
あ
る
べ
く
、
醜
中
の
醜
を
行
せ
ん
と
す

る
も
の
も
あ
る
べ
く
、
美
中
の
美
を
行
じ
て
醜
中
の
醜
と
誤
ら
る
ゝ
も
の
も

あ
る
べ
く
、
醜
中
の
醜
を
行
し
て
美
中
の
美
と
誤
ら
る
ゝ
も
の
も
あ
る
べ

し
。

名
を
覚
王
殿
の
建
築
に
藉
り
て
自
己
の
財
嚢
を
満
た
さ
ん
と
す
る
も
の
な
く

ん
ば
幸
ひ
な
り
。
慈
善
、
教
育
の
公
益
事
業
に
藉
り
て
他
の
目
的
を
遂
け
ん

と
す
る
も
の
な
く
ん
ば
幸
ひ
な
り
。
否
な
美
中
の
美
を
行
じ
て
醜
中
の
醜
と

誤
ら
れ
、
醜
中
の
醜
を
行
じ
て
美
中
の
美
と
誤
ら
る
ゝ
も
の
な
く
ん
ば
幸
ひ

な
り
。

去
る
十
日
の
各
宗
派
委
員
会
〔
明
治
33
年
６
月
14
日　

第
四
四
七
九
号
〕

仏
骨
奉
迎
準
備
に
関
し
、
去
る
十
日
午
後
一
時
よ
り
京
都
妙
心
寺
竜
泉
庵
に

於
て
、
各
宗
委
員
集
会
し
委
員
会
を
開
き
た
る
が
、
出
席
者
は
、

　

相
国
寺
派
宮
崎
称
芳
、
真
言
律
宗
岩
城
元
随
、
融
通
念
仏
宗
黒
田
覚
洲
、

専
修
寺
派
藤
山
真
澄
、
黄
檗
宗
鈴
木
恵
眠
、
興
正
寺
派
三
原
僧
葵
、
南
禅

寺
派
山
名
桂
山
、
時
宗
河
野
良
心
、
天
台
宗
薗
光
轍
、
西
山
派
青
井
俊

法
、
大
谷
派
土
屋
観
山
、
永
原
寺
派
天
安
喧
越
、
妙
心
寺
派
後
藤
禅
提
、

曹
洞
宗
有
沢
香
庵
、
仏
光
寺
派
渋
谷
円
順
、
誠
照
寺
派
藤
井
学
道
、
天
竜

寺
派
北
条
固
篤
、
日
蓮
宗
田
村
豊
亮
、
建
仁
寺
派
後
藤
文
宸

の
十
九
名
に
し
て
、
議
長
を
互
選
せ
し
に
後
藤
禅
提
師
當
選
し
、
夫
よ
り
仏

骨
奉
迎
に
関
す
る
事
項
を
議
せ
し
が
、
原
案
に
は
仏
骨
の
長
崎
に
着
す
る
や

佐
賀
、
博
多
、
小
倉
、
赤
間
関
、
広
島
其
他
順
次
一
泊
又
は
二
泊
し
て
、
京

都
に
入
着
は
長
崎
よ
り
十
五
日
目
な
る
も
、
か
く
て
は
余
り
長
び
く
べ
し
と

て
日
数
減
少
説
出
で
、
一
時
四
十
分
休
憩
を
為
し
て
協
議
会
を
開
き
、
二
時

五
十
分
再
び
開
議
、
左
の
如
く
決
議
し
、
是
れ
に
て
委
員
会
全
く
終
了
し
、

議
事
録
に
調
印
し
て
退
散
せ
し
は
、
午
後
三
時
三
十
分
な
り
し
が
、
其
確
定

議
案
は
左
の
如
し
、

　
　
　
　
　
　
　

議　
　
　

案

　

明
治
三
十
三
年
四
月
の
議
事
録
、
奉
迎
協
議
案
第
九
項
の
四
に
よ
り
左
の

通
り
之
を
決
議
す
。

　

一
、
長
崎
京
都
間
の
御
駐
輿
は
七
日
以
内
と
し
其
場
所
選
定
は
常
任
委
員

に
一
任
す
る
事
。

　

二
、
京
都
御
着
奉
迎
会
に
関
す
る
場
所
及
日
数
は
常
任
委
員
に
一
任
す
。

　

三
、
仮
安
置
会
は
奉
迎
会
引
続
き
三
日
間
之
を
行
ふ
事
。

　

四
、
拝
瞻
会
は
明
治
三
十
四
年
四
月
八
日
よ
り
五
月
十
五
日
施
行
の
事
。

　

五
、
前
条
の
期
間
に
於
て
覚
王
殿
建
設
の
起
工
式
を
行
ふ
。

　

六
、
拝
瞻
会
の
初
日
に
於
て
各
宗
派
の
寺
院
は
梵
鐘
を
鳴
し
相
當
の
供
養

を
な
す
べ
き
こ
と
を
其
宗
派
よ
り
諭
告
す
る
こ
と
。

　

七
、
法
要
の
施
行
方
法
は
常
任
委
員
に
一
任
す
。

覚
王
殿
建
立
地
に
つ
い
て
〔
明
治
33
年
６
月
14
日　

第
四
四
七
九
号
〕

釈
尊
仏
骨
を
奉
安
す
る
覚
王
殿
建
立
地
に
就
て
は
、
或
は
南
都
に
せ
ん
と
い

ひ
、
或
は
叡
山
又
は
京
都
市
内
に
せ
ん
と
い
ひ
、
又
は
東
京
に
せ
ん
と
望
む

も
あ
り
て
議
論
も
区
々
た
る
が
、
仏
骨
奉
迎
委
員
間
に
於
て
は
未
だ
建
立
地

を
協
議
す
る
ま
で
に
実
際
運
び
居
ら
ず
。
過
日
妙
心
寺
竜
泉
庵
に
て
決
定
せ



─ 　  ─

愛
知
学
院
大
学　

教
養
部
紀
要　

第
65
巻
第
３
号

88

159

し
め
、
日
本
大
菩
提
会
設
計
に
て
は
、
同
殿
の
工
事
を
七
年
間
に
成
工
せ
し

む
べ
き
も
の
と
な
し
あ
り
て
、
其
境
内
は
十
町
四
方
位
と
し
、
之
に
荘
厳
宏

大
な
る
仏
殿
を
建
立
せ
ん
と
の
議
あ
る
も
、
當
市
内
に
て
此
の
如
き
広
大
な

る
敷
地
を
望
む
べ
く
も
あ
ら
ず
。
中
に
は
古
来
よ
り
王
城
鎮
護
の
霊
地
な
る

叡
山
に
せ
ん
と
い
ひ
、
ま
た
は
成
る
べ
く
衆
生
の
結
縁
礼
拝
に
便
な
る
市
内

と
し
、
若
し
十
分
の
敷
地
を
望
む
べ
か
ら
ず
ん
ば
今
少
し
く
規
模
を
小
に
す

る
も
可
な
り
と
云
ひ
、
こ
れ
ま
た
議
論
区
々
た
る
も
畢
竟
個
人
の
意
思
に
止

ま
り
、
大
菩
提
会
に
於
て
も
未
だ
正
式
に
凝
議
す
る
運
び
に
は
至
り
居
ら
ず

と
い
ふ
。

大
菩
提
会
創
立
式
の
模
様
〔
明
治
33
年
６
月
16
日　

第
四
四
八
〇
号
〕

同
会
創
立
式
は
、
前
号
に
記
載
の
如
く
去
る
十
一
日
京
都
大
仏
妙
法
院
に
於

て
挙
行
せ
ら
れ
し
が
、
當
日
は
雨
天
に
も
拘
ら
ず
天
台
座
主
中
山
玄
航
、
真

宗
興
正
寺
派
管
長
花
園
沢
称
、
建
仁
寺
派
管
長
竹
田
嘿
雷
、
南
禅
寺
派
管
長

豊
田
毒
湛
、
栗
田
青
蓮
院
門
跡
三
津
玄
津
、
相
国
寺
派
管
長
中
原
東
岳
の
諸

師
、
其
他
管
長
代
理
、
仏
舎
利
奉
迎
委
員
、
京
阪
新
聞
記
者
等
六
十
余
名
の

出
席
あ
り
。
正
午
十
二
時
賓
前
に
於
て
、
村
田
寂
順
師
は
左
の
創
立
趣
旨
を

朗
読
す
。

　

世
儒
曰
く
、
人
皆
尭
舜
た
る
べ
し
。
之
を
前
に
行
ふ
は
古
の
尭
舜
な
り
。

之
を
後
に
行
ふ
は
今
の
尭
舜
な
り
と
。
在
俗
己
に
然
り
、
我
徒
豈
ま
た
自

棄
す
可
け
ん
や
。
夫
れ
釈
迦
牟
尼
世
尊
は
已
成
の
仏
に
し
て
、
吾
人
は
當

成
の
仏
な
り
。
惟
る
に
夫
れ
人
寔
に
先
後
の
差
あ
り
、
而
し
て
教
法
は
固

よ
り
古
今
の
異
り
な
し
然
ば
、
則
其
の
後
人
を
し
て
先
覚
に
同
く
、
當
世

の
仏
を
し
て
も
成
の
仏
た
ら
し
め
ん
と
欲
せ
ば
、
必
ず
先
づ
其
古
今
異
な

き
の
宗
教
に
依
ら
し
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
然
に
輓
近
桑
門
の
紀
綱
漸
く
弛

み
概
ぬ
依
る
べ
き
の
教
規
に
依
ら
ず
し
て
、
却
て
為
す
可
ら
ざ
る
の
事
を

為
し
、
法
力
内
に
衰
へ
勢
利
外
に
競
ふ
。
此
に
於
て
檀
越
信
を
失
ひ
邪
魔

際
を
窺
ふ
。
蓋
し
教
風
の
振
は
ざ
る
職
と
し
て
、
是
れ
之
に
由
る
。
嗚
呼

苟
も
釈
尊
の
徒
た
る
も
の
、
誰
が
奮
発
興
起
せ
ざ
る
可
け
ん
や
。
今
也
幸

に
暹
羅
国
王
陛
下
釈
尊
遺
形
頒
貽
の
盛
事
に
遭
遇
す
る
を
得
、
実
に
空
前

の
盛
事
に
し
て
、
仏
法
興
隆
の
一
大
好
機
た
り
。
而
し
て
其
奉
迎
使
は
殆

ど
彼
地
に
達
せ
ん
と
し
、
霊
尊
入
朝
の
期
亦
遠
き
に
非
ざ
る
な
り
。
此
時

に
當
り
須
く
先
づ
内
弊
を
矯
正
し
、
三
業
清
浄
に
虔
礼
以
て
之
を
奉
迎

し
、
深
信
以
て
恭
敬
供
養
の
誠
を
尽
さ
ゞ
る
可
ら
ず
。
然
れ
ど
も
寸
膠
以

て
黄
河
を
澄
清
す
る
に
足
ら
ず
。
綿
力
能
く
頽
運
を
挽
回
す
可
け
ん
や
。

是
を
以
て
鴻
業
を
永
遠
に
図
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
必
ず
先
づ
広
く
天
下
の
信

明
を
結
合
し
、
和
通
損
虎
以
て
盛
略
を
賛
裏
せ
ざ
る
可
ら
ず
。
是
れ
各
宗

協
同
新
た
に
日
本
大
菩
提
会
を
創
設
せ
る
所
以
な
り
。
抑
も
本
会
の
目
的

た
る
や
、
先
づ
輪
煥
た
る
大
覚
王
殿
を
創
建
し
て
釈
尊
の
遺
形
を
奉
安

し
、
其
の
遺
徳
を
顕
揚
し
、
内
に
は
以
て
国
民
固
有
の
道
徳
を
涵
養
し
、

外
に
は
南
北
仏
教
を
混
融
し
、
異
苗
殊
根
を
問
は
ず
等
し
く
大
乗
仏
教
の

法
雨
に
潤
は
し
め
、
以
て
万
世
一
系
の

　

皇
威
と
三
千
年
後
の
仏
光
と
を
併
て
宇
内
に
輝
か
し
、
共
に
倶
に
四
恩
に

報
答
せ
ん
こ
と
を
企
図
す
。
仰
願
く
は
寸
善
尺
魔
の
障
礙
無
く
、
速
に
本

の
結
果
を
成
満
せ
ん
こ
と
を
。
謹
で
本
会
創
立
の
旨
趣
を
宣
る
こ
と
、
云

爾
。
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次
で
有
馬
憲
文
師
祝
辞
を
朗
読
し
、
委
員
総
代
田
村
豊
亮
師
答
辞
を
述
べ
、

其
後
に
来
賓
鳥
尾
将
軍
の
演
説
あ
り
。

　

仏
教
も
時
勢
の
変
遷
と
伴
は
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
桓
武
帝
帝
都
を
定

め
た
ま
ひ
し
よ
り
、
明
治
維
新
の
以
前
迄
は
、
帝
城
を
此
処
に
定
め
ら
れ

て
あ
り
て
、
自
ら
政
治
の
中
心
で
あ
つ
た
が
、
今
日
は
帝
城
も
東
京
に
移

さ
れ
、
之
と
同
時
に
百
般
の
事
物
も
全
然
変
遷
し
て
来
た
。
此
に
於
て
か

仏
教
徒
も
大
に
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
元
来
人
類
社
会
の
機
能
と
い
ふ

者
は
奇
妙
な
者
で
、
敏
捷
な
る
社
会
に
耳
目
を
置
く
も
の
は
、
外
物
の
刺

撃
に
よ
り
て
自
然
に
其
の
能
力
も
敏
捷
に
な
る
も
、
休
止
せ
る
社
会
に
処

す
る
時
は
、
又
自
然
に
其
の
機
能
も
鈍
く
な
る
。
従
て
其
の
居
処
に
拠
て

事
業
発
達
の
難
易
を
来
す
こ
と
は
論
を
俟
た
ず
。
恰
も
風
上
に
在
て
声
を

放
て
ば
遠
く
反
響
を
及
ぼ
し
、
山
上
に
あ
り
て
下
界
を
瞰
視
す
れ
ば
百
里

の
風
光
一
望
の
中
に
あ
る
と
同
一
の
理
な
り
。
故
に
今
日
仏
教
徒
は
相
協

同
し
、
釈
尊
の
御
遺
形
を
奉
迎
さ
る
ゝ
は
甚
だ
美
事
で
あ
る
が
、
此
の
御

遺
形
を
収
容
す
る
場
所
は
、
天
下
の
中
心
た
る
東
京
に
定
め
ら
れ
ん
事
を

希
望
す
、
云
々
。

本
派
本
願
寺
と
大
菩
提
会
〔
明
治
33
年
６
月
16
日　

第
四
四
八
〇
号
〕

妙
心
寺
会
議
に
於
て
日
本
大
菩
提
会
の
件
を
議
す
る
に
當
り
、
本
派
本
願
寺

に
て
は
、
第
一
期
事
業
な
る
覚
王
殿
建
立
に
は
同
意
す
る
も
、
第
二
期
事
業

な
る
教
育
慈
善
等
に
付
反
対
な
り
と
て
、
管
長
代
理
以
下
の
委
員
一
同
袂
を

聨
て
退
場
し
、
以
後
会
議
に
列
せ
ず
、
創
立
式
に
も
参
せ
ず
、
遂
に
各
宗
と

提
携
を
絶
ち
、
又
藤
島
師
は
仏
舎
利
奉
迎
使
の
一
行
を
脱
し
、
暹
羅
よ
り
直

ち
に
仏
国
巴
里
に
出
張
せ
し
む
べ
き
旨
、
顧
問
会
に
於
て
決
し
た
り
と
の
こ

と
な
り
。

覚
王
殿
建
設
費
寄
付
〔
明
治
33
年
６
月
16
日　

第
四
四
八
〇
号
〕

既
記
の
如
く
本
派
本
願
寺
は
、
大
菩
提
会
の
第
二
期
事
業
と
し
て
教
育
及
慈

善
の
起
業
を
為
す
こ
と
に
反
対
し
、
同
会
組
織
に
同
意
せ
ざ
る
こ
と
に
決
し

た
れ
ど
も
、
仏
骨
奉
安
の
為
め
覚
王
殿
を
建
設
す
る
こ
と
は
勿
論
賛
成
な
り

と
て
、
同
殿
建
設
費
中
に
金
二
万
円
を
寄
附
す
る
事
に
決
し
、
顧
問
利
井
明

朗
、
注
記
名
和
渕
海
の
二
師
は
、
再
昨
日
大
仏
妙
法
院
に
仏
骨
奉
迎
事
務
総

理
村
田
寂
順
師
を
訪
ふ
て
其
旨
を
陳
述
し
、
左
の
書
面
を
送
り
た
る
由
。

　

今
般
各
宗
派
管
長
会
議
に
於
て
大
菩
提
会
を
組
織
し
、
会
員
を
募
集
し
、

釈
尊
の
御
遺
形
奉
安
の
殿
堂
建
設
等
の
事
業
企
図
、
可
相
成
段
決
議
有
之

候
処
、
本
派
に
於
て
は
殿
堂
建
設
の
議
は
無
論
賛
成
に
付
、
右
費
用
の
内

へ
本
派
よ
り
金
二
万
円
寄
附
可
致
候
。
乍
去
大
菩
提
会
組
織
の
儀
者
断
然

同
意
難
致
候
条
、
此
段
申
進
候
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
宗
本
願
寺
派
管
長
代
理　

近　

松　

尊　

定

　
　

奉
迎
事
務
総
理
村
田
寂
順
殿

本
派
の
意
見
〔
明
治
33
年
６
月
16
日　

第
四
四
八
〇
号
〕

本
派
本
願
寺
の
大
菩
提
会
に
反
対
す
る
理
由
な
り
と
て
、
同
派
の
當
路
者
は

左
の
如
く
語
れ
り
。

　

目
下
僧
界
の
堕
落
せ
る
状
況
を
見
て
、
世
間
早
く
も
推
断
し
て
、
教
界
が

山
仕
事
を
為
す
が
如
く
云
ふ
も
の
あ
る
は
心
外
千
万
に
し
て
、
甚
だ
慚
愧
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に
堪
へ
ず
。
故
に
苟
く
も
遺
弟
と
し
て
教
を
釈
門
に
奉
ず
る
以
上
は
、
霊

骨
奉
迎
奉
安
の
如
き
盛
事
に
際
し
て
は
、
先
づ
金
を
他
に
募
る
こ
と
を
為

す
よ
り
、
己
れ
他
に
先
ん
じ
て
金
を
投
じ
、
之
れ
を
俗
人
の
手
に
藉
ら

ず
、
僧
侶
自
か
ら
其
の
奉
安
の
殿
堂
を
建
設
せ
ん
こ
そ
望
ま
し
け
れ
。
左

れ
ば
之
れ
を
俗
人
よ
り
募
り
、
七
ケ
年
を
費
し
て
、
巨
大
の
土
木
を
起
す

よ
り
は
、
宜
し
く
七
万
の
僧
侶
各
自
金
二
円
を
投
じ
、
十
四
万
円
位
の
殿

堂
を
建
設
し
、
以
て
釈
尊
崇
仰
遺
徳
顕
揚
の
実
を
挙
げ
、
衆
人
の
摸
範
た

ら
ん
こ
と
を
期
す
べ
し
。
是
本
派
の
意
見
に
し
て
、
今
回
殿
堂
建
設
費
に

金
二
万
円
を
寄
附
し
、
且
つ
大
菩
提
会
の
組
織
に
同
意
せ
ざ
る
所
以
な
り

云
々
。

曹
洞
宗
取
締
の
選
挙
〔
明
治
33
年
６
月
16
日　

第
四
四
八
〇
号
〕

雲
国
曹
洞
宗
取
締
松
影
俊
竜
師
か
遷
化
し
た
る
事
は
既
報
の
如
く
な
る
が
、

今
期
は
殊
に
満
期
改
選
に
も
あ
り
、
旁
々
以
て
取
締
副
取
締
及
寺
院
総
代
等

を
選
挙
せ
ざ
る
可
ら
ざ
る
事
と
な
り
し
を
以
て
、
同
宗
各
寺
院
は
既
に
去
頃

よ
り
之
が
準
備
に
取
か
ゝ
り
、
各
候
補
者
を
選
定
し
て
夫
々
運
動
中
な
る

が
、
元
来
同
派
に
は
老
朽
派
と
青
年

奉
迎
使
の
帰
朝
期
〔
明
治
33
年
６
月
18
日　

第
四
四
八
一
号
〕

仏
骨
奉
迎
使
の
一
行
が
、
都
合
に
よ
り
て
は
其
序
を
以
て
印
度
の
仏
蹟
を
参

拝
せ
ん
と
の
事
は
、
船
中
の
委
員
会
に
於
て
決
議
し
た
る
所
な
り
し
も
、
同

地
方
は
目
下
極
暑
の
折
柄
と
云
ひ
、
且
ペ
ス
ト
な
ど
の
悪
疫
盛
な
る
の
み
な

ら
ず
、
印
度
は
近
来
彼
の
大
飢
饉
に
て
未
曽
有
の
大
惨
状
を
呈
し
居
る
際
な

れ
ば
、
彼
是
同
地
に
立
寄
る
事
は
見
合
せ
と
な
り
、
一
行
は
遺
骨
を
受
取
り

た
る
上
は
直
に
帰
途
に
就
く
筈
に
て
、
多
分
七
月
下
旬
か
八
月
上
旬
頃
帰
朝

す
べ
し
と
云
ふ
。

仏
舎
利
奉
迎
使
の
消
息
〔
明
治
33
年
６
月
24
日　

第
四
四
八
四
号
〕

奉
迎
正
使
大
谷
光
演
師
を
始
め
一
行
は
、
去
る
十
二
日
を
以
て
暹
羅
国
盤
谷

府
に
安
着
せ
ら
れ
、
十
四
日
国
王
陛
下
に
拝
謁
し
、
同
く
十
五
日
を
以
て
御

遺
形
分
授
の
式
を
終
り
、
十
九
日
盤
谷
府
解
纜
の
便
船
に
て
帰
朝
の
途
に
着

か
る
ゝ
筈
。
奉
迎
事
務
所
へ
電
報
あ
り
し
由
な
れ
ば
、
七
月
十
二
、
三
日
頃

に
は
帰
朝
せ
ら
る
べ
し
と
。
曽
て
本
紙
の
報
ぜ
る
が
如
く
、
當
府
は
奉
迎
使

一
行
帰
途
印
度
へ
廻
航
し
、
釈
尊
成
道
の
霊
跡
を
も
巡
拝
し
、
八
、
九
月
頃

帰
朝
の
予
定
な
り
し
が
、
昨
今
清
国
の
動
乱
等
、
種
々
の
障
碍
も
あ
り
、
且

つ
印
度
は
ペ
ス
ト
流
行
し
居
れ
ば
、
一
と
先
帰
朝
す
る
方
然
る
べ
し
と
の
事

に
決
し
、
直
に
帰
朝
の
電
報
あ
り
し
な
り
と
い
ふ
。
さ
れ
ば
奉
迎
事
務
所
に

て
は
、
こ
れ
が
た
め
に
奉
迎
準
備
に
大
変
動
を
生
じ
、
去
る
二
十
一
日
入
電

以
来
委
員
諸
師
は
事
務
所
に
詰
切
り
協
議
を
凝
ら
し
、
俄
に
職
員
を
増
加
し

夜
を
日
に
つ
い
で
準
備
に
忙
は
し
と
。

仏
教
の
中
心
東
京
に
移
ら
ん
と
す
〔
明
治
33
年
６
月
24
日　

第
四
四
八
四
号
〕

仏
教
は
古
来
京
都
を
中
心
と
し
、
各
本
山
事
務
所
多
く
は
京
都
に
在
り
、
近

く
は
夫
の
暹
羅
国
よ
り
迎
へ
ん
と
す
仏
骨
を
も
、
京
都
の
地
に
安
置
せ
ん
と

す
る
こ
と
な
る
が
、
東
西
両
本
願
寺
に
於
て
は
近
来
見
る
所
あ
り
て
、
仏
教

の
中
心
も
時
勢
に
従
ひ
、
之
を
東
京
に
移
さ
ん
と
企
て
つ
ゝ
あ
り
。
此
両
派
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に
属
す
る
各
学
校
即
ち
大
谷
派
の
真
宗
大
学
、
同
中
学
、
本
派
の
仏
教
大

学
、
仏
教
高
等
、
同
中
学
等
を
も
漸
次
、
之
を
東
京
に
移
さ
ん
と
す
る
計
画

あ
り
に
、
本
派
の
仏
教
高
等
中
学
、
同
中
央
中
学
の
生
徒
半
数
は
、
本
年
九

月
よ
り
東
京
高
輪
泉
岳
寺
附
近
に
移
転
せ
し
め
ん
こ
と
に
内
定
し
、
大
谷
派

の
真
宗
大
学
も
同
様
、
本
年
九
月
よ
り
東
京
下
谷
区
内
に
移
転
す
る
こ
と
に

決
定
し
居
り
て
、
目
下
其
建
物
の
設
計
中
な
り
。
且
つ
大
谷
派
寺
務
所
内
に

在
る
教
学
部
を
も
浅
草
別
院
内
に
移
す
こ
と
に
内
定
せ
り
と
。
夫
の
仏
骨

も
、
之
を
東
京
に
安
置
せ
ん
と
唱
ふ
る
も
漸
次
多
き
を
加
ふ
る
に
至
り
、
京

都
仏
教
者
間
に
於
け
る
近
時
の
一
問
題
と
な
れ
り
。
此
趨
勢
の
漸
次
事
実
と

な
り
行
か
ん
に
は
、
京
都
の
盛
衰
に
関
す
る
事
尠
少
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
。

仏
骨
迎
齎
余
聞
〔
明
治
33
年
６
月
26
日　

第
四
四
八
五
号
〕

同
一
行
の
消
息
は
、
前
号
に
記
す
る
如
く
来
月
十
一
二
日
頃
長
崎
到
着
の
筈

な
り
。
左
れ
ば
委
員
五
名
は
、
昨
二
十
五
日
京
都
を
発
し
、
長
崎
に
て
一
行

を
待
受
く
る
都
合
な
り
。
帰
着
の
上
は
一
先
づ
之
を
妙
法
院
宸
殿
に
安
置
す

る
筈
に
て
、
尚
宸
殿
の
前
に
拝
所
、
茶
所
、
寮
務
所
を
新
築
す
る
事
と
な

り
、
既
に
起
工
に
取
り
掛
り
し
由
。
又
大
菩
提
会
に
て
は
、
此
事
に
関
し
急

に
東
京
に
其
支
部
を
設
置
す
る
必
要
を
生
じ
、
同
会
委
員
四
名
は
二
、
三
日

前
上
京
し
た
る
趣
き
な
り
。

仏
舎
利
奉
迎
と
大
菩
提
会
〔
明
治
33
年
６
月
28
日　

第
四
四
八
六
号
〕

大
菩
提
会
東
部
重
役
会
は
、
一
昨
廿
六
日
に
開
か
る
べ
き
筈
な
れ
ど
も
、
各

宗
よ
り
上
京
せ
る
委
員
中
未
だ
着
京
せ
ざ
る
者
あ
る
に
依
り
、
夫
々
待
合
せ

今
廿
八
日
に
延
期
せ
ら
れ
た
り
。

奉
迎
使
一
行
〔
明
治
33
年
６
月
28
日　

第
四
四
八
六
号
〕

奉
迎
使
一
行
は
、
一
昨
々
廿
五
日
新
嘉
坡
へ
着
せ
ら
れ
た
る
由
電
報
あ
り
た

り
。

委
員
出
発
〔
明
治
33
年
６
月
28
日　

第
四
四
八
六
号
〕

仏
舎
利
奉
迎
委
員
有
馬
憲
文
、
小
林
栄
運
、
名
和
渕
海
、
三
原
俊
栄
の
四
師

は
、
一
昨
日
長
崎
へ
向
け
仏
舎
利
奉
迎
の
為
め
出
発
せ
ら
れ
、
猶
引
続
き
四

氏
は
九
州
地
方
に
於
て
、
大
菩
提
会
の
勧
財
募
集
に
着
手
さ
る
ゝ
由
。

仏
舎
利
奉
迎
準
備
の
模
様
〔
明
治
33
年
６
月
28
日　

第
四
四
八
六
号
〕

既
記
の
如
く
仏
舎
利
奉
迎
使
の
一
行
は
、
遅
く
も
来
月
十
二
日
ま
で
に
長
崎

に
着
す
る
由
に
て
、
右
着
の
上
は
同
地
曹
洞
宗
晧
台
寺
に
三
日
間
安
置
し
、

大
法
要
を
修
し
、
夫
よ
り
海
路
直
ち
に
大
坂
に
着
し
、
天
王
寺
に
於
て
大
法

会
を
五
日
間
修
し
、
次
に
汽
車
に
て
京
都
に
着
し
、
一
と
先
づ
東
本
願
寺
に

て
休
憩
の
上
行
列
を
整
へ
、
妙
法
院
宸
殿
に
練
込
み
同
殿
に
奉
安
し
て
、
三

日
間
各
宗
代
る
〴
〵
大
法
要
を
執
行
し
、
其
後
は
各
宗
一
ケ
月
交
代
に
て
妙

法
院
に
常
在
奉
仕
を
詰
置
き
、
来
年
四
月
八
日
釈
尊
降
誕
会
を
修
す
る
と
同

時
に
、
覚
王
殿
建
設
の
起
工
式
を
挙
行
す
る
都
合
な
り
。

仏
舎
利
奉
安
所
に
就
て
〔
明
治
33
年
６
月
28
日　

第
四
四
八
六
号
〕

最
初
各
宗
委
員
会
に
於
て
決
せ
し
は
、
京
都
東
山
附
近
こ
そ
参
詣
の
便
利
も
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宜
か
ら
ん
と
の
議
な
り
し
が
、
菩
提
会
創
立
式
の
際
、
鳥
尾
将
軍
の
演
説
よ

り
引
続
き
熱
心
に
東
京
を
主
張
し
、
各
宗
委
員
も
従
つ
て
東
京
説
甚
だ
多

し
。
然
に
京
都
府
知
事
初
め
市
長
等
は
、
京
都
の
一
財
源
と
な
る
べ
き
事
な

れ
ば
、
是
非
共
京
都
に
せ
ん
と
大
に
運
動
を
為
し
居
る
由
。
社
員
が
確
な
る

筋
よ
り
聞
く
に
曹
洞
、
日
蓮
、
真
言
等
は
是
非
東
京
へ
建
設
し
た
し
と
云
ひ

居
る
由
。

真
宗
西
派
の
訓
令
〔
明
治
33
年
６
月
28
日　

第
四
四
八
六
号
〕

同
派
に
於
は
、
大
菩
提
会
に
不
同
意
な
る
理
由
と
し
て
、
左
の
訓
令
を
発
し

た
り
。

　

今
般
各
宗
派
管
長
会
議
に
於
て
日
本
大
菩
提
会
を
設
立
し
、
大
聖
世
尊
御

遺
形
奉
安
の
為
め
壮
麗
な
る
殿
堂
を
建
築
し
、
併
て
教
育
慈
善
の
大
事
業

を
起
し
国
民
の
道
徳
を
培
養
せ
ん
と
て
、
全
国
各
宗
派
に
亘
り
広
く
会
員

を
募
り
、
莫
大
の
勧
財
を
為
し
、
以
て
之
が
成
功
を
期
せ
ん
こ
と
を
議
決

せ
り
。
然
る
に
本
派
は
不
得
已
此
れ
に
、
賛
同
す
る
能
は
ざ
る
こ
と
と
な

れ
り
。

　

抑
も
自
行
を
先
き
に
し
て
他
に
及
ぶ
べ
き
こ
と
は
予
て
訓
告
す
る
所
に
し

て
、
本
派
に
在
て
は
百
年
此
の
精
神
を
離
る
ゝ
を
得
ず
。
依
是
今
回
の
事

業
に
於
け
る
僧
侶
先
づ
之
を
荷
は
ん
と
す
る
に
あ
り
て
、
前
顕
三
種
の
中

初
め
に
殿
堂
建
築
の
業
を
起
し
、
帝
国
七
万
の
寺
院
に
於
て
之
を
成
功
し

（
全
国
七
万
の
寺
院
一
ケ
寺
二
円
を
醵
出
す
れ
ば
、
総
額
十
四
万
円
を

得
。
以
て
殿
堂
を
建
築
す
る
に
足
る
）
各
宗
派
協
同
一
致
の
実
を
挙
げ
、

進
で
は
世
顕
遺
徳
の
顕
揚
に
努
め
、
退
て
は
各
自
僧
侶
の
釐
正
に
尽
し
、

以
て
社
会
道
徳
の
標
準
た
ら
ん
こ
と
を
期
せ
ん
。
而
し
て
他
の
事
に
到
て

は
、
其
成
功
を
見
た
る
後
ち
、
起
業
を
残
す
る
の
順
序
な
る
こ
と
を
信

ず
。
本
派
の
方
針
此
の
如
く
な
る
も
、
審
議
交
渉
の
結
果
竟
に
納
れ
ら
れ

ず
し
て
止
み
た
り
。

　

然
と
雖
も
御
遺
形
奉
安
の
為
め
殿
堂
を
建
築
す
る
は
、
素
よ
り
同
意
す
る

所
な
れ
ば
、
前
項
の
理
由
に
依
り
、
本
山
は
一
派
を
代
表
し
て
建
築
費
金

二
万
円
を
寄
附
し
、
而
し
て
大
菩
提
会
加
入
の
義
は
断
然
謝
絶
せ
り
。
門

末
一
同
此
の
旨
趣
を
領
し
、
心
得
違
無
之
様
深
く
注
意
す
べ
し
。

真
言
宗
の
困
難
〔
明
治
33
年
６
月
28
日　

第
四
四
八
六
号
〕

真
言
宗
古
義
聨
帯
会
議
は
紛
擾
の
結
果
、
遂
に
無
期
延
期
と
な
り
し
が
、
其

後
高
野
山
、
御
室
、
嵯
峨
、
醍
醐
の
各
本
山
は
、
依
然
と
し
て
内
務
省
に
向

け
分
離
請
願
を
為
し
、
画
一
派
も
委
員
を
東
上
せ
し
め
て
非
分
離
の
運
動
を

試
み
、
新
義
派
に
て
も
智
山
、
豊
山
な
ど
は
分
離
の
運
動
を
な
し
、
紛
紜
と

し
て
帰
す
る
所
を
知
ら
ず
。
今
回
の
紛
擾
以
来
一
宗
の
布
教
興
学
は
、
一
も

挙
る
能
は
ず
し
て
万
事
消
極
的
と
な
り
、
各
末
寺
は
何
れ
も
観
望
し
て
教
学

費
を
納
め
ず
、
中
に
は
不
納
を
教
唆
す
る
も
あ
り
。
且
つ
其
他
の
近
状
頗
る

憂
慮
す
べ
き
こ
と
少
か
ら
ず
。
遂
に
は
其
筋
の
厄
介
に
為
り
て
局
を
結
ぶ
よ

り
外
に
は
方
法
な
き
も
の
ゝ
如
し
。

大
谷
光
瑞
及
光
演
の
二
師
〔
明
治
33
年
６
月
28
日　

第
四
四
八
六
号
〕

本
派
本
願
寺
新
門
主
光
瑞
師
の
仏
跡
巡
拝
の
目
的
を
以
て
印
度
に
向
ひ
し

は
、
昨
年
十
二
月
四
日
の
こ
と
な
り
し
が
、
爾
後
同
師
は
普
ね
く
彼
地
の
巡
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拝
を
了
り
、
夫
れ
よ
り
欧
米
漫
遊
の
途
に
上
り
、
去
月
廿
九
日
に
は
竜
動
に

到
着
。
日
本
公
使
館
に
泊
ま
り
、
廿
日
あ
ま
り
同
地
の
宗
教
視
察
を
な
し
、

本
月
廿
一
日
こ
ゝ
を
発
し
巴
里
に
向
へ
り
と
云
ふ
。
師
は
是
よ
り
暫
く
同
地

に
止
ま
り
大
博
覧
会
を
観
た
る
上
、
九
月
一
日
よ
り
同
地
に
開
か
る
べ
き
万

国
宗
教
大
会
に
臨
む
予
定
に
て
、
其
後
は
去
つ
て
米
国
に
遊
び
、
同
地
に
新

築
せ
し
同
本
山
の
布
教
場
を
尋
ね
、
同
時
に
予
て
仏
教
に
帰
依
深
き
、
米
国

仏
教
伝
道
会
名
誉
員
ア
ー
ル
、
ガ
ル
フ
、
ノ
ー
マ
ン
博
士
の
望
に
ま
か
せ
、

右
布
教
場
に
て
光
瑞
師
親
し
く
真
宗
の
帰
敬
式
（
剃
刀
式
）
を
授
く
る
筈
、

か
く
て
十
二
月
中
旬
帰
朝
す
べ
し
と
聞
く
。
又
右
準
備
の
為
め
執
行
武
田
篤

初
は
既
に
米
国
に
向
け
先
発
し
、
尚
ほ
仏
骨
奉
迎
使
に
加
は
り
暹
羅
に
向
ひ

し
同
派
の
顧
問
藤
島
了
穏
も
、
亦
去
る
十
五
日
仏
骨
受
領
の
後
翌
十
六
日
他

の
奉
迎
使
に
別
れ
、
同
地
よ
り
直
に
仏
国
に
向
へ
り
。
こ
は
万
国
宗
教
大
会

に
臨
席
す
る
為
め
に
し
て
、
同
地
に
て
新
門
主
光
瑞
師
に
会
し
、
帰
途
は

共
々
に
す
べ
し
と
。

又
曩
き
に
仏
骨
奉
迎
正
使
と
な
り
て
暹
羅
に
到
り
し
大
谷
光
演
師
は
、
中
途

よ
り
仏
骨
奉
迎
の
後
、
直
に
一
行
を
牽
ゐ
印
度
な
る
仏
跡
巡
拝
す
べ
し
と
の

議
を
出
し
た
る
が
、
自
ら
印
度
は
飢
饉
ペ
ス
ト
な
ど
の
災
厄
あ
る
の
み
な
ら

ず
、
今
回
北
清
の
変
事
も
容
易
な
ら
ざ
る
際
と
て
、
再
び
是
を
見
合
は
す
こ

と
に
決
し
、
去
る
十
九
日
既
に
暹
羅
を
出
発
し
て
帰
航
の
途
に
つ
き
た
れ

ば
、
来
七
月
十
日
ご
ろ
に
は
長
崎
に
着
す
べ
し
と
ぞ
。

大
菩
提
会
支
部
設
置
〔
明
治
33
年
６
月
30
日　

第
四
四
八
七
号
〕

大
菩
提
会
に
於
て
は
、
東
京
に
支
部
を
設
置
す
る
為
め
、
東
上
委
員
理
事
有

沢
香
庵
師
（
曹
洞
宗
）
去
る
二
十
七
日
午
前
七
時
五
十
六
分
、
七
条
列
車
に

て
来
京
し
た
れ
ば
、
昨
今
日
中
に
芝
区
烏
森
各
宗
派
集
会
所
に
於
て
、
仏
骨

奉
迎
に
関
す
る
件
及
大
菩
提
会
東
京
支
部
設
置
の
協
議
を
為
す
筈
な
り
。

仏
骨
奉
安
の
地
〔
明
治
33
年
７
月
２
日　

第
四
四
八
八
号
〕

　
　
　
　
　
　
（
一
）

仏
骨
奉
安
の
地
、
京
都
可
な
る
か
、
東
京
可
な
る
か
、
京
都
は
山
紫
水
明
の

古
都
、
其
地
形
、
風
物
、
並
に
既
往
の
歴
史
よ
り
す
れ
ば
、
京
都
固
よ
り
可

な
ら
さ
る
に
は
あ
ら
ず
。
然
れ
ど
も
既
往
の
歴
史
は
以
て
現
代
の
趨
勢
に
敵

す
る
能
は
ず
。
地
形
、
風
物
、
亦
た
こ
れ
何
等
有
力
の
理
由
と
為
す
を
得

ん
。
首
府
王
城
、
百
物
輻
輳
の
帝
都
こ
そ
は
、
ま
こ
と
に
こ
れ
仏
骨
奉
安
の

適
応
地
。

　
　
　
　
　
　
（
二
）

仏
骨
を
京
都
に
奉
安
せ
ん
と
す
る
も
の
は
私
し
の
感
情
に
制
せ
ら
る
ゝ
の
輩

な
り
。
私
し
の
利
害
を
以
て
公
の
利
害
に
敵
せ
し
め
ん
と
す
る
の
輩
な
り
。

私
し
の
感
情
、
私
し
の
利
害
を
離
れ
て
黙
想
一
番
、
更
ら
に
眼
を
天
下
の
大

局
に
放
て
。
天
下
の
大
局
に
放
つ
て
而
し
て
後
、
京
都
可
な
る
か
、
東
京
可

な
る
か
を
再
三
再
四
熟
考
せ
よ
。
其
是
非
善
悪
、
可
否
得
失
、
立
ち
ど
こ
ろ

に
こ
れ
を
判
明
な
ら
し
む
る
を
得
ん
。

　
　
　
　
　
　
（
三
）

仏
骨
奉
安
の
地
は
、
全
仏
徒
に
最
も
便
利
な
る
地
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
最

も
衆
人
の
輻
湊
す
る
地
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
曽
て
は
京
都
は
最
も
便
利
な

る
地
た
り
し
な
り
。
衆
人
の
輻
輳
す
る
地
た
り
し
な
り
。
今
や
即
ち
然
ら
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ず
、
全
国
を
通
し
て
最
も
便
利
に
、
最
も
衆
人
の
輻
湊
す
る
の
地
は
即
ち
東

京
に
あ
ら
ず
や
。

　
　
　
　
　
　
（
四
）

一
国
の
元
首
、
曽
て
西
京
に
あ
る
や
、
各
宗
本
山
は
競
ふ
て
地
を
西
京
に
卜

せ
り
。
こ
れ
抑
も
何
の
理
由
に
依
る
か
。
元
首
東
行
し
て
江
戸
を
東
京
と
為

し
、
全
国
の
主
脳
は
一
つ
に
芙
蓉
の
東
、
筑
波
の
西
に
集
り
し
明
治
の
新
世

紀
。
仏
骨
奉
安
の
地
を
西
都
に
卜
せ
ん
と
す
る
は
愚
も
亦
た
甚
た
し
か
ら
ず

や
。

　
　
　
　
　
　
（
五
）

政
治
活
動
の
中
心
は
幾
度
か
推
移
す
る
こ
と
あ
る
べ
し
。
一
国
元
首
の
所
在

地
も
亦
た
永
世
を
必
す
べ
か
ら
ず
。
随
つ
て
吾
人
が
仏
骨
奉
安
の
地
を
東
都

に
卜
せ
よ
と
は
、
宗
教
の
殿
堂
は
常
に
必
す
し
も
元
首
と
共
に
あ
れ
と
の
謂

に
は
あ
ら
ず
。
要
は
た
ゞ
、
現
代
及
ひ
将
来
の
趨
勢
に
鑑
み
、
全
仏
教
徒
に

最
も
便
益
な
る
地
を
以
て
仏
骨
奉
安
の
場
所
と
為
す
へ
し
と
い
ふ
に
あ
る
の

み
。
ま
た
他
あ
ら
ん
や
。

大
菩
提
会
東
部
事
務
所
〔
明
治
33
年
７
月
２
日　

第
四
四
八
八
号
〕

大
菩
提
会
東
部
事
務
所
は
、
多
分
愛
宕
下
青
松
寺
中
に
設
立
せ
ら
る
べ
く
、

又
両
三
日
中
に
各
宗
派
に
於
て
取
締
、
組
長
等
を
其
の
本
山
、
若
く
は
事
務

出
張
所
に
招
集
し
、
理
事
田
村
豊
亮
、
有
沢
香
庵
二
師
よ
り
大
菩
提
会
創
立

の
旨
趣
を
演
説
せ
ら
れ
、
各
宗
派
よ
り
創
立
員
を
互
撰
し
、
本
月
四
日
創
立

委
員
の
大
会
を
開
き
、
其
の
上
に
て
市
内
の
会
員
募
集
并
に
東
部
事
務
所
の

開
場
式
等
の
順
序
を
議
せ
ら
る
べ
し
と
云
ふ
。

仏
舎
利
奉
迎
〔
明
治
33
年
７
月
２
日　

第
四
四
八
八
号
〕

仏
舎
利
は
来
月
十
日
頃
長
崎
着
、
同
所
よ
り
直
ち
に
大
坂
に
着
、
四
天
王
寺

に
二
泊
の
上
京
都
着
の
筈
。

●
京
都
の
休
憩
所　

大
谷
派
本
願
寺
阿
弥
陀
堂
を
仏
舎
利
の
京
都
休
憩
所
に

充
つ
る
由
。

●
仮
奉
安
後
の
法
要
と
仏
旗　

仮
奉
安
に
際
し
執
行
す
る
法
要
は
余
程
厳
重

な
る
よ
し
に
て
、
古
来
の
法
式
は
目
下
取
調
中
に
し
て
、
仏
舎
利
奉
安
中

は
、
妙
法
院
勅
使
門
内
左
右
に
高
さ
十
二
間
の
六
金
色
仏
旗
を
建
つ
る
よ

し
。

●
奉
迎
員
の
出
発　

長
崎
迄
奉
迎
す
べ
き
委
員
有
馬
憲
文
、
三
原
俊
栄
、
二

氏
は
去
る
廿
七
日
午
後
二
時
三
十
分
京
都
駅
発
列
車
に
て
出
発
し
、
薗
光

轍
、
名
和
渕
海
、
二
氏
は
一
昨
廿
八
日
午
後
出
発
し
た
り
。

●
仏
舎
利
に
就
て　

大
方
の
人
は
仏
舎
利
と
い
へ
ば
、
東
大
寺
又
は
東
福
寺

抔
に
蔵
す
る
透
明
に
し
て
顆
粒
状
を
な
し
た
る
物
の
み
の
様
に
思
ひ
居
り

て
、
仏
骨
な
ど
い
ふ
物
の
あ
る
べ
き
筈
な
し
と
信
ず
る
者
多
く
、
現
に
府
下

の
某
雑
誌
に
も
是
等
の
事
を
論
じ
た
る
を
見
受
け
し
が
、
こ
れ
は
大
な
る
誤

に
て
、
梵
語
舎
利
は
新
訳
に
は
室
利
羅
、
又
は
設
利
羅
と
書
き
て
骨
身
と
訳

し
、
又
ウ
ヰ
ル
リ
ア
ム
ス
氏
の
字
典
に
は
死
身
と
訳
し
て
あ
り
、
必
ず
し
も

顆
粒
状
を
な
す
物
の
み
に
は
限
ら
ぬ
な
り
と
い
ふ
。
此
の
事
に
就
て
大
谷
派

の
本
山
に
て
は
、
其
の
取
調
を
大
学
寮
の
攻
専
院
に
命
じ
、
嗣
講
擬
講
の
諸

学
師
は
広
く
経
論
訳
を
探
り
て
取
調
べ
、
近
日
復
命
せ
ら
れ
し
由
な
る
が
、

頗
る
詳
細
な
る
調
査
な
り
し
と
い
ふ
。
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日
本
大
菩
提
会
趣
意
書
〔
明
治
33
年
７
月
２
日　

第
四
四
八
八
号
〕

京
都
洛
外
妙
心
寺
各
宗
管
長
会
議
の
結
果
と
し
て
、
日
本
大
菩
提
会
の
創
立

せ
ら
れ
た
る
こ
と
は
、
既
に
度
々
報
道
せ
し
処
な
る
が
、
今
回
会
趣
意
書
を

得
た
れ
は
左
に
掲
ぐ
。

　
　
　
　

日
本
大
菩
提
会
趣
意
書

　

恭
し
く
惟
る
に
、
大
恩
教
主
釈
迦
牟
尼
世
尊
八
相
成
道
の
化
儀
は
微
妙
不

可
思
議
に
し
て
、
法
身
の
理
体
に
は
隠
現
な
し
と
い
へ
ど
も
、
大
慈
大
悲

の
応
用
に
は
仮
に
生
滅
を
示
し
給
へ
り
。
故
に
生
を
中
天
竺
摩
訶
陀
国
、

浄
飯
王
の
妃
摩
耶
夫
人
の
胎
に
托
し
、
四
月
八
日
無
憂
樹
下
に
降
誕
し
、

身
に
は
三
十
二
相
八
十
種
を
具
足
し
給
ふ
と
雖
も
、
凡
夫
に
似
同
し
て
嬰

児
行
を
示
し
、
四
門
に
遊
観
し
て
生
老
病
死
を
厭
ひ
、
夜
半
に
王
城
を
踰

へ
衰
竜
の
衣
を
脱
し
て
袈
裟
を
着
し
、
菩
提
樹
の
下
に
正
覚
を
成
し
給

ふ
。
是
則
十
九
世
出
家
三
十
成
道
と
称
ふ
。
爾
来
華
厳
、
阿
厳
方
等
般
若

の
四
時
を
経
て
、
如
来
出
世
の
本
懐
た
る
妙
法
蓮
華
経
、
一
切
衆
生
皆
成

仏
道
の
旨
を
説
き
玉
ふ
。
是
を
秋
収
冬
蔵
更
無
所
作
と
名
く
。
化
縁
既
に

終
り
、
俗
に
従
ひ
光
を
韜
み
、
沙
羅
双
樹
の
間
に
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
、

如
来
常
住
無
有
変
易
と
称
へ
て
大
般
涅
槃
に
入
り
給
ふ
。
嗚
呼
哀
哉
、
我

等
衆
生
宿
福
薄
劣
に
し
て
在
世
の
利
益
に
洩
れ
、
金
鎔
木
彫
の
仏
像
等
住

持
の
三
宝
を
帰
馮
と
し
、
青
蓮
満
月
の
妙
相
を
竟
に
瞻
奉
す
る
こ
と
能
は

ざ
る
は
、
常
に
悲
嘆
に
堪
へ
ざ
る
所
な
り
。
今
や
天
運
循
環
し
て
此
明
治

の
聖
代
に
会
ひ
、
世
尊
の
遺
形
を
聖
地
よ
り
奉
迎
し
親
し
く
瞻
仰
し
奉
る

こ
と
を
得
る
は
、
優
曇
の
萼
、
浮
木
の
亀
も
啻
な
ら
ず
。
誠
に
空
前
の
盛

事
に
し
て
仏
法
興
盛
の
吉
兆
と
、
何
の
歓
喜
か
之
に
若
か
ん
や
。
抑
も
我

世
尊
は
其
在
世
の
化
導
を
以
て
自
ら
足
れ
り
と
せ
ず
。
其
滅
後
に
於
て
も

骨
身
砂
利
を
以
て
福
を
人
天
に
被
ら
し
め
ん
と
誓
ひ
給
ひ
け
り
。
即
ち
円

寂
荼
毘
の
後
ち
霊
応
極
な
く
祥
瑞
荐
り
に
臻
れ
り
。
是
に
於
て
八
国
の
王

及
諸
天
竜
王
、
骨
身
砂
利
を
分
ち
て
各
宝
塔
を
建
て
、
閻
維
所
亦
高
顕
を

築
き
、
尊
重
恭
敬
し
て
応
驗
最
も
著
し
か
り
き
。
這
回
暹
王
の
頒
た
れ
し

金
躯
の
遺
形
は
、
闍
維
宝
塔
の
遺
物
な
り
と
、
仏
教
博
士
保
氏
の
考
證
せ

し
は
、
斯
道
名
家
の
證
す
る
と
こ
ろ
に
し
て
、
益
々
信
念
を
堅
く
せ
り
。

夫
れ
世
尊
の
遺
形
は
、
即
ち
大
日
弥
陀
三
身
即
一
法
界
塔
婆
な
れ
ば
、
一

瞻
一
礼
す
る
も
の
は
惑
業
氷
の
如
く
消
へ
、
福
智
雲
の
如
く
聚
り
、
速
生

極
楽
即
身
成
仏
の
功
徳
を
具
し
給
ふ
こ
と
、
言
の
尽
す
べ
き
に
あ
ら
ざ
る

な
り
。
依
之
各
宗
協
同
し
て
爰
に
日
本
大
菩
提
会
を
設
置
し
、
協
同
賛
襄

の
力
に
頼
り
て
輪
奐
た
る
大
覚
王
殿
を
建
立
し
、
以
て
遺
形
を
奉
安
し
、

且
つ
益
々
仏
法
を
闡
明
し
慧
日
を
発
揮
し
、
以
て
公
衆
の
信
念
を
鞏
結
し

道
徳
を
培
養
せ
ん
こ
と
を
企
て
た
り
。
夫
れ
菩
提
は
性
の
真
理
解
脱
の
大

本
に
し
て
、
仏
道
の
極
致
な
れ
ば
、
之
を
以
て
本
会
の
名
と
し
、
之
を
内

に
し
て
各
宗
協
同
一
致
し
て
本
会
を
隆
盛
に
し
、
之
を
外
に
し
て
は
世
界

仏
教
者
を
合
同
融
和
し
て
、
相
共
に
大
乗
の
法
雨
に
潤
ひ
醍
醐
の
真
味
に

飽
か
し
め
ん
と
欲
す
る
な
り
。
夫
れ
我
国
仏
教
は
各
宗
派
に
分
れ
、
其
所

依
を
殊
に
す
る
も
其
源
を
窮
る
と
き
は
仏
意
に
原
か
ざ
る
は
な
し
。
猶
百

川
流
を
分
つ
も
同
し
く
海
に
朝
宗
し
、
子
孫
家
を
異
に
す
る
も
倶
に
一
祖

に
帰
す
る
か
如
し
。
苟
も
教
祖
の
源
旨
に
帰
し
仏
法
の
余
流
を
汲
む
も

の
、
豈
協
同
一
致
し
て
罔
極
の
慈
恩
に
酬
は
ざ
る
べ
け
ん
や
。
仰
き
願
は

帰
依
仏
教
の
徒
は
、
緇
素
に
論
な
く
十
方
の
善
男
善
女
皆
趣
旨
を
賛
成
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し
、
続
々
同
意
加
入
し
相
倶
に
心
を
協
ひ
力
を
戮
せ
、
以
て
本
会
の
事
業

を
完
成
な
ら
し
め
ん
こ
と
を
。

　
　
　

明
治
三
十
三
年
六
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

釈
尊
遺
形
奉
迎
事
務
総
理
兼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
大
菩
提
会
理
事
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妙
法
院
門
跡　

村　

田　

寂　

順

　
　

名
誉
会
監　

天
台
宗
座
主
（
中
山
玄
航
）
天
台
宗
寺
門
派
長
吏
（
山
科

祐
玉
）
天
台
宗
真
盛
派
事
務
取
扱
（
石
山
覚
湛
）
真
言
宗
長
者
（
原

心
猛
）
浄
土
宗
西
山
派
管
長
（
久
田
倣
道
）
臨
済
宗
天
竜
寺
派
管
長

（
橋
本
峨
山
）
臨
済
宗
相
国
寺
派
管
長
（
中
原
東
岳
）
臨
済
宗
建
仁

寺
派
管
長
（
竹
田
黙
雷
）
臨
済
宗
南
禅
寺
派
管
長
（
豊
田
毒
湛
）
臨

済
宗
妙
心
寺
派
管
長
（
小
林
完
補
）
臨
済
宗
建
長
寺
派
管
長
（
霄
貫

道
）
臨
済
宗
東
福
寺
派
管
長
（
済
門
敬
冲
）
臨
済
宗
大
徳
寺
派
管
長

（
菅
広
州
）
臨
済
宗
円
覚
寺
派
管
長
（
釈
宗
演
）
臨
済
宗
永
源
寺
派

管
長
（
久
松
琢
宗
）
曹
洞
宗
管
長
（
畔
上
楳
仙
）
真
宗
大
谷
派
管
長

（
大
谷
光
瑩
）
真
宗
高
田
派
管
長
（
常
盤
井
尭
熙
）
真
宗
興
正
派
管

長
（
華
園
沢
称
）
真
宗
仏
光
寺
派
管
長
（
渋
谷
微
妙
定
院
）
真
宗
出

雲
路
派
管
長
（
藤
善
聴
）
真
宗
山
元
派
管
長
（
藤
原
善
住
）
真
宗
誠

照
寺
派
管
長
（
二
条
秀
源
）
真
宗
三
門
徒
派
管
長
（
平
光
円
）
日
蓮

宗
宗
管
長
（
岩
村
日
轟
）
時
宗
管
長
（
河
野
覚
阿
）
融
通
念
仏
宗
事

務
取
扱
（
梅
原
霊
巌
）
黄
檗
宗
管
長
（
吉
井
虎
林
）
法
相
宗
管
長

（
秦
行
鈍
）
華
厳
宗
管
長
（
佐
保
山
晋
円
）
真
言
律
宗
管
長
（
佐
伯

泓
澄
）

日
本
大
菩
提
会
支
部
規
則
並
に
会
員
待
遇
規
定
〔
明
治
33
年
７
月
２
日　

第
四
四
八
八
号
〕

日
本
大
菩
提
会
々
則
並
に
其
施
行
細
則
は
、
曽
て
本
誌
に
掲
げ
た
る
所
の
如

し
。
今
其
支
部
規
則
、
並
に
会
待
遇
規
定
等
を
見
る
に
曰
く
、

　
　
　
　

日
本
大
菩
提
会
支
部
規
則

　

第
一
条　

会
則
第
一
条
及
第
十
四
条
に
拠
り
本
則
を
定
む
。

　

第
二
条　

支
部
を
設
置
せ
ん
と
す
る
と
き
は
予
め
其
方
法
を
詳
記
し
本
部

の
承
認
を
請
ふ
べ
し
。

　

第
三
条　

東
西
両
京
は
日
本
大
菩
提
会
東
部
西
部
と
称
す
。

　

第
四
条　

各
地
方
支
部
は
日
本
大
菩
提
会
の
下
に
地
名
を
挿
入
し
何
支
部

と
称
す
。

　
　
　

但
支
部
は
各
府
県
便
宜
の
地
に
於
て
之
を
設
く
る
も
の
と
す
。

　

第
五
条　

東
西
両
部
は
本
部
の
直
轄
と
す
。

　

第
六
条　

支
部
は
本
部
の
指
示
に
遵
ひ
其
地
方
の
事
務
を
分
掌
す
。

　

第
七
条　

支
部
の
事
務
を
処
理
す
る
為
め
左
の
職
員
を
置
く
。

　
　
　

但
職
員
服
務
規
則
は
別
に
之
を
定
む
。

　
　

一
支
部
長　
　
　
　
　
　
　
　

一　

人

　
　

一
幹　

事　
　
　
　
　
　
　
　

若
干
人

　
　

一
書　

記　
　
　
　
　
　
　
　

若
干
人

　

第
八
条　

支
部
長
は
協
議
会
に
於
て
撰
定
し
幹
事
書
記
は
支
部
長
之
を
撰

任
す
。

　

第
九
条　

各
府
県
に
協
議
員
を
置
き
支
部
に
関
す
る
重
要
の
事
項
を
協
定

せ
し
む
。
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但
協
議
会
組
織
方
法
は
各
地
方
の
便
宜
に
依
り
之
を
定
む
。

　

第
十
条　

支
部
の
経
費
及
職
員
の
報
酬
は
本
部
よ
り
之
を
支
給
す
。

　
　
　
　

日
本
大
菩
提
会
々
員
待
遇
規
定

　

第
一
条　

本
会
の
趣
旨
を
賛
成
し
金
員
物
品
を
喜
捨
し
会
則
第
四
条
に
依

り
会
員
た
る
者
は
、
左
の
区
別
に
従
ひ
会
員
證
章
紀
念
品
及
謝
状
を
贈

る
も
の
と
す
。

　
　

一
名
誉
会
員

　
　
　

第
一
種
会
員
章
及
紀
念
品
金
千
円
以
上
喜
捨
し
た
る
も
の

　
　
　

第
二
種
会
員
章
及
紀
念
品
金
五
百
円
以
上
喜
捨
し
た
る
も
の

　
　
　

第
三
種
会
員
章
及
紀
念
品
金
参
百
円
以
上
喜
捨
し
た
る
も
の

　
　
　

第
四
種
会
員
章
及
紀
念
品
金
百
円
以
上
喜
捨
し
た
る
も
の

　
　

一
特
別
会
員

　
　
　

第
一
種
会
員
章
及
紀
念
品
金
五
十
円
以
上
喜
捨
し
た
る
も
の

　
　
　

第
二
種
会
員
章
及
紀
念
品
金
参
拾
円
以
上
喜
捨
し
た
る
も
の

　
　
　

第
三
種
会
員
章
及
紀
念
品
金
拾
円
以
上
喜
捨
し
た
る
も
の

　

第
二
条　

正
会
員
に
は
会
員
章
及
證
票
を
贈
与
し
、
随
喜
会
員
に
は
識
票

の
み
を
贈
る
も
の
と
す
。

　

第
三
条　

紀
念
品
に
は
別
に
左
記
の
謝
状
を
添
付
す
。

　
　
（
謝
状
）

　
　

茲
に
日
本
大
菩
提
会
の
主
旨
を
賛
成
し
金
何
円
を
喜
捨
せ
ら
る
依
て
本

会
規
定
の
正
条
に
拠
り
、
第
何
種
会
員
章
及
紀
念
品
を
贈
り
以
て
其
芳

志
に
酬
ふ
。

　
　
　
　
　

明
治　
　

年　

月　

日

　
　
　
　
　
　
　

大
日
本
大
菩
提
会
理
事
長　

姓　
　
　
　
　

名

　
　
　
　
　
　

爵　

姓　

名　

殿

　

第
四
条　

会
員
は
随
意
に
覚
王
殿
の
参
拝
を
為
す
こ
と
を
得
。

　

第
五
条　

法
会
施
行
の
節
会
員
の
参
拝
者
に
は
相
當
の
待
遇
を
為
す
も
の

と
す
。

　
　
　

但
会
員
章
携
帯
を
要
す
。

　

第
六
条　

会
員
に
は
明
治
三
十
四
年
四
月
八
日
よ
り
同
年
五
月
十
五
日
に

至
る
期
間
、
拝
瞻
会
及
覚
王
殿
起
工
式
挙
行
の
當
時
、
汽
車
汽
船
賃
の

割
引
票
并
に
各
宗
派
本
山
の
宝
物
拝
観
券
を
贈
る
も
の
と
す
。

　
　
　
　

会
員
章
及
記
念
品
調
製
方

　

第
一
条　

会
員
章
は
蓮
輪
式
表
に
何
会
員
之
章
の
字
を
記
し
、
裏
に
明
治

三
十
四
年
何
月
贈
焉
日
本
大
菩
提
会
と
記
す
。

　

第
二
条　

名
誉
会
員
に
贈
与
す
る
会
員
章
及
記
念
品
種
左
の
如
し
。

　
　
　

第
一
種　

一
等
徽
章
及
一
等
紀
念
品

　
　
　

第
二
種　

二
等
徽
章
及
二
等
紀
念
品

　
　
　

第
三
種　

三
等
徽
章
及
三
等
紀
念
品

　
　
　

第
四
種　

四
等
徽
章
及
四
等
紀
念
品

　

第
三
条　

特
別
会
員
に
贈
与
す
る
会
員
章
及
紀
念
品
種
左
の
如
し
。

　
　
　

第
一
種　

一
等
徽
章
及
一
等
紀
念
品

　
　
　

第
二
種　

二
等
徽
章
及
二
等
紀
念
品

　
　
　

第
三
種　

三
等
徽
章
及
三
等
紀
念
品
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再
び
顕
本
仏
骨
奉
迎
に
付
て
〔
明
治
33
年
７
月
２
日　

第
四
四
八
八
号
〕

本
多
等
の
一
輩
、
仏
骨
奉
迎
に
付
て
ク
ズ
〳
〵
云
て
居
る
を
詰
責
し
た
ら
、

少
し
く
我
執
を
去
た
様
だ
つ
た
が
、
亦
此
の
間
の
明
教
を
見
た
ら
大
覚
王
殿

に
付
て
の
演
説
云
々
の
広
告
が
有
た
。
是
は
無
論
反
対
意
見
を
発
表
す
る
目

算
だ
ろ
う
が
、
奴
等
の
馬
鹿
加
減
が
知
ぬ
よ
。
而
て
彼
等
の
云
ふ
事
を
聞
く

に
、
仏
骨
と
云
た
つ
て
馬
の
骨
だ
か
牛
の
骨
だ
が
解
の
わ
か
ら
ぬ
者
を
奉
迎

す
る
な
ん
て
、
其
愚
に
は
及
べ
か
ら
ず
だ
な
ん
て
白
痴
を
云
へ
る
。
然
も
付

て
聞
ば
仏
骨
で
な
い
と
云
ふ
反
證
は
一
寸
も
持
て
居
ら
ぬ
。
そ
こ
で
学
者
等

の
鑑
定
を
否
定
せ
ん
と
す
。
其
の
ズ
ウ
〳
〵
し
い
に
は
驚
く
よ
。
小
僧
は
此

仏
骨
奉
迎
を
好
期
と
し
て
仏
教
の
統
一
を
望
て
居
る
か
ら
、
仏
骨
じ
や
と
云

へ
ば
馬
骨
で
も
宜
い
と
信
じ
て
居
る
。
然
る
に
奴
等
は
此
の
顕
本
の
下
に
仏

教
を
統
一
せ
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
て
居
る
。
な
る
ほ
ど
顕
本
統
一
は
悪
は

な
い
。
た
が
四
、
五
年
間
本
多
等
が
宗
門
の
公
銭
を
使
用
し
て
喧
々
云
て
る

が
、
他
宗
の
僧
侶
一
人
来
ぬ
で
な
い
か
。
会
々
来
か
と
見
れ
ば
、
本
多
が
妻

の
実
父
た
る
禅
坊
主
が
な
を
忰
に
譲
て
入
門
し
た
計
り
だ
。
是
れ
で
統
一
を

云
ひ
仏
骨
は
馬
骨
だ
と
云
ふ
、
其
の
暴
横
奸
邪
命
ず
べ
き
代
詞
が
な
い
。
ど

う
し
て
も
腹
の
変
て
る
統
一
を
哮
び
仏
骨
に
反
対
す
と
せ
ば
、
板
垣
を
拆
き

落
た
桜
に
奴
も
辛
ひ
月
に
会
せ
て
や
ろ
ら
よ
。
本
多
の
小
分
さ
ん
達
北
げ
べ

し
〳
〵
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
顕
本
小
僧
）

寸
鉄
殺
人
〔
明
治
33
年
７
月
４
日　

第
四
四
八
九
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吹　
　

毛　
　

剣

◉
仏
骨
奉
安
の
地
、
京
都
な
る
べ
か
ら
ず
し
て
東
京
な
る
べ
き
は
、
前
号
社

説
欄
に
説
く
が
如
し
。
而
か
も
京
都
通
信
は
伝
へ
て
い
ふ
。
各
宗
當
路
者

は
、
過
日
京
都
市
長
に
会
し
て
断
然
地
を
京
都
に
卜
す
べ
き
旨
を
述
べ
た
り

と
。
咄
、
何
等
の
愚
ぞ
。

寸
鉄
殺
人
〔
明
治
33
年
７
月
４
日　

第
四
四
八
九
号
〕

◉
教
徒
に
仏
骨
を
奉
安
せ
ん
と
す
る
の
徒
よ
。
汝
ぢ
の
眼
中
に
は
公
益
な
き

か
、
公
利
な
き
か
。
満
天
下
の
仏
徒
の
為
め
を
計
ら
ん
と
す
れ
ば
、
是
非
共

地
を
東
京
に
卜
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
や
。

寸
鉄
殺
人
〔
明
治
33
年
７
月
４
日　

第
四
四
八
九
号
〕

◉
わ
れ
、
自
ら
東
京
に
住
す
る
が
故
に
、
仏
骨
奉
安
の
地
を
東
京
に
卜
せ
よ

と
い
ふ
も
の
に
あ
ら
ず
。
東
京
は
衆
人
輻
湊
の
地
、
満
天
下
の
仏
徒
の
為
め

を
思
へ
ば
な
り
。
社
会
の
公
益
を
思
へ
ば
な
り
。
嗚
呼
仏
骨
奉
安
の
地
、
徹

頭
徹
尾
東
京
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

仏
舎
利
入
殿
の
行
列
〔
明
治
33
年
７
月
４
日　

第
四
四
八
九
号
〕

仏
舎
利
奉
迎
事
務
所
に
於
て
は
、
奉
迎
使
一
行
七
条
停
車
場
に
帰
着
し
、
同

所
よ
り
大
仏
妙
法
院
震
殿
へ
仮
安
置
を
為
す
道
筋
は
、
既
に
前
号
に
報
導
せ

し
が
、
行
列
順
は
委
員
会
の
議
を
経
て
、
烏
丸
通
を
北
へ
、
四
条
通
り
東

入
、
寺
町
通
を
南
へ
、
五
条
通
を
南
へ
、
伏
見
街
道
を
南
へ
、
七
条
通
を
東

へ
、
妙
法
院
へ
着
す
る
こ
と
に
改
め
た
り
。
又
行
列
は
左
の
如
し
。

　
　
　
　
　
　

行　

列　

順　

序
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前
駈
二
行
仏
旗
二
旒
、
奉
迎
委
員
（
人
力
車
）
諸
講
中
（
参
謀
旗
を
立
）

各
宗
僧
侶
稚
児
数
十
名
（
天
冠
白
狩
衣
紫
袴
）
各
名
誉
職
員
、
各
宗
管
長

（
馬
車
）
各
宗
門
跡
（
馬
車
）
仏
旗
二
旒
、
楽
人
二
列
、
総
理
（
馬
車
）

仏
旗
二
旒
、
錦
二
旒
、
鳳
輦
錦
旗
二
旒
、
奉
迎
使
旗
（
紫
）
正
使
（
馬

車
）
副
使
（
馬
車
）
奉
迎
使
旗
（
紫
）
二
旒
奉
迎
使
（
馬
車
）
随
行
員

（
人
力
車
）
各
宗
僧
侶
、
諸
講
中
各
宗
学
校
職
員
生
徒
（
兵
装
）
列
外
一

般
信
者

仏
骨
奉
迎
と
百
八
梵
鐘
〔
明
治
33
年
７
月
４
日　

第
四
四
八
九
号
〕

仏
舎
利
到
着
の
相
図
に
は
大
仏
の
梵
鐘
を
つ
き
、
同
時
に
各
寺
院
は
、
其
響

き
に
和
し
て
百
八
の
梵
鐘
を
撞
き
出
す
筈
な
り
。
且
此
の
大
仏
の
梵
鐘
は
、

三
百
年
来
嘗
て
撞
き
た
る
こ
と
な
き
を
、
今
回
力
士
数
十
名
に
之
を
撞
か
し

む
と
。

大
菩
提
会
委
員
と
京
都
市
長
の
会
合
〔
明
治
33
年
７
月
４
日　

第
四
四
八
九

号
〕

大
菩
提
会
委
員
は
、
中
安
信
三
郎
氏
の
紹
介
に
依
り
、
去
る
廿
九
日
夜
、
内

貴
市
長
を
木
屋
町
吉
富
楼
に
招
待
し
、
中
安
氏
を
始
め
常
務
委
員
土
屋
、
後

藤
、
河
野
の
三
師
出
席
し
、
仏
舎
利
来
朝
に
就
て
は
本
市
有
力
諸
氏
充
分
の

尽
力
あ
り
た
し
と
希
望
せ
し
に
、
市
長
は
菩
提
会
の
規
則
を
見
る
に
各
宗
管

長
以
下
僧
侶
を
以
て
組
織
せ
ら
れ
た
る
如
く
な
れ
ば
、
之
れ
に
俗
人
が
歓
迎

会
を
組
織
す
る
と
い
ふ
は
如
何
の
も
の
に
や
。
又
入
洛
當
日
盛
に
歓
迎
せ
よ

と
の
事
な
れ
ば
、
他
に
協
議
を
も
為
さ
ゞ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
に
就
て
は
別

に
大
日
本
菩
提
会
協
議
会
と
い
ふ
が
如
き
も
の
を
組
織
し
、
総
裁
に
は
皇
族

を
頂
き
公
侯
伯
子
男
爵
の
方
々
に
会
長
及
び
重
役
を
依
頼
し
、
菩
提
会
は
勧

財
布
教
等
に
力
を
入
れ
、
協
賛
会
は
建
築
会
計
等
の
事
務
を
取
扱
ひ
、
僧
俗

相
協
力
す
る
と
せ
ば
よ
ろ
し
か
ら
ん
。
然
し
仏
舎
利
奉
安
所
を
東
京
に
せ
ん

と
の
議
あ
る
趣
き
な
る
が
、
も
し
さ
る
事
な
れ
ば
余
は
尽
力
の
御
断
り
を
為

す
の
外
な
し
と
あ
り
し
に
、
委
員
等
は
東
京
の
方
に
移
す
事
は
断
じ
て
な
し

と
の
挨
拶
を
為
し
、
市
長
も
尽
力
を
約
し
て
午
後
九
時
過
散
会
せ
り
。

仏
骨
奉
迎
費
の
半
を
割
い
て
印
度
の
窮
民
を
救
へ
〔
明
治
33
年
７
月
６
日　

第
四
四
九
〇
号
〕

今
の
仏
骨
奉
迎
師
の
一
人
、
旧
の
関
西
の
師
家
日
置
黙
仙
、
禅
師
西
有
穆
山

の
後
を
襲
う
て
可
睡
に
住
す
。
京
都
の
豪
商
某
な
る
者
、
日
置
師
を
信
ず
る

篤
し
、
即
ち
贈
る
に
絹
布
の
夜
具
を
以
て
す
。
日
置
師
、
喜
び
こ
れ
を
受
け

て
直
ち
に
西
有
老
師
に
献
ず
。
豪
商
某
、
伝
へ
て
こ
れ
を
聞
き
益
々
日
置
師

の
徳
を
多
と
し
、
更
に
贈
る
に
絹
布
の
夜
具
を
以
て
す
。
聞
く
も
の
、
日
置

師
と
豪
商
某
と
の
底
意
に
感
泣
せ
ざ
ら
ん
。
夫
れ
自
ら
受
け
て
而
し
て
こ
れ

を
他
に
与
ふ
、
こ
れ
甚
だ
美
事
な
り
。
其
美
事
を
聞
い
て
更
に
又
物
を
贈

る
、
美
事
の
甚
だ
美
事
な
る
も
の
に
あ
ら
ず
や
。
昔
者
禅
師
鉄
眼
、
一
切
経

刊
行
に
意
あ
り
、
有
志
に
計
つ
て
其
資
を
醵
出
す
。
既
に
資
の
集
る
に
及
ん

で
年
茲
に
飢
ゆ
。
即
ち
其
資
を
散
じ
て
道
に
飢
餓
を
救
ふ
。
一
度
び
積
ん
で

は
一
度
び
救
ひ
、
二
度
び
積
ん
で
は
二
度
び
救
ひ
、
斯
く
の
如
く
す
る
も
の

三
度
び
、
漸
く
茲
に
一
切
経
の
刊
行
成
る
。
禅
師
鉄
眼
の
美
事
、
並
に
其
美

事
を
翼
賛
し
て
幾
度
か
資
を
投
せ
し
當
時
の
有
志
家
、
聞
く
も
の
誰
れ
か
其
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徳
を
多
と
せ
ざ
ら
ん
。

悲
惨
、
大
悲
惨
、
我
が
仏
教
の
祖
国
印
度
の
地
、
年
凶
に
し
て
五
穀
実
ら

ず
。
妻
は
子
を
抱
へ
て
飢
に
泣
き
、
夫
は
妻
を
顧
み
る
に
遑
ま
な
く
し
て
歔

欷
暗
涙
に
咽
ぶ
。
餓
�

累
々
、
将
に
死
に
瀕
せ
ん
と
す
る
も
の
五
百
万
、
昊

天
叫
け
べ
と
も
答
へ
な
く
、
大
地
哭
す
れ
ど
も
声
な
し
。
嗚
呼
、
悲
惨
、
大

悲
惨
、
祖
国
、
同
胞
の
こ
の
様
を
聞
い
て
吾
人
は
こ
れ
を
対
岸
の
火
災
視
す

る
を
得
る
と
為
す
か
。

同
胞
の
惨
状
、
見
る
に
忍
び
ず
聞
く
に
忍
ひ
ず
。
英
国
は
二
十
万
磅
、
独
逸

は
五
十
万
馬
を
醵
出
し
て
既
に
こ
れ
を
送
り
、
蕞
爾
た
る
暹
羅
、
亦
た
五
チ

ル
ー
ビ
ー
を
救
護
本
部
に
寄
せ
、
米
国
も
同
じ
く
彼
れ
を
救
は
ん
と
し
て
此

の
程
慈
善
家
の
大
集
会
を
開
き
、
今
や
着
々
義
捐
金
の
募
集
に
取
り
掛
り
居

れ
り
と
。
嗚
呼
、
東
洋
の
君
子
国
、
常
に
同
情
に
富
め
り
と
称
す
る
吾
が
日

本
人
、
殊
に
慈
悲
善
根
を
人
に
教
へ
つ
ゝ
あ
る
我
が
仏
教
徒
、
世
尊
釈
迦
牟

尼
仏
出
生
地
の
惨
状
を
聞
い
て
如
何
の
感
に
か
打
た
る
ゝ
。

仏
陀
の
遺
骨
を
迎
ふ
る
に
莫
大
の
金
銭
を
醵
出
し
つ
ゝ
あ
る
仏
教
徒
よ
。
願

は
く
ば
其
醵
金
の
半
ば
、
若
く
は
覚
王
殿
建
築
費
の
半
ば
を
割
い
て
彼
れ
に

与
へ
よ
。
与
へ
て
而
し
て
彼
の
憐
む
べ
き
窮
民
を
救
へ
。
禅
師
鉄
眼
、
師
家

黙
仙
の
心
事
を
学
ば
ゝ
社
会
は
汝
ぢ
を
棄
て
ざ
る
べ
し
。
否
な
斯
く
の
如
く

に
し
て
始
め
て
仏
骨
奉
迎
の
道
備
は
れ
り
。
仏
陀
の
意
に
叶
へ
り
。
こ
れ
死

骨
を
変
し
て
活
骨
と
為
し
、
仏
骨
奉
迎
の
挙
を
し
て
益
々
偉
大
な
ら
し
め
、

益
々
光
明
を
放
た
し
む
る
所
以
。
嗚
呼
、
見
る
に
忍
び
す
聞
く
に
忍
ひ
ざ
る

も
の
は
印
度
の
惨
状
な
り
。
仏
骨
奉
迎
費
の
半
ば
を
割
い
て
彼
れ
を
救
ふ
、

こ
れ
日
本
仏
徒
の
當
然
為
さ
ゝ
る
べ
か
ら
ざ
る
義
務
、
否
な
寧
ろ
天
職
に
は

あ
ら
ず
や
。

寸
鉄
殺
人
〔
明
治
33
年
７
月
６
日　

第
四
四
九
〇
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吹　
　

毛　
　

剣

◉
将
軍
鳥
尾
得
庵
、
頃
日
、
村
田
寂
順
、
橋
本
峨
山
、
島
地
黙
雷
等
の
諸
師

を
自
邸
に
招
き
、
仏
骨
奉
安
の
件
に
つ
き
種
々
議
論
を
闘
は
し
、
其
奉
安
地

は
天
下
の
中
心
た
る
輦
轂
の
下
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
所
以
を
説
き
尽
し
て

余
蘊
な
か
り
し
と
。
善
い
哉
将
軍
。

寸
鉄
殺
人
〔
明
治
33
年
７
月
６
日　

第
四
四
九
〇
号
〕

◉
京
都
市
長
内
貴
甚
三
郎
な
る
も
の
あ
り
。
頃
日
仏
骨
奉
迎
委
員
と
会
し
語

つ
て
い
ふ
。
京
都
に
仏
骨
奉
安
の
地
を
卜
せ
ば
わ
れ
一
肘
の
力
を
添
え
ん
。

然
ら
ず
ん
は
わ
れ
こ
れ
を
関
せ
ず
と
。
嗚
呼
彼
れ
は
京
都
あ
る
を
知
つ
て
天

下
あ
る
を
知
ら
ざ
る
愚
物
。
誰
れ
か
其
言
を
聞
い
て
呕
吐
を
催
さ
ゞ
ら
ん
。

寸
鉄
殺
人
〔
明
治
33
年
７
月
６
日　

第
四
四
九
〇
号
〕

◉
日
本
大
菩
提
会
東
都
支
部
員
、
仏
骨
奉
安
の
地
は
宜
し
く
東
部
な
ら
さ
る

べ
か
ら
ざ
る
を
い
ふ
。
言
や
善
し
、
願
は
く
は
其
の
説
を
変
せ
ざ
れ
。

大
菩
提
会
東
部
設
立
会
議
並
に
規
則
書
〔
明
治
33
年
７
月
６
日　

第
四
四

九
〇
号
〕

同
会
は
一
昨
四
日
、
芝
青
松
寺
に
於
て
開
か
れ
、
各
宗
よ
り
委
員
諸
師
三
十

一
名
出
席
あ
り
。
弘
津
説
三
師
議
長
に
有
沢
、
和
田
、
田
村
三
師
、
番
外
席
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に
着
き
、
先
づ
日
本
大
菩
提
会
東
部
規
則
を
討
議
し
た
る
が
、
委
員
全
体
の

意
向
は
、
仏
舎
利
奉
安
地
は
東
京
と
定
め
ざ
る
可
ら
ず
と
い
ふ
に
在
り
。
今

同
規
則
書
を
得
た
れ
ば
左
に
。

　
　
　
　

日
本
大
菩
提
会
東
部
規
則

　

第
一
条　

本
会
は
日
本
大
菩
提
会
東
部
と
称
す
。

　

第
二
条　

本
会
は
當
分
の
内
東
京
市
芝
区
青
松
寺
内
に
設
置
す
。

　

第
三
条　

本
会
は
協
議
員
を
置
き
重
要
の
事
項
を
協
定
す
る
も
の
と
す
。

　
　

協
議
員
は
各
宗
選
出
の
委
員
を
以
て
之
に
充
つ
。

　

第
四
条　

会
議
は
定
期
、
臨
時
の
二
と
し
定
期
会
は
毎
年
一
回
之
を
開
き

臨
時
会
は
必
要
の
場
合
に
之
を
開
く
。

　

第
五
条　

本
会
は
監
督
若
干
名
を
置
く
。

　
　

監
督
は
各
宗
派
高
徳
者
中
よ
り
推
選
す
。

　

第
六
条　

本
会
は
左
の
職
員
を
置
き
会
務
を
処
理
す
。

　
　
　

理
事　

一
名　
　

幹
事　

若
干
名　
　

書
記　

若
干
名

　

第
七
条　

理
事
は
本
部
よ
り
派
遣
し
、
幹
事
は
協
議
員
之
を
予
選
し
、
書

記
は
理
事
之
を
選
任
す
。（
六
七
の
二
条
は
本
部
へ
交
渉
中
）

　

第
八
条　

協
議
員
中
よ
り
常
任
委
員
十
五
名
を
互
選
し
、
理
事
を
補
佐
せ

し
む
。

　

第
九
条　

本
会
拡
張
の
為
め
職
員
出
張
し
、
各
寺
檀
信
徒
へ
巡
回
同
伴
を

求
む
る
と
き
は
其
依
頼
に
応
す
る
も
の
と
す
。

　

第
十
条　

理
事
并
常
任
委
員
協
議
の
上
、
世
話
係
若
干
名
を
置
き
本
会
の

事
業
を
斡
旋
せ
し
む
。

仏
舎
利
奉
迎
使
の
出
発
〔
明
治
33
年
７
月
６
日　

第
四
四
九
〇
号
〕

既
記
の
如
く
仏
舎
利
長
崎
着
船
に
付
、
之
れ
を
奉
迎
せ
ん
為
め
、
有
馬
憲

文
、
三
原
俊
栄
、
小
林
栄
運
の
三
氏
は
、
先
頃
よ
り
同
地
に
出
張
せ
ら
れ
て

夫
れ
〴
〵
準
備
中
な
り
し
が
、
尚
大
菩
提
会
の
理
事
薗
光
徹
、
委
員
名
和
渕

海
の
二
氏
も
去
る
四
日
同
港
へ
奉
迎
の
為
め
出
発
せ
り
。

真
宗
大
谷
派
の
諭
達
〔
明
治
33
年
７
月
６
日　

第
四
四
九
〇
号
〕

日
本
大
菩
提
会
創
立
に
付
、
同
派
に
て
は
先
頃
門
末
へ
左
の
通
り
諭
達
せ

り
。

　

明
治
三
十
三
年
六
月
八
日
、
各
宗
派
管
轄
長
聨
合
大
会
に
於
て
、
釈
尊
御

遺
形
の
紀
念
と
し
て
日
本
大
菩
提
会
を
創
立
し
、
今
般
同
会
本
部
よ
り
会

則
第
三
号
及
び
施
行
細
則
第
三
条
に
依
り
、
奉
迎
事
務
総
理
兼
日
本
大
菩

提
会
理
事
長
の
嘱
托
状
を
携
帯
せ
し
勧
誘
員
を
全
国
各
地
へ
派
遣
せ
し
め

ら
れ
候
条
、
派
内
僧
俗
一
般
此
際
護
国
扶
宗
の
赤
誠
を
以
て
、
同
会
設
立

の
趣
旨
を
翼
賛
し
仏
徒
た
る
の
本
分
を
尽
す
べ
し
。

大
菩
提
会
東
部
創
立
会
議
〔
明
治
33
年
７
月
８
日　

第
四
四
九
一
号
〕

前
号
に
報
道
し
た
る
如
く
去
る
四
日
の
同
会
は
、
規
則
第
六
条
に
理
事
一
人

と
あ
る
は
本
部
よ
り
派
遣
し
て
事
務
長
の
任
を
帯
ぶ
る
者
な
る
が
、
當
日
出

席
の
各
委
員
は
之
に
満
足
せ
ず
、
更
に
東
京
府
下
に
於
て
七
名
の
理
事
を
選

挙
し
、
前
記
本
部
派
遣
の
理
事
と
倶
に
会
務
を
整
理
せ
し
め
ん
と
の
意
見
な

り
し
も
、
斯
く
て
は
本
部
の
規
則
並
に
支
部
規
則
に
衝
突
す
る
所
あ
る
を
以

て
、
田
村
、
有
沢
の
両
理
事
に
嘱
し
て
、
東
部
限
り
の
理
事
七
名
を
置
く
事
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を
本
部
へ
交
渉
す
る
事
と
な
り
、
又
御
遺
形
奉
安
所
に
就
て
も
、
是
非
輦
轂

の
下
た
る
の
問
題
に
て
、
唯
今
と
て
も
京
都
に
決
定
し
た
る
次
第
に
も
あ
ら

ね
ば
、
此
の
事
は
他
日
本
部
に
禀
議
す
る
を
穏
當
な
り
と
し
、
次
に
奉
迎
使

長
崎
着
港
の
際
、
東
部
よ
り
総
代
二
名
以
上
を
選
み
奉
迎
せ
し
む
る
事
は
、

之
を
大
阪
迄
と
し
、
東
部
に
御
遺
形
奉
迎
の
件
は
七
八
九
の
三
ケ
月
は
、
炎

暑
中
な
れ
ば
涼
風
の
た
ち
た
る
後
に
せ
ん
と
し
、
発
会
式
期
日
及
び
準
備
の

件
は
、
東
部
職
員
選
定
の
上
に
決
す
る
事
と
し
て
、
薄
暮
に
散
会
せ
り
。

大
谷
派
法
主
の
奉
迎
意
見
〔
明
治
33
年
７
月
８
日　

第
四
四
九
一
号
〕

御
遺
形
奉
迎
に
就
て
大
谷
光
瑩
法
主
は
、
此
際
可
及
的
厳
粛
に
且
鄭
重
な
ら

ざ
る
可
ら
ず
。
さ
れ
ば
奉
迎
當
日
は
何
れ
も
徒
歩
に
て
行
列
せ
ん
と
の
意
見

な
り
し
由
な
り
し
が
、
斯
く
て
は
理
事
長
た
る
村
田
寂
順
僧
正
が
病
中
の
事

ゆ
ゑ
都
合
な
れ
ば
と
て
、
遂
に
馬
車
若
く
は
人
力
車
に
て
奉
迎
す
る
事
に
な

り
し
と
い
ふ
。

暹
羅
公
使
の
奉
迎
〔
明
治
33
年
７
月
８
日　

第
四
四
九
一
号
〕

奉
迎
使
一
行
が
長
崎
へ
安
着
の
報
あ
る
と
同
時
に
、
本
邦
駐
剳
暹
羅
公
使
バ

ア
ジ
ロ
ン
グ
、
ロ
ナ
チ
エ
ス
氏
は
神
戸
ま
で
出
張
し
、
御
遺
形
を
奉
迎
す
る

と
い
ふ
。

明
暗
教
会
の
奉
迎
〔
明
治
33
年
７
月
８
日　

第
四
四
九
一
号
〕

御
遺
形
京
都
御
着
の
當
日
、
明
暗
教
会
の
会
員
三
百
余
名
は
行
列
を
な
し
、

兼
て
手
練
の
尺
八
を
吹
奏
し
て
仮
奉
安
所
ま
で
練
行
か
ん
と
て
、
既
に
大
菩

提
会
事
務
所
へ
申
込
み
た
り
と
。
ソ
ロ
〳
〵
御
祭
ジ
ミ
て
来
た
り
御
用
心

〳
〵
。

日
蓮
宗
録
事
〔
明
治
33
年
７
月
８
日　

第
四
四
九
一
号
〕

番
外
諭
達　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
海
道
各
府
寺
本
宗
寺
院
中

今
般
仏
教
各
宗
派
に
於
て
共
立
に
係
る
日
本
大
菩
提
会
創
立
に
相
成
、
該
会

拡
張
の
為
め
各
宗
派
聨
合
の
勧
誘
委
員
を
派
出
せ
し
め
候
に
付
て
は
、
本
宗

緇
素
た
る
も
の
は
厚
く
同
会
の
本
旨
を
体
認
し
、
随
喜
賛
成
斯
の
浄
業
を
し

て
永
劫
に
増
輝
せ
し
め
よ
。

右
諭
達
す
。

　
　

明
治
三
十
三
年
六
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
蓮
宗
管
長　
　

岩
村　

日
轟

再
び
印
度
飢
饉
の
惨
状
を
述
べ
て
仏
徒
の
猛
省
を
促
す
〔
明
治
33
年
７

月
10
日　

第
四
四
九
二
号
〕

前
々
号
の
紙
上
『
仏
骨
奉
迎
費
の
半
を
割
い
て
印
度
の
窮
民
を
救
へ
』
と
題

し
、
吾
人
は
縷
々
、
我
が
仏
徒
に
告
ぐ
る
と
こ
ろ
あ
り
き
。
慈
悲
善
根
を
人

に
教
へ
つ
ゝ
あ
る
我
が
仏
徒
は
、
吾
人
の
言
を
竣
た
ず
、
既
に
そ
れ
〴
〵
の

準
備
に
取
り
掛
れ
り
し
や
も
知
れ
ず
、
而
か
も
杳
と
し
て
其
音
沙
汰
を
聞
く

無
き
は
何
ぞ
や
。

印
度
の
惨
状
は
今
や
其
極
点
に
達
せ
り
。
彼
の
国
の
政
府
、
こ
れ
が
救
済
の

道
を
講
ぜ
さ
る
に
は
あ
ら
ず
。
泰
西
の
諸
邦
、
亦
た
競
う
て
彼
れ
に
義
捐
金

を
送
れ
り
、
然
れ
ど
も
虎
よ
り
も
猛
き
彼
の
飢
饉
の
悪
魔
は
、
彼
の
国
の
政
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府
の
手
、
並
に
泰
西
諸
邦
の
義
捐
金
を
食
ら
ひ
尽
し
て
、
益
々
暴
れ
に
暴
れ

狂
ひ
に
狂
ふ
。
惨
た
る
天
地
、
累
々
た
る
死
骨
は
昿
野
に
堆
く
、
子
女
童
幼

の
食
を
求
め
ん
と
欲
し
て
泣
く
声
、
叫
ぶ
声
も
今
は
力
少
な
に
、
肉
涸
れ
骨

現
れ
眼
窪
ん
で
殆
と
死
骨
に
均
し
き
生
霊
五
百
万
、
天
を
仰
ぎ
、
地
に
俯

し
、
涙
を
呑
ん
で
た
ゞ
命
の
終
る
を
竣
つ
。
天
、
何
ん
す
れ
ぞ
、
爾
か
く
無

辜
の
生
民
に
禍
ひ
す
る
の
甚
だ
し
き
や
。

我
が
仏
徒
、
仏
の
大
悲
を
説
く
と
称
す
る
我
が
仏
徒
、
何
故
に
速
か
に
義
金

を
募
集
し
て
彼
れ
に
送
ら
ざ
る
。
仏
骨
奉
迎
費
、
若
し
く
は
覚
王
殿
建
築
費

の
半
ば
を
割
い
て
彼
れ
に
与
へ
ざ
る
。
否
な
、
仏
骨
奉
迎
費
と
い
は
ず
、
覚

王
殿
建
築
費
と
い
は
ず
、
如
何
な
る
費
用
、
如
何
な
る
資
金
に
て
も
よ
し
、

其
集
れ
る
も
の
は
こ
れ
を
割
き
、
未
た
集
ら
ざ
る
も
の
は
こ
れ
を
集
め
、
以

て
何
故
に
速
か
に
彼
れ
を
救
は
ざ
る
。

吾
人
仏
徒
が
、
未
だ
何
等
の
準
備
を
だ
も
為
さ
ゞ
る
に
先
ち
、
警
眼
な
る
彼

の
基
督
教
徒
は
、
在
本
邦
印
度
人
ク
ル
カ
ル
デ
及
び
プ
ラ
ン
、
シ
ン
グ
両
氏

と
共
に
『
印
度
大
飢
饉
救
助
演
説
会
』
な
る
も
の
を
神
田
基
督
教
青
年
会
館

に
開
け
り
。
こ
れ
固
よ
り
単
に
基
督
教
徒
の
み
の
発
起
な
り
と
は
い
ふ
能
は

ざ
る
べ
し
と
い
へ
と
も
、
基
督
教
徒
と
し
て
有
名
な
る
島
田
三
郎
、
巌
本
美

治
等
の
諸
氏
が
弁
士
と
し
て
、
周
旋
人
と
し
て
奔
走
す
る
を
見
れ
ば
、
殆
ど

基
督
教
徒
の
手
に
依
つ
て
成
れ
る
も
の
と
い
ふ
も
妨
げ
な
か
ら
ん
。
嗚
呼
、

基
督
教
徒
の
手
に
依
つ
て
成
れ
る
『
印
度
大
飢
饉
救
助
演
説
会
』
は
既
に
神

田
基
督
教
青
年
会
館
に
開
か
れ
ぬ
。
而
し
て
我
が
仏
徒
の
救
助
演
説
は
即
ち

如
何
。

救
助
演
説
を
開
く
の
み
が
飢
饉
の
救
済
に
は
あ
ら
ず
。
飢
饉
の
救
済
は
最
も

迅
速
を
要
す
る
も
の
、
吾
人
は
再
び
、
仏
骨
奉
迎
費
の
半
ば
、
若
し
く
ば
覚

王
殿
建
築
費
の
半
ば
を
割
い
て
彼
れ
印
度
の
窮
民
を
救
へ
と
我
が
仏
徒
に
勧

告
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
物
に
緩
急
あ
る
を
能
く
知
れ
る
我
が
仏
徒
直
ち
に
如

上
の
言
を
容
れ
て
願
は
く
ば
速
か
に
こ
れ
を
断
行
せ
よ
。
仏
骨
奉
迎
費
以

外
、
覚
王
殿
建
築
費
以
外
に
適
當
の
救
助
金
あ
ら
ば
な
ほ
一
層
可
な
り
、
敢

て
仏
徒
の
猛
省
を
促
す
。

長
崎
に
於
け
る
仏
骨
奉
迎
〔
明
治
33
年
７
月
10
日　

第
四
四
九
二
号
〕

長
崎
市
に
於
る
釈
尊
御
遺
形
奉
迎
準
備
に
就
て
は
、
京
都
本
部
よ
り
各
宗
聨

合
奉
迎
委
員
惣
代
と
し
て
薗
光
轍
、
小
林
栄
運
、
名
和
渕
海
、
有
馬
憲
文
、

三
原
俊
栄
の
五
師
、
去
月
廿
九
日
よ
り
長
崎
市
に
出
張
し
、
油
屋
町
宝
家
に

事
務
所
を
開
始
し
諸
般
の
設
備
す
て
に
成
り
て
、
三
原
俊
栄
師
は
去
る
五
日

よ
り
鹿
児
島
方
面
へ
出
張
し
、
小
林
栄
運
、
名
和
渕
海
の
両
師
は
同
六
日
よ

り
武
雄
、
佐
賀
、
博
多
、
久
留
米
、
熊
本
の
各
地
を
巡
教
し
、
薗
光
轍
師
は

小
倉
四
日
市
大
分
の
地
方
へ
派
出
し
、
到
る
処
各
宗
派
寺
院
教
務
所
管
事
又

は
取
締
等
を
会
し
、
奉
迎
事
件
に
関
し
て
九
洲
全
道
の
各
宗
派
寺
院
共
同

し
、
大
法
会
を
長
崎
市
晧
台
寺
に
執
行
せ
ら
る
ゝ
筈
に
て
、
す
て
に
別
紙
奉

迎
者
心
得
書
を
一
般
に
発
表
し
た
り
と
い
ふ
。

　
　
　
　
　

釈
尊
御
遺
形
奉
迎
者
心
得

　

一
七
月
十
六
日
（
新
暦
）
午
前
長
崎
港
御
着
船
。

　

一
同
日
よ
り
十
八
日
迄
三
日
間
、
晧
台
寺
に
於
て
上
陸
大
法
会
執
行
。

　

一
七
月
十
九
日　
　

午
前
長
崎
御
発
輿
。

　
　
　
　
　

奉
迎
参
列
者
の
服
制
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一
僧
侶
は
各
宗
派
に
於
て
其
宗
派
の
制
度
に
随
ひ
正
服
着
用
の
こ
と
。

　

一
俗
士
は
フ
ロ
ツ
ク
コ
ー
ト
又
は
羽
織
袴
着
用
の
こ
と
。

　

一
婦
人
は
白
襟
紋
付
着
用
の
こ
と
。

　

一
総
て
は
き
も
の
は
靴
若
く
は
麻
裏
に
限
る
こ
と
。

　
　
　
　

奉
迎
参
列
其
他
の
手
続

　

一
何
人
と
い
へ
と
も
金
壱
円
已
上
寄
附
せ
し
も
の
は
、
奉
迎
の
式
列
に
加

は
り
、
及
ひ
法
会
の
節
は
特
に
定
め
た
る
場
所
に
於
て
参
拝
す
る
こ
と

を
得
せ
し
む
へ
し
。

　

一
奉
迎
参
列
者
に
は
一
定
の
徽
章
を
交
附
し
之
を
佩
用
せ
し
む
へ
し
。

　

一
奉
迎
に
参
列
せ
ん
と
す
る
者
は
、
各
地
最
寄
の
寺
院
へ
姓
名
書
を
添
へ

て
申
込
ま
る
へ
し
。
各
寺
院
は
本
月
十
三
日
迄
に
之
を
纏
め
て
奉
迎
事

務
出
張
所
へ
届
出
ら
る
へ
し
。

　
　

但
し
本
人
よ
り
直
に
奉
迎
事
務
所
又
は
各
宗
派
の
教
務
取
扱
所
へ
申
出

る
も
妨
け
な
し
。

　

一
地
方
団
体
に
於
て
参
列
せ
ん
と
す
る
も
の
は
、
其
代
表
者
よ
り
本
月
十

三
日
迄
に
人
員
及
ひ
名
簿
を
添
へ
て
奉
迎
事
務
出
張
所
へ
届
出
ら
る
へ

し
。

　

一
各
宗
派
地
方
役
員
又
は
地
方
寺
院
総
代
等
出
崎
の
節
は
、
直
に
姓
名
及

宿
所
を
奉
迎
事
務
出
張
所
へ
届
出
ら
る
へ
し
。

　

一
奉
迎
に
関
す
る
総
て
金
品
等
の
寄
附
は
、
長
崎
市
各
宗
派
寺
院
若
く
は

奉
迎
事
務
所
へ
申
込
ま
る
へ
し
。

　
　
　
　

奉
迎
式
行
列
次
第

　
　

○
先
払
輪
棒
○
六
金
色
旗

輪
棒
○
六
金
色
旗　

○
楽
隊
○
天
童
子
○
徽
章
佩
用
者

○
天
童
子
○
徽
章
佩
用
者

　
　

○
団
体
惣
代
○
各
宗
派
寺
院
惣
代
○
地
方
奉
迎
係
○
六
金
色
旗

　
　

○
団
体
惣
代
○
各
宗
派
寺
院
惣
代
○
地
方
奉
迎
係
○
六
金
色
旗

　
　
○
本
部
員

○
本
部
員　

○
仏
旗　
旗旗　

◎
鳳
輿　
旗旗　

○
奉
迎
正
使
旗

　
　

○
奉
迎
正
使　
○
奉
迎
使
旗

○
奉
迎
使
旗　
○
奉
迎
使

○
奉
迎
使　
○
奉
迎
使
随
行

○
奉
迎
使
随
行

　
　

○
各
宗
派
寺
院
惣
代
○
篤
志
僧
侶
○
徽
章
佩
用
者
○
団
体
惣
代

　
　

○
各
宗
派
寺
院
惣
代
○
篤
志
僧
侶
○
徽
章
佩
用
者
○
団
体
惣
代

　
　
　
　
　

以　
　

上

　
　

一
奉
迎
事
務
出
張
所
は
長
崎
市
油
屋
町
宝
家
内
に
置
く

　
　
　
　

明
治
三
十
三
年
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長　
　

崎　
　

市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

釈
尊
御
遺
形
奉
迎
事
務
出
張
所

仏
骨
奉
迎
の
協
議
〔
明
治
33
年
７
月
10
日　

第
四
四
九
二
号
〕

仏
骨
奉
迎
会
委
員
土
屋
観
山
、
後
藤
禅
提
、
河
野
良
心
外
一
名
は
、
一
昨
日

午
後
内
貴
市
長
、
片
山
下
京
区
長
、
増
田
上
京
区
長
及
び
中
安
信
三
郎
等
諸

氏
と
各
個
人
の
資
格
に
て
木
屋
町
吉
富
楼
に
会
し
、
仏
骨
奉
迎
に
関
し
協
議

し
た
る
よ
し
な
る
が
、
委
員
よ
り
七
条
妙
法
院
間
の
道
筋
に
は
幕
を
張
り
、

且
群
集
の
雑
踏
を
避
く
る
た
め
そ
の
両
側
に
竹
柵
を
設
く
る
こ
と
、
及
び
市

名
誉
職
に
も
奉
迎
行
列
に
加
は
る
こ
と
等
希
望
す
る
と
こ
ろ
あ
り
し
も
、
市

長
又
は
区
長
と
し
て
は
か
ゝ
る
こ
と
に
奔
走
若
く
は
参
加
す
る
能
は
ざ
れ

ば
、
個
人
と
し
て
応
分
の
尽
力
を
添
ふ
る
こ
と
を
承
諾
し
、
尚
道
筋
の
設
備

に
つ
い
て
は
、
沿
道
の
町
総
代
を
近
日
枳
殻
亭
に
招
き
協
議
す
る
こ
と
と
し

散
会
し
た
り
と
。
因
に
仏
骨
の
京
都
に
着
す
る
は
来
二
十
一
日
に
て
、
同
日
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午
前
十
時
梅
田
発
汽
車
に
て
七
条
に
着
し
、
東
本
願
寺
に
立
寄
り
約
三
時
間

許
法
会
を
行
ひ
、
そ
れ
よ
り
妙
法
院
に
赴
く
筈
な
り
と
。

鳥
尾
子
、
西
本
願
寺
に
注
告
す
〔
明
治
33
年
７
月
10
日　

第
四
四
九
二
号
〕

西
本
願
寺
は
仏
舎
利
奉
迎
に
関
し
て
は
同
意
な
れ
ど
も
、
大
菩
提
会
組
織
に

同
意
を
表
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
よ
り
、
各
宗
派
と
分
離
せ
し
よ
り
同
じ
く
流

れ
を
釈
門
に
汲
む
も
の
と
し
て
感
賞
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
何
と
か
し
て
和
衷

協
同
あ
り
た
し
と
、
奉
迎
事
務
総
理
村
田
寂
順
師
は
交
渉
を
試
み
、
本
派
に

て
は
顧
問
利
井
明
朗
師
応
接
に
當
り
つ
ゝ
あ
る
よ
し
な
る
が
、
此
程
来
滞
京

中
の
鳥
尾
子
爵
は
本
派
本
山
に
到
り
、
紫
明
の
間
に
於
て
利
井
顧
問
と
密
談

し
仲
裁
的
勧
告
を
為
し
た
る
に
、
利
井
師
は
自
分
一
己
に
て
は
何
と
も
返
答

し
難
し
、
顧
問
会
を
開
き
て
其
意
見
を
一
致
し
た
る
上
法
主
に
告
げ
、
其
裁

可
を
経
て
確
答
す
べ
し
と
の
事
に
て
立
別
れ
た
る
よ
し
。

本
派
の
大
菩
提
会
反
対
意
見
〔
明
治
33
年
７
月
10
日　

第
四
四
九
二
号
〕

本
派
本
願
寺
に
於
て
は
、
今
回
「
釈
尊
御
遺
形
奉
迎
の
件
会
議
顛
末
」
の
題

下
に
総
論
、
新
聞
記
者
の
予
報
、
四
月
の
各
宗
派
会
議
、
調
査
委
員
会
、
四

月
第
二
の
各
宗
会
議
、
仝
月
各
宗
会
の
決
議
、
奉
迎
事
務
所
、
各
宗
派
管
長

会
議
一
、
二
、
三
、
特
別
委
員
会
、
修
正
案
、
大
菩
提
会
加
入
謝
絶
、
加
入

謝
絶
の
趣
旨
、
結
論
の
十
五
項
に
分
ち
、
滔
々
数
千
万
語
に
渉
れ
る
文
書
を

頒
ち
、
大
菩
提
会
に
反
対
す
る
意
見
を
詳
述
し
た
る
が
、
之
れ
を
要
す
る
に

言
ふ
は
易
く
行
ふ
は
難
し
。
吾
人
は
言
ふ
べ
く
し
て
行
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
業

に
は
、
仮
令
美
名
の
下
に
挙
る
者
と
雖
も
、
之
れ
に
賛
同
一
致
す
る
能
は

ず
。
吾
人
は
他
日
の
悔
を
見
る
よ
り
は
、
今
日
の
憾
を
忍
ぶ
を
以
て
可
と
す

る
も
の
な
り
。
仍
り
て
仏
骨
奉
迎
及
奉
安
殿
堂
の
建
築
は
固
よ
り
賛
成
す
る

処
な
れ
ば
、
其
の
建
築
費
に
対
し
、
金
二
万
円
を
一
派
本
末
の
諸
寺
院
を
代

表
し
て
、
本
山
よ
り
之
れ
を
寄
附
し
た
り
。

は
単
に
殿
堂
の
建
設
費
に
寄

付
せ
し
も
の
に
て
、
大
菩
提
会
に
寄
付
せ
し
も
の
に
あ
ら
ず
。
左
れ
ば
本
山

に
は
一
派
を
代
表
し
て
大
菩
提
会
加
入
を
謝
絶
し
た
る
も
の
と
謂
ふ
べ
し
。

故
に
派
内
門
末
に
あ
り
て
は
此
意
を
体
し
、
大
菩
提
会
に
加
入
す
べ
か
ら
ず

と
の
趣
意
に
外
な
ら
ざ
る
由
な
り
。

仏
骨
奉
迎
準
備
〔
明
治
33
年
７
月
12
日　

第
四
四
九
三
号
〕

去
る
九
日
午
後
八
時
、
長
崎
発
の
報
に
曰
く
、
仏
骨
奉
迎
使
の
一
行
十
六
日

来
着
に
付
、
市
中
国
旗
を
掲
け
軒
提
灯
を
釣
し
、
奉
迎
す
る
の
準
備
中
に
て

意
気
込
盛
な
り
。

奉
迎
使
出
迎
〔
明
治
33
年
７
月
12
日　

第
四
四
九
三
号
〕

真
宗
大
谷
派
石
川
参
務
外
五
名
は
、
奉
迎
使
一
行
を
出
迎
の
為
め
長
崎
へ
赴

け
り
。

大
菩
提
会
仏
骨
奉
迎
彙
報
〔
明
治
33
年
７
月
12
日　

第
四
四
九
三
号
〕

▲
休
憩
所
と
順
路　

釈
尊
御
遺
形
奉
迎
使
一
行
の
七
条
駅
に
着
す
る
や
、
一

旦
東
本
願
寺
に
入
て
休
憩
し
、
行
列
に
関
す
る
諸
般
の
整
理
を
な
し
、
同
寺

よ
り
烏
丸
通
北
四
条
四
条
東
寺
町
、
寺
町
南
五
条
、
伏
見
街
道
南
七
条
を
経

て
妙
法
院
に
到
着
す
る
筈
な
り
。
▲
参
列
者
と
休
憩
所　

大
菩
提
会
に
て
は
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今
度
参
列
者
の
便
宜
を
計
り
、
智
積
院
養
源
院
等
を
借
受
け
、
同
所
を
以
て

参
列
者
の
休
憩
所
に
充
つ
る
筈
な
り
と
。
▲
奉
迎
と
金
閣
寺
不
動
講　

同
寺

不
動
講
々
員
百
名
以
上
、
奉
迎
の
行
列
に
加
は
り
た
き
旨
大
菩
提
会
へ
申
込

み
来
り
た
る
に
付
き
、
同
会
に
て
は
之
を
許
可
す
る
事
に
決
定
せ
り
。
▲
菩

提
会
と
定
紋　

同
会
に
て
は
、
兼
て
よ
り
同
会
の
紋
章
を
定
む
る
に
就
き

種
々
考
案
中
の
処
、
愈
々
三
蓮
華
形
の
紋
を
定
紋
と
す
る
に
一
定
し
た
る

由
。
▲
奉
迎
事
務
所
設
置　

奉
迎
使
一
行
の
帰
朝
近
き
に
あ
る
を
以
て
、
東

本
願
寺
に
て
は
同
寺
内
に
釈
尊
御
遺
形
奉
迎
事
務
所
を
設
け
、
左
の
八
名
へ

掛
員
を
命
じ
各
別
院
教
務
所
に
通
牒
し
た
り
。
△
児
門
賢
象
△
松
岡
秀
雄
△

鈴
木
信
雄
△
久
米
天
海
△
奈
倉
和
嘉
△
福
原
意
徳
△
田
中
開
導
△
渡
辺
鈴
三

郎
▲
奉
迎
と
高
等
官
其
他　

當
日
在
京
各
高
等
官
、
府
市
名
誉
職
、
商
業
会

議
所
員
、
各
学
校
長
、
諸
会
社
重
役
等
に
参
拝
の
案
内
状
を
発
し
、
又
沿
道

各
公
同
組
合
幹
事
及
組
長
を
招
き
、
奉
迎
上
に
関
す
る
相
談
を
為
す
由
。
其

他
奉
迎
上
の
準
備
は
両
区
長
へ
一
任
し
、
便
宜
処
分
を
請
ふ
筈
な
り
と
。
▲

白
縮
緬
の
仏
旗
は
仏
骨
鳳
輦
の
正
面
に
掲
ぐ
べ
き
。
仏
旗
は
浜
縮
緬
に
仏
の

一
字
を
金
糸
に
て
刺
繍
し
、
其
意
匠
は
池
田
清
助
氏
引
受
け
、
其
下
書
は
最

も
美
事
な
ら
ざ
れ
は
な
ら
じ
と
て
、
建
仁
寺
管
長
武
田
黙
雷
師
に
依
托
し
置

き
し
に
、
隷
書
風
に
て
去
る
三
日
揮
毫
済
と
な
り
、
目
下
刺
繍
中
な
る
が
、

是
非
長
崎
到
着
の
間
に
合
は
す
都
合
な
り
と
て
、
日
夜
取
急
ぎ
つ
ゝ
あ
り

と
。
竹
田
黙
雷

仏
骨
長
崎
に
到
着
す
〔
明
治
33
年
７
月
14
日　

第
四
四
九
四
号
〕
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誌

仏
教
徒
総
代
大
谷
光
演
師
一
行
の
、
暹
羅
よ
り
携
へ
来
れ
る
釈
尊
の
遺
骨

は
、
一
昨
日
午
前
八
時
英
国
汽
船
ロ
ヒ
ラ
号
に
て
長
崎
に
到
着
せ
し
旨
、
長

崎
よ
り
電
報
あ
り
し
が
、
長
崎
に
て
二
日
間
法
会
を
執
行
し
た
る
後
の
日
割

順
序
に
つ
い
て
は
、
大
谷
派
本
願
寺
法
主
の
意
見
あ
る
に
よ
り
、
京
都
な
る

奉
迎
事
務
所
総
理
村
田
寂
順
師
を
始
め
委
員
諸
氏
協
議
の
上
、
左
の
如
く
確

定
し
大
谷
法
主
も
之
を
認
諾
し
た
る
に
つ
き
、
事
務
所
當
任
委
員
土
屋
観
山

師
は
、
去
十
日
午
前
出
発
長
崎
に
急
行
せ
り
。
其
日
割
左
の
如
し
。

　

七
月
十
二
日
長
崎
港
着
船
▲
十
三
日
十
四
日
長
崎
に
於
て
法
会
。
▲
十
五

日
馬
関
一
泊
。
但
し
午
前
長
崎
発
車
、
午
後
三
時
二
十
三
分
門
司
着
車
、

小
蒸
汽
船
に
て
馬
関
着
。
▲
十
六
日
馬
関
出
発
。
但
し
馬
関
よ
り
徳
山
迄

汽
船
、
徳
山
午
後
十
時
五
分
発
列
車
に
て
出
発
。
▲
十
七
日
午
後
零
時
三

十
分
大
阪
梅
田
停
車
場
着
。
直
に
天
王
寺
に
入
る
。
▲
十
八
日
天
王
寺
に

於
て
拝
迎
会
。
▲
十
九
日
京
都
着
但　

午
前
六
時
卅
分
天
王
寺
停
車
場
よ

り
乗
込
み
、
同
七
時
四
分
梅
田
停
車
場
へ
着
。
同
七
時
卅
一
分
官
線
列
車

に
乗
替
へ
、
同
日
午
前
八
時
五
十
分
京
都
七
条
停
車
場
着
。
直
に
大
谷
派

本
願
寺
へ
入
奥
の
事
。
同
午
後
大
谷
派
本
願
寺
よ
り
行
列
。
烏
丸
通
り
を

北
へ
五
条
通
を
経
て
、
大
仏
妙
法
院
へ
仮
奉
安
の
事
。
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又
大
谷
派
法
主
の
発
意
に
依
り
、
仏
骨
長
崎
安
着
奉
迎
の
た
め
、
各
宗
派
管

長
総
代
と
し
て
妙
心
寺
派
管
長
小
林
宗
補
氏
は
、
十
一
日
京
都
出
発
長
崎
に

赴
き
し
筈
な
り
。
尚
又
奉
迎
使
帰
京
當
日
、
七
条
停
車
場
よ
り
大
仏
妙
法
院

内
仮
安
置
所
ま
で
、
仏
骨
を
奉
迎
す
る
に
用
ゐ
る
法
輿
は
蓮
形
に
し
て
珱
珞

を
附
け
、
全
体
を
黒
塗
り
と
し
法
鸞
は
朱
塗
り
に
て
、
表
面
扉
の
両
側
は
唐

草
の
彫
刻
を
な
し
金
鍍
の
金
具
を
附
し
、
頂
上
の
擬
宝
珠
は
金
箔
塗
り
に
て

頗
る
美
麗
の
も
の
な
る
が
、
右
は
各
宗
本
山
の
仏
具
用
達
な
る
京
都
市
下
京

区
七
条
通
新
町
西
入
、
山
崎
屋
竹
内
商
店
に
於
て
目
下
製
造
中
に
て
、
同
店

に
て
は
之
を
名
誉
と
な
し
凡
て
実
費
に
て
調
達
し
、
来
る
十
五
日
頃
迄
に
落

成
せ
し
む
る
筈
な
り
と
い
ふ
。

大
谷
派
東
京
別
院
講
中
総
代
の
奉
迎
〔
明
治
33
年
７
月
14
日　

第
四
四
九
四

号
〕

仏
舎
利
奉
迎
に
就
て
、
浅
草
大
谷
派
別
院
の
信
徒
は
、
此
の
際
大
々
的
奉
迎

を
な
さ
ん
と
の
計
画
な
り
し
が
、
當
年
中
に
は
東
京
へ
御
遺
形
を
奉
迎
す
べ

き
筈
な
り
と
聞
き
、
然
ら
ば
今
回
の
処
は
別
院
二
十
四
講
中
の
中
大
講
は
二

名
、
小
講
は
一
名
づ
ゝ
総
代
と
し
て
、
大
阪
ま
で
奉
迎
せ
ん
と
の
事
評
議
一

決
し
、
大
約
五
十
名
程
は
来
る
十
六
日
の
夜
行
に
て
大
阪
へ
赴
く
こ
と
に
決

し
た
り
と
云
ふ
。

大
阪
に
於
け
る
奉
迎
準
備
〔
明
治
33
年
７
月
14
日　

第
四
四
九
四
号
〕

理
事
後
藤
禅
提
、
土
屋
観
山
の
両
師
は
同
地
に
出
張
し
、
去
る
九
日
難
波
別

院
に
於
て
各
宗
僧
侶
の
協
議
会
を
開
き
て
決
定
せ
し
順
序
は
、
仏
舎
利
梅
田

停
車
場
に
到
着
あ
る
や
各
宗
僧
侶
は
之
を
奉
迎
し
、
正
使
一
行
と
倶
に
四
天

王
寺
に
練
行
き
、
翌
日
法
要
を
修
行
し
、
其
の
翌
日
大
阪
発
一
番
汽
車
に
て

京
都
へ
御
入
り
の
都
合
に
て
、
菊
池
大
阪
府
知
事
に
も
交
渉
し
、
知
事
よ
り

も
応
分
の
保
護
を
与
ふ
る
こ
と
に
な
り
し
と
い
ふ
。

日
本
大
菩
提
会
東
部
評
議
員
〔
明
治
33
年
７
月
14
日　

第
四
四
九
四
号
〕

日
本
大
菩
提
会
東
部
評
議
員
の
中
、
日
蓮
宗
に
於
て
は
左
の
如
く
確
定
せ
り

と
い
ふ
。

　

功
力
日
慈　

黒
沢
日
明　

中
野
顕
朗　

布
施
耀
玄　

米
田
穏
静

　

豊
田
教
寛　

近
江
正
瑞

仏
骨
奉
迎
委
員
〔
明
治
33
年
７
月
14
日　

第
四
四
九
四
号
〕

日
蓮
宗
の
同
委
員
は
豊
田
心
静
（
京
都
府
録
司
）
師
に
し
て
、
同
宗
管
長
岩

村
日
恵
大
僧
正
に
随
ひ
、
不
日
神
戸
ま
で
奉
迎
せ
ら
る
ゝ
と
い
ふ
。

仏
骨
奉
迎
彙
報
〔
明
治
33
年
７
月
16
日　

第
四
四
九
五
号
〕

去
る
十
一
日
、
長
崎
発
の
来
電
に
曰
く
、
仏
骨
は
英
国
汽
船
ロ
ヒ
ラ
号
に
て

今
朝
八
時
當
港
に
到
着
し
、
十
時
半
上
陸
せ
り
。
此
際
花
火
を
打
揚
げ
、
信

徒
四
千
余
名
、
僧
侶
壱
百
余
名
出
迎
へ
、
晧
台
寺
に
入
り
、
沿
道
の
拝
観
者

非
常
に
多
く
殆
ん
ど
立
錐
の
地
な
き
程
な
り
。
尚
明
日
よ
り
二
日
間
法
会
を

行
ふ
筈
な
り
。
又
曰
く
仏
骨
奉
迎
使
の
一
行
は
、
本
日
午
後
三
時
晧
台
寺
に

於
て
仏
前
に
列
し
、
本
願
寺
法
主
の
挨
拶
あ
り
畢
り
て
紅
葉
館
に
投
宿
せ

り
。
當
日
晧
台
寺
に
参
詣
せ
し
男
女
は
数
万
人
な
り
き
。
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雑
報
〔
明
治
33
年
７
月
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日　

第
四
四
九
五
号
〕

▲
京
都
に
於
け
る
釈
尊
御
遺
形
奉
迎
事
務
所
は
、
各
宗
派
寺
院
に
対
し
て
下

の
如
き
通
知
を
為
し
た
り
。「
本
月
十
九
日
午
前
第
八
時
五
十
分
、
釈
尊
御

遺
形
御
着
輿
に
付
、
該
時
刻
に
京
都
市
及
附
近
の
各
宗
派
寺
院
は
敬
意
を
表

す
る
為
め
梵
鐘
を
鳴
し
、
国
旗
又
は
仏
旗
及
高
張
を
出
し
、
奉
祝
相
成
度
此

段
及
御
通
知
候
也
」
▲
又
同
時
に
法
要
施
行
順
序
等
を
、
左
の
如
く
定
め
て

印
刷
配
布
せ
り
。

　
　
　

法
要
施
行
順
序

　

一
法
要
施
行
の
種
類
を
分
て
左
の
五
種
と
す
。

　

一
上
陸
会
は
明
治
三
十
三
年
七
月
長
崎
着
港
の
翌
日
よ
り
二
日
間
、
同
市

に
於
て
之
を
行
ひ
十
五
日
長
崎
御
乗
船
、
十
六
日
航
海
中
、
十
七
日
神

戸
御
上
陸
。

　

一
同
十
七
日
午
後
零
時
三
十
分
、
大
阪
梅
田
停
車
場
御
着
。
直
に
天
王
寺

に
御
入
。

　

一
拝
迎
会
は
明
治
三
十
三
年
七
月
十
八
日
、
大
阪
天
王
寺
に
於
て
一
日
間

之
を
行
ふ
。

　

一
奉
迎
は
明
治
三
十
三
年
七
月
十
九
日
、
京
都
大
谷
派
本
願
寺
に
於
て
之

を
行
ふ
。

　

一
仮
奉
安
会
は
明
治
三
十
三
年
七
月
二
十
日
よ
り
三
日
間
、
京
都
大
仏
妙

法
院
に
於
て
之
を
行
ふ
。

　

一
拝
瞻
会
は
明
治
三
十
四
年
四
月
八
日
よ
り
同
五
月
十
五
日
ま
て
、
大
仏

妙
法
院
に
於
て
之
を
行
ふ
。

　

一
上
陸
会
及
拝
迎
会
執
行
の
際
、
該
地
方
附
近
の
各
宗
派
僧
侶
は
総
て
出

勤
す
る
も
の
と
す
。

　

一
仮
奉
安
会
法
要
執
行
の
順
序
は
左
の
如
し
。

　
　

第
一
日　

天
台
宗
各
派
、
臨
済
宗
各
派
、
黄
檗
宗
、
曹
洞
宗
。

　
　

第
二
日　

真
言
宗
、
日
蓮
宗
、
時
宗
、
華
厳
宗
、
真
言
律
宗
、
法
相

宗
。

　
　

第
三
日　

浄
土
宗
西
山
派
、
真
宗
各
派
、
融
通
念
仏
宗
。

　

一
拝
瞻
会
法
要
の
執
行
は
毎
日
一
座
と
し
、
各
宗
派
輪
次
之
を
施
行
す
。

宗
派
聨
合
し
て
法
要
を
執
行
す
る
も
妨
け
な
し
。

　

一
上
陸
会
及
拝
迎
会
を
執
行
す
る
地
方
僧
侶
は
、
宝
輿
発
着
の
際
、
適
宜

の
場
所
に
於
て
奉
送
迎
を
な
す
へ
き
も
の
と
す
。

　

一
仮
奉
安
所
奉
安
中
の
御
供
養

　
　

一　

一
ケ
月
を
一
期
と
し
、
各
宗
派
毎
に
一
期
宛
抽
籖
を
以
て
輪
次
奉

仕
し
、
當
番
宗
派
は
適
當
の
者
を
精
撰
し
二
名
以
上
常
任
せ
し
め
、

其
止
む
を
得
さ
る
場
合
に
は
他
へ
依
托
す
る
こ
と
を
得
。

　
　

二　

雇
員
及
ひ
費
用
に
関
す
る
事
項
は
別
に
之
を
定
む
。

　

一
日
本
大
菩
提
会
発
会
式
は
、
明
治
三
十
四
年
四
月
八
日
本
部
に
於
て
之

を
挙
行
し
、
発
会
式
に
関
す
る
事
項
は
別
に
之
を
定
む
。

　

一
覚
王
殿
の
起
工
式
は
明
治
三
十
四
年
五
月
十
五
日
、
妙
法
院
に
於
て
之

を
挙
行
し
、
其
の
起
工
式
に
関
す
る
順
序
は
別
に
之
を
定
む
。

　
　
　
　
　
　
　

釈
尊
御
遺
形
各
所
行
列
之
図

　

○
先
払　
○
六
金
色
旗

○
六
金
色
旗　
○
空
也
堂

○
空
也
堂　
○
兵
装
学
生

○
兵
装
学
生

　
○
法
服
着
用
宗
学
生
徒

○
法
服
着
用
宗
学
生
徒　
○
各
宗
派
講
中

○
各
宗
派
講
中　
○
各
団
体

○
各
団
体　
○
金
閣
不
動

○
金
閣
不
動

　
講
社
員

講
社
員　
○
明
暗
教
会
員

○
明
暗
教
会
員　
○
真
言
律
宗

○
真
言
律
宗　
○
華
厳
宗

○
華
厳
宗　
○
法
相
宗

○
法
相
宗
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○
融
通
念
仏
宗

○
融
通
念
仏
宗　
○
時
宗

○
時
宗　
○
日
蓮
宗

○
日
蓮
宗　
○
三
門
徒
派

○
三
門
徒
派　
○
誠
照
寺
派

○
誠
照
寺
派

　
○
山
元
派

○
山
元
派　
○
出
雲
路
派

○
出
雲
路
派　
○
木
辺
派

○
木
辺
派　
○
興
正
派

○
興
正
派　
○
仏
光
寺
派

○
仏
光
寺
派

　
○
高
田
派

○
高
田
派　
○
大
谷
派

○
大
谷
派　
○
本
願
寺
派

○
本
願
寺
派　
○
曹
洞
宗

○
曹
洞
宗　
○
黄
檗
宗

○
黄
檗
宗

　
○
永
源
寺
派

○
永
源
寺
派　
○
円
覚
寺
派

○
円
覚
寺
派　
○
大
徳
寺
派

○
大
徳
寺
派　
○
東
福
寺
派

○
東
福
寺
派　
○
建
長
寺
派

○
建
長
寺
派　
○
妙
心
寺
派

○
妙
心
寺
派　

　
○
南
禅
寺
派

○
南
禅
寺
派　
○
建
仁
寺
派

○
建
仁
寺
派　
○
相
国
寺
派

○
相
国
寺
派

　
○
天
竜
寺
派

○
天
竜
寺
派　
○
西
山
派

○
西
山
派　
○
真
言
宗

○
真
言
宗　
○
真
盛
派

○
真
盛
派　
○
寺
門
派

○
寺
門
派

　
○
天
台
宗　

○
六
金
色
旗

○
天
台
宗　

○
六
金
色
旗　

○
天
童
子　

○
宗
管
長　

○
総
理

　

○
楽
師　

○
仏
旗　
旗
幢

旗
幢〔
宝
輿
〕幡
旗

幡
旗　
○
奉
迎
旗

○
奉
迎
旗　

○
奉
迎
正
使

　
○
奉
迎
旗

○
奉
迎
旗　

○
奉
迎
使　

○
奉
迎
使
随
行　

○
各
宗
門
跡　

○
各
宗
派

　

本
山
住
職　

○
各
宗
派
重
役　

○
官
員　

○
名
誉
職
員　

○
新
聞
記
者

　

○
各
宗
派
僧
侶　

○
各
団
体
総
代　

○
各
宗
派
講
中

　
　
　
　
　

参
列
員
心
得

　

一
明
治
三
十
三
年
七
月
十
九
日
午
前
八
時
五
十
分
、
釈
尊
御
遺
形
京
都
停

車
場
御
着
。
直
に
大
谷
派
本
願
寺
に
於
て
御
休
憩
。
此
の
間
諸
員
参

拝
。
同
午
後
一
時
同
寺
御
発
輿
。
烏
丸
通
を
北
へ
、
五
条
通
を
東
へ
、

伏
見
街
道
を
南
へ
、
七
条
通
を
東
へ
、
大
仏
妙
法
院
仮
奉
安
所
へ
御
奉

安
し
、
鎮
座
後
各
管
長
方
始
め
一
同
焼
香
拝
礼
の
事
。

　

一
列
に
加
は
る
僧
侶
は
、
其
の
宗
派
の
規
定
せ
る
正
服
を
着
用
し
、
僧
侶

以
外
の
参
列
者
は
、
羽
織
袴
上
下
又
は
「
フ
ロ
ツ
ク
コ
ー
ト
」
着
用
の

事
。

　

一
参
列
者
は
総
て
靴
又
は
草
履
の
事
。

　

一
徒
歩
者
は
総
て
二
列
の
事
。

　

一
馬
車
又
は
人
力
車
用
意
の
分
は
一
列
の
事
。

　

一
参
列
者
は
総
て
大
谷
派
本
山
内
指
定
の
場
所
へ
、
同
日
午
後
零
時
三
十

分
参
集
せ
ら
る
べ
き
事
。

　
　
　

明
治
三
十
三
年
七
月　
　
　
　

釈
尊
御
遺
形
奉
迎
事
務
所

本
山
の
回
答
、
有
志
の
失
敗
〔
明
治
33
年
７
月
16
日　

第
四
四
九
五
号
〕

釈
尊
遺
形
の
奉
安
に
就
て
、
京
都
の
繁
栄
と
云
ふ
点
よ
り
専
ら
歓
迎
に
力
を

尽
せ
り
と
云
ふ
。
内
貴
氏
外
有
志
と
称
す
る
二
、
三
氏
よ
り
、
此
程
土
屋
観

山
氏
を
介
し
東
本
願
寺
に
向
ひ
、
遺
形
の
奉
迎
は
成
る
べ
く
之
を
盛
大
に
せ

ん
と
の
考
に
て
、
沿
道
市
民
に
対
し
て
も
仏
旗
又
は
提
灯
等
を
吊
し
、
歓
迎

の
祝
意
を
表
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
も
、
吾
輩
単
一
の
み
の
運
動
に
て
は
十
分

行
届
か
ざ
る
を
以
て
、
此
際
本
山
は
特
に
重
立
ち
た
る
市
民
を
枳
殼
邸
に
な

り
と
招
き
、
酒
飯
な
り
と
饗
し
て
懇
切
に
依
頼
す
る
所
あ
り
た
し
と
申
込
た

る
に
、
本
山
に
て
は
京
都
市
民
が
数
百
年
来
殆
ん
ど
仏
教
の
た
め
に
生
き

つ
ゝ
あ
り
な
が
ら
、
大
恩
教
主
の
遺
形
が
来
着
あ
る
と
云
ふ
に
、
求
め
て
請

は
ざ
れ
ば
歓
迎
す
る
こ
と
能
は
す
と
云
ふ
が
如
き
、
冷
淡
無
情
極
る
賎
劣
の

人
に
対
し
て
は
、
敢
て
何
事
を
も
云
ふ
べ
き
要
な
し
。
何
ぞ
故
ら
に
彼
等
を

招
き
て
饗
応
を
な
す
の
徒
労
を
学
ば
ん
や
。
歓
迎
す
る
も
せ
ざ
る
も
各
自
の

任
意
、
自
在
勝
手
に
す
る
が
可
な
り
と
の
意
味
に
て
、
凛
乎
な
る
回
答
に
及

び
た
れ
ば
、
有
志
の
面
々
も
大
に
慚
色
を
含
み
、
爾
来
幾
分
か
真
面
目
に
立

働
け
る
有
様
あ
り
と
。

遺
形
奉
安
の
地
は
東
京
〔
明
治
33
年
７
月
16
日　

第
四
四
九
五
号
〕

彼
の
釈
尊
の
遺
形
を
奉
安
す
べ
き
覚
王
殿
の
建
築
は
、
之
を
西
京
に
す
べ
し
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と
て
、
内
貴
市
長
は
各
委
員
と
の
間
に
約
束
あ
る
が
如
く
云
ふ
も
の
あ
る

は
、
全
く
事
実
を
知
ら
ざ
る
も
の
に
て
、
縦
令
斯
る
約
束
あ
り
と
す
る
も
、

元
よ
り
一
個
人
の
私
言
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
に
て
、
右
奉
安
地
に
就
て

は
、
夙
に
某
々
有
力
な
る
三
、
四
本
山
を
始
め
、
有
識
高
僧
中
に
於
て
は
、

既
に
東
京
説
に
確
定
し
居
る
由
に
て
、
斯
る
仏
教
消
長
の
命
運
に
も
関
す
る

大
問
題
を
決
す
る
に
、
区
々
た
る
一
京
都
市
の
盛
衰
如
何
の
如
き
は
、
最
初

よ
り
眼
中
に
置
き
居
ら
ず
と
云
ふ
。

暹
羅
に
於
け
る
奉
迎
使
〔
明
治
33
年
７
月
16
日　

第
四
四
九
五
号
〕

一
行
の
暹
羅
国
に
着
す
る
や
、
宮
内
省
よ
り
直
ち
に
小
蒸
汽
船
を
以
て
迎
へ

ら
れ
、
総
て
国
賓
の
待
遇
を
な
し
、
頗
る
鄭
重
厳
粛
を
極
め
た
り
。
而
て
正

使
大
谷
光
演
師
は
、
特
に
公
使
館
内
に
宿
泊
せ
ら
れ
、
其
拝
謁
を
許
さ
れ
た

る
時
の
如
き
は
、
差
廻
し
の
馬
車
に
て
宮
内
省
中
門
ま
で
便
乗
し
、《
各
国

公
使
の
礼
》
宮
内
、
文
部
等
の
各
次
官
以
下
は
中
間
ま
で
出
迎
ひ
、
玄
関
に

は
各
皇
族
大
臣
挙
げ
て
出
迎
は
れ
た
り
。
斯
く
て
国
王
陛
下
に
拝
謁
す
る

や
、
最
も
優
渥
な
る
詔
勅
を
下
し
給
ひ
、
特
に
各
宗
派
へ
対
し
仏
像
一
体
と

別
に
大
谷
派
に
対
し
改
め
て
仏
像
一
体
を
下
し
給
ひ
、
右
は
数
年
来
王
室
に

守
護
せ
る
霊
仏
な
る
を
以
て
、
紀
念
と
し
て
永
久
釈
尊
遺
形
と
共
に
安
置
さ

る
べ
き
旨
、
最
も
有
難
き
思
召
に
て
あ
り
き
と
ぞ
。

釈
尊
御
遺
形
奉
迎
事
務
所
の
通
牒
〔
明
治
33
年
７
月
18
日　

第
四
四
九
六
号
〕

釈
尊
御
遺
形
奉
迎
事
務
所
は
、
仏
教
各
宗
派
に
対
し
、
頃
日
左
の
如
き
通
牒

を
発
し
た
り
。

　

在
暹
羅
奉
迎
使
通
信
中
の
枢
要
事
項
、
左
の
通
に
付
、
不
取
敢
及
御
通
牒

候
也
。

　

六
月
十
四
日
奉
迎
使
暹
羅
王
へ
謁
見
の
節
の
勅
語
大
意

　

仏
世
尊
の
神
聖
な
る
遺
形
の
一
分
を
受
領
せ
ん
が
為
め
に
、
始
て
此
国
に

来
れ
る
日
本
仏
教
徒
の
奉
迎
使
を
見
る
こ
と
は
、
朕
の
喜
ぶ
所
な
り
。
且

つ
日
本
は
暹
羅
よ
り
は
遠
隔
の
国
に
し
て
、
制
度
習
慣
等
、
或
る
場
合
に

於
て
は
異
同
な
き
に
非
さ
れ
ど
も
、
尚
同
一
宗
教
を
信
す
る
所
の
同
教
国

な
る
こ
と
を
信
認
す
る
こ
と
に
於
て
、
満
心
の
歓
喜
と
満
足
の
感
情
と
を

以
て
、
刺
撃
さ
れ
た
る
熱
心
の
程
を
領
解
あ
り
た
き
筈
也
。
朕
は
仏
教
の

先
導
者
に
し
て
且
保
護
者
な
る
こ
と
を
承
認
せ
ら
れ
し
上
は
、
奉
迎
使
へ

神
聖
な
る
遺
形
を
分
配
す
べ
き
、
幸
福
な
る
義
務
を
尽
す
こ
と
は
甚
だ
喜

ぶ
所
な
り
。
従
前
日
本
仏
教
徒
が
此
神
聖
に
し
て
真
実
な
る
遺
形
の
分
配

を
得
ざ
り
し
こ
と
は
、
彼
等
か
其
一
分
を
得
ん
こ
と
を
欲
望
す
べ
し
と

は
、
朕
の
識
認
せ
ざ
り
し
が
故
な
り
。
今
は
此
貴
重
な
る
宝
物
の
一
分
を

得
て
日
本
に
安
置
し
、
巡
拝
者
を
し
て
其
便
を
得
せ
し
め
ん
と
す
る
彼
等

の
願
を
信
認
せ
し
上
は
、
之
を
手
渡
し
す
る
こ
と
は
甚
だ
喜
ぶ
所
な
り
。

　

奉
迎
使
の
此
国
に
来
り
、
且
つ
普
通
協
同
の
利
益
の
為
め
に
、
開
明
の
事

業
に
倦
怠
な
き
尽
力
の
程
は
、
朕
の
感
謝
す
る
所
な
り
。
日
本
仏
教
徒
が

海
外
仏
教
徒
を
熟
知
し
、
一
層
交
際
を
深
密
に
し
た
る
後
は
、
日
本
仏
教

の
益
々
隆
盛
に
赴
く
こ
と
は
、
朕
の
最
も
切
望
す
る
所
な
り
。

　

六
月
十
八
日
盤
谷
王
宮
中
、
御
陪
食
後
、
告
別
の
勅
語
大
意

　

日
本
仏
教
各
宗
派
が
協
同
一
致
し
て
、
神
聖
な
る
釈
尊
の
遺
形
を
奉
迎
す

る
こ
と
は
、
朕
の
甚
だ
喜
ぶ
所
な
り
。
将
来
益
々
其
協
力
を
堅
固
に
し
て
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有
益
の
事
業
を
興
起
し
、
宗
教
上
の
利
益
を
普
通
な
ら
し
め
、
最
初
の
一

念
を
貫
徹
す
る
様
に
あ
り
た
き
こ
と
と
、
朕
は
同
一
宗
教
を
信
奉
す
る
上

よ
り
深
く
企
望
す
る
所
な
り
。
奉
迎
使
は
已
に
此
地
に
於
て
作
す
可
き
事

を
作
し
了
れ
り
、
今
後
は
我
等
の
宗
教
が
、
益
々
日
本
に
於
て
隆
盛
に
赴

く
可
き
こ
と
は
信
し
て
疑
は
ざ
る
所
な
り
。
尚
今
後
各
宗
派
の
協
同
一
致

し
て
布
教
の
策
を
計
画
す
る
こ
と
に
於
て
、
助
力
す
可
き
事
あ
ら
は
、
朕

が
如
何
な
る
こ
と
を
も
辞
せ
ざ
る
べ
し
と
貴
師
等
に
約
束
す
。
今
日
朕
が

日
本
仏
教
徒
へ
寄
贈
す
る
所
の
仏
像
は
、
今
度
受
領
せ
ら
れ
た
る
釈
尊
の

遺
形
安
置
の
処
に
同
く
安
置
あ
り
た
し
。
王
后
よ
り
も
三
蔵
聖
経
の
写
本

を
寄
贈
す
可
き
筈
に
て
、
之
を
入
る
ゝ
錦
嚢
を
手
製
中
な
れ
は
、
此
は
後

日
差
送
る
べ
し
。

　

御
遺
形
は
大
切
に
護
持
し
て
、
無
難
に
本
国
に
帰
着
し
、
速
に
奉
安
処
を

定
め
て
之
を
崇
敬
せ
ら
る
可
し
。
尚
海
路
平
安
、
諸
師
健
全
に
し
て
帰
国

せ
ら
れ
ん
こ
と
を
望
む
。

　
　
　
　

紀
念
章
の
符
号
の
説
明

　

円
か
な
る
紀
念
章
の
表
面
に
は
、
仏
世
尊
の
緑
玉
石
の
形
像
を
表
し
、
背

面
に
は
「
タ
ン
ニ
チ
ヤ
ツ
カ
」（
法
輪
）
即
ち
法
の
主
権
を
意
味
す
る
車

輪
を
表
す
。
之
に
附
記
す
る
略
字
は
「
ア
ツ
タ
ン
ギ
ガ
マ
ツ
ガ
」（
八
支

聖
道
）
を
意
味
す
、
曰
く
、
正
見
、
正
思
惟
、
正
語
、
正
業
、
正
命
、
正

精
神
、
正
念
、
正
定
是
な
り
。

　

其
他
の
紀
念
章
は
、
其
樹
下
に
於
て
世
尊
の
正
覚
を
成
し
玉
ひ
し
菩
提
樹

葉
の
形
な
り
。
其
表
面
に
付
、
暹
羅
に
於
て
多
く
礼
拝
す
る
所
の
世
尊
の

大
な
る
青
銅
の
像
な
る
「
プ
ラ
」「
尊
」「
ブ
ツ
タ
」「
仏
陀
」「
ヂ
ナ
ミ
ー

ハ
」（
勝
師
子
）
と
呼
ぶ
所
の
像
を
写
し
、
背
面
に
は
仏
教
紀
元
二
千
四

百
四
十
年
に
於
て
、
之
を
創
造
せ
し
年
代
を
示
す
文
字
あ
り
と
知
る
べ

し
。

　

千
九
百
年
六
月
十
八
日
盤
谷
「
グ
ラ
ン
ド
パ
レ
ー
ス
」（
大
王
宮
）
に
て

　
　
　
　

○
奉
迎
使
盤
谷
府
着

　

六
月
十
二
日
午
前
十
時
、
奉
迎
使
一
行
は
暹
羅
文
部
省
よ
り
出
迎
の
小
蒸

汽
船
に
搭
じ
て
盤
谷
府
に
上
陸
せ
り
。
在
暹
日
本
公
使
館
、
書
記
官
、
書

記
生
及
公
使
館
附
警
部
等
、
数
名
奉
迎
使
の
便
乗
せ
る
新
嘉
坡
号
迄
出
迎

ひ
せ
ら
れ
た
り
。
一
行
は
波
止
場
よ
り
馬
車
に
て
先
「
パ
ー
レ
ス
ホ
テ
ー

ル
」
着
し
、
昼
飯
を
喫
し
、
正
使
大
谷
光
演
、
随
行
長
南
条
文
雄
、
二
師

及
家
従
下
間
氏
三
名
は
、
直
に
公
使
館
に
赴
き
同
館
に
宿
泊
せ
ら
れ
、
而

し
て
他
の
奉
迎
使
藤
島
、
前
田
、
日
置
三
師
は
東
洋
館
に
移
り
、
光
演
師

随
行
の
石
川
大
草
等
十
名
は
「
パ
ー
レ
ス
ホ
テ
ー
ル
」
に
留
ま
り
て
、
一

行
は
三
処
に
別
れ
た
り
。

　

前
田
、
藤
島
、
日
置
、
三
奉
迎
使
は
同
日
午
後
、
直
に
公
使
館
を
叩
き
稲

垣
公
使
に
面
会
し
、
大
谷
正
使
と
打
合
の
上
、
公
使
の
誘
導
に
て
馬
車
を

駆
り
て
文
部
外
務
陸
軍
の
三
大
臣
及
参
謀
総
長
を
訪
問
せ
り
。
是
夜
稲
垣

公
使
は
、
奉
迎
使
四
師
及
び
随
行
長
南
条
を
請
し
て
、
晩
餐
の
饗
応
を
為

し
た
り
。

　
　
　
　

○
巨
刹
訪
問
及
文
部
大
臣
迎
晩
餐
会

　

十
三
日
午
前
十
時
、
文
部
大
臣
は
日
本
公
使
館
に
来
り
て
、
昨
日
奉
迎
使

訪
問
の
答
礼
を
為
せ
り
。
午
後
奉
迎
使
の
一
行
は
、
文
部
省
書
記
官
の
案

内
に
依
り
、
盤
谷
府
南
方
仏
教
新
派
の
「
ワ
ツ
ト
プ
ロ
ン
ス
リ
ン
」
寺
に
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抵
り
（
新
派
は
今
を
距
る
五
十
年
前
先
王
の
創
設
に
係
る
者
に
し
て
、
寺

院
の
装
飾
儀
式
、
并
に
僧
侶
の
法
衣
は
異
る
所
あ
り
）
釈
迦
の
大
像
を
拝

し
高
塔
を
縦
覧
し
、
尚
ほ
寺
院
内
に
設
立
す
る
巴
利
語
学
校
を
巡
覧
せ

り
。
生
徒
百
名
計
あ
り
。
他
日
僧
侶
た
る
可
き
候
補
者
は
、
勿
論
苟
も
暹

羅
に
於
て
紳
士
た
る
可
き
者
は
、
巴
利
語
を
知
ら
ざ
れ
ば
其
資
格
を
有
す

る
能
は
ず
。
恰
も
欧
洲
諸
国
学
士
が
羅
典
希
臘
語
を
学
む
と
一
般
な
り
。

該
学
校
は
比
較
的
清
潔
に
し
て
、
西
洋
風
の
構
造
に
し
て
、
教
師
は
皆
僧

侶
な
り
。
日
本
仏
教
各
宗
の
学
校
を
以
て
之
に
比
す
れ
ば
、
或
は
遜
色
な

き
能
は
ざ
る
可
し
。
奉
迎
使
は
帰
路
、
工
部
大
臣
及
盤
谷
府
の
知
事
を
訪

問
し
た
り
き
。
此
夜
稲
垣
公
使
、
奉
迎
使
、
及
随
行
南
条
、
石
川
、
大
草

七
師
は
、
文
部
大
臣
の
晩
餐
会
の
招
き
に
応
せ
り
。
大
臣
の
邸
宅
に
は
、

日
本
提
灯
数
百
を
吊
し
、
煙
火
を
打
揚
け
、
又
蘇
音
器
を
以
て
暹
羅
の
時

歌
を
発
せ
し
め
た
り
。
深
更
に
及
て
旅
館
に
帰
れ
り
。

　

十
四
日
午
前
、
各
奉
迎
使
は
文
部
省
吏
員
の
案
内
に
て
、
仏
骨
を
蔵
す
る

高
塔
を
拝
観
し
、
帰
路
内
大
臣
を
訪
問
す
。

　
　
　
　

○
暹
王
謁
見

　

十
四
日
午
後
四
時
、
宮
内
省
よ
り
日
本
公
使
館
へ
廻
は
さ
れ
た
る
三
台
の

馬
車
に
、
各
奉
迎
使
及
稲
垣
公
使
同
乗
し
、
随
行
の
僧
侶
も
亦
他
の
馬
車

に
乗
り
て
、

々
と
車
輪
を
輾
ら
せ
て
宮
門
に
入
れ
は
、
近
衛
兵
は
左
右

に
排
列
し
て
捧
銃
の
礼
を
な
せ
り
。
各
奉
迎
使
は
宮
内
、
文
部
二
大
臣
に

誘
は
れ
て
「
グ
ラ
ン
ト
パ
ー
レ
ス
」
に
入
れ
り
。
王
宮
は
西
洋
流
の
石
造

に
し
て
、
宏
壮
輪
奐
燦
然
と
し
て
人
目
を
奪
ふ
。
巴
里
府
の
「
チ
ユ
ル

リ
ー
」「
白
耳
塞
」
の
王
宮
、
秦
皇
の
阿
房
も
、
蓋
し
之
に
過
る
な
か
る

べ
し
。
然
と
も
惜
む
ら
く
其
規
模
の
狭
小
な
る
の
み
。
暫
く
あ
り
て
暹
王

は
、
闥
を
拝
し
て
履
声
高
く
軋
り
て
出
御
し
玉
ひ
、
胸
間
に
各
国
の
勲
章

数
個
を
帯
ひ
、
盛
装
儼
然
威
儀
堂
々
、
一
見
人
を
し
て
仰
視
に
堪
へ
ざ
ら

し
め
た
り
。
王
は
大
谷
正
使
よ
り
順
次
に
藤
島
、
前
田
、
日
置
奉
迎
使
に

対
し
て
握
手
の
礼
を
行
ひ
玉
ひ
、
而
し
て
大
谷
正
使
は
暹
王
の
優
渥
な
る

叡
慮
に
依
り
て
、
今
回
日
本
仏
教
各
宗
派
に
対
し
て
釈
尊
遺
形
を
分
頒
せ

ら
る
ゝ
恩
旨
の
辱
け
な
き
旨
を
拝
謝
せ
ら
れ
た
れ
ば
、
暹
王
は
直
に
暹
羅

語
を
以
て
数
十
分
間
の
勅
答
を
玉
ひ
た
り
。
其
態
度
の
活
溌
に
し
て
威
儀

整
斉
、
毅
然
と
し
て
侵
す
可
ら
ず
。
音
吐
朗
々
と
し
て
満
殿
に
透
徹
し

て
、
真
に
謹
聴
す
可
き
な
り
。
勅
語
了
り
て
文
部
大
臣
之
を
英
語
に
口
訳

し
、
南
条
随
行
長
は
又
之
を
日
本
語
に
口
訳
せ
り
。（
勅
語
大
意
は
別
記

の
如
し
）
謁
見
式
了
り
、
控
間
に
於
て
宮
内
大
臣
は
、
暹
王
誕
生
簿
を
把

り
て
、
各
奉
迎
使
を
し
て
出
生
の
年
月
日
を
自
署
せ
し
め
た
り
。

 

（
以
下
次
号
）

仏
舎
利
長
崎
着
當
時
の
模
様
其
他
〔
明
治
33
年
７
月
18
日　

第
四
四
九
六
号
〕

仏
舎
利
奉
迎
使
一
行
は
、
去
十
一
日
午
前
十
時
、
英
国
郵
船
ロ
ヒ
ー
ラ
号
に

て
長
崎
に
着
港
せ
し
事
は
、
既
に
幾
度
か
こ
れ
を
報
導
せ
し
が
、
今
其
當
時

の
模
様
を
聞
く
を
得
た
れ
ば
左
に
掲
げ
ん
に
、
前
日
よ
り
の
雨
は
當
日
朝
八

時
頃
に
至
る
ま
で
尚
ほ
歇
ま
ざ
れ
ば
、
其
上
陸
亦
頗
る
困
難
な
ら
ん
と
慮
れ

る
も
の
少
か
ら
ざ
り
し
に
、
九
時
頃
よ
り
稍
微
雨
と
な
り
、
滞
在
中
の
奉
迎

委
員
一
同
は
、
小
蒸
汽
船
に
て
奉
迎
の
為
め
ロ
ヒ
ー
ラ
号
に
赴
き
た
り
。
斯

く
て
奉
迎
正
使
大
谷
光
演
師
以
下
各
奉
迎
使
一
行
は
、
奉
迎
委
員
と
共
に
仏
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舎
利
を
奉
じ
、
右
の
小
蒸
汽
船
に
て
十
一
時
、
大
波
止
場
に
上
陸
す
れ
ば
、

前
刻
よ
り
上
陸
を
今
か
〳
〵
と
待
設
け
た
る
同
市
各
寺
院
を
始
め
、
九
州
各

地
の
比
丘
、
比
丘
尼
並
に
数
百
千
名
の
善
男
善
女
は
、
何
れ
も
随
喜
渇
仰
の

涙
も
て
之
を
奉
迎
し
た
り
。
仏
舎
利
を
納
め
し
は
方
一
尺
許
り
の
筐
に
て
、

金
襴
の
法
衣
に
纏
ひ
黒
塗
の
輿
に
入
れ
て
、
奉
迎
委
員
小
林
栄
運
、
有
馬
憲

文
、
三
原
俊
栄
、
名
和
渕
海
の
諸
師
二
名
宛
交
る
〳
〵
之
を
担
ぎ
、
大
谷
奉

迎
正
使
、
同
随
行
長
南
条
文
学
博
士
は
、
奉
迎
委
員
並
び
に
奉
迎
の
比
丘
、

比
丘
尼
、
善
男
、
善
女
等
と
相
前
後
し
て
宝
輿
に
供
奉
し
た
り
。
斯
く
て
寺

町
晧
台
寺
に
着
す
る
や
、
本
堂
正
面
な
る
仏
壇
の
中
央
に
安
置
さ
れ
て
、
午

後
一
時
よ
り
各
宗
そ
れ
〳
〵
一
応
の
供
養
を
な
せ
り
。
▲
宝
輿　

こ
れ
又
幾

度
か
記
せ
し
が
、
な
ほ
改
め
て
こ
れ
を
報
ぜ
ん
。　

仏
舎
利
を
乗
す
る
宝
輿

は
、
総
黒
塗
六
角
形
、
一
方
一
寸
三
尺
に
し
て
、
四
方
に
唐
戸
面
の
扉
あ

り
。
楣
に
は
雲
形
の
模
様
を
附
す
。
尚
各
部
は
金
滅
金
の
金
物
を
打
ち
、
内

部
は
凡
て
金
箔
を
押
す
。
屋
上
の
擬
宝
珠
に
至
る
ま
で
長
さ
七
尺
八
寸
な

り
。
而
し
て
八
角
の
蕨
手
に
は
木
製
金
色
の
琅
珞
を
附
す
。
七
条
仏
具
屋
町

の
山
崎
屋
が
、
六
百
円
に
て
受
負
ひ
た
る
も
の
に
し
て
、
実
に
原
価
を
以
て

製
し
た
り
と
い
ふ
。
▲
仏
舎
利
奉
迎
使
の
長
崎
出
発　

仏
骨
奉
迎
使
の
一
行

は
、
去
る
十
五
日
零
時
三
十
三
分
、
長
崎
発
の
汽
車
に
て
出
発
せ
り
。

京
都
御
着
と
仮
奉
安
法
会
〔
明
治
33
年
７
月
18
日　

第
四
四
九
六
号
〕

明
十
九
日
京
都
御
着
の
上
、
二
十
日
よ
り
三
日
、
仮
奉
安
法
会
を
行
ふ
に

付
、
其
の
宗
旨
順
序
は
下
の
如
し
、
第
一
日
天
台
宗
各
派
、
臨
済
宗
各
派
、

黄
檗
宗
、
曹
洞
宗
。
第
二
日
真
言
宗
、
日
蓮
宗
、
時
宗
、
華
厳
宗
、
真
言
律

宗
、
法
相
宗
。
第
三
日
浄
土
宗
西
山
派
、
真
宗
各
宗
、
融
通
念
仏
宗
。
▲
停

車
場
よ
り
本
願
寺
迄　

京
都
停
車
場
着
後
東
本
願
寺
迄
は
、
尚
旅
中
の
体
な

る
を
以
て
、
其
間
の
一
行
の
服
装
は
、
総
て
暹
羅
出
発
の
砌
と
同
一
な
り
。

▲
阿
弥
陀
堂
休
憩　

仏
舎
利
の
休
憩
す
べ
き
場
所
は
、
阿
弥
陀
の
須
弥
壇
上

本
尊
の
前
に
し
て
、
同
堂
の
外
部
は
五
色
の
幔
幕
、
大
師
堂
の
外
部
に
紫
縮

緬
の
幔
幕
を
繞
ら
す
べ
し
と
。
尚
其
休
憩
の
間
に
於
て
、
各
宗
尊
長
以
下
順

次
焼
香
を
為
し
終
て
、
玉
壷
は
唐
櫃
を
脱
し
て
宝
輿
に
移
し
、
一
行
は
服
装

を
改
む
る
筈
な
り
。

田
村
豊
亮
師
〔
明
治
33
年
７
月
18
日　

第
四
四
九
六
号
〕

日
蓮
宗
管
事
田
村
豊
亮
師
は
、
今
回
設
立
せ
ら
れ
た
る
大
菩
提
会
の
東
部
委

員
に
推
薦
せ
ら
れ
た
り
と
聞
く
。

釈
尊
御
遺
形
奉
迎
事
務
所
の
通
牒
〔
明
治
33
年
７
月
20
日　

第
四
四
九
七
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
号
の
つ
ゞ
き
）

　
　
　
　

○
仏
骨
授
受

　

十
五
日
午
後
四
時
、
祇
園
寺
に
於
て
仏
骨
授
受
の
式
あ
り
。
各
奉
迎
使
、

稲
垣
夫
婦
、
奉
迎
使
随
行
諸
員
、
及
在
暹
日
本
居
留
住
民
等
は
、
既
定
の

時
間
に
先
て
該
寺
に
参
集
せ
り
。
文
部
大
臣
は
英
語
の
草
稿
を
把
り
て
朗

読
的
演
説
を
為
し
、
然
後
暹
羅
新
旧
派
の
僧
侶
数
十
名
椅
子
に
倚
り
、

「
パ
ー
ツ
」（
宝
珠
形
扇
）
を
捧
持
し
て
巴
利
語
の
経
文
を
誦
し
、
誦
経
了

り
て
文
部
書
記
官
は
、
小
形
の
金
塔
を
把
り
て
大
谷
正
使
に
授
け
た
り
。

是
に
於
て
各
奉
迎
使
は
、
文
部
大
臣
、
稲
垣
公
使
と
立
会
の
上
、
金
塔
を
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開
き
て
霊
骨
を
拝
し
た
り
。
各
奉
迎
使
は
準
備
の
如
意
宝
珠
形
の
金
函
に

金
塔
を
収
め
、
更
に
錦
嚢
を
以
て
之
を
包
み
、
二
重
の
相
箱
に
封
鎖
し

て
、
前
田
奉
迎
使
之
を
馬
車
に
奉
じ
て
同
乗
し
、
一
行
は
霊
骨
を
供
奉
し

て
日
本
公
使
館
に
帰
れ
り
。
是
夜
各
奉
迎
使
は
仏
骨
を
蔵
す
る
金
函
に
封

印
を
附
し
、
帰
朝
の
後
各
宗
管
長
立
会
の
上
、
之
を
開
封
す
る
こ
と
に
な

せ
り
。

　
　
　
　

○
内
道
場
拝
観

　

十
六
日
午
前
、
各
奉
迎
使
は
文
部
省
吏
員
の
案
内
を
以
て
、
宮
中
内
道
場

吉
祥
宝
寺
を
拝
観
す
。
本
尊
は
翡
翠
石
、
釈
迦
の
座
像
長
三
尺
計
に
し

て
、
往
昔
隣
国
老
樋
と
戦
ふ
て
、
勝
利
を
得
た
る
分
品
取
な
り
と
云
ふ
。

其
価
直
を
論
す
れ
は
実
に
数
億
万
に
し
て
、
暹
国
を
挙
け
る
も
或
は
之
に

比
す
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
と
。
又
高
数
十
丈
の
金
塔
あ
り
。
黄
金
を
以
て

瓦
と
な
し
、
珠
玉
を
以
て
柱
梁
を
飾
り
、
金
碧
燦
爛
赫
奕
目
を
奪
ふ
に
至

り
て
は
、
世
界
希
に
観
る
所
の
者
た
り
。
加
之
数
千
の
珱
珞
風
に
触
れ
て

相
摩
し
、
鏘
々
と
し
て
音
響
を
発
す
る
有
様
は
、
宛
然
と
し
て
極
楽
世
界

に
遊
ふ
の
想
ひ
あ
り
。
又
堂
中
敷
物
は
銀
板
を
以
て
「
ア
ン
ペ
ー
ラ
」
に

代
へ
る
も
の
あ
り
。
其
他
小
体
の
黄
金
仏
に
至
り
て
は
、
更
僕
し
て
数
ふ

可
ら
ず
。
其
美
を
王
宮
仏
殿
に
尽
す
に
於
て
は
、
宇
内
何
れ
の
国
か
、
蓋

し
暹
羅
に
過
る
者
な
か
る
可
し
。

　
　
　
　

○
愛
知
阿
旧
都
、
并
晩
波
院
離
宮

　

十
七
日
午
前
七
時
半
、
奉
迎
使
一
行
は
宮
内
省
よ
り
仕
立
た
る
列
車
に
搭

し
て
、
旧
都
愛
知
阿
に
赴
く
。
鉄
道
は
広
軌
式
に
し
て
、
機
関
車
の
燃
料

に
は
割
木
を
用
ひ
、
蓋
し
暹
国
は
石
炭
を
出
す
鉱
山
な
き
に
由
る
。
旧
都

は
盤
谷
を
北
に
距
る
三
十
哩
許
に
し
て
、
市
街
は

南
江
の
両
岸
に
跨
り

て
、
浮
家
泛
家
江
流
に
傍
ふ
て
櫛
比
羅
列
し
、
往
来
必
ず
舟
楫
の
便
に
依

ら
ざ
る
可
ら
ず
。
各
奉
迎
使
は
宮
内
省
の
小
蒸
汽
に
搭
し
て
、
知
事
「
ワ

ル
ボ
ン
セ
ー
」
を
訪
問
せ
し
も
不
在
に
し
て
、
書
記
官
知
事
に
代
り
て
奉

迎
使
を
接
待
し
、
知
事
の
別
邸
に
朝
餐
の
饗
応
を
な
し
た
り
。

　

一
行
は
案
内
に
依
て
駆
象
場
を
縦
覧
す
。
該
場
は
巨
材
を
以
て
埒
を
結

び
、
毎
年
交
尾
の
候
に
際
し
て
、
馴
養
の
牝
象
を
率
ひ
て
山
間
に
至
り
て

野
生
の
象
を
誘
引
し
て
、
駆
象
場
に
欺
き
入
れ
堅
く
埒
を
鎖
し
て
、
数
象

中
に
就
き
良
象
を
択
ん
で
、
余
は
尽
く
之
を
解
放
す
る
者
に
し
て
、
彼
等

は
其
解
放
せ
ら
る
ゝ
や
先
を
争
ふ
て

南
江
に
投
入
し
て
濁
水
を
飲
み
、

数
日
の
渇
を
医
す
る
有
様
は
頗
る
奇
観
な
り
と
云
ふ
。
蓋
し
駆
象
の
事
は

他
邦
に
な
き
こ
と
に
し
て
、
暹
羅
の
特
色
な
り
。
晩
波
院
の
離
宮
は
洋
風

の
築
造
に
し
て
、
其
規
模
頗
る
宏
壮
輪
奐
、
一
見
人
目
を
驚
す
に
足
る
。

室
内
の
装
飾
に
は
金
、
銀
、
瑠
璃
、
金
剛
、
翡
翠
、
玳
瑁
等
の
宝
石
を
用

ひ
、
燦
爛
赫
奕
人
を
し
て
応
接
に
暇
ま
あ
ら
ざ
ら
し
む
。
実
に
宇
内
の
珍

器
宝
物
を
蒐
集
し
て
、
人
生
の
豪
奢
を
極
む
る
者
と
謂
は
ざ
る
可
ら
ず
。

暹
国
全
体
の
富
の
程
度
に
比
す
れ
ば
、
或
は
権
衡
を
得
ざ
る
の
感
な
き
能

は
ず
。
英
仏
人
の
暹
国
に
対
し
て
垂
涎
三
尺
、
豈
其
故
な
し
と
せ
ん
や
。

　

奉
迎
使
一
行
は
、
離
宮
構
内
内
務
次
官
の
別
邸
に
於
て
、
次
官
よ
り
昼
飯

の
饗
を
享
く
。
配
膳
頗
る
丁
寧
を
極
め
た
る
を
以
て
、
一
行
は
意
外
の
満

足
し
て
、
三
時
四
十
分
の
汽
車
に
て
盤
谷
府
に
帰
れ
り
。
愛
知
阿
の
旧
趾

は
禾
黍
離
々
、
一
も
目
を
寓
す
る
に
足
る
者
な
し
。 

（
以
下
次
号
）

●
仏
舎
利
長
崎
出
発　

去
る
十
二
日
よ
り
三
日
間
、
寺
町
鴻
台
寺
に
於
て
奉
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上
）

115

132

迎
法
会
を
修
せ
し
が
、
近
郷
よ
り
の
信
徒
参
詣
者
、
日
々
数
十
万
雑
踏
言
は

ん
方
な
く
、
警
官
も
頗
る
取
締
り
に
苦
み
た
る
程
な
り
し
。
十
四
日
午
前
、

奉
迎
委
員
三
原
俊
栄
師
は
、
今
回
仏
舎
利
の
渡
来
せ
し
を
機
と
し
て
、
各
宗

派
の
統
一
す
べ
き
は
勿
論
、
向
後
奮
て
仏
教
の
興
隆
を
計
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず

と
の
演
説
あ
り
。
午
後
に
は
奉
迎
使
日
置
黙
仙
師
の
説
教
あ
り
。
此
れ
に
て

長
崎
に
於
け
る
法
会
終
り
、
翌
十
五
日
船
便
に
て
出
発
す
る
筈
の
処
、
風
雨

の
為
め
午
後
零
時
三
十
三
分
、
長
崎
発
の
列
車
に
て
門
司
に
向
ひ
、
十
六
日

午
後
四
時
五
十
分
神
戸
に
着
し
、
熊
福
寺
に
一
泊
し
、
去
る
十
七
日
大
阪
天

王
寺
に
着
し
た
り
。

大
阪
に
於
け
る
法
会
〔
明
治
33
年
７
月
20
日　

第
四
四
九
七
号
〕

仏
舎
利
の
天
王
寺
に
着
し
た
る
當
日
及
び
翌
日
の
二
日
間
、
奉
迎
法
会
を
修

し
た
る
が
、
参
詣
者
非
常
に
て
頗
る
盛
ん
な
り
し
と
。

京
都
御
着
〔
明
治
33
年
７
月
20
日　

第
四
四
九
七
号
〕

仏
舎
利
は
愈
々
昨
十
九
日
午
前
八
時
五
十
分
、
京
都
七
条
停
車
場
へ
御
着
。

公
使
の
奉
迎
〔
明
治
33
年
７
月
20
日　

第
四
四
九
七
号
〕

在
京
駐
在
暹
羅
国
公
使
バ
ー
ジ
ロ
ン
グ
ロ
ナ
チ
エ
ス
氏
は
、
去
十
六
日
発
の

列
車
に
て
京
都
に
赴
き
、
京
都
ホ
テ
ル
に
投
宿
し
た
る
が
、
同
公
使
も
仏
舎

利
を
奉
迎
せ
ら
れ
し
由
。

梵
鐘
の
報
鳴
〔
明
治
33
年
７
月
20
日　

第
四
四
九
七
号
〕

京
都
市
及
び
近
郡
村
の
大
小
寺
院
に
て
は
、
昨
日
午
前
八
時
五
十
分
仏
舎
利

到
着
。
時
に
大
仏
方
広
寺
の
巨
鐘
を
撞
初
む
る
を
合
図
に
一
斉
に
梵
鐘
を
撞

き
、
東
本
願
寺
阿
弥
陀
堂
へ
入
輿
し
、
午
後
一
時
出
輿
よ
り
妙
法
院
仮
奉
安

殿
に
入
輿
あ
る
ま
で
も
、
同
夜
打
鐘
せ
し
由
。

奉
迎
旗
〔
明
治
33
年
７
月
20
日　

第
四
四
九
七
号
〕

奉
迎
正
使
大
谷
光
演
師
の
馬
車
前
に
建
て
ら
れ
た
る
奉
迎
正
使
旗
は
、
緋
塩

瀬
地
に
金
モ
ー
ル
を
以
て
同
宗
の
紋
章
を
両
面
に
縫
ひ
た
る
、
頗
る
美
麗
な

る
も
の
な
り
と
云
ふ
。

三
十
六
灯
の
隠
元
灯
篭
〔
明
治
33
年
７
月
20
日　

第
四
四
九
七
号
〕

仏
舎
利
奉
安
中
は
妙
法
院
宸
殿
の
拝
殿
四
方
に
吊
る
灯
篭
は
、
隠
元
灯
篭
と

称
し
三
十
六
本
の
蝋
燭
を
点
じ
、
外
は
硝
子
張
り
総
黒
塗
り
に
、
頗
る
美
観

の
物
な
り
と
云
ふ
。

南
条
博
士
の
暹
羅
談
〔
明
治
33
年
７
月
22
日　

第
四
四
九
八
号
〕

仏
骨
奉
迎
正
使
大
谷
光
演
師
に
随
ひ
暹
羅
へ
渡
航
せ
る
文
学
博
士
南
条
文
雄

氏
、
神
戸
に
お
い
て
某
人
に
語
り
て
曰
く
、
仏
教
の
暹
羅
に
入
り
し
こ
と
に

つ
い
て
は
、
盤
谷
に
滞
在
中
種
々
取
調
べ
し
も
、
何
分
正
確
な
る
歴
史
な
き

こ
と
ゆ
ゑ
、
そ
の
年
代
は
詳
か
な
ら
ぬ
も
、
釈
迦
如
来
没
後
、
弟
子
の
一
人

同
国
に
来
り
て
布
教
し
た
り
と
の
こ
と
な
る
べ
し
。
其
勢
力
は
偉
大
に
し

て
、
歴
代
の
国
王
は
何
れ
も
仏
教
に
帰
依
し
、
仏
門
に
入
ら
ざ
る
も
の
少
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し
。
特
に
現
国
王
よ
り
三
代
前
の
国
王
は
二
十
歳
に
し
て
出
家
し
、
廿
七
年

間
緇
衣
を
纏
ひ
、
其
後
王
位
に
即
き
仏
教
の
た
め
大
に
力
を
尽
し
け
れ
ば
、

仏
教
ま
す
〳
〵
興
隆
し
、
中
流
以
上
の
貴
族
は
必
ず
一
度
仏
門
に
入
る
の
例

と
な
り
、
而
し
て
実
際
仏
門
に
入
ら
ね
ば
、
政
治
そ
の
他
の
社
会
に
対
す
る

も
勢
力
な
き
も
の
と
な
れ
り
。
さ
れ
ば
磐
谷
市
中
の
寺
院
は
頗
る
壮
厳
に
し

て
、
特
に
宮
裡
に
あ
る
寺
院
の
如
き
は
頗
る
華
美
を
極
め
、
安
置
せ
る
仏
像

は
宝
石
を
以
て
作
り
、
装
置
せ
る
作
花
は
同
国
北
部
の
殖
民
地
よ
り
毎
年
献

納
す
る
も
の
に
し
て
、
金
銀
を
以
て
作
ら
れ
た
る
も
の
な
り
。
其
他
諸
種
の

装
飾
品
も
ま
た
皆
珍
奇
な
ら
ざ
る
は
な
く
、
か
く
て
同
国
の
珍
宝
美
術
品

は
、
悉
く
王
室
及
び
同
寺
院
に
吸
集
せ
ら
る
と
い
ふ
も
敢
て
過
言
に
あ
ら
ざ

る
べ
し
。
又
同
国
の
仏
書
は
皆
印
度
の
パ
ア
リ
語
を
以
て
記
さ
れ
、
僧
侶
の

一
般
布
教
に
従
事
す
る
場
合
は
、
之
を
暹
羅
語
に
訳
し
て
説
く
者
の
如
し
。

扨
仏
骨
の
暹
羅
に
伝
は
り
し
次
第
は
、
印
度
の
バ
ス
テ
イ
州
に
於
て
去
明
治

卅
年
、
英
人
ウ
イ
リ
ア
ム
、
ペ
ツ
ペ
、
ジ
ヨ
ー
ヂ
、
ペ
ツ
ペ
と
い
へ
る
兄
弟

が
発
見
し
、
発
掘
に
着
手
し
一
時
中
止
せ
し
を
、
英
人
ス
ミ
ス
の
奨
励
に
よ

り
再
び
着
手
し
、
遂
に
一
の
瓶
を
発
掘
し
、
其
蓋
に
記
せ
る
文
字
に
就
て
釈

迦
如
来
の
遺
骨
な
る
こ
と
を
知
り
、
英
国
政
府
へ
届
出
し
か
ば
、
同
政
府
は

之
を
暹
羅
国
王
に
送
り
て
、
其
内
上
ビ
ル
マ
、
下
ビ
ル
マ
に
各
一
片
、
及
び

印
度
セ
イ
ロ
ン
島
に
三
片
を
配
た
れ
ん
こ
と
を
依
頼
し
た
る
よ
り
、
同
国
王

は
本
年
一
月
盛
式
を
以
て
之
を
各
国
の
奉
迎
使
に
渡
し
、
稲
垣
公
使
等
の
尽

力
に
よ
り
、
好
意
上
そ
の
一
片
を
ま
た
我
国
に
配
た
る
ゝ
に
至
り
た
る
も
の

な
り
。
従
来
同
国
に
行
は
る
ゝ
仏
教
は
所
謂
小
乗
教
な
る
が
、
僧
侶
の
生
活

は
善
く
、
釈
尊
の
教
は
守
り
て
規
律
厳
粛
な
り
。
王
族
と
い
へ
ど
も
毎
朝
必

ず
跣
足
に
て
市
中
を
托
鉢
し
、
信
徒
は
道
路
に
跪
坐
し
て
之
に
米
或
は
銭
を

喜
捨
す
れ
ば
、
僧
侶
は
恰
も
仏
の
身
代
と
い
ふ
姿
に
て
之
を
受
け
、
会
釈
も

な
さ
ず
無
言
に
て
行
過
ぎ
、
其
見
識
こ
そ
却
て
日
本
僧
侶
等
の
想
像
し
及
ば

ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。
又
食
事
は
二
食
に
し
て
不
可
昼
食
と
唱
へ
、
正
午
迄
に

二
回
の
食
事
を
な
し
、
午
後
よ
り
翌
朝
迄
は
一
切
食
事
を
な
さ
ゞ
る
な
り
。

又
同
国
に
は
耶
穌
教
、
バ
ラ
モ
ン
教
、
マ
ホ
メ
ツ
ト
教
な
ど
も
侵
入
し
を
る

も
、
そ
の
勢
力
微
弱
に
し
て
、
下
等
社
会
及
び
移
住
民
の
間
に
行
は
る
ゝ
の

み
。
マ
ホ
メ
ツ
ト
教
は
主
と
し
て
マ
レ
ー
人
の
間
に
行
は
る
ゝ
も
の
ゝ
如

く
、
詮
ず
る
に
同
国
教
育
の
権
は
、
今
尚
仏
教
徒
の
手
に
あ
り
て
、
中
流
以

上
の
も
の
に
て
外
教
に
帰
依
す
る
も
の
少
き
が
如
し
云
々
。

仏
骨
大
阪
到
着
の
光
景
〔
明
治
33
年
７
月
22
日　

第
四
四
九
八
号
〕

去
十
五
日
長
崎
を
出
発
し
た
る
仏
骨
は
、
十
六
日
午
後
神
戸
に
着
し
、
翌
十

七
日
大
阪
に
入
て
四
天
王
寺
六
時
堂
に
安
置
さ
れ
た
る
が
、
此
際
同
寺
太
子

堂
に
安
置
さ
れ
た
る
聖
徳
太
子
御
木
像
は
、
法
輿
に
乗
り
て
仏
骨
を
同
寺
西

大
門
前
に
迎
へ
、
仏
骨
を
導
き
て
太
子
堂
前
に
至
り
、
此
処
に
て
仏
骨
と
挨

拶
の
儀
あ
り
し
と
。

暹
羅
公
使
の
慎
重
〔
明
治
33
年
７
月
22
日　

第
四
四
九
八
号
〕

同
公
使
に
は
一
国
の
代
表
者
な
れ
ば
、
行
列
に
馬
車
を
以
て
せ
ん
も
の
と
、

奉
迎
委
員
よ
り
其
の
事
を
通
じ
た
れ
ば
、
公
使
は
以
て
の
外
な
り
と
て
云
は

る
ゝ
に
は
、
吾
々
仏
教
徒
と
し
て
大
恩
教
師
世
尊
の
御
遺
形
に
随
従
す
る
に

乗
物
に
乗
る
こ
と
や
あ
る
べ
き
。
他
の
人
々
が
馬
車
な
り
と
も
余
は
徒
歩
す
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「
明
教
新
誌
」・「
日
出
国
新
聞
」
に
お
け
る
仏
骨
奉
迎
の
記
事
に
つ
い
て
（
上
）
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べ
し
と
答
へ
ら
れ
た
り
と
。

大
菩
提
会
に
勧
告
す
〔
明
治
33
年
７
月
22
日　

第
四
四
九
八
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

教　

学　

記　

者

釈
尊
遺
形
の
奉
安
、
今
日
に
於
て
之
が
是
非
を
鳴
す
の
既
に
無
用
た
る
を
知

れ
ば
、
余
輩
は
敢
て
緘
黙
を
守
り
、
三
千
年
の
遺
弟
と
し
て
謹
ん
で
敬
意
を

表
す
る
所
あ
ら
ん
と
欲
す
る
也
。
而
て
大
菩
提
会
に
向
つ
て
一
言
勧
告
を
試

む
べ
き
も
の
あ
り
。
貴
公
等
は
釈
尊
遺
形
に
対
す
る
敬
礼
の
道
を
忘
れ
て
、

唯
徒
に
外
表
の
美
を
競
ひ
、
お
祭
的
に
興
行
的
に
景
気
を
添
へ
て
、
俗
眼
を

驚
か
さ
ん
こ
と
の
み
に
汲
々
た
る
は
、
僧
侶
社
会
固
有
の
持
病
と
し
て
之
を

許
さ
ん
も
、
苟
も
人
間
普
通
の
神
経
を
有
し
、
同
教
徒
に
対
す
る
観
念
を
失

は
ざ
る
に
於
て
は
、
釈
尊
遺
形
を
迎
へ
奉
る
の
日
に
際
し
て
、
連
想
能
く
釈

尊
降
誕
の
地
た
る
印
度
の
大
飢
饉
を
思
は
ざ
る
を
得
る
や
。
貴
公
等
は
仏
教

の
恩
沢
に
浴
し
て
安
楽
に
衣
食
す
る
を
以
て
、
終
に
は
冗
贅
の
費
を
散
じ
て

も
一
日
の
快
を
貪
ら
ん
と
期
す
、
心
得
違
ひ
も
亦
た
甚
し
き
た
り
。
煙
花
を

空
に
咲
か
し
め
天
童
を
地
に
列
せ
し
む
、
果
し
て
幾
何
の
費
ぞ
。
而
て
釈
尊

終
に
之
を
感
納
あ
る
べ
き
や
。
一
発
の
響
に
一
円
を
散
ず
る
は
易
く
、
一
円

を
投
じ
て
一
人
一
月
を
養
ふ
は
難
き
か
。
若
し
在
留
印
度
人
あ
り
て
行
列
練

歩
の
美
観
を
望
め
ば
、
果
し
て
日
本
仏
教
徒
の
同
情
に
薄
き
を
怨
ま
ざ
る
を

得
る
や
。
飢
渇
の
渕
に
沈
淪
せ
る
六
千
万
人
の
同
胞
は
、
他
日
日
本
に
於
け

る
釈
尊
遺
形
奉
安
の
盛
況
を
聴
か
ば
、
今
昔
も
感
慨
果
し
て
如
何
あ
る
べ
き

や
。
貴
公
等
が
集
り
て
奉
祝
の
盃
を
飛
ば
す
の
時
、
寒
国
菜
色
の
人
は
生
き

な
が
ら
鴉
犬
の
食
た
ら
ん
と
す
。
嗚
呼
遺
形
宝
輿
の
中
に
眠
る
も
、
仏
の
慈

愛
永
く
惨
園
悲
林
の
間
に
迷
ふ
な
る
べ
し
。
一
握
の
焼
香
を
此
に
献
す
る
よ

り
は
、
一
涙
の
熱
涙
を
彼
に
灑
が
ば
、
他
の
満
足
寧
ろ
仰
ぐ
べ
し
と
す
。

我
に
仏
の
遺
形
を
迎
ふ
る
の
歓
あ
り
。
而
て
彼
に
自
ら
枯
骨
に
泣
く
の
悲
あ

り
。
海
を
隔
て
た
る
同
教
徒
が
幸
と
災
、
福
と
禍
夫
れ
斯
の
如
く
奇
観
を
呈

す
。
是
豈
に
一
面
に
於
て
釈
尊
遺
形
は
日
本
仏
教
徒
の
慈
善
を
試
み
ん
と
し

て
、
印
度
窮
民
を
救
済
す
べ
き
急
を
告
げ
ん
が
た
め
の
任
務
を
帯
び
て
来
れ

る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
き
を
得
ん
や
。
機
会
な
り
、
今
日
は
日
本
仏
教
徒
が
全

力
を
挙
げ
て
釈
尊
降
誕
地
に
於
け
る
飢
渇
を
救
ふ
べ
き
機
会
な
り
。
而
て
大

菩
提
会
実
に
之
が
卒
先
た
る
べ
き
地
位
に
在
り
、
宜
し
く
各
宗
派
を
督
し
全

力
を
挙
け
て
、
印
度
救
済
の
大
運
動
に
従
事
せ
よ
。
徒
ら
に
外
教
徒
及
び
世

間
人
の
た
め
に
、
擯
斥
と
嘲
笑
を
招
く
こ
と
勿
れ
。
余
輩
は
切
に
勧
告
す
る

も
の
也
。

京
都
に
於
け
る
仏
骨
奉
迎
〔
明
治
33
年
７
月
24
日　

第
四
四
九
九
号
〕

去
る
十
九
日
は
京
都
に
於
け
る
仏
骨
奉
迎
の
當
日
な
り
。
朝
来
曇
天
な
が
ら

西
方
の
軟
風
い
と
し
め
や
か
に
、
塵
も
あ
が
ら
ぬ
天
気
な
り
け
れ
ば
、
仏
骨

の
七
条
駅
に
着
す
る
を
拝
ま
ん
と
、
市
中
の
善
男
善
女
早
朝
よ
り
打
ち
連

れ
、
七
条
停
車
場
附
近
に
推
し
寄
せ
お
り
。
今
其
光
景
を
記
さ
ん
に
、

▲
仏
骨
の
七
条
停
車
場
着　

東
本
願
寺
前
よ
り
七
条
停
車
場
附
近
は
、
午
前

八
時
頃
に
は
人
を
以
て
埋
ま
れ
、
塩
小
路
警
察
署
よ
り
は
徳
岡
署
長
を
始
め

警
部
巡
査
一
同
総
出
に
て
警
戒
取
締
り
を
な
し
た
り
。
七
条
駅
へ
は
暹
羅
公

使
バ
ー
ジ
ロ
ン
グ
、
ロ
ナ
チ
エ
ス
氏
、
楠
京
都
地
方
裁
判
所
長
、
同
夫
人
、

井
上
警
部
長
、
宇
佐
美
参
事
官
、
仏
骨
奉
迎
事
務
総
理
村
田
寂
順
師
を
始
め
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愛
知
学
院
大
学　

教
養
部
紀
要　

第
65
巻
第
３
号
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129

各
宗
管
長
、
奉
迎
常
任
委
員
、
各
宗
派
奉
迎
委
員
等
先
着
し
、
停
車
場
楼
上

に
休
憩
し
て
列
車
の
着
す
る
を
待
て
り
。
午
前
八
時
卅
分
よ
り
停
車
場
南
手

の
畑
中
に
て
は
、
大
谷
派
三
河
国
信
徒
よ
り
寄
附
の
煙
花
百
発
を
打
ち
上
げ

た
り
。
か
く
て
仏
骨
及
び
奉
迎
正
使
一
行
を
乗
せ
た
る
列
車
は
、
午
前
八
時

五
十
分
七
条
駅
に
着
せ
り
。
プ
ラ
ツ
ト
ホ
ー
ム
に
は
暹
羅
公
使
を
は
じ
め
楠

裁
判
所
長
同
夫
人
、
井
上
警
部
長
、
宇
佐
美
参
事
官
、
村
田
奉
迎
事
務
総

理
、
各
宗
管
長
奉
迎
委
員
、
各
宗
派
僧
侶
、
信
徒
、
学
校
生
徒
等
無
慮
千
余

名
整
列
し
て
奉
迎
し
、
正
使
大
谷
光
演
、
副
使
前
田
誠
節
、
同
日
置
黙
仙
の

三
師
以
下
随
行
員
一
同
下
車
し
、
仏
骨
の
赤
地
金
襴
の
蓋
を
な
せ
る
唐
櫃
に

納
め
あ
る
を
車
中
よ
り
卸
し
、
真
先
に
奉
迎
と
記
せ
る
紫
の
旗
二
旒
を
押
立

て
、
常
任
委
員
名
和
渕
海
師
先
導
し
て
村
田
総
理
先
列
し
、
次
に
仏
骨
を
納

め
た
る
唐
櫃
を
常
任
委
員
土
屋
観
山
、
後
藤
禅
提
の
二
師
に
て
舁
き
、
大
谷

正
使
、
前
田
、
日
置
両
副
使
及
び
暹
羅
公
使
、
各
宗
管
長
、
僧
侶
信
徒
等
に

て
順
次
に
随
行
し
、
信
徒
諸
講
中
は
紫
、
赤
、
白
等
の
各
旗
数
十
旒
を
列
の

前
後
に
押
立
て
、
い
づ
れ
も
徒
歩
に
て
停
車
場
を
出
つ
。
烏
丸
通
を
北
へ
進

行
せ
り
。
烏
丸
通
に
て
は
道
の
両
側
に
青
竹
の
柵
を
設
け
、
各
戸
奉
迎
の
二

字
を
染
め
抜
き
た
る
紅
打
灯
を
吊
し
、
各
旅
舎
は
諸
講
中
其
他
各
教
会
及
び

各
宗
出
張
等
の
奉
迎
事
務
所
を
設
け
あ
る
こ
と
ゝ
て
、
何
れ
も
幔
幕
を
張
り

た
る
が
、
其
時
行
列
先
払
は
妙
心
寺
の
旗
を
押
立
て
た
る
講
中
な
り
き
。
仏

骨
の
北
浜
銀
行
支
店
前
に
到
る
や
、
幾
万
か
も
限
な
き
奉
迎
人
等
一
時
に
南

無
阿
弥
陀
仏
を
唱
し
、
珠
数
を
つ
ま
ぐ
る
音
一
種
の
好
響
を
起
し
た
り
き
。

さ
て
又
市
中
各
町
の
寺
々
に
て
は
、
仏
骨
の
七
条
停
車
場
へ
着
す
る
を
合
図

に
、
洛
東
大
仏
殿
の
鐘
を
天
台
宗
の
阪
本
良
順
師
が
、
得
意
の
妙
技
も
て
打

鳴
ら
し
た
る
よ
り
、
各
寺
も
相
応
じ
て
打
鳴
ら
し
始
め
た
る
を
以
て
、
東
山

に
反
響
し
て
到
る
処
殷
々
の
声
聾
す
る
ば
か
り
。
か
く
て
行
列
は
次
第
に
進

行
し
て
大
谷
派
本
願
寺
に
向
ひ
ぬ
。

仏
骨
東
本
願
寺
に
入
る
〔
明
治
33
年
７
月
24
日　

第
四
四
九
九
号
〕

九
時
三
十
分
大
谷
派
本
願
寺
本
堂
門
よ
り
入
る
。
本
堂
階
下
に
は
楽
僧
整
列

し
迎
儀
楽
を
奏
し
、
法
主
大
谷
光
瑩
氏
及
び
連
枝
は
同
処
に
奉
迎
し
、
唐
櫃

は
本
堂
階
段
を
舁
ぎ
昇
り
内
陣
に
入
堂
し
、
そ
れ
よ
り
高
廻
廊
を
経
て
大
師

堂
に
入
り
、
大
谷
正
使
唐
櫃
よ
り
赤
地
金
襴
に
て
作
れ
る
高
さ
一
尺
幅
八
寸

許
袋
に
入
れ
あ
る
仏
骨
を
出
し
、
内
陣
本
尊
前
に
設
け
た
る
八
脚
台
に
打
敷

を
掛
け
、
其
の
上
に
置
き
あ
る
総
金
塗
経
机
の
上
に
安
置
せ
し
が
、
間
も
な

く
暹
羅
公
使
、
各
宗
派
門
跡
管
長
、
奉
迎
総
理
高
等
官
以
下
、
各
宗
派
奉
迎

者
一
宗
派
づ
ゝ
順
次
拝
礼
焼
香
、
同
寺
内
の
休
憩
所
に
入
り
、
當
時
韓
国
前

軍
部
大
臣
趙
義
渕
氏
も
、
大
阪
源
正
寺
住
職
祖
父
江
聖
善
師
の
案
内
に
て
来

式
参
拝
あ
り
き
。
而
し
て
本
願
寺
門
前
に
は
、
同
寺
徽
章
の
大
旗
数
十
旒
を

立
て
ゝ
之
に
六
金
色
の
小
旗
を
蛸
釣
り
、
ま
だ
本
堂
前
大
師
門
前
に
は
紫
の

幔
幕
を
打
つ
て
国
旗
を
交
叉
し
、
尚
幢
幡
数
旒
を
境
の
内
外
に
立
て
、
且
両

堂
共
繞
ら
す
に
五
色
の
幔
幕
を
以
て
し
、
僧
侶
一
般
の
昇
堂
を
差
止
め
た
る

な
ど
、
め
し
と
も
又
美
は
し
か
り
き
。
や
が
て
午
後
一
時
宝
輿
の
東
本
願
寺

を
出
で
、
粛
々
と
し
て
妙
法
院
の
仮
奉
安
所
に
至
る
。

仏
骨
妙
法
院
に
入
る
〔
明
治
33
年
７
月
24
日　

第
四
四
九
九
号
〕

午
後
一
時
東
本
願
寺
を
出
づ
。
天
童
（
祇
園
町
の
舞
子
は
各
手
に
花
を
捧
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げ
、
次
に
空
也
堂
念
仏
の
僧
侶
七
十
名
、
行
々
念
仏
を
唱
へ
つ
ゝ
行
き
、
次

に
妙
心
寺
の
信
者
百
人
、
金
閣
寺
の
信
者
三
十
人
、
西
光
寺
の
信
者
男
女
二

百
人
、
日
蓮
平
等
講
百
五
十
人
、
愛
宕
寺
一
心
講
五
十
人
、
東
寺
の
信
者
百

人
、
不
動
講
二
百
人
、
真
如
堂
永
観
堂
講
中
三
百
人
、
空
也
僧
尺
八
を
吹
く

も
の
十
人
、
生
花
三
台
（
信
者
の
寄
附
）
真
宗
中
学
の
教
員
生
徒
百
人
、
西

山
派
の
学
生
五
十
人
、
大
谷
保
信
会
会
員
百
人
、
本
派
本
願
寺
の
看
護
婦
女

二
十
人
、
大
谷
派
信
徒
三
千
五
百
人
、
時
宗
三
十
人
、
日
蓮
宗
百
人
、
大
谷

派
大
学
学
生
百
人
、
同
僧
侶
五
百
人
、
本
派
僧
侶
百
三
十
人
、
曹
洞
宗
百

人
、
臨
済
宗
三
百
人
、
西
山
派
六
十
人
、
真
言
宗
百
人
、
天
台
二
十
人
、
六

金
色
仏
旗
二
本
、
木
偏
派
、
仏
光
寺
派
、
興
正
寺
派
、
其
他
各
宗
各
派
皆
制

式
の
僧
服
を
着
け
、
次
に
各
宗
各
派
の
管
長
威
儀
を
正
し
て
従
ひ
、
伶
人
同

奏
楽
し
拝
観
者
一
同
粛
然
た
り
。
次
に
村
田
送
迎
事
務
総
理
は
数
名
の
僧
侶

に
囲
ま
れ
、
次
に
遺
骨
を
安
置
せ
る
宝
輿
は
白
丁
の
も
の
十
二
人
に
て
担

ぎ
、
次
に
正
使
大
谷
光
演
師
及
び
副
使
前
田
日
置
の
両
師
、
暹
羅
国
公
使
、

其
他
各
宗
の
奉
迎
委
員
数
千
名
、
次
に
各
宗
の
信
者
三
千
余
名
に
て
、
其
行

列
の
全
く
東
本
願
寺
の
大
門
を
出
で
た
る
は
午
後
三
時
過
な
り
し
が
、
前
列

は
同
二
時
二
十
分
頃
既
に
妙
法
院
に
入
り
た
り
。
斯
て
仏
骨
は
予
定
の
妙
法

院
寝
殿
に
安
置
し
、
當
日
は
村
田
総
理
以
下
参
拝
し
、
翌
二
十
日
よ
り
各
宗

各
派
の
僧
侶
交
る
〳
〵
焼
香
せ
し
筈
な
る
が
、
此
行
列
を
見
ん
と
て
沿
道
は

人
山
を
築
き
ぬ
。
尚
烏
丸
通
り
七
条
下
る
大
谷
派
旧
工
作
場
に
て
は
、
天
幕

を
張
り
て
数
十
の
僧
侶
代
る
代
る
弁
士
と
な
り
、
十
九
日
午
前
六
時
よ
り
二

十
日
午
後
六
時
ま
で
、
一
昼
夜
間
断
な
く
仏
骨
奉
迎
の
演
説
を
催
し
、
六
条

生
命
保
険
会
社
は
其
れ
が
た
め
、
医
師
看
護
婦
を
出
張
せ
し
め
、
負
傷
者
及

び
急
病
人
の
手
當
を
加
へ
つ
ゝ
あ
り
と
い
ふ
。

仏
骨
京
都
着
余
聞
〔
明
治
33
年
７
月
24
日　

第
四
四
九
九
号
〕

十
九
日
の
京
都
は
午
後
に
至
り
て
人
出
一
層
甚
し
く
、
七
条
二
条
の
両
停
車

場
は
、
汽
車
着
す
る
毎
に
降
客
殆
ど
五
千
余
人
、
近
頃
稀
有
の
こ
と
に
て
、

畿
内
近
傍
の
諸
国
は
勿
論
、
西
は
九
州
、
山
陰
、
山
陽
、
四
国
及
び
仏
教
流

行
の
北
陸
地
方
、
そ
の
他
東
海
の
諸
国
を
始
と
し
、
遠
き
北
海
道
よ
り
後
馳

せ
に
来
る
も
多
く
、
警
察
の
統
計
に
よ
る
も
其
詳
細
は
不
明
な
る
も
、
昨
日

京
都
に
あ
り
し
僧
侶
の
数
は
総
じ
て
一
万
二
千
以
上
な
り
し
な
る
べ
く
、
参

列
の
た
め
来
り
し
諸
国
の
講
中
は
三
万
余
人
、
行
列
拝
観
の
た
め
路
傍
に
あ

り
し
者
は
廿
三
万
五
千
と
註
せ
ら
れ
た
り
。
▲
去
る
二
十
日
よ
り
三
日
間
、

妙
法
院
に
お
い
て
各
宗
交
番
に
て
仮
奉
安
会
を
開
く
よ
し
。
▲
大
谷
派
本
願

寺
新
法
主
は
、
仏
骨
奉
迎
正
使
を
全
ふ
せ
る
を
以
て
、
二
十
日
午
前
九
時
大

谷
派
本
願
寺
の
大
師
堂
に
お
い
て
親
授
を
な
せ
し
よ
し
。
▲
當
日
臨
時
病
傷

者
看
護
の
た
め
、
六
条
生
命
保
険
会
社
事
務
所
よ
り
金
田
医
師
外
五
名
、
看

護
婦
十
二
名
を
引
率
し
出
張
し
た
る
が
、
拝
観
人
中
卒
倒
者
二
十
四
名
、
腹

痛
そ
の
他
急
病
五
名
を
治
療
せ
り
。
▲
さ
て
又
當
日
殊
に
凡
俗
の
眼
に
つ
き

た
る
は
、
行
列
中
祇
園
先
斗
町
そ
の
他
各
遊
廓
よ
り
出
し
た
る
、
五
十
四
名

の
天
女
、
仲
居
等
に
護
擁
せ
ら
れ
て
練
り
ゆ
く
状
な
り
き
。
▲
ま
た
當
日
奉

迎
行
列
の
僧
侶
中
に
お
い
て
最
も
目
立
ち
し
は
、
花
園
教
会
の
各
員
等
が
何

れ
も
赤
地
錦
の
袈
裟
揃
に
て
、
各
宗
特
志
の
信
徒
は
善
男
善
女
何
れ
も
胸
間

に
奉
迎
の
徽
章
を
佩
用
し
て
、
さ
も
得
意
気
に
列
の
内
外
を
徘
徊
し
、
取
締

役
と
も
見
ゆ
る
諸
講
中
の
老
人
株
は
、
新
調
の
羽
織
袴
に
て
奔
走
し
、
本
願
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寺
乗
用
の
人
力
車
は
本
願
寺
の
徽
章
の
旗
を
翻
し
て
、
市
中
各
処
を
急
が
し

気
に
乗
り
廻
し
た
り
き
。

釈
尊
御
遺
形
奉
迎
事
務
所
の
通
牒
〔
明
治
33
年
７
月
24
日　

第
四
四
九
九
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
々
号
の
続
き
左
の
如
し

　
　
　
　

○
宮
中
陪
食

十
八
日
午
後
二
時
、
各
奉
迎
使
は
稲
垣
公
使
と
共
に
、
宮
内
省
よ
り
廻
は
さ

れ
た
る
三
台
馬
車
に
来
り
宮
中
に
伺
候
し
た
り
。
則
ち
宮
内
、
文
部
、
外
務

三
大
臣
は
奉
迎
使
を
出
迎
ひ
、
待
合
の
間
に
導
き
、
暫
時
休
息
の
後
、
暹
王

寝
殿
に
御
し
玉
ひ
、
各
奉
迎
使
に
対
し
て
握
手
の
礼
を
行
は
せ
ら
れ
て
、
自

ら
先
導
し
て
食
堂
に
入
り
玉
ひ
た
り
。
陪
食
の
栄
に
与
り
た
る
は
稲
垣
公
使

及
奉
迎
使
の
外
、
随
行
長
南
条
文
雄
師
一
人
に
し
て
、
他
の
十
一
名
は
暹
国

政
府
の
親
王
及
文
武
官
な
り
。
暹
王
は
日
本
仏
教
の
万
歳
を
祈
り
、
併
せ
て

各
奉
迎
使
の
健
康
を
祝
し
玉
へ
り
。
食
時
中
は
庭
前
に
絶
へ
ず
嚠
喨
な
る
天

楽
を
奏
し
、
又
大
団
扇
を
揮
ふ
て
涼
風
を
送
り
、
賓
客
を
し
て
薄
暑
の
苦
悩

を
覚
へ
さ
ら
し
め
た
り
。
食
了
り
て
別
室
に
於
て
珈
琲
を
賜
は
り
、
而
し
て

暹
王
よ
り
日
本
仏
教
各
宗
へ
対
し
て
金
銅
の
仏
像
（
長
三
尺
計
）
一
躯
を
賜

は
り
て
、
勅
せ
ら
れ
て
曰
く
「
此
仏
像
は
暹
羅
特
有
の
鋳
造
に
し
て
印
度
に

非
ず
、
支
那
に
非
ず
。
純
然
た
る
暹
羅
の
仏
像
に
し
て
一
千
年
前
の
古
仏
な

り
。
現
時
鋳
造
の
技
術
を
失
ひ
た
れ
ば
、
今
之
を
鋳
造
せ
ん
と
欲
す
る
も
復

た
得
可
ら
ず
。
是
れ
我
邦
の
重
宝
な
り
。
願
く
は
他
日
日
本
に
於
て
仏
骨
安

置
の
殿
堂
出
来
せ
は
、
此
仏
を
御
前
立
と
し
て
安
置
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
望
む

の
み
」
と
慇
懃
に
各
奉
迎
使
に
対
し
て
握
手
の
礼
を
行
ひ
、
海
陸
万
里
帰
路

恙
か
な
き
を
祈
る
と
勅
し
玉
ひ
て
、
各
奉
迎
使
は
退
出
せ
り
。

正
使
大
谷
光
演
師
へ
対
し
て
、
別
に
金
銅
の
仏
像
一
躯
（
長
一
尺
計
）
を
賜

は
り
、
又
各
奉
迎
使
に
対
し
て
は
、
紀
念
章
四
枚
を
賜
は
り
た
り
。
一
個
は

青
銅
に
て
二
個
銀
製
、
他
の
一
個
は
金
製
な
り
。
各
表
面
に
は
仏
像
を
彫
刻

せ
り
。（
別
記
の
如
し
）
文
部
大
臣
よ
り
は
、
各
奉
迎
使
并
に
随
行
の
僧
侶

に
対
し
て
、
仏
像
一
躯
宛
贈
与
せ
り
。
外
務
大
臣
よ
り
も
各
奉
迎
使
へ
贈
品

あ
り
と
云
ふ
。

　
　
　
　

○
公
使
館
夜
会

是
夜
稲
垣
公
使
は
、
各
奉
迎
使
及
随
行
員
、
其
他
暹
国
政
府
の
文
武
官
、
并

在
暹
各
国
の
公
使
領
事
貴
夫
人
等
、
百
有
余
名
を
招
き
て
、
夜
会
を
開
き
軍

楽
を
奏
し
、
暹
羅
の
優
伎
を
演
し
、
日
本
の
煙
火
を
打
揚
け
て
余
興
を
助

け
、
立
食
の
饗
応
あ
り
。
主
客
歓
を
尽
し
て
深
更
に
及
て
散
す
。
蓋
し
該
会

は
仏
骨
奉
迎
使
の
為
め
に
開
く
も
の
に
似
た
り
。

　
　
　
　

○
奉
迎
使
出
立

十
九
日
午
前
十
時
、
奉
迎
使
日
本
公
使
館
に
集
ま
り
、
文
部
省
よ
り
廻
は
さ

れ
た
る
小
蒸
汽
船
に
搭
し
、
稲
垣
公
使
夫
婦
及
文
部
大
臣
秘
書
官
等
同
船
し

て

南
江
を
下
り
、
河
口
に
淀
泊
せ
る
独
逸
船
「
マ
ー
ラ
ツ
ト
」
号
に
移
れ

り
。
在
暹
日
本
人
は
勿
論
、
文
部
大
臣
自
ら
来
り
て
奉
迎
使
の
一
行
を
送
れ

り
。
而
し
て
「
マ
ー
ラ
ツ
ト
」
は
午
後
二
時
汽
笛
と
共
に
抜
錨
し
て
、

南

江
を
離
れ
た
り
。
奉
迎
使
一
行
、
盤
谷
府
滞
在
は
僅
か
一
週
日
な
れ
ど
も
、

朝
参
訪
問
応
請
待
賓
、
疫
病
を
畏
れ
ず
炎
熱
を
憚
ら
ず
、
日
夜
奔
走
し
て
殆

ん
ど
寝
食
に
遑
ま
あ
ら
ざ
り
き
。
又
暹
羅
政
府
は
接
待
官
を
附
し
て
名
勝
旧

跡
に
案
内
し
て
、
奉
迎
使
一
行
を
し
て
十
二
分
の
満
足
を
与
へ
た
り
。
如
此
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き
取
扱
ひ
は
毫
も
国
賓
と
異
な
る
所
な
し
。
暹
羅
あ
ら
ざ
れ
は
安
ん
そ
仏
教

徒
に
対
し
て
如
此
優
待
厚
遇
す
る
の
国
あ
ら
ん
や
。
而
し
て
稲
垣
公
使
の
周

旋
尽
力
の
行
届
き
た
る
結
果
、
亦
与
り
て
其
多
き
に
居
る
と
云
は
ざ
る
可
ら

ず
。

奉
迎
使
一
行
は
、
廿
四
日
新
嘉
坡
に
着
し
、
仏
蹟
参
拝
は
都
合
あ
り
て
之
を

見
合
せ
、
大
谷
、
前
田
、
日
置
三
奉
迎
使
は
仏
骨
を
供
奉
し
て
、
直
に
帰
朝

の
路
に
就
き
、
藤
島
師
は
本
山
の
命
に
依
り
一
行
に
別
れ
て
、
来
九
月
初
旬

巴
里
に
開
け
る
万
国
宗
教
歴
史
会
に
参
会
の
為
め
、
欧
洲
行
の
鵬
程
に
上
れ

り
。 

（
完
）　

書
を
大
菩
提
会
に
送
る
（
印
度
飢
饉
に
就
て
）〔
明
治
33
年
７
月
26
日　

第
四
五
〇
〇
号
〕

印
度
大
飢
饉
の
惨
状
は
、
吾
社
が
屡
報
道
し
た
る
所
、
而
し
て
之
を
救
助
せ

む
が
為
め
に
、
大
菩
提
会
に
対
し
て
仏
骨
奉
迎
費
、
若
く
は
覚
王
殿
建
費
の

半
を
割
譲
せ
よ
と
は
吾
社
の
意
見
な
り
。
然
る
に
這
回
設
立
せ
ら
れ
た
る
仏

教
主
義
雑
誌
社
聨
合
会
は
、
我
が
社
と
全
然
其
意
見
を
同
じ
う
し
、
頃
日
大

菩
提
会
へ
向
け
、
左
の
勧
告
書
を
差
出
せ
り
と
。
我
が
社
は
、
賢
明
な
る
大

菩
提
会
委
員
諸
師
の
、
速
か
に
此
の
議
を
容
れ
ら
る
ゝ
あ
る
を
確
信
し
て
疑

は
ず
。

　

粛
啓
、
仏
骨
奉
迎
に
関
し
種
々
御
尽
力
の
段
、
奉
万
謝
候
。
扨
て
御
承
知

の
如
く
、
今
回
の
印
度
飢
饉
は
古
今
未
曽
有
の
大
惨
事
に
て
、
日
々
数
十

万
の
餓
死
者
を
生
じ
、
六
千
万
の
生
霊
は
今
や
生
死
の
境
に
呻
吟
仕
居

候
。
悲
惨
の
状
態
若
し
大
聖
世
尊
、
此
世
に
在
し
候
は
ゞ
、
骨
を
挫
き
肉

を
割
き
た
ま
ひ
て
も
、
御
救
恤
あ
そ
ば
さ
れ
候
事
と
恐
察
仕
候
。
我
等
仏

陀
慈
仁
の
教
旨
を
奉
ず
る
も
の
ゝ
、
黙
視
す
べ
か
ら
ざ
る
義
と
存
じ
、
今

回
仏
教
主
義
雑
誌
社
聨
合
仕
り
、
聊
か
こ
れ
が
救
恤
に
従
事
仕
居
候
得

共
、
微
力
の
我
等
到
底
充
分
の
功
を
も
奏
し
兼
ね
、
痛
心
罷
在
候
処
、
幸

に
貴
会
に
於
て
は
、
既
に
仏
骨
奉
迎
に
関
し
巨
額
の
金
員
御
募
集
相
成
候

由
承
り
、
誠
に
申
上
兼
ね
た
る
義
に
候
へ
共
、
其
御
費
用
若
く
は
覚
王
殿

建
築
の
御
費
用
の
半
を
割
き
て
、
印
度
窮
民
目
下
の
急
を
御
救
ひ
被
下
候

へ
は
、
独
り
我
等
の
幸
福
の
み
に
て
は
こ
れ
な
く
、
こ
れ
実
に
仏
陀
の
御

本
懐
と
奉
存
候
。
右
愚
衷
御
洞
察
の
上
、
御
採
用
被
下
度
、
謹
ん
で
懇
願

仕
候
、
謹
言
。

　
　

明
治
三
十
三
年
七
月　
　
　
　
　

仏
教
主
義
雑
誌
社
聨
合
会

　
　
　
　

日
本
大
菩
提
会
委
員
御
中

仮
奉
安
会
最
終
法
要
〔
明
治
33
年
７
月
26
日　

第
四
五
〇
〇
号
〕

仏
舎
利
仮
奉
安
会
は
、
去
る
二
十
日
よ
り
三
日
間
妙
法
院
宸
殿
に
於
て
、
各

宗
派
順
次
に
行
ひ
つ
ゝ
あ
る
こ
と
は
已
記
せ
し
が
、
廿
二
日
は
其
最
終
日
と

し
て
、
在
京
都
各
高
等
官
、
紳
士
等
を
招
待
し
た
り
。
午
前
八
時
三
十
分
よ

り
浄
土
宗
西
山
派
は
、
誓
願
寺
大
僧
正
久
田
倣
道
師
、
導
師
と
な
り
、
禅
林

寺
吉
水
僧
正
以
下
廿
八
名
参
式
し
、
奏
楽
を
以
て
昇
殿
し
、
先
献
香
拝
礼
、

奉
請
文
、
散
華
、
嘆
仏
偈
、
阿
弥
陀
経
、
舎
利
礼
文
、
三
称
仏
名
、
後
唄
、

三
拝
奏
楽
を
以
て
退
散
せ
し
も
同
九
時
三
十
分
に
て
、
同
十
時
よ
り
真
宗
興

正
寺
派
は
、
管
長
華
園
沢
称
男
導
師
と
な
り
連
師
竜
虎
院
華
園
暁
信
師
以
下

結
衆
十
二
人
に
て
三
奉
請
、
漢
音
小
経
、
甲
念
仏
、
回
向
等
勤
行
中
、
真
宗
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三
門
徒
派
管
長
代
、
平
光
円
師
、
真
宗
高
田
派
管
長
代
、
竹
内
宣
聞
師
、
高

崎
京
都
府
知
事
以
下
高
等
官
、
紳
士
焼
香
あ
り
。
午
前
十
一
時
三
十
分
よ
り

本
派
本
願
寺
と
木
辺
派
錦
織
寺
と
合
同
し
、
本
派
管
長
大
谷
光
尊
伯
代
理
と

し
て
、
連
枝
普
照
院
近
松
尊
定
師
、
木
辺
派
管
長
木
辺
慈
孝
男
代
理
と
し
て

土
山
沢
依
師
、
何
れ
も
導
師
と
な
り
、
結
衆
十
二
名
に
て
阿
弥
陀
懺
法
を
修

し
、
午
後
零
時
三
十
分
修
了
し
、
午
後
一
時
よ
り
真
宗
仏
光
寺
派
新
門
主
渋

谷
隆
教
男
は
、
参
勤
僧
侶
院
家
以
下
二
十
四
名
を
率
ひ
、
昇
殿
先
献
香
、
伽

陀
、
阿
弥
陀
経
、
念
仏
、
和
讃
、
回
向
、
総
礼
等
法
要
中
に
、
真
宗
誠
照
寺

派
管
長
二
条
秀
源
師
、
拝
礼
焼
香
あ
り
。
午
後
一
時
終
了
し
、
同
一
時
三
十

分
よ
り
融
通
念
仏
宗
は
、
管
長
代
理
僧
正
清
涼
得
善
（
摂
州
喜
連
法
明
寺
）

導
師
と
な
り
、
出
勤
僧
十
二
名
に
て
奏
楽
入
殿
、
香
偈
、
声
明
、
七
奉
請
、

各
礼
、
降
臨
偈
、
三
拝
、
日
中
陀
仏
、
浄
三
業
、
十
念
、
経
段
、
寿
量
品
、

摂
取
文
、
融
通
念
仏
、
大
恩
教
主
、
恩
謝
回
向
等
を
以
て
午
後
二
時
三
十
分

終
了
し
、
同
午
後
三
時
よ
り
最
終
法
要
と
し
て
、
大
谷
派
本
願
寺
は
管
長
大

谷
光
瑩
伯
大
導
師
と
な
り
、
淳
信
院
大
谷
瑩
温
、
恵
日
院
大
谷
勝
信
の
両
連

枝
と
共
に
参
勤
職
衆
十
八
名
に
て
入
殿
、
直
ち
に
大
導
師
登
高
座
、
伽
陀
、

導
師
三
礼
、
衆
僧
三
礼
、
陀
仏
偈
、
大
導
師
以
下
行
道
散
華
、
伽
陀
、
大
導

師
下
高
座
、
導
師
三
礼
、
一
同
総
礼
退
散
あ
り
し
は
四
時
三
十
分
な
り
し
。

此
日
両
本
願
寺
、
仏
光
寺
、
興
正
寺
等
、
真
宗
各
派
の
法
要
と
て
在
京
都
及

び
近
村
門
徒
の
参
詣
せ
し
も
の
多
く
、
又
暹
羅
国
公
使
は
午
前
本
派
本
願
寺

に
到
り
て
両
堂
を
参
拝
し
、
諸
殿
舎
飛
雲
閣
を
一
見
し
て
妙
法
院
に
到
り
、

仮
奉
安
殿
に
参
拝
し
た
り
。
當
日
招
請
賓
客
の
重
な
る
は
、
高
崎
府
知
事
、

各
高
等
官
、
内
貴
市
長
、
荘
林
、
住
友
両
助
役
雨
森
、
中
村
、
小
松
各
代
議

士
、
府
市
会
議
員
、
市
参
事
会
員
、
土
居
郵
便
電
信
局
長
、
松
永
蚕
業
講
習

所
長
、
増
田
上
京
区
長
、
橋
本
七
条
駅
長
、
楠
京
都
裁
判
所
長
以
下
判
検

事
、
愛
宕
、
紀
伊
、
宇
治
、
相
楽
各
郡
長
、
市
中
各
警
察
署
長
、
京
阪
新
聞

社
員
等
、
百
七
十
余
名
な
り
し
。
今
右
啓
白
文
を
得
た
れ
ば
左
に
、

　
　
　
　

啓　
　

白

　

謹
敬
白
大
恩
教
主
釈
迦
牟
尼
如
来
、
都
史
陀
天
弥
勒
尊
、
醍
醐
一
乗
瑜
伽

真
詮
、
普
賢
文
殊
諸
大
補
処
、
微
塵
刹
土
一
切
三
宝
境
界
言
方
今
亜
細
亜

南
部
暹
羅
国
王
陛
下
之
聖
旨
、
我
各
宗
奉
迎
使
本
年
五
月
廿
三
日
解
纜
神

戸
港
、
遠
踰
滄
溟
奉
謁
暹
羅
国
王
陛
下
於
盤
谷
王
宮
拝
戴
釈
尊
遺
形
、
併

賜
黄
金
仏
像
、
今
月
今
日
恭
奉
迎
我
平
安
都
、
仮
奉
鎮
座
妙
法
院
門
跡
宸

殿
、
有
祝
祷
皇
基
、
鞏
固
与
仏
日
増
輝
、
其
旨
趣
何
者
、
夫

　

法
界
法
身
理
体
雖
無
隠
現
起
滅
、
大
悲
利
生
応
用
方
便
現
大
涅
槃

　
　
　
　

是　
　

故

　

釈
尊
慧
日
既
隠
沙
羅
双
樹
間
、

　

慈
氏
覚
月
未
顕
兜
率
天
宮
上
、

　
　
　
　

爾　
　

来

　

二
仏
中
間
唯
心
念
同
体
別
体
三
宝
、

　

依
憑
住
持
三
宝
殆
三
千
年
矣
、

　
　

億
載
僧
祇
難
遇
如
来
之
出
世
、

　
　

譬
之
以
浮
木
之
亀
、

　
　

多
生
昿
劫
難
拝
世
尊
之
遺
形
、

　
　

測
之
以
優
曇
之
萼

　
　
　
　

時
哉
惟
時
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開
明
聖
世
、
係
印
度
別
氏
発
見
、
広
済
博
愛
、
辱
暹
王
陛
下
割
愛
、
誰
人

不
咽
宿
福
甚
厚
感
涙
、

　

何
輩
不
尽
恭
敬
供
養
至
誠
窃
聞
如
来
大
悲
預
砕
全
身
以
令
福
被
人
天

　
　
　
　

是
故
骨
身
遺
形
者
、

　

法
身
之
妙
相
万
徳
円
満
、
金
剛
之
正
体
二
利
具
足
生
身
法
身
功
徳
正
等
、

在
世
滅
後
利
益
無
異
、

　

縁
謝
即
滅
之
遺
形
、
利
生
最
有
憑
、

　

機
興
即
生
之
尊
影
、
當
益
愈
可
何
、

　
　
　
　

是　
　

以

　

育
王
建
賓
塔
於
四
大
別
以
供
養
之
、
陀
天
運
神
足
子
三
千
界
以
擁
護
之
、

　
　
　
　

嗚
呼
尊
哉
嗟
呼
盛
哉

　

目
今
以
後
各
宗
遺
弟
者
常
奉
侍
勤
三
業
相
応
供
養
使
四
方
来
詣
之
道
俗
一

瞻
一
礼
普
結
転
凡
為
聖
良
縁
、

　
　
　
　

加　
　

之

　

拡
張
日
本
大
菩
提
会
効
須
達
長
者
開
敷
金
給
孤
独
園
、
祝
寿
諸
天
善
神
擁

護
托
毘
首
羯
磨
建
聳
敷
祇
園
精
舎
、

　
　
　
　

仰
願
振
興

　

大
日
本
皇
室
歴
朝
叡
信
之
仏
教
、
涵
養
君
子
国
臣
民
万
古
固
有
之
道
徳
、

宣
敷
南
瞻
部
州
釈
尊
之
遺
教
、
永
留
大
八
島
州
、
光
被
万
世
一
系
帝
国
之

威
稜
、
高
聳
五
大
洲
中
、

　
　
　
　

観　
　

夫

　

慧
々
蝉
声
、
自
和
梵
唄
之
韻
、

　

亭
々
荷
葉
暗
呈
宝
池
之
粧
、

　

景
光
自
然
感
応
何
疑

　

祈
願
旨
切
啓
文
辞
無

　

三
宝
照
知
諸
天
洞
鑑

　

又
時
宗
大
僧
正
河
野
往
阿
師
の
表
白
文
は
、

　
　
　
　

仮
安
置
仏
骨
之
表
白

　

夫
以
真
諦
玄
凝
法
性
虚
寂
。
而
開
物
導
俗
非
言
難
建
是
以
為
不
二
黙
訓
示

於
義
空
之
路
一
音
振
弁
聖
乎
群
萌
之
境
故
我
能
仁
師
鹿
野
唱
初
言
金
何
究

後
説
而
如
来
示
不
滅
之
滅
大
衆
驚
世
之
無
常
蒙
化
者
雖
残
親
訓
於
耳
底
行

梵
行
于
己
身
愍
末
代
之
心
切
文
殊
等
諸
大
薩
陲
結
大
於
鉄
囲
之
小
大
迦
葉

等
五
百
羅
漢
集
小
於
竹
林
之
内
行
證
既
亡
三
蔵
此
存
流
伝
我
朝
千
有
余
年

我
等
幸
値
此
大
法
雖
無
似
欲
期
出
離
益
有
情
也
此
在
暹
羅
国
王
陛
下
自
英

国
印
度
政
府
受
仏
遺
骨
殉
宝
及
壙
銘
之
分
配
以
為
之
交
附
我
国
仏
教
各
宗

於
是
乎
各
宗
協
力
立
総
理
設
委
員
選
挙
奉
迎
使
五
月
下
旬
渡
航
暹
羅
迎
齎

仏
霊
骨
敬
茲
得
仮
安
置
也
蓋
復
仏
法
興
隆
之
兆
乎
諸
宗
管
長
各
為
礼
拝
讃

仏
徳
我
管
長
亦
下
命
野
衲
令
興
其
法
会
澆
末
我
等
幸
得
遇
仏
聖
骨
誡
可
謂

千
載
不
遇
之
栄
希
仏
日
放
慈
光
法
雨
潤
潤
四
天
敬
白

　
　
　
　

奉
安
仏
舎
利
会
香
偈

　
　
　

金
躯
八
斛
摩
尼
宝　
　

正
眼
見
来
何
足
珍

　
　
　

今
日
一
鎚
々
砕
底　
　

可
謂
真
実
報
恩
人

　
　
　
　

端
的
如
何
指
陳

　
　

山
河
并
大
地
金
露
法
王
身

　
　
　
　

鉄
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▲
暹
羅
公
使　

暹
羅
国
公
使
同
書
記
官
の
一
行
は
、
岩
本
山
本
二
氏
と
ゝ
も

に
、
廿
日
午
前
十
時
妙
法
院
仮
奉
安
殿
に
参
拝
し
焼
香
を
為
し
、
夫
よ
り
大

谷
派
本
願
寺
枳
殼
邸
に
両
法
主
に
招
待
せ
ら
れ
、
鄭
重
な
る
洋
食
の
饗
応
を

受
け
、
尚
園
内
隈
な
く
観
覧
の
上
臨
池
亭
に
薄
茶
を
饗
せ
ら
れ
、
余
興
に
は

狂
言
靱
猿
、
悪
太
郎
、
墨
塗
等
あ
り
。
両
門
主
と
種
々
親
密
な
る
談
話
あ

り
。
四
時
退
出
せ
り
。
翌
廿
一
日
は
洛
北
妙
心
寺
金
閣
寺
に
到
り
て
、
猶
妙

法
院
仮
奉
安
殿
を
参
拝
し
て
焼
香
し
、
廿
二
日
同
様
参
拝
し
た
る
よ
し
。
▲

仏
舎
利
受
授
式　

仏
舎
利
は
去
月
十
五
日
暹
羅
国
よ
り
受
取
り
し
以
来
、
奉

迎
使
前
田
誠
節
、
日
置
嘿
仙
両
副
使
妙
法
院
に
交
代
し
詰
め
居
る
よ
し
な
る

が
、
去
る
廿
三
日
妙
法
院
に
於
て
各
宗
派
管
長
、
奉
迎
事
務
総
理
、
奉
迎
事

務
常
任
委
員
等
参
集
し
、
午
前
九
時
よ
り
奉
迎
正
副
使
よ
り
、
世
尊
の
霊
骨

は
右
各
管
長
其
他
へ
受
授
し
、
暹
羅
国
公
使
も
立
会
へ
り
。
▲
奉
迎
事
務
所　

釈
尊
遺
形
奉
迎
事
務
所
は
去
廿
二
日
を
限
り
と
し
、
廿
三
日
よ
り
奉
安
事
務

所
と
改
称
し
、
其
他
の
役
名
も
之
に
準
ず
。
従
つ
て
村
田
寂
順
師
は
大
菩
提

会
理
事
長
及
び
奉
安
事
務
総
理
と
改
称
す
べ
し
と
。
▲
大
谷
派
両
法
主
の
親

諭　

仏
舎
利
奉
迎
使
、
無
恙
帰
朝
に
付
、
大
谷
派
本
願
寺
に
て
は
、
已
記
の

如
く
去
る
廿
三
日
午
前
十
時
よ
り
、
大
寝
殿
に
於
て
両
法
主
の
親
諭
あ
り
。

来
京
の
諸
国
講
中
門
徒
は
午
前
八
時
よ
り
追
々
詰
め
掛
け
、
近
来
稀
な
る
人

数
に
て
、
其
中
に
は
尾
張
尤
も
多
く
、
海
西
、
海
東
両
郡
の
如
き
は
毎
戸
に

留
守
番
を
抽
籖
に
て
定
め
、
老
若
男
女
打
連
れ
て
出
京
せ
し
有
様
に
て
、
此

他
三
河
、
美
濃
其
他
の
人
々
大
寝
殿
に
押
詰
め
、
外
部
広
椽
ま
で
立
錐
の
余

地
な
き
ま
で
の
有
様
な
り
。
斯
て
各
連
枝
、
寺
務
、
法
務
、
式
務
の
諸
役

員
、
学
師
、
勧
令
使
、
布
教
使
等
参
着
し
了
て
、
十
時
二
十
分
法
主
出
座
し

「
此
度
各
宗
管
長
よ
り
、
釈
尊
御
遺
形
奉
迎
を
予
に
依
頼
し
、
暹
羅
国
に
参

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事
な
り
し
も
、
事
情
止
を
得
ず
法
嗣
光
演
を
遣
は
せ
し
な

り
。
此
事
は
不
可
思
議
の
因
縁
と
し
て
、
予
は
明
治
初
年
の
頃
彼
地
に
航

し
、
仏
蹟
を
拝
し
た
り
。
今
亦
た
法
嗣
霊
骨
を
奉
迎
し
無
恙
帰
朝
す
。
此
上

は
予
て
示
せ
し
法
義
相
続
を
大
切
に
し
、
愈
よ
王
法
為
本
の
道
を
守
り
、
仏

恩
報
謝
の
心
懸
を
篤
く
す
る
様
、
云
々
」
と
の
親
諭
あ
り
た
り
。

前
代
未
聞
の
盛
事
〔
明
治
33
年
７
月
28
日　

第
四
五
〇
一
号
〕

月
の
十
九
日
、
仏
骨
妙
法
院
に
入
る
。
式
、
極
め
て
荘
厳
。
煙
火
揚
り
歓
声

涌
く
。
列
に
連
り
し
も
の
三
万
有
余
、
其
列
を
拝
せ
ん
が
為
め
に
遠
近
よ
り

集
ひ
来
り
し
も
の
二
十
三
万
五
千
人
、
屋
の
内
外
は
人
を
以
て
満
た
さ
れ
、

其
中
よ
り
卒
倒
者
を
出
す
。
其
数
二
十
五
。
京
都
に
於
け
る
仏
骨
奉
迎
は
ま

こ
と
に
こ
れ
前
代
未
聞
の
盛
事
。

　
　
　
　

美
な
る
哉
天
童

美
な
る
哉
天
童
。
京
都
に
於
け
る
仏
骨
奉
迎
の
當
日
、
其
列
中
に
在
り
て
万

人
の
耳
目
を
聳
動
せ
し
め
た
る
も
の
は
即
ち
こ
れ
、
祇
園
、
先
斗
町
、
其
他

の
魔
窟
よ
り
繰
り
出
だ
し
た
る
五
十
四
名
の
舞
子
、
高
僧
、
碩
徳
、
和
上
、

阿
闍
梨
、
大
和
尚
と
倶
に
相
前
後
し
て
各
自
に
花
を
捧
ぐ
。
其
天
童
、
実
は

舞
子
、
彼
の
魔
窟
よ
り
繰
り
出
だ
さ
れ
た
る
舞
子
の
左
右
に
附
き
添
ふ
も
の

は
、
日
夜
淫
猥
の
媒
合
を
こ
れ
事
と
す
る
所
謂
仲
居
と
や
ら
い
へ
る
姐
さ

ん
。
斯
く
の
如
き
不
潔
物
、
美
な
る
不
潔
物
の
群
に
擁
せ
ら
れ
て
仏
骨
は
妙

法
院
に
入
れ
り
。



─ 　  ─

「
明
教
新
誌
」・「
日
出
国
新
聞
」
に
お
け
る
仏
骨
奉
迎
の
記
事
に
つ
い
て
（
上
）

125

122

　
　
　
　

三
十
六
時
間
の
大
演
説

賢
な
る
哉
弁
士
諸
君
、
賢
な
る
哉
発
起
人
諸
君
、
賢
な
る
哉
三
十
六
時
間
の

長
演
説
、
夜
と
な
く
昼
と
な
く
、
六
十
有
余
名
の
弁
士
、
代
る
交
る
壇
に
立

つ
て
聴
衆
を
悩
ま
す
。
聴
衆
は
其
説
を
聞
く
を
為
さ
ず
し
て
た
ゝ
弁
士
の
容

貌
を
見
、
声
色
を
見
、
服
装
を
見
る
。
帰
来
、
人
に
語
つ
て
い
ふ
、
苦
し
か

つ
た
、
有
難
か
つ
た
、
面
白
か
つ
た
、
解
ら
な
か
つ
た
、
詰
ら
な
か
つ
た
、

馬
鹿
〳
〵
し
か
つ
た
。

　
　
　
　

仏
骨
奉
迎
と
茶
番
劇

最
も
神
聖
な
る
も
の
と
最
も
不
潔
な
る
も
の
と
を
並
列
し
て
衆
人
の
観
覧
に

供
す
、
こ
れ
宛
然
た
る
茶
番
劇
に
あ
ら
ず
や
。
心
聴
聞
に
あ
ら
ず
し
て
拝
観

に
在
り
、
其
拝
観
者
を
率
い
て
昼
夜
三
十
六
時
間
の
長
演
説
を
拝
聴
せ
し

む
。
昼
夜
三
十
六
時
間
の
演
説
既
に
茶
番
に
属
す
。
其
茶
番
に
加
ふ
る
に
聞

く
耳
持
た
ぬ
聴
衆
を
無
理
に
引
き
止
め
て
こ
の
長
演
説
を
聞
か
し
む
。
こ
れ

奉
迎
に
あ
ら
ず
し
て
純
然
た
る
茶
番
な
り
。
滑
稽
な
る
、
嗚
呼
、
三
十
六
時

間
の
長
演
説
。
彼
等
は
何
故
に
其
奉
迎
式
を
終
り
た
る
後
に
こ
れ
を
開
か
ざ

り
し
か
。
夜
間
と
昼
間
と
に
於
い
て
判
然
た
る
区
画
を
つ
け
、
彼
れ
等
拝
聴

者
に
程
能
き
休
息
時
を
与
へ
ざ
り
し
か
。

　
　
　
　

吾
人
の
不
幸

仏
弟
子
と
し
て
仏
陀
の
遺
骨
を
迎
ふ
、
こ
れ
自
然
の
人
情
の
み
、
當
然
の
事

理
の
み
、
誰
れ
か
又
こ
れ
を
目
し
て
痴
人
の
痴
事
を
行
す
る
も
の
と
な
さ
ん

や
。
仏
陀
の
遺
骨
を
迎
ふ
る
に
當
り
、
其
挙
を
壮
に
し
、
其
挙
を
大
に
、
善

尽
く
し
、
美
尽
さ
ん
と
す
る
も
亦
た
同
じ
く
人
情
の
自
然
。
若
し
一
方
に
彼

の
憐
れ
む
べ
き
印
度
飢
饉
の
惨
状
な
く
ん
ば
、
吾
人
と
い
へ
ど
も
絶
対
に
こ

の
挙
を
賞
揚
す
る
に
躊
躇
せ
ず
。
さ
れ
ど
現
に
一
方
に
彼
の
憐
れ
む
べ
き
印

度
飢
饉
の
惨
状
を
耳
に
す
。
吾
人
は
如
何
に
思
ひ
直
す
も
、
こ
の
盛
事
を
絶

対
に
賞
揚
す
る
能
は
ざ
る
の
不
幸
を
悲
し
む
。
否
な
如
上
の
茶
番
劇
に
至
つ

て
は
印
度
飢
饉
の
如
何
に
拘
は
ら
ず
、
吾
人
の
絶
対
に
賛
意
を
表
す
る
能
は

ざ
る
も
の
あ
り
。
嗚
呼
、
印
度
飢
饉
と
仏
骨
奉
迎
、
仏
骨
奉
迎
と
如
上
の
茶

番
劇
。
吾
人
は
沈
思
黙
想
し
て
覚
え
ず
涙
襟
を
湿
ほ
す
。

　
　
　
　

天
下
の
物
笑
ひ

仏
教
徒
の
事
業
、
多
く
は
天
下
の
物
笑
ひ
と
な
る
。
這
般
仏
骨
奉
迎
の
事
、

其
目
的
に
於
い
て
は
敢
て
不
可
な
る
な
し
と
い
へ
ど
も
、
其
手
段
の
拙
劣
な

る
に
於
い
て
、
時
期
の
如
何
を
顧
み
ざ
る
に
於
い
て
、
余
り
御
祭
り
的
な
る

に
於
い
て
、
今
や
満
天
下
の
笑
ひ
を
買
へ
り
。
嗚
呼
仏
教
徒
の
事
業
、
旧
守

的
仏
教
徒
の
事
業
、
天
下
の
笑
ひ
を
買
は
ざ
る
は
稀
れ
な
り
。

●
仏
骨
受
授
式　

去
る
廿
三
日
午
前
十
一
時
三
十
分
、
京
都
妙
法
院
宸
殿
な

る
仮
奉
安
殿
に
於
て
、
既
記
の
如
く
暹
羅
国
公
使
立
会
、
奉
迎
正
使
、
奉
迎

使
と
各
宗
派
管
長
、
奉
迎
事
務
総
理
、
各
宗
派
奉
迎
委
員
と
の
間
に
仏
骨
受

授
式
を
行
ひ
た
り
。
先
是
午
前
十
時
三
十
分
、
宸
殿
周
囲
に
深
く
幔
幕
を
垂

れ
、
各
宗
派
管
長
、
管
長
代
理
三
十
七
名
、
事
務
総
理
、
奉
迎
委
員
二
十
三

名
正
使
、
随
行
者
二
名
こ
の
内
に
入
り
、
暹
羅
国
公
使
書
記
官
等
着
席
す
る

や
、
奉
迎
正
使
大
谷
光
演
師
及
び
奉
迎
使
前
田
誠
節
、
日
置
嘿
仙
二
師
、
先

づ
拝
礼
宝
輿
を
開
扉
し
、
仏
骨
を
納
め
た
る
同
函
を
室
中
の
棹
上
に
奉
安
し

て
、
各
自
席
に
着
き
受
授
の
辞
を
述
べ
、
次
で
天
台
座
主
以
下
各
宗
派
管
長

順
次
拝
瞻
し
、
次
に
村
田
総
理
暹
羅
国
公
使
、
奉
迎
事
務
常
任
委
員
、
各
宗

派
奉
迎
委
員
等
拝
瞻
し
了
て
、
村
田
総
理
進
ん
で
暹
羅
国
よ
り
仏
舎
利
分
贈
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に
係
る
謝
辞
及
奉
迎
使
に
対
す
る
謝
辞
を
述
べ
、
奉
迎
正
使
暹
羅
国
公
使
之

に
対
し
て
答
辞
を
述
べ
了
て
、
村
田
総
理
金
函
を
奉
鎖
し
、
一
同
式
場
を
退

き
し
は
午
後
一
時
な
り
し
。
村
田
総
理
が
公
使
に
対
し
述
べ
た
る
謝
辞
、
并

に
公
使
の
答
辞
は
左
の
如
し
。

　

釈
迦
遺
形
奉
迎
事
務
総
理
、
妙
法
院
門
跡
大
僧
正
村
田
寂
順
、
謹
で
暹
羅

国
王
陛
下
の
全
権
公
使
リ
チ
ロ
ン
グ
ロ
ナ
チ
ヱ
ト
侯
爵
閣
下
に
白
す
。

　

閣
下
は
貴
国
王
陛
下
の
聖
旨
を
奉
じ
、
此
釈
尊
遺
形
奉
迎
の
時
に
當
り
、

遥
に
東
京
よ
り
来
り
其
式
に
臨
み
、
驕
陽
赫
々
の
日
敢
て
其
労
を
辞
せ
ず

吾
国
の
儀
式
に
遵
ひ
、
徒
歩
参
列
の
員
に
加
は
り
、
数
日
間
此
地
に
滞
在

し
、
時
々
法
要
に
参
会
し
、
本
日
亦
授
受
の
式
に
臨
ま
る
。
国
王
陛
下
深

甚
の
叡
旨
と
醇
厚
な
る
慈
恵
と
に
因
る
と
雖
ど
も
、
閣
下
の
忠
愛
親
切
に

し
て
、
仏
法
の
為
め
我
国
の
為
め
、
深
く
其
心
を
尽
さ
ゝ
る
に
非
ん
ば
、

豈
能
く
此
の
如
く
な
ら
ん
や
。
吾
仏
教
徒
は
、

　

国
王
陛
下
の
特
恩
と
釈
尊
遺
形
と
倶
に
、
閣
下
の
忠
愛
な
る
厚
意
は
永
く

記
し
て
忘
れ
ざ
る
べ
し
。
今
吾
国
各
宗
を
代
表
し
爰
に
此
書
を
奉
ず
。
敢

て
請
ふ
、
閣
下
亦
永
く
紀
念
と
為
さ
ん
こ
と
を
。

　
　

明
治
三
十
三
年
七
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

釈
尊
遺
形
奉
迎
事
務
総
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妙
法
院
門
跡
大
僧
正　

村　

田　

寂　

順

暹
羅
国
公
使
の
答
辞

　

各
管
長
閣
下
、
総
理
閣
下
、
及
各
高
僧
榻
下
、
余
は
今
懇
到
な
る
村
田
総

理
閣
下
の
謝
辞
に
接
し
、
汗
顔
に
堪
へ
ざ
る
な
り
。
余
が
労
は
之
を
各
位

日
夜
の
尽
瘁
に
比
す
れ
ば
、
真
に
万
が
一
に
も
當
ら
す
。
余
は
却
て
各
位

が
国
を
愛
す
る
の
深
き
、
即
ち
法
に
尽
す
の
大
な
る
此
の
如
き
を
致
す
に

感
激
す
る
も
の
な
り
。
抑
も
貴
国
仏
教
の
益
々
隆
盛
な
ら
ん
こ
と
は
、
我

国
王
陛
下
の
深
く
希
望
あ
ら
せ
ら
る
ゝ
所
に
し
て
、
奉
迎
使
閣
下
等
の
親

し
く　

竜
顔
を
拝
し
て
承
は
ら
れ
た
る
所
な
り
。

　

而
し
て
勅
命
を
蒙
り
て
、
特
に
東
京
よ
り
来
り
会
し
た
る
余
が
、
盛
大
壮

厳
な
る
古
今
未
曽
有
の
式
に
列
し
、
無
数
人
民
の
熱
心
な
る
歓
迎
礼
拝
を

目
撃
し
、
又
且
つ
数
日
の
間
、
此
山
美
し
く
水
清
く
な
る
都
に
滞
在
し

て
、
諸
本
山
及
霊
場
を
拝
し
到
る
処
優
待
を
蒙
り
、
今
又
茲
に
釈
尊
遺
形

受
授
の
式
滞
り
な
く
結
了
せ
ら
れ
た
る
を
視
て
、
具
さ
に
之
を
陛
下
に
奏

報
し
奉
る
の
時
、
如
何
に
御
機
嫌
麗
は
し
く
あ
ら
せ
ら
る
べ
き
か
を
想
像

し
奉
る
に
余
り
あ
り
。
今
や
余
の
任
務
を
終
へ
袖
を
各
位
と
別
か
た
ざ
る

べ
か
ら
ざ
る
に
臨
み
、
時
に
一
言
呈
し
置
度
も
の
あ
り
。
今
回
の
奉
迎
に

於
て
、
礼
拝
人
民
の
夥
し
き
、
参
列
僧
侶
の
多
き
、
儀
式
の
盛
ん
な
る
、

設
備
の
美
な
る
、
真
に
前
代
未
聞
な
り
と
称
せ
ら
る
。
之
れ
誠
に
然
ら
ん

然
れ
雖
、
余
の
特
に
喜
び
且
つ
感
じ
た
る
も
の
は
、
仏
教
各
派
が
漏
な
く

賛
同
結
合
し
た
る
に
あ
り
。
法
の
為
に
一
切
の
情
実
を
忘
る
ゝ
に
あ
り
。

親
睦
団
結
の
固
く
し
て
外
教
徒
を
し
て
驚
嘆
せ
し
め
た
る
に
あ
り
。
法
美

徳
に
し
て
存
す
る
限
り
、
仏
教
盛
ん
な
ら
ざ
る
を
得
す
。
切
に
望
む
ら
く

は
仏
教
各
派
を
代
表
す
る
各
位
が
、
永
く
此
心
を
以
て
心
と
せ
ら
れ
、
何

等
の
場
合
に
於
て
も
常
に
仏
教
全
体
の
為
め
に
す
る
こ
と
を
忘
れ
ず
、
相

助
け
相
励
み
、
世
界
に
卓
絶
せ
る
此
教
を
し
て
、
愈
盛
大
な
ら
し
め
ざ
れ

ん
こ
と
を
。

　
　
　
　

明
治
三
十
三
年
七
月
廿
三
日
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釈
尊
御
遺
形
受
授
式
場
に
於
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

リ
イ
チ
ロ
ン
ロ
ン
ナ
チ
ユ
ト
ミ
ヤ
ム
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

全
権
公
使
侯
爵　

リ
チ
ロ
ン
グ
ロ
ナ
チ
ヱ
ド

奉
安
鎖
事
〔
明
治
33
年
７
月
28
日　

第
四
五
〇
一
号
〕

仏
舎
利
奉
迎
事
務
所
は
、
前
項
の
如
く
受
授
式
を
了
り
し
に
付
奉
安
事
務
所

と
改
称
し
、
仮
奉
安
中
は
、
各
宗
派
一
ケ
月
を
一
期
と
し
、
二
名
以
上
の
僧

侶
を
以
て
交
番
常
任
せ
し
む
る
よ
し
。
▲
天
竜
寺
管
長
峨
山
和
尚
は
、
故
髙

橋
健
三
氏
一
週
忌
追
悼
の
為
め
東
上
中
な
り
し
が
、
廿
一
日
帰
山
せ
し
に

付
、
同
日
は
七
十
名
の
雲
衲
を
率
て
参
拝
し
た
り
。

仏
骨
笑
話
（
ジ
ヤ
ガ
芋
の
法
師
�
仙
）〔
明
治
33
年
７
月
28
日　

第
四
五
〇

一
号
〕

過
般
仏
骨
奉
迎
と
し
て
大
谷
光
演
以
下
僧
侶
十
一
名
、
暹
羅
さ
し
て
下
り
け

る
時
、
禅
僧
前
田
誠
節
、
日
置
嘿
仙
も
亦
一
行
の
中
に
在
り
。
一
同
神
戸
を

出
帆
し
て
、
播
磨
灘
す
ぎ
、
燧
灘
す
ぎ
、
広
島
近
く
も
な
り
け
る
頃
、
食
事

の
時
間
と
な
り
て
法
衣
を
連
ね
食
堂
に
入
り
け
る
に
、
食
事
は
脂
濃
き
洋
食

に
ぞ
あ
り
け
る
。
他
宗
の
連
中
は
云
は
ず
も
か
な
、
妙
心
寺
の
前
田
誠
節
大

の
當
世
が
り
な
り
け
れ
ば
、
ナ
イ
フ
、
ホ
ー
ク
を
手
に
し
て
肉
を
切
り
て

は
、
口
に
運
び
つ
舌
打
ち
す
る
様
、
案
外
に
手
馴
れ
て
見
た
る
は
、
内
證
の

時
の
事
思
ひ
や
ら
れ
て
可
笑
し
か
り
き
。
か
ゝ
る
中
に
独
り
ナ
イ
フ
手
に
せ

ぬ
は
日
置
嘿
仙
師
な
り
け
れ
ば
、
何
れ
も
喰
ふ
べ
し
〳
〵
、
甘
い
ぞ
〳
〵
と

勧
め
し
か
ど
も
、
遂
に
喰
は
で
や
み
に
け
り
。
船
帰
に
長
崎
を
す
ぐ
る
頃
、

食
事
時
間
は
再
び
来
に
け
り
。
嘿
仙
は
尚
も
ナ
イ
フ
を
手
に
せ
で
あ
り
け

る
。
か
く
て
船
暹
羅
に
着
す
る
迄
、
師
の
み
遂
に
肉
を
喰
は
ず
。
只
だ
馬
鈴

薯
の
み
を
食
し
て
命
つ
な
ぎ
け
れ
ば
、
人
々
ジ
ヤ
ガ
イ
モ
の
法
師
と
ぞ
綽
名

し
け
る
。
六
月
十
二
日
と
い
ふ
に
船
暹
羅
に
着
か
ん
と
す
る
時
し
も
や
、
風

怒
り
波
荒
れ
て
、
船
の
動
揺
甚
し
く
暈
ひ
、
臥
し
た
る
十
個
の
坊
主
頭
ゴ
ロ

〳
〵
と
動
く
様
、
さ
な
が
ら
西
瓜
畑
の
地
震
し
た
ら
ん
が
如
く
、
一
人
と
し

て
言
葉
を
出
す
も
の
も
な
か
り
け
る
に
、
ジ
ヤ
ガ
イ
モ
の
法
師
の
み
独
り
椅

子
に
よ
り
て
端
座
眠
れ
る
如
し
。
一
行
初
め
て
師
の
凡
な
ら
ざ
る
を
知
り
、

ジ
ヤ
ガ
イ
モ
法
師
の
綽
名
を
取
消
す
事
と
は
な
し
に
け
る
。
波
は
い
よ
〳
〵

荒
れ
、
風
ま
す
〳
〵
す
さ
み
て
、
今
迄
端
坐
し
つ
る
ジ
ヤ
ガ
芋
法
師
の
椅
子

は
倒
れ
て
、
上
な
る
法
師
は
コ
ロ
〳
〵
と
転
び
落
ち
、
其
侭
眠
れ
る
が
如
く

な
る
に
、
一
同
打
驚
き
て
扶
け
起
し
て
、
如
何
に
か
し
玉
ひ
つ
る
と
言
へ

ば
、
ジ
ヤ
ガ
芋
法
師
ヌ
カ
ラ
ヌ
顔
し
て
、

　

芦
の
葉
に
の
り
の
流
れ
を
汲
む
か
ら
は

　
　
　
　
　
　

こ
ろ
け
て
あ
た
ま
け
が
な
か
り
け
り

と
ぞ
咏
み
た
り
け
る
。
さ
て
も
見
上
け
た
る
は
ジ
ヤ
ガ
芋
の
法
師
哉
。

大
菩
提
会
〔
明
治
33
年
７
月
30
日　

第
四
五
〇
二
号
〕

其
表
面
を
見
て
其
裏
面
を
見
ず
、
其
明
を
見
て
其
暗
を
見
ず
、
大
菩
提
会
は

真
に
美
な
り
、
善
な
り
、
公
な
り
。
彼
れ
漸
く
動
か
ん
と
し
て
黒
雲
漸
く
来

る
。
其
是
非
と
正
邪
は
、
大
菩
提
会
其
者
に
あ
ら
ず
し
て
、
之
を
活
動
す
る

僧
侶
の
行
為
に
在
り
。
今
は
此
に
多
く
言
は
ず
、
刮
目
し
て
彼
等
の
行
動
に

注
視
せ
ん
。
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愛
知
学
院
大
学　

教
養
部
紀
要　

第
65
巻
第
３
号

128

119

大
菩
提
会
主
眼
変
更
建
議
（
我
が
社
の
意
見
漸
く
容
れ
ら
れ
ん
）〔
明

治
33
年
７
月
30
日　

第
四
五
〇
二
号
〕

印
度
飢
饉
救
済
に
関
し
、
我
が
社
は
大
声
疾
呼
し
て
、
彼
の
日
本
大
菩
提
会

並
に
宗
當
路
者
に
諫
告
す
る
と
こ
ろ
あ
り
き
。
亜
で
仏
教
主
義
雑
誌
社
聨
合

会
も
書
を
大
菩
提
会
に
送
れ
り
。
其
果
し
て
我
が
社
並
に
、
仏
教
主
義
雑
誌

社
聨
合
会
の
意
見
の
能
く
彼
れ
等
の
動
念
を
喚
起
せ
し
め
得
た
り
し
や
否
や

は
知
ら
ね
ど
、
兎
も
角
も
京
都
通
信
は
左
の
如
き
電
報
を
齎
し
来
る
。

　

釈
尊
仏
骨
既
に
入
洛
し
、
大
仏
妙
法
院
に
仮
安
置
成
り
た
る
に
付
て
は
、

是
れ
よ
り
覚
王
殿
の
建
築
に
着
手
す
べ
き
順
序
に
て
、
日
本
大
菩
提
会
の

規
約
に
は
、
第
一
期
覚
王
殿
建
築
、
第
二
期
教
育
及
慈
善
と
あ
れ
ど
も
、

右
決
議
の
當
時
と
今
日
と
世
上
の
形
勢
一
変
し
た
る
よ
り
、
大
谷
派
本
願

寺
石
川
参
務
等
数
名
は
、
大
菩
提
会
総
理
及
各
宗
派
管
長
へ
宛
て
、
渡
清

軍
家
族
の
慰
恤
、
印
度
飢
饉
の
救
済
を
先
に
し
、
覚
王
殿
建
築
を
次
に
す

る
の
建
議
を
呈
し
た
れ
ば
、
近
日
各
宗
委
員
会
を
妙
法
院
に
開
き
、
夫
よ

り
各
宗
派
管
長
会
な
ど
も
開
く
よ
し
な
り
。

仏
骨
奉
迎
余
聞
〔
明
治
33
年
７
月
30
日　

第
四
五
〇
二
号
〕

▲
白
竜　

豊
国
神
社
の
石
階
よ
り
望
め
ば
、
一
大
白
竜
の
蜿
蜓
と
し
て
頭
を

妙
法
院
の
勅
使
門
に
擡
げ
、
尾
を
本
願
寺
の
弥
陀
堂
に
曳
く
を
観
る
、
此
の

白
竜
の
腹
下
に
連
る
千
門
万
戸
は
、
有
繋
に
日
本
の
羅
馬
府
と
聴
え
し
京
都

市
だ
け
あ
り
て
、
家
と
し
て
業
を
休
み
、
六
金
色
の
仏
旗
と
奉
迎
の
提
灯
を

掲
げ
ざ
る
は
な
く
、
又
例
の
薄
暗
き
店
頭
に
は
鯨
幕
を
張
り
、
金
屏
風
を
建

廻
し
、
色
褪
た
れ
ど
も
毛
氈
を
布
詰
め
、
立
花
生
花
の
装
飾
優
美
に
、
そ
の

優
美
な
る
花
尚
羞
し
き
京
女
郎
は
今
日
を
晴
と
盛
装
し
て
、
宝
輿
の
通
御
を

拝
観
す
る
さ
ま
、
亦
東
京
に
観
る
を
得
べ
か
ら
ざ
る
光
景
と
す
。
▲
医
師
と

看
護
婦　

七
条
よ
り
大
仏
ま
で
の
要
所
要
所
に
は
、
六
条
生
命
保
険
会
社
の

医
員
と
京
華
看
護
婦
学
校
の
看
護
婦
を
配
置
し
、
参
列
員
及
び
列
外
参
拝
者

応
急
の
準
備
を
な
せ
り
。
▲
涅
槃
像　

嘗
て
井
上
外
務
に
催
さ
れ
た
る
仮
装

踏
舞
も
、
平
安
宮
の
時
代
行
列
も
い
か
で
か
及
ば
ん
、
唯
見
る
素
絹
五
条
、

直
綴
輪
袈
裟
、
七
条
あ
り
、
絡
子
あ
り
、
烏
帽
子
、
直
垂
あ
り
、
フ
ロ
ク

コ
ー
ト
あ
り
、
麻
、
上
下
で
あ
り
、
羽
織
、
袴
あ
り
、
兜
巾
鈴
掛
の
山
伏

は
、
天
蓋
、
尺
八
の
虚
無
僧
と
並
び
、
紫
衣
、
緋
紋
白
の
僧
正
は
、
木
蘭
色

法
衣
の
法
僧
と
伍
す
。
人
は
い
ふ
、
宛
然
た
る
一
幅
の
涅
槃
像
と
。
▲
査
公

の
威
厳　

十
八
町
の
人
襖
く
り
た
る
拝
観
人
は
、
時
に
鯨
波
も
あ
げ
、
波
涛

を
う
ち
て
埒
を
押
破
ら
ん
と
す
る
に
、
白
服
帯
剣
の
査
公
、
励
声
一
喝
下
れ

と
叫
べ
ば
、
波
涛
忽
ち
し
づ
ま
り
て
亦
喧
囂
せ
ず
、
此
京
都
人
士
の
温
厚
に

し
て
礼
譲
を
重
ん
ず
る
に
よ
る
か
、
抑
亦
官
尊
民
卑
の
陋
風
未
だ
去
ら
ざ
る

に
由
る
か
、
兎
に
角
に
京
都
の
査
公
は
人
民
を
観
る
こ
と
蛆
虫
の
如
く
、
保

護
だ
か
威
圧
だ
か
し
ら
ね
ど
、
其
の
威
厳
は
頗
る
ド
ヱ
ラ
キ
者
な
り
。
▲
紅

一
点　

幾
千
の
円
顱
雑
ゆ
る
に
チ
ヨ
ン
髷
を
以
て
す
る
、
隊
中
暹
羅
公
使
に

副
ふ
て
、
一
の
紅
毛
碧
眼
の
人
あ
る
を
観
る
。
こ
れ
を
暹
羅
公
使
館
付
語
学

教
師
米
人
デ
ー
、
ビ
ー
、
ス
プ
ー
ナ
氏
と
す
。
実
に
万
緑
叢
中
紅
一
点
の
感

あ
り
き
。
▲
吉
田
氏
と
岩
本
氏
の
激
論　

去
廿
三
日
の
こ
と
な
り
き
。
京
都

大
仏
妙
法
院
宸
殿
に
於
て
霊
骨
授
受
式
の
あ
り
し
際
、
何
か
の
行
違
ひ
よ
り

吉
田
佐
吉
氏
と
通
訳
者
岩
本
千
綱
氏
と
大
激
論
を
始
め
、
殆
ん
ど
攫
み
合
ひ

を
な
さ
ん
迄
に
罵
り
合
ひ
た
り
と
。
之
ぞ
各
宗
分
裂
の
兆
候
と
な
ら
ず
ば
幸
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「
明
教
新
誌
」・「
日
出
国
新
聞
」
に
お
け
る
仏
骨
奉
迎
の
記
事
に
つ
い
て
（
上
）

129

118

ひ
な
り
。
▲
残
務
処
理　

去
二
十
四
日
よ
り
同
院
内
に
於
て
、
御
遺
形
奉
迎

に
関
す
る
残
務
処
理
の
件
に
付
き
事
務
を
開
始
し
居
れ
る
が
、
同
日
は
午
前

中
よ
り
前
田
、
名
和
、
小
林
、
青
井
、
三
原
、
河
野
の
諸
師
参
集
し
て
事
務

を
見
た
り
。
▲
仏
像
到
着
と
光
演
師　

去
る
廿
五
日
、
暹
羅
皇
帝
陛
下
よ
り

各
宗
へ
御
寄
贈
相
成
る
べ
き
仏
像
の
、
妙
法
院
へ
到
着
す
べ
き
予
定
な
る
を

以
て
、
各
委
員
は
其
々
準
備
待
受
居
り
た
る
も
、
午
後
四
時
半
頃
に
至
る
も

到
着
の
報
に
接
せ
ず
。
右
に
付
き
奉
迎
正
使
東
本
願
寺
新
法
主
大
谷
光
演
師

は
、
妙
法
院
に
行
く
べ
き
手
筈
と
な
り
居
り
た
る
も
、
竟
に
何
等
の
報
に
も

接
せ
ざ
り
し
を
以
て
中
止
し
た
り
と
。

大
菩
提
会
理
事
会
〔
明
治
33
年
８
月
２
日　

第
四
五
〇
三
号
〕

大
菩
提
会
に
て
は
、
去
る
二
十
九
日
午
前
九
時
よ
り
、
京
都
妙
法
院
に
於
て

理
事
会
を
開
き
、
石
川
舜
台
師
も
出
席
し
、
別
項
記
載
の
建
議
書
の
説
明
あ

り
。
種
々
討
議
を
な
し
た
る
が
、
理
事
長
村
田
寂
順
師
は
曽
て
北
清
の
恤
兵

及
び
印
度
の
飢
民
救
済
の
事
に
熱
衷
し
、
其
事
を
理
事
会
に
附
議
せ
し
め
ん

と
せ
し
折
柄
、
恰
か
も
大
谷
派
本
願
寺
重
役
の
建
白
あ
り
し
を
喜
び
、
其
趣

旨
を
賛
同
す
る
の
み
な
ら
ず
、
迅
速
に
之
が
実
行
を
な
し
度
旨
を
、
理
事
一

同
に
諮
詢
し
た
る
に
、
同
会
則
は
各
宗
派
管
長
の
決
議
に
な
り
た
る
も
の
な

れ
ば
、
理
事
会
に
於
て
容
易
に
変
更
も
な
り
が
た
し
と
説
き
、
ま
た
恤
兵
救

済
の
事
に
関
し
て
は
、
各
宗
派
に
於
て
既
に
着
手
し
つ
ゝ
も
あ
り
、
何
ぞ
仏

殿
建
築
の
費
を
こ
れ
に
濫
用
す
る
の
理
あ
ら
ん
と
論
ぜ
し
も
、
各
宗
派
区
々

の
救
済
は
、
各
自
宗
派
の
私
事
に
し
て
、
大
菩
提
会
の
同
盟
団
結
と
し
て

は
、
其
資
格
上
よ
り
此
般
の
救
恤
は
行
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
且
つ
や
縦
令
会

則
は
厳
な
る
も
、
焦
眉
の
急
に
臨
ん
で
は
臨
機
の
処
分
を
な
し
、
駿
敏
の
救

恤
を
な
さ
ゞ
る
べ
か
ら
ざ
る
に
つ
き
、
各
管
長
に
は
協
議
案
を
呈
し
置
き
、

迅
速
に
実
行
せ
ん
と
の
こ
と
に
決
定
し
、
大
菩
提
会
よ
り
各
管
長
に
當
て
左

の
協
議
案
を
送
附
し
た
り
。

　
　
　
　
　
　

協　

議　

案

　

一
名
誉
会
監
各
位
の
中
に
於
て
、
五
名
の
総
代
を
理
事
長
よ
り
推
薦
し
、

時
々
本
会
に
臨
場
を
乞
ひ
、
会
務
の
拡
張
を
謀
る
事
。

　
　
　
　
　
　

理　
　

由

　

釈
尊
御
遺
形
奉
迎
奉
安
は
、
首
尾
克
く
結
了
せ
り
。
是
よ
り
後
大
菩
提
会

の
拡
張
に
勉
め
、
予
期
の
事
業
を
完
結
し
、
世
間
出
世
間
の
希
望
を
満
足

せ
し
め
ざ
る
可
か
ら
ず
。
之
が
希
望
を
達
す
る
や
、
容
易
な
ら
ざ
る
を
以

て
、
特
に
総
代
会
監
を
推
薦
す
る
の
必
要
を
認
む
。

　

一
本
会
に
於
て
、
北
清
事
件
に
係
る
恤
兵
及
印
度
飢
饉
救
恤
の
事
を
取
扱

ふ
の
件
。

　
　
　
　
　
　

理　
　

由

　

日
本
大
菩
提
会
組
織
の
目
的
は
、
既
に
定
り
て
動
か
す
可
か
ら
ず
と
雖

も
、
事
に
緩
急
あ
り
。
先
後
其
宜
し
き
に
処
せ
さ
る
可
か
ら
ざ
る
は
論
を

俟
た
ず
。
今
や
釈
尊
砕
誕
の
聖
蹟
に
し
て
古
今
未
曽
有
の
飢
饉
、
日
々
数

十
万
の
飢
餓
を
生
じ
、
目
今
六
千
万
の
生
露
に
生
死
の
境
に
呻
吟
す
る
悲

惨
の
状
態
。
苟
も
仏
子
た
る
も
の
ゝ
一
瞬
を
弛
ふ
す
可
き
の
秋
な
ら
ん

や
。
加
之
北
清
の
変
乱
に
於
け
る
帝
国
軍
隊
の
成
敗
は
、
国
威
の
消
長
に

関
す
る
焦
眉
の
急
何
事
を
か
顧
み
る
の
隙
あ
ら
ん
や
。
之
に
依
て
仏
教
各

宗
派
は
、
既
に
一
心
無
二
の
丹
誠
を
凝
ら
し
、
三
世
相
応
第
一
に
我
か
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皇
室
の
御
威
稜
益
々
隆
昌
な
ら
し
め
奉
る
を
祈
り
、
第
二
に
我
が
軍
の
勝

利
従
軍
者
の
健
全
を
祷
り
、
第
三
に
我
が
国
威
の
発
揚
を
祈
り
、
第
四
に

東
洋
の
平
和
克
復
を
祈
り
、
第
五
に
仏
蹟
飢
餓
の
転
禍
を
祷
り
、
且
つ
恤

兵
救
済
の
事
に
従
事
せ
ら
る
ゝ
も
、
尚
ほ
忠
君
愛
国
の
常
経
に
則
り
、
本

会
に
於
て
会
員
其
他
の
有
志
を
勧
誘
し
、
陸
海
軍
出
師
及
其
家
族
の
慰
恤

に
勤
め
、
併
せ
て
仏
蹟
飢
餓
の
悲
惨
な
る
を
救
恤
し
、
大
慈
悲
仏
心
の
本

旨
に
原
づ
き
、
済
世
利
民
の
実
益
を
世
界
に
洽
か
ら
し
め
ん
こ
と
を
冀
望

す
。

　

右
は
管
長
各
位
会
同
決
議
に
附
す
可
き
も
の
た
り
と
雖
も
、
迅
速
実
行
を

要
し
且
つ
酷
熱
の
候
、
労
煩
を
憚
り
書
を
以
て
御
協
賛
を
仰
ぎ
候
也
。

●
大
谷
派
の
建
議
書　

前
紙
掲
載
の
如
く
、
日
本
大
菩
提
会
理
事
長
村
田
寂

順
師
へ
提
出
せ
し
大
覚
王
殿
建
築
延
期
の
建
議
書
全
文
、
左
の
如
し
。

　

大
聖
の
遺
形
は
、
数
千
里
の
遠
き
よ
り
魔
事
な
く
着
御
被
為
在
候
事
、
全

く
仏
天
の
冥
裕
と
奉
感
戴
候
。
就
は
会
則
第
三
条
に
拠
り
、
亟
か
に
覚
王

殿
の
奉
建
に
着
手
し
、
崇
敬
の
誠
を
尽
す
べ
き
所
に
候
へ
共
、
遷
統
の
世

態
右
会
則
議
定
の
當
時
に
同
じ
か
ら
ず
。
遠
く
は
則
ち
竺
乾
の
凶
歳
、
近

く
は
則
ち
北
清
の
擾
乱
等
、
局
面
一
変
徒
に
守
柱
す
べ
か
ら
ざ
る
時
運
に

向
ひ
候
。
仍
ち
北
清
に
於
け
る
帝
国
軍
隊
の
成
敗
利
鈍
は
国
威
の
消
長
と

相
関
し
、
又
如
来
隆
生
の
聖
蹟
に
於
て
現
出
し
つ
ゝ
あ
る
飢
餓
相
望
み
、

流
氓
踵
を
接
す
る
の
状
況
は
到
底
我
徒
の
晏
然
た
る
べ
き
所
に
無
之
。
苟

く
も
四
恩
の
重
き
を
知
ら
ば
、
傍
観
す
べ
き
所
に
非
ず
。
宜
し
く
御
遺
形

来
朝
の
大
方
便
力
に
依
り
、
大
に
吾
仏
徒
を
鼓
舞
し
、
帝
国
祖
宗
の
御
遺

訓
を
し
て
、
深
く
国
民
の
心
胸
に
銘
剋
せ
し
め
、
忠
君
愛
国
の
常
経
を
以

て
全
国
民
を
打
し
て
一
団
と
す
る
こ
と
、
至
要
中
の
至
要
、
此
れ
に
過
ぎ

た
る
も
の
な
く
、
之
よ
り
急
な
る
も
の
な
し
。
此
の
大
本
領
を
基
礎
と
し

て
大
に
国
に
酬
ひ
、
世
を
救
ふ
の
事
に
従
ひ
度
、
仏
意
の
在
る
所
亦
此
に

外
な
ら
ず
と
存
候
。
依
て
如
来
の
遺
形
は
、
當
分
之
を
仮
殿
に
奉
安
し
、

国
家
水
陸
軍
士
及
家
族
の
慰
恤
と
し
、
印
度
飢
餓
の
救
済
と
を
先
に
し
、

之
を
実
行
す
る
の
方
法
は
新
聞
に
演
説
に
其
他
諸
種
の
便
宜
を
採
り
、
覚

王
殿
建
築
の
費
を
転
じ
て
之
を
前
陳
の
二
事
業
の
費
と
し
、
四
恩
の
重
き

に
応
奮
し
大
慈
を
実
践
躬
行
せ
し
め
、
国
身
の
品
性
を
高
尚
誠
懿
な
ら
し

め
候
は
ゞ
、
他
日
覚
王
殿
を
建
て
仏
徳
を
奉
揚
す
る
こ
と
は
、
手
に
随
て

行
は
る
べ
き
こ
と
ゝ
存
候
。
依
て
先
づ
国
家
人
民
に
対
す
る
仏
教
の
本
旨

を
実
行
す
る
を
先
と
し
、
覚
王
殿
建
築
を
後
と
す
る
こ
と
に
御
改
め
相
成

度
此
壇
及
建
議
候
也
。

　
　

明
治
三
十
三
年
七
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
谷
派
本
願
寺

　

参　

務　

石
川
舜
台　
　

参　

務　

小
林
什
尊　
　

准
参
務　

和
田
円

什　
　

准
参
務　

谷　

了
然　
　

准
参
務　

平
野
履
信　
　

会
計
局
長　

堅
田
勝
増

暹
羅
な
る
日
本
寺
の
創
立
〔
明
治
33
年
８
月
２
日　

第
四
五
〇
三
号
〕

市
内
四
谷
崇
福
寺
の
徒
弟
に
て
、
久
し
く
暹
羅
に
遊
び
、
専
心
仏
教
の
為
め

に
尽
瘁
せ
し
遠
藤
竜
眠
師
は
、
這
回
仏
骨
奉
迎
使
の
同
国
に
到
着
せ
し
際
通

訳
を
な
し
、
同
使
と
共
に
帰
朝
す
る
筈
な
り
し
が
、
予
て
仏
陀
伽
耶
に
出
で

釈
尊
の
遺
跡
を
礼
拝
せ
ん
志
あ
り
し
を
以
て
、
暹
羅
国
出
発
後
同
使
と
別
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れ
、
今
正
に
渡
竺
の
途
に
在
る
か
。
同
師
は
道
俗
の
同
情
を
得
て
、
盤
谷
府

に
護
暹
山
日
本
寺
と
称
す
る
寺
院
を
創
立
し
、
将
来
同
国
に
遊
ぶ
僧
侶
及
び

探
険
者
の
便
宜
を
謀
り
、
予
て
日
暹
両
国
間
に
於
け
る
関
係
を
密
な
ら
し
む

る
の
目
的
に
て
、
来
月
上
旬
帰
朝
の
上
汎
く
世
間
に
発
表
し
て
、
資
本
を
求

む
る
由
な
り
。

書
を
各
宗
管
長
に
送
る
〔
明
治
33
年
８
月
４
日　

第
四
五
〇
四
号
〕

曩
に
大
菩
提
会
へ
向
け
、
諫
告
書
を
送
り
た
る
仏
教
主
義
雑
誌
社
聨
合
会

は
、
去
月
三
十
日
、
左
の
如
き
忠
告
書
を
各
宗
管
長
へ
送
れ
り
。

　

粛
啓
今
回
印
度
の
飢
饉
は
、
猊
下
御
承
知
被
為
在
候
通
り
、
実
に
古
今
未

曽
有
の
災
殃
に
し
て
、
三
万
平
方
英
里
の
地
に
日
々
数
十
万
の
餓
死
者
を

出
し
、
六
千
万
の
生
霊
今
や
生
死
の
境
に
呻
吟
致
居
候
。
惨
状
ま
こ
と
に

人
生
の
悲
痛
此
上
も
な
き
儀
に
有
之
。
我
等
仏
陀
慈
悲
の
教
旨
を
奉
ず
る

も
の
黙
過
す
べ
か
ら
ざ
る
所
と
存
じ
、
仏
教
主
義
雑
誌
社
相
計
り
、
聊
か

之
か
賑
恤
に
従
事
仕
候
へ
共
、
何
分
微
力
の
我
等
の
み
に
て
は
充
分
の
功

を
奏
し
兼
候
間
、
何
卒
猊
下
の
賛
同
を
仰
ぎ
、
其
の
御
高
徳
を
以
て
各
宗

内
僧
俗
各
位
に
対
し
、
右
主
意
御
諭
達
の
上
御
勧
奨
被
下
候
は
ゞ
、
独
り

我
等
の
幸
福
の
み
に
無
之
、
幾
万
の
生
霊
は
為
に
餓
死
の
苦
を
免
る
ゝ
事

を
得
べ
き
儀
に
御
座
候
。
謹
言

　
　

明
治
三
十
三
年
七
月
三
十
日　
　

仏
教
主
義
雑
誌
社
聨
合
会

理
事
会
の
議
論
三
派
に
分
る
〔
明
治
33
年
８
月
４
日　

第
四
五
〇
四
号
〕

御
遺
形
仮
奉
安
も
結
了
し
た
る
を
以
て
、
大
菩
提
会
規
則
を
第
三
条
に
依

り
、
覚
王
殿
の
建
築
に
着
手
せ
ざ
る
も
、
各
宗
管
長
会
議
が
同
会
規
則
を
制

定
し
た
る
當
時
と
目
下
と
は
、
其
形
勢
大
に
異
な
る
も
の
あ
り
て
、
大
谷
派

本
願
寺
に
於
て
は
去
る
二
十
五
日
、
第
一
着
手
の
事
業
と
第
二
着
手
事
業
た

る
慈
善
事
業
を
変
更
せ
ん
こ
と
を
建
議
し
た
る
に
就
き
、
此
際
各
宗
管
長
会

議
を
開
催
せ
ん
と
云
ふ
も
の
あ
れ
ど
も
、
目
下
暑
気
の
候
に
あ
り
、
老
僧
た

る
各
宗
の
管
長
を
各
国
よ
り
来
京
せ
し
め
ん
も
心
元
な
け
れ
ば
、
菩
提
会
理

事
会
議
を
開
き
て
之
を
決
定
し
、
然
る
後
書
面
を
以
て
各
宗
の
管
長
に
承
諾

を
求
む
る
こ
と
と
な
り
、
偖
は
二
十
九
日
の
理
事
会
と
な
る
に
至
れ
り
。
然

る
に
同
日
は
議
論
百
出
し
、
之
が
決
定
を
見
ず
し
て
散
会
す
る
に
至
り
た

り
。
而
し
て
各
理
事
の
議
論
概
ね
三
派
に
分
れ
居
る
も
の
ゝ
如
く
、
一
は
覚

王
殿
建
築
と
慈
善
事
業
と
併
立
し
て
進
行
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
、
即
ち
浄

土
宗
外
二
、
三
宗
が
主
張
す
る
処
た
り
。
又
一
は
菩
提
会
に
入
会
を
申
込
み

た
る
も
の
ゝ
意
思
は
先
づ
覚
王
殿
建
築
に
あ
り
、
然
る
に
今
俄
に
第
二
着
手

事
業
と
一
着
手
事
業
と
を
変
更
す
る
は
、
会
員
の
意
思
に
反
す
る
も
の
た
り

と
。
是
れ
本
派
本
願
寺
の
説
く
処
、
他
の
一
は
即
ち
大
谷
派
本
願
寺
の
主
張

す
る
慈
善
事
業
を
第
一
着
手
と
す
る
に
あ
り
て
、
時
宗
外
三
、
四
宗
の
賛
成

あ
る
も
の
ゝ
如
し
。

村
田
大
僧
正
の
感
謝
状
〔
明
治
33
年
８
月
４
日　

第
四
五
〇
四
号
〕

妙
法
院
門
跡
村
田
大
僧
正
は
、
各
宗
を
代
表
し
暹
羅
公
使
へ
左
の
感
謝
状
を

送
ら
れ
た
り
。

　

釈
迦
遺
形
奉
迎
会
総
理
、
妙
法
院
門
跡
村
田
寂
順
、
謹
ん
て
暹
羅
国
王
陛

下
の
全
権
公
使
ビ
ヤ
ー
リ
イ
ロ
ン
グ
ロ
ン
ナ
チ
ヱ
ツ
ト
侯
爵
閣
下
に
白
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す
。
閣
下
は
貴
国
王
陛
下
の
聖
旨
を
奉
じ
、
釈
尊
遺
形
奉
迎
の
時
に
當

り
、
遥
か
に
東
京
よ
り
来
り
其
式
に
臨
み
、
驕
陽
赫
々
の
日
敢
て
其
労
を

辞
せ
ず
我
国
の
儀
式
に
遵
ひ
、
徒
歩
三
列
に
加
は
り
、
又
各
宗
派
の
法
要

に
列
す
る
が
為
め
、
特
に
数
日
を
滞
留
せ
ら
れ
、
茲
に
霊
形
授
受
式
を
以

て
奉
迎
の
終
始
を
全
ふ
せ
ら
れ
た
り
。

　

国
王
陛
下
の
深
甚
な
る
叡
旨
と
醇
厚
な
る
信
心
と
に
因
る
と
雖
も
、
閣
下

の
忠
愛
親
切
に
し
て
、
仏
法
の
為
め
宗
旨
の
為
め
、
深
く
其
心
を
尽
さ
ゝ

る
に
非
ず
ん
は
、
豈
能
く
此
の
如
く
な
ら
ん
や
。
吾
国
仏
教
徒
は
国
王
陛

下
の
特
恩
と
釈
尊
遺
形
と
倶
に
、
閣
下
の
忠
愛
な
る
厚
意
は
永
く
紀
し
て

忘
れ
さ
る
べ
し
。
今
吾
国
各
宗
を
代
表
し
爰
に
此
書
を
奉
ず
。
敢
て
請

ふ
、
閣
下
亦
永
く
以
て
紀
念
と
為
さ
ん
事
を
。

　
　

明
治
三
十
三
年
七
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

釈
尊
遺
形
奉
迎
事
務
総
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妙
法
院
大
僧
正　

村　

田　

寂　

順

時
言
〔
明
治
33
年
８
月
６
日　

第
四
五
〇
五
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小　
　
　
　

駒

●
大
菩
提
会
の
美
挙　

慈
善
救
恤
の
こ
と
は
、
宗
教
家
の
先
ん
じ
て
為
す
べ

き
義
務
な
り
。
大
菩
提
会
理
事
会
は
、
北
清
事
件
の
恤
兵
及
び
印
度
飢
民
救

恤
の
建
議
を
容
る
ゝ
に
至
る
。
吾
輩
は
彼
等
の
機
宜
を
誤
ら
ず
、
能
く
そ
の

本
分
を
尽
さ
ん
と
す
る
に
至
れ
る
を
称
す
に
吝
な
ら
す
。

大
菩
提
会
理
事
会
〔
明
治
33
年
８
月
６
日　

第
四
五
〇
五
号
〕

大
谷
派
よ
り
の
建
議
に
付
、
各
宗
管
長
へ
意
見
を
具
申
せ
し
が
、
右
に
付
管

長
の
回
答
は
尚
一
週
間
を
要
す
る
筈
な
り
と
。
而
し
て
参
回
者
多
数
な
れ

ば
、
後
は
理
事
に
て
迅
速
に
決
定
し
、
重
大
の
件
は
名
誉
会
監
五
名
の
臨
席

を
請
ひ
、
便
宜
に
事
を
定
る
こ
と
ゝ
為
し
た
り
と
。

同
会
会
員
募
集
の
方
針
〔
明
治
33
年
８
月
６
日　

第
四
五
〇
五
号
〕

御
遺
形
仮
奉
安
事
務
も
全
く
結
了
し
、
神
戸
長
崎
間
の
奉
迎
残
務
も
既
に
処

理
に
着
手
せ
ん
と
し
つ
ゝ
あ
れ
ば
、
遠
か
ら
ず
落
着
す
る
に
至
る
可
し
。
去

れ
ば
今
後
は
大
菩
提
会
会
員
募
集
に
着
手
す
る
な
ら
ん
か
。
今
日
迄
京
都
な

る
奉
迎
事
務
所
へ
入
会
を
申
込
み
た
る
も
の
は
、
既
に
五
、
六
百
名
も
あ
る

由
に
て
、
愈
々
募
集
に
着
手
の
上
は
、
奉
迎
使
は
各
地
に
遊
説
し
、
間
接
に

募
集
を
な
し
、
又
地
方
の
各
宗
に
あ
る
菩
提
会
支
会
の
幹
事
等
は
、
直
接
に

募
集
し
、
両
者
相
待
つ
て
着
々
進
行
せ
し
め
ん
決
心
な
り
と
云
ふ
。

大
菩
提
会
に
返
簡
を
促
す
〔
明
治
33
年
８
月
８
日　

第
四
五
〇
六
号
〕

我
が
仏
教
主
義
雑
誌
社
聨
合
会
が
、
書
を
大
菩
提
会
に
送
り
て
、
仏
骨
奉
迎

若
く
は
覚
王
殿
建
築
費
の
幾
分
を
割
て
印
度
窮
民
の
救
恤
費
に
充
て
ら
れ
ん

こ
と
を
懇
請
す
る
や
、
附
記
し
て
右
何
分
の
回
答
を
煩
し
度
候
と
い
へ
り
。

爾
来
半
閲
月
、
大
菩
提
会
の
事
業
は
日
に
進
め
り
、
印
度
飢
饉
の
惨
状
は
日

に
甚
し
き
を
加
へ
り
、
而
し
て
該
会
は
未
だ
何
分
の
回
答
を
も
我
が
徒
に
与

ふ
る
な
き
な
り
。
我
が
徒
は
声
誉
の
為
に
い
ふ
も
の
に
あ
ら
ず
、
利
益
の
為

に
い
ふ
も
の
に
あ
ら
ず
、
人
道
の
大
義
に
よ
り
仏
陀
の
本
懐
に
よ
り
て
此
書
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を
送
り
、
人
道
の
大
義
に
よ
り
仏
陀
の
本
懐
を
推
し
こ
れ
が
採
用
を
懇
請
し

勧
告
し
た
る
の
み
。
大
菩
提
会
た
る
も
の
其
採
否
は
自
由
に
属
す
と
い
へ
ど

も
、
よ
ろ
し
く
理
由
を
詳
記
し
て
こ
れ
が
返
簡
を
な
す
の
責
あ
り
。
し
か
も

何
等
の
回
答
を
為
す
な
き
は
こ
れ
我
が
徒
を
蔑
視
す
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る

か
。
想
ふ
に
大
菩
提
会
は
各
宗
本
山
の
設
立
に
し
て
、
聨
合
会
は
仏
教
主
義

雑
誌
社
の
会
合
に
過
ぎ
ず
。
旧
思
想
の
眼
を
以
つ
て
見
る
一
聨
合
会
の
如

き
、
も
と
よ
り
本
山
に
服
従
し
阿
諛
す
べ
き
も
の
、
生
意
気
に
も
書
を
大
菩

提
会
に
致
す
衲
等
、
元
来
彼
等
に
答
ふ
る
の
責
あ
る
な
し
と
せ
む
。
し
か
も

我
が
徒
は
本
山
を
か
く
有
難
く
感
ず
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
習
慣
に
よ

つ
て
多
少
の
尊
敬
は
こ
れ
を
払
ふ
と
い
へ
ど
も
、
其
精
神
に
於
て
は
こ
れ
を

指
導
し
こ
れ
を
教
訓
せ
む
と
欲
す
る
も
の
な
り
。
大
菩
提
会
、
亦
何
ぞ
こ
れ

を
蔑
視
す
る
の
権
利
あ
ら
む
。
大
菩
提
会
の
返
簡
を
我
が
徒
に
与
へ
ざ
る

は
、
我
が
徒
を
蔑
視
す
る
に
は
あ
ら
で
其
実
、
返
簡
す
る
能
は
ざ
る
事
情
に

遭
遇
せ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
か
。
印
度
飢
饉
救
済
に
尽
力
す
べ
き
こ
と
を
申
込

め
る
の
宗
あ
れ
ば
、
大
菩
提
会
が
覚
王
殿
建
築
費
等
を
割
く
は
、
寄
附
者
の

目
的
に
あ
ら
ざ
る
越
権
の
所
為
な
り
と
す
る
宗
あ
り
て
議
ま
だ
決
せ
ず
、
我

が
徒
に
答
へ
ん
と
欲
し
て
答
ふ
る
能
は
ざ
る
に
あ
ら
ざ
る
か
。
慈
善
事
業
は

理
屈
の
業
に
あ
ら
ず
、
鉄
眼
禅
師
は
寄
附
者
の
目
的
に
背
て
飢
饉
を
救
済
せ

り
。
而
し
て
誰
か
こ
れ
を
越
権
と
し
て
専
断
と
せ
む
。
宗
教
の
事
は
三
百
代

言
の
如
く
理
屈
を
以
て
決
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
大
菩
提
会
総
理
村
田
寂
順
大

僧
正
は
、
我
が
徒
の
宣
言
を
可
な
り
と
せ
ば
よ
ろ
し
く
独
断
を
以
て
決
す
べ

し
。（
つ
ゞ
き
）

大
谷
派
新
法
主
の
着
京
〔
明
治
33
年
８
月
８
日　

第
四
五
〇
六
号
〕

仏
骨
奉
迎
正
使
と
し
て
暹
羅
国
へ
渡
航
し
、
先
月
帰
朝
せ
ら
れ
た
る
東
本
願

寺
新
法
主
大
谷
光
演
師
は
、
去
る
五
日
午
前
八
時
三
十
分
入
京
と
の
事
に
、

各
講
中
信
徒
等
二
千
余
名
は
早
朝
よ
り
出
迎
の
為
、
新
橋
停
車
場
前
の
広
場

に
詰
掛
た
り
。
斯
く
て
同
四
十
分
頃
、
光
演
師
の
一
行
は
同
停
車
場
に
着

し
、
用
意
の
馬
車
を
駆
て
浅
草
の
東
本
願
寺
別
院
へ
入
ら
れ
し
は
、
十
時
卅

分
頃
な
り
き
。
因
に
記
す
同
師
の
齎
し
た
る
仏
骨
は
、
目
下
京
都
の
大
仏
堂

即
ち
妙
法
院
に
納
あ
り
。
不
日
全
国
各
宗
の
代
表
者
協
議
の
上
、
其
安
置
所

を
決
定
す
る
筈
な
る
が
、
昨
日
新
法
主
帰
京
あ
り
し
を
仏
骨
の
着
京
と
思
ひ

違
へ
て
、
態
々
遠
方
よ
り
奉
迎
に
赴
き
し
も
の
尠
か
ら
ず
と
い
ふ
。

暹
羅
仏
教
談
話
会
〔
明
治
33
年
８
月
８
日　

第
四
五
〇
六
号
〕

東
本
願
寺
新
門
跡
大
谷
光
演
師
は
、
今
回
仏
骨
奉
迎
の
為
め
暹
羅
に
渡
航

し
、
合
せ
て
同
地
仏
教
の
模
様
を
親
し
く
視
察
せ
ら
れ
、
去
る
五
日
帰
京
せ

ら
れ
し
を
以
て
、
本
月
十
五
日
頃
に
は
各
宗
僧
侶
及
び
末
寺
の
僧
侶
を
会
し

て
、
同
地
の
事
情
を
悉
し
く
演
述
せ
ら
る
べ
く
。
猶
又
来
月
初
旬
よ
り
は
、

房
総
常
の
国
々
を
巡
鐸
せ
ら
れ
、
布
教
に
従
事
せ
ら
る
ゝ
筈
な
り
と
。

大
菩
提
会
の
経
費
〔
明
治
33
年
８
月
10
日　

第
四
五
〇
七
号
〕

大
菩
提
会
及
御
遺
形
奉
迎
事
務
所
が
今
日
ま
で
に
支
出
せ
し
経
費
の
金
高

は
、
大
約
参
万
円
に
て
、
其
内
訳
は
奉
迎
使
旅
費
壱
万
円
、
奉
迎
諸
費
壱
万

二
千
円
、
東
京
大
菩
提
会
創
立
費
三
千
円
、
大
菩
提
会
記
章
製
造
費
三
千

円
、
其
他
雑
費
二
千
円
等
に
て
、
右
の
金
員
中
五
千
円
は
妙
心
寺
よ
り
取
替
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支
出
、
壱
万
円
は
銀
行
よ
り
借
入
れ
金
、
三
千
円
は
長
崎
に
て
集
金
等
に

て
、
奉
迎
使
一
行
の
旅
費
一
万
円
余
は
奉
迎
使
選
出
の
各
宗
派
よ
り
去
れ

〳
〵
取
替
支
出
し
あ
る
由
。
因
み
に
奉
迎
使
が
暹
羅
国
へ
献
上
品
と
し
て
最

初
一
千
円
計
り
の
品
物
を
買
い
入
れ
あ
り
し
も
、
其
後
石
川
舜
台
師
の
勧
め

に
よ
り
更
ら
に
三
千
円
計
り
の
品
を
併
せ
て
献
上
に
及
び
た
り
と
云
ふ
。

大
菩
提
会
彙
報
〔
明
治
33
年
８
月
12
日　

第
四
五
〇
八
号
〕

▲
在
京
都
大
菩
提
会
に
於
て
、
覚
王
殿
建
築
事
業
と
ゝ
も
に
、
出
征
軍
人
及

び
其
遺
族
恤
慰
、
印
度
飢
饉
救
助
事
件
を
取
扱
は
ん
と
す
る
為
め
、
同
理
事

会
決
議
の
結
果
、
各
宗
派
管
長
へ
協
議
案
を
送
り
て
賛
否
を
求
め
し
に
、
六

日
ま
で
に
回
答
あ
り
し
は
、
真
言
宗
、
華
厳
宗
、
真
言
誠
照
寺
派
の
各
管
長

に
し
て
、
何
れ
も
同
意
を
表
し
た
り
。
▲
建
仁
、
南
禅
、
東
福
、
相
国
、
天

竜
五
山
大
徳
、
妙
心
南
山
及
び
黄
檗
山
等
協
同
し
、
去
る
五
日
午
後
よ
り
六

日
に
掛
、
右
理
事
会
協
議
案
に
対
す
る
意
見
協
議
を
為
せ
し
に
、
結
果
一
致

賛
同
を
表
す
る
こ
と
ゝ
な
り
、
直
に
理
事
長
へ
其
旨
回
答
せ
り
。
▲
卅
宗
派

管
長
は
、
何
れ
も
大
菩
提
会
の
名
誉
会
監
な
る
が
、
此
内
よ
り
五
名
の
総
代

会
監
を
推
選
し
、
交
代
に
て
理
事
会
事
務
を
便
宜
断
行
せ
し
め
ん
と
て
、
本

月
末
日
ま
で
に
選
挙
せ
ん
筈
な
り
。
其
五
名
は
多
分
、
大
谷
派
本
願
寺
、
真

言
宗
、
日
蓮
宗
、
曹
洞
宗
、
西
山
派
、
真
宗
各
派
（
大
谷
派
を
除
く
）
法
相

宗
、
時
宗
、
華
厳
宗
、
融
通
念
仏
宗
等
の
五
組
の
中
よ
り
一
名
宛
出
す
べ
し

と
。

大
菩
提
会
彙
報
〔
明
治
33
年
８
月
14
日　

第
四
五
〇
九
号
〕

▲
恤
兵
救
済
の
完
備
期　

北
清
恤
兵
、
印
度
救
済
の
協
議
案
に
対
し
て
、
曹

洞
宗
、
日
蓮
宗
、
鎌
倉
地
方
の
臨
済
各
派
、
大
和
地
方
の
各
宗
派
よ
り
は
未

だ
回
報
な
し
。
さ
れ
ば
三
十
三
宗
派
の
回
報
完
備
す
る
は
今
月
末
な
る
べ
し

と
。
▲
釈
尊
法
要
日
決
定　

釈
尊
に
対
す
る
法
要
施
行
の
縁
日
は
、
仏
舎
利

を
暹
羅
国
に
お
ひ
て
奉
迎
使
が
授
受
せ
し
は
六
月
十
五
日
に
し
て
、
恰
も
釈

尊
が
涅
槃
に
入
り
玉
ひ
し
は
二
月
十
五
日
な
る
を
以
て
、
毎
月
十
五
日
と
四

月
八
日
誕
生
の
八
日
を
採
り
て
、
毎
宗
派
各
寺
院
に
於
て
毎
月
八
日
と
十
五

日
の
両
日
を
御
縁
日
と
為
す
こ
と
に
為
し
た
り
と
。
▲
仮
遷
座
の
写
真
贈
与　

奉
迎
事
務
総
理
、
同
事
務
常
任
委
員
及
び
三
十
三
宗
派
よ
り
一
名
づ
ゝ
選
出

せ
し
奉
迎
委
員
等
四
十
四
名
へ
、
去
月
十
九
日
、
大
谷
派
本
願
寺
よ
り
妙
法

院
へ
仮
遷
座
ま
で
の
写
真
を
、
紀
念
と
し
て
一
組
（
八
枚
）
づ
ゝ
を
贈
与
し

た
る
が
、
是
れ
は
委
員
の
手
に
留
め
ず
し
て
、
三
十
三
宗
派
の
紀
念
と
し
て

保
存
す
る
趣
き
な
り
。
▲
前
田
師
慰
労
会　

臨
済
各
派
黄
檗
宗
聨
合
し
て
、

再
昨
日
建
仁
寺
へ
奉
迎
副
使
前
田
師
を
招
待
し
慰
労
を
為
し
た
り
。
當
日
各

管
長
総
代
と
し
て
相
国
寺
の
伊
藤
貫
宗
大
徳
寺
の
真
田
精
耕
二
師
、
謝
辞
を

述
べ
、
各
宗
会
議
所
幹
事
瑞
岳
惟
陶
師
、
各
宗
を
代
表
し
謝
辞
を
述
べ
了

て
、
前
田
師
の
答
辞
あ
り
。
両
宗
聨
合
し
て
前
田
師
へ
琥
珀
と
珊
瑚
の
念
珠

一
連
を
贈
り
た
る
よ
し
。

仏
像
の
内
拝
〔
明
治
33
年
８
月
22
日　

第
四
五
一
三
号
〕

本
誌
が
曽
て
記
せ
る
如
く
、
仏
舎
利
奉
迎
使
が
渡
暹
せ
し
時
、
同
国
皇
帝
陛

下
は
御
満
足
あ
り
た
る
為
め
、
紀
念
と
し
て
陛
下
深
秘
の
黄
金
釈
迦
仏
を
、
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一
体
は
各
宗
、
一
体
は
真
宗
大
谷
派
本
願
寺
へ
贈
賜
あ
り
。
尚
陛
下
の
御
写

真
に
御
親
筆
を
添
へ
て
、
大
谷
光
瑩
師
へ
御
寄
贈
の
旨
通
達
あ
り
た
り
。
又

皇
后
陛
下
よ
り
は
特
に
、
御
経
文
の
外
帙
を
頗
る
美
麗
に
御
手
つ
か
ら
御
調

製
あ
り
て
御
寄
贈
の
処
、
此
程
到
着
せ
る
を
以
て
、
同
本
願
寺
に
て
は
本
年

九
月
秋
季
彼
岸
会
に
は
、
末
寺
一
般
及
び
門
徒
へ
内
拝
せ
し
め
ん
と
、
去
十

七
日
門
末
一
般
へ
左
の
如
く
告
達
し
た
り
。

　

先
般
釈
尊
御
遺
形
奉
迎
正
使
と
し
て
、
新
御
門
跡
御
渡
暹
の
際
、
該
国
王

陛
下
よ
り
特
に
仏
像
を
拝
領
あ
ら
せ
ら
れ
候
に
就
て
は
、
本
年
秋
季
彼
岸

会
中
、
門
末
一
般
に
内
拝
差
許
さ
る
。

仏
骨
奉
迎
の
始
末
書
〔
明
治
33
年
８
月
24
日　

第
四
五
一
四
号
〕

彼
の
正
使
大
谷
光
演
師
に
随
従
し
て
渡
暹
さ
れ
た
る
南
条
博
士
は
、
今
回
正

式
な
る
仏
骨
奉
迎
に
関
す
る
始
末
書
を
公
行
せ
ら
る
ゝ
筈
に
て
、
目
下
東
京

に
於
て
編
纂
中
な
り
と
云
ふ
。

日
本
大
菩
提
会
彙
聞
〔
明
治
33
年
８
月
28
日　

第
四
五
一
六
号
〕

同
会
は
仏
骨
仮
奉
安
以
来
別
に
こ
れ
と
い
ふ
事
業
も
な
く
、
各
宗
派
よ
り
選

出
の
委
員
も
暑
中
休
暇
の
た
め
、
同
事
務
所
へ
出
勤
す
る
も
の
尠
く
、
殆
ん

ど
休
務
の
姿
な
り
し
が
、
去
廿
日
よ
り
従
前
の
通
り
、
常
任
委
員
は
日
々
出

勤
執
務
す
る
こ
と
ゝ
な
れ
り
。
▲
目
下
紀
州
新
宮
に
滞
在
中
の
妙
心
寺
派
前

田
誠
節
師
は
、
同
地
有
志
者
の
招
き
に
よ
り
、
去
廿
四
日
同
地
に
於
て
日
本

大
菩
提
会
員
募
集
奨
励
の
法
話
を
な
し
、
同
会
事
務
所
よ
り
委
員
三
原
俊
栄

師
は
、
新
宮
へ
向
け
出
張
せ
り
。
▲
内
務
省
令
第
三
十
八
号
の
発
布
に
就
て

は
、
日
本
大
菩
提
会
寄
附
金
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
や
に
い
ふ
者
あ
る
も
、
同

会
に
て
は
会
員
を
募
集
し
、
応
分
の
寄
附
金
を
な
す
も
の
に
付
、
該
省
令
に

は
関
係
な
き
を
以
て
、
最
初
決
定
の
如
く
専
会
員
募
集
に
尽
力
す
る
筈
な
り

と
ぞ
。

臨
済
宗
円
覚
寺
派
の
達
書
〔
明
治
33
年
８
月
28
日　

第
四
五
一
六
号
〕

大
菩
提
会
事
業
と
宗
教
法
案
と
に
関
す
る
提
携
を
絶
つ
旨
を
以
て
、
左
の
達

書
を
発
し
た
り
。

　
　
　
　
　
　

庚
子
達
第
九
号

　

今
般
日
本
大
菩
提
会
に
て
各
宗
派
へ
提
議
せ
る
協
議
案
中
、
北
清
事
変
に

係
る
恤
兵
及
印
度
飢
饉
救
済
に
関
す
る
件
等
、
本
派
は
既
に
鎌
倉
仏
教
会

名
称
の
下
に
之
が
勧
募
に
着
手
し
、
今
や
既
に
募
集
期
限
も
差
迫
り
居
り

候
。
右
両
件
に
対
し
て
は
、
大
菩
提
会
と
提
携
を
絶
ち
候
に
付
、
此
段
及

告
達
候
事
。

　
　
　
　
　
　

庚
子
号
外

　

昨
三
十
二
年
六
月
以
後
各
派
は
、
都
合
に
依
り
本
年
七
月
五
日
附
を
以

て
、
其
の
同
盟
を
取
消
し
候
条
自
、
今
本
件
に
関
与
せ
す
。
此
段
為
心
得

及
告
示
候
事
。

南
条
博
士
の
帰
京
〔
明
治
33
年
８
月
28
日　

第
四
五
一
六
号
〕

文
学
博
士
南
条
文
雄
師
は
、
大
谷
派
法
主
光
演
師
、
仏
舎
利
奉
迎
使
の
随
行

長
と
し
て
渡
暹
し
、
引
続
き
広
島
に
在
る
病
傷
軍
人
慰
問
使
を
命
ぜ
ら
れ
出

張
中
の
処
、
昨
日
帰
京
さ
れ
た
り
。
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大
菩
提
会
彙
報
〔
明
治
33
年
９
月
６
日　

第
四
五
二
〇
号
〕

▲
大
菩
提
会
の
総
代
名
誉
会
監　

大
菩
提
会
の
諸
事
業
は
、
常
任
理
事
十
名

を
置
き
、
理
事
会
に
於
て
決
行
す
る
筈
な
り
し
が
、
更
に
三
十
三
派
管
長
を

名
誉
会
監
と
し
、
此
の
会
監
中
よ
り
総
代
名
誉
会
監
五
名
を
推
選
す
る
こ
と

と
な
し
、
村
田
理
事
長
よ
り
推
選
状
を
送
り
て
、
夫
々
承
諾
を
得
た
り
。
其

は
大
谷
派
門
跡
大
谷
光
瑩
、
真
言
宗
長
者
長
有
匡
、
日
蓮
宗
管
長
岩
村
日

轟
、
曹
洞
宗
管
長
畔
上
楳
仙
、
妙
心
寺
派
管
長
小
林
宗
輔
の
五
師
な
り
と
。

▲
覚
王
殿
の
起
工
式　

明
年
四
月
八
日
よ
り
五
月
十
五
日
ま
で
、
妙
法
院
に

於
て
拝
瞻
会
を
行
ふ
筈
な
る
が
、
覚
王
殿
は
起
工
式
を
此
の
末
日
に
行
ふ
よ

し
。
尤
も
建
築
地
未
定
の
侭
と
し
て
執
行
せ
ん
筈
な
り
と
。
▲
菩
提
会
規
則

改
正　

菩
提
会
会
員
募
集
に
関
す
る
規
則
を
改
正
せ
ん
と
て
、
昨
今
起
草
中

な
り
と
。

大
菩
提
会
の
拡
張
〔
明
治
33
年
９
月
18
日　

第
四
五
二
六
号
〕

仏
骨
奉
迎
使
前
田
誠
節
氏
は
、
去
十
日
よ
り
一
週
間
の
予
定
を
以
て
、
理
事

薗
光
轍
、
土
屋
観
山
の
両
氏
と
共
に
、
大
阪
市
大
谷
派
別
院
外
五
ケ
所
に
於

て
、
奉
迎
報
告
演
説
会
を
開
き
、
会
員
募
集
に
着
手
せ
し
よ
し
。
又
同
師
は

来
廿
八
日
よ
り
大
垣
、
岐
阜
、
名
古
屋
の
各
地
に
出
張
し
て
、
同
上
報
告
演

説
会
を
開
く
筈
。

大
菩
提
会
の
近
況
〔
明
治
33
年
９
月
26
日　

第
四
五
三
〇
号
〕

同
会
の
前
田
理
事
の
一
行
が
、
尾
参
地
方
に
会
員
募
集
中
の
由
は
既
に
報
じ

置
た
る
が
、
到
処
賛
同
を
得
、
続
々
入
会
者
あ
り
。
尚
今
後
募
集
す
べ
き
地

方
は
関
東
以
北
に
し
て
、
差
詰
東
京
支
部
を
根
拠
地
と
な
し
、
夫
よ
り
進
ん

で
北
陸
北
海
道
等
に
及
ぼ
す
見
込
に
て
、
其
の
準
備
の
為
め
、
両
三
日
中
同

会
本
部
妙
法
院
に
於
て
総
代
会
を
開
き
、
会
員
募
集
遊
説
員
出
張
、
其
の
他

重
な
る
事
件
を
協
議
す
る
筈
な
り
と
い
ふ
。

大
菩
提
会
〔
明
治
33
年
９
月
28
日　

第
四
五
三
一
号
〕

同
会
は
一
昨
日
及
昨
日
の
両
日
、
妙
法
院
に
於
て
臨
時
総
会
を
開
く
旨
、
東

京
支
部
に
通
牒
あ
り
し
が
、
其
の
議
案
の
重
な
る
者
は
、
会
員
募
集
遊
説
員

派
出
の
件
に
し
て
、
就
中
同
会
維
持
金
并
に
覚
王
殿
建
設
の
為
め
要
す
べ
き

募
金
方
法
な
り
。
此
の
事
た
る
内
務
省
令
第
三
十
八
号
告
示
以
来
、
同
会
理

事
中
二
派
に
岐
れ
、
会
員
募
集
の
上
任
意
喜
捨
に
附
す
べ
き
か
、
又
同
省
令

に
随
従
し
て
出
願
許
可
の
上
勧
募
す
べ
き
乎
、
此
の
両
説
東
西
の
理
事
中
に

起
り
居
る
事
と
て
、
之
が
決
定
せ
ざ
る
限
り
は
、
仮
令
各
地
方
に
遊
説
す
る

も
同
会
の
意
志
薄
弱
に
し
て
、
充
分
に
遂
行
す
べ
き
事
蓋
し
難
か
る
べ
け
れ

ば
、
同
総
会
に
て
何
れ
に
か
に
決
定
し
、
其
の
議
決
に
基
き
て
委
員
の
運
動

を
一
致
す
べ
し
と
云
ふ
。

石
川
君
の
近
状
以
何
〔
明
治
33
年
９
月
30
日　

第
四
五
三
二
号
〕

舜
台
師
の
消
息
、
杳
と
し
て
聞
く
所
な
し
。
知
ら
ず
近
状
以
何
近
時
、
教
界

無
事
に
苦
む
。
君
が
怪
腕
を
奮
ふ
に
非
ず
ば
、
教
界
の
時
事
得
て
聞
く
べ
き

も
の
な
し
。
唯
曩
に
三
十
八
号
省
令
に
対
し
嘲
笑
的
挑
戦
状
を
斯
波
局
長
に

与
へ
、
今
は
旧
白
川
党
の
名
士
教
学
部
面
の
要
衝
に
立
ち
、
内
局
の
命
運
日

一
日
に
鞏
固
な
ら
ん
と
す
と
伝
ふ
る
の
み
。
然
れ
ど
も
我
輩
は
君
の
ア
ン
ビ
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シ
ヨ
ン
は
区
々
と
し
て
小
事
に
齷
齪
す
る
を
許
さ
ゞ
る
を
知
る
。
必
ず
や
深

謀
遠
慮
三
更
夢
円
か
な
ら
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
。
思
ふ
に
大
挙
し
て
宗
教
法
案

を
蹂
躙
し
て
、
大
谷
派
の
勢
力
を
し
て
ま
す
〳
〵
隆
な
ら
し
め
、
更
に

を

策
し
仏
骨
を
迎
へ
て
、
各
宗
の
合
同
を
図
り
仏
教
の
勢
力
を
し
て
一
代
を
圧

倒
せ
し
め
ん
と
せ
し
も
の
、
実
に
君
の
方
寸
に
出
づ
不
幸
に
し
て
、
大
菩
提

会
の
事
相
は
内
務
省
の
沮
害
す
る
所
と
な
る
。
然
れ
ど
も
こ
れ
君
の
蹉
跌
に

あ
ら
ず
。
寧
ろ
君
の
怪
腕
を
奮
ふ
べ
き
機
会
を
与
へ
ら
れ
た
る
な
り
。
今
や

日
月
漸
く
逝
い
て
第
十
五
議
会
漸
く
近
つ
き
来
ら
ん
と
す
。
知
ら
ず
君
の
胸

算
果
し
て
如
何
、
今
日
に
於
て
敢
て
君
の
近
状
を
問
ふ
、
決
し
て
早
き
に
失

せ
ざ
る
べ
し
。

奉
迎
使
失
態
事
実
の
取
調
〔
明
治
33
年
10
月
６
日　

第
四
五
三
五
号
〕

其
筋
に
て
は
彼
の
仏
骨
奉
迎
の
為
に
暹
羅
国
へ
渡
航
し
た
る
一
行
中
、
往
々

失
態
の
跡
あ
り
て
頃
者
漸
く
世
間
の
物
議
に
上
ら
ん
と
す
る
も
の
あ
る
を
以

て
、
之
か
事
実
を
取
調
べ
置
く
の
必
要
あ
り
と
認
め
た
る
に
や
。
窃
か
に
秘

密
探
偵
を
派
し
て
、
沿
道
及
び
該
国
に
於
け
る
一
行
経
歴
の
事
跡
を
探
査
し

つ
ゝ
あ
り
と
報
ず
る
者
あ
り
。

大
菩
提
会
の
近
状
〔
明
治
33
年
10
月
24
日　

第
四
五
四
四
号
〕

同
会
理
事
三
原
氏
は
、
去
十
八
日
京
都
発
一
番
列
車
に
て
再
び
名
古
屋
地
方

に
出
発
せ
り
。
同
地
方
の
模
様
は
到
る
所
好
況
に
て
、
賛
同
の
声
高
し
と

ぞ
、
又
同
会
西
山
派
青
井
委
員
は
、
滋
賀
、
福
井
、
石
川
の
三
県
へ
向
け
会

員
募
集
の
為
め
出
発
せ
り
と
云
ふ
。

大
菩
提
会
理
事
の
出
張
〔
明
治
33
年
11
月
４
日　

第
四
五
四
九
号
〕

仏
骨
奉
迎
始
末
の
報
告
会
員
募
集
の
為
め
、
岐
阜
、
愛
知
地
方
に
巡
回
中
な

り
し
前
田
誠
節
、
後
藤
禅
提
、
三
原
俊
栄
の
三
理
事
は
、
去
月
廿
九
日
、
一

先
西
下
し
、
更
に
本
月
中
旬
、
此
一
行
は
播
但
三
備
地
方
に
出
張
、
猶
又
た

日
置
黙
仙
師
は
、
本
月
理
事
青
井
俊
法
、
真
野
闡
聞
、
豊
田
信
乗
の
両
委
員

と
共
に
北
陸
地
方
遊
説
と
し
て
出
張
し
、
敦
賀
よ
り
漸
次
各
地
方
を
巡
回

し
、
富
山
を
経
て
終
る
筈
に
て
一
ケ
月
を
要
す
る
予
定
な
り
。

大
菩
提
会
の
不
信
認
〔
明
治
33
年
11
月
６
日　

第
四
五
五
〇
号
〕

大
菩
提
会
の
不
信
認
と
て
、
教
学
記
者
の
い
ふ
所
左
の
如
し
。
吾
人
之
を
唱

ふ
や
久
し
、
而
か
も
世
人
は
馬
耳
東
風
を
以
て
余
輩
の
説
を
迎
へ
た
り
。
蓋

し
余
輩
は
大
菩
提
会
に
忠
実
な
る
か
故
に
、
彼
理
事
輩
の
鈍
腕
猾
智
を
以
て

涜
さ
れ
た
る
菩
提
会
を
非
難
せ
り
。
元
来
大
菩
提
会
な
る
者
が
、
今
春
仏
骨

奉
迎
を
機
と
し
、
呱
声
を
洛
陽
の
天
に
放
ち
し
時
は
、
余
輩
は
救
主
の
来
臨

と
し
て
双
手
を
挙
け
て
之
を
歓
迎
せ
り
。
左
れ
は
余
輩
は
爾
来
同
会
か
無
障

の
発
達
を
希
望
し
て
已
ま
ざ
る
は
、
蓋
し
人
情
の
真
相
の
み
。
然
る
を
何
ぞ

図
ら
ん
、
此
可
憐
の
愛
児
、
不
幸
悪
保
姻
の
手
に
か
ゝ
り
煦
ん
と
す
る
に
至

れ
り
。
吾
人
仏
徒
と
し
て
夙
に
彼
が
誕
生
を
歓
呼
せ
し
も
の
、
如
何
ぞ
之
を

黙
々
に
附
す
べ
け
ん
や
。
之
れ
余
輩
が
大
菩
提
会
の
不
信
認
を
唱
へ
、
理
事

役
員
の
無
能
を
叱
咤
す
る
所
以
な
り
。
此
の
如
き
も
の
奚
ん
ぞ
菩
提
会
に
忠

実
な
ら
ざ
る
も
の
ゝ
能
く
す
る
所
な
ら
ん
や
。
嗚
呼
余
輩
は
実
に
大
菩
提
会

に
忠
実
な
る
も
の
な
り
。
而
も
世
人
は
大
菩
提
会
を
見
る
恰
も
路
傍
の
行
人

の
如
く
、
其
不
當
の
挙
措
進
退
曽
て
知
ら
ざ
る
も
の
ゝ
如
く
、
終
に
千
載
一
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遇
の
好
機
会
を
父
母
と
し
て
生
れ
し
可
憐
児
を
し
て
愚
鈍
無
能
の
保
拇
に
任

し
、
彼
が
有
毒
の
乳
汁
を
与
へ
し
め
、
遂
に
挽
回
の
出
来
ぬ
不
具
た
ら
し
む

る
に
至
れ
り
。
何
ぞ
悲
惨
の
甚
し
き
や
。

余
輩
之
を
聞
く
、
彼
大
菩
提
会
員
等
曩
日
大
阪
に
下
り
、
同
地
有
志
に
就
ひ

て
説
く
処
あ
り
。
有
志
の
輩
、
亦
た
菩
提
会
が
仏
骨
入
御
の
機
会
に
孕
ま
れ

て
生
れ
た
る
、
将
来
有
望
の
健
児
た
る
を
知
る
も
の
故
に
、
勧
誘
を
俟
た

ず
。
潔
よ
く
挙
げ
て
入
会
加
名
を
承
諾
せ
し
と
雖
も
、
其
会
費
若
く
は
覚
王

殿
建
築
寄
附
金
の
如
き
は
、
之
を
天
王
寺
に
設
け
ら
れ
し
太
子
講
に
依
頼

し
、
一
文
半
銭
の
徴
た
も
現
時
菩
提
会
役
員
の
手
に
触
れ
し
め
ず
。
後
日
組

織
改
善
、
役
員
改
定
の
暁
ま
で
太
子
講
の
保
管
に
依
托
し
置
く
こ
と
を
決
せ

り
と
。
是
れ
何
ん
た
る
不
信
認
ぞ
。
余
輩
が
曽
て
屡
々
同
会
の
不
信
認
を
号

呼
し
て
大
方
の
注
意
を
喚
起
し
、
同
会
の
刷
新
を
希
望
す
る
も
の
、
豈
に
所

以
な
き
と
せ
ん
や
。
世
人
若
し
余
輩
の
説
を
疑
は
ゞ
、
乞
ふ
去
て
大
阪
に
到

り
、
以
て
親
し
く
事
実
に
就
て
其
真
否
を
糺
せ
。

大
菩
提
会
北
陸
一
行
〔
明
治
33
年
11
月
10
日　

第
四
五
五
二
号
〕

同
会
は
会
務
拡
張
の
為
、
奉
迎
使
日
置
黙
仙
、
特
派
使
間
野
闡
門
、
豊
岡
心

静
等
の
一
行
は
、
去
る
三
日
越
前
国
敦
賀
町
を
始
と
し
て
、
武
生
町
、
鯖
江

町
、
福
井
市
等
を
遊
説
し
、
会
員
募
集
し
つ
ゝ
あ
る
が
、
到
る
処
非
常
の
盛

況
に
し
て
、
特
別
会
員
以
下
陸
続
申
込
あ
り
。
既
に
鯖
江
町
の
如
き
は
真
宗

誠
照
寺
派
本
山
の
所
在
地
と
し
て
、
特
に
同
派
管
長
の
熱
心
に
て
同
地
方
の

有
志
僧
侶
を
督
励
せ
ら
る
ゝ
な
り
。
地
方
高
等
官
、
豪
商
、
紳
士
等
も
挙
て

入
会
す
る
現
況
な
り
し
と
云
ふ
。

大
菩
提
会
の
改
革
に
つ
い
て
〔
明
治
33
年
11
月
12
日　

第
四
五
五
三
号
〕

京
都
妙
法
院
に
お
け
る
大
菩
提
会
に
て
は
、
仏
骨
安
置
殿
建
設
の
た
め
寄
附

金
勧
誘
中
な
る
が
、
委
員
そ
の
當
を
得
ず
。
総
裁
村
田
寂
順
病
気
勝
に
て
統

一
し
得
ざ
る
な
ど
、
面
白
か
ら
ざ
る
風
説
あ
り
て
事
業
の
上
に
困
頓
を
来
す

こ
と
少
か
ら
ざ
れ
ば
、
同
会
に
て
も
改
革
の
必
要
を
感
じ
、
種
々
他
の
有
力

者
に
も
相
談
し
た
る
よ
し
。
結
局
総
裁
な
る
も
の
を
廃
し
会
長
を
置
き
て
、

事
務
の
監
督
を
な
さ
し
め
、
そ
の
下
に
評
議
員
、
幹
事
若
干
名
を
置
き
、
会

の
統
一
並
び
に
事
務
の
敏
活
を
計
る
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
改
革
せ
ら
る
ゝ
に

至
る
べ
し
と
。

大
菩
提
会
の
調
査
委
員
会
〔
明
治
33
年
11
月
18
日　

第
四
五
五
六
号
〕

過
日
妙
心
寺
内
に
開
会
せ
る
各
宗
派
管
長
会
議
に
於
て
、
菩
提
会
々
則
改
正

案
を
調
査
委
員
に
附
托
す
る
事
に
決
し
た
れ
ば
、
議
長
は
各
宗
委
員
中
よ
り

前
田
誠
節
、
北
修
周
篤
、
弘
津
説
三
、
日
野
法
雷
の
四
師
を
調
査
委
員
に
指

名
し
た
る
が
、
尚
ほ
菩
提
会
理
事
中
よ
り
三
名
を
互
撰
せ
し
め
七
名
の
委
員

を
置
く
事
と
な
せ
り
。

大
菩
提
会
理
事
会
〔
明
治
33
年
11
月
20
日　

第
四
五
五
七
号
〕

去
る
十
五
日
午
後
二
時
よ
り
、
京
都
大
仏
妙
法
院
に
於
て
大
菩
提
会
理
事
会

を
開
き
、
理
事
長
村
田
寂
順
、
理
事
前
田
誠
節
外
六
師
出
席
し
、
各
宗
管
長

会
議
の
決
議
に
よ
る
菩
提
会
々
則
改
正
案
の
調
査
委
員
を
互
選
せ
し
に
、
土

屋
外
二
師
當
選
し
、
同
改
正
案
に
つ
き
種
々
協
議
す
る
所
あ
り
し
と
い
ふ
。
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大
菩
提
会
調
査
委
員
会
〔
明
治
33
年
11
月
22
日　

第
四
五
五
八
号
〕

同
会
が
仏
骨
奉
安
所
と
し
て
、
京
都
に
覚
王
殿
な
る
も
の
を
建
築
す
る
の
目

的
を
以
て
、
全
国
の
有
志
者
に
向
て
約
百
万
円
の
浄
財
募
集
に
着
手
せ
し

も
、
當
局
者
の
不
取
締
よ
り
怪
聞
百
出
せ
し
が
、
妙
心
寺
会
議
の
席
上
に
於

て
、
予
て
硬
直
の
名
あ
る
真
宗
高
田
派
清
水
公
賢
師
は
、
い
た
く
其
内
部
の

腐
敗
を
攻
撃
し
、
百
万
円
の
浄
財
を
募
集
す
る
に
、
既
に
二
万
円
の
運
動
費

を
空
費
し
た
る
に
反
し
、
其
効
果
と
し
て
見
る
べ
き
も
の
一
も
な
く
、
随
て

一
派
を
代
表
せ
る
吾
々
は
其
経
費
を
支
出
す
る
理
由
な
き
に
困
む
と
て
、
同

会
成
立
當
時
よ
り
の
顛
末
、
及
び
将
来
其
執
る
べ
き
方
針
運
動
方
法
等
を
、

番
外
た
る
菩
提
会
理
事
河
野
良
心
外
二
師
に
求
め
た
る
よ
り
、
彼
等
は
こ
の

攻
撃
に
余
程
狼
狽
し
た
り
と
見
え
、
其
答
弁
に
困
み
議
場
大
に
乱
れ
、
僅
に

前
田
誠
節
、
土
屋
観
山
等
の
仲
裁
に
よ
り
、
同
会
よ
り
の
提
出
案
た
る
組
織

及
び
方
法
変
更
の
議
案
に
就
き
、
調
査
委
員
と
し
て
前
田
誠
節
、
北
条
周

篤
、
日
置
法
雷
、
弘
津
説
三
の
四
名
を
挙
げ
た
る
を
幸
ひ
、
清
水
公
賢
師
の

発
議
に
か
ゝ
る
分
も
併
せ
て
調
査
せ
し
む
る
こ
と
ゝ
な
り
、
な
ほ
同
会
が
内

務
省
令
第
三
十
八
号
に
依
る
や
否
や
に
就
て
は
頗
る
議
論
あ
り
し
も
、
結
局

同
令
に
依
ら
ざ
る
も
の
と
の
説
多
く
、
去
る
十
五
日
来
調
査
委
員
等
は
、
妙

法
院
に
会
し
頻
に
討
議
し
諸
種
の
調
査
を
遂
げ
た
る
末
、
遅
く
も
本
月
末
に

は
各
宗
の
委
員
会
へ
提
出
す
る
筈
な
る
が
、
各
宗
委
員
会
に
て
は
二
、
三
の

硬
漢
あ
れ
ば
容
易
に
瞞
着
手
段
は
行
は
れ
ざ
る
べ
く
、
清
水
師
の
如
き
は
、

既
往
の
事
実
明
了
せ
ざ
れ
ば
、
断
然
反
対
す
べ
し
と
ま
で
議
場
に
て
公
言
し

た
り
と
。

芦
津
実
全
師
の
談
話
〔
明
治
33
年
12
月
４
日　

第
四
五
六
四
号
〕

菩
提
会
に
付
き
思
は
る
ゝ
所
な
き
や　

此
問
に
対
し
て
斯
答
へ
ら
れ
ぬ
『
も

と
愚
衲
は
此
事
に
深
く
た
づ
さ
わ
る
を
好
ね
ど
、
従
て
と
や
か
う
い
ふ
べ
き

観
念
を
抱
か
ざ
る
も
、
仏
舎
利
云
々
と
て
箇
物
の
仏
舎
利
に
付
て
い
た
く
騒

ぎ
居
る
は
、
一
行
其
意
を
得
ぬ
也
。
思
ふ
て
も
見
給
へ
、
尽
大
地
何
所
に
か

仏
舎
利
あ
ら
ざ
る
所
あ
る
。
万
有
尽
く
仏
舎
利
に
て
、
吾
人
の
日
常
応
接
す

る
物
体
皆
な
仏
舎
利
な
ら
ぬ
は
な
し
。
さ
る
に
箇
体
の
仏
舎
利
に
拘
泥
し
て

打
騒
ぐ
は
、
小
仏
舎
利
を
見
て
大
々
的
仏
舎
利
を
見
の
が
す
者
と
や
せ
ん
。

覚
王
殿
の
設
立
或
は
信
仰
上
幾
何
か
の
効
あ
ら
む
も
、
さ
り
と
て
他
に
大
々

的
仏
舎
利
を
啓
発
す
べ
き
要
あ
る
に
、
之
れ
を
捨
て
ゝ
彼
れ
に
つ
く
は
、
恰

も
根
本
を
培
ふ
を
顧
み
ず
し
て
枝
葉
を
養
ふ
の
愚
な
る
な
か
ら
む
や
。
其
所

に
も
見
ゆ
る
寺
院
は
、
忽
ち
仏
舎
利
の
一
な
ら
ず
や
。
或
は
此
所
に
坐
す
我

も
お
身
も
亦
仏
舎
利
の
一
な
ら
ず
や
。
斯
の
如
く
仏
舎
利
は
、
天
地
六
合
に

濔
漫
し
、
万
象
に
現
は
れ
て
箇
々
人
々
に
保
持
せ
ら
れ
ゐ
る
も
、
尚
土
中
に

埋
れ
ゐ
る
如
く
隠
れ
勝
な
れ
ば
、
左
程
世
人
は
心
付
か
ぬ
な
り
。
強
ち
赤
道

直
下
に
走
り
て
一
小
骨
片
を
齎
し
帰
る
に
及
は
ず
、
寧
ろ
夫
れ
を
な
す
の
余

裕
あ
れ
ば
、
接
近
せ
る
世
上
幾
万
人
衆
の
仏
舎
利
を
発
現
す
る
事
に
従
事
す

る
の
要
を
見
る
な
り
。
実
務
的
の
ポ
リ
シ
イ
よ
り
は
、
精
神
上
の
修
養
は
昨

今
宗
教
家
の
要
件
と
心
得
る
な
り
。
▲
禅
宗
三
派
合
同
説　

頃
日
杳
と
し
て

聞
え
ざ
る
、
如
何
な
る
所
以
に
や
の
応
へ
に
「
禅
宗
の
僧
侶
は
思
ひ
し
割
合

に
自
我
の
念
深
し
。
さ
れ
ば
割
合
に
狭
量
な
り
。
利
己
主
義
に
強
し
。
斯
か

る
妄
念
あ
る
以
上
、
三
派
合
同
し
て
相
融
合
す
る
な
ど
は
ま
だ
〳
〵
早
か
り

し
。
今
暫
し
待
つ
よ
り
詮
方
な
き
な
り
。
▲
天
台
宗
の
通
弊　

斯
の
如
き
問
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題
は
、
或
は
お
身
の
口
に
す
る
を
潔
し
と
せ
ず
、
勉
め
て
去
け
給
ふ
な
ら
ん

が
、
許
す
限
り
打
明
け
ら
れ
た
き
と
い
へ
ば
、
始
め
渋
く
見
え
し
が
、
頓
て

口
を
切
ら
れ
ぬ
「
誠
に
去
る
も
の
は
追
は
ず
に
て
、
既
往
を
繰
り
返
し
て
余

り
喋
々
し
く
す
る
は
欲
せ
ざ
る
も
、
現
今
の
台
宗
の
有
様
に
て
は
、
頓
て
悲

し
き
結
果
を
見
る
事
も
あ
ら
ん
か
と
思
は
る
な
り
。
台
宗
の
現
状
は
時
勢
を

観
る
に
迂
く
、
人
物
乏
し
き
が
歎
か
る
。
時
勢
推
移
を
弁
へ
ず
。
且
つ
は
規

矩
に
追
は
れ
て
仏
教
大
師
の
趣
旨
を
誤
解
し
ゐ
る
も
あ
り
。
も
と
大
師
の
天

台
は
、
台
密
禅
戒
の
四
つ
を
含
ま
れ
て
、
活
自
在
の
宗
旨
な
る
に
、
中
世
誤

り
て
台
の
天
台
の
み
を
主
と
し
、
他
を
顧
み
ざ
る
弊
に
誤
り
、
伝
習
今
に
及

び
も
の
あ
り
。
仮
へ
ば
禅
を
修
す
る
も
の
あ
れ
ば
異
端
と
見
做
し
、
我
宗
を

汚
し
た
り
な
ど
た
け
り
て
、
頑
然
誤
解
的
宗
旨
に
よ
る
よ
り
大
自
在
な
く
、

大
自
由
な
く
、
規
定
に
束
縛
せ
ら
れ
て
永
く
一
所
に
躍
奔
す
る
の
み
。
斯
の

如
く
旧
来
の
形
式
に
煩
は
さ
る
も
の
、
何
条
進
歩
の
時
勢
に
勝
ち
得
べ
き

や
。
さ
れ
ば
天
台
宗
を
盛
な
ら
ん
と
せ
ば
、
現
今
の
台
宗
を
破
壊
し
、
新
に

大
師
の
趣
旨
を
以
て
天
台
宗
を
建
つ
る
の
大
手
腕
を
待
つ
よ
り
詮
方
な
し
。

尚
台
宗
に
は
階
級
わ
ず
ら
は
し
く
し
て
、
人
材
を
要
な
き
事
に
徒
労
せ
し
む

る
な
ど
、
其
組
織
に
不
完
全
な
れ
ば
、
大
な
る
革
新
な
く
ば
到
底
宗
勢
の

振
々
た
る
事
求
め
難
し
云
々
。

稲
垣
公
使
の
書
柬
〔
明
治
33
年
12
月
６
日　

第
四
五
六
五
号
〕

暹
羅
駐
在
の
同
公
使
よ
り
、
今
回
同
国
王
陛
下
が
仏
教
図
書
館
建
設
せ
ら

れ
、
日
本
各
宗
派
の
仏
書
を
蒐
集
せ
ら
る
ゝ
思
召
な
り
と
云
ふ
趣
意
の
書
柬

を
、
大
菩
提
会
々
長
村
田
寂
順
師
へ
宛
て
申
越
さ
れ
た
り
と
。

日
本
大
菩
提
会
大
阪
支
部
〔
明
治
33
年
12
月
８
日　

第
四
五
六
六
号
〕

洛
東
妙
法
院
門
跡
村
田
寂
順
師
の
総
理
た
る
同
会
支
部
、
當
地
に
設
置
の
議

熟
し
、
四
天
王
寺
内
と
定
め
、
一
昨
日
午
前
設
立
式
を
挙
げ
、
各
宗
寺
院
二

百
余
箇
寺
の
僧
侶
来
会
し
、
総
理
村
田
僧
正
支
部
設
立
の
趣
意
書
を
朗
読

し
、
日
置
黙
仙
師
暹
羅
紀
行
の
談
を
為
し
、
四
天
王
寺
の
吉
田
源
応
師
、
会

員
総
代
と
し
て
答
辞
を
陳
ぶ
。
入
会
者
千
余
名
あ
り
き
。

釈
尊
遺
形
の
東
遷
（
来
三
月
）〔
明
治
33
年
12
月
24
日　

第
四
五
七
四
号
〕

京
都
市
民
が
同
市
繁
栄
上
の
機
関
と
し
、
又
は
宗
教
上
の
信
仰
物
体
と
し
て

見
做
さ
る
ゝ
釈
尊
遺
形
の
事
に
関
し
、
目
下
大
菩
提
会
理
事
委
員
等
の
間
に

議
論
百
出
し
、
東
京
選
出
の
委
員
は
東
京
は
輦
轂
の
下
に
て
も
あ
り
、
且
つ

遺
骸
を
京
都
に
置
き
て
は
、
何
分
教
化
上
迂
遠
に
て
も
あ
り
、
旁
々
目
下
東

京
に
て
は
、
遺
形
奉
迎
に
熱
心
し
て
、
日
蓮
、
曹
洞
宗
の
如
き
は
若
し
遺
形

に
し
て
東
京
に
収
容
さ
る
ゝ
こ
と
と
な
ら
ば
、
其
経
費
は
二
宗
に
於
て
一
切

負
担
す
べ
し
と
の
意
気
込
な
れ
ば
、
寧
ろ
之
を
京
都
に
置
か
ん
よ
り
東
京
に

遷
す
は
、
万
事
都
合
好
か
る
べ
し
と
の
議
多
数
を
制
し
、
明
年
三
月
を
以
て

愈
々
右
東
遷
の
運
び
に
至
る
べ
し
と
云
ふ
。

大
菩
提
会
の
消
息
〔
明
治
33
年
12
月
24
日　

第
四
五
七
四
号
〕

去
る
十
八
日
、
京
都
妙
法
院
に
於
け
る
大
菩
提
会
委
員
会
の
出
席
者
は
、
和

田
円
什
、
薗
光
轍
、
後
藤
禅
提
、
土
屋
観
山
、
三
原
俊
栄
、
有
沢
等
の
諸
師

に
し
て
、
来
春
の
運
動
方
法
、
関
東
有
志
者
よ
り
来
春
仏
骨
奉
迎
会
を
催
し

た
き
旨
、
申
し
来
り
し
等
の
件
々
に
付
き
協
議
し
た
り
。
尚
引
続
き
十
九
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日
、
菩
提
会
特
派
員
三
原
、
間
野
、
豊
田
の
三
氏
の
北
越
巡
廻
の
報
告
演
説

あ
り
し
が
、
遊
説
員
間
野
闡
門
氏
の
能
登
巡
廻
の
模
様
を
聞
く
に
、
同
氏
は

能
登
国
鹿
島
郡
の
西
部
方
面
よ
り
着
手
し
、
去
る
二
日
よ
り
一
週
間
演
説
せ

ら
れ
し
由
に
て
、
各
員
共
に
即
時
一
千
余
名
の
加
入
者
あ
り
。
該
地
方
の
人

士
は
頗
る
同
会
に
賛
同
を
表
し
居
れ
り
と
。

（
二
）
仏
骨
奉
迎
騒
ぎ
〔
明
治
33
年
12
月
28
日　

第
四
五
七
六
号
〕

暹
羅
国
王
陛
下
、
我
れ
に
仏
骨
分
与
の
議
あ
る
や
、
各
宗
喜
ん
で
こ
れ
に
使

者
を
派
し
、
其
長
崎
に
到
着
す
る
を
竢
つ
て
こ
れ
を
京
都
に
迎
ふ
。
奉
迎
事

務
所
は
京
都
に
置
か
れ
ぬ
。
大
菩
提
会
は
こ
れ
を
動
機
と
し
て
現
は
れ
た

り
。
二
十
三
万
の
善
男
善
女
は
京
都
に
群
り
ぬ
。
こ
の
挙
、
如
何
に
日
本
の

仏
徒
が
其
教
祖
を
思
ふ
の
情
切
な
る
か
を
、
聊
か
世
界
に
知
ら
し
む
る
に
足

れ
り
。
然
れ
ど
も
仏
骨
奉
迎
の
一
事
、
果
し
て
世
界
の
歴
史
に
特
筆
大
書
せ

し
む
る
を
得
る
と
為
す
か
。
二
十
三
万
の
善
男
善
女
、
若
し
果
し
て
敬
虔
の

念
を
以
て
こ
れ
を
迎
へ
し
な
ら
ば
、
そ
は
寔
に
世
界
の
歴
史
に
特
筆
大
書
す

る
に
足
る
べ
か
り
し
な
ら
ん
。
惜
む
べ
し
、
彼
等
の
多
く
は
こ
の
必
要
の
一

事
項
を
欠
け
り
。
半
ば
物
見
遊
山
の
意
思
を
以
て
こ
れ
を
迎
へ
た
り
。
殊
に

こ
の
神
聖
な
る
列
中
に
、
賎
女
数
十
名
を
加
は
ら
し
め
た
る
の
一
事
は
千
載

拭
ふ
べ
か
ら
ざ
る
の
失
態
。
こ
れ
を
以
て
十
九
世
紀
末
の
一
大
飛
躍
と
い
ふ

は
未
だ
し
。

妙
心
寺
会
議
〔
明
治
34
年
１
月
４
日　

第
四
五
七
七
号
〕

仏
骨
奉
迎
の
件
に
つ
き
、
月
の
十
九
日
よ
り
、
再
び
妙
心
寺
に
委
員
会
を
開

く
。

仏
骨
奉
迎
使
の
出
発
〔
明
治
34
年
１
月
４
日　

第
四
五
七
七
号
〕

月
の
二
十
二
日
、
正
使
大
谷
光
演
師
以
下
京
都
発
足
、
印
度
に
向
ふ
。

　

皇
太
子
妃
殿
下
東
福
寺
御
成　

皇
太
子
妃
節
子
姫
、
月
の
二
十
九
日
を
以

て
東
福
寺
に
成
ら
せ
ら
る
。

　

真
言
宗
聨
帯
会
議　

三
十
一
日
を
以
て
京
都
に
開
く
、
紛
擾
益
々
熾
ん
な

り
。

　
　

△
大
谷
派
録
事
不
正
あ
り
拘
引
せ
ら
る
、
何
等
の
醜
ぞ
。

　
　

△
親
鸞
山
人
の
降
誕
会
各
所
に
営
ま
る
。

　
　

△
不
敬
事
件
有
罪
の
判
決
あ
り
。

　
　

△
安
辺
有
蔵
師
寂
す
。

　
　

△
植
松
隆
慶
師
大
師
河
原
に
晋
山
式
を
行
ふ
。

　
　

△
智
山
勧
学
寮
焼
失
す
。

　
　

△
浄
土
宗
の
青
年
僧
渡
辺
海
旭
師
独
国
留
学
の
途
に
上
る
。

　
　

△
大
谷
派
本
願
寺
の
学
頭
広
陵
了
栄
師
逝
く
。

六
月
＝
大
菩
提
会
の
創
立
＝
病
兵
慰
問
〔
明
治
34
年
１
月
４
日　

第
四
五

七
七
号
〕

　

本
田
庸
一
氏
の
渡
欧　

万
国
宗
教
大
会
出
席
の
為
め
、
日
本
基
督
教
徒
を

代
表
し
て
月
の
二
日
彼
の
地
に
向
つ
て
出
発
す
。

　

各
宗
管
長
会
議　

月
の
五
日
よ
り
京
都
妙
心
寺
に
開
か
る
。
仏
骨
奉
迎
準

備
並
に
日
本
大
菩
提
会
設
立
の
件
を
議
す
。
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天
台
宗
真
盛
派
の
管
長
認
可　

同
派
管
長
三
輪
澄
諦
師
死
去
に
つ
き
、
同

派
引
接
寺
住
職
石
山
覚
湛
師
月
の
六
日
を
以
て
内
務
省
の
認
可
を
得
て
こ
れ

に
代
る
。

　

浄
土
宗
西
山
派
の
管
長
交
代　

浄
土
宗
西
山
管
長
大
僧
正
清
水
範
空
氏
、

管
長
満
期
に
つ
き
、
同
派
総
本
山
誓
願
寺
住
職
大
僧
正
久
田
倣
道
氏
と
交
代

出
願
に
依
り
、
月
の
八
日
、
内
務
省
に
於
て
認
可
せ
り
。

日
本
大
菩
提
会
の
開
会
式
〔
明
治
34
年
１
月
４
日　

第
四
五
七
七
号
〕

　

十
一
日
を
以
て
東
都
に
挙
け
ら
る
。
村
田
寂
順
師
こ
れ
が
会
頭
た
り
。

　

教
務
講
究
所
閉
所
式　

監
獄
教
誨
刷
新
の
目
的
を
以
て
、
去
る
四
月
、
日

本
橋
区
橘
町
に
開
設
せ
ら
れ
た
る
。
本
派
本
願
寺
の
教
務
講
究
所
は
、
月
の

廿
日
を
以
て
閉
所
式
を
挙
行
し
た
り
。

　

病
兵
慰
問　

聨
合
軍
の
病
兵
佐
世
保
に
来
る
、
十
六
日
以
後
、
各
宗
競
う

て
慰
問
使
を
派
す
。
基
督
教
徒
も
亦
た
共
に
こ
れ
を
慰
問
す
。

　

大
谷
派
の
打
電　

藤
島
了
穏
師
、
仏
骨
奉
迎
正
使
随
行
員
と
し
て
彼
の
地

に
あ
り
。
帰
途
、
迂
廻
し
て
巴
里
の
万
国
宗
教
大
会
へ
出
席
す
べ
き
旨
の
命

を
打
電
す
。
こ
れ
月
の
十
八
日
。

　

黄
檗
宗
管
長　

吉
井
虎
林
師
、
二
十
二
日
を
以
て
職
に
就
く
。

　

天
台
宗
々
会　

二
十
二
日
を
以
て
叡
山
に
開
か
る
。

　

仁
和
寺
門
跡
晋
山
式　

泉
智
等
師
其
撰
に
當
り
、
二
十
三
日
を
以
て
晋
山

式
を
挙
ぐ
。

　

寺
島
真
応
師
示
寂　

真
言
宗
醍
醐
三
門
院
門
跡
な
る
同
師
、
月
の
二
十
四

日
逝
く
。
行
年
六
十
七
。

　
　

△
不
敬
事
件
の
犯
人
悉
く
控
訴
す
。
不
敬
の
上
に
不
敬
を
重
ぬ
と
い
ふ

も
の
あ
り
。

　
　

△
西
山
派
に
管
長
の
交
代
あ
り
。

　
　

△
弘
法
大
師
降
誕
会
各
所
に
修
せ
ら
る
。

　
　

△
永
平
寺
出
張
所
を
移
す
。

　
　

△
加
藤
日
相
師
遷
化
す
。
日
蓮
宗
の
高
徳
。

　
　

△
東
京
々
橋
に
寒
山
寺
の
開
帳
あ
り
。
参
詣
人
は
小
説
家
、
新
聞
記

者
、
居
士
、
学
者
凡
そ
二
十
名
強
。

七
月
＝
印
度
飢
饉
＝
仏
骨
奉
迎
〔
明
治
34
年
１
月
４
日　

第
四
五
七
七
号
〕

　

雑
誌
新
仏
教　

月
の
一
日
を
以
て
清
徒
同
志
会
の
腹
よ
り
生
る
。
右
手
を

以
て
天
を
指
し
ゝ
や
否
や
は
知
ら
ね
ど
、
大
喝
一
声
し
て
い
ふ
、
吾
徒
は
旧

仏
教
と
絶
縁
せ
り
と
。

　

本
願
寺
内
事
局
の
総
免
職　

本
願
寺
内
事
局
に
ご
た
〳
〵
あ
り
。
月
の
三

日
、
総
免
職
を
喰
ふ
。

　

印
度
大
飢
饉
の
報　

あ
り
。
東
京
府
下
の
仏
教
主
義
雑
誌
社
月
の
十
一
日

を
以
て
、
上
野
三
宜
亭
に
聨
合
会
を
催
し
、
其
聨
合
会
の
名
を
以
て
四
方
に

義
金
を
募
る
。
募
集
金
額
実
に
五
千
七
百
五
十
五
円
八
十
五
銭
七
厘
。
聊
か

仏
教
主
義
雑
誌
社
聨
合
会
の
面
目
を
施
す
。

　

夏
期
講
習
会　

十
一
日
よ
り
都
合
二
週
間
東
海
道
沼
津
に
催
す
。
会
す
る

も
の
多
く
は
仏
教
主
義
の
青
年
。
基
督
教
徒
も
亦
十
七
日
よ
り
函
根
に
夏
期

学
校
を
開
く
。

　

基
督
教
音
楽
会　

印
度
飢
饉
救
済
の
目
的
を
以
て
上
野
に
慈
善
音
楽
会
を



─ 　  ─

「
明
教
新
誌
」・「
日
出
国
新
聞
」
に
お
け
る
仏
骨
奉
迎
の
記
事
に
つ
い
て
（
上
）

143

104

開
く
。
月
の
十
四
日
な
り
。

仏
骨
奉
迎
騒
ぎ
〔
明
治
34
年
１
月
４
日　

第
四
五
七
七
号
〕

月
の
十
九
日
、
仏
骨
妙
法
院
に
入
る
。
煙
火
揚
り
歓
声
涌
き
、
二
十
有
余
万

の
道
俗
京
洛
の
地
に
集
る
。
二
十
有
余
名
の
卒
倒
者
を
出
せ
る
は
是
非
な
し

と
す
る
も
、
歌
妓
五
十
何
名
を
其
列
中
へ
加
へ
た
る
の
醜
や
嗤
ふ
べ
し
。

　

仏
光
寺
派
本
山
会
議　

月
の
廿
五
日
よ
り
三
十
日
ま
て
開
か
る
。
教
学
二

途
並
に
財
政
問
題
に
つ
い
て
議
せ
し
な
る
べ
し
。

大
菩
提
会
理
事
会
〔
明
治
34
年
１
月
４
日　

第
四
五
七
七
号
〕

月
の
二
十
九
日
妙
法
院
に
開
か
る
。
仏
骨
奉
迎
の
跡
方
附
け
に
つ
い
て
な
る

べ
し
。

　
　

△
こ
の
月
真
宗
大
学
證
書
授
与
式
あ
り
。
浄
土
宗
高
等
学
院
亦
こ
れ
を

挙
く
。

　
　

△
時
宗
大
学
林
も
亦
た
同
じ
く
こ
れ
を
行
ふ
。

　
　

△
仏
教
主
義
雑
誌
社
聨
合
会
書
を
、
各
宗
管
長
並
に
大
菩
提
会
に
送

る
。
大
菩
提
会
何
等
の
返
事
を
与
へ
ず
。
各
宗
管
長
中
亦
た
二
、
三

こ
れ
を
与
へ
さ
る
も
の
あ
り
。
礼
を
知
ら
ず
と
て
罵
る
声
聞
ゆ
。

菩
提
会
今
春
の
方
針
〔
明
治
34
年
１
月
６
日　

第
四
五
七
八
号
〕

頃
日
客
の
該
会
の
某
理
事
を
訪
づ
れ
、
現
今
の
消
息
よ
り
今
年
度
に
於
け
る

方
針
を
質
せ
し
に
、
某
氏
は
詳
細
な
る
現
況
と
今
春
の
方
針
と
を
談
ぜ
ら
れ

し
か
ば
、
目
下
仏
骨
東
遷
に
関
し
世
論
囂
々
た
る
今
日
、
読
者
の
参
考
に
も

や
と
談
話
の
侭
を
左
に
録
す
。

　

今
日
の
菩
提
会
も
ヒ
ツ
ソ
リ
し
た
様
な
感
慨
も
あ
り
ま
せ
う
が
、
目
下
後

藤
さ
ん
抔
は
熱
心
に
巡
廻
し
て
居
ら
れ
ま
す
。
本
年
の
方
針
に
対
し
て
は

関
東
の
方
で
は
大
分
仏
骨
を
東
京
に
遷
す
こ
と
に
尽
力
し
騒
い
で
い
る
様

子
で
す
が
、
本
会
の
方
針
は
こ
う
で
す
。
本
年
の
三
月
の
上
旬
を
期
し
、

仏
舎
利
の
お
供
を
し
て
名
古
屋
一
泊
、
池
上
の
本
門
寺
に
一
泊
を
致
し
ま

し
て
、
池
上
よ
り
東
京
に
練
り
行
き
、
三
月
の
十
五
日
に
盛
大
に
奉
迎
式

を
行
ひ
、
そ
れ
よ
り
二
週
間
も
法
要
を
営
み
ま
し
て
、
其
の
間
に
各
宗
管

長
会
議
を
東
都
の
真
中
に
開
い
て
、
仏
舎
利
を
安
置
す
る
場
所
を
確
定
す

る
考
で
あ
り
ま
す
。
此
の
如
く
管
長
会
議
を
東
京
に
開
く
こ
と
に
致
し
ま

す
と
、
東
京
方
面
の
各
寺
院
は
、
無
論
仏
骨
を
日
本
の
首
府
東
京
に
安
置

す
る
こ
と
に
尽
力
す
る
こ
と
は
明
な
こ
と
で
す
。
故
に
京
都
方
面
の
人
々

は
、
飽
ま
で
そ
の
利
害
得
失
を
明
に
し
て
、
京
都
に
安
置
す
る
方
針
を
取

ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
か
う
申
す
と
仏
骨
の
安
置
に
就
て
大
騒
ぎ
を
始
め

る
様
に
見
へ
ま
す
が
、
唯
適
當
な
る
場
所
を
選
定
し
、
仏
舎
利
を
安
置
す

る
様
に
致
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
尤
も
本
会
の
方
針
は
、
三
月
十
五
日
よ

り
法
要
を
執
行
し
て
直
ち
に
京
都
に
移
し
、
四
月
十
五
日
大
菩
提
会
の
発

会
式
を
挙
げ
た
い
考
で
御
座
り
ま
す
。
兎
に
角
斯
様
な
方
針
で
あ
り
ま
す

が
、
仏
骨
を
安
置
す
る
場
所
に
就
て
は
そ
れ
〳
〵
議
論
も
あ
り
ま
せ
う
。

東
京
に
置
く
こ
と
に
す
れ
ば
東
北
方
面
の
布
教
に
対
し
て
は
便
宜
で
せ
う

が
、
関
西
の
方
で
は
そ
う
は
行
き
ま
せ
ぬ
。
マ
ア
安
置
の
場
所
を
確
定
す

る
方
針
は
、
又
後
日
御
話
し
致
す
こ
と
に
致
ま
せ
う
云
云
。

吾
人
は
唯
、
日
本
全
体
の
仏
教
体
面
に
傷
け
ざ
る
様
十
分
に
各
地
方
の
便
利
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を
計
り
、
適
當
な
る
場
所
を
撰
定
し
て
仏
骨
を
安
置
し
、
之
と
同
時
に
活

溌
々
地
の
運
動
を
以
て
、
実
地
布
教
に
尽
瘁
せ
ら
れ
ん
を
望
む
も
の
な
り
。

仏
骨
遷
座
〔
明
治
34
年
１
月
６
日　

第
四
五
七
八
号
〕

大
菩
提
会
に
て
は
、
今
年
四
月
八
日
よ
り
五
月
十
五
日
ま
で
、
大
仏
妙
法
院

仮
奉
安
殿
に
於
て
仏
骨
拝
瞻
会
を
執
行
す
る
に
付
き
、
東
京
仏
教
徒
は
右
拝

瞻
会
に
先
だ
ち
、
来
三
月
東
京
に
於
て
奉
迎
会
を
行
ひ
た
し
と
て
照
会
し
来

り
た
る
に
付
、
此
程
協
議
会
を
開
き
之
を
是
認
し
た
る
由
な
り
。

仏
骨
東
遷
論
（
上
）〔
明
治
34
年
１
月
14
日　

第
四
五
八
二
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仏
骨
奉
安
地
は
東
京
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
）

冷
か
な
る
理
眼
を
以
て
せ
ば
、
た
ゞ
こ
れ
一
片
の
死
骨
。
野
に
棄
つ
る
も

可
、
谷
に
投
ず
る
も
可
。
狗
子
に
喫
却
せ
し
む
る
何
ん
の
択
ふ
所
ぞ
。
況
ん

や
地
の
東
西
を
論
ず
る
が
如
き
は
抑
も
末
な
り
。
然
れ
ど
も
姑
く
冷
酷
な
る

脳
髄
を
離
れ
、
煖
き
情
熱
、
燃
ゆ
る
が
如
き
信
仰
力
を
以
て
こ
れ
を
見
ん

か
、
こ
れ
我
が
教
祖
の
面
影
な
り
、
紀
念
物
な
り
。
四
十
九
年
の
説
法
は
こ

の
骨
に
依
つ
て
造
ら
れ
た
る
肉
身
に
於
て
せ
ら
れ
、
円
満
無
碍
の
道
法
は
少

な
く
と
も
こ
の
骨
と
絶
つ
べ
か
ら
さ
る
直
接
的
関
係
を
有
す
。
吾
徒
は
彼
の

仏
骨
其
も
の
を
以
て
直
ち
に
霊
薬
と
為
し
、
こ
れ
を
以
て
万
病
を
治
せ
ん
と

す
る
が
如
き
、
若
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
神
秘
的
妖
怪
者
流
の
説
は
極
力
こ

れ
を
斥
く
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
亦
た
こ
れ
を
以
て
尋
常
一
様
の
死
骨
と
し
て

棄
て
ゝ
顧
み
ざ
る
の
冷
酷
、
残
忍
、
無
情
の
徒
を
斥
く
。
仏
骨
、
争
で
か
尋

常
一
様
の
死
骨
と
均
し
か
ら
ん
や
。

吾
徒
が
、
仏
骨
に
対
す
る
の
情
は
、
祖
先
の
直
接
的
紀
念
仏
と
し
て
の
情
な

り
。
医
薬
を
兼
業
せ
し
め
ん
と
し
て
の
情
に
は
あ
ら
ず
。
こ
れ
に
依
つ
て
古

へ
を
偲
び
、
霊
山
会
上
、
仏
陀
生
存
當
時
の
状
態
を
容
易
に
追
想
し
、
思
念

し
、
欣
慕
す
。
直
接
的
紀
念
物
と
し
て
何
者
か
能
く
こ
れ
に
如
く
も
の
あ
ら

ん
や
。
其
仏
骨
に
依
つ
て
迷
信
を
鼓
吹
す
と
い
ふ
が
如
き
も
未
だ
吾
徒
の
心

情
を
解
せ
ざ
る
も
の
ゝ
皮
想
的
観
察
の
み
。

仏
骨
を
以
て
迷
信
鼓
吹
の
具
と
見
る
は
、
既
往
の
習
癖
を
以
て
明
治
の
今
日

を
推
さ
ん
と
す
る
も
の
な
り
。
仏
骨
と
迷
信
と
は
固
と
何
等
の
関
係
あ
ら

ず
。
既
往
迷
信
の
熾
ん
な
る
時
代
に
於
て
、
こ
れ
を
一
種
の
霊
物
視
し
、
或

は
こ
れ
に
依
つ
て
冥
福
を
祈
り
、
乃
至
医
薬
の
兼
業
を
営
ま
し
め
ん
と
し
た

る
は
固
と
迷
信
の
罪
に
し
て
仏
骨
の
罪
に
あ
ら
ず
。
既
往
の
習
癖
既
往
の
迷

信
を
捕
へ
来
つ
て
、
難
を
仏
骨
に
及
ぼ
さ
ん
と
す
る
は
本
末
を
顛
倒
せ
る
な

り
。
原
因
結
果
を
誤
れ
る
な
り
。
仏
骨
が
迷
信
に
結
び
付
け
ら
れ
て
、
非
常

の
災
難
を
蒙
り
し
を
忘
れ
た
る
な
り
。
迷
信
な
る
原
因
は
種
々
の
災
ひ
を
為

せ
り
。
然
れ
ど
も
仏
骨
其
も
の
が
迷
信
を
鼓
吹
す
と
い
ふ
は
こ
れ
痴
人
の
痴

言
の
み
、
又
論
ず
る
に
足
ら
ん
や
。
斯
く
の
如
く
、
吾
徒
は
仏
骨
を
祖
先
の

紀
念
物
と
し
て
迎
ふ
。
既
に
祖
先
の
紀
念
物
た
り
。
こ
れ
を
奉
安
す
る
の
地

は
宜
し
く
紀
念
物
奉
安
地
と
し
て
最
も
適
當
の
地
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
紀

念
物
奉
安
の
適
応
地
、
こ
れ
京
都
か
、
東
京
か
、
但
し
は
奈
良
か
叡
山
か
。

仏
骨
奉
安
地
に
つ
い
て
は
世
論
区
々
、
未
だ
一
定
す
る
所
あ
ら
ず
。
或
者
は

京
都
と
い
ひ
、
或
者
は
東
京
と
い
ひ
、
或
は
奈
良
、
或
は
叡
山
、
其
他
種
々

説
を
為
す
も
の
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
未
だ
確
た
る
定
説
な
し
。
然
れ
ど
も
吾

徒
は
、
本
来
の
持
説
と
し
て
飽
く
ま
で
も
東
京
説
を
主
張
す
。
吾
徒
が
東
京
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説
を
主
張
す
る
は
、
蓋
し
紀
念
物
奉
安
地
と
し
て
最
も
東
京
を
適
當
と
認
む

れ
ば
な
り
。

仏
骨
東
遷
論
（
下
）〔
明
治
34
年
１
月
18
日　

第
四
五
八
四
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仏
骨
奉
安
地
は
東
京
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
）

無
情
、
冷
淡
、
残
忍
、
酷
薄
の
徒
は
姑
く
い
は
ず
。
既
往
の
習
癖
、
既
往
の

迷
信
を
去
り
、
清
新
穏
健
の
思
想
と
、
煖
き
情
熱
、
燃
ゆ
る
が
如
き
信
仰
力

を
以
て
こ
れ
を
見
る
。
仏
陀
の
遺
弟
子
、
仏
陀
の
児
孫
た
る
も
の
、
誰
れ

か
、
其
師
、
其
祖
先
の
直
接
的
紀
念
物
を
思
は
ざ
ら
ん
や
。
而
し
て
其
所
謂

直
接
的
紀
念
物
な
る
仏
骨
を
奉
安
せ
ん
と
す
る
に
當
り
京
都
可
な
る
か
、
東

京
可
な
る
か
、
奈
良
、
叡
山
可
な
る
か
と
の
問
ひ
に
対
し
、
吾
徒
は
一
も
二

も
な
く
東
京
説
を
主
張
せ
ん
と
す
る
も
の
な
り
。

仏
骨
奉
安
地
と
し
て
東
京
説
を
主
張
せ
ん
と
す
る
吾
徒
に
如
何
な
る
理
由
あ

り
や
。
其
根
本
的
説
明
は
如
何
、
京
都
説
を
主
張
す
る
も
の
は
、
今
古
の
歴

史
と
市
の
繁
栄
問
題
を
立
論
の
基
礎
と
し
、
奈
良
説
、
叡
山
説
を
主
張
す
る

も
の
は
、
中
古
の
歴
史
と
迷
信
問
題
を
立
論
の
基
礎
と
す
。

迷
信
問
題
の
愚
論
採
る
に
足
ら
ざ
る
は
既
に
い
へ
る
が
如
し
。
市
の
繁
栄
問

題
は
固
と
こ
れ
私
情
に
制
せ
ら
る
ゝ
も
の
。
私
情
を
以
て
公
議
に
敵
せ
し
め

ん
と
す
る
は
到
底
其
可
な
る
を
知
ら
ず
。
独
り
、
歴
史
説
の
み
幾
分
耳
を
傾

く
る
に
足
る
も
の
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
今
古
並
に
中
古
の
歴

史
が
祖
先
の
紀
念
物
を
奉
安
す
る
に
、
究
意
幾
干
の
価
値
あ
り
と
為
す
や
。

間
接
的
、
枝
末
的
理
由
と
し
て
は
幾
分
耳
を
傾
く
る
に
足
る
も
の
あ
ら
ん
。

然
れ
ど
も
根
本
的
、
直
接
的
理
由
と
し
て
は
、
何
等
其
価
値
を
見
出
す
能
は

ざ
る
を
如
何
せ
ん
。

仏
骨
と
い
は
ず
、
其
他
の
紀
念
物
と
い
は
ず
、
凡
て
紀
念
物
本
来
の
目
的

は
、
多
数
児
孫
の
意
思
を
遺
憾
な
く
満
足
せ
し
む
る
に
在
り
。
こ
れ
を
以

て
、
若
し
其
紀
念
物
に
し
て
可
分
の
性
情
を
有
す
る
も
の
な
ら
ん
に
は
、
直

ち
に
其
紀
念
物
を
分
配
し
て
児
孫
に
適
當
の
満
足
を
与
ふ
べ
く
、
こ
れ
に
反

し
て
不
可
分
の
性
情
を
有
す
る
も
の
な
ら
ん
に
は
、
多
数
児
孫
の
意
思
を
満

足
せ
し
む
る
に
足
る
の
地
を
選
定
し
て
、
以
て
こ
れ
を
安
置
せ
し
む
る
を
要

す
。
仏
骨
な
る
紀
念
物
は
、
日
本
に
迎
へ
ざ
る
以
前
、
即
ち
暹
羅
国
王
の
手

に
在
り
し
時
代
は
、
乃
ち
可
分
の
性
情
を
有
し
た
り
し
や
疑
ふ
べ
か
ら
ず
。

爰
を
以
て
彼
れ
は
、
多
数
児
孫
の
意
思
を
満
足
せ
し
む
る
の
目
的
の
下
に
其

一
分
を
我
れ
に
贈
り
ぬ
。
我
れ
は
日
本
仏
教
徒
、
各
宗
聨
合
の
名
の
下
に
こ

れ
を
受
け
た
り
。
而
か
も
少
量
の
仏
骨
を
受
け
た
り
。
所
謂
暹
羅
に
在
つ
て

は
可
分
の
性
情
を
有
し
た
り
し
仏
骨
も
、
一
度
び
其
可
分
を
行
ひ
し
後
は
大

に
其
性
情
を
一
変
せ
り
。
却
つ
て
不
可
分
の
性
情
を
多
く
有
す
る
に
至
り

ぬ
。
然
り
、
暹
羅
に
於
け
る
可
分
の
仏
骨
は
日
本
に
於
け
る
不
可
分
の
仏
骨

と
な
れ
り
。
こ
の
不
可
分
の
仏
骨
、
或
る
一
定
の
場
所
に
奉
安
す
る
に
當
つ

て
は
其
本
来
の
目
的
、
多
数
児
孫
の
意
思
を
満
足
せ
し
む
る
が
為
め
に
、
最

も
其
児
孫
に
便
益
の
地
を
選
ま
さ
る
べ
か
ら
ず
。

東
京
は
衆
人
輻
輳
の
所
、
多
数
児
孫
に
取
つ
て
最
も
便
益
の
地
た
り
。
吾
徒

は
こ
の
理
由
よ
り
し
て
東
京
説
を
主
張
す
。
こ
れ
紀
念
物
奉
安
地
と
し
て
其

本
来
の
目
的
よ
り
生
す
る
必
然
的
断
案
な
ら
ず
や
。

陽
春
三
月
、
京
都
妙
法
院
に
安
置
す
る
仏
骨
を
東
都
に
遷
す
の
議
あ
り
。
我

徒
は
永
遠
に
こ
れ
を
東
都
に
遷
し
、
覚
王
殿
を
こ
の
地
に
建
設
す
る
の
頗
る
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正
義
な
る
を
思
ふ
。
一
時
東
都
に
遷
し
て
再
ひ
西
都
に
帰
ら
し
め
ん
と
す
る

が
如
き
は
、
具
眼
の
土
の
取
ら
さ
る
所
。
希
は
く
は
永
遠
に
東
都
に
遷
し

て
、
以
て
児
孫
多
数
の
意
思
を
遺
憾
な
く
満
足
せ
し
む
る
の
挙
を
為
せ
。
敢

て
當
局
の
士
、
並
に
天
下
の
識
者
に
質
す
。

大
菩
提
会
と
稲
垣
公
使
〔
明
治
34
年
１
月
22
日　

第
四
五
八
六
号
〕

在
暹
稲
垣
公
使
は
、
大
菩
提
会
総
理
村
田
寂
順
師
に
書
を
寄
せ
、
暹
羅
国
皇

帝
陛
下
の
意
思
を
洩
ら
し
た
る
が
、
同
公
使
が
去
年
九
月
廿
一
日
、
陛
下
御

誕
辰
祝
賀
の
為
め
参
内
謁
見
の
際
、
陛
下
は
日
本
に
於
て
盛
大
な
る
御
遺
形

奉
迎
式
を
挙
行
し
た
る
状
況
に
付
き
、
日
本
駐
剳
公
使
よ
り
写
真
を
添
へ
た

る
報
告
に
接
し
、
日
本
仏
教
徒
が
御
遺
形
を
歓
迎
す
る
の
状
、
恰
も
児
子
が

慈
母
を
慕
ふ
に
等
し
け
れ
と
て
、
非
常
に
満
足
に
見
受
け
ら
れ
た
り
と
。
尚

ほ
同
陛
下
は
仏
教
に
関
す
る
図
書
館
を
當
地
に
建
設
せ
ら
る
べ
き
御
計
画
に

て
、
已
に
外
務
、
内
務
、
文
部
等
の
諸
大
臣
を
挙
げ
て
其
委
員
と
し
、
印

度
、
緬
甸
等
に
於
け
る
古
今
の
仏
書
并
に
欧
洲
に
於
け
る
仏
書
に
関
す
る
著

書
等
を
蒐
集
中
な
り
け
れ
ば
、
日
本
仏
教
徒
は
釈
尊
御
遺
形
分
与
に
対
す
る

御
礼
と
し
て
、
日
本
各
宗
派
の
仏
書
を
蒐
集
し
て
同
陛
下
へ
奉
呈
致
さ
れ
な

ば
、
陛
下
の
御
満
足
に
止
ま
ら
ず
、
蓋
し
仏
教
の
為
め
一
大
慶
事
な
ら
ん
と

勧
告
せ
り
。
同
公
使
は
今
後
微
力
の
及
ぶ
限
り
當
方
面
に
尽
力
致
す
べ
き
筈

な
り
と
云
ふ
。

仏
国
東
遷
の
議
確
定
す
〔
明
治
34
年
１
月
24
日　

第
四
五
八
七
号
〕

日
本
大
菩
提
会
に
て
は
、
弥
よ
来
る
三
月
中
旬
を
以
て
仏
骨
を
東
京
に
遷
す

事
に
確
定
し
、
上
野
公
園
博
物
館
前
の
広
地
に
祠
堂
を
建
築
し
、
之
れ
に
安

置
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
り
。
又
其
の
事
務
所
は
芝
公
園
内
浄
土
宗
々
務
所

に
設
置
す
べ
し
と
云
ふ
。

大
日
本
菩
提
会
協
議
会
〔
明
治
34
年
１
月
26
日　

第
四
五
八
八
号
〕

大
日
本
菩
提
会
協
議
会
は
、
去
る
二
十
日
午
後
一
時
よ
り
、
洛
東
妙
法
院
に

お
い
て
開
会
。
例
の
秘
密
会
と
て
奥
ま
り
た
る
御
堂
の
間
に
催
さ
れ
た
り
。

出
席
者
は
融
通
念
仏
宗
、
外
二
宗
を
除
き
、
各
派
の
委
員
二
十
三
名
に
て
、

村
田
総
理
議
長
席
に
つ
き
、
仏
骨
拝
瞻
会
を
三
月
廿
日
よ
り
四
月
八
日
ま
で

京
都
妙
法
院
に
お
い
て
催
す
こ
と
、
四
月
十
五
日
よ
り
五
月
十
五
日
ま
で
東

京
有
志
の
望
に
よ
り
同
地
の
奉
迎
会
に
出
張
す
る
こ
と
、
及
び
右
に
関
す
る

準
備
の
た
め
一
時
資
金
借
入
の
件
、
其
他
皇
族
を
総
理
に
推
す
こ
と
、
理
事

改
選
の
こ
と
等
に
つ
き
協
議
せ
し
が
、
種
々
議
論
出
で
決
議
に
至
ら
ず
し

て
、
午
後
六
時
頃
散
会
し
其
翌
日
も
種
々
協
議
す
る
所
あ
り
。
二
十
二
日
に

至
り
、
協
議
の
結
果
拝
瞻
会
は
四
月
八
日
よ
り
廿
八
日
ま
で
妙
法
院
に
て
執

行
す
る
事
に
な
り
、
法
要
部
、
供
養
部
、
庶
務
部
、
会
計
部
、
協
讃
部
の
各

部
に
分
ち
各
部
に
委
員
を
置
く
に
決
せ
り
。
法
要
部
委
員
は
法
要
執
行
に
関

す
る
諸
般
の
事
項
、
式
場
に
関
す
る
諸
般
の
事
項
、
参
拝
者
に
関
す
る
事
項

を
主
り
、
供
養
部
委
員
は
典
供
に
関
す
る
事
項
、
法
要
の
出
勤
者
集
会
所
并

に
饗
膳
に
関
す
る
事
項
、
参
拝
者
待
遇
に
関
す
る
事
項
、
諸
係
員
の
賄
に
関

す
る
事
項
を
主
り
、
庶
務
部
委
員
は
文
書
の
往
復
拝
瞻
会
當
録
編
纂
に
関
す

る
事
項
、
菩
提
会
発
会
式
及
び
起
工
式
に
関
す
る
事
項
、
各
部
に
属
せ
ざ
る

都
の
事
項
を
主
り
、
会
計
部
委
員
は
金
穀
物
品
の
出
納
に
関
す
る
事
項
、
拝
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瞻
会
に
要
す
る
金
穀
収
納
に
関
す
る
事
項
、
式
場
其
他
に
要
す
る
諸
般
の
器

具
調
製
及
保
存
に
関
す
る
事
項
、
雇
入
人
に
関
す
る
事
項
を
主
り
、
協
讃
部

委
員
は
寺
院
信
徒
其
他
団
体
の
協
議
に
関
す
る
事
項
、
各
本
山
什
宝
品
展
覧

に
関
す
る
事
項
、
参
拝
者
に
交
通
便
利
を
与
ふ
る
事
項
、
各
地
建
札
に
関
す

る
事
項
を
主
る
事
と
し
、
各
部
委
員
は
各
宗
派
よ
り
選
出
す
る
事
、
ま
た
各

部
委
員
は
各
宗
派
委
員
抽
籖
を
以
て
各
部
属
を
定
む
る
事
、
互
選
を
以
て
其

部
に
委
員
長
一
人
を
置
く
事
を
議
決
し
、
拝
瞻
会
に
関
す
る
総
て
の
事
項
は

奉
安
事
務
総
理
の
監
督
に
属
す
る
事
、
各
部
委
員
は
別
に
衣
食
を
給
せ
ず
、

尤
も
実
費
を
支
給
す
る
も
の
若
く
は
報
謝
を
贈
与
す
る
事
に
決
せ
り
と
。
因

に
記
す
東
京
出
開
帳
の
日
限
は
三
月
廿
日
よ
り
四
月
四
日
と
し
、
其
途
中
名

古
屋
に
於
て
一
日
間
拝
瞻
会
を
行
ふ
こ
と
に
決
し
た
り
。
尚
ほ
東
京
に
於
け

る
出
開
帳
の
場
所
は
未
定
な
れ
ど
も
、
多
分
大
谷
派
本
願
寺
浅
草
別
院
を
以

て
之
に
充
つ
る
な
ら
ん
と
云
ふ
。

遺
形
奉
迎
費
の
寄
附
〔
明
治
34
年
１
月
28
日　

第
四
五
八
九
号
〕

本
願
寺
派
の
藤
島
了
穏
氏
は
、
釈
尊
遺
形
奉
迎
使
の
一
行
に
加
は
り
暹
羅
国

へ
渡
航
せ
し
が
、
之
が
為
め
同
氏
の
要
し
た
る
旅
費
は
同
派
本
山
に
て
一
時

繰
替
へ
置
き
し
に
、
此
程
大
菩
提
会
の
募
財
金
中
よ
り
支
出
す
る
事
に
及
び

た
れ
ど
も
、
其
繰
替
金
五
百
六
十
三
円
余
を
悉
皆
奉
安
事
務
所
に
寄
附
せ
し

由
。

日
本
大
菩
提
会
〔
明
治
34
年
２
月
２
日　

第
四
五
九
〇
号
〕

京
都
な
る
同
会
本
部
に
て
は
、
去
月
二
十
日
各
宗
委
員
会
の
決
議
に
基
き
、

各
宗
派
よ
り
二
名
或
は
四
名
づ
ゝ
の
委
員
を
推
選
し
、
都
合
五
十
名
の
委
員

が
全
国
へ
遊
説
す
る
こ
と
に
な
り
、
此
の
程
豊
田
心
静
（
日
蓮
宗
）
氏
は
、

去
月
二
十
五
日
加
賀
地
方
へ
、
又
間
野
闡
門
（
大
谷
派
）
氏
は
、
去
る
三
十

日
能
登
地
方
ヘ
向
け
出
発
せ
り
。
尚
大
谷
派
五
名
の
委
員
は
本
多
善
明
、
間

野
闡
門
、
日
向
順
照
、
天
本
梅
可
、
大
反
秀
諦
の
五
氏
な
り
と
。

大
日
本
菩
提
会
近
事
〔
明
治
34
年
２
月
２
日　

第
四
五
九
〇
号
〕

仝
会
大
谷
派
委
員
は
、
過
日
よ
り
更
迭
し
て
小
栗
憲
一
郎
事
務
所
に
出
頭
し

執
務
し
居
り
。
又
仝
会
理
事
に
し
て
天
台
宗
委
員
た
る
薗
光
轍
氏
は
此
程
辞

表
せ
り
。
後
任
未
定
。
△
同
会
に
て
は
今
度
監
事
二
名
を
新
設
す
る
事
と
な

り
、
大
谷
派
の
和
田
円
什
、
妙
心
寺
派
の
前
田
誠
節
二
師
を
推
選
し
、
過
日

村
田
総
理
よ
り
辞
令
書
を
送
れ
り
。
△
仝
会
協
賛
会
を
組
織
の
事
に
付
て
は

曽
て
記
せ
し
が
、
愈
来
る
二
月
十
日
役
員
会
を
開
き
、
之
が
協
議
を
な
す

筈
。
△
大
仏
妙
法
院
に
仮
奉
安
せ
る
釈
尊
遺
形
は
、
予
記
の
如
く
三
月
十
五

日
よ
り
東
京
へ
遷
し
、
奉
迎
会
を
執
行
す
る
事
に
決
定
せ
し
が
、
四
月
四
日

に
は
當
地
に
奉
還
し
、
同
月
八
日
よ
り
廿
八
日
迄
三
週
間
、
盛
ん
な
る
拝
瞻

会
を
営
む
計
画
な
り
と
。

仏
教
徒
懇
話
会
の
記
〔
明
治
34
年
２
月
20
日　

第
四
五
九
九
号
〕

雪
も
降
ら
ず
雨
も
降
ら
ず
、
懇
話
会
は
名
に
於
い
て
実
に
於
い
て
相
違
な
く

懇
話
会
な
り
し
な
り
。
会
は
予
定
の
如
く
十
七
日
午
後
一
時
よ
り
上
野
精
養

軒
に
開
か
る
。
此
の
日
、
脇
田
の
大
僧
正
、
文
雅
の
先
生
、
筆
頭
第
一
に
記

さ
れ
、
専
清
博
士
の
殿
に
て
総
勢
挙
つ
て
五
十
六
名
、
多
数
と
言
ふ
可
か
ら
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ず
。
然
れ
ど
も
発
起
人
が
予
定
せ
る
数
よ
り
も
多
か
り
し
。

や
が
て
一
同
食
卓
に
着
く
を
待
ち
、
梅
原
薫
山
、
来
会
者
を
指
定
し
、
次
で

境
野
哲
、
開
会
の
趣
旨
を
述
ぶ
。
先
輩
と
青
年
と
の
間
に
連
絡
は
つ
い
て
居

ら
ぬ
か
ら
、
我
々
は
二
者
を
密
接
せ
し
め
、
そ
う
し
て
こ
の
先
輩
か
ら
教
を

受
け
た
い
の
で
あ
る
と
い
ふ
に
て
あ
り
き
。
次
で
小
駒
は
雑
誌
記
者
懇
話
会

の
報
告
を
為
せ
り
。

大
道
叢
誌
は
書
面
を
以
て
加
名
を
拒
絶
せ
り
。
中
央
公
論
、
統
一
団
報
は
ま

た
曽
て
一
度
も
消
息
を
得
ず
と
の
語
あ
り
き
。

次
で
大
内
青
巒
居
士
は
、
来
賓
総
代
と
し
て
席
に
立
て
り
。
旧
仏
徒
と
の
丁

度
中
間
に
立
て
る
私
を
総
代
に
撰
ん
で
下
さ
つ
た
の
は
、
是
は
尤
も
の
事
で

あ
る
と
信
じ
ま
す
る
を
前
置
に
、
硬
言
軟
語
舌
に
任
せ
て
織
り
出
し
、
す
ら

〳
〵
口
に
流
し
て
、
一
言
一
語
滞
り
な
く
言
ひ
廻
は
さ
る
は
、
飽
く
ま
で
ス

ピ
ー
カ
ー
と
こ
そ
は
知
ら
れ
け
り
。

是
よ
り
舞
台
は
変
り
ぬ
。
し
ば
し
の
間
は
ド
リ
ン
ク
と
エ
ー
チ
ン
グ
の
競
争

は
演
ぜ
ら
れ
し
幕
に
て
あ
り
き
。

老
翁
は
起
ち
ぬ
。
お
精
進
派
の
老
翁
は
起
ち
ぬ
。
彼
は
そ
も
何
を
か
言
は
ん

と
す
る
。
西
洋
料
理
の
甘
さ
う
な
る
を
見
、
羨
望
に
堪
へ
や
ら
で
や
。
骨
の

問
題
は
翁
の
口
を
衝
い
て
出
で
き
、
ソ
ハ
馬
骨
に
な
ら
ず
牛
骨
に
あ
ら
で
、

仏
骨
な
り
と
は
知
ら
れ
け
り
。
日
置
黙
仙
禅
師
の
名
を
聞
い
て
、
如
何
に
も

相
応
は
し
き
提
出
者
な
り
と
人
々
感
じ
合
へ
ぬ
。
火
は
遂
に
仏
骨
に
点
じ

ぬ
。
同
派
の
髙
橋
と
な
ん
呼
ぶ
老
人
に
依
つ
て
益
煽
ら
れ
け
れ
ば
、
火
の
手

は
遂
に
肉
食
派
に
ま
で
拡
が
り
、
島
地
嘿
雷
の
老
師
中
々
黙
つ
て
は
居
ら

ず
、
織
田
の
気
焔
家
、
得
能
君
等
に
依
つ
て
舞
台
は
益
ど
よ
め
き
け
れ
ば
、

若
手
連
は
こ
れ
が
防
禦
に
困
じ
は
て
は
、
骨
は
今
日
、
ソ
ツ
プ
に
な
つ
て
居

る
な
ど
言
へ
る
も
あ
り
き
。

火
の
手
の
少
し
く
静
ま
る
を
見
て
、
井
上
眼
科
院
の
ド
ク
ト
ル
先
生
、
今
に

し
て
治
療
せ
で
は
遂
に
大
患
に
な
ら
ん
と
や
思
へ
け
ん
。
私
が
独
逸
に
留
学

し
た
時
に
を
切
口
上
に
風
は
西
向
と
な
り
、
彼
国
民
の
宗
教
に
篤
く
我
国
民

の
宗
教
に
冷
な
る
は
、
宗
教
家
の
未
だ
至
ら
ざ
る
所
あ
り
な
ど
云
へ
る
苦
い

薬
を
盛
り
、
次
で
是
も
ま
た
医
科
大
学
の
片
山
の
博
士
、
井
上
ド
ク
ト
ル
の

療
治
の
み
に
て
は
猶
手
ぬ
る
し
と
や
思
へ
け
ん
、
蔵
経
の
和
訳
問
題
は
こ
の

病
人
の
滋
養
物
な
り
と
て
、
所
謂
大
智
識
連
に
嘱
望
す
る
所
あ
り
た
り
。

風
は
再
び
精
進
派
に
向
へ
ぬ
。
高
津
の
老
翁
銀
髯
を
掀
じ
つ
ゝ
、
東
京
盲
唖

学
校
に
て
は
近
時
基
督
教
を
入
る
ゝ
議
あ
る
を
憤
慨
し
、
次
で
同
校
の
創
立

歴
史
を
語
り
、
仏
教
徒
の
為
せ
る
事
実
な
り
と
て
、
却
て
今
の
若
手
仏
徒
の

手
足
の
動
か
ざ
る
を
諷
じ
、
次
で
、
脇
田
僧
正
も
、
之
れ
を
引
受
け
て
気
焔

を
吐
き
、
仏
教
界
の
高
山
彦
九
郎
実
の
名
は
弘
之
君
、
悲
憤
の
口
調
と
慷
慨

の
態
度
と
も
半
マ
ゼ
に
し
、
遠
慮
会
釈
な
く
東
亜
仏
教
会
拡
張
演
説
を
始
め

た
り
。
新
聞
社
は
至
る
所
托
鉢
の
一
行
を
歓
迎
し
、
皆
五
円
つ
ゝ
喜
捨
せ

り
。
特
に
本
日
、
日
本
新
聞
の
如
き
は
香
を
焚
い
て
一
行
を
迎
へ
、
社
長
以

下
一
同
社
前
に
出
で
、
敬
意
を
表
せ
り
と
て
、
頗
る
得
意
ら
し
か
り
し
は
、

ド
コ
マ
デ
も
彦
九
郎
君
た
る
を
失
は
ず
。

若
し
此
侭
に
て
打
ち
過
ぎ
、
若
手
連
に
飛
火
あ
る
こ
と
の
あ
り
も
せ
ば
、
そ

れ
こ
そ
由
々
敷
騒
動
と
な
り
ぬ
べ
け
れ
。
い
ざ
打
ち
上
げ
時
は
今
ぞ
と
見
て

取
り
、
梅
原
薫
山
は
進
み
出
で
、
来
賓
諸
君
の
高
教
を
仰
ぎ
益
す
る
所
少
な

か
ら
ず
と
、
本
日
の
問
題
を
数
へ
て
謝
辞
を
来
賓
に
述
べ
、
閉
会
せ
る
は
五
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時
二
十
分
な
り
し
。
因
に
記
す
當
日
の
精
進
派
は
日
置
黙
仙
、
高
津
柏
樹
、

村
上
泰
音
、
大
道
長
安
、
道
金
信
教
、
高
田
道
見
、
髙
橋
正
三
郎
君
等
七
人

の
神
仙
達
に
て
あ
り
き
。

大
菩
提
会
名
誉
会
監
会
議
〔
明
治
34
年
２
月
20
日　

第
四
五
九
九
号
〕

大
菩
提
会
に
て
は
昨
年
十
月
妙
心
寺
に
開
き
、
各
宗
派
管
長
会
議
へ
会
則
改

正
案
、
並
に
会
員
募
集
に
関
す
る
件
を
附
議
せ
し
に
、
両
案
と
も
委
員
附
托

と
な
り
、
其
後
会
員
募
集
の
件
は
内
務
省
令
第
三
十
八
号
に
依
ら
ず
し
て
勧

募
す
る
事
に
決
し
た
る
も
、
会
則
改
正
案
は
未
決
の
侭
と
成
り
居
る
に
よ

り
、
昨
日
午
前
十
時
よ
り
妙
法
院
に
於
て
名
誉
会
監
会
（
各
宗
派
管
長
）
会

議
を
開
き
、
委
員
の
報
告
案
に
付
き
協
議
あ
る
由
。
右
に
付
委
員
は
去
る
十

一
日
午
後
よ
り
妙
法
院
に
於
て
総
会
を
開
き
、
改
正
案
に
付
て
審
議
せ
し

が
、
改
正
条
項
の
重
な
る
は
総
裁
及
び
会
長
を
置
く
こ
と
、
理
事
十
名
を
五

名
と
す
る
事
、
主
計
二
名
を
置
く
こ
と
、
役
員
の
月
手
當
を
止
実
費
弁
償
と

成
す
こ
と
等
な
り
し
。

仏
舎
利
拝
瞻
会
の
準
備
〔
明
治
34
年
２
月
22
日　

第
四
六
〇
〇
号
〕

仏
舎
利
拝
瞻
会
は
来
る
四
月
八
日
よ
り
廿
八
日
ま
で
、
妙
法
院
な
る
仮
奉
安

殿
に
行
ふ
こ
と
と
な
り
、
法
要
、
供
養
、
庶
務
、
会
計
、
協
讃
の
五
部
を
置

き
て
、
各
宗
派
よ
り
委
員
を
選
出
せ
し
め
し
が
、
尤
も
準
備
を
急
ぐ
も
の
は

協
讃
部
に
し
て
、
殊
に
拝
瞻
会
に
関
す
る
各
地
要
所
の
建
札
の
事
、
洛
東
洛

西
各
名
勝
寺
院
に
於
て
殿
舎
宝
物
を
会
員
に
観
覧
せ
し
む
る
事
に
付
、
本
部

よ
り
金
閣
寺
、
銀
閣
寺
、
其
他
に
交
渉
中
な
り
と
。
ま
た
参
拝
者
に
交
通
の

便
利
を
与
へ
ん
為
め
、
官
線
鉄
道
及
各
私
設
鉄
道
、
汽
船
等
の
割
引
も
手
数

は
意
外
に
か
ゝ
る
よ
し
に
て
、
両
三
日
前
よ
り
協
讃
部
委
員
九
名
は
、
日
々

出
席
し
居
れ
り
と
云
ふ
。

各
宗
派
管
長
会
〔
明
治
34
年
２
月
22
日　

第
四
六
〇
〇
号
〕

各
宗
派
管
長
会
は
弥
々
去
る
十
九
日
午
前
十
時
よ
り
、
大
仏
妙
法
院
に
開
会

し
、
拝
瞻
会
に
関
す
る
件
、
東
京
拝
迎
会
に
関
す
る
件
等
を
協
議
せ
し
が
、

其
の
最
も
重
な
る
議
案
は
、
菩
提
会
会
則
改
正
案
に
し
て
、
其
の
要
旨
は
総

裁
、
会
長
、
理
事
、
評
議
員
、
会
計
監
督
を
置
く
事
な
り
と
。

釈
尊
入
滅
二
千
八
百
五
十
年
紀
念
演
説
会
〔
明
治
34
年
２
月
24
日　

第
四

六
〇
一
号
〕
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生

釈
尊
入
滅
二
千
八
百
五
十
年
の
紀
念
演
説
会
と
云
ふ
の
で
、
二
月
十
五
日
の

正
午
過
か
ら
つ
め
か
け
た
。
正
面
の
涅
槃
像
に
向
ひ
少
時
の
儀
式
が
あ
つ

て
、
や
が
て
演
説
が
始
ま
つ
た
。
開
会
の
趣
旨
か
ら
村
上
専
精
師
の
演
説
ま

で
、
〆
て
九
名
の
弁
士
、
演
説
酣
な
る
頃
は
、
満
場
立
錐
の
地
な
し
と
云
ふ

の
で
、
殊
の
外
盛
会
で
あ
つ
た
。
演
説
か
、
演
説
も
面
白
可
笑
し
う
色
々
有

つ
た
が
、
実
は
是
と
い
ふ
聞
き
物
も
な
か
つ
た
。
松
井
雪
城
と
か
い
ふ
仁

が
、
仏
舎
利
に
つ
い
て
面
白
い
事
を
云
つ
た
。
僕
は
元
来
此
の
仁
の
持
論
と

い
ふ
者
を
聞
い
た
事
が
な
い
か
ら
、
真
面
目
で
い
つ
た
の
か
冷
か
し
て
い
つ

た
の
か
知
ら
ぬ
が
、「
此
節
仏
舎
利
の
御
東
遷
の
噂
が
あ
る
が
、
唯
今
は
所

ま
だ
早
か
ら
う
、
な
ぜ
な
れ
ば
、
お
舎
利
様
も
唯
今
の
所
、
妙
法
院
の
居
候
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見
た
様
な
訳
だ
か
ら
、
居
候
の
出
稼
き
と
い
ふ
も
チ
ト
面
白
く
な
い
」
と

サ
。
ハ
ヽ
│
、
ソ
コ
デ
ネ
、「
先
づ
覚
王
殿
を
造
つ
て
御
住
職
を
さ
せ
ね
ば

な
ら
な
い
が
、
其
覚
王
殿
に
、
是
非
一
万
五
千
坪
の
敷
地
が
入
る
。
そ
こ
で

東
京
で
は
六
ケ
し
い
、
何
所
が
善
か
ら
う
と
思
案
を
廻
ら
し
て
見
る
に
、
京

都
と
の
先
づ
中
央
で
、
遠
州
は
浜
松
城
下
よ
り
程
遠
か
ら
ぬ
味
方
ケ
原
の
マ

ン
中
に
持
ツ
て
ツ
た
ら
敷
地
が
た
ん
と
有
る
と
」
サ
、
ナ
ー
ル
程
。
そ
れ
か

ら
其
の
功
徳
が
大
し
た
者
だ
ヨ
、
一
に
曰
く
サ
、
當
年
白
刃
の
下
に
伏
し
た

る
幾
百
千
の
亡
霊
を
慰
め
る
。
二
に
曰
く
ダ
、
千
軒
位
の
家
は
間
も
な
く
其

の
周
囲
に
集
ま
り
来
り
て
、
今
の
お
舎
利
様
の
御
恩
沢
で
生
活
し
や
う
と

サ
、
妙
案
だ
ナ
。
所
が
ダ
、
幾
百
千
の
亡
霊
は
、
成
程
天
竺
直
伝
の
尊
と
き

仏
舎
利
の
御
利
益
で
、
慰
め
ら
れ
る
所
で
は
な
く
、
慰
み
過
ぎ
て
味
方
ケ
原

の
ま
ん
中
で
、
三
味
線
太
鼓
で
囃
し
立
て
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
併
し
モ
ー

一
つ
の
方
だ
、
千
軒
位
の
家
が
間
も
な
く
其
の
周
囲
に
集
ま
れ
ば
い
ゝ
が
、

是
も
五
十
年
昔
だ
と
物
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
此
の
節
の
人
間
は
り
こ

う
だ
が
ネ
、
東
海
道
鉄
道
は
何
十
回
と
往
復
し
て
居
て
、
熱
田
神
社
へ
参
る

の
は
、
又
何
時
か
名
古
屋
に
泊
ま
る
用
が
有
ツ
た
時
の
序
で
に
為
や
う
と
い

ふ
時
節
だ
か
ら
ネ
。
尤
も
建
築
事
務
所
が
其
の
ま
ゝ
お
舎
利
札
売
捌
所
と
な

る
の
外
に
、
掛
茶
屋
の
二
軒
も
団
子
屋
の
一
軒
も
、
お
舎
利
団
子
ツ
て
な
あ

ん
梅
で
サ
、
そ
れ
か
ら
寺
持
た
ず
の
坊
主
共
が
、
少
な
く
と
も
五
六
人
位
は

お
蔭
様
で
飯
に
あ
り
附
か
う
と
い
ふ
訳
だ
。
ナ
ー
ル
程
、
さ
う
し
て
見
り

や
、
随
分
御
利
益
も
有
る
ネ
。
ア
ツ
、
忘
れ
て
居
た
、
も
し
御
篤
志
の
御
方

は
、
右
に
つ
い
て
御
考
の
段
を
手
紙
で
知
ら
せ
て
下
さ
い
ツ
て
さ
う
い
ツ
た

ヨ
、
其
の
仁
が
サ
。
い
や
だ
よ
、
三
銭
あ
れ
ば
風
呂
に
行
ツ
て
五
厘
の
お
つ

り
が
来
る
も
の
。
…
…
そ
れ
か
ら
も
ツ
と
面
白
い
の
が
有
た
、
え
ら
い
卓
説

が
有
た
ヨ
。
名
古
屋
の
仁
で
近
藤
疎
賢
と
い
ふ
坊
サ
ン
が
、
皇
室
と
仏
教
と

云
演
説
で
大
気
焔
を
吐
い
た
。
登
壇
先
づ
僕
は
態
々
唯
一
席
の
演
説
の
為
て

名
古
屋
か
ら
来
た
ン
だ
か
ら
、
三
十
分
や
四
十
分
で
は
、
ど
ん
な
に
委
員
の

方
か
ら
催
促
し
た
ツ
て
止
め
は
せ
ぬ
。
ソ
コ
デ
マ
ア
一
時
間
…
…
（
此
の
時

僕
は
胸
が
冷
や
ツ
と
し
た
）
演
題
を
見
れ
は
分
か
り
切
ツ
た
様
な
事
を
、
而

も
落
ち
つ
き
払
つ
た
態
度
で
長
た
ら
し
く
や
ら
れ
た
に
は
、
聴
衆
一
同
よ
ほ

ど
閉
口
の
体
に
見
え
て
、
彼
処
此
処
に
止
せ
〳
〵
と
云
声
が
始
ま
つ
て
、
一

時
大
分
噪
い
だ
が
、
弁
士
は
相
更
ら
ず
泰
然
自
若
と
い
ふ
風
で
、
丸
で
公
徳

と
い
ふ
こ
と
の
意
義
を
知
つ
た
風
で
な
い
。
後
に
は
上
等
の
弁
士
も
控
へ
て

居
る
し
、
特
に
公
会
の
席
に
数
千
の
人
が
迷
惑
が
ツ
て
る
に
も
気
が
附
か
ぬ

と
は
、
随
分
ひ
ど
ひ
。
そ
れ
か
ら
其
の
仁
か
最
も
卓
説
と
い
ふ
の
は
、
今
上

天
皇
陛
下
に
は
、
大
変
仏
教
御
熱
心
で
居
ら
せ
ら
れ
る
と
サ
。
其
の
わ
け
と

い
ふ
に
昔
か
ら
大
師
号
を
お
下
け
に
成
た
天
子
様
は
多
い
が
、
今
上
天
皇
様

の
如
く
、
御
一
代
に
四
人
の
僧
へ
ま
で
大
師
号
を
贈
ら
れ
た
方
は
、
古
来
未

曽
有
だ
と
サ
。
成
程
妙
ナ
所
か
ら
割
出
し
だ
も
の
だ
ネ
。
此
の
仁
が
う
気
焔

万
丈
と
で
も
い
ふ
べ
き
論
は
、
宗
教
法
案
論
で
有
ツ
た
。
其
の
説
に
曰
く
、

聖
徳
太
子
の
憲
法
は
、
実
に
至
れ
り
尽
せ
り
だ
。
然
る
に
此
の
節
の
法
案
は

何
う
だ
と
い
ふ
に
、
千
有
余
年
来
、
是
程
我
国
と
因
縁
深
き
仏
教
を
耶
蘇
教

と
同
一
取
扱
に
す
る
な
ど
、
実
に
出
鱈
滅
法
案
だ
。
ソ
コ
で
我
々
が
一
生
懸

命
で
反
対
運
動
を
や
ツ
た
わ
け
だ
と
サ
。
其
の
勢
と
い
ツ
た
ら
す
ざ
ま
し
い

も
の
だ
ツ
た
が
、
考
へ
て
見
る
が
善
い
、
耶
蘇
教
家
も
国
民
だ
よ
。
天
皇
陛

下
の
大
御
心
に
は
、
彼
等
も
矢
張
り
一
視
同
仁
だ
。
坊
主
だ
か
ら
と
て
特
別
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に
可
愛
き
筈
も
な
く
、
耶
蘇
教
家
だ
ツ
て
別
に
継
子
あ
し
ら
ひ
な
さ
ら
う
筈

は
な
い
。
仏
教
家
の
論
法
が
、
何
時
も
是
だ
か
ら
話
し
に
な
ら
な
い
ワ
。

…
…
此
の
演
説
の
終
り
で
有
ツ
た
。
頗
ふ
る
面
白
い
現
象
が
有
ツ
た
、
演
壇

の
一
隅
に
珍
ら
し
く
も
風
琴
一
台
琴
三
面
、
洋
服
の
一
紳
士
と
妙
齢
可
憐
の

盲
美
人
三
名
、
突
然
壇
上
に
現
は
れ
た
。
僕
は
元
来
音
楽
主
義
だ
、
特
に
宗

教
に
向
ツ
て
の
音
楽
主
義
者
だ
。
僕
が
何
故
早
く
仏
教
家
が
文
明
の
楽
器
を

利
用
し
て
、
社
会
の
同
情
を
引
く
事
に
務
め
ざ
る
か
を
慨
歎
し
て
居
た
の

は
、
久
し
い
以
前
か
ら
の
事
で
あ
る
。
そ
こ
で
長
い
卓
説
を
聞
か
さ
れ
た
後

で
は
あ
る
し
、
僕
は
非
常
の
同
情
を
以
て
此
の
音
楽
を
歓
迎
し
た
訳
で
有

た
。
所
が
世
の
中
は
一
概
に
行
か
ぬ
も
の
だ
。
此
の
時
音
楽
歓
迎
可
否
の
論

は
満
場
に
沸
騰
し
て
、
仏
骨
迎
否
の
論
よ
り
も
八
釜
し
か
つ
た
。
最
も
僕
が

感
じ
た
の
は
、
場
の
一
隅
よ
り
大
声
に
而
か
も
厳
重
な
る
音
調
で
、『
宗
教

の
会
だ
か
ら
音
楽
は
よ
せ
ー
』
と
叫
ん
だ
男
が
有
た
事
で
あ
る
。
成
程
音
楽

と
い
ふ
者
は
、
杯
盤
狼
藉
の
間
、
新
橋
か
芳
原
か
さ
て
は
寄
席
の
中
で
ゞ
も

な
く
て
は
、
聞
か
ぬ
筈
の
も
の
と
は
、
正
直
な
処
、
是
が
日
本
人
今
日
の
音

楽
へ
対
し
て
持
つ
た
相
場
だ
。
だ
か
ら
こ
ま
る
ヨ
。
嗚
呼
、
音
楽
非
歓
迎
諸

君
よ
、
僕
は
諸
君
に
よ
き
問
題
を
提
出
せ
ん
、『
宗
教
の
会
だ
か
ら
音
楽
を

や
れ
ー
』。
是
は
今
か
ら
十
年
間
の
宿
題
に
し
や
う
。
だ
か
ら
君
等
の
孫
が

学
校
に
行
く
様
に
な
ツ
て
サ
、
其
の
孫
の
口
か
ら
君
が
代
の
一
曲
も
教
は
ツ

て
か
ら
、
此
の
問
題
の
解
釈
を
試
み
玉
へ
。

音
楽
に
つ
い
て
云
ひ
わ
す
れ
て
ゐ
た
事
が
あ
る
。
本
会
を
始
め
る
前
に
、
一

同
起
立
と
い
ふ
か
ら
、
何
事
か
ら
思
へ
ば
唱
歌
だ
。
施
本
の
間
に
、
そ
れ

〳
〵
歎
徳
唱
歌
と
云
も
の
が
挟
ん
で
あ
る
。
僕
は
好
き
で
は
有
る
し
少
し
や

つ
て
見
た
が
、
到
頭
止
し
た
。
曲
が
サ
ツ
パ
リ
分
ら
ん
の
と
、
文
句
が
一
向

分
ら
ん
か
ら
で
有
ツ
た
。
サ
テ
、
青
年
諸
君
の
思
ひ
付
は
大
に
善
い
が
、
少

し
批
評
し
て
見
や
う
か
。（
一
）
に
は
曲
を
新
作
す
る
の
が
不
可
だ
。
こ
ん

な
大
衆
の
中
で
、
一
同
唱
歌
せ
ん
に
は
、
須
ら
く
多
く
の
人
に
耳
な
れ
た
る

曲
を
用
ゐ
る
べ
し
だ
。「
金
剛
石
」
な
ど
最
適
當
だ
つ
た
ら
う
に
、
句
は
七

五
の
今
様
調
だ
か
ら
「
皇
御
国
」
も
よ
し
。
其
の
他
何
ぼ
も
あ
る
。（
二
）

に
は
余
り
長
過
ぎ
る
の
だ
。
今
様
十
三
曲
、
六
頁
一
息
と
は
何
と
大
変
で
は

な
い
か
。
唱
ふ
人
も
え
ら
か
ツ
た
ら
う
し
、
僕
ら
の
様
に
黙
ツ
て
直
立
し
て

居
る
の
も
何
だ
か
き
ま
り
が
悪
る
か
ツ
た
。（
三
）
に
は
唱
歌
の
材
料
が
い

け
な
い
の
だ
。
い
け
な
い
と
い
ツ
て
は
す
ま
な
い
が
、
そ
れ
な
ら
善
す
ぎ
る

の
だ
。
例
を
出
せ
ば
、

　
（
五
）
理
蔵
は
真
無
其
秘
密
、
や
が
て
理
密
ぞ
理
蔵
な
る
、

　
　
　

諸
仏
に
在
て
増
も
せ
ず
、
衆
生
に
在
て
へ
り
も
せ
ず
、

　
（
六
）
斯
か
る
も
の
か
ら
涅
槃
経
、
説
て
八
味
の
名
を
ぞ
立
つ
、

　
　
　

常
に
音
な
く
か
な
く
し
て
、
畢
竟
無
為
の
寂
滅
ぞ
、

丸
で
字
数
の
揃
う
た
哲
学
の
赤
裸
か
だ
。
是
が
ど
う
し
て
歌
と
い
へ
や
う

か
、
要
す
る
に
、
材
料
が
既
に
歌
で
な
い
か
ら
、
文
句
は
評
す
る
限
り
て
な

い
。
併
し
ま
づ
批
難
は
お
い
て
、
斯
う
い
ふ
風
に
仏
教
者
連
が
段
々
開
け
て

来
た
の
が
結
搆
だ
。
改
良
は
追
々
出
来
る
と
し
て
、
僕
等
は
先
つ
其
の
着
想

を
喜
ぶ
の
で
あ
る
。

音
楽
論
は
八
釜
し
か
ツ
た
が
、
併
し
演
説
は
止
ん
だ
の
ヂ
ヤ
な
い
よ
。
終
り

に
大
内
青
巒
居
士
、
村
上
専
精
博
士
と
い
ふ
大
立
物
が
出
た
の
だ
。
大
内
居

士
の
は
随
分
真
面
目
で
は
有
ツ
た
が
、
何
様
時
間
が
少
な
い
と
い
ふ
の
で
、
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何
た
が
気
か
せ
い
た
と
見
え
て
、
十
分
意
が
伸
ひ
な
か
ツ
た
。
一
体
此
の
節

の
演
説
は
弁
士
が
多
す
ぎ
る
か
ら
い
け
な
い
。
東
亜
仏
教
会
発
表
式
の
時
は

十
四
名
で
有
ツ
た
が
、
あ
れ
は
発
会
式
だ
か
ら
先
つ
顔
見
せ
と
し
て
も
い
ゝ

が
、
今
度
は
さ
う
い
ふ
訳
で
も
な
い
の
に
弁
士
九
名
と
い
ふ
の
だ
。
そ
ん
な

風
だ
か
ら
、
此
の
頃
は
、
つ
い
名
家
の
演
説
と
や
ら
の
演
説
ら
し
い
の
を
聞

い
た
事
が
な
い
。
今
か
ら
弁
士
の
数
は
、
一
回
に
五
名
以
下
と
き
め
て
は
何

う
だ
。
村
上
博
士
の
題
は
、
釈
尊
を
懐
ふ
と
云
の
だ
か
ら
、
大
し
た
も
の
だ

と
思
ツ
て
居
た
が
、
何
が
扨
、
一
口
茶
番
に
過
ぎ
な
か
ツ
た
。
特
に
惜
む
の

は
、
昔
日
森
厳
の
態
度
か
失
せ
て
、
丸
で
滑
稽
家
と
豹
変
し
て
し
ま
ツ
た
事

で
あ
る
。
昨
年
は
本
願
寺
攻
撃
で
天
下
を
噪
か
し
た
か
ら
、
わ
ざ
と
鋒
先
を

包
む
の
か
し
ら
。
兎
に
も
角
に
も
一
顧
を
煩
は
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
社
会

の
為
だ
、
法
の
為
だ
。

仏
骨
奉
迎
の
真
相
を
論
じ
て
○
○
○
○
の
責
任
に
及
ぶ
〔
明
治
34
年
２

月
28
日　

第
四
六
〇
三
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六　
　

欲　
　

坊

事
已
に
賊
過
後
の
張
弓
に
属
し
た
る
の
今
日
に
於
て
、
徒
に
本
誌
を
汚
か
す

が
如
く
な
る
は
坊
の
意
、
亦
介
然
た
る
あ
り
と
雖
も
、
世
幾
多
の
善
男
善
女

を
首
と
し
、
志
士
仁
人
に
至
る
ま
で
、
仏
の
偽
骨
に
叩
頭
再
拝
し
て
出
づ
る

を
知
ら
ず
。
虚
し
く
姣
漢
の
魔
睡
剤
に
魔
魅
し
居
る
を　

憫
れ
み
、
且
つ
は

這
般
の
真
相
に
対
し
、
五
里
霧
中
に
彷
徨
し
つ
ゝ
あ
る
半
信
半
疑
の
士
を
し

て
、
事
の
真
相
を
会
せ
し
め
、
従
て
這
回
の
問
題
に
附
随
す
る
、
如
何
に
多

く
の
陰
計
密
謀
あ
り
し
や
を
照
介
し
、
以
て
當
路
者
諸
君
即
△
△
△
△
の
責

任
は
、
如
何
に
社
会
に
向
て
謝
す
る
処
あ
る
や
を
請
求
し
、
敢
て
後
毘
を
警

誡
し
、
並
に
○
○
○
○
は
、
如
何
に
自
己
の
責
任
を
無
視
し
、
奸
僧
輦
と
其

利
を
共
に
せ
ん
と
野
望
せ
し
や
を
論
せ
ん
と
す
。

劈
頭
第
一
に
惹
起
せ
し
坊
の
疑
点
は
、
仏
骨
の
真
否
に
あ
つ
て
存
す
。
世
人

稍
も
す
れ
は
、
其
真
否
に
関
せ
ず
と
云
ふ
は
、
盲
従
の
甚
し
き
迷
信
の
誤
謬

に
し
て
、
其
言
裡
犯
す
べ
か
ら
さ
る
陰
計
密
謀
の
□
編
せ
し
事
明
か
な
り
。

果
然
真
偽
の
照
印
は
、
是
を
実
地
に
探
究
せ
し
某
知
人
に
よ
つ
て
現
れ
た

り
。
幾
多
の
欝
縁
す
る
密
計
奸
策
も
、
亦
多
く
の
證
左
を
以
て
謡
謌
せ
ら

る
ゝ
に
至
れ
り
。
嗚
吁
恐
嘆
す
べ
き
は
、
昨
歳
舶
来
せ
し

　
　
　

仏
骨
は
衆
骨
な
り

と
云
ふ
に
あ
り
。
何
を
以
て
然
る
か
。
曰
く
、
英
国
は
仏
入
滅
の
地
と
思
は

る
ゝ
程
近
き
附
近
の
鑿
掘
に
従
事
す
る
茲
に
久
し
、
偶
々
許
多
の
衆
骨
を
発

掘
せ
し
か
は
、
彼
れ
英
政
府
の
姑
媳
な
る
、
仏
入
滅
の
地
に
明
か
に
指
導
す

る
な
き
を
利
用
し
、
其
博
士
を
説
く
に
、
研
究
せ
し
の
結
果
仏
骨
な
り
と
曲

言
せ
し
め
、
其
が
偽
證
明
と
共
に
、
暹
羅
に
護
送
し
、
以
て
暹
羅
の
歓
心
を

買
は
ん
と
せ
し
は
、
彼
れ
英
政
府
若
し
く
は
国
民
は
、
暹
国
に
於
て
秋
毫
の

信
用
尊
敬
せ
ら
る
ゝ
な
き
を
挽
回
し
、
以
て
大
に
な
す
あ
ら
ん
と
企
図
し
た

る
は
、
両
国
間
の
凡
て
の
挙
動
に
よ
つ
て
、
一
点
の
覆
ふ
べ
き
な
き
に
あ
ら

ず
や
。
然
る
に
哀
れ
む
べ
き
は
、
暹
政
府
の
迷
信
、
之
を
研
究
探
覈
せ
ん
と

は
せ
ず
、
大
感
謝
の
下
に
拝
領
し
、
各
仏
教
国
に
其
一
片
を
頒
与
せ
ん
と
し

た
る
は
、
如
何
に
病
的
仏
教
国
な
れ
は
と
て
、
其
挙
動
の
幼
稚
に
驚
か
す
ん

は
あ
ら
ず
。
斯
く
迷
信
と
盲
従
に
、
脳
漿
為
め
に
腐
乱
す
る
結
果
は
、
遂
に

奸
者
謀
者
の
密
計
秘
托
を
醸
造
し
て
、
各
自
其
責
任
を
度
外
視
す
る
に
至
り
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し
こ
そ
哀
れ
な
れ
。
於
此
乎
、
迷
信
と
盲
従
に
飽
か
ざ
る
暹
政
府
は
、
我
か

○
○
に
依
嘱
す
る
に
、
本
邦
の
頒
付
を
以
て
せ
し
か
ば
、
貯
蓄
と
利
に
於
て

飽
く
な
き
氏
は
、
貪
焔
茲
に
燃
ひ
、
忽
ち
一
計
を
案
出
し
、
日
本
仏
教
社
会

の
親
玉
△
△
△
に
交
渉
し
、
秘
密
条
件
付
の
下
に
巨
利
を
獲
取
せ
ん
と
企
図

す
。
時
恰
も

　
　
　

△
△
△
△
は
暹
国
の
森
林
に
於
け
る
伐
材
権
を
得
、
以
て
大
利
を
占

め
ん
と
の
ア
ン
ビ
シ
ヨ
ン
津
々
た
る
の
當
時
な
り
。

以
此
○
○
に
餌
を
与
へ
て
説
伏
せ
し
め
、
同
氏
の
手
に
よ
つ
て
、
暹
国
政
府

に
交
渉
を
請
は
ん
も
の
と
、
オ
サ
々
々
野
心
に
余
念
な
か
り
し
が
、
茲
に
謀

者
相
結
ぶ
に
、
共
に
其
挙
に
出
で
ん
事
を
秘
密
の
中
に
約
さ
れ
、
千
計
万
策

其
目
的
を
貫
徹
せ
ん
と
苦
慮
す
る
も
、
彼
○
○
無
能
の
大
冠
を
擁
し
、
剰
へ

暹
国
人
民
に
秋
毫
の
信
用
な
き
状
態
な
る
を
も
て
、
百
計
其
一
に
至
ら
ず
。

千
苦
万
配
空
し
く
日
を
過
せ
し
に
、
将
に
奉
迎
委
員
の
発
程
に
迫
り
し
か

ば
、
奉
迎
委
員
は
行
李
を
整
へ
て
、
彼
国
に
発
錨
せ
し
は
、
実
に
昨
七
月
な

り
き
。
一
同
の
委
員
は
、
正
に
着
暹
す
る
や
、
独
り
△
△
△
△
の
み
公
使
館

内
に
宿
せ
し
め
、
他
は
委
く
旅
館
に
投
ず
る
の
奇
衆
を
演
出
せ
し
か
は
、
忽

ち
茲
に

　
　
　

○
○
と
他
委
員
と
の
衝
突
を
起
し

一
同
憤
懣
し
て
曰
く
、
宜
敷
印
度
に
至
り
て
、
仏
骨
の
真
否
を
匡
さ
ん
と
揚

言
旺
ん
な
り
し
か
ば
、
○
○
始
め
○
○
等
に
及
ぶ
ま
で
、
辟
易
恐
惶
し
、
百

方
甘
言
阿
諛
を
尽
し
て
、
漸
く
事
な
き
に
至
り
し
が
、
是
の
一
珍
事
、
明
か

に
象
骨
な
り
し
と
同
時
に
二
氏
の
間
何
等
か
の
消
息
あ
り
し
事
を
證
す
る
も

の
に
あ
ら
ず
や
。
モ
シ
然
ら
ず
と
せ
ば
、
彼
等
声
を
限
り
に
真
偽
を
匡
さ
ん

と
し
て
、
忽
ち
其
声
を
低
く
す
る
は
何
故
ぞ
。
於
此
か
知
る
、
彼
等
腰
抜
漢

は
、
象
骨
な
り
し
事
を
知
り
つ
ゝ
、
尚
□
的
中
心
原
動
力
に
よ
つ
て
、
挙
て

買
収
さ
れ
し
事
を
。
嗚
呼
悲
し
む
哉
、
哀
れ
な
る
哉
。
斯
く
し
て

　
　
　

腰
抜
漢
な
る
彼
等
も
、
○
○
の
謀
主
と
同
真
味
を
醸
し
、
内
良
心
を

欺
き
、
外
帝
国
の
仏
教
界
を
眩
暈
し
、
殊
勝
気
な
る
荘
厳
の
下
に
、

仏
陀
の
偽
骨
な
る
象
骨
を
運
搬
し
来
り
、
巧
み
に
愚
夫
愚
婦
の
巾
着

を
掏
取
せ
ん
と
せ
し
非
行
は
、
独
り
日
本
仏
教
徒
の
み
之
を
な
せ
し

か
（
？
）

論
じ
て
此
に
至
れ
ば
、
僧
侶
の
大
堕
落
痛
嘆
に
耐
へ
ざ
る
も
の
あ
り
、
加
之

通
牒
に
従
へ
る
△
△
△
な
る
も
の
、
身
已
に
偽
骨
た
る
を
了
し
、
斯
る
失
体

を
将
来
の
仏
教
史
上
に
掲
ぐ
る
の
不
是
な
る
を
知
ら
ば
、
探
究
鑿
竅
力
の
及

ぶ
範
囲
に
於
て
尽
す
べ
き
は
、
蓋
し
斯
道
に
忠
な
る
も
の
に
あ
ら
ず
や
。
然

る
に
何
事
ぞ
、
唯
々
諾
々
突
飛
に
も
奉
迎
の
準
備
に
怠
り
な
し
と
は
、
已
に

其
當
時
一
種
の
腥
気
彼
我
の
間
に
満
々
た
る
の
季
な
る
事
は
、
前
後
を
囲
繞

せ
る
彼
等
の
行
為
に
照
し
、
明
か
な
る
も
の
に
あ
ら
ず
と
せ
ん
や
。
抑
も
△

△
△
斯
の
醜
事
に
狂
奔
せ
し
は
、
其
意
那
辺
に
存
す
る
や
、
曰
く

　
　
　

伐
材
権
を
掌
握
せ
ん
が
為
め
な
り
。
信
徒
の
迷
盲
を
利
用
し
て
、
以

て
自
己
の
大
償
務
の
重
荷
を
軽
く
せ
ん
と
計
り
た
る
が
為
め
な
り
。

見
よ
、
伐
材
権
を
得
ん
が
為
め
の
彼
の
手
段
は
、
己
に
○
○
○
○
と
の
秘
密

約
束
き
陰
幕
裡
に
締
結
せ
ら
れ
た
る
と
同
時
に
、
△
△
が
方
外
の
土
産
物
即

賄
賂
品
を
、
彼
国
當
局
者
を
始
め
貴
顕
紳
士
に
配
呈
せ
し
の
一
事
に
て
瞭
然

た
る
も
の
あ
り
。
加
之
其
信
徒
の
迷
盲
に
衝
闖
し
て
、
巨
利
を
博
せ
ん
と
せ

し
は
、
△
△
△
が
全
国
に
使
僧
を
派
遣
せ
し
め
、
仏
舎
利
を
印
刻
せ
る
札
様
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の
も
の
を
拝
せ
し
む
る
に
、
一
円
を
喜
捨
せ
し
め
た
る
事
実
に
於
て
推
知
す

べ
き
な
り
。
斯
く
し
て
奸
者
相
党
し
、
狡
奴
相
結
び
、
陰
険
百
出
、
譎
詐
縦

横
の
下
に
産
出
せ
る
大
菩
提
会
は
、
将
に
画
餅
に
類
し
、
奉
迎
以
前
の
勢

炎
、
今
や
全
く
冷
か
と
な
り
ぬ
。
於
此
乎
謀
主
た
る
○
○
の
如
き
は
、
事
の

曝
露
を
恐
愕
し
、
自
己
の
位
地
を
憂
へ
て
、
前
の
大
臣
某
に
批
評
の
慰
撫
に

労
を
求
む
る
頗
る
懇
哀
な
る
も
の
あ
る
は
明
か
な
り
。
況
ん
や
彼
れ
の
這
般

の
大
密
画
に
於
て
、
如
何
に
周
章
狼
狽
せ
し
か
は
。
暹
国
埠
頭
上
の
奇
事
即

某
に
命
令
状
を
発
せ
し
を
始
め
と
し
て
、
幾
多
之
に
類
せ
る
も
の
あ
り
し
事

は
○
○
の
心
未
た
忘
れ
ざ
る
べ
し
。
嗚
呼
事
の
真
相
略
し
て
如
此
、
於
此

乎
、
象
骨
を
迎
ふ
る
に
油
汗
を
滂
沱
な
ら
し
め
た
る
△
△
以
下
の
△
△
△
、

何
の
辞
を
以
て
、
公
衆
に
対
す
る
や
、
社
会
は
已
に
卿
等
の
な
す
所
を
知
れ

り
。
望
む
所
を
観
破
せ
り
。
事
の
真
相
漸
く
明
か
に
な
れ
り
。
潔
く
謝
罪
す

べ
き
に
謝
罪
せ
よ 

。
且
つ
象
骨
を
利
用
し
て
、
巨
万
の
富
を
築
か
ん
と
野
望

せ
し
○
○
の
君
、
身
○
○
○
○
の
位
置
に
在
る
を
顧
み
、
職
責
の
帰
す
る
所

を
想
ひ
、
何
喰
は
ぬ
顔
を
し
て
心
失
望
を
嘆
す
る
も
、
天
鑑
昭
と
し
て
隠
れ

な
し
、
宜
敷
職
を
掀
翻
し
て
社
会
公
衆
に
謝
せ
よ
。
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原　

研　

州

一
、
は
じ
め
に

　

本
論
は
、
戦
国
時
代
末
期
か
ら
江
戸
時
代
前
期
に
か
け
て
仏
教
者
と
し
て

活
動
し
た
鈴
木
正
三
（
一
五
七
九
〜
一
六
五
五
）
と
、
江
戸
時
代
末
期
か
ら

明
治
時
代
に
か
け
て
通
仏
教
的
な
仏
教
啓
蒙
者
と
し
て
活
動
し
た
大
内
青
巒

（
一
八
四
五
〜
一
九
一
八
）
の
両
名
が
唱
え
た
「
排
耶
論
（
反
キ
リ
ス
ト

論
）」
に
つ
い
て
研
究
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

　

両
名
は
、
生
没
年
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
活
動
し
た
時
代
の
違
い
が
あ
る

け
れ
ど
も
、
次
の
よ
う
な
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。

　
　

①
戦
国
期
〜
江
戸
期
／
江
戸
期
〜
明
治
期
と
、
そ
れ
ぞ
れ
「
時
代
の
変

革
期
」
に
生
き
た
人
。

　
　

②
と
も
に
曹
洞
宗
に
深
く
関
わ
り
な
が
ら
、
そ
の
正
式
な
僧
侶
で
は
な

か
っ
た
。

　
　

③
宗
派
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
な
立
場
を
活
か
し
て
、
広
範
な
活
動
を

行
っ
た
。

　

今
回
の
検
討
は
、
上
記
３
点
に
考
慮
し
つ
つ
行
う
も
の
で
あ
る
。

二
、
鈴
木
正
三
に
つ
い
て

　

正
三
は
一
五
七
九
年
（
天
正
九
）
に
三
河
国
加
茂
郡
足
助
庄
則
定
村
で
鈴

木
重
次
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う
。
後
に
長
じ
て
、
大
坂
冬
の
陣
に

参
）
1
（

陣
し
、
武
士
と
し
て
の
面
目
を
見
せ
、
一
六
二
一
年
（
元
和
七
）
頃
に
落

髪
・
遁
世
し
、
仏
道
へ
と
入
っ
た
。

　

そ
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
従
来
、『
石
平
道
人
行
業
記
』
が
多
く
の
場
合

で
採
用
さ
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
次
の
指
摘
が
あ
る
。

　
　
『
行
業
記
』
を
「
最
も
信
を
置
く
に
足
る
べ
き
伝
記
」
と
し
た
『
鉄
心

全
集
』（
註
：
鈴
木
鉄
心
編
『
鈴
木
正
三
道
人
全
集
』）
は
、
戦
後
の
鈴

木
正
三
研
究
の
定
本
の
地
位
を
占
め
た
が
、
そ
の
一
方
で
『
行
業
記
』

の
記
述
は
ほ
と
ん
ど
学
術
的
な
検
討
を
経
な
い
ま
ま
で
直
ち
に
「
史

実
」
と
さ
れ
た
。
し
か
し
本
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、『
行
業
記
』
は

歴
史
学
に
お
け
る
史
料
批
判
の
方
法
に
よ
っ
て
検
証
し
た
結
果
、
多
く

の
誤
り
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
）
2
（

た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
正
三
の
伝
記
に
つ
い
て
は
従
来
伝
統
的
に
用
い
ら
れ
て
き

た
文
献
へ
の
疑
義
が
提
さ
れ
、
よ
り
広
範
な
史
料
批
判
を
通
し
て
検
討
さ
れ

る
べ
き
こ
と
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
、
従
来
の
曹
洞
宗
内
で
の
研
究
で
、
正
三
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ

た
も
の
は
、
椎
名
宏
雄
「
正
三
」（『
道
元
思
想
の
あ
ゆ
み
３
』
所
収
）
が
知

ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
同
論
は
伝
統
的
な
『
行
業
記
』
及
び
、『
石
平
道

人
四
相
』
を
典
拠
と
し
て
論
じ
て
い
る
た
め
、
再
度
の
点
検
が
必
要
と
な
っ

220
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て
い
る
。

　

ま
た
、
二
〇
一
七
年
十
月
末
現
在
で
、
曹
洞
宗
の
公
式
サ
イ
ト
で
あ
る

『
曹
洞
禅
ネ
ッ
ト
』
内
「
曹
洞
宗
関
係
文
献
目
録
」
に
お
い
て
「
正
三
」
で

検
索
す
る
と
、
約
百
本
の
論
文
名
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
主
と
し
て
は

「
仁
王
禅
」
や
、『
万
民
徳
用
』
に
見
え
る
「
職
分
仏
行
説
」
の
論
述
が
多

く
、『
破
吉
利
支
丹
』
を
中
心
に
論
じ
た
も
の
は
片
山
秀
賢
氏
「
鈴
木
正
三

の
著
作
及
び
拾
遺
集
に
お
け
る
一
考
察
と
島
原
市
図
書
館
蔵
〈
柳
技
軒
小
川

多
左
衛
門
刻
〉『
破
吉
利
支
丹
』
の
紹
介
」（『
曹
洞
宗
研
究
員
研
究
生
研
究

紀
要
五
』
一
九
七
三
年
）
が
掲
載
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
こ
ち
ら
も
書
誌
学

的
研
究
が
主
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
曹
洞
宗
内
に
お
け
る
同
論
関
連
の
研
究
は

ま
だ
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
態
だ
と
い
っ
て
良
い
。

　

な
お
、
正
三
と
曹
洞
宗
と
の
関
連
に
つ
い
て
だ
が
、
宇
治
興
聖
寺
を
再
興

し
た
万
安
英
種
（
一
五
九
一
〜
一
六
五
四
）
の
死
に
際
し
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
　

午
の
八
月
下
旬
、
万
安
和
尚
遷
化
の
由
申
来
。
師
、
嘆
じ
て
曰
、
扨
も

久
し
き
近
付
を
失
ひ
、
先
に
立
申
し
た
り
。
先
隙
を
明
め
さ
れ
た
る
よ

と
也
。
亦
向
衆
曰
、
万
安
万
安
と
云
し
が
、
早
や
沙
汰
に
成
め
さ
れ
た

り
。
我
も
頓
て
沙
汰
に
成
て
見
せ
ん
ず
と
也
。

 

『
驢
鞍
橋
』
下
一
〇
）
3
（

〇

　
「
久
し
き
近
付
」
と
あ
る
通
り
、
万
安
と
は
立
場
や
年
齢
を
超
え
て
、
親

し
く
付
き
合
っ
た
よ
う
だ
が
、
先
に
万
安
が
遷
化
し
た
こ
と
を
嘆
じ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
同
じ
く
『
驢
鞍
橋
』
上
六
九
で
は
、
万
安
に
よ
る

「
代
り
法
問
（
代
語
）」
へ
の
批
判
に
つ
い
て
同
心
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
足

助
香
積
寺
の
前
住
・
台
巌
栄
天
と
、
後
住
・
三
栄
本
秀
（
後
に
、
近
江
に
教

線
を
伸
ば
す
）
が
参
じ
て
、
特
に
本
秀
を
正
三
が
認
め
て
い
る
（『
驢
鞍

橋
』
上
三
一
）。
ま
た
、
正
三
の
門
弟
達
も
曹
洞
宗
と
関
わ
）
4
（

り
を
見
せ
る
。

　

そ
し
て
、
今
回
論
じ
る
『
破
吉
利
支
丹
』
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
熊
本
・

天
草
に
お
い
て
、
正
三
が
開
創
し
た
一
九
ヵ
寺
の
内
一
一
ヵ
寺
が
曹
洞
宗
で

あ
る
と
い
）
5
（

う
。

　

正
三
本
人
の
宗
派
・
僧
籍
等
に
つ
い
て
は
曖
昧
な
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
こ

の
よ
う
に
、
特
に
キ
リ
シ
タ
ン
の
影
響
が
強
か
っ
た
熊
本
天
草
に
お
け
る
曹

洞
宗
寺
院
と
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
は
み
て
良
い
。

三
、
鈴
木
正
三
の
『
破
吉
利
支
丹
』

　

鈴
木
正
三
に
は
排
耶
論
を
唱
え
た
『
破
吉
利
支
丹
』
が
知
ら
れ
て
い
）
6
（

る
。

『
行
業
記
』
な
ど
は
、
正
三
の
実
弟
で
あ
る
鈴
木
重
成
の
天
草
代
官
に
因

み
、
天
草
教
化
を
願
っ
て
本
書
を
一
六
四
二
年
（
寛
永
一
九
）
頃
に
書
き
建

立
さ
れ
た
諸
寺
に
置
い
た
と
す
る
が
、
現
存
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
正
三
没

後
の
一
六
六
二
年
（
寛
文
二
）
に
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
ま
た
、
諸

寺
に
あ
る
は
ず
の
原
本
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
と
い
）
7
（

う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

同
書
の
位
置
づ
け
は
今
後
も
ま
だ
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
今
回
論
じ

る
趣
旨
か
ら
外
れ
る
た
め
割
愛
す
る
。

　

さ
て
、
以
下
『
破
吉
利
支
丹
』
を
論
じ
る
に
当
た
り
、
本
論
で
は
『
思
想

大
系
二
五
』
所
収
の
海
老
沢
有
道
校
注
）
8
（

本
を
用
い
る
。

　
『
破
吉
利
支
丹
』
は
全
九
章
で
あ
る
。
以
下
に
要
約
す
る
が
、
各
章
の
冒

頭
、
便
宜
的
に
章
の
数
字
を
付
す
（
傍
線
は
原
典
の
通
り
だ
が
、
波
線
は
筆
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者
）。

　

一
（
①
）、 

き
り
し
た
ん
の
教
に
、
で
う
す
と
申
大
仏
、
天
地
の
主
に
し

て
、
万
自
由
の
一
仏
有
り
。
是
則
天
地
万
物
の
作
者
な
り
。

〈
中
略
〉
破
し
て
云
く
、〈
略
〉
で
う
す
天
地
の
主
な
ら
ば
、
我

作
出
し
た
る
国
々
を
、
脇
仏
に
と
ら
れ
、
天
地
開
闢
よ
り
以

来
、
法
を
弘
め
さ
せ
、
衆
生
を
済
度
さ
せ
給
ふ
事
、
大
き
な
る

油
断
な
り
。
正
し
く
此
で
う
す
は
、
た
は
け
仏
也
。〈
中
略
〉

彼
き
り
し
た
ん
宗
、
本
覚
真
如
の
一
仏
、
有
事
を
不
知
し
て
、

一
仏
を
か
す
め
奉
り
、
此
国
に
来
り
、
魔
法
邪
義
を
弘
る
科
、

天
罰
ま
る
か
る
べ
か
ら
ず
。

　

一
（
②
）、 

三
世
の
諸
仏
、
出
世
の
本
意
は
、
衆
生
成
仏
の
直
道
也
。
故
か
る
が
ゆ
え

に
、
直
指
人
心
、
見
性
成
仏
と
云
り
。〈
中
略
〉
世
尊
言
く
、

「
吾
有
正
法
眼
蔵
、
涅
槃
妙
心
〈
略
〉」
迦
葉
よ
り
嫡
嫡
相
承
し

て
、
日
本
に
伝
て
、
今
に
至
て
、
以
心
伝
心
の
旨
を
守
る
な

り
。
然
る
に
、
き
り
し
た
ん
教
る
処
は
、
実
有
の
見
を
専
と
し

て
、
念
慮
識
情
を
増
長
し
、
天
地
の
作
者
を
造
立
、
輪
廻
の
業

を
重
て
、
是
を
成
仏
道
と
お
も
へ
り
。
か
ほ
ど
つ
た
な
き
見
解

に
て
、
此
国
に
来
り
、
正
法
に
対
せ
ん
と
す
る
事
、
鵬
燕
翅
を

争
ひ
、
月
蛍
光
を
論
ず
る
に
、
こ
と
な
ら
ず
。

　

一
（
③
）、 

日
本
に
て
、
神
を
敬
ひ
奉
る
事
僻
事
也
。
是
も
、
で
う
す
を
し

ら
ざ
る
故
と
云
由
聞
及
。
破
し
て
云
、
夫
日
本
は
神
国
也
。
神

国
に
生
を
得
て
、
神
明
を
崇
め
奉
ら
ざ
ら
ん
は
、
非
儀
の
至
り

な
り
。
和
光
同
塵
は
、
結
縁
の
始
、
八
相
成
道
は
、
利
物
の
終

り
と
云
へ
り
。〈
中
略
〉
神
と
云
仏
と
云
は
、
唯
是
水
波
の
隔

也
。
本
覚
真
如
の
一
仏
、
化
現
し
て
、
人
の
心
に
応
じ
て
、
済

度
し
給
ふ
。
去
ば
神
を
敬
ひ
奉
る
心
も
、
彼
の
一
仏
に
報
ひ
奉

る
な
り
。〈
以
下
略
〉

　

一
（
④
）、 

日
本
に
て
、
日
月
を
敬
ひ
奉
る
事
僻
事
也
。
是
は
世
界
の
行
燈

な
り
。
是
も
で
う
す
を
知
ざ
る
故
と
云
由
聞
及
。
破
し
て
云
、

〈
中
略
〉
人
間
に
両
眼
有
て
、
自
己
を
照
す
事
、
是
則
日
月
の

徳
を
受
る
に
あ
ら
ず
や
。〈
以
下
略
〉

　

一
（
⑤
）、 

き
り
し
た
ん
宗
に
は
、
惣
じ
て
物
の
奇
特
な
る
事
を
尊
び
、
是

で
う
す
の
名
誉
な
り
と
云
て
、
様
々
は
か
り
事
を
作
て
、
人
を

た
ぶ
ら
か
す
よ
し
聞
及
。
破
し
て
云
、
奇
特
な
る
事
貴
き
な
ら

ば
、
魔
王
を
尊
敬
す
べ
し
。
此
国
の
狐
狸
も
奇
特
を
な
す
。

〈
以
下
略
〉

　

一
（
⑥
）、 

き
り
し
た
ん
の
教
に
、〈
中
略
〉
善
業
の
者
を
ば
、
は
ら
い
ぞ

う
と
て
、
楽
み
尽
ぬ
世
界
を
作
置
て
、
是
へ
つ
か
は
し
給
ふ
。

悪
業
の
者
を
ば
、
い
ぬ
へ
る
ぬ
と
て
、
苦
界
を
作
り
置
て
、
是

へ
落
し
て
、
苦
を
与
へ
給
ふ
と
云
由
聞
及
ぶ
。
破
し
て
云
、

〈
中
略
〉
何
と
し
て
人
間
の
霊

た
ま
し
い

に
悪
心
を
作
添
て
、
地
獄
に

落
し
給
ふ
や
。
然
ば
人
間
を
地
獄
へ
落
し
給
ふ
事
は
、
偏
へ

に
、
で
う
す
の
業
也
。〈
以
下
略
〉

　

一
（
⑦
）、 

世
尊
四
十
九
年
、
甚
深
の
法
を
説
給
ふ
と
い
へ
ど
も
、
終
り
に

一
字
不
説
と
説
給
ふ
也
。
是
則
、
直
に
仏
性
を
知
し
め
ん
為
の

教
也
。〈
中
略
〉
破
し
て
云
、〈
略
〉
諸
法
実
相
と
観
ず
る
時
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は
、
松
風
流
水
妙
音
と
成
、
万
法
一
如
と
悟
る
時
は
、
草
木
国

土
則
成
仏
と
い
へ
り
。
如
是
、
直
に
成
仏
有
事
を
、
夢
に
も
不

知
。
彼
ば
て
れ
ん
共
、
ぜ
ず
│
き
り
し
（
と
）
が
教
を
、
尊
し

と
云
事
、
魚
目
を
留
て
明
珠
と
す
る
に
、
こ
と
な
ら
ず
。

　

一
（
⑧
）、 
仏
は
是
大
医
王
な
り
。
衆
生
迷
倒
の
病
を
、
治ぢ

し
給
は
ん
御
誓

願
也
。
衆
生
信
じ
て
、
是
を
用
ゆ
る
時
は
、
煩
悩
業
障
の
病
治

せ
ず
と
云
事
な
し
。〈
中
略
〉
去
ば
経
に
云
、「
三
界
唯
一
心
、

心
外
無
別
法
。
心
仏
及
衆
生
、
是
三
無
差
別
」
と
説
給
ふ
。
此

一
心
は
何
者
ぞ
。
き
り
し
た
ん
、
全
く
知
事
な
し
。

　

一
（
⑨
）、 

近
年
来
る
ば
て
れ
ん
共
、
更
に
天
道
の
恐
れ
も
な
く
、
私
に
天

地
の
作
者
を
作
立
、
神
社
仏
閣
を
滅
却
し
、
此
国
を
南
蛮
へ
取

べ
き
謀
を
以
て
、
様
々
虚
言
し
て
、
人
を
た
ぶ
ら
か
す
。〈
中

略
〉
此
国
の
仏
は
、
仏
に
あ
ら
ず
。
日
月
も
い
や
し
く
、
神
明

も
な
き
物
な
り
と
云
。
其
科
甚
重
ふ
し
て
、
天
罰
・
仏
罰
・
神

罰
・
人
罰
、
一
と
し
て
免
れ
ず
。
皆
々
つ
る
し
殺
さ
る
。〈
中

略
〉
彼
等
幾
度
来
る
と
も
、
天
道
の
あ
ら
ん
限
り
は
、
皆
々
自

滅
せ
ん
事
疑
ひ
な
し
。
此
理
を
知
べ
し
々
々
。　

終
。

　

本
書
の
構
成
を
概
観
す
る
と
、
①
・
③
〜
⑥
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
教
え
を

採
り
上
げ
つ
つ
も
、
そ
の
不
備
や
矛
盾
点
に
対
し
て
論
駁
し
、
②
・
⑦
・
⑧

は
仏
教
の
側
の
説
か
ら
キ
リ
シ
タ
ン
の
教
え
を
批
判
し
、
⑨
に
お
い
て
、
キ

リ
シ
タ
ン
の
末
路
を
総
括
的
に
明
示
す
る
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
特
に
③
で
挙
げ
た
、「
夫
日
本
は
神
国
也
」
の
指
摘
に
注
目
し

て
み
た
い
。
何
故
な
ら
ば
、
他
の
項
目
で
は
、
仏
教
の
立
場
か
ら
キ
リ
シ
タ

ン
の
教
説
を
批
判
す
る
点
で
一
致
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
神
国
」
概

念
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
を
積
極
的
に
国
外
に
退
去
さ
せ
る
根
拠
と
な
っ
た
と
思

わ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
更
に
は
、
①
と
③
に
見
え
る
「
本
覚
真
如
の
一
仏
」、

ま
た
⑨
に
見
え
る
「
天
道
」
に
つ
い
て
も
、
正
三
の
立
脚
点
を
探
る
上
で
鍵

に
な
る
と
思
わ
れ
る
た
め
検
討
し
た
い
。

四
、
戦
国
期
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
の
神
国
思
想
に

つ
い
て

　

そ
も
そ
も
、「
神
国
」
概
念
を
も
っ
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
を
追
放
し
よ
う
と

し
た
の
は
、
豊
臣
秀
吉
（
一
五
三
七
〜
一
五
九
八
）
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
　

一
、
日
本
は
神
国
た
る
処
き
り
し
た
ん
国
よ
り
邪
法
を
授
候
儀
、
太
以

不
可
然
事
。

 

一
五
八
七
年
六
月
一
九
日
、
バ
テ
レ
ン
追
放
の
「
定
書
」
の
一
）
9
（

項

　

キ
リ
シ
タ
ン
追
放
の
理
由
を
、
日
本
が
神
国
で
あ
る
こ
と
に
由
来
さ
せ
た

様
子
が
分
か
る
。
そ
れ
で
は
、
神
道
に
つ
い
て
、
秀
吉
自
身
は
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　

夫
吾
朝
は
神
国
也
。
神
は
心
也
。
森
羅
万
象
一
心
よ
り
出
ず
。
…
…
陰

陽
不
測
、
こ
れ
を
神
と
謂
ふ
。
こ
の
神
、
竺
土
に
あ
り
て
は
、
こ
れ
を

喚
び
て
仏
法
と
な
し
、
震
旦
に
あ
り
て
は
、
こ
れ
を
以
て
儒
道
と
な

し
、
日
域
に
あ
り
て
は
、
こ
れ
を
神
道
と
謂
ふ
。
神
道
を
知
る
と
き
ん

ば
仏
法
を
知
り
、
ま
た
儒
道
を
知
る
。

 

一
五
九
一
年
、
秀
吉
か
ら
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
へ
の
返
）
10
（

書

　

神
を
「
心
」
で
あ
る
と
し
、
様
々
な
自
然
現
象
も
ま
た
、
一
心
よ
り
生
ず
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る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
仏
教
に
お
け
る
唯
心
思
想
も
影
響
し
て
お
り
、

ま
た
、
唯
心
思
想
の
持
つ
包
括
性
を
用
い
つ
つ
、「
三
教
一
致
」
も
説
い
て

い
る
。
た
だ
し
、
中
国
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
り
、
イ
ン
ド
の
仏
教
・
中

国
の
儒
教
・
日
本
の
神
道
と
い
う
形
で
、
三
教
を
一
致
さ
せ
て
い
る
。

　

な
お
、
秀
吉
に
よ
る
神
国
論
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
指
摘
が
見
え
る
。

　
　

神
国
論
の
根
本
に
は
自
己
を
神
化
す
る
秀
吉
が
、
そ
の
権
威
を
否
定
す

る
パ
ア
デ
レ
及
び
キ
リ
シ
タ
ン
ら
の
言
動
に
憎
悪
を
抱
く
よ
う
に
な
っ

た
感
情
が
存
す
る
よ
う
で
あ
）
11
（

る
。

　

こ
れ
は
、
秀
吉
自
身
の
権
力
者
た
る
「
権
威
」
に
基
づ
い
て
、
宗
教
を
も

包
括
的
に
支
配
し
よ
う
と
し
た
状
況
か
ら
導
か
れ
た
、
秀
吉
の
感
情
に
関
す

る
指
摘
で
あ
る
。
ま
た
、
同
時
代
の
宗
教
観
な
ど
も
踏
ま
え
た
研
究
も
参
照

し
て
お
き
た
い
。

　
　
　

秀
吉
が
異
国
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
神
国
論
を
も
っ
て
応
じ
た
背

景
に
は
、
彼
と
伊
勢
神
宮
と
の
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
。〈
中
略
〉
そ

し
て
秀
吉
は
、
日
本
は
神
国
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
伊
勢
の
御
師
ら
の

全
国
的
活
動
に
よ
っ
て
領
主
階
層
や
民
衆
に
深
く
浸
透
し
て
い
た
事
実

に
着
目
し
て
、
皇
室
を
頂
点
と
す
る
伊
勢
信
仰
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
に
対

峙
し
う
る
日
本
の
神
の
根
源
で
あ
る
と
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

日
本
が
神
国
で
あ
る
と
い
う
観
念
は
キ
リ
シ
タ
ン
を
忌
避
し
て
い
た

領
主
層
に
は
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
秀
吉
が
最
初
に
唱
え
た
も
の

で
は
な
か
っ
）
12
（

た
。

　

こ
の
よ
う
に
「
神
国
」
と
は
、
既
に
戦
国
末
期
の
日
本
に
広
く
広
が
っ
た

観
念
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
鎌
倉
時
代
以
降
「
御
師
」
の
活
動
が
盛
ん
と

な
っ
た
伊
勢
神
宮
に
よ
る
「
神
国
」
思
想
の
展
開
な
ど
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

　

よ
っ
て
、『
破
吉
利
支
丹
』
と
類
す
る
同
時
代
の
「
排
耶
書
」
に
も
「
神

国
論
」
が
見
え
る
こ
と
は
、
当
然
だ
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

　
　
　

日
本
は
神
国
、
仏
国
に
し
て
神
を
尊
び
仏
を
敬
ひ
、
仁
義
の
道
を
専

ら
に
し
、
善
悪
の
法
を
匡
す
。

　
　
　

か
の
伴
天
連
の
徒
党
、
み
な
件
の
政
令
に
反
し
、
神
道
を
嫌
疑
し
、

正
法
を
誹
謗
し
、
義
を
残そ
こ

な
ひ
、
善
を
損
な
ふ
。〈
略
〉
実
に
神
敵
仏

敵
な
り
。
急
ぎ
禁
ぜ
ず
ん
ば
後
世
必
ず
国
家
の
患
ひ
あ
ら
ん
。

 

一
六
〇
八
年
（
慶
長
一
八
）
著
、
金
地
院
崇
伝
『
排
吉
利
支
丹
）
13
（

文
』

　

金
地
院
崇
伝
（
一
五
六
九
〜
一
六
三
三
）
は
、
徳
川
家
康
の
宗
教
顧
問
と

い
う
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
人
で
あ
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
と
思
う

が
、
本
来
は
臨
済
宗
の
僧
侶
で
あ
る
。
右
に
挙
げ
た
文
書
は
、
慶
長
一
八
年

に
家
康
自
身
が
崇
伝
に
キ
リ
ス
ト
教
禁
教
の
た
め
の
文
章
を
起
草
す
る
よ
う

に
命
じ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
結
果
、
翌
慶
長
一
九
年
に
は
、
キ
リ
ス
ト

教
の
棄
教
に
応
じ
な
か
っ
た
高
山
右
近
な
ど
、
元
大
名
で
あ
っ
た
よ
う
な
キ

リ
シ
タ
ン
ま
で
も
が
日
本
か
ら
国
外
追
放
と
な
り
、
こ
の
文
書
の
立
場
が
、

徳
川
幕
府
の
対
キ
リ
シ
タ
ン
政
策
の
基
本
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
、
崇
伝
は
神

仏
習
合
の
立
場
に
拠
っ
て
、
神
仏
両
道
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
し
、
そ
の

敵
だ
と
糾
弾
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

日
本
は
神
国
、
東
漸
の
理
に
依
て
は
仏
国
と
も
云
べ
し
。
さ
れ
ば
に

や
、
仏
神
を
罵め

り詈
す
る
提
宇
子
は
、
当
来
を
待
に
不
及
、
現
世
に
て
も

仏
罰
神
罰
を
蒙
る
べ
き
事
、
踵く
び
す

を
回
ら
す
べ
か
ら
ず
。
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一
六
二
〇
年
（
元
和
六
）
著
、
ハ
ビ
ア
ン
『
破
提
宇
）
14
（

子
』

　

ハ
ビ
ア
ン
に
つ
い
て
は
、
近
年
ま
と
ま
っ
た
見
解
も
出
さ
れ
て
い
）
15
（

る
た

め
、
詳
述
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
言
説
か
ら
も
、「
神
国
」
を

も
っ
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
を
排
斥
す
る
の
は
、
当
時
の
思
潮
と
し
て
一
般
的
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

五
、
鈴
木
正
三
の
神
国
論
に
つ
い
て

　

正
三
に
も
神
国
論
が
見
え
る
が
、
そ
の
立
場
が
伺
え
る
も
の
と
し
て
、
以

下
の
一
節
を
参
照
し
て
お
き
た
い
。

　
　

然
る
に
一
向
宗
の
教
の
如
き
は
、
破
り
は
せ
ね
ど
も
、
か
ま
わ
ぬ
と
云

ふ
間
、
神
社
は
尽
く
廃
壊
す
る
也
。
若
日
本
一
州
、
皆
一
向
宗
に
成
た

ら
ば
、
神
社
は
皆
断
ゆ
べ
し
。
夫
日
本
は
神
国
也
、
神
を
断
じ
て
何
に

と
国
を
保
ん
や
と
也
。

 
『
驢
鞍
橋
』
中
六
）
16
（

四

　

こ
れ
は
、
一
向
宗
（
浄
土
真
宗
）
批
判
の
文
章
で
あ
る
。
正
三
に
と
っ
て

は
神
国
論
が
、
国
を
保
つ
助
け
と
す
る
と
同
時
に
、
日
本
の
神
を
敬
わ
な
い

相
手
に
対
し
て
、
排
撃
す
る
根
拠
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
浄
土
真

宗
と
神
道
（
神
祇
不
拝
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
関
連
す
る
研
究
論
文
も

存
在
し
て
い
）
17
（

る
が
、
全
時
代
的
な
状
況
も
見
る
と
、
理
解
は
容
易
で
は
な
い

様
子
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
正
三
自
身
は
右
の
よ
う
な
理
解
を
し
て
お
り
、

神
祇
不
拝
を
行
っ
て
い
た
一
向
宗
を
批
判
し
た
こ
と
に
な
る
。
当
然
に
、
こ

の
論
理
は
キ
リ
ス
ト
教
排
撃
に
も
転
用
可
能
で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
正
三
自
ら
が
建
立
に
関
わ
っ
た
寺
院
に
、
徳
川
家
康
（
東
照

大
権
現
宮
）・
秀
忠
（
台
徳
院
殿
）
の
位
牌
を
設
置
し
た
と
さ
れ
）
18
（

る
。
神
君

た
る
家
康
の
位
牌
の
設
置
は
、
正
三
が
思
う
神
国
の
実
態
に
つ
い
て
の
研
究

を
進
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
）
19
（

う
。
た
だ
し
、『
破
吉
利
支
丹
』
に
お
け
る

神
君
家
康
の
位
置
付
け
が
判
然
と
せ
ず
、
本
論
で
は
検
討
出
来
な
い
。

六
、
鈴
木
正
三
に
よ
る
排
耶
論

　

正
三
に
よ
る
排
耶
論
の
検
討
に
因
み
、
本
書
で
用
い
た
「
本
覚
真
如
の
一

仏
」
の
用
語
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　
　
「
本
覚
真
如
」
と
い
う
の
は
、
時
間
的
に
は
永
遠
、
空
間
的
に
は
こ
の

宇
宙
に
遍
在
す
る
覚
り
の
本
体
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
そ
の
「
本

覚
真
如
の
一
仏
」
が
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す
る
と
こ
ろ
に
多
様
な
現
象
界

が
展
開
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。〈
中
略
〉
日
本
の
多
神
教
的
な
神
と
仏

の
関
係
に
関
し
て
言
え
ば
、
神
も
仏
も
そ
の
絶
対
的
な
一
仏
の
現
れ
に

他
な
ら
な
い
か
ら
、
い
ず
れ
も
同
様
に
崇
拝
す
る
に
値
す
る
こ
と
と
な

る
。
こ
の
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
「
で
う
す
」
も
ま
た

「
本
覚
真
如
の
一
仏
」
の
現
れ
に
な
る
が
、
た
だ
キ
リ
シ
タ
ン
の
人
々

が
こ
の
理
屈
を
知
ら
ず
に
、「
で
う
す
」
の
み
が
唯
一
の
絶
対
者
で
あ

る
と
固
執
し
、
他
を
否
定
す
る
の
が
誤
り
だ
と
言
う
の
で
あ
）
20
（

る
。

　
「
本
覚
真
如
」
と
い
う
語
句
は
、
中
世
の
日
本
仏
教
に
広
く
見
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
を
キ
リ
シ
タ
ン
批
判
に
応
用
し
た
と
こ
ろ
に
正
三

の
面
目
が
あ
る
と
評
さ
れ
）
21
（

る
の
だ
が
、
こ
こ
で
疑
問
も
起
き
る
。
正
三
自

身
、
晩
年
の
語
録
に
位
置
付
け
ら
れ
る
『
驢
鞍
橋
』
で
は
、
自
身
の
修
行
経

験
を
踏
ま
え
た
仁
王
禅
な
ど
を
鼓
吹
す
る
一
方
で
、
様
々
な
語
録
等
を
引
い



─ 　  ─

鈴
木
正
三
と
大
内
青
巒
の
排
耶
論
に
つ
い
て

33

214

て
、
門
弟
達
を
指
導
し
て
い
た
。
そ
れ
を
見
る
と
、
こ
の
よ
う
な
中
世
的
文

脈
に
つ
い
て
無
批
判
に
利
用
す
る
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
中
世
の
曹
洞
宗
で
流
行
し
た
代
語
文
献
に
つ
い
て
、
万
安
英
種
が
批
判

し
た
と
き
、
正
三
が
同
心
し
て
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
そ
の
立
場
か
ら

す
る
と
、
矛
盾
に
思
え
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
大
内
青
巒
に

も
、
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
文
章
に
は
、
先
祖
返
り
と
も
い
う
べ
き
言
説
が
見

ら
れ
る
た
め
、
他
者
へ
の
批
判
的
言
説
を
情
動
的
に
論
じ
る
場
合
、
予
て
か

ら
の
文
脈
に
依
拠
し
た
方
が
良
い
と
い
う
感
覚
が
働
い
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ

う
か
。

　

関
連
し
て
、
正
三
が
『
破
吉
利
支
丹
』
本
文
⑨
で
採
り
上
げ
た
「
天
道
」

に
つ
い
て
は
、
天
は
天
と
し
て
あ
り
、
別
の
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の

で
は
な
く
、
世
界
観
の
相
違
を
強
調
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
以
下
の
指
摘
が
あ
る
。

　
　

正
三
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
に
対
抗
す
る
原
理
と
し
て
、
世
間
一
般
に
共
有

さ
れ
て
い
た
摂
理
で
あ
る
天
道
を
示
し
た
。
崇
伝
や
正
三
の
「
天
道
」、

天
地
と
人
間
に
ゆ
き
わ
た
る
摂
理
は
、
そ
の
後
の
排
耶
論
を
担
っ
た
儒

者
た
ち
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
）
22
（

く
。

　
「
天
道
」
に
つ
い
て
は
、「
現
実
の
生
活
・
行
動
の
総
体
を
超
自
然
的
摂
理

の
次
元
で
考
え
る
観
）
23
（

念
」
と
さ
れ
て
い
る
。
正
三
も
、
刃
向
か
う
と
罰
を
与

え
ら
れ
る
摂
理
と
し
て
の
「
天
道
」
を
示
し
て
お
り
、
決
し
て
積
極
的
な
立

場
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
相
手
を
排
除
す
る
論
理
を
展
開
し
、
キ
リ
シ

タ
ン
へ
の
迫
害
が
、
自
滅
で
あ
る
か
の
よ
う
に
印
象
づ
け
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
正
三
は
「
神
国
思
想
」
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
キ
リ
シ
タ
ン
へ

の
批
判
を
行
い
、
排
斥
を
強
め
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
神
国
思
想

は
、
同
時
に
仏
教
を
も
排
斥
し
か
ね
な
い
状
況
に
な
る
が
、
正
三
は
そ
れ

を
、
他
の
「
排
耶
書
」
同
様
に
「
本
地
垂
迹
説
」
を
用
い
つ
つ
も
、
更
に

「
本
覚
真
如
の
一
仏
」
の
具
現
た
る
神
仏
の
展
開
に
よ
る
「
神
仏
習
合
（
併

せ
て
儒
教
も
容
れ
れ
ば
三
教
一
致
と
な
る
）」
を
唱
え
る
こ
と
で
回
避
し
、

特
定
の
デ
ウ
ス
の
み
を
強
調
せ
ん
と
す
る
キ
リ
シ
タ
ン
の
み
を
排
斥
す
る
こ

と
を
目
指
し
た
。
つ
ま
り
、
日
本
は
「
神
国
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の

「
神
」
ま
た
は
「
仏
」
を
敬
い
、
デ
ウ
ス
に
騙
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と

い
う
論
旨
で
あ
る
。

　

ま
た
、
正
三
は
「
天
道
」
の
概
念
も
用
い
る
こ
と
で
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
教

説
全
般
が
、
架
空
の
世
界
観
で
あ
り
、
本
来
的
に
日
本
に
馴
染
ま
な
い
も
の

で
あ
る
と
見
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
世
界
観
の
批
判
な
ど
は
、
ま
だ
一
神

教
的
な
そ
れ
よ
り
も
、
合
理
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
正
三
で
は
あ
る
が
、

キ
リ
シ
タ
ン
排
斥
に
中
世
の
文
脈
を
用
い
る
な
ど
、
こ
の
混
在
性
こ
そ
が
批

判
の
総
体
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　

な
お
、
管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
、
正
三
が
展
開
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
批
判

の
言
説
が
曹
洞
宗
内
へ
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
と
思
わ

れ
、
宗
派
の
僧
侶
か
ら
見
て
、
極
め
て
特
殊
な
議
論
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ

る
。

七
、
明
治
時
代
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
の
状
況
に
つ
い
て

　

明
治
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

は
、
近
年
研
究
が
ま
た
進
め
ら
れ
て
い
る
。



─ 　  ─

愛
知
学
院
大
学　

教
養
部
紀
要　

第
65
巻
第
３
号

34

213

　
　

明
治
期
に
入
っ
て
か
ら
の
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
わ
り
は
多
岐
に

わ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
全
体
像
を
論
じ
る
こ
と
は
難
し
）
24
（

い
。

　

し
か
し
、
右
に
見
る
よ
う
に
、
ま
だ
包
括
的
な
議
論
は
出
来
て
い
な
い
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
時
代
の
明
治
政
府
に
お
け
る
宗
教
政
策
に
つ
い
て
、
特
に

キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
概
観
し
て
お
き
た
）
25
（

い
。
江
戸
時
代
末
期
、
日
本
と

条
約
を
結
ん
で
来
日
し
た
西
洋
諸
国
は
特
に
安
政
年
間
以
降
、
自
国
居
留
民

の
た
め
と
い
う
名
目
で
、
外
国
人
宣
教
師
を
横
浜
や
長
崎
に
連
れ
て
き
た
。

中
で
も
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
で
あ
る
、
パ
リ
外
国
宣
教
会
の
プ
テ
ィ
ジ
ャ
ン

神
父
（
一
八
二
九
〜
一
八
八
三
）
は
、
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
復
興
の
立

役
者
で
、
長
崎
の
大
浦
天
主
堂
の
建
設
な
ど
で
知
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
、
日
本
に
来
た
西
洋
諸
国
の
人
々
は
、
当
時
の
幕
府
が
立
て
て
い

た
「
切
支
丹
禁
制
の
高
札
」
に
驚
き
、
そ
の
撤
去
の
た
め
の
運
動
も
起
こ
し

た
と
い
う
。
し
か
し
、
江
戸
幕
府
は
聞
き
入
れ
る
こ
と
が
な
く
、
時
代
が
江

戸
か
ら
明
治
に
な
っ
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
当
時
の
日
本
側
は
、
平
田
派

の
神
道
観
を
政
治
の
基
礎
に
置
こ
う
と
し
た
。
特
に
岩
倉
具
視
は
、
西
洋
四

国
の
公
私
が
、
外
務
省
に
出
頭
し
た
際
に
、「
切
支
丹
禁
教
」
の
意
義
を
、

神
道
国
教
主
義
の
立
場
か
ら
強
く
主
張
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
当
の
岩
倉

本
人
が
、
明
治
四
年
か
ら
不
平
等
条
約
改
正
の
た
め
の
特
命
全
権
大
使
と
し

て
欧
米
に
派
遣
さ
れ
る
と
、
そ
の
先
々
で
、
切
支
丹
弾
圧
へ
の
抗
議
を
受

け
、
信
教
の
自
由
の
保
障
を
求
め
ら
れ
た
と
い
う
。
帰
国
し
た
岩
倉
か
ら
の

進
言
を
容
れ
た
政
府
は
、
明
治
六
年
に
高
札
を
撤
去
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
全
面
的
な
キ
リ
ス
ト
教
解
禁
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ

れ
る
け
れ
ど
も
、
既
に
論
じ
た
よ
う
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
外
国
人
居
留

民
の
た
め
に
入
り
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
も
同
様
の
経
緯

を
辿
っ
た
が
、
特
に
以
下
の
よ
う
な
時
代
区
分
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

　
　

安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
か
ら
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
ま
で　

宣
教

準
備
の
時
期

　
　

明
治
六
年
か
ら
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
ま
で　

創
立
の
時
期

　
　

明
治
二
二
年
か
ら
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
ま
で　

試
練
の
時
）
26
（

期

　

そ
こ
で
、
本
論
で
採
り
上
げ
る
大
内
青
巒
（
一
八
四
五
〜
一
九
一
八
）
だ

が
、
仙
台
藩
出
身
で
、
若
い
頃
は
仙
台
藩
の
藩
校
で
漢
学
を
習
っ
た
が
、
母

の
死
や
明
治
維
新
を
き
っ
か
け
に
上
京
、
そ
の
後
は
原
坦
山
や
福
田
行
誡
に

就
い
て
仏
教
を
学
び
、
仏
教
啓
蒙
家
と
な
っ
た
。
晩
年
に
は
東
洋
大
学
第
三

代
学
長
に
就
任
す
る
な
ど
し
て
い
）
27
（

る
。
そ
の
青
巒
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
日
本

再
宣
教
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
危
惧
を
表
明
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
　

近
来
外
国
の
交
際
漸
く
盛
ん
な
る
に
随
か
ひ
天
主
教
希
臘
教
耶
蘇
教
等

の
異
端
外
道
追
々
渡
来
し
頻
り
に
因
縁
果
報
の
実
理
を
撻
無
し
我
慢
邪

慢
増
上
慢
を
逞
し
ふ
し
て
無
知
無
識
の
愚
夫
愚
婦
を
誑
惑
は
し
、
中
に

は
地
獄
の
業
因
を
作
ら
し
め
外
に
は
政
治
の
妨
害
を
な
す
。

 

青
巒
「
和
敬
会
仏
教
演
説
開
場
ノ
旨
）
28
（

趣
」

　

こ
れ
は
、
青
巒
が
一
八
七
九
年
（
明
治
一
二
）
に
発
起
人
代
表
と
な
っ
て

設
立
し
た
「
和
敬
会
」
と
い
う
仏
教
啓
蒙
の
た
め
の
結
社
に
お
い
て
行
わ
れ

た
演
説
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
に
来
て
、
日
本
の
国
民
を
欺
し
て
い
る

と
い
う
主
張
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
動
機
と
し
て
は
、
青
巒
の
出

身
地
で
あ
る
仙
台
（
現
在
の
宮
城
県
仙
台
市
）
に
つ
い
て
、
強
力
な
伝
道
が
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行
わ
れ
た
た
め
か
、「
全
市
耶
蘇
教
を
以
て
満
た
さ
れ
）
29
（

た
」
と
表
現
す
る
ほ

ど
の
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
危
惧
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。

八
、
大
内
青
巒
の
排
耶
論

　

近
代
に
入
っ
て
か
ら
の
排
耶
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
指
摘
が
見

ら
れ
る
。

　
　

近
代
に
な
っ
て
か
ら
の
排
耶
論
で
は
、
井
上
円
了
が
西
洋
哲
学
を
導
入

し
て
、
仏
教
に
お
け
る
形
而
上
的
な
領
域
を
近
代
的
な
形
で
再
び
ひ
ら

き
、
仏
教
か
ら
哲
学
が
分
節
化
し
て
い
く
契
機
と
な
っ
た
。
こ
れ
を

も
っ
て
、
明
末
以
来
の
護
教
的
な
排
耶
論
は
終
わ
り
を
告
げ
）
30
（

る
。

　

先
に
見
た
よ
う
に
、
明
治
六
年
と
い
う
年
次
を
契
機
と
し
て
、
徐
々
に
日

本
で
も
キ
リ
ス
ト
教
が
再
宣
教
さ
れ
始
め
た
の
は
事
実
だ
が
、
江
戸
時
代
同

様
に
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
批
判
的
な
見
解
や
立
場
の
者
が
見
ら
れ
た
。
そ

の
者
達
に
よ
る
様
々
な
排
耶
論
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
）
31
（

る
。

　

な
お
、
近
世
以
降
の
排
耶
論
に
つ
い
て
、
芹
沢
博
通
氏
は
三
期
に
分
け
て

考
察
し
て
い
）
32
（

る
。

　
　

第
一
期
：
近
世
初
期　

キ
リ
ス
ト
教
を
邪
教
・
国
害
と
見
な
す
論
調
。

　
　

第
二
期
：
近
世
末
か
ら
近
代
初
頭　

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
伝
来
・
伝
道
へ

の
対
応
。

　
　

第
三
期
：
明
治
中
期
以
降　

欧
化
主
義
の
反
動
と
し
て
の
国
家
主
義
の

勃
興
の
時
、
井
上
円
了
『
破
邪
新
論
』（
明
治
一
八
年
）
な

ど
に
始
ま
る
、
い
わ
ゆ
る
破
邪
顕
正
運
動
。

　

本
論
で
は
、
第
二
期
か
ら
第
三
期
に
か
け
て
の
運
動
を
中
心
に
見
て
い
く

こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
井
上
円
了
（
一
八
五
八
〜
一
九
一
九
）
の
よ
う

に
、
新
た
な
視
点
や
手
法
で
も
っ
て
、
排
耶
論
を
展
開
す
る
者
も
出
て
来
た

と
さ
れ
る
。

　

併
せ
て
、
青
巒
の
場
合
は
時
期
と
し
て
は
、「
第
三
期
」
に
な
る
の
だ

が
、
用
い
た
言
動
か
ら
す
れ
ば
、
第
一
期
・
第
二
期
の
特
徴
も
持
ち
、
二
面

的
な
言
説
に
な
っ
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、「
第
三
期
」
の
井
上
円
了
の
『
破
邪
新
論
』
に
「
序
」
と
し
て

寄
せ
た
文
章
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

夫
れ
耶
蘇
の
教
為
る
は
、
独
一
真
神
上
に
位
し
、
億
兆
人
類
下
に
在

り
。
縦
ひ
其
の
教
に
遵
ひ
其
の
国
に
到
る
も
人
類
は
自
ら
人
類
に
し

て
、
真
神
為
る
こ
と
能
わ
ず
。
真
神
、
畢
竟
独
一
に
し
て
固
よ
り
億
兆

に
同
じ
か
ら
ず
。
所
謂
相
待
つ
こ
と
有
る
。
未
だ
変
動
無
常
を
免
れ

ず
。
真
理
正
道
、
安
ん
か
在
ら
ん
。
然
る
に
仏
の
説
か
る
、
諸
仏
は
是

れ
果
、
衆
生
は
是
れ
因
。
相
待
つ
こ
と
有
る
者
に
似
た
り
。
知
ら
ず
、

果
は
是
れ
因
の
果
に
し
て
、
因
を
離
れ
て
別
に
果
有
る
に
非
ず
。
因
は

是
れ
果
の
因
に
し
て
、
果
を
離
れ
て
別
に
因
有
る
に
非
ず
。
故
に
諸
仏

因
位
に
在
り
て
は
之
を
衆
生
と
謂
ひ
、
衆
生
の
果
位
に
在
る
は
、
之
を

諸
仏
と
謂
ふ
。
諸
仏
・
衆
生
と
畢
竟
同
体
。
因
果
双
泯
し
て
、
遂
に
対

待
を
絶
す
。
此
れ
、
之
を
真
理
正
道
と
謂
ふ
。（
原
漢
文
）

　

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
神
と
人
類
と
の
隔
絶
を
批
判
し
、
転
じ
て
、
仏
教

に
お
け
る
諸
仏
・
衆
生
が
理
の
上
で
は
同
体
で
、
し
か
も
、
因
果
の
事
の
上

で
諸
仏
・
衆
生
の
違
い
が
あ
る
の
み
だ
と
す
る
。
井
上
の
同
著
自
体
が
、
当

時
の
科
学
的
見
解
も
用
い
て
排
耶
論
を
組
み
立
て
て
お
り
、
感
情
的
な
排
斥
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的
文
章
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
青
巒
の
一
文
も
そ
の
通
り
で
あ
り
、
そ
も
そ

も
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
で
、
教
理
の
構
造
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
冷
静

に
比
較
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
既
に
前
節
で
見
た
「
和
敬
会
」
で
の
発
言
に
鑑
み
て
、
右
の

「
序
」
は
青
巒
の
排
耶
論
の
言
説
で
は
お
と
な
し
い
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、

一
八
八
七
年
（
明
治
二
〇
）
に
結
成
し
た
曹
洞
扶
宗
会
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教

を
相
当
意
識
し
た
発
言
が
見
ら
れ
、
更
に
一
八
八
八
年
（
明
治
二
一
）
一
二

月
に
結
成
し
た
「
尊
皇
奉
仏
大
同
団
」
で
は
、
激
烈
な
排
他
的
言
動
ま
で
も

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
「
扶
宗
会
」
に
お
い
て
は
、『
扶
宗
会
雑
誌
』
に
収
録
さ
れ
る
「
法
話
」
に

て
、
次
の
指
摘
を
行
う
。

　
　

然
る
に
、
彼
の
耶
蘇
教
を
御
覧
な
さ
い
。
其
案
内
す
る
道
筋
は
兎
も
角

も
其
身
支
度
か
ら
諸
道
具
ま
で
悉
く
時
勢
に
適
し
、
学
説
に
調
子
を
合

せ
て
其
布
教
に
親
切
な
こ
と
は
我
々
の
様
な
反
対
の
位
地
に
居
る
者
ま

で
も
感
歎
随
喜
さ
せ
る
で
は
御
座
い
ま
せ
ん
か
。
私
し
の
懇
意
な
人
の

中
に
も
、
幾
ら
も
耶
蘇
教
信
者
が
有
り
ま
す
が
、
其
行
状
と
云
へ
親
切

と
云
へ
頼
も
し
い
人
だ
と
思
ふ
の
が
沢
山
あ
り
ま
す
。
然
る
に
仏
教
者

の
方
に
は
斯
和
尚
様
こ
そ
実
に
感
戴
の
外
は
無
い
と
思
ふ
様
な
方
に
は

滅
多
に
お
目
に
掛
つ
た
事
が
無
い
ば
か
り
な
ら
未
だ
し
も
の
こ
と
、
何

と
マ
ー
呆
れ
た
も
の
だ
困
つ
た
者
だ
と
思
ふ
目
に
折
ゝ
逢
ふ
と
云
ふ
は

実
に
情
な
い
有
様
で
は
御
座
い
ま
せ
ん
）
33
（

か
。

　

こ
れ
は
、
主
と
し
て
同
会
の
会
員
と
な
っ
て
い
た
、
当
時
の
曹
洞
宗
僧
侶

に
向
け
て
語
ら
れ
た
一
節
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
僧
侶
た
ち
が
、
特
筆
す
べ
き

篤
信
家
を
生
み
出
せ
な
い
状
況
を
批
判
し
、
そ
の
不
甲
斐
な
さ
を
叱
咤
激
励

す
る
か
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
青
巒
は
、
僧
侶
を
叱
咤
す
る
材
料
と
し
て

キ
リ
ス
ト
教
が
行
っ
て
い
る
伝
道
の
優
れ
た
様
子
を
認
め
て
は
い
る
の
で
あ

る
。
な
お
、
文
中
に
出
る
「
懇
意
の
人
の
耶
蘇
教
信
者
」
に
つ
い
て
は
、
共

に
出
版
・
新
聞
発
行
の
仕
事
を
し
て
い
た
佐
久
間
貞
一
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
佐
久
間
は
耶
蘇
教
信
者
で
あ
り
、
青
巒
と
は
信
仰
を
異
と

す
る
が
、
良
く
気
が
合
っ
た
と
い
）
34
（

う
。

　

そ
こ
で
、
青
巒
は
、
曹
洞
扶
宗
会
で
行
っ
た
『
洞
上
在
家
修
証
義
』
編
集

の
意
義
を
、
ま
ず
は
曹
洞
宗
の
布
教
法
確
立
を
目
指
し
て
編
集
さ
れ
た
も
の

だ
と
主
張
す
）
35
（

る
が
、
同
書
編
集
の
動
機
、
そ
し
て
同
書
が
持
つ
組
織
性
な
ど

に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
か
ら
得
ら
れ
た
方
法
論
な
ど
が
、
暗
に
活
用
さ

れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
、
今
後
検
討
を
行
う
必
要
を
感
じ
て
い
る
。

　

な
お
、
結
成
後
の
「
扶
宗
会
」
は
大
い
に
会
員
数
を
増
や
し
、
曹
洞
宗
内

で
の
影
響
力
を
拡
大
さ
せ
た
け
れ
ど
も
、
青
巒
本
人
は
明
治
二
一
年
一
二

月
、
自
分
た
ち
が
提
案
し
た
「
曹
洞
宗
改
進
方
案
」
に
つ
い
て
、
様
々
な
疑

念
が
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
に
抗
議
す
る
よ
う
に
、
同
会
幹
事
を
辞
職
す
る
の
で

あ
）
36
（

る
。
そ
し
て
、
同
年
同
月
中
に
「
尊
皇
奉
仏
大
同
）
37
（

団
」
結
成
に
動
き
、

「
趣
意
）
38
（

書
」
を
早
速
に
執
筆
さ
せ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
ち
ら
は
排
耶
論
を
前

面
に
押
し
出
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
更
に
、
同
団
へ
の
「
緒
言
」
も
合
わ
せ

て
参
照
す
る
と
、
青
巒
は
始
め
か
ら
同
会
を
も
っ
て
、
政
教
の
一
致
を
目
指

し
、
国
会
に
人
を
送
り
込
む
こ
と
を
狙
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
皇
室
・
仏
教

を
と
も
に
仰
ぐ
こ
と
で
、
大
日
本
帝
国
の
独
立
安
寧
を
願
う
の
で
あ
る
。

　
　

宗
教
の
事
な
ど
も
、
訳
も
分
ら
ず
に
、
耶
蘇
教
は
文
明
国
の
教
法
だ
か
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ら
、
好
い
に
違
ひ
な
か
ら
う
、
速
か
に
洗
礼
を
受
く
べ
し
と
云
ふ
様

な
、
発
狂
同
様
な
人
物
が
殖
る
世
の
中
で
有
り
ま
す
か
ら
、
耶
蘇
教
の

教
師
達
は
、
此
狂
人
等
こ
そ
、
我
々
の
大
得
意
な
れ
、
日
本
と
云
ふ
神

国
の
人
民
を
、
ゴ
ツ
ド
の
国
の
人
民
に
生
捕
る
の
は
此
時
な
り
と
云
ふ

気
込
で
、
頻
り
に
勧
め
立
る
。
折
も
折
と
て
、
来
年
は
国
会
開
設
で
、

其
憲
法
を
今
度
御
発
布
に
成
た
に
付
て
は
、
来
年
の
国
会
に
出
る
議
員

を
、
力
の
及
ぶ
限
り
耶
蘇
教
に
引
込
で
、
日
本
の
政
治
を
耶
蘇
教
信
者

の
手
に
落
す
に
如
か
ず
と
の
了
簡
あ
り
て
の
事
か
、
否
か
は
知
ら
ん

が
、
其
方
角
に
向
て
頻
り
に
奔
走
す
る
耶
蘇
教
徒
も
多
く
あ
る
様
子
。

〈
中
略
〉
耶
蘇
教
の
主
義
を
日
本
の
政
治
の
上
に
持
込
む
と
云
ふ
こ
と

は
、
甚
だ
恐
る
べ
き
仕
方
で
有
り
ま
す
か
ら
、
国
家
の
上
か
ら
之
を
防

が
な
け
れ
ば
成
ら
ん
ば
か
り
で
は
無
い
。
社
会
の
秩
序
の
上
か
ら
も
、

我
皇
室
の
為
め
に
も
、
我
が
仏
教
の
為
め
に
も
、
力
の
及
ぶ
限
り
は
、

箇
様
な
悪
分
子
が
、
国
家
に
立
入
る
の
を
防
が
な
け
れ
ば
成
り
ま
せ

ん
。
其
外
に
教
育
の
事
で
も
、
経
済
の
事
で
も
、
訳
も
な
く
外
国
風
に

ば
か
り
気
迷
ふ
て
、
日
本
の
国
体
や
宗
教
に
は
、
頓
と
気
を
附
け
ぬ
人

が
多
く
、
甚
だ
し
き
は
耶
蘇
教
徒
が
布
教
の
手
段
に
立
る
大
学
校
を
大

賛
成
で
、
夢
中
に
金
を
出
す
約
束
を
し
た
り
、
又
寄
附
金
を
勧
め
た
り

す
る
人
も
随
分
あ
る
様
）
39
（

子
。

　

青
巒
は
こ
の
段
階
で
、
い
わ
ゆ
る
欧
化
主
義
へ
の
反
動
と
し
て
の
国
家
主

義
に
、
完
全
に
同
調
し
た
と
見
て
良
く
、
極
め
て
感
情
的
と
い
う
べ
き
キ
リ

ス
ト
教
批
判
の
言
動
を
弄
す
る
様
子
が
分
か
る
。
ま
た
、
青
巒
の
批
判
は
、

教
義
的
な
そ
れ
と
い
う
よ
り
も
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
日
本
の
政
治
に
介
入
し

て
く
る
と
い
っ
て
不
安
感
を
煽
り
、
ま
た
、
再
宣
教
に
伴
っ
て
、
多
く
の
学

校
（
神
学
校
を
前
身
と
す
る
も
の
が
多
い
が
、
す
ぐ
に
一
般
的
な
学
部
を
持

つ
よ
う
に
な
っ
た
）
が
建
設
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
だ
と
思

う
）
40
（

が
、
そ
れ
ら
の
社
会
活
動
全
般
へ
の
批
判
ま
で
及
び
、
し
か
も
、
そ
の
活

動
に
日
本
人
が
同
調
し
て
い
る
様
子
を
問
題
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
明
ら
か
に
日
本
人
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
て
い
る
場
合
に
は
、
国

の
た
め
に
な
ら
な
い
と
い
う
宗
教
差
別
を
伴
う
内
容
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
こ
の
一
連
の
言
動
に
鑑
み
、
青
巒
の
排
耶
論
の
言
説
は
、
井
上

円
了
な
ど
に
伴
っ
て
発
言
さ
れ
た
場
合
に
は
、
冷
静
な
場
合
が
見
ら
れ
た
け

れ
ど
も
、
青
巒
本
人
の
活
動
に
伴
っ
て
発
言
さ
れ
る
場
合
に
は
、
極
め
て
感

情
的
で
あ
っ
た
と
い
う
二
面
性
が
あ
っ
た
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。

九
、
大
内
青
巒
の
排
耶
論
の
ま
と
め

　

青
巒
は
明
治
中
期
以
降
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
批
判
を
強
め
た
け
れ
ど
も
、

そ
の
実
態
は
、
近
世
的
な
態
度
を
保
持
し
た
、
護
教
的
内
容
で
あ
っ
た
と
見

て
良
い
。
特
に
「
尊
皇
奉
仏
大
同
団
」
で
は
皇
室
崇
敬
を
主
に
、
仏
教
を
従

に
し
な
が
ら
も
、
両
方
の
立
場
の
大
同
を
目
指
す
な
ど
し
て
い
る
。
こ
れ
な

ど
は
、
明
治
維
新
を
機
に
、
一
度
は
否
定
さ
れ
た
「
神
仏
習
合
」
の
復
活
に

も
近
い
よ
う
な
印
象
を
得
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
維
新
後
の
日
本
に
起
き
た

宗
教
界
の
変
動
に
対
す
る
、
大
き
な
反
動
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

や
は
り
中
世
的
概
念
も
用
い
つ
つ
鈴
木
正
三
に
共
通
す
る
反
動
性
と
い
え
よ

う
。

　

一
時
は
冷
静
に
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
を
比
較
し
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
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伝
道
に
は
評
価
ま
で
し
た
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
先
に
挙
げ
た
反
動
が
起

こ
っ
て
か
ら
は
、
極
め
て
感
情
的
な
批
判
に
終
始
し
た
様
子
が
分
か
る
の
で

あ
る
。

　

た
だ
し
、
青
巒
自
身
の
活
動
を
見
て
い
く
と
、
仏
教
の
啓
蒙
活
動
、
出
版

活
動
、
結
社
活
動
、
盲
学
校
の
校
長
、
そ
し
て
東
洋
大
学
第
三
代
学
長
な
ど

の
活
動
経
歴
が
並
ぶ
。
こ
れ
な
ど
は
ま
さ
に
、
日
本
で
キ
リ
ス
ト
教
信
者
と

な
り
、
か
つ
指
導
的
立
場
と
な
っ
た
日
本
人
が
行
っ
て
い
た
活
動
に
極
め
て

類
似
し
、
明
治
期
の
キ
リ
ス
ト
教
者
の
仏
教
版
と
い
う
べ
き
立
場
で
あ
る
と

も
い
え
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
た
だ
言
論
か
ら
の
み
で
は
推
し
量
れ
な
い
、
青

巒
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
が
あ
る
と
指
摘
出
来
よ
う
。

註（
１
）  

『
研
究
序
説
』
一
一
九
頁
で
は
、
こ
の
と
き
を
初
陣
と
推
定
し
て
い
る
。

（
２
）  

『
研
究
序
説
』
一
三
七
頁
参
照
。

（
３
）  

『
続
曹
全
』「
法
語
・
歌
頌
」
巻
・
一
五
七
頁
上
段

（
４
）  

『
研
究
序
説
』
三
一
九
〜
三
二
七
頁
参
照
。

（
５
）  

『
研
究
序
説
』
三
〇
八
頁
参
照
。

（
６
）  

『
破
吉
利
支
丹
』
の
書
誌
学
的
研
究
は
、
三
浦
雅
彦
「『
麓
草
分
』
と
『
破
吉
利

支
丹
』
│
無
窮
会
蔵
鈴
木
正
三
関
係
資
料
の
一
考
察
」（『
書
物
・
出
版
と
社
会
変

容
一
〇
』
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

（
７
）  

『
研
究
序
説
』
一
五
六
頁
参
照
。

（
８
）  

『
思
想
大
系
二
五
』
四
四
九
〜
四
五
七
頁
参
照
。
な
お
、
海
老
沢
校
注
本
の
底

本
は
一
六
六
二
年
・
堤
六
左
衞
門
版
本
。

（
９
）  

『
思
想
大
系
二
五
』
五
九
四
頁

（
10
）  

『
思
想
大
系
二
五
』
五
九
六
頁

（
11
）  

『
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
史
』
二
七
四
頁

（
12
）  

『
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
史
の
研
究
』
二
六
三
〜
二
六
四
頁

（
13
）  

『
思
想
大
系
二
五
』
四
二
〇
頁
参
照
。
同
文
書
に
対
す
る
海
老
沢
氏
の
解
説
で

は
、
新
井
白
石
が
一
七
一
二
年
（
正
徳
二
）
に
発
見
し
て
世
に
知
ら
れ
た
と
指
摘

し
て
い
る
。

（
14
）  

『
思
想
大
系
二
五
』
四
二
七
頁
参
照
。
な
お
、
海
老
沢
氏
は
解
説
で
、
同
書
に

つ
い
て
同
年
中
か
数
年
以
内
の
刊
行
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
15
）  

ハ
ビ
ア
ン
に
よ
る
『
破
提
宇
子
』
の
思
想
や
立
場
は
、
梶
田
叡
一
『
不
干
斎
ハ

ビ
ア
ン
の
思
想
│
キ
リ
シ
タ
ン
の
教
え
と
日
本
的
心
性
の
相
克
』
の
、
特
に
第

四
・
五
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
16
）  

『
続
曹
全
』「
法
語
・
歌
頌
」
巻
・
一
〇
〇
頁
上
下
段

（
17
）  

野
世
英
水
「
真
宗
に
お
け
る
神
祇
不
拝
の
教
学
史
的
変
遷
」（『
印
度
学
仏
教
学

研
究
』
三
九

－

一
、
一
九
九
〇
年
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
18
）  

『
研
究
序
説
』
一
五
八
頁
で
は
、
天
草
の
五
ヵ
寺
に
位
牌
を
確
認
し
た
と
い
う
。

（
19
）  

『
研
究
序
説
』
一
四
九
頁
で
は
、
位
牌
が
現
存
し
な
い
恩
真
寺
に
つ
い
て
は
当

初
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
20
）  

末
木
文
美
士
「
鈴
木
正
三
│
人
と
思
想
」（『
日
本
仏
教
思
想
史
論
考
』
四
七
九

〜
四
八
〇
頁
）
参
照
。

（
21
）  

同
右
、
四
八
〇
頁
参
照
。

（
22
）  

西
村
玲
「
仏
教
排
耶
論
の
思
想
史
的
展
開
」（『
ブ
ッ
ダ
の
変
貌
』
三
五
一
頁
）

を
参
照
し
た
。

（
23
）  

同
右
、
三
六
二
頁
参
照
。

（
24
）  

同
右
、
三
五
五
頁
参
照
。

（
25
）  
江
戸
時
代
末
期
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
再
宣
教
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
五
野
井
隆

史
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
』
の
「
第
七　

近
代
日
本
と
キ
リ
ス
ト
教
」
と
藤
代
泰

三
『
キ
リ
ス
ト
教
史
』
の
「
第
四
部　

近
代
」、
そ
し
て
、『
岩
波
キ
リ
ス
ト
教
辞
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典
』
巻
末
付
録
の
「
年
表
」
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
26
）  

藤
代
泰
三
『
キ
リ
ス
ト
教
史
』
四
六
四
頁
を
参
照
し
て
適
宜
要
約
し
た
。

（
27
）  

大
内
青
巒
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
大
内
青
巒
居
士
評
伝
」（『
曹
洞
宗
近

代
教
団
史
』
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
28
）  
『
日
本
各
宗
仏
教
演
説
亀
鑑
』
六
八
頁

（
29
）  

「
明
治
仏
教
変
遷
史
」（『
靄
々
華
甲
記
』
三
四
頁
）
を
参
照
し
て
い
る
。
な

お
、
仙
台
の
明
治
期
の
状
況
は
、
維
新
後
に
ロ
シ
ア
か
ら
正
教
会
が
入
り
、
ま

た
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
仙
台
神
学
校
（
現
・
東
北
学
院
大
学
）
が
一
八
八
六

年
（
明
治
一
九
）
に
開
校
す
る
な
ど
し
て
い
る
。

（
30
）  

西
村
玲
「
仏
教
排
耶
論
の
思
想
史
的
展
開
」（『
ブ
ッ
ダ
の
変
貌
』
三
五
九
頁
）

を
参
照
し
た
。

（
31
）  

仏
教
者
か
ら
の
排
耶
論
の
一
例
と
し
て
、
曹
洞
宗
関
係
者
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教

排
撃
論
に
つ
い
て
は
、
川
口
高
風
『
明
治
前
期
曹
洞
宗
の
研
究
』
の
「
第
二
篇　

両
山
協
調
期
の
動
向
と
諸
問
題
の
対
応　

第
三
章　

キ
リ
ス
ト
教
へ
の
対
応
」
に

お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
、「
曹
洞
宗
に
お
い
て
排
耶
書
を
著
わ
し
た
人
は
、
吉
岡

信
行
、
能
仁
柏
巌
、
足
立
普
明
の
三
人
で
あ
る
」（
四
五
八
頁
）
と
指
摘
さ
れ
、

特
に
足
立
と
能
仁
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
て
い
る
。
本
文
で
参
照
し
た
芹
沢
の
区
分

に
よ
れ
ば
、
第
二
〜
三
期
に
ま
た
が
る
人
と
い
え
る
。

（
32
）  

芹
沢
博
通
「
明
治
中
期
の
排
耶
論
│
井
上
円
了
を
中
心
と
し
│
」（『
論
集
日
本

仏
教
史
８
│
明
治
時
代
』
一
六
三
頁
）
を
参
照
し
た
。

（
33
）  

『
扶
宗
会
雑
誌　

第
三
号
』（
明
治
二
一
年
三
月
発
行
）
四
頁

（
34
）  

豊
原
又
男
編
『
佐
久
間
貞
一
小
伝
』
で
は
、
青
巒
と
佐
久
間
の
出
会
い
を
記

し
、
佐
久
間
は
自
分
と
青
巒
と
は
信
仰
は
異
な
る
が
、
気
が
合
っ
た
様
子
を
語
っ

て
い
る
（
二
〇
〇
頁
参
照
）。

（
35
）  

「
扶
宗
会
」
設
立
と
、『
修
証
義
』
編
集
の
経
緯
を
巡
っ
て
は
、『
修
訂
復
刻
修

証
義
編
纂
史
』
の
中
に
青
巒
本
人
の
述
懐
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
一
節
が
示
さ
れ
、

「
然
る
に
今
何
の
理
由
も
無
く
、
南
無
釈
迦
牟
尼
仏
と
唱
へ
る
と
云
ふ
や
う
な
こ

と
は
甚
だ
無
意
義
で
も
あ
り
、
且
は
他
宗
他
門
の
笑
ひ
も
招
く
も
気
恥
か
し
い
次

第
で
は
無
い
か
と
云
ふ
や
う
な
議
論
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
丁
度
そ
の
頃
、
大
阪

の
北
山
絶
三
師
が
上
京
せ
ら
れ
て
、
其
の
親
友
の
林
謙
吉
郎
氏
と
相
談
の
末
、
両

人
か
ら
拙
老
へ
の
相
談
が
あ
り
其
の
他
に
も
同
志
の
賛
成
が
あ
つ
て
、
此
に
曹
洞

扶
宗
会
と
い
ふ
団
体
を
組
織
し
て
、
在
家
化
導
の
方
法
を
た
て
や
う
と
い
ふ
こ
と

に
な
つ
た
。
そ
こ
で
又
々
其
の
布
教
の
標
準
は
如
何
に
し
た
も
の
で
あ
ら
う
ぞ
と

の
問
題
が
起
つ
て
来
た
、
此
に
於
て
始
め
て
修
証
義
を
編
纂
す
る
こ
と
に
成
つ
た

の
で
あ
る
云
云
」
と
見
え
る
（
三
九
頁
）。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教

の
影
響
を
具
体
的
に
ど
う
受
け
た
か
、
曖
昧
で
は
あ
る
。
そ
の
詳
細
は
、
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。

（
36
）  

神
沢
源
吉
編
『
辞
職
意
見
』
を
参
照
し
た
。
本
書
は
、
青
巒
か
ら
の
聞
き
取
り

の
形
で
、
扶
宗
会
を
離
脱
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
37
）  

「
尊
皇
奉
仏
大
同
団
」
に
つ
い
て
は
、
オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
「
尊
皇
奉
仏

大
同
団
と
そ
の
思
想
的
営
為
」（『
宗
教
研
究
』
八
四

－

四
・
二
〇
一
〇
年
）
を
参

照
し
た
。

（
38
）  

『
曹
洞
宗
選
書
』「
第
七
巻　

教
義
篇
」
三
頁
を
参
照
し
た
。

（
39
）  

大
内
青
巒
演
説
『
尊
皇
奉
仏
論
』
一
〜
三
頁
。
な
お
、
引
用
文
中
に
は
、
現
代

的
な
視
点
で
は
人
権
的
に
問
題
と
思
わ
れ
る
用
語
が
複
数
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

青
巒
が
そ
の
よ
う
な
用
語
を
用
い
て
も
キ
リ
ス
ト
教
排
撃
を
行
っ
た
と
い
う
状
況

を
知
る
た
め
に
、
あ
え
て
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
取
り
扱
い
に
は
十
分
に
注
意

さ
れ
た
い
。

（
40
）  

藤
代
泰
三
『
キ
リ
ス
ト
教
史
』
四
六
五
〜
四
六
九
頁
を
参
照
し
た
。
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参
考
文
献

◎
鈴
木
正
三
関
連

・『
思
想
大
系
二
五
』
は
、『
日
本
思
想
大
系
二
五　

キ
リ
シ
タ
ン
書
・
排
耶
書
』
岩
波

書
店
・
一
九
七
〇
年

・
鈴
木
正
三
関
連
の
テ
キ
ス
ト
は
『
破
吉
利
支
丹
』
を
除
き
、
神
谷
・
寺
沢
編
『
鈴
木

正
三
全
集
（
上
・
下
）』
鈴
木
正
三
研
究
会
、
及
び
『
続
曹
洞
宗
全
書
』
を
参
照
。

・
加
藤
均
「『
因
果
物
語
』
に
見
ら
れ
る
鈴
木
正
三
の
仏
教
倫
理
│
正
三
の
一
向
宗
批

判
に
着
目
し
て
│
」
タ
イ
国
日
本
研
究
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
２
０
０
７
論
文
報
告
集

・
末
木
文
美
士
『
日
本
仏
教
思
想
史
論
考
』
大
蔵
出
版
・
一
九
九
三
年

・
曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
編
『
道
元
思
想
の
あ
ゆ
み
』「
３　

江
戸
時
代
」
吉
川
弘
文

館
・
一
九
九
三
年

・
三
浦
雅
彦
『
鈴
木
正
三
研
究
序
説
』
花
書
院
・
二
〇
一
三
年
。
本
論
で
は
、『
研
究

序
説
』
と
略
記
。

◎
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
関
連

・『
論
集
日
本
仏
教
史
８
│
明
治
時
代
』
雄
山
閣
・
一
九
八
七
年

・
海
老
沢
有
道
『
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
史
』
塙
選
書
・
一
九
九
六
年

・
五
野
井
隆
史
『
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
〇
二
年

・
川
口
高
風
『
明
治
前
期
曹
洞
宗
の
研
究
』
法
藏
館
・
二
〇
〇
二
年

・『
ブ
ッ
ダ
の
変
貌
│
交
錯
す
る
近
代
仏
教
（
日
文
研
叢
書
）』
法
藏
館
・
二
〇
一
四
年

・
梶
田
叡
一
『
不
干
斎
ハ
ビ
ア
ン
の
思
想
│
キ
リ
シ
タ
ン
の
教
え
と
日
本
的
心
性
の
相

克
』
創
元
社
・
二
〇
一
四
年

・
藤
代
泰
三
『
キ
リ
ス
ト
教
史
』
講
談
社
学
術
文
庫
・
二
〇
一
七
年

◎
大
内
青
巒
関
連

・
栗
田
信
太
郎
編
『
日
本
各
宗
仏
教
演
説
亀
鑑
』
競
錦
書
屋
・
一
八
八
二
年

・
井
上
円
了
『
破
邪
新
論
』
明
教
社
・
一
八
八
五
年

・
豊
原
又
男
編
『
佐
久
間
貞
一
小
伝
』
秀
英
舎
庭
契
会
・
一
九
〇
四
年

・
楪
ゆ
ず
り
は

太
仙
編
『
藹
々
華
甲
記
』
大
内
青
巒
居
士
還
暦
祝
賀
会
事
務
所
・
一
九
〇
五
年

・
曹
洞
宗
選
書
刊
行
会
『
曹
洞
宗
選
書
（
全
二
〇
巻
）』
一
九
八
一
〜
八
二
年
。
第
三

巻
は
一
九
八
一
年
六
月
。

・
岡
田
宜
法
『
修
訂
復
刻
修
証
義
編
纂
史
』
曹
洞
宗
宗
務
庁
・
一
九
八
六
年

・
大
内
青
巒
演
説
『
尊
皇
奉
仏
論
』
鴻
盟
社
・
一
八
八
九
年

・
神
沢
源
吉
編
・
発
行
『
辞
職
意
見
』
一
八
八
九
年
一
月

・
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
曹
洞
宗
近
代
教
団
史
』
二
〇
一
四
年

※
本
論
文
は
、
比
較
思
想
学
会
・
東
海
地
区
二
〇
一
四
年
度
第
二
回
研
究
例
会
（
二
〇

一
四
年
一
二
月
）
に
お
い
て
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
発
表
は
、
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト

の
み
を
『
比
較
思
想
研
究
』
第
四
一
号
（
二
〇
一
五
年
三
月
）
に
掲
載
し
た
が
、
今

回
、
大
幅
に
改
稿
し
て
当
紀
要
に
掲
載
し
た
。
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川　

口　

高　

風 

九
世　

新
井
石
禅

　

大
正
四
年
七
月
十
一
日
に
木
田
韜
光
が
示
寂
し
た
た
め
、
そ
の
後
住
に
は

新
井
石
禅
が
就
い
た
。
新
井
は
明
治
三
十
五
年
一
月
に
永
平
寺
副
監
院
を
務

め
る
と
と
も
に
曹
洞
宗
務
院
の
教
学
部
長
、
人
事
部
長
も
務
め
て
お
り
、
同

四
十
一
年
八
月
に
は
満
州
、
朝
鮮
、
台
湾
を
巡
教
し
て
い
る
。
同
四
十
四
年

に
は
森
田
悟
由
の
随
行
長
に
請
さ
れ
た
た
め
、
教
学
部
長
を
辞
任
し
て
禅
師

に
随
侍
し
各
地
の
布
教
に
従
事
し
た
。
し
か
し
、
大
正
四
年
二
月
九
日
に
森

田
が
遷
化
し
た
た
め
、
修
学
の
師
で
あ
る
禅
師
を
失
い
落
胆
し
て
い
た
と
こ

ろ
、
同
年
七
月
十
一
日
に
示
寂
し
た
木
田
の
後
任
と
し
て
護
国
院
住
持
に
請

さ
れ
た
。
九
月
十
九
日
に
実
弟
の
石
井
松
五
郎
に
出
し
た
書
簡
に
は
、

　
　

前
略　

迂
衲
も
名
古
屋
奉
安
殿
に
住
職
を
本
山
よ
り
被
命
、
目
下
協
議

中
に
候
、
忙
中
略
書
頓
首

　
　
　

九
月
十
九
日 

雲
洞
石
）
1
（

禅　
　
　
　

と
あ
り
、
永
平
寺
よ
り
護
国
院
住
職
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
協
議
中
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
九
月
二
十
七
日
に
は
雲
洞
庵
（
南
魚
沼
市
雲
洞
）
よ
り
護
国

院
へ
転
住
し
た
。（「
宗
報
」
第
四
五
七
号
）
十
月
三
日
に
授
戒
会
中
の
養
源

寺
（
豊
岡
市
元
町
）
よ
り
水
野
童
龍
（
春
日
部
市
小
渕
・
浄
春
院
住
職
）
へ

出
し
た
書
簡
に
は
、

　
　

粛
啓　

樺
島
教
田
の
大
開
拓
為
宗
門
感
謝
不
尽
且
法
身
の
健
康
何
よ
り

大
慶
歓
喜
有
余
迂
衲
弥
々
名
古
屋
護
国
院
に
住
名
を
出
す
こ
と
ゝ
相
成

候
、
雲
洞
の
方
は
當
分
従
前
の
通
室
橋
師
兼
務
の
名
に
於
て
監
寺
勤
務

追
て
後
董
選
定
と
協
議
相
纏
り
候

　
　

去
る
三
十
日
護
国
院
に
立
寄
内
披
露
会
を
済
ま
せ
候
、
来
る
八
日
よ
り

授
戒
会
（
御
親
化
）
に
付
か
く
取
り
い
そ
ぎ
た
る
も
の
に
候
、
護
国
院

の
僧
堂
整
理
中
々
困
難
な
れ
ど
、
出
来
得
る
限
り
此
際
改
良
も
施
し
た

く
、
就
て
は
貴
師
来
り
て
講
師
を
勤
め
被
下
間
敷
や
、
正
月
等
は
帰
院

に
さ
し
つ
か
へ
な
し
、
又
春
期
に
も
な
ら
ば
、
何
と
か
代
理
者
を
も
立

つ
べ
し
、
當
分
の
処
丈
に
て
も
来
つ
て
助
化
被
下
候
は
ゞ
好
都
合
に

候
、
若
し
そ
れ
も
出
来
ず
ば
一
時
的
に
て
も
よ
ろ
し
、
何
と
か
さ
し
く

り
願
上
度
候
、
常
在
の
準
師
家
も
必
要
に
付
物
色
中
な
り
、
貴
師
に
心

當
り
あ
ら
ざ
る
か
、
貴
意
御
面
示
願
上
候

　
　

龍
徳
方
丈
外
み
な
〳
〵
様
に
よ
ろ
し
く

　
　
　
　

十
月
三
日

 

石　

禅　

和　

南）2
（

　
　

　
　
　
　
　

不　

二　

山　

方　

丈
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と
あ
り
、
雲
洞
庵
の
後
董
は
追
っ
て
選
定
を
協
議
す
る
が
、
護
国
院
僧
堂
は

整
理
が
難
か
し
く
、
改
革
す
る
た
め
に
水
野
童
龍
を
講
師
に
招
聘
し
て
い

る
。

　

十
月
八
日
よ
り
護
国
院
で
授
戒
会
が
啓
建
さ
れ
、
戒
師
は
福
山
黙
童
、
教

授
師
は
新
井
、
引
請
師
は
禅
芳
寺
の
門
内
大
英
が
務
め
た
。（「
宗
報
」
第
四

五
一
、
四
五
五
号
）
十
二
月
に
は
「
認
可
僧
堂
開
単
御
届
」（
護
国
院
蔵
）

を
永
平
寺
監
院
押
野
太
寿
へ

　
　
　
　
　

認
可
僧
堂
開
単
御
届

　
　
　
　
　
　
　

名
古
屋
市
東
区
布
池
町

　
　
　
　
　
　

御
直
末　
　
　
　

護　

国　

院

　
　

拙
院
儀
大
正
四
年
十
二
月
十
六
日
附
ヲ
以
テ
認
可
僧
堂
開
設
ノ
許
可
ヲ

得
候
ニ
付
、
大
正
五
年
一
月
一
日
ヨ
リ
僧
堂
開
単
致
候
條
、
此
段
以
連

署
及
御
届
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
護
国
院
住
職

　
　

大
正
四
年
十
二
月　

日　

兼
認
可
僧
堂
担
任
師
家　

新
井
石
禅
㊞

　
　
　
　
　

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
幸
松
村
浄
春
院
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

認
可
僧
堂
準
師
家　
　
　

水
野
童
龍
㊞

　
　

大
本
山
永
平
寺

　
　
　

監
院　

押
野
太
寿
殿

と
出
し
て
お
り
、
十
六
日
に
は
認
可
僧
堂
開
設
の
許
可
が
出
た
。
そ
し
て
来

る
同
五
年
一
月
一
日
よ
り
僧
堂
は
開
単
さ
れ
た
が
、
本
山
僧
堂
に
掛
籍
し
な

が
ら
も
護
国
院
へ
出
会
し
て
い
た
佐
藤
梅
堂
以
下
十
三
名
は
、
本
山
僧
堂
を

送
行
し
護
国
院
僧
堂
に
掛
搭
す
る
間
、
特
別
の
御
詮
議
に
よ
り
大
正
四
年
十

二
月
三
十
一
日
ま
で
の
本
山
安
居
証
明
状
を
下
附
さ
れ
る
よ
う
に
本
山
監
院

の
押
野
太
寿
へ
願
っ
て
い
る
。（「
御
山
僧
堂
安
居
証
明
状
下
附
願
」
護
国
院

蔵
）
さ
ら
に
十
二
月
二
十
九
日
に
は
、
大
乗
寺
（
北
海
道
余
市
郡
余
市
町
）

三
世
の
金
沢
玄
外
へ

　
　

拝
啓　

御
道
況
愈
々
御
康
寧
奉
恭
賀
候
、
迂
衲
九
月
下
旬
俄
に
當
院
へ

移
転
の
止
む
な
き
に
至
り
、
何
の
支
度
す
べ
き
暇
も
な
く
単
身
孤
影
籍

を
移
し
、
十
一
月
よ
り
漸
次
内
部
の
整
理
を
願
ひ
、
僧
堂
の
認
可
を
得

今
や
一
新
生
面
を
開
く
べ
き
途
中
に
有
之
候
、
本
日
出
会
先
よ
り
帰

山
、
来
月
中
は
在
院
の
覚
悟
に
有
之
候

　
　

御
道
情
の
深
厚
な
る
特
に
御
名
産
の
珍
菓
実
沢
山
御
恵
贈
を
辱
う
し
、

慥
に
安
着
乍
毎
度
実
に
美
事
に
て
一
同
感
歎
致
候
、
早
速
高
祖
及
二
祖

太
祖
並
慈
船
禅
師
の
真
前
に
献
供
仕
候
、
其
御
さ
が
り
は
一
同
に
分
与

し
賞
味
可
仕
候

　
　

御
地
は
寒
威
最
も
強
烈
に
相
成
候
事
と
存
候
、
為
人
法
御
長
養
専
一
に

祈
上
候
、
道
俗
各
位
に
乍
憚
宜
敷
御
致
誠
被
下
度
候　

誠
恐
頓
首

　
　
　

大
正
卯
十
二
月
二
十
九
日

 

護　

国　

石　

禅　

九　

拝）3
（

　
　

　
　
　
　
　
　

大
乗
尊
堂
老
宗
師　

侍
史

と
書
簡
を
出
し
て
、
北
海
道
の
珍
菓
を
贈
っ
て
も
ら
っ
た
御
礼
と
当
時
の
護

国
院
の
状
況
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
護
国
院
は
高
祖
（
道

元
）
と
二
祖
（
懐
弉
）、
太
祖
（
瑩
山
）、
そ
れ
に
慈
船
禅
師
（
森
田
悟
由
）
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の
真
牌
を
祀
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

翌
五
年
に
な
る
と
、
一
月
十
五
日
に
、
新
井
は
十
六
日
よ
り
認
可
僧
堂
開

単
の
届
）
4
（

け
を
教
学
部
長
の
飛
円
順
へ
提
出
し
た
。（
護
国
院
蔵
）
ま
た
、
準

師
家
に
つ
い
て
は
認
可
出
願
の
手
続
中
で
、
二
十
一
日
に
松
元
院
の
久
田
龍

峯
の
認
可
を
管
長
の
石
川
素
童
へ
出
し
て
い
）
5
（

る
。（
護
国
院
蔵
）
二
月
一
日

に
は
、
新
潟
県
南
魚
沼
郡
東
村
の
佐
藤
梅
太
郎
に

　
　

粛
啓　

益
々
御
健
勝
と
喜
居
候
、
迂
衲
の
事
御
心
配
被
下
忝
く
存
候
、

近
頃
は
至
つ
て
達
者
に
相
成
候
間
御
心
配
被
下
間
敷
候

　
　

来
る
十
一
日
よ
り
各
地
巡
錫
の
途
に
上
り
可
申
候
、
御
老
母
外
皆
々
様

に
宜
布
願
上
候　

早
々
不
一

　
　
　
　

辰
二
月
一
日　
　
　

名
古
屋
市
奉
安
殿
護
国
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新　

井　

石　

禅　
　

　
　
　
　
　

佐
藤
梅
太
郎
様

　
　

六
の
環
の
め
ぐ
る
道
し
ば
露
ほ
ど
も
さ
わ
り
な
き
身
と
な
り
に
け
る

か
）
6
（

な

と
心
配
な
く
達
者
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
。
そ
し
て
一
月
二
十
六
日

に
明
治
三
十
五
年
七
月
二
十
四
日
以
来
、
名
古
屋
市
（
愛
知
）
吉
祥
講
副
幹

長
を
務
め
て
い
た
長
松
院
の
松
浦
祖
英
が
病
身
の
た
め
辞
任
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
の
「
辞
表
願
」
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　

辞
表
願

　
　
　
　
　
　

名
古
屋
市
中
区
上
前
津
町
長
松
院
住
職

 

松
浦
祖
英　
　
　
　

　
　

拙
僧
儀
、
明
治
参
拾
五
年
七
月
廿
四
日
ヲ
以
テ
名
古
屋
市
吉
祥
講
副
幹

長
拝
令
仕
居
候
處
、
目
今
病
身
ニ
相
成
候
ニ
付
補
佐
相
勤
難
候
、
依
テ

此
段
辞
表
相
願
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　

右

　
　
　

大
正
五
年
一
月
廿
六
日 

松
浦
祖
英　
　

　
　
　
　

大
本
山
永
平
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
張
所
御
）
7
（

中

と
あ
り
、「
大
本
山
永
平
寺
出
張
所
御
中
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
護
国
院
は

永
平
寺
出
張
所
と
も
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
二
月
九
日

に
は
、
愛
知
吉
祥
講
幹
事
長
の
新
井
石
禅
よ
り
松
浦
祖
英
へ
安
陀
衣
一
肩
と

感
謝
状
が
授
与
さ
れ
た
。

　

三
月
三
日
に
は
従
来
、
永
平
寺
直
末
寺
院
住
職
の
遺
書
開
緘
審
査
を
永
平

寺
で
行
っ
て
い
た
が
、
今
後
は
永
平
寺
東
京
出
張
所
で
行
う
こ
と
に
改
定
さ

れ
た
旨
が
御
山
監
院
押
野
太
寿
及
び
東
京
出
張
所
監
院
大
仏
輔
教
よ
り
新
井

石
禅
と
護
国
院
の
干
与
者
へ
通
知
が
来
）
8
（

た
。
ま
た
、
同
月
七
日
に
は
龍
拈
寺

（
豊
橋
市
新
吉
町
）
に
お
い
て
福
山
黙
童
の
御
親
修
法
要
が
あ
り
、
随
行
長

の
新
井
が
説
教
を
行
っ
て
い
る
。（「
宗
報
」
第
四
六
五
号
）
そ
の
後
、
福
山

は
三
月
三
十
日
に
金
慶
寺
（
天
草
市
諏
訪
町
）
の
御
親
修
中
に
急
逝
さ
れ

た
。
そ
の
密
葬
式
は
四
月
十
二
日
午
後
一
時
よ
り
永
平
寺
で
修
行
さ
れ
、
同

四
時
よ
り
の
中
陰
逮
夜
諷
経
の
焼
香
師
を
新
井
が
務
め
て
い
る
。（「
宗
報
」

第
四
六
四
号
）

　

ま
た
、
三
月
に
は
大
沢
寺
（
大
町
寺
大
字
平
）
の
景
中
大
暁
が
準
師
家
に
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認
可
さ
れ
、
護
国
院
僧
堂
の
準
師
家
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
）
9
（

た
。（
護
国
院

蔵
）
五
月
二
十
日
に
は
、
京
都
市
の
恒
松
（
中
村
）
あ
い
子
へ

　
　

其
後
は
御
変
り
も
な
く
御
勤
め
被
遊
候
事
、
何
よ
り
御
う
れ
し
く
存
候

　
　

先
般
は
御
丁
寧
な
る
御
玉
章
に
御
名
産
の
和
佳
女
あ
り
が
た
く
頂
戴
仕

り
候
、
又
此
程
は
日
置
老
師
の
戒
会
に
御
母
君
と
共
に
御
加
入
の
由
、

甚
深
の
法
縁
こ
と
に
あ
り
が
た
く
存
候
、
迂
衲
も
永
平
寺
貫
首
前
の
御

遷
化
に
よ
り
日
取
の
変
更
も
こ
れ
あ
り
、
北
越
に
赴
き
幾
個
の
教
筵
に

臨
み
昨
日
帰
院
、
御
恵
贈
の
珍
羹
に
接
し
た
る
次
第
に
候

　
　

欧
州
の
戦
乱
未
だ
斂
ま
ら
ず
、
全
世
界
を
通
じ
て
修
羅
の
巷
と
化
し
な

さ
け
な
き
こ
と
に
は
候
得
共
、
こ
れ
も
人
道
天
道
進
む
べ
き
階
段
か
と

思
へ
ば
気
力
を
崩
さ
ず
増
々
勇
猛
精
進
を
要
す
る
も
の
と
存
じ
候

　
　

さ
れ
ど
世
の
中
は
、
動
も
す
れ
ば
魔
強
く
法
弱
き
こ
と
あ
り
、
故
に
真

人
は
境
を
治
め
ず
し
て
心
を
治
む
、
若
し
心
治
め
ず
し
て
境
を
治
め
ん

と
せ
ば
煩
悶
悩
乱
熄
む
べ
く
も
あ
ら
ず
、
苟
も
よ
く
心
を
治
め
得
ば
森

羅
万
象
も
古
仏
の
家
風
明
月
閑
雲
も
道
人
の
活
計
な
る
べ
し
、
御
身
さ

ま
に
は
増
々
み
こ
ゝ
ろ
の
修
養
を
す
ゝ
め
ら
れ
無
辺
の
風
月
を
胸
次
に

収
め
不
尽
の
乾
坤
を
眉
間
に
貯
は
へ
日
々
是
れ
好
日
歩
々
尽
く
鳥
道
を

ふ
み
法
喜
禅
悦
の
妙
味
に
法
楽
を
倍
増
し
玉
は
ん
こ
と
願
上
候

　
　

示
庫
院
文
数
部
さ
し
あ
げ
候
間
、
御
母
君
に
も
さ
し
あ
げ
被
下
度
候　

早
々
可
祝

　
　
　
　

五
月
二
十
日 

護　

国　

禅　
　

　
　
　
　
　

恒
松
あ
い
子
）
10
（

様

と
あ
る
よ
う
に
、
御
礼
と
当
時
の
世
間
に
つ
い
て
綴
っ
て
い
る
。
翌
二
十
一

日
に
は
、
新
潟
県
古
志
郡
六
日
市
村
の
田
中
本
吉
へ

　
　

粛
啓　

御
尊
候
益
々
御
康
安
恭
賀
不
斜
候
、
過
日
参
趨
の
砌
は
深
厚
無

限
の
御
親
情
を
蒙
む
り
、
乍
毎
度
只
々
感
謝
之
外
無
之
候
、
殊
に
地
方

信
衆
の
熱
心
に
て
且
つ
真
面
目
な
る
迂
衲
等
の
道
念
に
対
し
幾
多
の
鞭

撻
と
感
化
と
を
与
へ
裨
益
不
鮮
洵
に
有
り
難
く
感
じ
候

　
　

御
令
室
之
精
神
界
の
開
発
に
努
力
せ
ら
る
ゝ
御
思
召
の
貴
き
源
吉
殿
之

質
直
藤
蔵
殿
の
淳
朴
、
全
く
仁
里
之
良
民
と
や
申
す
べ
く
ま
こ
と
に
愉

快
を
覚
え
候
、
殊
に
少
年
の
温
和
に
し
て
信
念
の
徴
象
あ
る
真
に
嬉
し

く
感
候

　
　

迂
衲
十
八
日
を
以
て
帰
名
、
来
月
八
日
ま
で
は
在
院
三
十
余
名
の
雲
衲

と
相
共
に
暁
座
夜
座
毎
夕
提
唱
、
本
日
の
如
き
は
参
拝
者
数
十
人
般
若

六
座
施
餓
鬼
二
座
而
も
夜
二
時
間
半
の
垂
示
と
提
唱
と
に
倦
怠
の
色
を

見
ず
、
開
静
後
得
も
言
は
れ
ぬ
喜
び
を
感
じ
候
、
是
亦
三
宝
龍
天
の
冥

助
な
ら
ん
と
銘
肝
致
候

　
　

先
者
御
礼
辞
申
上
度
ま
で
如
是
に
御
座
候　

早
々
頓
首

　
　
　
　

五
月
廿
一
日
夜

 

護　

国　

石　

禅　
　

　
　
　
　
　

田
中
本
吉
様
侍
史

　
　

御
令
室
様
及
硯
一
様
御
夫
妻
に
別
紙
同
様
宜
布
願
上
）
11
（

候

と
書
簡
を
出
し
て
お
り
、
十
八
日
に
は
帰
名
し
、
六
月
八
日
ま
で
護
国
院
で

三
十
余
名
の
雲
衲
と
と
も
に
暁
天
、
夜
座
、
提
唱
、
大
般
若
祈
祷
、
施
餓
鬼

な
ど
を
務
め
る
と
述
べ
て
い
る
。
六
月
三
日
に
は
愛
知
県
知
多
郡
半
田
町
の

小
栗
庸
三
へ
書
簡
を
出
し
、
本
宅
へ
参
上
の
際
に
御
厚
遇
を
受
け
た
御
礼
の
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言
葉
と
生
命
の
消
長
に
つ
い
て
述
べ
て
い
）
12
（

る
。

　

六
月
二
十
一
日
に
は
、
名
古
屋
市
の
盛
田
久
左
衛
門
に

　
　

粛
啓　

過
日
出
立
の
際
は
御
令
室
特
に
御
見
送
り
被
下
忝
く
御
礼
申
上

候

　
　

慈
船
禅
師
の
御
小
伝
拝
見
多
少
加
筆
仕
候
、
実
は
原
稿
に
直
接
筆
を
入

れ
候
事
は
如
何
に
も
失
礼
な
れ
ど
、
別
に
記
す
る
の
暇
な
き
ま
ゝ
抂
げ

て
加
毫
せ
し
も
の
原
稿
を
汚
せ
し
段
不
悪
御
思
召
大
野
先
生
に
可
然
御

申
訳
被
下
度
候

　
　

日
置
禅
師
の
御
題
字
は
迂
衲
よ
り
相
願
可
申
に
付
、
原
紙
御
送
付
被
下

度
候

　
　

時
下
陰
霖
の
鬱
陶
敷
候
間
、
御
自
愛
専
一
是
祈
候　

早
々
頓
首

　
　
　
　

大
正
五
年
六
月
二
十
一
日

 
護　

国　

石　

禅　

　
　
　
　
　
　
　

盛
田
御
主
人
）
13
（

様

と
見
送
り
さ
れ
た
御
礼
と
森
田
悟
由
小
伝
に
加
筆
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
日
置

黙
仙
の
題
字
を
依
頼
す
る
た
め
原
紙
を
送
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
願
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
八
月
六
日
に
は
、
実
弟
の
石
井
杉
悟
郎
へ

　
　

暑
中
御
変
り
な
き
や
、
迂
衲
今
般
両
大
本
山
の
命
に
依
り
、
相
州
最
乗

寺
に
移
転
す
る
こ
と
ゝ
な
り
、
九
月
一
日
仮
入
山
式
相
勤
め
申
候
、
右

は
突
然
之
御
命
令
に
て
有
之
候
、
十
月
廿
二
日
頃
晋
山
式
挙
行
の
予

定
、
そ
の
折
は
来
山
可
被
下
候
、
大
多
忙
中
に
付
梁
川
に
も
別
に
御
沙

汰
不
仕
、
何
れ
公
然
発
表
之
上
、
改
め
て
可
申
上
心
得
に
付
、
よ
ろ
し

く
願
ひ
上
候
、
暑
気
厳
烈
に
付
一
層
御
用
心
高
好
も
達
者
と
存
じ
居

候
、
こ
の
上
と
も
御
注
意
専
一
に
祈
上
候　

早
々

　
　
　
　
　

八
月
六
日

 

護　

国　

石　

禅）14
（

　
　

と
書
簡
を
出
し
、
突
然
に
両
大
本
山
の
命
に
よ
っ
て
最
乗
寺
（
南
足
柄
市
大

雄
町
）
へ
転
住
す
る
こ
と
と
な
り
、
九
月
一
日
に
は
仮
入
山
式
、
十
月
二
十

二
日
頃
に
は
晋
山
式
を
挙
行
す
る
予
定
で
、
そ
れ
に
来
山
す
る
こ
と
を
願
っ

て
い
る
。
そ
し
て
八
月
十
五
日
に
最
乗
寺
へ
転
住
し
た
。
こ
れ
は
大
正
五
年

五
月
六
日
に
最
乗
寺
独
住
七
世
の
織
田
雪
巌
が
示
寂
し
た
た
め
、
そ
の
後
住

に
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
人
事
は
総
持
寺
独
住
四
世
石
川
素
童
の
懇

請
に
よ
る
も
の
で
、
永
平
寺
副
監
院
や
森
田
悟
由
、
福
山
黙
童
の
随
行
長
を

務
め
た
新
井
は
、
い
わ
ゆ
る
永
平
寺
系
の
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
方
が
門
葉
四

千
カ
寺
余
を
有
し
総
持
寺
の
顧
問
的
立
場
で
あ
る
最
乗
寺
住
職
に
抜
擢
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
弘
津
説
三
は
、
永
平
寺
側
の
賛
同
を
得
た
り
、
名

古
屋
吉
祥
講
員
の
了
解
を
得
る
な
ど
に
奔
走
し
て
お
り
、
新
井
は
「
そ
れ
が

宗
門
の
為
と
な
る
こ
と
な
れ
ば
、
す
べ
て
を
両
本
山
の
意
見
に
一
任
す
。」

と
決
意
を
答
え
て
い
）
15
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
護
国
院
時
代
は
わ
ず
か
一
年
間
で

あ
っ
た
が
、
当
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

五
十
嵐
絶
聖
朝
鮮
布
教
総
監
に
よ
れ
ば
、

　
　

○
風
呂
番
や
給
仕
人
に
迷
惑
を
お
か
け
に
な
ら
な
か
っ
た

　
　
　

こ
れ
は
か
な
り
以
前
に
聞
い
た
事
で
あ
る
が
、
ま
だ
禅
師
が
名
古
屋

の
奉
安
殿
に
御
住
職
中
の
話
、
食
事
と
か
入
浴
と
か
の
場
合
に
は
、
係

の
者
の
報
知
と
共
に
、
直
ち
に
之
に
就
か
れ
、
決
し
て
係
の
者
を
待
た

し
め
る
と
云
ふ
こ
と
が
な
か
つ
た
。
仮
令
来
客
中
と
雖
も
変
る
事
が
な
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か
つ
た
。
些
々
た
る
事
で
は
あ
る
が
、
常
人
の
一
寸
な
し
難
き
点
で
あ

る
。
食
膳
が
整
つ
て
も
、
自
己
の
都
合
で
、
食
事
の
時
間
が
三
十
分
な

り
四
十
分
な
り
延
び
る
と
す
る
と
、
随
分
庫
院
の
方
の
迷
惑
は
大
き
い

の
み
な
ら
ず
、
切
角
の
調
理
物
が
為
め
に
味
ひ
を
変
る
と
云
ふ
様
な
事

に
も
な
る
し
、
又
、
風
呂
な
ど
で
も
、
上
の
方
の
一
人
が
入
浴
を
自
己

の
都
合
で
延
ば
す
と
す
る
と
、
何
十
人
と
云
ふ
下
の
方
の
者
が
、
入
浴

す
る
事
が
出
来
な
い
わ
け
で
、
時
間
的
に
頗
る
不
経
済
の
み
な
ら
ず
、

自
余
の
者
に
及
ぼ
す
迷
惑
は
蓋
し
僅
少
で
な
い
。
こ
の
点
に
就
い
て
禅

師
は
実
に
行
届
い
た
考
慮
を
払
は
れ
て
御
自
分
の
御
都
合
の
た
め
に
、

浴
司
の
報
知
を
聞
流
し
た
り
、
食
事
に
際
し
て
、
給
仕
人
を
何
時
迄
も

待
た
せ
し
め
る
と
云
ふ
事
は
曾
て
な
か
つ
た
と
云
ふ
。

　
　

○
就
寝
も
必
ず
定
め
の
時
に
遊
ば
さ
れ
た

　
　
　

殊
に
就
寝
の
際
の
如
き
も
、
時
到
つ
て
開
枕
の
板
が
鳴
る
と
同
時

に
、
必
ず
床
の
中
に
這
入
ら
れ
る
、
如
何
に
忙
し
い
時
で
も
同
じ
で
あ

る
、
忙
し
い
時
に
は
夜
中
起
き
出
で
て
、
御
仕
事
を
な
さ
る
と
も
、
一

度
は
必
ず
開
枕
と
同
時
に
就
寝
さ
る
ゝ
の
で
あ
る
、
之
れ
自
身
で
山
規

山
法
を
遵
守
せ
ら
る
ゝ
点
も
あ
ら
う
け
れ
ど
、
そ
れ
よ
り
も
開
枕
後
、

い
つ
迄
も
起
き
て
ゐ
て
は
侍
者
や
行
者
が
休
む
わ
け
に
行
か
な
い
、
仮

令
侍
者
や
行
者
に
し
た
と
こ
ろ
で
迷
惑
を
か
け
て
は
気
毒
だ
と
云
御
考

へ
か
ら
、
如
何
に
御
用
務
が
御
忙
し
い
時
で
も
、
開
枕
と
同
時
に
入
床

せ
ら
れ
、
他
の
安
堵
し
て
休
む
の
を
俟
つ
て
再
び
起
き
出
で
て
、
御
用

務
を
弁
ぜ
ら
れ
た
と
云
ふ
風
で
あ
つ
た
。

　
　
　

行
住
座
臥
総
て
几
帳
面
に
行
動
せ
ら
れ
、
所
謂
禅
家
の
鐘
鳴
れ
ば
法

堂
、

響
け
ば
斎
堂
の
清
規
を
如
実
に
実
行
せ
ら
れ
、
喫
茶
喫
飯
の
間

も
、
曾
て
廃
せ
ら
れ
な
か
つ
た
と
云
ふ
こ
と
は
、
禅
師
の
一
貫
せ
る
大

信
念
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　

禅
師
の
遺
偈
中
の
一
句
「
道
業
隨
流
」
は
禅
師
御
生
前
中
の
行
履
を

最
も
明
ら
か
に
表
示
せ
ら
れ
た
も
の
と
拝
察
す
る
次
第
で
あ
）
16
（

る

と
あ
る
よ
う
に
、
風
呂
番
や
給
仕
人
に
迷
惑
を
か
け
ず
、
就
寝
も
必
ず
定
め

ら
れ
た
時
に
休
ま
れ
た
。
大
衆
一
如
の
精
神
で
、
行
住
座
臥
す
べ
て
几
帳
面

に
行
動
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
逸
話
は
元
永
平
寺
監
院
加
藤
黙
堂
も
知
っ
て
い

た
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
信
心
の
方
で
あ
る
と
と
も
に
、
実
に
優
し
い
思
い
や

り
の
あ
る
方
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
）
17
（

る
。
ま
た
、
説
教
の
練
習
を
す
る
小
僧
に

は
ジ
ッ
と
耳
を
傾
け
て
、
幼
稚
な
小
僧
の
説
教
に
も
い
ち
い
ち
講
評
さ
れ
、

ニ
コ
ニ
コ
と
指
導
さ
れ
た
。
そ
し
て
「
何
事
も
復
習
鍛
錬
が
大
切
じ
ゃ
。
流

行
歌
や
世
俗
の
か
く
し
芸
な
ど
に
目
を
く
れ
て
、
法
式
声
明
や
説
教
の
練
習

を
怠
っ
て
は
い
け
な
）
18
（

い
」
と
諭
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
雲
洞
庵
近
く
の
信
徒
で
あ
っ
た
高
野
隆
雅
は
、

　
　

○
火
急
の
用
だ
か
ら
ゆ
っ
く
り
書
け

　
　
　

禅
師
が
奉
安
殿
に
お
出
の
時
、
他
へ
至
急
の
御
手
紙
の
代
筆
を
私
に

申
付
け
、
其
御
こ
と
ば
に
火
急
の
用
事
だ
か
ら
、
ゆ
つ
く
り
お
書
き
下

さ
い
、
と
仰
せ
ら
れ
た
、
こ
の
一
言
が
私
し
一
生
の
修
養
と
な
り
、
去

る
大
正
十
二
年
大
震
災
の
時
、
私
は
九
州
に
居
り
ま
し
た
が
、
人
々
は

号
外
に
驚
い
て
、
取
る
も
の
も
と
り
あ
へ
ず
、
急
い
で
上
京
し
た
が
、

中
々
憂
き
目
に
逢
ふ
た
ら
し
い
。
私
は
こ
の
時
が
ゆ
つ
く
り
す
る
時
だ

と
、
妻
子
を
東
京
へ
残
し
置
き
な
が
ら
、
糸
崎
町
で
書
画
の
揮
毫
を
三
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日
間
い
た
し
、
一
週
間
の
後
帰
京
し
た
ら
、
皆
無
事
で
大
当
り
で
あ
つ

た
。

　
　

○
御
自
身
で
御
買
物

　
　
　

禅
師
が
奉
安
殿
で
御
発
病
の
時
、
私
し
が
五
日
間
御
看
病
申
上
た
の

み
の
報
謝
と
し
て
、
勿
体
な
い
御
自
身
で
松
坂
屋
か
ら
婦
人
の
帯
及
有

松
絞
を
お
買
求
に
な
り
、
郵
便
で
越
後
の
愚
妻
ま
で
、
私
に
お
話
な
く

御
恵
送
下
さ
つ
た
事
を
、
私
し
帰
宅
し
て
か
ら
拝
見
、
恐
縮
い
た
し
ま

し
た
。
実
に
あ
り
が
た
い
事
で
あ
り
ま
し
）
19
（

た
。

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
火
急
の
用
事
だ
か
ら
ゆ
っ
く
り
書
け
と
い
わ
れ
た

り
、
看
病
の
報
謝
と
し
て
御
自
身
で
買
物
し
て
送
っ
て
く
れ
た
と
い
う
。

　

最
乗
寺
転
住
後
の
翌
六
年
に
は
、
総
持
寺
再
建
部
総
裁
に
任
命
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
、
護
国
院
の
常
恒
会
開
基
で
あ
る
村
上
妙
光
の
印
施
に
よ
っ
て

『
和
訳
大
悲
心
陀
羅
尼
経
』
を
刊
行
し
た
。
そ
の
序
を
み
る
と
、

　
　

和
訳
大
悲
心
陀
羅
尼
経
序

　
　

大
悲
心
陀
羅
尼
経
は
観
世
音
菩
薩
十
大
願
力
の
所
発
に
し
て
、
功
徳
広

大
凡
慮
の
測
る
所
に
非
ず
、
我
が
禅
門
に
於
て
は
、
常
に
其
の
神
呪
を

諷
誦
し
て
自
他
の
覚
道
を
荘
厳
し
二
世
の
功
徳
を
増
進
す
、
然
れ
ど
も

其
の
経
文
に
至
り
て
は
之
を
奉
読
す
る
者
甚
だ
稀
れ
な
り
、
名
古
屋
護

国
院
開
山
珍
牛
禅
師
、
曾
て
五
陀
羅
尼
を
校
し
て
梓
に
上
す
、
其
の
嗣

黙
室
良
要
禅
師
師
命
を
奉
じ
て
再
び
之
を
刊
行
す
、
大
悲
心
陀
羅
尼
経

は
即
ち
其
の
一
な
り
、
護
国
院
常
恒
会
開
基
村
上
妙
光
禅
尼
、
夙
に
深

く
観
世
音
菩
薩
を
尊
信
し
朝
念
暮
念
暫
く
も
弛
廃
せ
ず
、
近
頃
、
本
経

を
読
誦
し
て
感
仰
措
く
こ
と
罔
し
、
乃
ち
之
を
和
訳
し
て
普
く
有
縁
の

信
者
に
頒
ち
、
相
共
に
弘
誓
の
慈
海
に
遊
泳
し
、
福
衆
の
彼
岸
に
逍
遙

せ
ん
と
欲
す
、
余
其
の
需
め
に
応
じ
、
黙
室
禅
師
所
校
の
本
に
就
て
之

を
和
訳
し
、
且
つ
禅
師
の
序
文
を
併
せ
て
訳
載
す
る
こ
と
ゝ
な
し
ぬ
。

顧
ふ
に
夫
れ
観
世
音
菩
薩
は
、
正
法
明
如
来
の
垂
迹
に
し
て
、
濁
海
の

慈
航
、
昏
衢
の
慧
灯
、
悲
体
戒
雷
の
如
く
に
震
ひ
、
慈
意
妙
に
大
な
る

雲
の
如
し
、
徧
身
の
手
眼
を
以
て
法
界
の
群
類
を
摂
収
し
、
無
礙
の
神

通
を
運
ら
し
て
最
勝
の
福
慧
を
増
益
し
給
ふ
、
故
に
能
く
其
の
真
心
を

諦
観
す
れ
ば
、
驀
然
と
し
て
円
通
の
郷
に
入
り
、
能
く
其
の
大
化
を
瞻

仰
す
れ
ば
、
忽
爾
と
し
て
吉
祥
の
台
に
昇
ら
ん
、
古
仏
曰
く
、
箇
々
面

前
の
観
自
在
、
人
々
一
座
の
補
陀
山
と
、
此
の
語
真
に
我
を
欺
か
ず
、

唯
だ
大
家
の
審
細
に
参
究
し
去
ら
ん
こ
と
を
望
む
。

　
　
　

大
正
六
年 

新
井
石
禅
謹
誌　
　

と
あ
り
、
護
国
院
開
山
の
珍
牛
と
二
世
黙
室
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
『
刊
五

陀
羅
尼
経
』
の
一
つ
の
「
大
非
心
陀
羅
尼
経
」
を
和
訳
し
て
刊
行
し
た
と
あ

る
。
さ
ら
に
、
翌
七
年
十
二
月
に
は
同
じ
く
村
上
妙
光
の
印
施
に
よ
り
『
法

華
経
』
の
安
楽
行
品
を
和
訳
し
た
『
和
訳
妙
法
蓮
華
経
安
楽
行
品
』
を
刊
行

し
て
い
る
。
そ
の
序
は
、

　
　

和
訳
妙
法
蓮
華
経
安
楽
行
品
序

　
　

戒
環
法
師
曰
く
、
万
行
は
三
業
に
依
り
、
智
悲
に
本
づ
く
智
は
以
て
己

れ
を
処
し
、
悲
は
以
て
物
に
応
ず
、
皆
な
其
正
を
失
な
は
ざ
ら
ん
こ
と

を
欲
す
、
正
し
け
れ
ば
安
し
て
楽
み
、
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
危
う
し
て
憂

ふ
、
故
に
此
に
特
に
文
殊
の
正
智
に
依
て
正
身
正
語
正
意
大
悲
の
四
法
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を
示
し
て
安
楽
行
品
と
名
く
と
、
然
れ
ば
則
ち
此
一
品
は
仏
子
行
持
の

標
準
に
し
て
自
利
利
他
の
妙
則
な
り
、
苟
も
菩
提
道
を
欣
求
せ
ん
と
欲

せ
ん
者
は
常
恒
不
断
に
信
受
奉
行
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
経
文
は
主
と
し

て
菩
薩
男
の
為
め
に
説
き
給
ふ
と
雖
も
、
文
意
を
転
換
し
て
奉
承
す
る

時
は
直
に
以
て
菩
薩
女
の
妙
行
と
為
す
こ
と
を
得
べ
し
、
妙
法
本
よ
り

口
俗
を
分
た
す
、
大
行
豈
に
男
女
を
隔
つ
べ
け
ん
や
、
唯
だ
須
ら
く
仏

意
に
敬
順
し
て
仏
行
を
行
持
し
以
て
無
窮
の
大
安
楽
を
成
就
す
べ
き
の

み

　
　

大
正
七
戊
午
年
十
二
月
吉
祥
日 

最
乗
現
住　

新
井
石
禅　

敬
識

 

名
古
屋
市

末 

広 

町　

村
上
妙
光　

印
施

と
あ
る
。
同
八
年
四
月
に
は
、
両
本
山
貫
首
代
理
と
し
て
満
州
、
朝
鮮
に
巡

錫
し
、
新
し
く
布
教
し
て
各
地
の
教
状
を
視
察
し
た
。
九
年
三
月
に
は
総
持

寺
西
堂
に
任
命
さ
れ
、
十
一
月
十
六
日
に
石
川
素
童
が
八
十
歳
で
示
寂
す
る

や
総
持
寺
独
住
五
世
の
後
董
に
命
ぜ
ら
れ
、
十
年
一
月
に
総
持
寺
貫
首
と

な
っ
た
。
昭
和
二
年
十
二
月
七
日
に
世
寿
六
十
四
歳
で
示
寂
し
て
い
る
。

注（
１
）  

「
禅
の
生
活
」
第
七
巻
第
三
号
（
昭
和
三
年
三
月
発
行
）
九
十
二
頁
の
石
井
松

五
郎
「
肉
親
へ
の
禅
師
が
悃
情
」
に
よ
る
。

（
２
）  

『
新
井
石
禅
全
集
』
第
十
二
巻
（
昭
和
五
年
十
二
月　

新
井
石
禅
全
集
刊
行

会
）
三
六
〇
頁
。

（
３
）  

『
新
井
石
禅
全
集
』
第
十
二
巻　

二
三
二
頁
。

（
４
）  

大
正
五
年
一
月
十
五
日
の
「
認
可
僧
堂
開
単
御
届
」
は
護
国
院
に
所
蔵
す
る
。

（
５
）  

大
正
五
年
一
月
二
十
一
日
の
「
準
師
家
認
可
願
副
書
」
は
護
国
院
に
所
蔵
す

る
。

（
６
）  

『
新
井
石
禅
全
集
』
第
十
二
巻　

一
九
六
頁
。

（
７
）  

松
浦
祖
英
の
「
辞
表
願
」
と
「
感
謝
状
」
は
護
国
院
に
所
蔵
す
る
。

（
８
）  

本
山
直
末
寺
院
住
職
の
遺
書
開
緘
審
査
の
通
知
と
曹
洞
宗
寺
院
住
職
遺
書
法
中

摘
要
は
護
国
院
に
所
蔵
す
る
。

（
９
）  

景
中
大
暁
の
「
準
師
家
認
可
願
」
は
護
国
院
に
所
蔵
す
る
。

（
10
）  

『
新
井
石
禅
全
集
』
第
十
二
巻　

二
七
七
頁
。

（
11
）  

『
新
井
石
禅
全
集
』
第
十
二
巻　

二
四
四
頁
。

（
12
）  

小
栗
庸
三
へ
の
書
簡
は
『
新
井
石
禅
全
集
』
第
十
二
巻　

一
〇
五
頁
に
あ
る
。

（
13
）  

『
新
井
石
禅
全
集
』
第
十
二
巻　

三
六
九
頁
。

（
14
）  

「
禅
の
生
活
」
第
七
巻
第
三
号　

九
十
三
頁
の
石
井
松
五
郎
「
肉
親
へ
の
禅
師

が
悃
情
」
に
よ
る
。

（
15
）  

弘
津
説
三
「
親
愛
敬
畏
す
る
高
徳　

新
井
石
禅
老
和
尚
を
悼
み
て
」（
昭
和
三

年
三
月　
「
傘
松
」
第
十
三
号
）
に
よ
る
。

（
16
）  

「
禅
の
生
活
」
第
七
巻
第
三
号　

三
十
五
頁
の
五
十
嵐
絶
聖
「
真
に
こ
れ
曹
洞

禅
の
体
現
者
」
に
よ
る
。

（
17
）  

辻
淳
彦
『
新
井
石
禅
禅
師
伝
』（
昭
和
五
十
四
年　

興
国
寺
）
四
十
二
頁
に
、

著
者
の
辻
氏
が
加
藤
黙
堂
の
語
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

（
18
）  

辻
淳
彦
『
新
井
石
禅
禅
師
伝
』　

四
十
三
頁
。

（
19
）  

「
禅
の
生
活
」
第
七
巻
第
三
号　

五
十
三
頁
の
高
野
隆
雅
「
握
り
飯
の
食
ひ
競

べ
し
た
こ
と
な
ど
を
」
に
よ
る
。
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十
世　

上
野
瓶
城

　

新
井
石
禅
が
最
乗
寺
へ
転
住
し
た
後
の
住
職
は
、
す
ぐ
に
決
ま
ら
な
か
っ

た
。
半
年
後
の
翌
六
年
二
月
に
、
護
国
院
前
住
職
の
新
井
と
法
類
の
禅
芳
寺

住
職
門
内
大
英
、
信
徒
総
代
の
吹
原
九
郎
三
郎
、
森
本
善
七
、
堀
内
茂
右
衛

門
、
大
沢
常
太
郎
、
津
田
蔵
太
郎
ら
よ
り
「
住
職
継
目
願
」（
護
国
院
蔵
）

が
出
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、

　
　
　
　
　
　

住
職
継
目
願

　
　

拙
僧
儀
大
正
五
年
八
月
十
五
日
附
神
奈
川
県
足
柄
上
郡
南
足
柄
村
最
乗

寺
ヘ
転
住
仕
候
ニ
付
後
住
ハ
福
岡
県
筑
紫
郡
堅
粕
町
片
法
幢
会
地
明
光

寺
住
職
上
野
瓶
城
ヘ
相
続
ス
ヘ
キ
旨
宗
法
ニ
準
シ
干
与
者
ノ
賛
同
ヲ
得

テ
選
挙
仕
候
條
御
調
査
ノ
上
支
吾
無
之
候
ハ
ヽ
御
任
命
成
下
被
度
乃
チ

本
人
履
歴
書
相
添
此
段
連
署
ヲ
以
テ
相
願
候
也

　
　
　
　
　
　

大
本
山
永
平
寺
御
直
末

　
　

愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
布
池
町
常
恒
会
地
護
国
院
前
住
職

　
　
　

大
正
六
年　

月 

新　

井　

石　

禅　

　
　

仝
県
仝
市
仝
区
宝
町
禅
芳
寺
住
職

　
　
　
　
　

法
類
総
代 

門　

内　

大　

英　

　
　

仝
県
仝
市
西
区
和
泉
町
二
丁
目
七
番
地

　
　
　
　
　

信
徒
総
代 

吹
原　

九
郎
三
郎　

　
　

仝
県
仝
市
中
区
鉄
砲
町
三
丁
目
四
十
九
番
戸

 

森　

本　

善　

七　

　
　

仝
県
仝
市
仝
区
祢
宜
町
五
丁
目
三
十
四
番
地
ノ
一

 

堀
内　

茂
右
衛
門　

　
　

仝
県
仝
市
仝
区
鉄
砲
町
三
丁
目
十
三
番
地

 

大　

沢　

常
太
郎　

　
　

仝
県
仝
市
仝
区
古
渡
町
百
九
十
九
番
戸

 

津　

田　

蔵
太
郎　

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
元
の
永
平
寺
監
院
で
あ
っ
た
明
光
寺
（
福
岡
市

博
多
区
吉
塚
）
の
上
野
瓶
城
が
後
董
に
就
い
た
。
上
野
は
同
年
二
月
八
日
付

で
任
命
さ
れ
て
お
り
（「
宗
報
」
第
四
八
六
号
）、
二
月
十
日
に
、
そ
の
請
書

を
宗
務
局
庶
務
部
長
岩
山
真
定
へ
提
出
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
明
光
寺
を
兼

務
と
し
た
。
三
月
十
四
日
に
は
、
護
国
院
で
日
置
黙
仙
御
親
修
に
よ
る
愛
知

吉
祥
講
の
春
季
法
要
が
行
わ
れ
た
（「
宗
報
」
第
四
八
五
号
）。
そ
の
様
子
は

「
宗
報
」（
第
四
八
八
号
）
の
本
山
記
事
に
、

　
　

名
古
屋
市
布
池
町
奉
安
殿
護
国
院
御
親
教　
　

十
三
日
午
後
一
時
二
十

五
分
御
下
車
飯
田
駅
長
ノ
先
導
ニ
テ
貴
賓
室
ヘ
御
案
内
申
上
歓
迎
諸
員

拝
謁
浅
井
佐
六
氏
ヨ
リ
差
廻
セ
ル
三
与
ノ
自
動
車
ニ
分
乗
シ
西
区
押
切

浅
井
左
六
家
ヘ
御
安
着
御
小
憩
ノ
後
同
家
亡
父
三
回
忌
法
要
御
親
修
浅

井
左
六
夫
妻
浅
井
綸
次
郎
夫
妻
浅
井
と
く
浅
井
千
代
ノ
得
度
式
ヲ
許
与

セ
ラ
レ
得
度
式
後
家
族
及
店
員
一
同
ニ
対
シ
御
懇
切
ナ
ル
御
親
教
遊
ハ

サ
ル
同
夜
浅
井
家
ニ
御
一
泊
ア
ラ
セ
ラ
レ
翌
十
四
日
午
前
九
時
奉
安
殿



─ 　  ─

愛
知
学
院
大
学　

教
養
部
紀
要　

第
65
巻
第
３
号

10

237

ヨ
リ
ハ
久
宝
寺
梅
屋
寺
光
真
寺
庶
務
柴
山
寿
太
郎
自
動
車
ニ
テ
御
奉
迎

申
上
猊
下
ハ
橘
随
行
長
ノ
陪
乗
他
ハ
二
台
ノ
自
動
車
ニ
分
乗
シ
布
池
町

奉
安
殿
ニ
御
安
着
五
磬
三
拝
相
見
ノ
拝
ヲ
受
ケ
サ
セ
不
老
閣
ニ
御
小
憩

安
立
橘
ニ
随
行
ノ
説
教
午
後
二
時
随
行
長
ノ
代
香
ニ
テ
祝
聖
引
続
キ
三

祖
諷
経
吉
祥
講
員
施
餓
鬼
会
御
親
修
遊
ハ
サ
レ
三
帰
戒
御
親
授
ノ
後
御

親
教
同
夜
奉
安
殿
ニ
御
一
泊
翌
十
五
日
午
前
七
時
三
十
分
安
立
古
川
ノ

陪
乗
セ
ル
自
動
車
ニ
テ
松
井
知
事
官
舎
阪
本
前
市
長
宅
ヘ
御
立
寄
名
古

屋
発
八
時
二
十
四
分
列
車
ニ
テ
伊
賀
上
野
町
広
禅
寺
戒
場
ヘ
御
移
錫
遊

ハ
サ
セ
ラ
レ
タ
リ

と
あ
り
、
日
置
は
十
三
日
に
来
名
さ
れ
、
十
四
日
に
御
親
修
し
護
国
院
に
宿

泊
し
た
後
、
十
五
日
午
前
七
時
三
十
分
に
出
発
し
て
移
錫
さ
れ
た
。

　

翌
七
年
六
月
に
な
る
と
、
永
平
寺
監
院
在
職
中
の
明
治
三
十
八
年
五
月
に

森
田
悟
由
の
道
念
と
福
山
黙
童
西
堂
に
よ
っ
て
開
講
さ
れ
た
永
平
寺
の
眼
蔵

会
を
継
続
さ
せ
る
た
め
、
そ
の
方
策
を
建
議
し
た
。
そ
れ
は
永
平
寺
に
お
い

て
二
ヵ
月
間
に
わ
た
る
眼
蔵
会
講
師
の
謝
誼
や
旅
費
を
始
め
と
し
て
、
聴
講

衆
の
賄
費
（
食
費
な
ど
）
が
か
な
り
か
か
る
。
赤
字
の
分
を
本
山
会
計
の
負

担
と
な
れ
ば
、
経
費
面
か
ら
眼
蔵
会
の
永
続
は
難
か
し
く
な
る
。
永
平
寺
上

山
聴
講
を
奨
励
し
、
聴
講
衆
に
経
費
の
負
担
を
か
け
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
、

眼
蔵
会
は
永
続
で
き
る
。
そ
の
た
め
永
平
寺
の
常
什
会
計
に
依
存
す
る
こ
と

な
く
開
催
で
き
る
基
金
を
作
り
、
そ
の
利
息
に
よ
っ
て
経
費
を
支
払
っ
て
い

く
こ
と
が
最
善
の
得
策
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
献
納
願
と
計
画
主
意
書

を
あ
げ
て
み
る
と

　
　
　
　

眼
蔵
会
供
養
料
基
本
金
献
納
願

　
　

恭
惟
正
法
眼
蔵
九
拾
五
巻
ハ
大
恩
教
主
承
陽
大
師
ノ
暖
皮
肉
ニ
シ
テ
宗

門
ノ
命
脈
ナ
リ
宝
永
記
ニ
損
翁
老
人
（
示
衆
ニ

曰
ク

於
㍼テハ
天
竺
㍽ニ則
釈
迦

世
尊
於
㍼震
旦
㍽ニ則
達
磨
大
師
於
㍼日
本
㍽ニ則
永
平
高
祖
ナ
リ

然
リ

而
〆

其
中
我

等
カ

之
今
日
飽
マ
テ

聞
㍼無
上
ノ

大
法
㍽ヲ者
ハ

是
レ

由
㍼ル永
平
高
祖
之
大
法
恩
㍽ニ而

巳
最
㍼上
ニ

於
釈
迦
㍽ヨリ
モ

最
㍼尊
ナ
リ

於
達
摩
㍽ヨリ
モ

也
苟
モ

不
㍾ルト
キ
ハ

有
㍼ラ永
平
㍽則

争
カ

知
㊦ンヤ
釈
迦
達
摩
之
所
㍼以
ン
ヲ

尊
重
㍽ナル
哉
其
正
法
眼
蔵
一
部
ハ

与
∮付
㍼

属
ス
ル

迦
葉
㍽ニ一
代
蔵
経
㊧無
二
無
別
ナ
リ

不
㍾ル知
㍼ラ尊
重
∑スル

㎎
ヲ

之
ヲ

者
ハ

畜
生
畜

生
ト

言
中
ニ

有
㍾リ響
キ

自
以
㍼テ衫
袖
㍽ヲ拭
㍼フ落
涙
㍽ヲ 云　

云
）
本
山
曩
ニ

眼
蔵
会
開

始
以
来
茲
ニ

十
五
年
間
毎
歳
五
月
五
日
ヨ
リ
六
月
廿
九
日
マ
テ
ノ
転
法

輪
ハ
実
ニ

宗
門
最
尊
ノ

大
法
会
ナ
リ
其
ノ
際
タ

聴
講
生
ノ
増
減
ア
リ
ト
雖

モ
本
年
ノ
如
キ
常
在
安
居
ノ
結
衆
ト
倶
ニ
一
百
八
拾
余
名
ノ
多
キ
ヲ
見

ル
ハ
宗
門
中
最
モ
喜
フ
ヘ
キ
進
運
ニ
シ
テ
相
倶
ニ
賀
ス
ヘ
キ
所
ナ
リ
然

リ
而
シ
テ
一
方
裏
面
ヲ
顧
慮
ス
レ
ハ
諸
物
価
騰
貴
ノ
世
ニ
処
シ
テ
制
限

ア
ル
経
費
中
ヨ
リ
多
ク
ノ
衆
僧
ヲ
供
養
ス
ル
ノ
困
難
ア
リ
従
テ
物
料
ノ

不
足
ヲ
生
シ
引
テ
衆
僧
供
養
ノ
本
意
ヲ
十
分
ナ
ラ
サ
ラ
シ
ム
ル
㎎
ハ
是

レ
亦
已
ム
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
今
日
已
ニ
然
リ
将
来
豈
ニ
爾
ラ
ザ
ラ
ン

哉
曽
テ
玄
照
禅
師
黙
童
老
師
予
シ
メ
是
ノ
事
ヲ
慮
リ
眼
蔵
会
持
久
ノ
方

法
ト
シ
テ
毎
年
聴
講
衆
平
均
五
十
名
ト
仮
定
シ
之
ヲ
供
養
ス
ヘ
キ
基
本

壱
万
円
ヲ
保
存
シ
其
利
子
金
五
百
円
ヲ
以
テ
五
十
名
ヲ
供
養
ス
ル
ノ
費

用
ニ
充
ツ
ル
云

　

々
ト
ノ
讖
言
ア
リ
是
レ
其
當
時
ハ
米
価
四
斗
ヲ
糴
フ
ニ

五
円
内
外
ノ
秋
ナ
リ
瓶
城
之
ヲ
聞
テ
心
潜
カ
ニ
動
キ
若
シ
果
シ
テ
此
挙

ア
ラ
ハ
多
少
ノ
衣
資
ヲ
割
ク
ノ
思
ヲ
生
シ
今
ニ
於
テ
記
臆
シ
テ
忘
レ
ザ

ル
ナ
リ
此
来
聞
ク
処
ニ
拠
レ
ハ
名
古
屋
市
商
業
学
校
々
長
市
邨
芳
樹
氏
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ハ
同
校
ニ
在
勤
ス
ル
㎎
二
十
五
年
今
歳
春
辞
職
シ
洋
行
ノ
志
シ
ア
ル
ヲ

以
テ
同
校
卒
業
生
ニ
シ
テ
目
下
外
国
ニ
在
テ
成
効
シ
タ
ル
某
甲
ハ
五
千

円
ヲ
寄
贈
シ
タ
ル
ヲ
首
ト
シ
テ
其
他
一
般
ノ
受
業
学
生
協
力
義
捐
ノ
結

果
金
拾
万
円
ヲ
合
計
シ
テ
市
邨
氏
ニ
贈
リ
曽
テ
教
育
ノ
慈
恩
ニ
酬
ヒ
タ

リ
ト
ノ
美
談
ア
リ
白
衣
ハ
受
欲
非
行
道
ノ
人
ニ
シ
テ
尚
且
ツ
然
リ
況
ヤ

損
翁
老
師
カ
云
々
セ
ラ
レ
タ
ル
カ
如
ク
誰
カ
敢
テ
高
祖
ノ
鴻
恩
ヲ
知
ラ

サ
ル
モ
ノ
有
シ
哉
瓶
城
感
激
ノ
至
リ
ニ
禁
ヘ
ス
且
ツ
先
年
玄
照
禅
師
ノ

言
下
ニ
於
テ
意
識
ニ
誓
約
シ
タ
ル
ヲ
欺
カ
ズ
爰
ニ
五
百
円
ヲ
献
納
シ
隗

ヨ
リ
始
ム
ル
ノ
微
衷
ヲ
表
シ
併
テ
他
ノ
有
志
諸
老
宿
ノ
賛
同
ヲ
希
望
ス

 

恐
惶
頓
首
願
意
謹
言　

 

名
古
屋
市
東
区
布
池
町
護
国
院
住
職　
　
　
　
　
　

　
　
　

大
正
七
年
六
月
十
日 
上　

野　

瓶　

城
㊞　
　

　
　
　
　
　

監
祖
　
山

　

院　

丘　

宗　

潭　

殿

　
　
　
　
　
并
ニ  

諸　

役　

寮　

御　

中

　
　
　
　
　

主
意
書

　
　

一
金　
　
　
　
　

不
老
閣
猊
下
ヘ
懇
願
ス
ル
㎎

　
　

一
金
五
千
円　
　
　

豊
川
妙
厳
寺
ヘ
寄
附
懇
願
ス
ル
事

　
　

一
金
壱
万
円　
　
　

有
志
者
各
位
ヘ
懇
願
ス
ル
事

　
　

一
金
壱
万
五
千
円　

眼
蔵
会
供
養
料
基
本
保
存
ス
ル
事

　
　

一
前
金
ハ
正
當
ナ
ル
銀
行
ヘ
保
護
預
ト
シ
テ
年
々
其
利
子
ヲ
以
テ
聴
講

衆
ニ
限
リ
供
養
ノ
実
費
ニ
充
テ
剰
余
ノ
分
ア
ル
時
ハ
之
ヲ
基
本
金
ヘ

繰
込
ム
事

　
　

一
収
支
ノ
精
算
ヲ
厳
正
ニ
シ
テ
聴
講
衆
ヘ
モ
示
シ
置
ク
事

　
　

一
両
三
名
器
量
ア
ル
モ
ノ
ヲ
選
抜
シ
丘
老
師
ニ
就
テ
親
シ
ク
正
法
眼
蔵

ノ
蘊
奥
ヲ
研
究
シ
第
二
ノ
丘
老
師
ヲ
養
成
ス
ル
コ
ト
ハ
最
大
急
要
ナ

レ
ハ
本
年
ヨ
リ
従
事
セ
シ
ム
ル
事

　
　
　

但
シ
研
究
生
ハ
丘
老
師
ヘ
選
出
ヲ
乞
フ
ベ
シ

　
　

一
拙
僧
ヨ
リ
献
納
金
五
百
円
ハ
方
針
御
確
定
次
第
上
納
可
致
事

　
　

一
細
則
ハ
御
詮
議
ノ
上
十
分
規
定
ス
ル
事

 

上　

野　

瓶　

城
㊞　
　
　
　

と
あ
）
1
（

る
。
上
野
自
ら
率
先
し
て
五
百
円
を
献
納
寄
進
し
て
い
る
が
、「
眼
蔵

会
基
本
金
第
一
回
報
告
書
」
に
よ
れ
ば
、

　
　

一
金
壱
千
円
也　

現
不
老
閣
猊
下

　
　

一
金
壱
千
円
也　

豊
川
妙
厳
寺　
　
　

福
山　

白
麟

　
　

一
金
五
百
円
也　

福
井
県
宝
慶
寺　
　

大
仏　

輔
教

　
　

一
金
五
百
円
也　

福
岡
県
明
光
寺　
　

上
野　

瓶
城

　
　

一
金
五
百
円
也　

神
奈
川
県
最
乗
寺　

新
井　

石
禅

　
　

一
金
参
百
円
也　

兵
庫
県
心
月
院　
　

弘
津　

説
三

　
　

 

一
金
参
百
円
也　

愛
知
県
円
通
寺　
　

陸　
　

鉞
巌

　
　

一
金
参
百
円
也　

静
岡
県
大
洞
院　
　

橘　
　

成
典

　
　

一
金 
弐
百
円
也　

東
京
芝
青
松
寺　
　

佐
藤　

鉄
額

　
　

一
金
弐
百
円
也　

熊
本
県
大
慈
寺　
　

丘　
　

宗
潭

　
　

一
金
弐
百
円
也　

長
崎
県
皓
台
寺　
　

霖　
　

玉
仙
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一
金
弐
百
円
也　

大
連
市
常
安
寺　
　

森
口　

恵
徹

と
あ
る
よ
う
に
、
金
額
で
は
千
円
が
二
口
、
五
百
円
と
三
百
円
が
そ
れ
ぞ
れ

三
口
、
二
百
円
が
四
口
で
、
あ
と
は
百
円
以
下
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
同
七
年

七
月
か
ら
翌
八
年
十
月
ま
で
の
一
年
三
ヵ
月
間
の
勧
募
高
で
あ
っ
た
が
、
中

に
は

　
　

一
金
弐
百
円　

大
本
山
永
平
寺
僧
堂
詰
雲
衲　

百
廿
七
名

　
　

一
金
五
拾
円　

名
古
屋
市
護
国
院
僧
堂
詰
雲
衲　

拾
八
名

　
　

一
金
四
円　

鳥
取
県
精
明
寺
講
習
会
員
有
志　

八
名

と
あ
る
よ
う
に
、
僧
堂
詰
の
雲
衲
衆
か
ら
の
寄
附
も
受
け
て
い
る
。「
報
告

書
」
に
よ
れ
ば
、

　
　

合
計　

金
壱
万
六
百
弐
拾
五
円
也

　
　

内　

金
八
千
四
百
八
拾
七
円
也　

収
納
高

　
　
　
　

金
弐
千
壱
百
参
拾
八
円
也　

未
納
高

と
あ
り
、
未
納
金
が
あ
る
も
の
の
記
帳
総
額
は
金
壱
万
六
百
弐
拾
五
円
に
達

し
た
。

　

上
野
の
眼
蔵
会
基
金
の
間
接
的
な
動
機
と
な
っ
た
こ
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
大
正
七
年
六
月
十
六
日
午
後
に
、
護
国
院
で
名
古
屋
女
子

商
業
学
校
第
二
十
回
卒
業
生
追
弔
法
会
が
あ
り
、
翌
日
に
は
校
長
市
邨
芳
樹

先
生
の
主
催
で
故
矢
野
二
郎
先
生
の
十
三
回
忌
法
要
が
修
行
さ
れ
た
。
当
時

の
市
邨
先
生
は
洋
行
さ
れ
る
直
前
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
先
生
の
洋
行
費
は
名

古
屋
女
子
商
業
高
校
出
身
者
が
斡
旋
尽
力
し
醵
金
を
出
し
た
。
数
年
間
の
教

育
を
受
け
た
に
過
ぎ
ぬ
卒
業
生
が
、
そ
の
恩
徳
に
感
じ
て
莫
大
な
洋
行
費
を

提
供
す
る
こ
と
に
感
激
し
た
上
野
は
、
宗
門
は
高
祖
の
お
陰
で
ご
飯
を
食
べ

て
お
り
、
そ
の
恩
は
一
生
も
二
生
も
だ
と
い
い
、
自
ら
を
叱
る
ご
と
く
目
に

涙
を
浮
か
べ
た
。
数
日
後
、
眼
蔵
会
の
聴
講
を
終
え
た
二
人
（
近
藤
超
禅
、

橋
本
恵
光
）
が
訪
ね
て
こ
ら
れ
、
そ
れ
以
後
、
永
平
寺
の
眼
蔵
会
の
確
立
が

宗
門
の
命
脈
を
伝
え
る
も
の
と
考
え
、
眼
蔵
会
を
独
立
し
た
会
計
の
も
と
に

永
遠
化
す
る
必
要
を
説
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
）
2
（

る
。
翌
七
月
に
は
、
永

平
寺
監
院
（
丘
宗
潭
）
が
「
永
平
寺
眼
蔵
会
基
金
勧
募
趣
意
書
」
を
印
刷
し

配
付
し
た
。
笛
岡
自
照
『
続
永
平
寺
雑
考
』（
昭
和
五
十
一
年
三
月　

古
径

荘
）
一
〇
九
頁
に
よ
れ
ば
、「
勧
募
趣
意
書
」
は
明
光
寺
に
所
蔵
す
る
と
あ

る
が
、
現
在
は
未
確
認
で
あ
）
3
（

る
。
そ
の
た
め
笛
岡
氏
の
論
考
か
ら
と
り
あ
げ

て
み
る
と
、

　
　
　
　
　

永
平
寺
眼
蔵
会
基
金
勧
募
趣
意
書

　
　
　

正
法
眼
蔵
九
十
五
巻
は
、
宗
祖
承
陽
大
師
の
煖
皮
肉
で
あ
り
ま
し

て
、
御
年
三
十
二
歳
よ
り
五
十
四
歳
ま
で
七
処
九
十
五
会
の
獅
子
吼
で

あ
り
ま
す
。
一
大
蔵
経
の
眼
目
、
少
林
の
妙
訣
は
、
大
師
の
眼
蔵
に
よ

り
て
、
我
国
に
正
伝
さ
れ
た
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
九

十
五
巻
の
根
蔕
は
霜
華
を
経
る
七
百
年
の
今
日
、
一
万
四
千
の
門
葉
を

開
き
、
能
く
人
天
の
蔭
涼
と
な
っ
て
、
永
遠
に
朽
ち
な
い
金
剛
の
宝
樹

で
あ
り
ま
す
。
或
従
経
巻
、
或
従
知
識
は
仏
祖
に
親
近
し
、
仏
祖
の
行

持
と
精
神
と
を
体
得
す
る
眼
目
で
あ
り
ま
す
が
、
不
立
文
字
教
外
別
伝

の
弊
風
に
眩
惑
さ
れ
、
標
月
の
経
巻
を
徒
ら
に
黄
葉
の
止
啼
銭
視
し

て
、
船
筏
の
大
海
を
航
す
る
最
要
の
家
具
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
、
迷
蒙

に
し
て
適
従
す
る
処
を
知
ら
ざ
る
漢
の
尠
か
ら
ざ
る
時
代
も
あ
り
ま
し

た
。
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宗
祖
大
師
、
児
孫
を
憐
み
給
ふ
婆
心
切
に
し
て
和
字
を
以
て
漢
語
を

柔
ら
げ
、
奇
妙
善
巧
、
参
学
の
徒
を
し
て
文
言
の
煩
累
を
脱
し
て
、
驀

直
に
宗
意
の
玄
底
を
探
ら
し
め
、
正
伝
の
仏
風
を
煽
が
し
め
給
は
ん
と

す
る
慈
心
の
結
晶
が
、
九
十
五
巻
と
し
て
出
現
於
世
し
た
の
で
あ
り
ま

す
。
さ
れ
ば
眼
蔵
の
あ
る
処
は
大
師
の
所
在
地
で
あ
り
、
大
師
の
所
住

所
は
大
師
の
説
法
の
不
断
と
す
る
処
で
あ
り
ま
す
。
眼
蔵
の
一
字
一
句

は
大
師
の
現
身
で
あ
り
、
仏
道
の
現
成
で
あ
り
ま
す
。
古
来
宗
門
の
碩

徳
、
転
展
し
て
眼
蔵
の
参
究
に
身
心
を
投
じ
、
高
祖
道
の
宣
揚
に
渾
身

を
打
ち
任
せ
て
余
念
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
　
　

明
治
三
十
八
年
よ
り
、
道
誉
一
世
に
高
か
り
し
森
田
悟
由
禅
師
の
発

議
に
よ
り
、
高
祖
の
道
場
で
あ
る
永
平
寺
に
於
て
、
年
一
回
五
六
両
月

の
六
旬
に
亘
り
て
、
眼
蔵
会
の
創
立
を
見
る
に
至
り
ま
し
た
。
そ
の
趣

旨
は
在
家
出
家
を
問
わ
ず
、
法
雨
一
潤
、
大
師
の
思
想
信
仰
を
宣
伝

し
、
正
伝
仏
法
の
真
面
目
を
激
揚
す
る
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
爾

来
会
を
重
ぬ
る
こ
と
拾
四
。
歳
と
と
も
に
講

の
盛
況
を
致
し
、
眼
蔵

参
究
の
声
を
高
む
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
　

眼
を
時
世
の
推
移
に
転
じ
ま
す
る
と
、
思
想
界
の
風
潮
は
依
然
と
し

て
過
渡
期
の
渦
中
を
脱
せ
ず
、
旧
を
捨
て
て
新
を
追
ひ
、
世
道
人
心
は

那
辺
に
適
帰
す
べ
き
か
、
迷
途
夢
中
に
行
く
の
感
に
堪
え
ま
せ
ぬ
。
時

恰
も
空
前
の
戦
乱
に
際
し
、
世
界
の
大
勢
は
戦
後
い
か
に
廻
転
す
べ
き

か
、
心
あ
る
人
士
の
夙
に
憂
慮
す
る
所
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
時
代
の

一
転
化
す
る
時
に
於
て
勃
興
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
宗
教
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
歴
史
が
明
か
に
教
ゆ
る
所
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
意
味
に
於

て
人
心
の
要
求
す
る
宗
教
は
、
剛
健
に
し
て
力
あ
る
信
仰
、
汲
め
ど
も

尽
き
な
い
深
い
清
新
な
思
想
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
是
は
承
陽
大
師
の

宗
風
に
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
信
じ
ま
す
。
こ
の
時
に
当
り
ま
し

て
、
眼
蔵
会
の
発
展
策
は
重
大
な
意
義
を
有
し
、
其
の
方
法
を
講
ず
る

の
急
務
を
感
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　

本
山
の
経
常
費
に
於
て
は
、
開
講
諸
雑
費
を
支
弁
し
得
な
い
ほ
ど
窮

乏
を
告
げ
て
は
居
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
眼
蔵
会
の
費
途
は
、
本
山

の
会
計
と
独
立
す
る
必
要
を
従
来
認
む
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
発
展
を

企
図
す
る
上
に
於
て
、
開
講
費
の
増
加
は
当
然
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　

是
よ
り
先
、
高
祖
道
の
高
唱
者
に
し
て
、
大
師
の
宗
風
に
熱
烈
な
信

仰
を
擎
げ
ら
れ
つ
つ
あ
る
、
宗
門
の
碩
徳
上
野
瓶
城
老
師
は
、
自
ら
進

ん
で
金
五
百
円
を
投
じ
、
基
金
勧
募
の
方
策
を
建
議
さ
れ
ま
し
た
の

で
、
拙
衲
は
道
念
厚
き
老
師
の
篤
志
に
感
激
し
、
此
の
議
を
提
げ
て
台

上
猊
下
の
翼
賛
と
諸
役
寮
の
協
賛
と
を
得
る
に
至
り
ま
し
た
。

　
　
　

希
く
は
本
宗
御
寺
院
は
勿
論
、
十
方
有
信
の
道
俗
諸
彦
、
拙
衲
が
微

衷
の
存
す
る
所
を
諒
と
せ
ら
れ
、
奮
っ
て
御
賛
同
あ
ら
ん
こ
と
を
望
む

や
切
で
あ
り
ま
す
。
是
の
趣
旨
に
対
し
て
応
分
の
喜
捨
を
受
け
ま
し
た

篤
志
に
報
答
す
る
た
め
に
、
左
の
規
定
を
設
け
ま
し
た
。

　
　

第
一
、
開
講
に
當
り
篤
志
諸
彦
の
福
寿
長
久
を
祝
祷
す
る
た
め
に
大
般

若
会
を
厳
修
し
、
講
了
の
際
、
祖
先
累
代
の
た
め
に
大
施
餓
鬼

会
を
修
行
す
。

　
　

第
二
、
百
円
以
上
喜
捨
に
就
い
て
は
、
御
寺
院
に
は
入
祖
堂
牌
を
建

て
、
信
徒
の
方
に
は
特
別
日
牌
を
建
て
て
朝
夕
の
回
向
を
営
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む
。

　
　

第
三
、
五
拾
円
以
上
喜
捨
の
篤
志
諸
彦
に
は
、
普
通
日
牌
を
建
て
て
朝

夕
の
回
向
を
営
む
。

　
　

第
四
、
五
拾
円
以
下
の
喜
捨
の
篤
志
諸
彦
に
は
、
講
了
の
際
、
祖
先
累

代
の
為
に
大
施
餓
鬼
会
を
修
行
す
。

　
　

第
五
、
有
志
諸
彦
は
福
井
県
永
平
寺
監
院
宛
て
御
送
金
の
事
（
振
替
東

京
弐
壱
弐
壱
九
）

　
　
　

大
正
七
年
七
月
吉
日 

大
本
山
永
平
寺　

監
院　
　

と
あ
り
、
丘
監
院
自
か
ら
が
起
草
さ
れ
た
も
の
で
、
護
国
院
の
上
野
瓶
城
宛

の
書
簡
に
よ
れ
ば
、

　
　

…
…
過
日
東
野
老
師
へ
対
し
、
眼
蔵
会
基
金
募
集
規
則
御
請
求
相
成
り

候
に
付
、
該
趣
意
書
並
に
規
則
書
本
日
脱
稿
致
し
候
間
、
直
に
活
版
に

附
し
、
出
来
次
第
御
送
り
候
間
、
御
承
知
被
下
度
候
。
云
々

と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
「
追
伸
」
に
よ
れ
ば
、「
拙
者
は

来
月
七
八
日
頃
下
山
、
云
々
」
と
あ
り
、
七
月
三
十
一
日
に
書
か
れ
た
と
い

う
「
勧
募
趣
意
書
」
は
、
丘
が
監
院
職
を
辞
任
し
て
曹
洞
宗
大
学
学
長
に
就

く
直
前
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
）
4
（

う
。
ま
た
、
勧
募
は
禅
師
や
妙
厳
寺
を

始
め
全
国
の
寺
院
、
檀
信
徒
か
ら
も
浄
財
を
募
集
し
て
お
り
、
さ
ら
に
『
正

法
眼
蔵
』
の
蘊
奥
を
研
究
す
る
た
め
二
、
三
名
に
研
究
費
を
助
成
す
る
こ
と

も
含
ま
れ
て
い
）
5
（

た
。

　

こ
の
「
勧
募
趣
意
書
」
に
よ
っ
て
、
上
野
の
首
唱
す
る
募
集
勧
募
の
意
義

は
明
ら
か
に
な
り
、
短
期
間
に
お
い
て
顕
著
な
実
績
を
あ
げ
た
。
な
お
、
永

平
寺
に
所
蔵
す
る
大
正
七
年
度
の
「
監
院
寮
記
録
」
に
よ
る
「
眼
蔵
会
供
養

料
基
本
金
献
納
願
」
に
も

　
　

…
…
本
年
ノ
如
キ
常
在
安
居
ノ
結
衆
ト
倶
ニ
一
百
八
十
余
名
ノ
多
キ
ヲ

見
ル
ハ
宗
門
中
最
モ
喜
ブ
ベ
キ
進
運
ニ
シ
テ
相
倶
ニ
賀
ス
ベ
キ
所
ナ

リ
、
然
ハ
而
シ
テ
一
方
裏
面
ヲ
顧
慮
ス
レ
バ
諸
物
価
騰
貴
ノ
世
ニ
慮
シ

テ
制
限
ア
ル
経
費
中
ヨ
リ
多
ク
ノ
衆
僧
ヲ
供
養
ス
ル
ノ
困
難
ア
リ
、
従

テ
物
料
ノ
不
足
ヲ
生
シ
引
テ
衆
僧
供
養
ノ
本
意
ヲ
十
分
ナ
ラ
ザ
ラ
シ
ム

ル
コ
ト
ハ
、
是
レ
亦
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
今
日
已
ニ
然
リ
、
将

来
豈
ニ
爾
ラ
ザ
ラ
ン
哉
。

　
　
　

曾
テ
玄
照
禅
師
黙
童
老
師
予
ジ
メ
是
ノ
事
ヲ
慮
リ
眼
蔵
会
持
久
ノ
方

法
ト
シ
テ
毎
年
聴
講
衆
平
均
五
十
名
ト
仮
定
シ
、
之
ヲ
供
養
ス
ベ
キ
基

本
一
万
円
ヲ
保
存
シ
其
利
子
金
五
百
円
ヲ
以
テ
五
十
名
ヲ
供
養
ス
ル
ノ

費
用
ニ
充
ツ
ル
云
云
ト
ノ
讖
言
ア
リ
。
是
レ
其
當
時
ハ
米
価
四
斗
ヲ
糴

フ
ニ
五
円
内
外
ノ
秋
ナ
リ
。
瓶
城
之
ヲ
聞
テ
心
潜
カ
ニ
動
キ
若
シ
果
シ

テ
此
誉
ア
ラ
バ
多
少
ノ
衣
資
ヲ
割
ク
ノ
思
ヲ
生
シ
今
ニ
於
テ
記
憶
シ
テ

忘
レ
ザ
ル
ナ
リ
。
…
…

と
あ
り
、
聴
講
生
の
賄
い
方
法
の
思
案
は
森
田
禅
師
の
時
に
西
堂
で
あ
っ
た

福
山
黙
童
も
危
惧
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
そ
の
危
惧
を
実
行

し
た
の
が
上
野
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
件
は
永
平
寺
当
局
の
採
用
す
る

と
こ
ろ
と
な
り
、
直
ち
に
着
手
さ
れ
て
翌
八
年
に
は
、
第
一
回
の
「
眼
蔵
会

基
本
報
告
」
が
出
さ
れ
、
こ
の
基
金
を
大
正
十
一
年
四
月
に
東
京
別
院
監
院

栗
木
智
堂
が
手
続
き
を
行
い
、
六
月
十
三
日
に
文
部
大
臣
の
許
可
を
得
て
、

七
月
六
日
付
で
法
人
登
記
を
完
結
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
永
平
寺
眼
蔵
会

財
団
」
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
月
の
福
井
県
に
よ
る
財
団
法
人
現
況
調
査
に
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あ
た
り
、
永
平
寺
が
県
当
局
の
勧
告
を
受
け
入
れ
て
法
人
解
散
の
手
続
き
を

進
め
、
翌
四
十
八
年
三
月
二
十
七
日
付
を
も
っ
て
解
散
し
た
。
眼
蔵
会
に

と
っ
て
、
こ
の
資
産
は
大
切
な
基
金
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
外
来
聴
講
者

は
、
聴
講
料
を
始
め
期
間
中
の
食
費
な
ど
一
切
無
料
の
特
待
を
受
け
）
6
（

た
。

　

大
正
八
年
に
は
、
上
野
の
護
国
院
住
職
が
任
期
満
期
と
な
り
、
二
月
二
十

一
日
に
退
隠
し
て
明
光
寺
へ
戻
っ
た
。
明
光
寺
は
兼
務
地
で
あ
っ
た
が
、
再

住
と
な
っ
て
い
る
。
護
国
院
の
後
住
に
は
、
三
月
七
日
に
永
平
寺
副
監
院
で

あ
り
、
願
成
寺
（
越
前
市
土
山
町
）
住
職
で
も
あ
っ
た
東
野
玉
尖
が
就
い
た

（「
宗
報
」
第
五
三
八
号
）。
続
い
て
上
野
は
、
同
年
十
二
月
に
宝
慶
寺
（
大

野
市
宝
慶
寺
）
へ
晋
住
し
て
お
り
、
翌
九
年
三
月
に
は
永
平
寺
西
堂
に
任
命

さ
れ
、
同
十
四
年
十
一
月
十
五
日
に
世
寿
八
十
一
歳
で
明
光
寺
に
お
い
て
示

寂
し
た
。

　

永
平
寺
眼
蔵
会
の
基
金
勧
募
運
動
を
行
い
、
眼
蔵
会
の
陰
の
功
労
者
と
も

い
え
る
上
野
は
、
寂
光
苑
に
あ
る
自
然
石
の
卵
塔
に
祀
ら
れ
て
い
る
。
丘
宗

潭
は
「
高
祖
道
の
高
唱
者
に
し
て
、
大
師
の
宗
風
に
熱
烈
な
信
仰
を
擎
げ
つ

つ
あ
る
宗
門
の
碩
）
7
（

徳
」
と
評
し
て
い
る
。

注（
１
）  

「
眼
蔵
会
供
養
料
基
本
金
献
納
願
」
は
永
平
寺
に
所
蔵
す
る
。

（
２
）  

水
島
釼
城
「
眼
蔵
会
基
金
の
動
機
」（
昭
和
十
六
年
三
月　
「
傘
松
」
第
一
六
二

号
）
に
、
市
邨
芳
樹
先
生
の
人
徳
が
間
接
的
動
機
で
あ
っ
た
こ
と
が
説
か
れ
て
い

る
。

（
３
）  

本
稿
執
筆
前
に
明
光
寺
へ
問
合
せ
し
た
と
こ
ろ
、『
福
岡
市
史
』
編
纂
の
た
め

に
所
蔵
資
料
を
福
岡
市
博
物
館
ヘ
依
託
し
整
理
中
と
の
返
信
を
受
け
と
り
、
筆
者

は
未
確
認
の
ま
ま
本
稿
を
執
筆
し
た
。

（
４
）  

笛
岡
自
照
『
続
永
平
寺
雑
考
』（
昭
和
五
十
一
年
三
月　

古
径
荘
）
一
一
二
頁

に
指
摘
し
て
い
る
。

（
５
）  

熊
谷
忠
興
「
無
私
唯
務
⑤　

上
野
瓶
城
大
和
尚
」（
昭
和
六
十
年
二
月　
「
傘

松
」
第
四
九
七
号
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）  

笛
岡
自
照
、
前
掲
書
一
一
九
頁
に
「
永
平
寺
眼
蔵
会
財
団
」
の
解
散
に
至
る
推

移
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
７
）  

笛
岡
自
照
、
前
掲
書
一
一
五
頁
に
、
丘
宗
潭
に
よ
る
人
物
評
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。

追
記

　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
、
二
十
一
日
に
、
福
岡
市
博
物
館
内
市
史
編
纂
室
に
委
託
さ

れ
て
い
る
明
光
寺
文
書
で
上
野
瓶
城
師
に
関
す
る
文
書
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

護
国
院
時
代
の
書
簡
な
ど
師
の
活
動
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
文
書
が
多
く
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
本
稿
は
改
稿
せ
ざ
る
を
得
ず
、『
永
平
寺
名
古
屋
別
院
史
』
は
新
稿
で
発
表
し

た
い
。
調
査
に
あ
た
っ
て
は
明
光
寺
住
職
本
多
迪
富
老
師
に
ご
懇
切
な
る
ご
高
配
を
賜

わ
り
、
瑞
石
寺
住
職
本
多
寛
尚
師
に
は
事
務
的
な
こ
と
で
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
ま

た
、
市
史
編
纂
室
の
八
嶋
義
之
氏
は
文
書
を
整
理
分
類
し
て
目
録
を
作
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
ス
ム
ー
ズ
に
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
幸
運
で
あ
り
有
難
か
っ

た
。
皆
様
に
心
か
ら
感
謝
い
た
し
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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十
一
世　

東
野
玉
尖

　

上
野
瓶
城
が
住
職
任
期
満
期
に
つ
き
明
光
寺
へ
転
住
し
た
後
、
願
成
寺

（
越
前
市
土
山
町
）
住
職
で
あ
っ
た
東
野
玉
尖
が
十
一
世
に
就
い
た
。
そ
の

「
住
職
継
目
願
」
に
は
、

　
　
　
　
　

住
職
継
目
願

　
　

護
国
院
住
職
上
野
瓶
城
大
正
八
年
二
月
廿
一
日
、
福
岡
県
筑
紫
郡
堅
粕

町
明
光
寺
ヘ
転
住
仕
候
ニ
付
、
後
住
ハ
福
井
県
丹
生
郡
白
山
村
四
等
法

地
願
成
寺
住
職
東
野
玉
尖
ヘ
相
続
ス
ヘ
キ
旨
宗
法
ニ
準
シ
干
与
者
ノ
賛

同
ヲ
得
テ
選
挙
仕
候
條
、
御
調
査
ノ
上
支
吾
無
之
候
ハ
ヽ
御
任
命
被
成

下
度
、
乃
チ
本
人
履
歴
書
相
添
此
段
連
署
ヲ
以
テ
相
願
候
也

　
　
　
　

大
本
山
永
平
寺
御
直
末

　
　
　
　
　

愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
布
池
町
常
恒
会
護
国
院

　
　
　
　
　

右
寺
法
類
総
代

　
　
　
　
　

愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
宝
町
禅
芳
寺
住
職

 

門　

内　

大　

英
㊞　
　

　
　

大
正
八
年　

月　

日

　
　
　
　
　

信
徒
総
代

　
　
　
　
　
　

仝
県
仝
市
西
区
和
泉
町
二
丁
目
七
番
地

 

吹
原　

九
郎
三
郎
㊞　
　

　
　
　
　
　
　

仝
県
仝
市
中
区
鉄
砲
町
三
丁
目
四
十
九
番
地

 

森　

本　

善　

七
㊞　
　

　
　
　
　
　
　

仝
県
仝
市
仝
区
三
丁
目
十
三
番
地

 

大　

沢　

常
太
郎
㊞　
　

　
　
　
　
　
　

仝
県
仝
市
仝
区
古
渡
町
百
九
十
九
番
戸

 

津　

田　

蔵
太
郎
㊞　
　

　
　

庶
務
部
長
岩
山
真
定
殿

と
あ
り
、
正
式
に
は
大
正
八
年
三
月
七
日
付
で
あ
る
。（「
宗
報
」
第
五
三
八

号
）
当
時
の
東
野
は
永
平
寺
副
監
院
で
も
あ
り
、
永
平
寺
に
常
在
し
て
い

た
。
三
月
三
日
に
は
、
永
平
寺
に
通
信
機
関
と
し
て
電
話
が
必
要
で
あ
る
こ

と
を
金
沢
郵
便
局
長
村
田
寅
之
助
へ
「
電
話
事
務
開
始
希
望
ニ
付
陳
情
書
」

（
永
平
寺
蔵
）
と
し
て
提
出
し
て
お
り
、
十
二
月
に
は
護
国
院
で
細
川
靠
山

（
後
に
天
龍
寺
二
十
一
世
）
に
伝
法
し
）
1
（

た
。
ま
た
、
九
月
十
五
日
に
は
東
向

寺
（
天
草
市
本
町
）
認
可
僧
堂
の
準
師
家
で
あ
っ
た
佐
藤
良
運
の
護
国
院
僧

堂
へ
の
勤
務
変
更
を
申
請
し
て
い
る
。（
護
国
院
蔵
）
監
寺
で
あ
っ
た
門
内

大
英
は
、
明
治
七
年
五
月
十
八
日
よ
り
禅
芳
寺
六
世
に
就
い
て
い
た
が
、
本

年
九
月
十
日
に
退
隠
し
て
法
嗣
の
大
岩
仙
英
へ
譲
っ
た
。
そ
の
た
め
門
内

は
、
住
職
の
東
野
が
不
在
で
あ
っ
て
も
護
国
院
に
常
在
し
実
質
的
運
営
を

行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

翌
九
年
十
一
月
に
は
、
東
野
が
永
平
寺
代
表
出
願
者
と
し
て
信
徒
総
代
波

多
野
三
吾
ら
と
と
も
に
福
井
県
知
事
湯
地
幸
平
へ
、
従
来
の
舎
利
殿
を
拡
大

し
て
大
祠
堂
殿
建
築
工
事
の
一
部
金
に
福
井
県
よ
り
の
補
助
金
の
「
県
費
補

助
願
」
を
申
請
し
て
い
る
。（
永
平
寺
蔵
）
ま
た
、
翌
十
年
二
月
に
も
、
永

平
寺
代
表
者
と
し
て
開
墾
制
限
地
で
あ
っ
た
永
平
寺
所
有
地
の
福
井
県
吉
田
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郡
志
比
谷
志
比
五
五
西
山
二
二
ノ
二
の
山
林
を
開
墾
す
る
「
森
林
開
墾
願
」

を
出
し
て
い
る
。（
永
平
寺
蔵
）
六
月
二
日
に
は
、
北
野
元
峰
禅
師
が
護
国

院
へ
来
錫
さ
れ
た
。
北
野
は
前
年
の
十
月
十
八
日
に
永
平
寺
へ
晋
山
さ
れ
て

お
り
、
愛
知
吉
祥
講
の
法
要
が
名
古
屋
で
の
最
初
の
御
親
修
で
あ
っ
た
。
御

親
修
後
の
翌
三
日
、
千
種
に
あ
る
曹
洞
宗
第
三
中
学
林
で
の
講
演
に
行
く
途

中
、
学
校
か
ら
四
、
五
丁
を
距
て
た
鉄
路
を
横
断
し
よ
う
と
し
た
時
、
人
力

車
夫
の
過
失
か
ら
禅
師
を
乗
せ
た
車
が
転
覆
し
た
。
そ
の
た
め
禅
師
の
右
肩

の
骨
が
折
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
直
ち
に
担
架
に
乗
せ
て
護
国
院
へ
帰

ら
れ
、
門
内
監
寺
の
機
敏
な
る
処
置
に
よ
り
、
愛
知
病
院
長
の
内
科
の
診
察

を
受
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
八
十
歳
の
高
齢
に
も
拘
ら
ず
、
余
病
は
併
発
し

て
お
ら
ず
、
入
院
の
必
要
も
な
く
外
科
医
の
小
島
先
生
に
よ
る
接
骨
治
療
の

み
で
よ
か
っ
た
。
七
月
十
三
日
ま
で
約
四
十
日
間
、
護
国
院
の
不
老
閣
に
滞

在
せ
ら
れ
、
同
日
に
全
快
振
舞
さ
れ
て
、
十
五
日
朝
、
永
平
寺
東
京
出
張
所

へ
帰
ら
れ
）
2
（

た
。
そ
の
間
、
門
内
や
信
徒
総
代
ら
の
看
護
及
び
見
舞
な
ど
を
受

け
て
お
り
、
護
国
院
と
の
深
い
法
縁
は
、
こ
の
事
故
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
の

で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
十
月
十
八
日
か
ら
二
十
四
日
ま
で
の
授
戒
会
に
御
親
化
さ
れ
、

戒
弟
も
一
千
名
余
り
の
大
盛
況
で
あ
っ
た
。
九
月
十
九
日
に
東
野
が
自
照
寺

（
小
牧
市
多
気
東
町
）
住
職
（
山
内
大
慧
）
へ
授
戒
会
の
随
喜
を
願
っ
た
書

簡
に
は
、

　
　

謹
啓　

時
下
秋
冷
之
候
に
候
処
、
尊
堂
老
宗
師
益
々
御
清
逸
に
候
条
何

卒
不
斜
奉
慶
賀
候
、
陳
は
當
山
開
祖
珍
牛
禅
師
本
年
百
回
忌
正
當
に

付
、
特
に
不
老
閣
貫
首
猊
下
ヲ
拝
請
シ
、
来
ル
十
月
十
八
日
ヨ
リ
同
廿

四
日
迄
尸
羅
会
ヲ
啓
建
致
シ
報
恩
供
養
相
営
度
候
間
、
萬
障
御
繰
合
御

随
喜
之
程
奉
懇
請
候
、
尚
時
節
柄
御
展
待
モ
行
届
不
申
、
且
謝
儀
等
モ

拝
呈
致
兼
候
得
共
、
御
報
恩
之
思
召
ヲ
以
テ
御
来
臨
被
下
候
得
ハ
本
懐

之
至
に
御
座
候
、
先
ハ
御
案
内
迄
得
貴
意
候　
　
　
　
　

匆
々
敬
具

　
　
　
　

追
而
戒
会
中
御
随
喜
被
下
候
得
ハ
、
何
カ
配
役
モ
御
願
申
度
、
且

時
宜
ニ
依
リ
一
度
御
焼
香
ヲ
モ
相
願
度
候
間
、
予
シ
メ
御
含
之
上

御
来
山
之
有
無
共
御
一
投
相
煩
度
候
也

　
　
大 

正 

十 

年

九
月
十
九
日
護
国
玉
尖
九
拝

　
　

自
照
尊
堂
老
宗
師

と
あ
り
、
護
国
院
開
山
瑞
岡
珍
牛
の
正
当
百
回
忌
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。

　

翌
十
一
年
八
月
六
日
に
は
、
東
野
の
本
師
で
あ
る
東
野
玉
龍
（
天
龍
寺
十

八
世
）
が
九
十
歳
で
示
寂
し
）
3
（

た
。
そ
の
た
め
十
一
月
二
十
四
日
付
で
天
龍
寺

十
九
世
に
就
く
こ
と
に
な
っ
た
。（「
宗
報
」
第
六
二
八
号
）
し
か
し
、
護
国

院
の
後
董
は
す
ぐ
に
決
ま
ら
ず
、
曹
洞
宗
大
学
林
教
授
や
曹
洞
宗
第
二
中
学

林
長
な
ど
を
歴
任
し
て
北
野
禅
師
の
随
行
長
も
務
め
た
洞
雲
寺
（
大
野
市
清

滝
）
二
十
八
世
の
大
洞
良
雲
が
就
く
こ
と
に
な
っ
た
。
大
正
十
二
年
一
月
二

十
二
日
に
法
類
総
代
の
禅
芳
寺
住
職
大
岩
仙
英
と
信
徒
総
代
か
ら
出
さ
れ
た

「
兼
務
住
職
任
命
願
」（
護
国
院
蔵
）
を
み
る
と
、

　
　
　
　
　

兼
務
住
職
任
命
願

　
　

護
国
院
住
職
東
野
玉
尖
儀
福
井
県
吉
田
郡
松
岡
村
天
龍
寺
ノ
請
ヲ
受
ケ

転
住
ノ
処
、
後
任
住
職
ハ
已
ム
ヲ
得
サ
ル
事
情
ニ
依
リ
至
急
選
定
致
シ

難
キ
ニ
付
、
福
井
県
大
野
郡
大
野
町
洞
雲
寺
住
職
大
洞
良
雲
ヲ
以
テ
御
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許
可
ノ
日
ヨ
リ
満
二
ヶ
年
間
兼
務
住
職
タ
ラ
シ
ム
ヘ
キ
旨
宗
法
ニ
準
シ

干
与
者
ノ
賛
同
ヲ
得
テ
選
挙
仕
候
條
、
御
調
査
ノ
上
支
吾
無
之
候
ハ
ヽ

御
任
命
被
成
下
度
、
此
段
連
署
ヲ
以
テ
相
願
候
也

　
　
　
　

大
本
山
永
平
寺
直
末

　
　
　
　
　

名
古
屋
市
東
区
布
池
町
常
恒
会
二
十
級
護
国
院

　
　
　
　
　
　

右
寺
法
類
総
代

　
　
　
　
　

名
古
屋
市
東
区
宝
町
禅
芳
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大　

岩　

仙　

英
㊞

　
　
　

大
正
十
二
年
一
月
廿
二
日

　
　
　
　
　

仝
市
西
区
和
泉
町
二
丁
目
七
番
地

　
　
　
　
　
　

信
徒
総
代　
　
　
　

吹
原　

九
郎
三
郎
㊞

　
　
　
　
　

仝
市
中
区
鉄
砲
町
三
丁
目
四
十
九
番
地

　
　
　
　
　
　
　

仝　
　
　
　
　
　

森　

本　

善　

七
㊞

　
　
　
　
　

仝
市
中
区
祢
宜
町
五
丁
目
三
十
四
番
地

　
　
　
　
　
　
　

仝　
　
　
　
　
　

堀
内　

茂
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　

仝
市
中
区
鉄
砲
町
三
丁
目
十
三
番
地

　
　
　
　
　
　
　

仝　
　
　
　
　
　

大
沢　

重
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　

仝
市
中
区
末
広
町
一
丁
目
二
十
二
番
地

　
　
　
　
　
　
　

仝　
　
　
　
　
　

村　

上　

庄　

造
㊞

　
　
　

庶
務
部
長
祥
雲
晩
成
殿

と
あ
り
、「
已
ム
ヲ
得
サ
ル
事
情
ニ
依
リ
至
急
選
定
致
シ
難
キ
ニ
付
」
と
あ

る
。
こ
の
文
は
「
兼
務
住
職
任
命
願
」
の
定
型
文
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
洞

は
一
月
二
十
五
日
に
永
平
寺
副
監
院
と
な
っ
）
4
（

た
。
護
国
院
住
職
の
先
例
は
永

平
寺
副
監
院
か
監
院
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
大
洞
も
急
遽
副
監
院
に
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
副
監
院
に
内
定
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
二
月
一

日
付
で
兼
務
住
職
に
就
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
。

　

三
月
一
日
に
は
、
東
野
が
「
宗
報
」
第
六
二
九
号
（
大
正
十
二
年
三
月
一

日
発
行
）
に

　
　

謹
告　

名
古
屋
市
護
国
院
住
職
を
拝
命
し
居
し
、
迂
衲
儀
今
般
都
合
に

よ
り
師
跡
を
襲
ふ
こ
と
ゝ
相
成
、
本
日
を
以
て
左
記
へ
転
住
仕
候
、
茲

に
謹
ん
で
従
来
の
御
厚
誼
を
感
謝
し
併
て
将
来
の
御
道
愛
を
希
上
候　

敬
具

　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
吉
田
郡
松
岡
村
天
龍
寺
住
職

　
　

大
正
十
二
年
三
月
一
日　
　
　
　
　

東　

野　

玉　

尖

と
師
跡
を
襲
う
こ
と
か
ら
天
龍
寺
へ
転
住
す
る
こ
と
を
広
告
し
た
。
当
日

朝
、
護
国
院
を
出
発
し
た
東
野
は
夕
刻
に
天
龍
寺
へ
着
き
、
入
仏
式
を
終

え
、
五
月
五
日
に
は
晋
山
式
を
行
っ
）
5
（

た
。
天
龍
寺
在
職
中
に
は
、
境
内
に
私

立
松
岡
幼
稚
園
を
建
設
し
て
お
り
、
昭
和
十
年
十
月
二
十
七
日
に
七
十
三
歳

で
示
寂
し
た
。「
傘
松
」
第
九
十
九
号
（
昭
和
十
年
十
二
月
一
日
発
行
）
に

　
　

東
野
玉
尖
師

　
　

曾
て
は
祖
山
の
副
寺
と
し
て
又
副
監
院
と
し
て
或
は
宗
会
議
員
と
し
て

宗
門
に
重
き
を
な
し
て
を
ら
れ
た
る
福
井
県
吉
田
郡
松
岡
町
天
龍
寺
住

職
東
野
玉
尖
師
は
、
昨
年
来
四
大
御
不
調
の
た
め
臥
床
中
で
あ
り
ま
し

た
が
、
病
勢
俄
か
に
改
ま
り
、
去
る
十
月
廿
七
日
世
寿
七
十
三
歳
を
以

て
化
を
他
界
に
遷
さ
れ
ま
し
た
。
な
ほ
、
本
葬
は
十
一
月
一
日
午
後
一

時
よ
り
不
老
閣
御
代
理
小
原
本
山
副
監
院
老
師
秉
炬
の
下
に
取
り
行
は
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れ
ま
し
た
。
会
葬
の
道
俗
境
内
を
埋
め
多
数
の
弔
電
弔
辞
あ
り
、
特
に

手
に
手
に
数
珠
を
か
け
た
幼
稚
園
々
児
の
会
葬
姿
は
人
目
を
引
き
そ
ぞ

ろ
に
故
人
の
生
前
が
偲
ば
れ
ま
し
た
。

と
死
亡
記
事
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
天
龍
寺
の
過
去
帳
や
東
野
金
瑛
「
一
枚

の
黒
衣
」（
昭
和
五
十
四
年
六
月　
「
傘
松
」
第
四
二
九
号
）
に
よ
れ
ば
、

「
資
質
極
メ
テ
温
厚
、
為
法
不
為
身
、
誠
実
勤
勉
、
詩
歌
ヲ
楽
シ
ミ
ト
セ
ラ

ル
」
と
か
六
十
四
世
森
田
悟
由
禅
師
か
ら
六
十
七
世
北
野
元
峰
禅
師
頃
ま
で

一
生
を
本
山
勤
め
で
終
え
、「
法
式
の
神
さ
ま
」
と
い
わ
れ
る
程
、
進
退
や

鳴
ら
し
物
な
ど
で
一
つ
も
間
違
い
な
く
で
き
る
方
で
あ
っ
た
と
い
い
伝
え
ら

れ
て
い
る
。

注（
１
）  

天
龍
寺
（
福
井
県
吉
田
郡
永
平
寺
町
松
岡
春
日
）
二
十
一
世
の
細
川
靠
山
に
伝

法
し
た
こ
と
は
、
青
園
謙
三
郎
『
天
龍
寺
と
芭
蕉
』（
昭
和
五
十
五
年
四
月　

天

龍
寺
）
一
七
五
頁
の
「
二
十
一
世
得
水
靠
山
」
の
伝
記
に
い
う
。

（
２
）  

北
野
元
峰
禅
師
の
事
故
や
そ
の
経
過
な
ど
に
つ
い
て
は
、
細
川
道
契
「
故
禅
師

と
奉
安
殿
」（
昭
和
八
年
十
二
月　
「
護
国
」
第
三
号
）
や
細
川
道
契
『
永
平
元
峰

禅
師
伝
歴
』（
昭
和
九
年
四
月　

永
平
寺
出
張
所
）
一
五
〇
、
一
五
一
頁
に
詳
し

く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
３
）  

青
園
謙
三
郎
、
前
掲
書
一
五
八
頁
の
「
十
八
世
仏
国
玉
竜
」
に
よ
る
。

（
４
）  

徳
巌
寺
住
職
の
大
村
良
秀
「
大
洞
良
雲
老
師
」（
私
家
版
）
の
経
歴
に
よ
る
。

（
５
）  

青
園
謙
三
郎
、
前
掲
書
一
六
五
、
一
六
六
頁
の
「
十
九
世
大
渓
玉
尖
」
に
よ

る
。
な
お
、
天
龍
寺
晋
山
式
記
録
な
ど
も
同
書
一
六
六
〜
一
六
九
頁
に
紹
介
さ
れ

て
い
る
。

十
二
世　

大
洞
良
雲

　

東
野
玉
尖
が
天
龍
寺
へ
転
住
し
た
後
の
護
国
院
は
、
大
正
十
二
年
一
月
二

十
五
日
に
永
平
寺
副
監
院
に
就
任
し
た
洞
雲
寺
（
大
野
市
清
滝
）
住
職
の
大

洞
良
雲
が
兼
務
住
職
に
就
い
た
。
す
で
に
、
前
年
の
十
一
月
二
十
四
日
に
東

野
は
天
龍
寺
の
住
職
任
命
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
た
め
一
月
二
十
二
日
に
護

国
院
の
法
類
で
あ
る
禅
芳
寺
住
職
の
大
岩
仙
英
と
信
徒
総
代
の
吹
原
九
郎
三

郎
、
森
本
善
七
、
堀
内
茂
右
衛
門
、
大
沢
重
右
衛
門
、
村
上
妙
光
ら
が
祥
雲

晩
成
庶
務
部
長
へ
出
し
た
「
兼
務
住
職
任
命
願
」
に
よ
れ
ば
、「
已
ム
ヲ
得

ザ
ル
事
情
ニ
ヨ
リ
」
と
な
っ
て
い
る
。
詳
し
い
事
情
は
不
詳
で
あ
る
が
、
二

月
一
日
に
住
職
に
就
い
）
1
（

た
。
三
月
十
五
日
の
奉
安
殿
吉
祥
講
春
季
大
会
の
た

め
、
北
野
元
峰
禅
師
ら
を
名
古
屋
駅
に
出
迎
え
た
大
洞
の
肩
書
き
に
は
「
護

国
院
新
命
」
と
な
っ
て
い
）
2
（

る
。
な
お
、
大
洞
は
五
月
二
十
五
日
よ
り
六
月
三

日
迄
、
聚
福
院
（
当
時
・
名
古
屋
市
東
区
松
山
町
）
で
行
わ
れ
る
百
名
の
布

教
師
に
対
す
る
社
会
教
化
講
習
会
（
主
催
帝
国
工
場
布
教
団
）
で
は
、「
宗

意
研
究
」
の
講
師
を
務
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
時
の
肩
書
き
は
「
前
曹

洞
宗
大
学
教
授
」
と
な
っ
て
い
）
3
（

る
。
翌
十
三
年
に
は
林
陽
寺
（
岐
阜
市
岩
田

西
）
徒
弟
の
岩
水
玄
峰
が
安
居
し
た
。
岩
水
は
当
時
十
八
歳
で
あ
り
、
大
洞

住
職
を
始
め
役
寮
、
安
居
僧
の
集
合
写
真
や
奉
安
殿
の
稲
荷
明
神
の
庭
で
写

し
た
同
安
居
者
の
写
真
が
あ
る
。
ま
た
、
翌
十
四
年
三
月
一
日
に
法
堂
前
で

田
名
部
端
隣
知
殿
、
深
津
玄
端
殿
行
と
と
も
に
写
し
た
写
真
に
は
、
法
堂
須
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弥
壇
前
に
二
匹
の
獅
子
の
彫
物
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
護
国
院

の
法
堂
内
陣
は
永
平
寺
の
内
陣
を
模
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
八
月
に
写
し

た
侍
者
寮
の
集
合
写
真
も
み
え
る
が
、
当
時
の
法
堂
、
鐘
堂
、
庫
院
な
ど
の

写
真
か
ら
豪
壮
な
感
じ
が
す
る
伽
藍
で
あ
っ
た
。

　

翌
十
四
年
三
月
十
四
日
に
は
、
二
月
一
日
が
大
洞
の
兼
務
住
職
の
満
期
日

と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
兼
務
住
職
の
「
継
続
任
命
願
」
を
大
洞
と
法
類
総
代

の
大
岩
仙
英
、
信
徒
総
代
の
吹
原
九
郎
三
郎
、
森
本
善
七
、
堀
内
茂
右
エ

門
、
大
沢
重
右
衛
門
、
村
上
庄
造
ら
の
連
署
で
祥
雲
晩
成
庶
務
部
長
へ
出
願

し
て
お
り
、
四
月
二
十
日
に
再
度
の
兼
務
住
職
に
任
命
さ
れ
て
い
）
4
（

る
。

　

翌
十
五
年
に
は
、
永
平
寺
及
び
護
国
院
信
徒
の
総
代
で
あ
る
鈴
木
惣
兵
衛

氏
が
亡
く
な
っ
た
た
め
、
永
平
寺
東
京
出
張
所
に
い
た
北
野
禅
師
は
、
一
月

六
日
の
夜
行
で
東
京
を
出
発
し
、
七
日
朝
に
護
国
院
へ
到
着
し
た
。
午
後
か

ら
葬
儀
が
行
わ
れ
、
そ
の
秉
炬
師
を
務
め
て
い
る
。
翌
八
日
に
は
同
院
の
観

音
講
員
に
御
親
教
な
さ
れ
、
同
晩
、
夜
行
で
名
古
屋
を
発
っ
）
5
（

た
。
な
お
、
本

堂
の
正
面
に
掛
け
て
あ
る
幔
幕
は
、
同
月
に
鈴
木
氏
よ
り
寄
進
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
）
6
（

た
。

　

翌
昭
和
二
年
に
は
、
永
平
寺
で
同
五
年
に
修
行
さ
れ
る
二
祖
国
師
六
五
〇

回
大
遠
忌
事
業
の
一
環
と
し
て
、
大
光
明
蔵
の
改
築
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
改
築
は
愛
知
県
下
の
寺
院
及
び
檀
信
徒
の
寄
附
に
よ
る
も
の

で
、
そ
の
た
め
護
国
院
境
内
は
木
造
り
（
切
り
込
み
）
な
ど
を
行
う
作
業
場

と
な
り
、
五
月
八
日
に
起
工
式
を
挙
行
し
）
7
（

た
。
同
建
築
の
事
務
総
監
は
伊
藤

哲
杖
で
、
部
長
は
陸
鉞
巌
、
工
事
主
任
は
山
田
奕
鳳
、
顧
問
に
伊
藤
覚
典
、

岩
山
真
定
、
加
藤
晁
堂
ら
が
就
い
）
8
（

た
。
ま
た
、
魚
津
弘
吉
が
棟
梁
と
な
り
、

日
本
建
築
界
の
権
威
者
で
あ
る
武
田
五
一
博
士
が
指
導
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
さ
ら
に
構
造
計
画
は
西
原
吉
治
郎
、
漆
工
、
金
工
な
ど
の
装
飾
的
技
術

は
太
田
誠
二
、
絵
様
及
び
彫
刻
の
意
匠
図
案
に
関
し
て
は
藤
原
義
一
ら
を
煩

わ
し
て
い
）
9
（

る
。
な
お
、
建
築
用
材
は
護
国
院
境
内
で
切
り
込
み
し
た
後
、
厳

重
な
荷
造
を
し
て
汽
車
で
永
平
寺
ま
で
運
搬
し
、
翌
三
年
八
月
二
十
八
日
に

永
平
寺
で
上
棟
式
を
行
い
、
同
四
年
十
二
月
下
旬
に
竣
工
し
た
。
そ
の
た
め

護
国
院
の
境
内
は
約
一
年
半
の
間
、
大
光
明
蔵
の
木
造
り
作
業
場
と
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
同
三
年
一
月
頃
に
は
大
工
小
屋
が
火
事
に
な
っ
た
。
幸
い

に
も
伽
藍
へ
の
類
焼
は
な
か
っ
た
が
、
原
因
は
ル
ン
ペ
ン
が
暖
を
と
る
た
め

カ
ン
ナ
屑
に
火
を
つ
け
た
こ
と
か
ら
燃
え
出
し
た
の
で
あ
）
10
（

る
。
な
お
、
大
光

明
蔵
の
建
築
概
要
は
、
同
五
年
三
月
に
魚
津
弘
吉
が
『
大
本
山

永
平
寺
大
光
明
蔵
建

築
図
集
』（
魚
津
弘
吉
蔵
版
）
と
題
し
て
報
告
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
詳
し

い
。

　

と
こ
ろ
で
、
護
国
院
は
同
二
年
十
月
一
日
に
認
可
禅
林
に
認
可
さ
れ
て

い
）
11
（

る
。
ま
た
、
十
月
七
日
に
は
学
堂
設
立
の
件
を
愛
知
県
知
事
小
幡
豊
治
に

出
し
て
お
り
、
翌
三
年
三
月
九
日
に
「
名
古
屋
奉
安
殿
学
堂
」
が
認
可
さ
れ

た
。
な
お
、
同
二
年
に
は
橋
本
恵
光
が
護
国
院
僧
堂
単
頭
に
就
い
て
お
）
12
（

り
、

同
三
年
四
月
十
五
日
に
護
国
院
は
専
門
僧
堂
に
指
定
さ
れ
て
い
）
13
（

る
。
翌
四
年

四
月
十
日
に
は
橋
本
恵
光
が
護
国
院
僧
堂
の
後
堂
に
就
任
し
て
お
り
、
六
月

に
鎌
谷
仙
龍
が
同
僧
堂
で
橋
本
と
初
相
見
し
安
居
随
身
を
許
さ
れ
て
同
七
年

ま
で
安
居
し
た
。

　

同
四
年
九
月
十
九
日
に
は
、
大
洞
と
信
徒
総
代
ら
よ
り
庶
務
部
長
の
山
本

富
賢
へ
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兼
務
住
職
任
免
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
古
屋
市
東
区
布
池
町　

常
恒
会
二
十
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
本
山
永
平
寺
直
末　

護　

国　

院

　
　

拙
僧
儀
、
今
般
都
合
ニ
依
リ
兼
務
住
職
ヲ
辞
任
仕
度
、
依
テ
後
任
ハ
本

山
監
院
福
井
県
敦
賀
郡
松
原
村
永
建
寺
住
職
熊
沢
泰
禅
ニ
兼
務
住
職
御

任
命
被
成
下
度
、
信
徒
総
代
連
署
ヲ
以
テ
此
段
相
願
候
也

　
　
　
　

昭
和
四
年
九
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
護
国
院
兼
務
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大　
　

洞　
　

良　
　

雲

　
　
　
　
　
　
　
　
　

信　

徒　

総　

代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
古
屋
市
西
区
和
泉
町
弐
丁
目
七
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吹　
　

原　
　

九
郎
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
古
屋
市
西
区
木
挽
町
五
丁
目
拾
弐
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

鈴　
　

木　
　

摠 
兵 

衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
古
屋
市
中
区
鉄
砲
町
参
丁
目
九
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

森　
　

本　
　

善　
　

七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
古
屋
市
中
区
祢
宜
町
五
丁
目
参
拾
四
番
地
ノ
壱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

堀　
　

内　
　

茂
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
古
屋
市
中
区
鉄
砲
町
五
拾
五
番
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大　
　

沢　
　

重
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
古
屋
市
東
区
西
魚
町
参
丁
目
参
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柴　

山　
　

寿　

太　

郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
古
屋
市
中
区
末
広
町
壱
丁
目
弐
拾
弐
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村　
　

上　
　

庄　
　

造

　
　

庶
務
部
長　
　

山　

本　

富　

賢　
　

殿

と
「
兼
務
住
職
任
免
）
14
（

願
」
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
兼
務
住
職
の
大
洞
が
辞

任
し
、
後
任
は
本
山
監
院
の
熊
沢
泰
禅
が
兼
務
住
職
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
を

願
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
訳
は
、
永
平
寺
東
京
出
張
所
監
院
上
野

舜
頴
と
護
国
院
側
の
大
洞
兼
務
住
職
、
監
寺
の
門
内
大
英
、
顧
問
の
中
島
分

教
、
水
野
玄
秀
と
信
徒
総
代
の
吹
原
九
郎
三
郎
ら
六
人
の
間
で

　
　
　
　
　
　
　

契　
約　
証　
書

　
　

大
本
山
永
平
寺
ヲ
甲
ト
シ
護
国
院
ヲ
乙
ト
シ
、
左
ノ
契
約
ヲ
締
結
ス

　
　
　

第
一
条　

乙
ヲ
甲
ノ
特
選
地
ト
ス

　
　
　

第
二
条　

甲
ハ
乙
ノ
寺
法
、
其
他
ノ
規
程
ニ
依
拠
シ
テ
乙
ヲ
監
督
ス

　
　
　

第
三
条　

甲
ノ
御
山
監
院
ハ
代
々
乙
ノ
兼
務
住
職
ト
ナ
ル
、
但
兼
務

ノ
為
ニ
要
ス
ル
一
切
ノ
費
用
ハ
乙
ニ
於
テ
之
ヲ
負
担
ス

　
　
　

第
四
条　

甲
ハ
乙
ノ
内
申
ニ
ヨ
リ
乙
ノ
監
寺
ヲ
任
免
ス

　
　
　

第
五
条　

第
六
条
ノ
目
的
ヲ
実
現
ス
ル
マ
テ
、
乙
ハ
従
来
ノ
如
ク
一

寺
院
ト
シ
テ
自
給
ニ
ヨ
リ
教
育
布
教
ハ
勿
論
一
切
ノ
寺
務
ヲ
自
治

ス
ヘ
シ

　
　
　

第
六
条　

将
来
宗
法
ノ
是
認
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
乙
ヲ
甲
ノ

別
院
又
ハ
之
ニ
類
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
甲
ノ
直
轄
道
場
ト
ナ
ス
ヘ
シ

　
　
　

第
七
条　

本
契
約
ニ
添
附
ス
ル
乙
ノ
寺
法
ハ
、
甲
ニ
於
テ
之
ヲ
認
可

シ
タ
リ

　
　
　

第
八
条　

乙
ハ
寺
務
ノ
執
行
ニ
関
ス
ル
規
程
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
、

但
本
契
約
ノ
趣
旨
ニ
抵
触
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
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前
項
ノ
規
程
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
遅
滞
ナ
ク
之
ヲ
甲
ニ
報
告
ス

ヘ
シ

　
　
　

第
九
条　

本
契
約
ハ
暫
定
ト
シ
、
双
方
更
ニ
考
究
ノ
上
改
正
ス
ル
コ

ト
ヲ
合
意
ス

　
　

右
契
約
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
為
、
本
書
二
通
ヲ
作
リ
双
方
之
ヲ
保
有

ス

　
　
　
　

昭
和
四
年
九
月
弐
拾
壱
日

　
　
　
　
　
　
　
　

大
本
山
永
平
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
出
張
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

監　
　

院　

上　

野　

舜　

頴
㊞

 　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
古
屋
市
東
区
布
池
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

護
国
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兼
務
住
職　

大　

洞　

良　

雲
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

監　
　

寺　

門　

内　

大　

英
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

顧　
　

問　

中　

島　

分　

教
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

顧　
　

問　

水　

野　

玄　

秀
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

信
徒
惣
代　

吹
原　

九
郎
三
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
徒
惣
代　

鈴　

木　

摠
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
徒
惣
代　

森　

本　

善　

七
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
徒
惣
代　

堀
内　

茂
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
徒
惣
代　

大
沢　

重
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
徒
惣
代　

村　

上　

庄　

造
㊞

と
あ
る
「
契
約
証
書
」
を
九
月
二
十
一
日
に
か
わ
し
、
護
国
院
は
永
平
寺
の

特
選
地
と
し
て
永
平
寺
の
監
院
が
兼
務
住
職
と
な
り
監
督
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
ま
た
、
将
来
は
永
平
寺
の
別
院
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し

て
直
轄
道
場
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
九
月
一
日
に
制
定
さ
れ
た
「
暫

定
護
国
院
寺
法
」
や
「
護
国
院
寺
法
施
行
規
則
」（
抜
萃
）
も
こ
こ
に
あ
げ

て
み
る

)15

(

と
、

　
　
　
　
　
　

暫　

定　

護　

国　

院　

寺　

法

　
　
　
　
　
　
　

第
一
章　

総　

則

　
　

第
一
条　

護
国
院
ハ
大
本
山
永
平
寺
ノ
特
選
地
ト
ス

　
　

第
二
条　

護
国
院
ハ
本
法
ノ
定
ム
ル
所
ニ
ヨ
リ
、
大
本
山
永
平
寺
ノ
監

督
ヲ
受
ク

　
　

第
三
条　

護
国
院
ハ
明
治
末
期
ノ
復
興
ニ
係
リ
、
専
ラ
高
祖
道
ノ
宣
揚

ヲ
目
的
ト
シ
テ
再
建
シ
、
高
祖
承
陽
大
師
ヲ
中
心
ニ
二
祖
孤
雲
禅

師
、
太
祖
常
済
大
師
ヲ
光
伴
ト
シ
テ
奉
安
シ
タ
ル
特
別
ノ
道
場
ナ
ル

ヲ
以
テ
、
本
院
ヲ
董
理
シ
又
ハ
之
ニ
干
与
ス
ル
者
ハ
厳
粛
ニ
此
ノ
趣

旨
ヲ
体
シ
苟
モ
違
冒
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ヘ
シ

　
　

第
四
条　

本
法
ハ
護
国
院
ノ
根
本
憲
章
ト
ス

　
　

第
五
条　

本
法
ハ
住
職
、
監
寺
及
干
与
者
ノ
各
四
分
ノ
三
以
上
ノ
同
意

ニ
ヨ
リ
、
大
本
山
永
平
寺
ノ
認
可
ヲ
得
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
変
更
ス
ル

コ
ト
ヲ
得
ス

　
　

第
六
条　

本
法
ノ
施
行
ニ
関
ス
ル
規
則
、
其
他
諸
規
定
ノ
制
定
、
変
更

及
廃
棄
等
ハ
住
職
、
監
寺
及
干
与
者
ノ
同
意
ヲ
以
テ
之
ヲ
決
定
ス

　
　
　
　
　
　
　

第
二
章　

住
職
監
寺
及
干
与
者

　
　

第
七
条　

護
国
院
ハ
専
任
ノ
住
職
ヲ
置
カ
ス
大
本
山
永
平
寺
御
山
監
院
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ノ
職
ニ
ア
ル
者
ノ
兼
務
ト
ス
、
但
監
院
ノ
職
ヲ
罷
ム
ル
モ
後
任
ノ
就

職
ス
ル
マ
テ
尚
兼
務
ノ
職
ニ
在
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　

第
八
条　

住
職
ハ
一
切
ノ
寺
務
ヲ
統
轄
ス

　
　

第
九
条　

本
法
施
行
後
、
最
初
ノ
兼
務
住
職
ヲ
輪
住
第
一
世
ト
称
シ
、

爾
後
其
世
数
ヲ
逐
フ

　
　

第
十
条　

護
国
院
ニ
監
寺
ヲ
置
ク

　
　

第
十
一
条　

監
寺
ハ
住
職
及
ビ
干
与
者
ノ
同
意
ヲ
以
テ
ス
ル
内
、
甲
ニ

ヨ
リ
大
本
山
永
平
寺
之
ヲ
任
免
ス

　
　

第
十
二
条　

監
寺
ハ
住
職
ヲ
補
佐
シ
住
職
支
吾
ア
ル
ト
キ
ハ
其
委
任
ニ

ヨ
リ
一
切
ノ
寺
務
ヲ
代
行
ス

　
　

第
十
三
条　

護
国
院
ニ
左
ノ
干
与
者
ヲ
置
ク

　
　
　

一
顧　
　

問　
　

五
名
以
内

　
　
　

一
信
徒
惣
代　
　

十
名
以
内

　
　

第
十
四
条　

顧
問
ハ
重
要
ナ
ル
事
項
ノ
諮
問
ニ
応
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
、
護

国
院
ニ
功
労
ア
ル
寺
院
中
ニ
就
キ
干
与
者
ノ
同
意
ヲ
得
テ
住
職
之
ヲ

委
嘱
ス

　
　

第
十
五
条　

信
徒
惣
代
ハ
宗
法
、
法
令
、
本
法
及
其
他
ノ
規
定
ニ
ヨ
リ

寺
務
ニ
参
与
ス

　
　

第
十
六
条　

信
徒
惣
代
ノ
任
期
ハ
三
年
ト
ス
、
但
再
選
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨

ケ
ス

　
　
　

信
徒
惣
代
ハ
満
期
後
ト
雖
、
後
任
者
就
任
ス
ル
マ
テ
尚
其
職
務
ヲ
行

フ

　
　

第
十
七
条　

信
徒
惣
代
ハ
住
職
、
監
寺
及
顧
問
ノ
同
意
ニ
ヨ
リ
、
其
員

数
ヲ
定
メ
テ
之
ヲ
選
定
ス

　
　
　

前
項
ノ
選
定
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
住
職
ハ
三
日
以
内
ニ
被
選
定
者

及
現
任
者
ニ
其
旨
ヲ
通
知
ス
ヘ
シ

　
　

第
十
八
条　

現
任
ノ
信
徒
惣
代
ハ
、
前
条
第
二
項
ノ
通
知
ヲ
受
ケ
タ
ル

日
ヨ
リ
七
日
以
内
ニ
三
名
以
上
ノ
同
意
ヲ
以
テ
前
条
第
一
項
ノ
選
定

ニ
異
義
ヲ
述
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
　

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
七
日
以
内
ニ
住
職
、
監
寺
、
顧
問
及
現
任
信

徒
惣
代
ノ
同
意
ヲ
以
テ
信
徒
惣
代
選
定
人
三
十
名
ヲ
銓
衡
シ
、
其
者

ヲ
シ
テ
十
四
日
以
内
ニ
信
徒
惣
代
ヲ
選
定
セ
シ
ム
ヘ
シ

　
　
　

信
徒
惣
代
ノ
選
定
ハ
、
本
条
ノ
手
続
ヲ
以
テ
確
定
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　

第
三
章　

寺　

務

　
　

第
十
九
条　

寺
務
ハ
宗
法
、
法
令
、
本
法
及
其
他
ノ
規
定
並
ニ
慣
例
ニ

準
拠
シ
テ
執
行
ス
ヘ
シ

　
　
　

事
務
ノ
分
掌
、
其
他
寺
務
執
行
ニ
関
ス
ル
規
則
ハ
別
ニ
之
ヲ
定
ム

　
　

第
二
十
条　

左
ノ
事
項
ニ
就
テ
ハ
必
ス
干
与
者
ノ
同
意
ヲ
得
テ
処
理
ス

ヘ
シ

　
　
　

一
住
職
、
監
寺
、
干
与
者
及
高
級
役
寮
ノ
進
退
、
其
他
重
要
ナ
ル
事

項

　
　
　

一
境
内
、
建
造
物
、
什
物
等
ニ
関
ス
ル
事
項

　
　
　

一
財
産
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
事
項

　
　
　

一
不
動
産
又
ハ
重
要
ナ
ル
動
産
ノ
得
喪
、
借
財
、
保
証
、
其
他
債
務

ニ
関
ス
ル
事
項

　
　
　

一
特
殊
又
ハ
臨
時
大
法
要
ニ
関
ス
ル
事
項
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一
其
他
総
テ
重
要
ナ
ル
事
項

　
　
　
　
　
　
　

第
四
章　

会　

計

　
　

第
二
十
一
条　

会
計
ハ
常
什
及
特
別
ノ
二
種
ニ
区
別
シ
テ
整
理
ス

　
　
　

常
什
会
計
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
経
理
ス

　
　
　

一
普
通
寺
務
ニ
属
ス
ル
一
般
ノ
出
納

　
　
　

一
僧
堂
、
学
堂
、
其
他
教
育
ニ
関
ス
ル
出
納

　
　
　

一
特
別
会
計
ニ
属
セ
サ
ル
出
納

　
　
　

特
別
会
計
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
経
理
ス

　
　
　

一
祠
堂
金
ニ
関
ス
ル
出
納

　
　
　

一
団
体
ニ
関
ス
ル
出
納

　
　
　

一
臨
時
事
業
ニ
関
ス
ル
出
納

　
　

第
二
十
二
条　

常
什
会
計
ハ
住
職
及
監
寺
之
ヲ
司
掌
シ
、
特
別
会
計
ハ

信
徒
惣
代
之
ヲ
司
掌
ス

　
　

第
二
十
三
条　

各
会
計
ハ
毎
年
十
二
月
末
日
ヲ
以
テ
閉
鎖
シ
、
翌
月
中

ニ
決
算
ヲ
為
シ
住
職
又
ハ
監
寺
ハ
之
ヲ
干
与
者
ニ
報
告
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　

第
五
章　

附　

則

　
　

第
二
十
四
条　

本
法
ノ
執
行
ニ
関
ス
ル
規
則
、
其
他
ノ
諸
規
程
ハ
別
ニ

之
ヲ
定
ム

　
　

第
二
十
五
条　

本
法
ハ
暫
定
ト
シ
、
更
ニ
調
査
ノ
上
之
ヲ
改
正
ス
ル
モ

ノ
ト
ス

　
　
　
　
　
　

右
昭
和
四
年
九
月
一
日
制
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
古
屋
市
東
区
布
池
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

護　

国　

院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兼
務
住
職　

大　

洞　

良　

雲
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

監　
　

寺　

門　

内　

大　

英
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

顧　
　

問　

中　

島　

分　

教
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

顧　
　

問　

水　

野　

玄　

秀
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
徒
惣
代　

吹
原　

九
郎
三
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
徒
惣
代　

鈴　

木　

摠
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
徒
惣
代　

森　

本　

善　

七
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
徒
惣
代　

堀
内　

茂
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
徒
惣
代　

大
沢　

重
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
徒
惣
代　

柴　

山　

寿
太
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
徒
惣
代　

村　

上　

庄　

造
㊞

　
　
　
　
　

護　

国　

院　

寺　

法　

施　

行　

規　

則
（
抜
萃
）

　
　
　
　
　
　
　

第
五
章　

会　

議

　
　

第
二
十
四
条　

会
議
ヲ
分
ケ
テ
左
ノ
四
種
ト
ス

　
　
　

一
、
通
常
会
議

　
　
　

二
、
特
別
会
議

　
　
　

三
、
職
員
会
議

　
　
　

四
、
評
議
員
会
議

　
　

第
二
十
五
条　

通
常
会
議
ハ
住
職
、
西
堂
、
監
寺
、
顧
問
、
後
堂
及
信
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徒
総
代
ヲ
以
テ
組
織
シ
、
重
要
事
項
ノ
決
議
及
執
行
ニ

関
ス
ル
事
案
ヲ
審
議
決
定
ス

　
　

第
二
十
六
条　

特
別
会
議
ハ
住
職
、
西
堂
、
監
寺
及
信
徒
総
代
ヲ
以
テ

組
織
シ
、
重
要
事
項
ノ
立
案
及
機
密
事
項
ヲ
協
議
ス

　
　

第
二
十
七
条　

職
員
会
議
ハ
第
四
条
ノ
職
員
ヲ
以
テ
組
織
シ
、
規
定
事

項
ノ
執
行
方
法
其
他
之
ニ
準
ス
ル
事
案
ヲ
協
議
シ
、
以

テ
事
務
遂
行
ノ
円
滑
ヲ
期
ス
ベ
シ
職
員
ノ
会
議
ハ
事

務
、
又
ハ
山
門
ノ
施
設
経
営
其
他
改
善
向
上
ニ
関
シ
住

職
ニ
意
見
ヲ
禀
申
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　

第
二
十
八
条　

評
議
員
会
議
ハ
山
門
ノ
重
要
事
項
ニ
付
、
住
職
ノ
諮
問

ニ
応
答
ス

　
　
　
　
　
　
　
　

評
議
員
会
議
ハ
山
門
ノ
施
設
経
営
ニ
関
シ
、
住
職
ニ
意

見
ヲ
禀
申
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　

第
二
十
九
条　

通
常
会
議
、
特
別
会
議
及
評
議
員
会
議
ハ
住
職
之
ヲ
招

集
シ
、
職
員
会
議
ハ
監
寺
之
ヲ
招
集
ス

 

以　

上　
　
　
　

　

と
あ
り
、
専
任
の
住
職
を
置
か
ず
本
山
監
院
の
兼
務
と
し
、
最
初
の
兼
務

住
職
を
輪
住
第
一
世
と
称
し
て
以
後
の
世
代
を
数
え
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し

て
、
大
洞
は
十
月
十
二
日
に
退
隠
し
熊
沢
泰
禅
が
兼
務
住
職
に
就
い
た
。

注（
１
）  

大
村
良
秀
「
大
洞
良
雲
老
師
」（
私
家
版
）
に
よ
れ
ば
、
大
正
十
二
年
二
月
一

日
に
護
国
院
兼
務
住
職
と
あ
る
。

（
２
）  

「
宗
報
」
第
六
三
四
号
（
大
正
十
二
年
五
月
十
五
日
発
行
）
の
「
本
山
記
事
」

の
「
〇
円
証
明
修
禅
師
猊
下
御
親
化
彙
報
」
に
よ
る
。

（
３
）  

「
宗
報
」
第
六
三
三
号
（
大
正
十
二
年
五
月
一
日
発
行
）
の
「
広
告
」
に
あ
る
。

（
４
）  

「
宗
報
」
第
六
八
〇
号
（
大
正
十
四
年
八
月
一
日
発
行
）
の
「
住
職
任
免
」
に

よ
る
。

（
５
）  

細
川
道
契
『
永
平
元
峰
禅
師
伝
歴
』（
昭
和
九
年
四
月　

永
平
寺
出
張
所
）
一

七
七
、
一
七
八
頁
に
よ
る
。

（
６
）  

『
奉
安
殿
と
門
内
監
寺
老
師
』（
昭
和
五
十
九
年
六
月　

奉
安
殿
同
参
会
）
口
絵

の
「
本
堂
」
に
幔
幕
が
掛
け
て
あ
る
。

（
７
）（
８
）　
「
傘
松
」
第
三
号
（
昭
和
二
年
五
月
）
の
「
消
息
録
」
に
お
け
る
「
◎
名

古
屋
の
起
工
式
」
に
よ
る
。

（
９
）  

『
大
本
山

永
平
寺
大
光
明
蔵
建
築
図
集
』（
昭
和
五
年
三
月　

魚
津
弘
吉
蔵
版
）
に
お
け

る
魚
津
弘
吉
の
「
御
挨
拶
」
に
い
う
。

（
10
）  

石
川
玉
林
「
嗚
呼
！　

一
杯
の
水
」（
昭
和
四
十
六
年
十
一
月　
「
傘
松
」
第
三

三
九
号
）
に
、
石
川
が
奉
安
殿
安
居
中
の
思
い
出
と
し
て
記
し
て
い
る
。

（
11
）  

「
宗
報
」
第
七
二
七
号
（
昭
和
二
年
十
月
一
日
発
行
）
の
「
法
規
令
達
」
の

「
告
示
第
三
十
五
号
」
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
12
）  

橋
本
恵
光
に
つ
い
て
は
「
傘
松
」
第
二
九
五
号
（
昭
和
四
十
年
八
月
）
所
収
の

「
本
山
西
堂
橋
本
恵
光
老
師
」
や
「
傘
松
」
第
二
九
六
号
（
昭
和
四
十
年
十
月
）

所
収
の
宮
川
敬
道
「
橋
本
老
師
の
思
い
出
」
に
よ
る
。

（
13
）  

「
宗
報
」
第
七
四
〇
号
（
昭
和
三
年
四
月
十
五
日
発
行
）
の
「
法
規
令
達
」
の

「
告
示
第
十
九
号
」
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）  
「
兼
務
住
職
任
免
願
」
は
護
国
院
に
所
蔵
し
て
い
る
。

（
15
）  
「
契
約
証
書
」「
暫
定
護
国
院
寺
法
」「
護
国
院
寺
法
施
行
規
則
」（
抜
萃
）
は
永

平
寺
に
所
蔵
す
る
。
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研究業績（2017年１月～12月）
青山健太

〈論文〉
日本におけるサッカー審判員育成システムに
関する研究─大学サッカー連盟の学生審判員
育成システムに着目して─（単）

『谷釜了正教授退職記念論集　スポーツの
歴史と文化の探求』

2017年
12月

395‒412

〈その他〉（翻訳・資料・その他）
〈資料〉サッカーの魅力を支える審判員（単） 「スポーツ史学会会報ひすぽ」No. 98 2017年

10月
2‒3

浅原正和

〈論文〉
Lau ACC., Asahara M., Han SY., Kimura J.
Craniodental Morphology of the Eurasian Otter 
(Lutra lutra) in East Asia.（共）（査読有）

The Journal of Veterinary Medical Science 
79(1)

2017年
１月

144‒152

Asahara M.
Geographic variation of absolute and relative 
lower molar sizes in two closely related species 
of Japanese field mice (Apodemus speciosus and 
Apodemus argenteus: Muridae, Rodentia).（単）
（査読有）

Zoological Science 34(1) 2017年
１月

26‒34

Asahara M., Nishioka Y.
Geographic variation of absolute and relative 
lower molar sizes in the Japanese macaque 
(Macaca fuscata: Primates, Mammalia).（共）
（査読有）

Zoological Science 34(1) 2017年
１月

35‒41

オーストラリアの “カモノハシ外交” を概観
する：第二次世界大戦から現在まで（単）
（査読無）

『三重大学教養教育機構研究紀要』２ 2017年
３月

1‒17

Asahara M., Takai M.
Estimation of diet in extinct raccoon dog species 
by the molar ratio method.（共）（査読有）

Acta Zoologica 98(3) 2017年
６月

292‒299

Asahara M., and Takai M.
Dietary transition in the Nyctereutes sinensis and 
Nyctereutes procyonoides lineage during the 
Pleistocene.（共）（査読無）

Acta Zoologica in press in press in press

〈その他〉（翻訳・資料・その他）
〈資料〉（奨励賞受賞者による研究紹介）
哺乳類の形態進化の研究を志して（単）

『哺乳類科学』57(2) 2017年
12月

381‒386

〈資料〉（フォーラム意見文）
「Variation」の訳語として「変異」が使えな
くなるかもしれない問題について：日本遺伝
子学会の新用語集における問題点（単）

『哺乳類科学』57(2) 2017年
12月

387‒390
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石川雅健

〈著書〉
『学校コミュニティへの緊急支援の手引き　
第２版』第３章　実践報告５　児童の水難事
故後の支援

金剛出版 2017年
11月

102‒106

糸井川修

〈その他〉（翻訳・資料・その他）
〈翻訳〉ベルタ・フォン・ズットナー『百年
後の平和』（共訳）

『愛知学院大学語研紀要』第42巻第１号 2017年
１月

195‒204

岩佐宣明

〈著書〉
『尊厳概念のダイナミズム』（共） 法政大学出版局 2017年

11月

〈論文〉
日常への非日常的視点─デカルト『方法序
説』第四部を読む─（単）

『愛知学院大学教養部紀要』第64巻第２号 2017年
１月

43‒64

デカルト認識論における自己認識の問題─
「意識（conscientia）」の再帰性と確実性─
（単）

理想社編『理想』第699号 2017年
９月

18‒31

〈学会発表〉
デカルトにおける自己認識の正当化（単） 第33回名古屋大学哲学会大会

（名古屋大学）
2017年
４月８日

大松久規

〈論文〉
『法界次第初門』に見られる禅観 『印度学仏教学研究』第66巻第１号 2017年

12月
16‒20

岡島秀隆

〈論文〉
宗教教育としての坐禅（単） 『仏教における実践を問う（二）』日本佛教

学会編・法藏館
2017年
８月

51‒71

Zen, Self, and Personality “Handbook of Zen, Mindfulness, and 
Behavioral Health” Translated and Edited by 
Akihiko Masuda and Kayla Sargent. Springer

2017年 105‒113

岡田千昭

〈著書〉
『本居宣長─近世国学の成立─』（共）
芳賀登 著、岡田千昭 解説

吉川弘文館 2017年
３月

195‒202
（全205）
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尾崎孝之

〈著書〉
『未知なる死から非知なる生ヘ─フランス近
現代詩の流れ─』（単）

ユニテ 2017年
12月

川口高風

〈著書〉
『名古屋の寺院と名僧』（単） 第四十八回名古屋市仏教徒大会記念講演　

白鳥山法持寺
2017年
３月20日

1‒42

〈論文〉
慶雲軒の開創から護国院へ（単） 『愛知学院大学禅研究所紀要』第45号 2017年

３月
43‒58

明治期の奉安殿護国院（単） 『愛知学院大学教養部紀要』第65巻第１号 2017年
９月

1‒35

〈その他〉（翻訳・資料・その他）
「新愛知」における仏骨奉迎の記事について
（単）

『愛知学院大学教養部紀要』第64巻第２号 2017年
１月

1‒145

明治期以降曹洞宗人物誌（十）（単） 『愛知学院大学教養部紀要』第64巻第２号 2017年
１月

147‒168

名古屋の寺院に関する木版資料について（十
四）（単）

『愛知学院大学教養部紀要』第64巻第３号 2017年
３月

1‒30

「正法輪」における仏骨奉迎の記事について
（上）（単）

『愛知学院大学教養部紀要』第64巻第３号 2017年
３月

31‒113

「正法輪」における仏骨奉迎の記事について
（下）（単）

『愛知学院大学教養部紀要』第65巻第１号 2017年
９月

37‒148

〈講演〉お袈裟の教え 岩手県寺族研修会 2017年
４月14日

〈講演〉志は老いず 田原市仏教会講演会 2017年
６月22日

〈講演〉袈裟の教えと変遷 岡山県現職研修会 2017年
６月27日

〈講演〉曹洞禅の祈祷と大般若経 五島美術館 2017年
10月５日

〈講演〉香積寺時代の風外本高 洞上墨蹟研究会 2017年
10月24日

川口勇作

〈論文〉
Unintentional plagiarism in the Japanese EFL 
context: Basic data for future plagiarism 
education（共）

Proceedings of PacSLRF 2016 2017年
３月

139‒144
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Syntactically-driven algorithmic processing of 
PP-attachment ambiguity in a second language
（共）

International Review of Applied Linguistics in 
Language Teaching, 55

2017年
５月

オンラ
イン掲
載

〈その他〉（翻訳・資料・その他）
〈資料〉学習支援システム上でのフォーラム
ライティング実践（単）

『外国語教育メディア学会中部支部外国語
教育基礎研究部会2016年度報告論集』

2017年
３月

61‒63

〈資料〉Googleフォームを用いた授業の中で
のデータ収集・管理（単）

『英語教育』2017年10月増刊号、大修館書
店

2017年
９月

48

〈資料〉若手研究者に聞く英語教育研究はこ
こが一番おもしろい！［4］ライティング研
究のおもしろさ（単）

『英語教育』2018年１月号、大修館書店 2017年
12月

66‒67

〈ワークショップ〉Ｒを用いた外国語教育
データの整理・要約（単）

外国語教育メディア学会第57回全国研究
大会
（名古屋学院大学）

2017年
８月

〈ワークショップ〉Google Classroomでの課
題管理と Slackでのコミュニケーション活動
入門（共）

外国語教育メディア学会中部支部 ICT活
用教育研究部会・高等教育研究部会共催講
習会
（名古屋大学）

2017年
９月

〈学会発表〉
隠れマルコフモデルによるライティング過程
の把握とその形成的評価への援用（共）

外国語教育メディア学会第57回全国研究
大会
（名古屋学院大学）

2017年
８月

L2ライティングにおける複雑性と流暢性の
関係（共）

外国語教育メディア学会第57回全国研究
大会
（名古屋学院大学）

2017年
８月

学習者の英語ライティング方略使用傾向の操
作化─ポーズの位置に着目した予備的検討─
（単）

第43回全国英語教育学会島根研究大会
（島根大学）

2017年
８月

エッセイライティングを中心としたライティ
ング授業デザインの展望（単）

外国語教育メディア学会中部支部高等教育
研究部会第１回例会
（静岡大学）

2017年
９月

英語ライティングプロセス・方略に関する考
察：キー入力記録システムを用いて（単）

愛知学院大学語学研究所研究発表会
（愛知学院大学）

2017年
11月

北村伊都子

〈著書〉
テキスト健康科学　改訂第２版
３章 B.1.栄養素の機能（単）

南江堂 2017年
２月

75‒85

近藤　浩

〈論文〉
『ピクウィック・ペイパーズ』─サム・ウェ
ラーの二人の父親─（単）

『愛知学院大学語研紀要』第42巻第１号 2017年
１月

77‒93
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〈学会発表〉
Hard Timesにおける reasoning animalsについ
て

第54回片平会冬期研究会
（ホテル・キャッスルプラザ）

2017年
12月

境田雅章

〈論文〉
転換期にあるスポーツ行政（共） 『愛知学院大学教養部紀要』第64巻第２号 2017年

１月
1‒13

佐々木真

〈著書〉
『学校教育の言語』
メアリー・シュレッペグレル著、石川彰、
佐々木真、奥泉香、小林一貴、中村亜希、水
澤祐美子訳（共）

ひつじ書房 2017年
11月

〈論文〉
和歌の英訳：６種類の源氏物語の英語訳の比
較分析（単）

Proceedings of JASFL (Vol. 11)
日本機能言語学会

2017年
10月

97‒110

〈学会発表〉
The Sixth Sense: A Textual Analysis of the Sixth 
English Translation of The Tale of Genji

44th International Systemic Functional 
Congress
(University of Wollongong, Australia)

2017年
７月

口頭発
表

柴田哲雄

〈論文〉
再論半谷清寿：富岡町夜ノ森に根差した思想
家（単）

『愛知学院大学教養部紀要』第64巻第３号 2017年
３月

1‒27

鈴木安蔵：南相馬市小高区出身の日本国憲法
の実質的な起草者（単）

『愛知学院大学教養部紀要』第65巻第１号 2017年
９月

37‒88

岩本忠夫の原発をめぐる半生の軌跡：双葉町
の酒屋の主人の抵抗と「転向」（単）

『愛知学院大学教養部紀要』第65巻第１号 2017年
９月

1‒35

〈その他〉（翻訳・資料・その他）
〈コラム〉「テロ等準備罪法案」と治安維持
法、鈴木安蔵（単）

ハフポスト 2017年
４月

〈コラム〉北朝鮮の核・ミサイル合意はイラ
ンの核合意に類似？：日本の窮地を招かない
ために我々は何をなすべきか？（単）

ハフポスト 2017年
５月

〈コラム〉中国の「一帯一路（シルクロード
構想）」のインパクト：日本にも中国モデル
が浸透するか？（単）

ハフポスト 2017年
７月

〈コラム〉追悼　劉暁波氏（単） ハフポスト 2017年
７月

〈コラム〉蓮舫氏の二重国籍問題について、
日本の復興という角度から考える（単）

ハフポスト 2017年
７月
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〈コラム〉習近平の後継者に内定したとされ
る陳敏爾をめぐって（単）

ハフポスト 2017年
９月

〈コラム〉「高句麗」化する北朝鮮：北朝鮮に
よる対中国牽制（夷を以て夷を制す）は可能
か？（単）

ハフポスト 2017年
11月

〈コラム〉北朝鮮の核危機とキューバ危機：
米朝両首脳の誤解に起因する核戦争の勃発を
回避せよ（単）

ハフポスト 2017年
12月

〈講演〉「核心」としての習近平についての歴
史的考察（単）

東海日中関係学会 2017年
９月

〈コメント〉劉暁波氏死去　称賛や懸念の声
（単）

中日新聞 2017年
７月

〈コメント〉ポスト習氏狙う器量（単） 東京新聞 2017年
10月

清水義和

〈著書〉
『行動する多面体馬場駿吉の輪郭をたどっ
て』（共）

文化書房博文社 2017年
４月

総頁数
197

『寺山修司研究』第10号（共） 文化書房博文社 2017年
10月

166‒179

〈論文〉
馬場駿吉の身体論─荒川修作の「ブランク」
を巡って─（単）

『愛知学院大学教養部紀要』第64巻第２号 2017年
１月

15‒34

ハロルド・ピンターと安部公房の映像メディ
ア論（共）

『愛知学院大学語研紀要』第42巻第１号 2017年
１月

41‒76

馬場駿吉による「加納光於の身体論」（単） 『愛知学院大学教養部紀要』第64巻第３号 2017年
３月

29‒56

〈学会発表〉
『田園に死す』と『アインシュタインは黄昏
の向こうからやってくる』を巡る寺山修司と
安藤絋平（共）

国際寺山修司学会第21回春季大会
（愛知学院大学・栄サテライト）

2017年
９月28日

口頭発
表

〈その他〉（翻訳・資料・その他）
あなたもプロデユーサー（単） 毎日文化センター

（名古屋）
2017年
３月28日

口頭発
表

寺山修司の映画『あゝ荒野』（単） 東海ラジオ
（名古屋・栄）

2017年
10月10日

口頭発
表

あなたも批評家　綴り方教室（単） 毎日文化センター
（名古屋）

2017年
10月17日

口頭発
表

〈批評〉寺山修司と安藤紘平　遺産は進化し
衰えず

中日新聞夕刊 2017年
７月28日

〈批評〉競馬を文学に昇華させようとした寺
山修司の挑戦

産経デジタル iRONNA 2017年
12月13日
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城　貞晴

〈学会発表〉
輸送気相法ナフタセン結晶の低指数異方的空
洞構造（単）

第78回応用物理学会秋季学術講演会
（福岡国際会議場）

2017年
９月

輸送気相法ナフタセン結晶表面に形成される
帯状構造と積層欠陥の関連性（単）

2017年真空・表面科学合同講演会
（横浜市立大学）

2017年
８月

紫外線照射によって PVT-DA結晶表面に形
成されるフィブリル構造の AFM観察（単）

第66回高分子学会年次大会
（幕張メッセ）

2017年
５月

菅さやか

〈学会発表〉
The use of transitive verbs elicits the perception 
of blame and social power.（共）

The 18th General Meeting of the European 
Association of Social Psychology.
(Granada, Spain)

2017年
７月

ポス
ター発
表

調査主体の属性に応じた質問紙への回答が回
答者自身の判断に与える影響（共）

日本社会心理学会第57回大会
（広島大学）

2017年
10月

ポス
ター発
表

菅原研州

〈論文〉
瞎道本光『室内聯灯秘訣』の研究（単） 『愛知学院大学禅研究所紀要』第45号 2017年

３月
25‒42

『峨山和尚法話』の引用典籍の研究（一）（共） 『愛知学院大学禅研究所紀要』第45号 2017年
３月

77‒109

乙堂喚丑『正法眼蔵続絃講議』の発心観
（単・査読有）

『印度学仏教学研究』第65巻第２号 2017年
３月

690‒696

近世曹洞宗の僧侶教育について（単・研究報
告）

『日本仏教教育学研究』第25号 2017年
３月

149‒158

道元禅師成仏論と弥勒信仰について（単・査
読有）

『曹洞宗総合研究センター学術大会紀要』
第18回

2017年
６月

27‒32

Zen and Body（単） 『Handbook of Zen, Mindfulness, and 
Behavioral Health』Springer

2017年
７月

77‒84

曹洞宗の人間観─その伝統と今後の展開につ
いて─（単）

日本佛教学会編『日本佛教学会叢書 人間
とは何かⅠ』法藏館

2017年
12月

134‒155

乙堂喚丑『正法眼蔵続絃講議』における『正
法眼蔵』の引用について（単・査読有）

『印度学仏教学研究』第66巻第１号 2017年
12月

115‒121

〈学会発表〉
乙堂喚丑『正法眼蔵続絃講議』における『正
法眼蔵』の引用について

日本印度学佛教学会第68回学術大会
（花園大学）

2017年
９月３日

口頭発
表

金子白夢牧師の思想形成について 日本宗教学会第76回学術大会
（東京大学）

2017年
９月16日

口頭発
表

道元禅師成仏論の教化的展開について 曹洞宗総合研究センター第19回学術大会
（曹洞宗檀信徒会館）

2017年
11月２日

口頭発
表
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近世後期洞門僧の教化意識について 日本仏教綜合研究学会第16回学術大会
（名古屋市立大学）

2017年
12月10日

口頭発
表

〈その他〉（翻訳・資料・その他）
〈寄稿〉永福庵所蔵の面祖の法物について 『永福会報』平成29年３月号 2017年

３月
3

〈寄稿〉道元の生活規範 『大法輪』第84巻７号（大法輪閣） 2017年
７月１日

114‒119

〈連載〉いろいろな名前をおぼえよう 『てらスクール』曹洞宗宗務庁出版部 2016年
４月～継続
中

〈連載〉石川素童禅師の勧戒 『跳龍』大本山總持寺出版部 2016年
５月～継続
中

〈講演〉曹洞宗の服制について 曹洞宗總和会秋田県支部研修会 2017年
１月26日

〈講演〉禅僧の法語の作り方 曹洞宗埼玉県第一宗務所「僧侶基礎養成講
座」

2017年
１月27日

〈講演〉禅の箴言～今・ここを生きる～ 愛知県安城市「安城市シルバーカレッジレ
ベルアップ講座」

2017年
２月22日

〈講演〉中世の僧侶の生き方─愛知県内にい
た無住道暁を通して─

愛知県知立市「平成29年度生涯学習講座」 2017年
５月27日

〈講演〉『正法眼蔵』「生死」巻解説 曹洞宗埼玉県第一宗務所「僧侶基礎養成講
座」

2017年
10月30日

〈講演〉『正法義』「第五章・只管打坐」章解
説

大成会研修会 2017年
11月９日

〈講演〉尋師訪道 愛知高等学校「成道会記念講演会」 2017年
12月12日

田中泰賢

〈著書〉
『Buddha 英語 文化　田中泰賢選集 全５巻』 あるむ 2017年

２月

ダニエル・ダンクリー（Daniel Dunkley）

〈論文〉
An interview with Dr. Jennifer Scalfani The Language Teacher 41, 6 2017年

11月
19‒21

Political Discourse 『愛知学院大学語研紀要』第42巻第１号 2017年
１月

95‒106

〈学会発表〉
“Task based teaching in large non-English-major 
university classes: defining aims, selecting 
methods”

JACET中部発表会 2017年
６月６日

口頭発
表
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都築正喜

〈論文〉
英語教育音声学の重要性Ⅰ（単） 日本英語音声学会機関誌『英語音声学』第

21号
2017年
１月

453‒462

EPSJ：英語教育音声学研究への貢献（1）
（単）

日本英語音声学会中部支部『学術論文集』
第６号

2017年
10月

111‒123

〈学会発表〉
小学校英語教科化と英語発音検定（共） 日本英語音声学会中部支部第25回研究大

会
（愛知学院大学大学院栄サテライトセン
ター）

2017年
３月４日

口頭発
表

英語発音の視覚化と実用化（共） 日本英語音声学会東北・北海道支部、中部
支部共催第26回研究大会
（岩手県立大学アイーナキャンパス）

2017年
６月10日

口頭発
表

富田啓介

〈著書〉
古地図で楽しむ尾張（溝口常俊編著）（共） 風媒社 2017年

１月
135‒138

はじめて地理学（単） ベレ出版 2017年
11月

〈論文〉
名古屋市および隣接地域における湿地分布情
報（単）

八竜湿地研究会編『名古屋市八竜湿地ボー
リング調査報告書（2）』

2017年
６月

52‒62

〈学会発表〉
湧水湿地を利用する野生動物とその行動（単） 第９回日本湿地学会大会

（東京農工大）
2017年
９月

口頭発
表

四国北部における湧水湿地植生の成立環境と
分布（単）

植生学会第22回大会
（那覇）

2017年
10月

ポス
ター発
表

〈その他〉（翻訳・資料・その他）
〈講演〉里山としての森林公園─どう理解
し、どう保全するか─

静岡県立森林公園
（バードピア浜北）

2017年
２月

〈講演〉里山の湿地の魅力─人とのかかわり
を考える─

長久手市自然環境講座
（長久手清掃センター）

2017年
２月

〈講演〉海上の森の自然─海上の森ってどん
なところ？─

海上の森大学基礎講座
（あいち海上の森センター）

2017年
３月

〈講演〉丘陵地の小さな湿地・湧水湿地の成
り立ちと保全

京都市緑化協会宝が池連続学習会
（京都府宝が池公園）

2017年
９月

〈講演〉東海地区の湿地の成り立ちと植生 東海シニア自然大学
（豊田市自然観察の森）

2017年
10月
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〈講演〉滝ノ水の湧水湿地を知ろう 名古屋市生物多様性センター池干し事前学
習会
（名古屋市滝ノ水コミュニティセンター）

2017年
11月

〈講演〉東海地方の里山と湧水湿地（ほか） 平成29年度なごや森づくり講座第１回・
第２回
（名古屋市滝ノ水コミュニティセンター）

2017年
11月・12月

西谷茉莉子

〈著書〉
「主要な現代詩人たち：詩人たちによって生
成され続けるダブリン─キンセラ、モンタ
ギュー、ミーハンの場合─」『文学都市ダブ
リン　ゆかりの文学者たち』（共）

春風社 2017年
２月

367‒394

〈学会発表〉
A Broadside編集者としてのW. B. Yeats 日本バラッド協会第９回会合

（東京工芸大学　中野キャンパス）
2017年
３月18日

口頭発
表

“Yeats’s Editorial Approach to Broadsides 
(1935)”

2017 International Yeats Society Conference
（Fordham University’s Lincoln Centre 

Campus）

2017年
10月22日

口頭発
表

「Sweeneyとアイルランド：Robert Gravesの
Eliot批判」
シンポジウム「エリオットとスウィーニー」

日本 T. S.エリオット協会第30回大会
（岡山プラザホテル）

2017年
11月11日

シンポ
ジウム

〈その他〉（翻訳・資料・その他）
〈インタビュー〉Visiting Wake Forest 
University Press: An Interview with Jefferson 
Holdridge and Amanda Keith（単）

『愛知学院大学語研紀要』第42巻第１号 2017年
１月

229‒235

野田大志

〈論文〉
「現代日本語における動詞「ある」の多義構
造」（単）

『国立国語研究所論集』第12号 2017年
１月

81‒110

〈その他〉（翻訳・資料・その他）
〈辞書〉「受かる」（単） 『基本動詞ハンドブック』（国立国語研究

所）http://verbhandbook.ninjal.ac.jp
2017年
７月

web版

〈辞書〉「受ける」、「おろす」（いずれも単） 『基本動詞ハンドブック』（国立国語研究
所）http://verbhandbook.ninjal.ac.jp

2017年
12月

web版

藤田淳志

〈学会発表〉
“American Theater, LGBT Politics, and 
Presidential Elections”

15th Urban Research Plaza Academic Forum 
“Urban Resilience: Voicing ‘Others’ through 
Art and Culture”
（Universitas Gadjah Mada Yogyakartaインド
ネシア）

2017年
２月22日

口頭発
表
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〈その他〉（翻訳・資料・その他）
〈講演〉「パフォーマンスと可視化の力─寛容
（tolerance）と受け入れ（acceptance）─」
たたかう、アート！ Vol. 3『第四回講座　ア
メリカ調査報告：アメリカ西海岸におけるセ
クシュアル・マイノリティのコミュニティ』

中京青少年活動センター
（京都）

2017年
12月９日

松井真一

〈論文〉
実親からの育児支援に対するきょうだい構造
の効果（単）

『社会学研究』第九九号 2017年
２月

37‒55

〈学会発表〉
実親からの育児支援ときょうだい構造
─出生順位ときょうだい数による検討─

関西ソシオロジ研究会
（立命館大学）

2017年
９月

口頭発
表

溝口　明

〈論文〉
Myosuppression is involved in the regulation of 
pupal diapause in the cabbage army moth 
Mamestra brassicae.（共）

Scientific Reports, 7 2017年
１月

41651

Identification of ecdysteroidogenic enzyme genes 
and their expression during pupal diapause in the 
cabbage armyworm Mamestra brassicae.（共）

Insect molecular Science, 26(3) 2017年
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４月
243‒343



258─　　─

山口　均

〈論文〉
日本浪曼派の中の伊藤桂一文学（単） 『風日』第61巻第２号

（風日社）
2017年
３月

27‒31

〈学会発表〉
ピーターラビットという体験（単） 日本児童文学学会・日本イギリス児童文学
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　　　　　　　　フィールドテストを利用したジュニアユース（JY）サッカーチームの縦断的評価 ････････（ 47 ）
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